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第 1 部

食料・農業・農村の動向



1

はじめに

はじめに

我が国の食料供給は、輸入に大きく依存することで成り立っているため、海外の影響を極

めて受けやすい構造となっている。2007年度はそのことを改めて認識する年となった。一つ

には、食料の需給をめぐる世界の情勢にかつてない変化が生じているなかで、穀物や大豆の

国際価格が過去最高水準にまで高騰し、国内の食料品価格や原料調達に大きな影響を与える

とともに、畜産経営に大きな打撃を与えたことである。また、食品に対する消費者の信頼を

揺るがす事件も発生した。

一方、食料供給の基本となるべき国内農業が直面している最大の課題は、生産構造のぜい

弱化が進んでいる米、麦、大豆等の土地利用型農業の体質を強化すること等を通じて、国内

生産の増大を図り、将来にわたり食料を安定供給できる農業構造を構築することである。特

に、米については需給調整の実効性を確保し、水田農業の維持・発展を図る必要がある。

このような土地利用型農業に関しては、2007年４月から新たな経営所得安定対策が導入さ

れたが、生産現場から要望や不満等様々な意見が出されたため、制度の基本は維持しつつ、

市町村特認制度の創設等地域の実態に即した見直しが行われた。また、米については、米価

の大幅下落という状況に対応するための緊急対策が講じられるとともに、米価安定に向けて

生産調整の進め方の見直しが行われた。

他方、農林水産物・食品の輸出額は、2007年に４千億円を大きく超え、2013年までに１兆

円規模にするという目標に向けて順調に増加している。また、地球温暖化の進展等に対応し

て、循環型社会を形成するとともに、農林水産業の新たな領域を開拓していく観点から、農

村の資源を有効に活用してバイオマスの利活用を促進する動きが拡大してきている。

さらに、食料・農業・農村施策の展開に大きな影響を及ぼすWTO農業交渉や豪州をはじ

めとするEPA/FTA交渉が、まさに正念場を迎えている。

経済社会のグローバル化が進展するとともに、少子・高齢化、人口減少社会が到来するな

ど経済社会構造が大きく変化しているなか、とりわけ農村を中心とする地方の再生が重要な

課題となっているが、農業や農村が有する潜在能力を最大限に引き出し、国民生活を一層豊

かなものとする観点から、農林水産業と商工業等との産業間での連携、いわゆる「農商工連

携」の促進等による地域経済活性化のための取組が推進されている。

本報告書は、こうした最近の動きを踏まえ、食料・農業・農村の動向や主要施策の取組状

況について、国民的関心と理解が深まることをねらいとして作成した。

その構成としては、冒頭に、「食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発」、「原油価

格や穀物・大豆価格の高騰とその影響」、「４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出」

をはじめ、この１年の特徴的な動きを「トピックス」として取り上げた。そのうえで、本編

では、第Ⅰ章を特集章として、「農業の体質強化と農村地域の活性化」と「地球環境対策と

農村資源の保全・活用」の２つのテーマを取り上げた。また、第Ⅱ章では、「食料」、「農業」、

「農村」ごとに主な動向について簡潔に記述した。
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食料、農業及び農村に関する主な施策
食料･農業･農村をめぐる現状

農業構造のぜい弱化

水田・畑作の規模拡大の遅れ

海外における日本食ブーム

地球温暖化の進行

農山漁村の活力低下

深刻化、広域化する鳥獣被害

国際的な食料事情の変化

食料自給率の低下

食品の安全に関する国民の高い関心

食料

食料の安定供給の確保

農業

農業の持続的発展 農村の振興

農政改革三対策

農村

農業・農村がもつ潜在能力を最大限に発揮させ、
地域を活性化し、豊かで安定した国民生活を実現する

●WTO農業交渉、EPA/FTA交渉
－「多様な農業の共存」を基本理念として、食料安全保障や国内農業の構造改革の進捗状況にも留意

●生物多様性の保全
－生物多様性をより重視した
　農業の推進

●地球温暖化への対応
－温暖化防止策、適応策、国
　際協力の推進

●バイオマスの利活用
－食料と競合しない稲わら等
　を利用した国産バイオ燃料
　の生産拡大

●経営・所得の安定
－小規模・高齢農家も含めて
地域農業の担い手を確保し、
土地利用型農業の体質を強
化

●需要に応じた米生産の推進
－生産調整の確実な実施、麦、
大豆、飼料作物、非主食用
米の生産の拡大・定着

●農地政策の見直し
－優良農地の確保と農地の 
効率的利用の促進

●農林水産物・食品の輸出促進
－2013年までに輸出額を1兆
円規模とするとの目標達成
に向け、官民の関係者の協
力を得て、「総合的な輸出
戦略」を総合的に推進

●知的財産の戦略的な創造、保
護、活用及び新技術の開発・
普及の推進
－農業の潜在的な力の発揮
●農業生産の基盤の整備
－良好な営農条件を備えた農
地・農業用水を確保するた
めの基盤の整備を実施

●地域資源・環境の保全
－農地・農業用水等の資源を
保全する取組と環境負荷を
低減する営農を支援

●農山漁村の活性化
－地域のリーダーとなる人材
の育成、農商工連携の強化、
都市と農村の共生・対流の
促進

●野生鳥獣被害の防止
－市町村等の計画に基づく取
組に対する総合的な支援

●食料自給率の向上
－食料自給率目標の達成に向
け、生産と消費の両面から
戦略的取組

●食の安全と消費者の信頼の確
保
－生産から食卓まで的確な工
程管理の実施、食品関連事
業者の法令遵守の徹底

●食育の推進
－食や農への理解の増進

●地産地消の推進
－生産者と消費者の「顔が見
え、話ができる」関係の構
築



トピックス

１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

５　農業・農村地域の活性化を目指して

―この１年の特徴的な動き―



4

第
１
部

ト
ピ
ッ
ク
ス

１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

2007年12月から翌年１月にかけ、食品による薬物中毒事案が発生し、消費者の間に食品の

安全性に関する不安が高まりました。このような事案の再発を防止するためには、原因の究

明が必要ですが、それを待たなくても取り組むべきことも多いと考えられます。このため、

①情報の集約・一元化体制の強化、②緊急時の速報体制の強化、③輸入加工食品の安全確保

策の強化といった政策を政府一体となって速やかに実施することが、関係閣僚の申合せによ

り決定されました。今後、事態の推移に応じて、新たな再発防止策の必要性について検討す

ることとされています。

一方、2007年には、食品事業者による不適正な表示や製造といった消費者の信頼を揺るが

す事件が相次いで発生しました。食品の自主回収件数も前年の３倍以上に増加しています。

このようななか、食品に対する消費者の信頼を確保することが急務となっており、まず、

何よりも食品企業のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）の徹底を図る必要が

あります。特に、業界団体や個別企業の経営者・監査役の高い意識と主体的な対応が求めら

れているため、「食品産業トップセミナー」の開催を通じて消費者重視の経営が行われるよ

う、経営者の意識向上が図られています。また、食品産業の多くを占める中小食品事業者は

ノウハウ・人材の点でコンプライアンスへの対応が困難な面があることから、主にこうした

中小食品事業者を対象としたコンプライアンスの取組の道しるべとして、「『食品業界の信頼

性向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」が策定されています。

このほか、食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重

要管理点）を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP
ハ サ ッ プ

（危害分析・重要管理点）手

法の導入や食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及できるトレーサビリティの普及

を図ることも重要です。

食品事業者においては、取り扱う商品が消費者の生命・健康にかかわるものであり、健康

被害を引き起こさなくても、表示偽装等の行為は消費者の信頼を損なう重大な行為であるこ

とをしっかりと認識して、コンプライアンスの確立に取り組むことが必要です。また、コン

プライアンスの確立に向けて、企業行動規範や事故対応マニュアルの整備、専門部署の設置

を行うなどの取組が重要です。

食の安全に不安を与える事件の発生

コンプライアンスの徹底に向けた取組が求められている

資料：農林水産省調べ

企業行政措置

M社

I社

A社

H社

S社

9月

11月

10月

事件の概要

・原材料の虚偽表示、意図的な異種原材料の混
入、賞味期限の改ざん、産地偽装　等
・上記の行為を不正と認識したうえで、社長の
指示により常態的に実施

・製品の賞味期限の改ざん、自主検査で製品か
ら大腸菌群等が検出されたが、公表せず回収

・製品の解凍・再包装、製造年月日・消費期限
の改ざん、原材料の不適正表示　等

・商品の原材料を虚偽表示して販売

・製品の消費期限等の改ざん、原材料の原産地
の偽装　等

2007年
8月

213

302
237

756

2004年 05 06 07

件

資料：（独）農林水産消費安全技術センター調べ

0

200

400

600

800

最近の主な消費者の信頼を揺るがす事件 食品自主回収件数の推移
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１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

適正でわかりやすい食品表示の実現のための取組を推進

他方、食品に対する消費者の信頼を確保するためには、適正でわかりやすい食品表示にす

ることが必要です。食品等の表示に関係する法律は「農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律」（JAS法）や「食品衛生法」等複数ありますが、例えば、JAS法は消費者

の選択に役立てるという観点から適正な表示を義務付けており、行政と消費者が一体となっ

た監視・指導が行われています。具体的には、行政による日常的な小売店舗等の巡回に加え、

食品表示110番への情報提供に基づく必要な調査等により、表示の根拠を確認するなど、徹

底した監視・指導が実施されています。また、行政の監視活動への協力として消費者に委嘱

されている食品表示ウォッチャー制度等により、情報の収集を行っています。

さらに、犯罪性が高いなどJAS法の適用範囲にとどまらない事案については、事柄の性質

に応じて警察等と連携をとりながら対応することとされています。

政府は、食品偽装事件が全国的に相次いでいること等を受け、2007年12月に「生活安心プ

ロジェクト　緊急に講ずる具体的な施策」を決定しました。このなかで、食品不正表示の監

視取締体制の強化のため「食品表示特別Gメン」を新設し、広域・重大案件に対して機動的

に調査を行うこととしたほか、JAS法の品質表示基準の適用を業者間取引に拡大することと

しました。また、食品表示に関連する機関の連携を強化するため、関係都道府県の機関と国

の出先機関との間で「食品表示監視協議会」が設置されます。さらに、関係府省＊１の間で

「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有を進めるなど、安心できる生活環境の実現

を目指し、適正でわかりやすい食品表示が行われるための取組が推進されています。

一方、最近、加工食品の原料原産地について、消費者から高い関心が寄せられていること

を踏まえ、食品事業者による自主的な情報提供をより一層推奨することとされています。

【P112～117参照】
＊１　内閣府、公正取引委員会、警察庁、厚生労働省、農林水産省

消費期限は、その期限を過ぎたら食べない方が良いもので
す。これに対して、賞味期限は、おいしく食べることができ
る期限で、この期限を過ぎても、すぐに食べられないという
ことではありません。
また、これらの期限は、事業者が科学的、合理的根拠をも
って設定しています。表示されている期限は、未開封のとき
の期限です。一度開封した食品は、表示されている期限にか
かわらず、早めに食べましょう。期限表示の意味を正しく理
解して、食品の保存や調理を適切に行うことにより、無駄な
廃棄を少なくすることが大切です。

缶詰、即席めん等
劣化が比較的遅い
ものには賞味期限
が表示されます。

調理パン、生菓子等
劣化が早いものには
消費期限が表示され
ます。

「消費期限」と「賞味期限」

関係機関が連携するほか、食品事業者による自主的な加工食品の原料原産地表示を推奨

加工食品の原料原産地表示の推奨

資料：農林水産省作成

食品事業者による自主的な情報提供を
より一層推奨するための取組

食品事業者が自主的に
加工食品の原料原産地
表示をする場合の手引
きの作成

相談窓口の設置

事業者表彰の実施

優良事例集の配布

消費者の商品選択に資するため、加工食品の原料原産地
について、食品事業者から積極的に情報提供を行い、消
費者と食品事業者の間の良好な信頼関係を構築すること
が極めて重要

最近、食品事業者の自主的な情報提供が行われているな
か、こうした情報が混乱を招くことなく円滑に伝達され
ることが大切
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２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

食料の需給をめぐる世界の情勢に、かつてない変化が起こっています。

需要面では、中国等の開発途上国を中心とした人口増加に加えて、所得の向上により、畜産物・油

脂類の消費が拡大することに伴い、とうもろこし等の飼料となる穀物や、油糧原料となる大豆や

なたね等の需要が増加しています。また、近年の原油価格の高騰と国際的な環境への関心の

高まりのなかで、石油代替燃料としてバイオ燃料の生産が拡大することに伴い、原料となるとう

もろこしや大豆等の需要が世界的に増加し、食料需要との競合が起こっています。とうもろこし

の最大輸出国である米国では、バイオエタノールに対する需要が増加し、原料となるとうもろこ

しの作付けが増加する一方、大豆の作付けが減少し、大豆需給にも影響を及ぼしています。

こうしたなかで、供給面では、豪州の２年連続の干ばつによる小麦の減産等、食料需要の

増加に農業生産が的確に追いつけない状況となっています。このため、国際的な食料需給は

近年ひっ迫する傾向で推移し、世界の穀物の在庫は極めて低水準となり、穀物・大豆の国際

価格は過去最高の水準にまで高騰しています。

このほかにも、ロシアや中国をはじめ一部の食料輸出国では、自国内への食料供給を優先

して、農産物の輸出規制を実施したり、穀物・大豆の市場では、投資や投機的マネーが流入

するなどの動きがみられたり、国際価格の高騰に拍車をかけています。

このような食料需給をめぐる世界情勢の大きな変化は、一時的なものにとどまらないと予測

されています。需要面では、開発途上国を中心とした人口の増加により食料需要のさらなる増

加が見込まれています。また、バイオ燃料についても世界全体の需要量が2030年には現在

（2004年）の６倍になると予測され＊１、非食用需要を含めた穀物・大豆需要が一層増加する

と見込まれています。一方、供給面では、地球温暖化の進展や水資源の不足等が農業生産に

影響を及ぼすと見込まれており、世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性があります。

また、穀物・大豆の国際価格についても、今後、高水準で推移するという指摘もあります＊２。

＊１　国際エネルギー機関（IEA）
＊２ OECD-FAO「Agricultural Outlook 2007-2016」

食料需要とエネルギー原料需要との競合が大きな問題に

世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性

米
国
・
カ
ナ
ダ
・
豪
州

　
　
　
　
　
　
同
時
不
作

米
国
ハ
リ
ケ
ー
ン

豪
州
大
干
ば
つ

米
国
高
温
乾
燥

中
国
輸
入
急
増

小麦

資料：ロイター・ES＝時事
　注：1）シカゴ商品取引所（CBOT）の毎月最終金曜日の期近価格。米は、タイ国家貿易取引委員会の第1水曜日のタイうるち精米、砕米混入率10％未満
 のFOB価格
　　　2）1ブッシェルは、大豆・小麦は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

大豆 米（右目盛）

12.0

8.0

4.0

16.0

20.0 900

600

300

0

0
2000年 01 02 03 04 05 06 07 08

ドル/ブッシェル ドル/ t
豪
州
大
干
ば
つ

とうもろこし

米

大豆

小麦

とうも
ろこし

875ドル/ t
過去最高更新
08年4月23日

13.3ドル/bu
過去最高
15.45ドル
08年3月3日

8.0ドル/bu
過去最高
12.80ドル
08年2月27日

5.8ドル/bu
過去最高
6.06ドル

08年4月15日

（2008年 4月25日現在）

穀物・大豆の価格の推移
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２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

穀物・大豆の国際価格の高騰が、国民生活に様々な影響

穀物・大豆価格の高騰に加えて、原油価格の高騰等により海上輸送運賃や包装資材価格が

上昇しています。このため、食料の６割を輸入に依存する我が国においても食料品価格の値

上げや国内農業のコスト上昇の形で様々な影響を及ぼしています。食料品については、パン、

即席麺、マヨネーズ等の小売価格の値上げが相次いで表明されています。また、国内農業に

ついては、主に輸入とうもろこしから製造される飼料の価格が高騰し、畜産経営に大きな打

撃を与えています。さらに、生産資材価格も上昇し、大量の燃料や資材を使用する野菜・果

実等の施設園芸（ハウス栽培）においても生産費の上昇等大きな打撃を受けています。

原油価格の上昇については、施設園芸の省エネ化に対する支援をはじめ、金融面での措置

等の対策が講じられています。また、飼料価格高騰に対しては、配合飼料価格安定制度によ

る補てんのほか、畜産・酪農農家の経営に対する緊急支援対策が行われています。

これまでみたような食料をめぐる現状を踏まえると、我が国の食料供給は、輸入に大きく

依存することで成り立っているため、海外の影響を極めて受けやすい構造であることを改め

て認識する必要があります。その一方で、食生活の乱れや大量の食料廃棄の問題が生じてお

り、また、世界では８億人以上の人々が飢餓に苦しんでいるといった事実にも目を向ける必

要があります。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を基本として、これ

と輸入、備蓄とを適切に組み合わせていくことが必要です。このような方針のもと、国や地

方公共団体だけでなく、農業者、食品産業事業者、消費者がそれぞれ、食料をめぐる様々な

問題を自分自身の問題として共有したうえで、限られた国内農地を有効に活用して、国内農

産物の生産をふやしていくことが重要です。さらに、これを食品産業や消費者が積極的に利

用するなど、食料の生産・消費両面にわたる課題に、一体的に取り組む必要があります。

【P76参照】

国民全体で食料問題の認識を共有し、諸課題に一体的に取り組むことが必要

輸入小麦
売渡価格
30％引上げ

（2008年4月）

チョコレート
約12％値上げ
（2008年3月）

ソーセージ
約10％値上げ
（2007年9月）

即席麺
約10％値上げ
（2008年1月）

食パン・菓子パン
約10％値上げ
（2007年12月）

しょうゆ
約11％値上げ
（2008年4月）

マヨネーズ
約10％値上げ
（2007年6月）

食用油
約27％値上げ
（2007年10月）

資料：農林水産省作成
　注：飼料用小麦の需要増加（2007年5月米国農務省予測）は、小麦価格の高騰を受けて減少に修正（08年2月）

途上国の経済発展等を受けた
穀物・大豆需給のタイト化

粗糖
（さとうきび）
価格の上昇

砂糖
清涼飲料
菓子類

畜産物
（食肉、鶏卵、
乳製品等）

パン
麺類等

みそ
しょうゆ
豆腐等

マヨネーズ
食用油

とうもろこし
価格の上昇

大豆価格
の上昇

小麦価格
の上昇

なたね価格
の上昇

原油価格の高騰等を背景とした
バイオ燃料の需要増加

バイオエタノール バイオディーゼル

（米国）
作付転換

配合飼料
価格の上昇

コーンスターチ、　
異性化糖価格の上昇

（米国）
飼料用小麦の
需要増加＊注

（豪州）
2年連続の
大干ばつ

植物油価格の上昇

穀物・大豆の国際価格の高騰等が食料事情に及ぼす変化
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３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

2007年度は、「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震」や台風の上陸、大雨等の気象災害
により、農林水産関係では1,925億円の被害が発生しました。これは過去５か年（2002～06
年）平均の農林水産関係被害額（約4,661億円）の４割程度でした＊１。農業関係の被害額は
903億円で、このうち台風第４号等の影響を強く受けた早期米地帯での乳白米の登熟障害の
多発をはじめとする農作物の被害が287億円、地震や台風による農地法面の崩壊や農業用水
路の損壊といった被害が616億円となっています。

2007年は３月に発生した「平成19年（2007年）能登半島地震」に続き、同年７月には同じ
北陸地方の新潟県中越地方が最大震度６強を記録する大地震に襲われ、死者15人、負傷者
2,345人の大きな人的被害を受けました。また、ガス・水道・電気をはじめとするライフラ
インや道路・鉄道といった交通基盤の損壊により、日常生活に大きな支障が生じました。
さらに、柏崎刈羽原子力発電所における変圧器の延焼や関連設備の損壊等の被害により、

住民に大きな不安を与えるとともに、一部原子炉の停止により、その後の夏期の電力供給に
影響を与えました。地震による経済損失は１兆3,300億円と試算され、2007年の自然災害で
は世界最大規模といわれています＊２。
一方、農林水産関係全体の被害額は214億円に上り、能登半島地震の被害額を上回っていま

す。農地や農業用水路、集落排水施設等の損壊が７割を占める大きな被害が発生しました。

＊１ 農林水産省調べ
＊２ 国連国際防災戦略（UN/ISDR）により提供された、EM-DAT：The OFDA/CRED International Disaster
Database － www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels（Belgium）による試算
なお､１ドル=106.63円で換算（東京市場インターバンク相場スポットレートの2008年１月より算出）した。

2007年度の自然災害による農林水産関係被害額は1,925億円

農地や農業用施設に大きな被害を与えた新潟県中越沖地震

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
億円

資料：農林水産省調べ（2008年4月18日現在、継続調査中）
　注：台風第4号及び大雨とは、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第4号の影響による大雨のことであり、東北地方の大雨とは、秋雨前線と台風第11号
　　から変わった低気圧の影響で9月15日夜から18日にかけて降雨が続いた大雨のこと

53

26

93 49

23 3

53 63 76

農林水産関係
の被害額

被害額のうち
農業関係

214

新潟県中越沖地震（7/16）

低気圧の
高波等

（2/23～24）
277

台風第4号及び大雨
（6/12～7/17）

600

台風第5号
（8/2～4）
205

台風第9号
（9/5～8）
279

左記以外の
台風・大雨等
247

東北地方の大雨（9/15～18）

1,925

農地、施設等

農作物等

農地、
施設等
163

農作
物等
119

農地、
施設等
182

903

103

農道を封鎖し、水田まで達した土砂崩壊 隆起した農道

2007年度の自然災害による農林水産関係の被害



政府は、地震発生直後、官邸に対策室を設置するとともに、総理出席のもと「平成19年

（2007年）新潟県中越沖地震に係る関係閣僚会合」等を開催し、被災者の救済、災害復旧等

に速やかに取り組みました。農林水産省においても、「新潟県中越沖地震関係局庁連絡会議」

を設置するとともに、北陸農政局と関東農政局に「災害対策本部」を設置し、関係府省とも

連携しつつ、被災者への食料支援体制の確保や被災地の早期復興、農林水産業の再生を目指

し、各種の災害対策が講じられました。

一方、８月には地震による局地的な被害により大きな復旧費用が必要となった新潟県長岡

市ほか１市１町１村を対象に局地激甚災害の指定がなされ、これら農地や農業用施設等の災

害復旧事業に必要な費用の通常の国庫補助のかさ上げ措置が実施されています。

また、農業集落排水施設は、これまで国庫補助率のかさ上げ措置の対象ではありませんで

したが、能登半島地震や新潟県中越沖地震を契機として、地震を原因とした激甚災害に指定

された場合、補助率のかさ上げ措置＊１がなされることになりました。こういったかさ上げ

措置を受けつつ、農地や農業用施設、農業集落排水施設の300か所を超える地区で災害復旧

事業が実施されています。

＊１ 農業集落排水施設では、市町村の標準税収入に関して一定の要件を満たした地域で適用される。なお、農地や農
業用施設では、１戸当たり事業費等に基づきかさ上げ措置が実施されている。

＊２ 米や麦で耕作面積が一定規模以上の者は、農産物共済に当然加入することになっているが、家畜や果樹、畑作物、
園芸施設の各共済では、任意加入となっている。

農業経営のセーフティネットとしての農業共済制度
自然災害の発生は、特に農業所得への依存度の高い農家の経営にとって大きな不安定要因となります。こ

のため、農業災害補償制度により、災害によって生じた経済的損失を補てんし、被災農家の経営安定が図ら
れています。具体的には、農家の拠出と国の負担（共済掛金の半分程度）により、個々の農家に生じた損害
（農作物の収量の減収等）に応じて共済金が支払われます。
この制度は基本的にすべての農家が加入できますが＊２、より加入しやすいように、例えば選果場単位で

果樹共済に加入できるようにするなど、制度の改善が行われています。2007年度より導入された新たな経
営所得安定対策とともに、引き続き、農業経営のセーフティネットとしての役割が一層期待されています。

9

３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

地震発生後、局地激甚災害の指定を含め、迅速に対応

資料：内閣府資料を基に農林水産省で作成

災害
発生

農
地
等
の
被
害

農地、農業用施設、
林道、農林水産業
共同利用施設

　  ＜災害復旧国庫補助事業＞　
○8割程度の補助
（共同利用施設はおおむね2割）

激甚災害
指定

国庫補助率の
かさ上げ措置

減収量

資料：農林水産省作成
基準収穫量

当該年産の収穫量 共済金の
支払対象部分

非補てん部分
基準収穫量×
（1－補償割合
（0.5～0.9））

引受収量＝基準収穫量×補償割合

激甚災害制度の概要（農林水産業関係）

農業共済制度の仕組み



４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

近年、健康的であるなどのイメージやおいしさ、見た目の美しさ

といった理由から日本食が世界的な人気を呼んでいます。また、ア

ジア諸国の経済発展に伴って、富裕層が増加していることもあり、

優れた品質をもつ我が国の農林水産物・食品は、海外からも高い評

価を得ています。

こうしたことを背景として、我が国の農林水産物・食品の輸出は

近年大幅に増加してきており、2007年の輸出額は前年より16％増加

して4,337億円と、４千億円を大きく超えました。３年前の2004年

と比べると1.5倍と大きく伸びています。

台湾で大玉のりんごが高級贈答品として好評を得ており、また、

欧米等で緑茶がブームとなっているほか、長いもが薬膳料理の食材

として台湾、米国へ出荷されるなど、アジアや米国を中心に世界各

地に向けて農林水産物・食品が輸出されています。

我が国の農業総産出額は減少傾向で推移しており、また、少子・高齢化の進展により人口

が減少局面に入っているなか、国内市場の規模の縮小が懸念されており、新たな市場の開拓

が重要となっています。

このため、農林水産業・食品産業が21世紀にふさわしい産業として成長することを目指し、

我が国の農林水産物・食品は国内消費向けであるとの固定観念を打破し、海外に新たな市場

を求めることが重要となっています。

政府は「21世紀新農政2006」で掲げられた2004年からの５年間で農林水産物・食品の輸出

額を倍増すること、さらに「21世紀新農政2007」で新たに示された2013年に輸出額を１兆円

規模とすることを目標として、その実現に向けた取組を進めています。

具体的には「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、検疫協議の加速化

等の輸出環境の整備、輸出ビジネスモデル戦略の検討・整備等の品目別の戦略的な輸出促進

といった取組が関係者と一体となって行われています。
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アジアや米国を中心に急増する輸出

2013年には１兆円規模を目標

億円

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成
　注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物または水産物に分類

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2002年 03 04 05 06 09 1307

2004年より47％増

2,759 2,789 2,954 3,310
3,739

4,337

6,000億円

1兆円規模

輸出促進ロゴマーク

農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出拡大目標



農林水産物・食品の輸出促進についてはこれまで、海外において展示・商談会や常設店舗

の設置といった支援が行われ、好評を得てきました。2007年からは、国内で輸出に先駆けて

取り組んでいる者や、国内外のバイヤーを対象とする「輸出オ

リエンテーションの会」、活きた輸出情報や日本産の農林水産

物・食品の魅力の売り込み情報等を交換するセミナー、国内外

のバイヤーとの展示・商談会、試食等による輸出産品発掘会が

開催されています。これらの取組に対しては、参加した農林漁

業者やバイヤー等からも高い評価を得ており、さらなる輸出規

模の拡大につながることが期待されています。

日本食のショールームでもある海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及を通

じて日本食材の輸出促進を図るため､2007年７月に民間有志により、特定非営利活動法人

（NPO法人＊１）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO）」が設立されました。JROは、

台北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者からな

るネットワークを築いています。

JROは、各地域において、個々の日本食レストランがかかえる課題をともに解決するため、

日本食レストランに関する情報を発信する普及啓発活動や、料理人の調理技術・衛生知識の

向上等を目指す教育研修活動、優良日本食

レストランの推奨活動等のなかから、各地

域の実情に応じて取り組まれる活動に対し

て支援を行っていくこととしています。

こうした活動によって、世界で日本食レ

ストランがふえ、より多くの人が日本食を

楽しみ、日本食・食材の海外市場の開拓に

寄与することが期待されています。 【P136参照】

＊１ ［用語の解説］を参照 11

４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

全国で開催される輸出オリエンテーション

海外日本食レストラン等の推奨を通じた輸出促進

輸出オリエンテーションの会の様子

ロンドン支部での日本食イベント

農林水産物・食品の輸出拡大は、食料自給率の向上につながるのでしょうか。
食料自給率は、私たちの毎日の食生活（食料消費）が国内生産でどの程度賄うことができるかを示す指標

であり、我が国では、供給熱量ベースと生産額ベースの食料自給率が用いられます。
我が国の供給熱量ベースの食料自給率は、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類・で

んぷん、みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、1ポイント減少して39％とな
りました。しかし、そのなかで、食料自給率を押し上げる方向に働いた要因の一つが農林水産物・食品の輸
出です。我が国の農林水産物・食品の輸出が拡大し、それを通じて国内生産が増加すれば、国産供給熱量が
増加することになり、自給率を高めることにつ
ながります。
食料自給率の向上には、米の消費拡大や飼料

自給率の向上をはじめ、消費・生産両面からの
取組が強化されていますが、農林水産物・食品
の輸出も国内生産の増加を通じて、食料自給率
向上に結び付くことが期待されています。 【P88参照】

食料自給率向上にもつながる農林水産物・食品の輸出

＝ ×100
国民1人1日当たり供給熱量（kcal）
国民1人1日当たり国産供給熱量（kcal）供給熱量ベース

の食料自給率

農林水産物・食品の輸出増加
に伴って、国産供給熱量が増加
すれば、食料自給率が向上！
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５　農業・農村地域の活性化を目指して

農業の活性化とともに、活力ある農村を実現するため、効率的な農業経営や地域住民によ

るむらづくり等を行っている先進的事例が多くみられます。

このうち、その内容が優れており、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に

開催される農林水産祭において天皇杯や内閣総理大臣賞が授与されています。2007年度の天

皇杯と内閣総理大臣賞の受賞者の概要を紹介します。

規模拡大や法人化等を通じて効率的経営を実現し、地域の活性化に貢献

経営（水稲・小麦・大豆）

有限会社　福
ふく

江
え

営
えい

農
のう

（代表　後
ご

藤
とう

昌
まさ

宏
ひろ

氏） 岐阜県海
かい

津
づ

市
し農産部門

福江営農は、1992年に設立された役員 4人、社員10人で構成される有
限会社であり、水稲・小麦・大豆の2年 3作体系のなかで、100馬力以上
の大型トラクター等の大型機械を活用した効率的かつ精度の高い作業体系
を確立し、労働時間の大幅な縮減で高収益を実現している。
「地域密着」をキーワードに、耕作放棄地の発生防止等の観

点から、積極的に農地を借り受けながらも高収量を維持してい
るため、毎年農地の集積が進み、経営面積は旧海津町の1割を
占める324haに及んでいる。
経営に取り入れている品種や新技術は、地域の先駆的モデル

として普及が期待されている。また、地域密着型の大規模経営
モデルとして、全国の基盤整備実施地区においても同様の取組
が広まることも期待されている。

2007年度天皇杯受賞者

長野県

岐阜県

海津市
愛知県

福井県

経営（長いも）

帯
おび

広
ひろ

市
し

川
かわ

西
にし

長
なが

いも生
せい

産
さん

組
くみ

合
あい

（代表　伊
い

勢
せ

章
あき

敏
とし

氏） 北海道帯
おび

広
ひろ

市
し園芸部門

長いもの計画生産・販売体制確立による経営改善を図るため、前身とな
る蔬

そ

菜
さい

出荷組合が1971年に設立された。現在、123戸が加入し、作付面積
は2004年産229ha、2005年産が236haと年々増加している。
5年輪作の実践やたい肥等の有機物施用による土づくりを行うなど、良

質な長いも生産に向けた基本技術の励行のほか、厳格な組合規
定による優良種いもの選抜や収穫時期をずらした通年出荷、
1999年からは特大サイズのいもの台湾輸出を行うなど、特色
ある取組を行っている。現在は、帯広市周辺の6町村の長いも
生産者とともに「十勝川西長いも」の広域産地を形成しており、
2005年産の販売額は合計で37億円に達している。同組合は、
今後も品種開発・育成やウイルス抵抗品種の導入を進めるとと
もに、安全性を確保するため、選果施設へのHACCP手法の導
入に向けた取組も進めている。

北海道 
帯広市 
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５　農業・農村地域の活性化を目指して

経営（酪農）

小
お

栗
ぐり

隆
たかし

氏 北海道八
や

雲
くも

町
ちょう畜産部門

1979年に父から農業経営を移譲され、1985年に酪農専業へと経営転換
した後、濃厚飼料多給による高泌乳生産の高コスト経営に疑問をいだき、
1997年に放牧酪農へと転換した。現在、労働力は家族2.5人で、経産牛45
頭、育成牛19頭を年間200日放牧飼養している。
放牧酪農への転換で乳量が減少し、生乳販売額は大きく下がったが、
購入飼料費の削減や医療費の3割削減等により、収入に占める所得の
割合が47％、経産牛 1頭当たり31万円の所得を上げている。また、
省力管理や作業の効率化等により労働時間が減り、残った時間でチー
ズづくりに挑戦している。放牧地で牛が排せつするふん尿を草地の肥
料とするなど、資源循環型の放牧酪農経営を行っており、全国の中山
間地域や耕作放棄地での普及が期待されている。

北海道

八雲町

産物（茶）

下
しも

岡
おか

久
きゅう

五
ご

郎
ろう

氏 京都府宇
う

治
じ

田
た

原
わら

町
ちょう

蚕糸・地域
特産部門

「日本緑茶発祥の地」を標榜する宇治田原町は、茶業が基幹産業であり、
茶園面積は府内第 3位、荒茶生産量は府全体の12％を占めている。下岡
氏は1959年に就農後、栽培面積の拡大や機械導入等により作業効率化を
図るとともに、1～ 2茶種を生産する農家が大多数のなか、4茶種を生産
し、各ほ場の標高差と茶種の組合せによる摘採作業の分散化を行って
いる。
また、土壌診断等による施肥量の削減や、傾斜地における点滴施肥

技術の導入を地域に先駆けて行っているほか、防除技術の確立により
農薬散布回数を地域の慣行より3割削減している。
今後は、宇治茶全体の名声をさらに高めるため、町内で新たな集団

茶園の造成や後継者の確保だけでなく、京都府独自の新品種の普及、
新たな茶生産地である丹後地域の農家育成等にも大いに力を発揮する
ことが期待されている。

三重県

京都府

宇治田原町

滋賀県
兵庫県

資料：（財）日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

（左）2007年度（第46回）農林水産祭（2007年11月23日、
明治神宮会館にて）

（右）受賞者に贈られる天皇杯
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ト
ピ
ッ
ク
ス

三
み

上
かみ

博
ひろ

由
よし

氏農産部門　経営（麦）

北海道清里町において、夫妻を中心とした家族経営により29haの畑作経営を行
っている。小麦の単収が10ａ当たり799kgと地域平均（10ａ当たり584kg）を大き
く上回り、国産麦として最高水準を実現している。また、周辺農家
や普及指導センター等と連携して土づくりや生育コントロールを行
うなど、地域の農業に強い影響とリーダーシップを発揮しつつ、栽
培技術の向上と低コスト生産に向けた不断の努力を続けている。

2007年度内閣総理大臣賞受賞者

清里町

北海道

資料：（財）日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

北海道清
きよ

里
さと

町
ちょう

ひまわり農
のう

業
ぎょう

協
きょう

同
どう

組
くみ

合
あい

バラ部
ぶ

会
かい

（代表　内
ない

藤
とう

嘉
よし

昭
あき

氏）園芸部門　経営（バラ）

1981年に設立された豊川市農協花き部会バラ支部を前身として、1993年に設立され、最新技術の先駆的
な導入や徹底した品質管理により、栽培面積20haで販売額14億円と、全国トップレベルの生産を誇ってい
る。同時にバラ 1本の平均単価が全国
平均より44％も高いなど非常に高い品
質を保っている。また、同部会には女
性活動組織「ローズメイト」が設立さ
れており、福祉施設へのバラ提供等で
地域にも貢献している。

豊川市
静岡県

岐阜県
長野県

愛知県

愛知県豊
とよ

川
かわ

市
し

有限会社　小
こ

林
ばやし

牧
ぼく

場
じょう

（代表　小
こ

林
ばやし

輝
てる

男
お

氏）畜産部門　経営（肉用牛肥育）

代表の小林氏は、1969年に両親を手伝う形で就農し、1985年に経営移譲
され、1991年に肉用牛肥育専業へ経営転換すると同時に、規模拡大を目指
して会社を設立した。現在、飼養頭数は1,300頭を超え、ワ
イン粕や豆腐粕等食品残さを飼料化（エコフィード）して有
効利用するとともに、生産情報公表JASの取得や、出荷肉の
3割を直販店で販売することにより、消費者に密着した牛肉
を生産供給している。

甲斐市

長野県

静岡県

山梨県

山梨県甲
か

斐
い

市
し

廣
ひろ

川
かわ

宏
ひろ

志
し

氏蚕糸・地域特産部門 産物（畳表）

1963年に就農し、1984年に父から経営を引き継いでいる。高品質な畳表
をつくるためには機械化が困難と考えられていたなか、機械や栽培技術の改
良により積極的な機械化を進め、規模拡大と高品質畳表の生
産を両立させている。廣川氏の生産する畳表は平均 1 枚
3,780円、高級品では全国平均（ 1枚1,350円程度）の10倍
の価格（13,500円）になることもあるが、自身が有する技
術を惜しむことなく地域や全国の生産者に伝えている。 福山市

岡山県

鳥取県

島根県

広島県

広島県福
ふく

山
やま

市
し

古
こ

座
ざ

川
がわ

ゆず平
ひら

井
い

の里
さと

（代表　新
しん

谷
たに

稜
りょう

助
すけ

氏）むらづくり部門

1985年に結成された加工グループを前身に、2004年に地区内83戸のうち62
人の参加を得て設立された。ゆずの生産・加工・販売を一元化させた六次産
業化に取り組み、収益を増加させるとともに女性の経営参画
も促しており、インターネットによる販売も含め、ゆず加工
品の販売額は1億円を超えている。雇用の場の確保により30
歳代以下の若者の定住促進が図られたほか、農業体験の受入
れや食農教育、高齢者の生きがいづくりにも取り組んでいる。 古座川町

奈良県

三重県

大阪府

和歌山県

和歌山県古
こ

座
ざ

川
がわ

町
ちょう



特　　集
―農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成―

第Ⅰ章

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行

し、農業構造のぜい弱化が進んでおり、国内農業の体質強化や農村地域の活性化を図ること

が急務となっている。また、地球温暖化の進展に対応してその防止策や適応策を強力に推進

していくことが必要となっている。

本章では、これらの状況を踏まえ、まず、農業構造や農業経営の現状を展望し、米政策改

革や新たな経営所得安定対策の取組状況と見直しの経緯・内容、農地政策の展開方向等につ

いて記述するとともに、小規模農家、高齢農家を含めた多様な農業経営の発展と地域の活性

化に向けた課題を整理する。

次に、地球温暖化の状況や食料生産への影響を踏まえ、農林水産分野における地球環境政

策を紹介するとともに、生物多様性の保全やバイオマス利活用の加速化、「農地・水・環境

保全向上対策」の取組状況等について記述し、農村資源の活用・保全に向けた課題を整理する。

特　　集
―農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成―

第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化
第２節　地球環境対策と農村資源の保全・活用



（１）農業構造と農業経営の動向

（ぜい弱化が進行する我が国の農業）
我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行
しており、農業構造のぜい弱化が進んでいる（表Ⅰ－１）。
また、我が国の農家１戸当たりの農地面積は、1.8ha（2006年）と約40年前の1965年

（1.1ha）から伸びてはいるものの、諸外国と比べた場合、EUの９分の１、米国の99分の１、
豪州の1,902分の１と大きな格差がある（表Ⅰ－２）。

（2006年の農業総産出額は8兆2,900億円）
我が国の農林水産業の産出額は、10兆3,291億円となっており、このうち農業総産出額＊１

は、1984年（11兆7,171億円）をピークに、需要が減少している米を中心に1985年以降大き
く減少し、2006年は８兆2,900億円となった（図Ⅰ－１）。これは1985年以降の生産量の減少
や、1990年以降の価格の下落が要因となっている＊２。また、品目別では畜産の産出額が最
も大きく、次いで野菜、米となっている。
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第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

資料：農林水産省「農林業センサス」、「耕地及び作付面積統計」 
　注：増減率は、1965年比で、1985年以降の農業就業人口及び基幹的農業従事者は、
　　　販売農家ベースの数値 

1965年 75 85 95 2005

耕地面積 
（万ha） 

総農家数 
（万戸） 

農業就業人口 
（万人） 

基幹的農業 
従事者（万人） 

65歳以上（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

600

566

1,151

894

― ― 

557

495

791

489

538

423

543

346

19.5

504

344

414

256

39.7

469

285

335

224

▲    7

▲  13

▲  31

▲  45

▲  10

▲  25

▲  53

▲  61

▲  16

▲  39

▲  64

▲  71

▲  22

▲  50

▲  71

▲  75

57.4

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、米国農務省資料、欧州委 
　　員会資料、豪州農業資源経済局資料 
　注：日本の数値は、販売農家1戸当たりの経営耕地面積 

1.8ha

180.2ha

16.9ha

 3,423.8ha

― 

99倍 

9倍 

1,902倍 

日本 
（2006年） 

米国 
（2005年） 

EU 
（2005年） 

豪州 
（2004年） 

農家1戸当たり 
の農地面積 

日本との比較 

（我が国の農林水産業の産出額） （我が国の品目別の農業産出額） 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「生産林業所得統計」、「漁業・養殖業生産統計」を基に農林水産省で作成　 
　注：農業は概算値、林業及び漁業は確定値 

農業　8兆2,900億円 
（80％） 

農林水産業 
産出額 

10兆3,291億円 
（100％） 

農業総産出額 
8兆2,900億円 
（100％） 

林業 
4,322億円 
（4％） 

漁業 
1兆6,069億円 
（16％） 

畜産 
23,531億円 
（28％） 

乳用牛 
7,441 
（ 9％） 

鶏 
6,509 
（ 8％） 豚 

4,980 
（ 6％） 

肉用牛 
4,601 
（ 6％） 

野菜 
20,574 
（25％） 

米 
18,146 
（22％） 

果実 
7,570 
（ 9％） 

花き 
4,016（ 5％） 

いも類 2,015（ 2％） 
麦類 1,461（ 2％） 
豆類 782（1％） 

その他  
（6％） 

表Ⅰ－ 1 耕地面積、農業就業人口等の推移 表Ⅰ－ 2 １戸当たり農地面積の国際比較

図Ⅰ－ 1 我が国の農業産出額等（2006年）

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　農林水産省「生産農業所得統計」、「農業物価統計」、「農林水産業生産指数」



（増加する耕作放棄地）

耕作放棄地面積は、38.6万haと埼玉県や滋賀県の面積とほぼ同じで、土地持ち非農家や自

給的農家の耕作放棄地＊１が増加している（図Ⅰ－２）。また、耕作放棄地面積が最も多いの

は中間農業地域であるが、耕作放棄地面積率＊２では山間農業地域が最も高くなっており、

また、都市的地域でも高い率となっている（図Ⅰ－３）。

（高齢化率が高いほど耕作放棄地面積率が高い傾向）

最近10年間の全国の耕作放棄地面積率は、６％（1995年）から10％（2005年）へと増加し

ている。また、高齢化が進むほど耕作放棄地面積率が増加する傾向にあり、特に中国地方で

は、その傾向が強くみられる（図Ⅰ－４）。
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第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

図Ⅰ－ 2 耕作放棄地面積の農家
形態別の推移（全国）

図Ⅰ－ 3 耕作放棄地面積の地域
類型別の推移（全国）

34.3

1995年 2000 05

24.4

3.9

9.3

6.7

4.5

5.4

13.4

8.7

6.8

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：1）（　）の数値は、2005年の各地域における耕作放棄地面積率 
　　　2）2005年農林業センサスでは、農業地域類型区分を2000年調査時点 
　　　  の区分を利用して集計 

38.6

6.0

14.8

10.0

7.7

山間農業地域 
（14.7％） 

中間農業地域 
（12.6％） 

平地農業地域 
（5.6％） 

都市的地域 
（12.7％） 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
万ha

3.3 3.3

3.2 3.4

5.5
7.7

4.1

7.9
8.3

16.2

38.6

資料：農林水産省「農林業センサス」 

1995年 2000 05

土地持ち 
非農家 

自給的農家 

副業的農家 

準主業農家 

主業農家 

24.4

34.3

13.3

5.6

7.8

4.1

3.6
0
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図Ⅰ－ 4 耕作放棄地面積率と高齢化率の関係（1995～2005年、農業地域別）

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　耕作放棄地面積率＝耕作放棄地面積/（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100



（規模拡大農家数は純増する一方、規模縮小農家数も増加）

近年、経営耕地が５ha以上層の農家数は純増しているが、５ha以上層から５ha未満層に

縮小した農家も増加する傾向にある（図Ⅰ－５）＊１。また、稲作単一経営農家について３層

に細分化してみたところ、５ha未満層や５～10ha層から上位の階層へ拡大する動きにある

一方で、10ha以上層や５～10ha層から下位の階層へ縮小する動きもあり、特に５～10ha層

でその数が大きい（図Ⅰ－６）。

（規模縮小の主な理由は、高齢化や単位面積当たり収益の低迷）

経営する農地の規模を拡大または縮小したことがある農家を対象に、その理由をアンケー

ト調査したところ､規模を拡大した農家は､農地を引き受けてほしいとの依頼を受けたとの回

答が最も多く、拡大する農地が隣接していた、技術進歩で生産効率が上がったという理由が

これに続いた（図Ⅰ－７）。一方、規模を縮小したことがある農家は、高齢化で労働投入量

が減少したこと、農産物価格や単位面積当たりの収益が低いことを理由とする回答が多かった。
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図Ⅰ－ 5 総農家数の経営耕地規模別動態
（都府県）

図Ⅰ－ 6 稲作単一経営農家の経営耕地
規模別動態（2000～05年､都府県）
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資料：農林水産省「農林業センサス」 
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資料：農林水産省「農林業センサス」を基に農林水産省で 
　　作成 
　注：2000～05年に存続した農家が対象 

図Ⅰ－ 7 経営規模を拡大・縮小した理由（複数回答）
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資料：農林水産省「経営する農地の拡大・縮小に関する意識・意向調査」（2008年1月実施） 
　注：土地利用型農業を営む全国の農業者モニター1,505人を対象として実施（回収率87.6％）。このうち、最近10年間に規模を拡大した751人 
　　と縮小した191人が対象 

＊１ 「平成18年度 食料・農業・農村の動向」のP98に記述された分析との連続性から、ここでは５haを境界線とした。
なお、P22の図Ⅰ－15が示すように、規模が５ha以上になると農家の総所得に占める農業所得の割合が過半となり、
農業所得の重要性が増す。



（規模が大きい農家を中心に、高齢化や収益の低迷で規模の維持は困難に）

このアンケート調査では､経営規模が縮小した主な要因として、｢経営主の高齢化」、「単位

面積当たり収益の低迷」、｢後継者の不在」といったことが明らかになった。そこで、稲作単

一経営農家について、統計的手法からも経営規模階層別にその関係を分析したところ、すべ

ての階層において「経営主の高齢化｣、「単位面積当たり販売額の低迷」、「後継者の不在」の

３要因は、規模縮小につながりやすいことが確認された（図Ⅰ－８）。各要因ごとに影響度

を比較すると、「経営主の高齢化｣、「単位面積当たり販売額の低迷」、「後継者の不在」の順

に、影響度が大きいことが示された＊１。

また､規模階層別では、作付面積が0.5ha未満層より、それ以上の規模階層を中心に、これ

ら３つの要因が影響を及ぼす傾向が認められた。

（規模拡大を目指す意欲ある農家に対する支援の充実が必要）

近年、経営主の高齢化はさらに進展しており、加えて、米販売額を左右する長期的な米価

下落や米消費量の減少、さらには後継者不足が顕在化しつつあり、農家の規模拡大に悪影響

を及ぼす条件が強まる傾向にある。

このようなことから、図Ⅰ－５でみたように、経営規模が５ha以上層の純増ペースは鈍

化してきたと考えられる。今後、規模拡大を目指す意欲ある農家に対し、経営の安定や人材

確保といった面での支援の充実が重要である。
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図Ⅰ－ 8 経営規模の縮小と主な要因の関係（2000～05年、規模階層別）
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資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：1）稲作単一経営農家について、2000～05年にかけて経営耕地を5％以上縮小した農家を1、その他の農家を0とする被説明変数を、質的 
　　　 選択モデル（プロビットモデル）によって回帰分析 
　　　2）説明変数は、経営規模を拡大・縮小した理由に関するアンケート調査結果（図Ⅰ－7参照）で明らかになった要因を参考に、「農林業 
　　　  センサス」の調査項目のなかから、経営主の高齢化、単位面積当たり販売額、後継者の不在の3つを採用した。分析の詳細については、 
　　　  P179の付注参照 

＊１　P179付注１．の（3）参照



（総所得では、準主業農家が主業農家を上回る状況）

主業農家の１戸当たり総所得（2006年）をみると、前年より1.7％増加して548万円、その

うち８割を農業所得が占めており、主業農家は市場価格の変動等の影響を受けやすい状況に

ある（図Ⅰ－９）。また、主業農家は、準主業農家に比べ、短期（１年以内）で返済が必要な負

債の割合が高くなっており、毎年安定した現金収入の確保が必要になっている（図Ⅰ－10）。

（水田農業では主業農家への生産の集中が低い）

水田農業では、農業産出額に占める主業農家の割合が４割と他部門に比べ低く、農家戸数

でもわずか１割と主業農家への生産の集中が低くなっている（図Ⅰ－11）。また、野菜や畜

産では規模拡大が進展しているが、水田農業では、依然として規模の小さい経営が多い＊１

など構造改革に立遅れがみられ、規模拡大が重要な課題となっている。
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図Ⅰ－10 農家の負債
（2006年、販売農家、主副業別）

図Ⅰ－ 9 農家の総所得の構成等
（2006年、販売農家、主副業別）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」、「農業構造 
　　動態調査」 
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」 
 

図Ⅰ－ 11 主な品目別にみた主副業別の割合（2005年）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」、「農林業センサス」 
　注：1）農業産出額の主副業別シェアについては「農林業センサス」、「経営形態別経営統計（個別経営）」より推計 
　　　2）畑作には、麦類作、雑穀・いも類・豆類、工芸農作物を含む。 
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＊１ 1965年と2006年の経営規模を比べると、酪農（乳用牛）で18.1倍、肉用牛で24.8倍、野菜（2005年）で7.2倍とな
っているが、水稲では1.7倍となっている。



（米価が長期的に低下するなか、一部農家の農業所得は増加）

水田作の個別経営＊１の総所得をみると、主業農家（468万円）は準主業農家（478万円）

や副業的農家（490万円）を下回っている。また、副業的農家の総所得に占める農業所得の

割合は、３％にすぎない（図Ⅰ－12）。

一方、水田作経営（主業農家）の農業所得は、米価の長期的低下の影響を受け、全体的に

減少しているが、規模拡大や経営の多角化等により農業所得が増加した農家もみられる（図

Ⅰ－13、14）。
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図Ⅰ－ 12 水田作の個別経営の総所得の
構成等（2006年、主副業別）

図Ⅰ－13 同一農家（水田作経営）
における総所得の推移
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　注：集計対象は1995年に主業農家であった114経営体。総所得は各調査 
　　年の経営体の総和平均で集計 
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資料：（財）全国米穀取引・価格形成センター調べ（2008年3月26日現在） 
　注：1）価格には包装代（紙袋）、消費税等を含む。 
　　　2）加重平均のウェイトは1990～2005年までは銘柄ごとの落札数量。2006年以降は銘柄ごとの前年産検査数量 
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＊１　稲、麦等の水田で作付けした作物の販売収入が、他の営農類型の販売収入と比べ最も多い農家のこと



（水田作の個別経営では、10ha以上層から農業所得が平均500万円超）

水田農業をはじめ土地利用型農業は、他部門に比べ規模拡大のテンポが緩やかである。水

稲作付農家の場合、水田作付延べ面積５ha以上層の農家は２％にすぎず、３ha未満層が９

割以上を占めるが、規模が大きくなるほど経営主の平均年齢が若くなっている。また、５

ha以上層から農業所得が過半を占め､10ha以上層で農業所得が500万円を超え､20ha以上層で

１千万円を超えている（図Ⅰ－15）。

10ａ当たり農業所得（土地生産性）をみると、規模拡大に伴って増加し、５～７ha層で

ピークとなるが、７ha以上層では緩やかに低減する傾向にある。これは、規模拡大に伴い、

①米に比べ労働生産性は高いが、土地生産性が低い麦類・豆類等の作付割合がふえること＊１、

②経営規模が小さい階層では土地生産性の高い野菜作収入の割合が高い傾向にあるなどの要

因が考えられる。

一方、家族農業労働１時間当たり農業所得（労働生産性）は、規模拡大に伴い大きく向上

し、20ha以上層では全国平均の６倍の水準となっている。これは、大規模層では大型・高

性能の機械を導入しつつ労働時間を減少させ、少人数で経営の効率化を図っていることが主

な要因になっていると考えられる。

水田作の個別経営では、規模拡大により、土地生産性を低下させても労働生産性を向上さ

せることで、１戸当たりの農業所得を伸ばすことにつながっていると考えられる。
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図Ⅰ－15 水田作の個別経営における総所得の構成等（2006年、水田作付延べ面積規模別）

資料：農林水産省「農業経営統計調査（個別経営の営農類型別統計）」、「農林業センサス」 
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＊１ ５～７ha層から麦類・豆類の作付割合がふえ、20ha以上層では、米の作付けが５割に低下する一方、麦類が３割、
豆類が２割となっている。



（水田作の個別経営の農業所得と、米の生産費は地域別に大きな差異）

これを地域別にみると、１戸当たり農業所得は経営耕地面積の大きい北海道が高い一方、

規模階層別では７ha以上層を境に地域差が大きくなり、10～15ha層では、北陸地方の農業

所得は北海道の約1.5倍と高くなっている＊１。

また、米の10ａ当たり生産費では、北海道や東北で低く、近畿、中国、四国で高い傾向に

あり、地域によって大きな差がみられる＊２。

（作付面積が大きいほど農業生産は効率化する傾向）

一方、農業地域類型別では、平地農業地域でも中山間農業地域（中間農業地域と山間農業

地域）でも、米の作付面積が大きいほど、10ａ当たりの生産費は低く、稲作所得が高い傾向

にある（図Ⅰ－16）。

しかしながら、作付面積が0.5ha未満と0.5～1.0haといった小規模階層において、中山間農

業地域は平地農業地域に比べて生産費や稲作所得の差が大きく、0.5ha未満層では中山間農

業地域の稲作所得がマイナスになっているなど、中山間農業地域の多くの農家が生産費や所

得の面で平地農業地域に比べて不利な条件にあることがうかがわれる。

このような状況を踏まえ、水田を維持し、農業の多面的機能を発揮させるため、将来にわ

たって農業生産活動を継続的に実施できるようにする取組が重要である。

23

第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

図Ⅰ－ 16 米販売農家の10ａ当たり全算入生産費と稲作所得（2006年、規模別、地域類型別）

○作付面積 
○標本数 
　平地/中山間 
○ほ場枚数（枚） 
　平地/中山間 
○ほ場面積（a /枚） 
　平地/中山間 

0.5ha未満 
41/75 
 

3.0/3.7 
 

12.0/9.3

0.5～1.0 
89/63 
 

5.5/5.9 
 

13.7/12.0

1.0～3.0 
139/99 
 

8.9/10.4 
 

18.3/15.6

3.0～5.0 
46/21 
 

17.1/18.8 
 

22.2/19.3

5.0ha以上 
106/34 
 

30.1/36.0 
 

28.6/21.0

万円/10 a

万円/10 a

22

20

18

16

14

12

10

5

4

3

2

1

0

－1

3.7
4.84.5

3.33.3

1.62.1
0.9

－0.9

4.3

中山間農業地域の全算入生産費（全国平均：作付規模1.0ha､生産費15.3万円/10 a） 

平地農業地域の全算入生産費 
（全国平均：作付規模1.5ha、生産費13.5万円/10 a） 

中山間農業地域の稲作所得 
（全国平均所得2.4万円/10 a） 

平地農業地域の稲作所得 
（全国平均所得3.5万円/10 a） 

12.7

11.4

14.2
14.2

16.6

17.9

21.0

17.5

10.4
10.7

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」（組替集計） 

＊１ 10～15ha層の農業所得は、北陸地方で734万円、北海道では497万円（農林水産省「平成18年 農業経営統計調査
（個別経営の営農類型別統計）」）

＊２　農林水産省「平成18年産 農業経営統計調査（米生産費統計）」



（２）米政策改革の取組 ―米価の下落とその対応―

（2007年産の米価下落に対応し、米緊急対策を実施）

主食用水稲作付面積は、2004年以降年々減少しているが、主食用米の需要量の減少に伴う

生産目標数量の減少に見合うほどには作付面積が減少しなかった。

このため、2007年産については、約７万haの過剰作付けにより主食用の需要予測を21万

ｔ上回った。このように、①米の消費量が年々減少するなかで生産調整の実効性が確保でき

ていないこと、②主たる売り手である全国農業協同組合連合会（全農）が概算金の取扱いを

見直したこと、③過当競争に陥りがちな流通業界の構造であること、④消費者の米の購入動

向として、低価格米への志向が強まっていること等から、当初、米の価格は大きく下落し、

2007年10月には、前年産同時期と比較すると、一部の銘柄を除き、主な銘柄で約７～11％安

の水準となった。

このような2007年の特殊な状況にかんがみ、2007年10月に「米緊急対策」が決定され、そ

の具体的取組により価格の大幅な下落に歯止めがかかった。

（生産調整の実効性確保に向け、生産調整の進め方を見直し）

また、米価の安定を図るため、需給調整の実効性を確保する観点から、食糧法に基づく基

本的枠組みは維持しつつ、生産調整の進め方が見直された（図Ⅰ－17）。
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図Ⅰ－17 「米緊急対策」と「生産調整の進め方の見直し」のポイント

◆「米緊急対策」◆
① 政府は、備蓄水準を適正水準（100万 t ）まで積み増すこととし、34万 t を2007年に買入れ、
備蓄米の市場への放出は、当面、原則として抑制。
② 全農は、2006年産うるち米の販売残相当量について、非主食用（飼料）へ処理することとし、
政府が全農へ応分の助成を用意。
③ 2008年産の生産調整は､主食用米の需給バランスが確保できるよう､農協系統と行政が適切に
連携して、全都道府県・全地域で目標を達成できるよう全力をあげる。

◆「生産調整の進め方の見直し」◆
① 行政、農協系統、集荷・販売業界等の関係者がそれぞれ及び相互に連携して、生産調整目標
を達成するために全力をあげ、必要な場合には、関係機関との間で生産調整目標達成合意書の
締結を行う。
② 都道府県別の生産調整目標を適切に設定するため、産地づくり交付金の一部を活用した都道
府県間調整の仕組みの導入。
③　飼料用米、バイオエタノール米等「新規需要米」を生産調整にカウントする方式の導入。
④　産地づくり交付金等に加え､新たな生産調整の拡大に対するメリット対策として､
ア）麦・大豆・飼料作物等に作付転換した場合の支援として、地域協議会との 5 年契約を前提
に 5万円/10ａ（2007年産未達成者は 3万円/10ａ）

イ）飼料用米、バイオエタノール米等の非主食用米の低コスト生産技術の確立に対する支援と
して、地域協議会との 3年契約を前提に 5万円/10ａ

の緊急一時金を支払う「地域水田農業活性化緊急対策」を導入。
⑤　生産調整の目標配分、作付け、収穫の各段階で目標達成に向けた取組を強化。

資料：農林水産省作成



（産地づくり交付金の活用による生産調整の推進）

米政策改革推進のための対策として導入されている産地づくり対策では、地域の生産や販

売戦略等の産地づくり、担い手育成等の設計図ともいうべき「地域水田農業ビジョン」を策

定することとされており、2007年度は1,585の地域水田農業推進協議会（地域協議会）で策

定された＊１。

地域での産地づくり交付金の活用方法は、地域が主体的に設定できるようになっている

（図Ⅰ－18）。このため、各地域では創意工夫したビジョンに基づき、産地づくり交付金を活

用して様々な取組が行われており、この交付金を活用して生産調整の的確な実施が図られて

いる（表Ⅰ－３）。
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図Ⅰ－18 産地づくり交付金の活用状況（複数回答）

資料：農林水産省作成 
　注：数字は、各地域協議会がどの項目で産地づくり交付金を活用したかの割合 
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表Ⅰ－ 3 産地づくり交付金の活用による成果事例

取組区分 

＜そばの生産と地産地消の振興及び担い手育成の重点化＞ 

○担い手の育成 
・そば・麦・大豆・飼料作物　 
　3万円/10 a 
 
○そばの出荷　100円/kg

○担い手へ農地利用権設定助成 
　（地権者への助成） 
　3年以上5年未満　 2万円/10 a 
　 5年以上     3万円/10 a 
○麦・大豆等の振興（3 ha以上 
　の団地） 5万1千円/10 a 
○麦・大豆等の担い手加算 
　4千円/10 a

○担い手への農地集積 
　713ha → 1,365ha 
○担い手の増加 
　認定農業者等 
　　133戸 → 217戸 
　集落営農組合 
　　1組合 → 11組合 

○担い手への農地集積 
　1,500ha 
○担い手数 
　認定農業者等　285戸 
　 
　集落営農組合　15組合 

○集落営農設立助成　 
　2千円/10 a 
○集団の振興作物 
・麦　　　　5万円/10 a 
・飼料作物　4万5千円/10 a 
・大豆　　　5万円/10 a

○集落営農の設立 
　0組織 → 17組織 
○集団の稲WCSの生産拡大 
　45ha → 66ha

○集落営農の法人化 
　17組織 
○集団の稲WCSの面積 
　100ha

○そばの生産拡大 
　0 ha → 72ha 
○担い手の増加と農地集積シェア 
　46 → 97、39％ → 62％ 
○市内そば店に供給、独自の 
　認定制度、そば焼酎開発 

○そば作付面積　85ha 
 
○担い手数　120 
○担い手農地集積シェア 
　80％ 

＜団地化等による麦・大豆等の振興と担い手の育成＞ 

＜集落営農の組織化と麦・飼料作物（稲WCS（ホールクロップサイレージ））・大豆の生産拡大＞ 

米以外の作物 
の生産振興 

農地の流動化 
等への助成 

組織化・ 
法人化 

取組の内容 
（2006年度） 

取組の成果 
（2003→06） 

取組の目標 
（2010） 

資料：農林水産省調べ 

＊１　市町村合併等により地域協議会の範囲が変更されるなど、地域協議会は2005年に比べて487減少
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米政策の経緯と現状
（米政策には大きく二つの時期）

米政策の時期は大きく二つに分けることができる。一つは、食糧管理法のもと、国による全
量管理を基本とした1942～95年の約50年間である。もう一つは、「主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律」（主要食糧法）のもと、民間主導の仕組みが導入された1995年以降である。

（過剰米問題の深刻化により生産調整を開始）

食糧管理法のもとでは、政府への売渡義務や厳格な流通規制等、国による全量管理を基本と
して、戦中戦後の食糧難に際し、米の需給と価格の安定、国民生活の安定に大きな役割を果た
してきた。しかしながら、1960年代に入ると米の消費量が1962年にピークを迎える一方、生
産量は生産性の向上等により1967年から3年連続で1,400万ｔを超える豊作となるなど、大幅
な生産過剰基調となり、政府米在庫量も増大したため、1971年から本格的に生産調整が開始
された。

（自主流通米について市場原理が活かされるよう入札取引を開始）

その後、国民の食生活の向上に伴う良質米志向の高まりを背景に、食糧管理の運営では、民
間流通の長所を活かし、政府を通さない米の流通を可能とする自主流通米制度が1969年に開
始され、その価格決定は、集荷業者と卸売業者からなる協議会による値決め方式がとられた。
1988年には自主流通米が米流通の過半を超える状況となるなか、農業者・農業者団体からも
市場実勢を的確に反映した国民にわかりやすい価格形成や流通の思いきった弾力化が求められ
た。このような意見を踏まえ、銘柄ごとの需給動向や品質を価格に反映させる観点から、
1990年に自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。また、数次にわたる
流通改善が実施され、集荷・販売業者の新規参入等が実施された。
このように、食糧管理制度は、農業者・農業者団体からの要請も踏まえ、消費者ニーズを的

確に反映した価格形成や米流通における競争条件の一層の導入を図り、実情に合わせながら運
営を変化させてきた。

米の全体需給等の動向

資料：農林水産省「食料需給表」、「耕地及び作付面積統計」、農林水産省調べ 
　注：1）政府米在庫量は外国産米を除いたもの。各年の10月末現在で2003年以降は6月末現在 
　　　2）米の総需要量は、1993年以降は国産米消費仕向量 

1960年 64 68 72 76 80 84 88 92 96 2000 04 07

77
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（食糧管理法から主要食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行）

1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド（UR）農業合
意によるミニマム・アクセス＊１の受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったこ
とを契機に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに主要食糧法が制定された。
主要食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和され、政府の役割

は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。また、入札を通じて米取引の指標となる
適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これまでの
国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。

（需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革を開始）

一方、その後も米の消費は減少し続け、生産調整の取組についての閉塞感も募ったため、消
費者、農業者・農業団体、学識者、行政により1年をかけて議論が行われた。その結果、水田
農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集中化を
図るなどの観点から、2004年より米政策改革が実施された。また、流通については食糧法改
正により計画流通制度が廃止され、原則、流通規制が撤廃された。

（米政策改革のポイントは、農業者や地域の主体的判断と創意工夫）

この改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需要
への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とし、2004年より改革の第1
ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎としてつくる
数量を配分する方式に転換された。
また、第2ステージとして､2007年産から国等から提供される需給に関する情報や市場シグ

ナルを基に、農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行された。その後、
2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から、前述のとおり進め方の見直しが行われた。

米政策の変遷

法
制
度
 

資料：農林水産省作成 

食糧管理法（1942～95年） 主要食糧法（1995年～） 

国の 
役割 

○国による米の全量管理 
　（政府への売渡義務） 

○厳格な流通規制 

○政府買入価格を決定 
価格 
形成 

流通 
シス 
テム 

○国の役割は備蓄運営 
　に限定 

○計画流通制度 
　（厳格な流通規 
　　制の緩和） 

○自主米価格形成 
　センターで入札 
　による価格形成 

○備蓄を適正水準にするための 
　備蓄運営ルールを導入（1998年） 
　（政府の買入数量と売渡数量が連動） 

○自主米価格形成センター 
　の値幅制限の廃止（1998年） 

計画流通制度の廃止 

コメ価格センター 

運用改善 

○国の管理外の 
　自主流通米 
　制度を導入（1969年） 
○生産調整の 
　開始（1971年） 
○自主流通米価格形成 
　の場の創設（1990年） 

過剰の発生 
巨額の財政 
負担による 
過 剰 処 理 
を契機 

生産調整 
の運用 

国による転作面積 
（ネガ面積）配分 

全国一律の要件・単価 
による助成 

大不作と 
URの合意 
を契機 

（1993年） 

食糧法 
改正 

（2004年） 

米政策 
改革 

スタート 
（2004年） 

改革の 
第2 

ステージ 
（2007年） 同左 

同左 
国による生産数 
量（ポジ数量） 
配分 

農業者・農業 
者団体主体の 
需給調整 

地域の創意工夫 
による助成 
（産地づくり対策） 

同左 

＊１　［用語の解説］を参照



（３）新たな経営所得安定対策の取組

ア　対策の実施状況
（2007年産の加入申請は、全国で72,431経営体）

新たな経営所得安定対策＊１は、我が国農業の構造改革を加速化し、食料の安定供給と地

域の維持・発展を図ること、WTOの国際規律にも対応し得ることを目的に、構造改革が遅

れている水田農業の米をはじめ、麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦の４麦）、大豆、て

ん菜、でん粉原料用ばれいしょの土地利用型農業を対象に、2007年産より導入された。

2007年産では、全国で72,431経営体から申請があり、そのうち認定農業者＊２は67,045経営

体、集落営農＊３組織は5,386経営体となっている＊４（表Ⅰ－４）。また、認定農業者が米等の

単一品目での加入が５割を占める一方、集落営農組織は、米、麦、大豆を組み合わせた多品

目での加入が７割を占める（図Ⅰ－19）。

なお、2008年産の秋まき麦の加入申請状況（2007年９月）は、27,753経営体が申請し､前

年産と同程度（53経営体の増加）となった。

（申請経営体の2007年産作付計画面積は、ほぼ目標を達成）

2007年産の加入申請を行った経営体の作付計画面積は、米は2006年産の担い手経営安定対

策加入面積（20万１千ha）を上回り、「稲作所得基盤確保対策＊５加入面積の２分の１」とい

う当面の目標を達成している。また、米以外の畑作４品目は、これまで品目別に支援対象と

してきた面積のほぼ同水準となっている（表Ⅰ－５）。

＊１、２、３ ［用語の解説］を参照
＊２ 認定農業者は2007年12月末で237,370経営体となり、2002年（５年前）に比べ42％増加
＊４ 集落営農参加農家戸数を含め試算（集落営農１組織当たり農家戸数は平均41戸）すると約22万戸で､認定農業者を
加え29万戸。このほかに法人化した集落営農組織の構成員が相当程度存在すると考えられる。

＊５　米の価格が基準価格を下回った際に一定額が補てんされ、生産調整を行うすべての農家が加入できる制度28
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図Ⅰ－19 取組品目別の経営体数の割合表Ⅰ－ 4 加入申請経営体数

資料：農林水産省調べ 

　　　経営形態 

　　　　合計 

認定農業者 

　うち個人 

　うち法人 

集落営農組織 

　うち特定農業団体 

　うち準ずる組織 

経営体数 

72,431 

67,045 

63,415 

3,630 

5,386 

1,696 

3,690

全体に占める割合 

100.0％ 

92.6％ 

87.6％ 

5.0％ 

7.4％ 

2.3％ 

5.1％ 
資料：農林水産省調べ 

その他 0.4

米のみ 

麦または 
大豆のみ 

米、麦、大豆 
のうち 
いずれか2品目 

13.9

45.6

2.8

45.8

23.1

10.0

16.3

25.3

16.8

米、麦、大豆の 
 3品目 

内側： 
認定農業者 
外側： 

集落営農組織 
（単位：％） 

表Ⅰ－ 5 2007年作付計画面積と品目別カバー率

資料：農林水産省調べ 
　注：カバー率とは、米は2006年産稲作所得基盤確保対策の加入面積（752,047ha）、4麦は2006年産民間流通麦の作付面積（259,742ha）、大豆は2006年産 
　　大豆交付金対象面積（99,156ha）、てん菜は2007年産作付指標面積（68,000ha）、でん粉原料用ばれいしょは2007年産作付指標面積（22,400ha）に対す 
　　る作付計画面積の割合 

（単位：ha） 

 

認定農業者 

集落営農組織 

合　　計 

品目別カバー率 

米 

330,538 

106,331 

436,869 

58.1％ 

4 麦 

187,293 

66,567 

253,860 

97.7％ 

大豆 

70,353 

39,721 

110,073 

111.0％ 

てん菜 

65,963 

63 

66,027 

97.1％ 

でん粉原料用ばれいしょ 

22,189 

2 

22,191 

99.1％ 



（経営規模の要件には、物理的特例、所得特例等の様々な特例を措置）

新たな経営所得安定対策は、中山間地域等の規模拡大が物理的に困難な地域、地域の生産

調整面積の過半を受託する組織、相当水準の所得を確保する複合経営等について、経営規模

に関して要件が緩和される特例が設けられ、小規模農家も含めた多様な主体が参加できる仕

組みとなっている（図Ⅰ－20）。

（西日本で特例の活用割合が高い傾向）

このような特例の活用状況は、全国

で13％であるが、西日本での活用割合

が高い傾向がある（図Ⅰ－21）。

これは、認定農業者の活用割合が

12％程度であるのに対し、集落営農組

織の活用割合が33％と高いことから、

近畿や中国等の条件不利地域で、農地

が少ない集落で活用されたのではない

かと推測される。また、畜産等が盛ん

な九州では、所得に関する特例を活用

するなど地域の実態に即した活用がな

されたこともあげられる。

第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

図Ⅰ－20 新たな経営所得安定対策の経営規模の要件

中山間地域 
生産調整 

複合経営等 

物理的特例 

●認定農業者 
　都府県：4 ha 
　北海道：10ha

●一定の条件を 
　備える集落営 
　農組織：20ha

基本原則 

①　農業所得が基本構想の半分を超え、 
②　対象品目の収入、所得または経営規模の 
　いずれかがおおむね1/3（27％）以上の場合 

所得確保の場合の特例 

経営面積が小さい場合でも農業で 
相当の所得を得ている経営は対象 

○経営規模の特例については、都道府県知事からの申請に基づき国が特例基準を設定 
○設定された特例基準は原則3年間固定 
資料：農林水産省作成 

20ha×生産調整率（その地域で米を作付けていない面積の割合）まで 
（7 haを下限） 
〔中山間地域は20ha×生産調整率×5/8まで（4 haを下限）〕 

地域の生産調整面積の過半を受託し、生産調整 
の推進に貢献している組織は面積規模を緩和 

生産調整組織の場合の特例 

基本原則のおおむね8割 
●認定農業者　北海道：6.4haまで　都府県：2.6haまで 
●集落営農　12.8haまで（中山間：10haまで） 

集落の農地が少ない地域は 
面積規模を緩和 

農地が少ない場合の特例 

資料：農林水産省作成 
　注：特例の活用割合とは、申請経営体数に占める特例適用申請数 

80～100％ 

60～80％未満 

40～60％未満 

20～40％未満 

０～20％未満 

（凡例） 

図Ⅰ－21 都道府県別の特例の活用割合（2007年産）
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イ　対策の見直し
（生産現場から様々な意見）
新たな経営所得安定対策の実施に当たっては、実際の生産現場では制度に関する普及・浸
透が十分ではなかったことや､農政改革三対策＊１が同時にスタートしたことから、現場で各
対策が混同されがちであったこと等により､様々な誤解が生じたり、多くの不安や不満の声
が出された。
具体的には、①現行の加入要件では地域の実情に合っていない、②集落営農の運営に不安
が多い、③交付金の支払いが遅い、④事務手続きが大変等が指摘された。このため、土地利
用型農業の体質強化という基本は維持しつつ、より一層地域の実態に即したものになるよう、
加入要件、支援策、手続き等の見直しが行われた。
（対策の一部見直しにより、地域の実態に即した取組を推進）
具体的な見直し内容は、①名称の変更による誤解の解消、②面積要件の見直し（市町村特
認制度の創設）、③認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化、④集落営農組織の法人化等の指
導の弾力化、⑤先進的な小麦等産地の振興、⑥収入減少影響緩和対策の充実、⑦農業者への
支払いの一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化等である（図Ⅰ－22）。
見直し内容の十分な周知を図ったうえで、高齢者や小規模農家も安心して農業に取り組め
る環境を目指しつつ、引き続き意欲と能力のある農家の体質強化に向けて取組を進めていく
ことが重要である。

30
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図Ⅰ－22 新たな経営所得安定対策の見直しのポイント　

＜名称の変更＞
○（旧）品目横断的経営安定対策　→　（新）水田・畑作経営所得安定対策（北海道向け）

水田経営所得安定対策（都府県向け）
＜面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）＞
○ 物理的特例や所得特例等の既存の各種特例を活用しても本対策に加入できない者であっても、
地域農業の担い手として周囲からも認められ、熱意をもって営農に取り組む者であれば、本対
策への加入の道が開かれるよう、市町村特認制度を創設。
＜認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化＞
○ 市町村が独自の判断基準として認定農業者の要件に年齢制限を設けている場合、意欲ある高
齢農業者が排除されないよう年齢制限の廃止または弾力的な運用を指導。
＜集落営農組織の法人化等の指導の弾力化＞
○ 集落営農組織は、実態として多様な形態や段階にあるため、その法人化や主たる従事者の所
得目標等の要件にかかる現場での指導は、組織の実態等を踏まえ画一的なものや行き過ぎたも
のとならないよう要領等で明記。
＜先進的な小麦等産地の振興＞
○　近年、単収向上が著しい先進的な小麦産地やてん菜産地の安定生産を支援。
＜収入減少影響緩和対策の充実＞
○ 2007年産において10％を超える収入減少があった場合には、その10％を超える部分について、
農家の積立金拠出なしに国の負担分の補てんが行われるよう特別に措置。2008年産以降は、農
家の選択により、10％を超える収入減少に備えた積立金拠出が行える仕組みを整備。
＜農家への支払いの一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化＞
○ 農家への支払いは、農協系統が必要に応じて従来どおり立替払いを実施することで農家にま
とまった額の支払いを可能とし、立替払いが円滑に行われるよう国は交付金について交付時期
を前倒し。
○　提出書類の大幅削減・簡素化、申請時期を一定時期に集中化。

資料：農林水産省作成

＊１ 農政改革三対策とは、米政策改革推進対策、経営所得安定対策、農地・水・環境保全向上対策のこと



（小規模農家や兼業農家、高齢農家が集落営農の組織化に取り組む）

集落営農の数は、前年より967（8.0％）増加して13,062（2008年２月現在）となった。こ

のうち新たな経営所得安定対策に加入した集落営農組織は、全体の５割の6,663組織となっ

ており、2007年と比べ２倍増加している＊１。また、特定農業団体＊２、特定農業法人＊３の数

も増加しており、2007年12月末現在でそれぞれ1,781団体、649法人となっている＊４。

このようななか、兼業農家や小規模農家、高齢農家といった様々な主体が集落営農の組織

化・法人化に向けた取組を行っている事例がみられる。また、中山間地域等の条件不利地域

でも、複合経営や経営の多角化により持続的な農業経営を目指すことで、地域の活性化に向

けた取組も進展している。

＊１　農林水産省「集落営農実態調査」（2008年３月公表）
＊２、３ ［用語の解説］を参照
＊４　2006年12月末現在、特定農業団体が1,067団体、特定農業法人が446法人（農林水産省調べ）
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小規模農家や条件不利地域の農家による集落営農組織化の取組 事 例

（1）小規模農家が挑戦する集落営農組織化の取組
佐賀県佐賀市

さ が し

の佐賀平野東部の水田地域に位置する集落営農組織は、

2集落33戸の農家から構成され、1戸当たり平均経営面積が約1.3haで、

総経営面積43haの水田において、米、麦、大豆を効率的に生産する共

同機械利用組合として2004年に設立された。

当初、集落内では集落営農の参加に消極的な農家や各農家の農業機械

の処分に抵抗感をもつ農家も多く、組織化が進まなかったが、新たな経

営所得安定対策に加入した場合の収支（試算）を提示するなど、組織化

に向けた合意形成に努めた。また、共同利用による大型農業機械導入の

理解を得るため、農機具メーカーに中古農機を引き取らせることで各農

家を説得することができた。

組合設立後、機械の共同利用により経営の効率化が図られ、個別経営

のときに比べ労働時間の短縮や収入の増加といった効果が現れている。

今後は法人化に向けた準備と、若者や女性が組織に参加できる環境づく

りを行いたいと考えている。

（2）中間農業地域で集落の全戸が参加する集落営農組織化の取組
広島県東

ひがし

広島
ひろしま

市
し

の中間農業地域に位置する小田
お だ

地区では、12集落128戸の農家によ

り総経営面積82haで集落営農を設立し、2005年に法人化した。

集落営農の法人化は、地区内全農家を対象としたアンケートで、4割の農家が5年

後に、6割の農家が10年後には「農業ができない、やめたい」という意向が示された

ことが契機となった。法人化に当たり、集落の農家が農地を集落営農組織に提供しや

すくなるよう、地域の農地に詳しい農業者をリーダーとした。また、県の普及組織の

協力のもと、法人化のメリットを具体的な数値で示し、地域の将来像を

関係農家に提案すること等により地区内農家全員の理解が得られた。

法人化により、畜産農家との連携による稲わらとたい肥の交換や、豆

腐業者等との直接取引が可能となった。また、作業の効率化で生じた余

剰労働力を活用し、女性や高齢者が中心となって大豆等の加工品を30

種類以上開発した。また、農家レストランや農産物直売所等の経営の多

角化にも取り組んでいる。このような成果は、組織のオペレーターとし

て活躍する若い就農グループにも刺激を与え、後継者としての意識が高

まり、地元の魅力を感じられるようになった。

佐賀市 
佐賀県 

福
岡
県
 

熊長崎県 

広島県 

山口県 

島根県 

東広島市 

畜産農家と連携した稲わらの活用

共同利用する大型機械での稲刈り



（４）農地の利用集積の促進

ア　農地の利用集積の現状と課題
（担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要）

農地の有効利用を図るとともに、担い手を育成・確保し、その経営の安定を図るため、貸

借による利用集積を進めてきた結果、賃借権等の利用権＊１の設定が件数・面積とも大きな

割合を占めるようになっている。特に2006年は、2007年産から新たな経営所得安定対策が導

入されることとなっていたことから、これまでの増加ペースに比べ大きく伸びている（図

Ⅰ－23）。

また､担い手が経営する農地面積は､1996年度の102万haから2006年度の198万haと２倍に

なったが､全耕地面積に占める割合は４割にとどまっており､「農業構造の展望」＊２で見込む

７～８割程度に向けて､担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要である（表Ⅰ－６）。

（担い手への農地利用集積を阻害する要因は様々）

担い手への農地の利用集積が進まないのは、農業所得や農産物の価格が不安定といった経

営環境のほか、経営する農地が分散していること、集落内に担い手がいないこと、農地の資

産保有意識が強いこと等、様々な要因が複合的に関係していると考えられる（図Ⅰ－24）。

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　農林水産省「農業構造の展望」（2005年）32
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図Ⅰ－23 耕作目的の農地権利移動面積の推移 表Ⅰ－ 6 担い手が経営する農地面積が
全耕地面積に占める割合の推移

万ha
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0
1965年 75 85 95 06

売
買
 

貸
借
 7.6

5.3

8.5
9.5

19.9

16.7

3.1

2005

15.7

12.5

3.1

6.8

2.7

4.7

3.8
0.6
4.8

0.2

7.4

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」 
　注：貸借は農地法賃借権設定と農業経営基盤強化促進法利用権設定の計。
　　売買は農地法自作地有償所有権移転と農業経営基盤強化促進法自作地 
　　有償所有権移転の計 

1996年度 102万ha

担い手が経営 
する農地面積 

全耕地面積に 
占める割合 

2006 198万ha

20％ 

42％ 

7～ 8割程度 
「農業構造の展望」 
における2015年度 
の見込み 

資料：農林水産省調べ、農林水産省「集落営農実態調査」（2007年3月公表） 
　　  

図Ⅰ－24 担い手への農地利用集積が進まない理由（複数回答）

農業所得が不安定 

農産物の価格が不安定 

農地が分散している 

集落内に担い手がいない 

農地の資産保有意識が強い 

兼業農家が農地を手放さない 

基盤整備ができていない 

不在村地主が増加 

農地の出し手が少ない 

出し手が相手を選ぶ 

その他 
％ 

706050403020100
資料：農林水産省「平成16年度 担い手への農地利用集積に関する実態調査」（2004年7～8月調査） 
　注：118市町村を対象として実施したアンケート調査。過去3か年に担い手への農地利用集積が「横ばい」または「減少」となった64市町村による回答 

38

48

61

36

36

31

27

19

22

23

22



（担い手への農地の利用集積が進む一方で、農地が分散しているケースも存在）

一方、担い手への農地の利用集積が進んでいるものの、なかには農地が分散している場合

がみられる（図Ⅰ－25）。農地が分散している場合、ほ場間の移動時間が増加し、機械の効

率的利用が困難になること等から、労働時間の増加、燃料費の増加等のデメリットを招くこ

ととなる（図Ⅰ－26）。したがって、面的にまとまった形で農地を利用集積（面的集積）す

ることが重要である。

（経営改善のため、分散した農地を引き受けざるを得ない状況）

しかし、農家のなかには、隣接しない農地でも引き受けざるを得ないとする農家もあり、

その理由として「経営改善のためには面的集積よりも規模拡大を優先」をあげる農家が最も

多い（図Ⅰ－27）。現状の経営規模を考慮すれば、現実的には規模拡大を優先して、分散し

た農地であっても利用せざるを得ない状況にあると考えられる。

次いで、集落内での立場からやむを得ず引き受けざるを得ないとの声も多く、農業経営に

とってプラスかマイナスかとは無関係に、地域の事情で農地が分散してしまう状況もあるこ

とがうかがえる。
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図Ⅰ－25 担い手の経営農地の分散状況 図Ⅰ－26 農地分散のデメリット

経営面積は相当程度あるとしても 

農地が分散 
（ほ場が小さい・遠い） 

○平均経営面積：14.8ha 

○平均団地数：28.5団地 

○1団地の平均面積：0.52ha 

○最も離れている農地間の平均距離：3.7km 

○大規模団地（2 ha以上） 

　　団地数　1.2団地（全体の4.1％） 

　　農地面積3.94ha （同　 26.6％） 

資料：農林水産省「平成18年度 農地の面的集積に関する市町 
　　村実態調査」（2006年9～10月調査） 
　注：230経営体を対象として実施したアンケート調査。うち、 
　　北海道を除く202経営体（無効回答を除く）の平均 

○ほ場間が離れているため、 
　・機械運搬や移動に時間と人手がかかる 
　・管理労働(水管理、畦畔除草等)に時間がかかる 
○ 1団地当たりの面積が小さいので、 
　・機械の効率的利用が困難 
　・効率的な大型機械で作業ができない 
　・ほ場に合わせた機械が複数必要となる 
　・ラジコンヘリ、直播等の新技術の導入が困難 

○機械償却費の増加 
○労働時間の増加 
○燃料費等の増加 
○経営判断等のための時間の創出が困難 
○合理的な作業体系の構築が困難 

資料：農林水産省作成 

図Ⅰ－27 隣接しない農地でも引き受けざるを得ない理由
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経営改善のためには面的 
集積よりも規模拡大を優先 

集落での立場等から引き受 
けざるを得ない 

資料：農林水産省「平成18年度 農地の面的集積に関する市町村実態調査」（2006年9～10月調査） 
　注：230経営体を対象として実施したアンケート調査。うち、「隣接しない農地でも引き受けざるを得ない」と回答した184経営体の回答 

その他 



（農業経営の効率には様々な要素が影響）

農業経営の効率には、経営規模や地形的条件、区画整理状況、農地の分散といった様々な

要素が絡み合って影響していると考えられる。

そこで、米の生産に関し、これらの要素と農業経営効率の関係について統計的な手法によ

り分析したところ、①作付面積が大きい農家ほど効率が高い、②中山間地域の農家はその他

の地域の農家より効率が低い、③区画未整理の田を多くかかえる農家ほど効率が低いという

傾向が示された（表Ⅰ－７）。

（田の団地数が多いと経営は非効率）

また、農地分散の尺度の一つである田の団地数＊１については、団地数の多い農家ほど効

率が低いという傾向が示された。農地が分散していると、日常の水管理や除草作業に必要な

移動時間が増加するなど、労働費や移動にかかわる費用を中心に生産コストが増加すること

を反映していると考えられる。

なお、農業経営の効率に対しては、これらのほかにも農機具の性能や農業者の技量といっ

た要素も影響するとみられるが、データの制約から本分析は限られた要素で行った点には留

意が必要である。

＊１ 「農業経営統計調査」では、田の団地数を、「調査客体の田の経営耕地のうち、作業単位としている田の団地の数
を、調査客体から聞き取り記入する。この場合の田の団地とは、地続きの耕地の団地であって、その耕地を含む団
地をいう。ただし、地続きの経営耕地の一団が、他人の経営する耕地又は間地等によって分割されていても、作業
単位として分離されていない場合は同一団地として取り扱う」と定義
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表Ⅰ－ 7 農業経営の効率と各種要素の関係についての統計的手法による整理（2006年）

作付面積 地域類型 区画整理状況 田の団地数 

単位面積当たり 

労働時間 

単位面積当たり 

労働費及び燃料費 

単位面積当たり 

全算入生産費 

面積が大きい農家 

ほど短い 

中山間地域の農家では 

その他の地域より長い 

面積が大きい農家 

ほど低い 

面積が大きい農家 

ほど低い 

中山間地域の農家では 

その他の地域より高い 

中山間地域の農家では 

その他の地域より高い 

区画整理率が50％未満 

の農家では、50％以上 

の農家より長い 

区画整理率が50％未満 

の農家では、50％以上 

の農家より高い 

田の団地数が多 

い農家ほど長い 

田の団地数が多 

い農家ほど高い 

区画整理率が50％未満の農家では、田の 

団地数が多いほど高い 

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」 
　注：１）全835戸の調査対象農家に関し、単位面積当たりの労働時間、労働費及び燃料費、全算入生産費ごとに、 
　　　　①作付面積、 
　　　　②地域類型（中山間地域を1、その他を0とする指標変数）、 
　　　　③区画整理状況（調査客体が経営する田のうち区画整理済みが50％未満を1、50％以上を0とする指標変数）、 
　　　　④田の団地数を説明変数とする推計式を重回帰分析し、その結果を整理したもの 
　　　　分析の詳細についてはP179の付注参照 
　　　２）燃料費とは光熱動力費のことであり、ガソリンや軽油を含む。農地の分散に伴う移動作業にかかわるコストを含むと想定し、分析の対象とした。
　　　　なお、労働費と燃料費の合計額が、全算入生産費に占める平均的な割合は約32％ 



（ほ場間の距離が長い場合も経営は非効率）

一方、農地分散の別の尺度として、ほ場間の距離と経営効率との関係をみたところ、作付

面積を３～５ha層及び10ha以上層に限定し、地域類型については中山間地域を除いた条件

のもとで、ほ場間の距離が長い農家は10ａ当たりの労働時間も長く、生産費も高いという関

係がみられた（図Ⅰ－28）。

（利用集積と面的集積の双方を進めることが重要）

このように、作付面積が大きいほど農業経営の効率は高まるが、農地分散は効率を低下さ

せる傾向がみられた。したがって、経営改善のためには、利用集積を面的集積に優先させる

のではなく、双方を同時に進めることが重要である。
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図Ⅰ－28 ほ場間の距離と10ａ当たり労働時間、生産費の関係（2006年、中山間地域を除く）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」（組替集計） 
　注：ほ場間の最も離れた距離が、同一面積階層内の平均よりも短い農家を「ほ場集約農家」、平均よりも長い農家を「ほ場分散農家」に 
       それぞれ分類 

経営体によって異なる規模拡大の考え方 事 例
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とが問題となっている。その一方で、田植、稲刈り等は、大型

農業機械を活用し、かつ毎日の作業
でもないことから、それほどの負担
にはなっていない。
同県野々

の の

市
いち

町
まち

の農業法人でも、同様の経緯で水田作の経営面積が22haまで拡
大したが、分散したほ場間を水管理等で移動する人件費を抑えるため、農地の
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イ　農地政策の展開方向
（農地政策を総合的に見直し）

農地は、国民に食料を供給するための最も基礎的な生産要素であり、農業経営の重要な基

盤である。しかし、耕作放棄地が増加するなど我が国農業構造のぜい弱化が進み、また担い

手への農地利用集積はある程度進んでいるものの農地は分散しており、効率的な経営は困難

な状況にある。

このため、農地は農業に必要な資源として有効に利用されなければならないという理念の

もと、農地に関する政策を総合的に見直すこととされた。具体的には、①農地に関する情報

を地図情報として一元化し、データベース化、②耕作放棄地の解消に向けた取組を展開、

③転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実、④農地の面的集積を促進、⑤

所有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進といった５つの改革を、現場の実態を

踏まえつつ順次具体化していくこととされている（図Ⅰ－29）。

これらの改革のうち、データベース化（農地情報図）の基盤となる地図の整備は2006年度

から、耕作放棄地対策の促進は2007年度から、既に取組が始まっている。
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農地情報のデータベース化 

○　農地の所有、利用状況等が載った農地情報図を関係機関共通のデータベースとして整備し、相 
　互に活用。 
○　貸出農地情報、賃借料等新規参入等に必要な情報に全国からアクセスできる体制を整備。 

耕作放棄地の解消に向けたきめ細やかな取組の実施 

○　耕作放棄地について、現状把握、解消方策の策定、これに応じた対策の実施により、5年後を 
　目途に解消。 

優良農地の確保対策の充実・強化 
○　農用地区域からの除外を厳格化し、転用許可不要の病院・学校等の公共転用を許可の対象にす 
　るなど、転用許可制度及び農業振興地域制度を強化し、優良農地を確保。 
 

農地の面的集積を促進する仕組みの全国展開 

○　現場に働きかけ、委任・代理で農地を集めて農業者に面的にまとまった形で再配分する仕組み 
　を全国の市町村段階で展開することにより、農地の面的集積を促進。 
 

所有から利用への転換による農地の有効利用の促進 

○　所有から利用への転換を図り、所有権と利用権の規制を切り離し。 
　①　所有権については厳しい規制を維持。 
　②　利用権については農地の有効利用の観点から規制を見直し。 
○　これにより、集落営農の法人化、農業生産法人の経営発展、農業経営に意欲のある者等の参入 
　による農地の有効利用を促進。 
○　長期間の賃貸借が可能になるよう措置、標準小作料制度等は廃止の方向で見直し。 

資料：農林水産省作成 
　注：農業振興地域制度は、優良農地を確保・保全し、農業振興施策を計画的かつ集中的に実施するための制度。同制度における農用地区域 
　　とは、市町村が今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を設定するもので、農地転用が原則不可とされている。 



（農地情報のデータベース化）

農地情報のデータベース化では、農地に関する情報を地図情報化し、関係機関共通のデー

タベースとして整備することで相互に活用できるようにするとともに、貸出農地の情報や賃

借料水準等の情報を全国的・広域的に提供し、新規参入者等がアクセスできる体制が整備さ

れる。その際には個人情報の保護にも十分留意することとされている（図Ⅰ－30）。

（耕作放棄地の状況に応じたきめ細やかな対策の実施）

耕作放棄地対策では、農用地区域内の耕作放棄地については、現状を把握し、各地域の状

況に応じた具体的な解消策を実施することとされている（表Ⅰ－８）。また、農用地区域外

の耕作放棄地は、①農地として確保すべきものは農用地区域内に編入、②農用地区域外にと

どまる耕作放棄地も、農業利用に努める一方、長期遊休化し農業利用が困難な場合は、山

林・原野等として非農業利用へ誘導することとされている。
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図Ⅰ－30 農地情報のデータベース化

資料：農林水産省作成 
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で　提　供 

【アクセス】 《利用者》 

【提　　供】 
担い手 新　規 

参入者等 

情報の共有化 

農地情報図 

表Ⅰ－ 8 耕作放棄地解消方策の考え方（農用地区域内）

営農（基盤整備不要） 
　周囲が耕作されており、草刈り 
　程度で営農可能な農地 

営農（基盤整備必要） 
　小区画で排水不良な農地 

保全管理　　 
　集落周辺の生産性が低い農地等 

農用地からの除外や非農業利用 
　谷間で生産性が低く長期遊休化 
　している農地等 

①耕作放棄地の所有者に対して解消を働きかけ 

②担い手への利用集積や企業参入を促進 

③必要に応じ基盤整備 

④飼料増産・放牧等の取組を推進 

担い手不在等特別な事情がある地域において 
は、当面は保全管理を推進（将来は担い手へ 
農地集積） 

長期遊休化し、農業上の利用が見込めない農 
地については、農用地区域からの除外、非農 
業利用（山林・原野等） 

資料：農林水産省作成 
　注：農業振興地域制度における農用地区域内の耕作放棄地は、2007年は前年から2.8万ha減少して12.5万haとなり、耕作放棄地面積率は2.8％となっ 
　　た。なお、耕地放棄地全体の推移についてはP17を参照 
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（５）多様な農業経営の発展に向けた取組

（経営の多角化や高付加価値化に取り組むことが重要）
農業を地域経済を担うとともに、若者にとって魅力ある産業として育成し、経営の安定と
競争力の強化を図ることが重要である。また、農村地域の活性化や集落機能の維持を図る観
点から、担い手をはじめ、小規模農家や高齢農家を含む多様な農業経営を発展させることが
重要である。
国内農水産業は、生産段階で12兆円である農水産物の価値が飲食費の最終消費額では80兆
円の規模まで膨らんでいるため＊１、販売や加工、流通といった分野に進出し、経営の多角
化や高付加価値化に取り組むことによって所得の向上を図れる可能性がある。その際、IT
の活用や食品製造業・観光業の異業種との農商工等連携を図ることが重要である。
また、経営の安定という観点からは、例えば稲作単一経営の場合、野菜等他作物の作付割
合をふやすことや、中山間地域では、林業や畜産業を組み合わせた経営の複合化に取り組む
ことも重要である。さらに地球温暖化抑制の観点からも、有機農業をはじめとする環境保全
型農業に取り組むことが重要である。

（小規模農家も多角化・高付加価値化は可能）
こういった経営の多角化や高付加価値化の取組は、小規模農家も行うことが可能であり、

実際に、農業経営の多角化を図っている販売農家は増加傾向にある＊２。販売農家数が減る
なかで、直売所等で農産物の販売を行う農家は、この５年間（2000～05年）で４倍に増加し
ており、特に経営耕地面積が１ha未満の農家数は５倍に増加するなど、小規模農家の取り
組む割合が増加している傾向にある（図Ⅰ－31）。

（小規模農家は集落営農への参加で、所得の増加や労働時間の減少が可能）
一方、小規模農家は、集落営農に参加することにより、農地の集積に伴う作業の効率化や
農機具の共同利用により農業経営費が減少し、農業所得の増加や農業労働時間の減少が可能
である。水田作経営の場合、経営耕地面積が約１haの個別経営では、農業経営費は94万円、
農家１戸当たりの農業所得は２万円、家族労働時間は570時間となっている＊３。これに対し、
水田作作付延べ面積が20ha以上層の集落営農では、構成世帯１戸当たり（経営耕地面積が
同規模の1.0ha）の農業経営費は64万円、農業所得は45万円、構成員農業労働時間は122時間
となっている。
なお、法人経営は、幅広い人材の確保により、農業経営の多角化等事業展開の可能性が広が

り、実際に多角化により収入や所得の増加を図っている傾向がみられる。集落営農においても、農
作業の効率化による余剰労働力を活用して多角化を進め、所得の増加を図ることが重要である。

図Ⅰ－31 直売所等での農産物販売の取組状況（販売農家、経営耕地規模別）

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 

0 20 40 60 80 100

5.6 
（18,050戸）

5.0ha以上 

％ 

3.0～5.02.0～3.01.0～2.00.5～1.00.5ha未満 

14.4 

（12,089戸） 

18.4 

（59,573戸） 

34.4 

（111,593戸） 

26.7 

（86,512戸） 

　　　8.9 

（29,001戸） 

6.1 

（19,738戸） 

27.1 

（22,666戸） 

28.8 

（24,093戸） 

2000年 
83,705戸 

2005年 
324,467戸 

12.1 

（10,142戸） 

8.9 

（7,419戸） 

8.7 

（7,296戸） 

＊１　総務省他９府省庁「産業連関表」（2000年）を基に農林水産省で試算
＊２　農林水産省「農林業センサス」
＊３　農林水産省「平成18年 組織経営の営農類型別経営統計（水田作）」､水田作作付延べ面積が0.5～1.0ha層の農家の平均
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＊１　農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」
＊２　農林水産省調べ、農林水産省「農林業センサス」
＊３　農林水産省「農林業センサス」

（農業の高付加価値化に取り組む農家数も増加傾向）

他方、農村の女性が、個人やグループで農産物の加工や農家レストランの経営に取り組む

起業活動が増加しており、2006年度には５年前から３割増加して9,444件となっている＊１。

また、市町村が受入れ体制を整備し、高齢農家を農家民宿として修学旅行生の受入れ先と

するなど、農林漁業体験等を行うことにより地域の活性化を図っている取組もみられる。さ

らに、輸出や有機栽培、環境保全型農業に取り組む農家も増加傾向にあり＊２、なかには有

機栽培により、米を市場価格の数倍の価格で販売している場合もみられる。

一方、消費者の食品に対する安全志向が高まるなか、信頼確保のためにトレーサビリティ

やGAP
ギャップ

手法を導入することは、消費者に選択される産地となるための取組として有効であ

る。また、農業者が小売業者等と契約栽培を行うことも、通常の出荷と比べて収入の見込み

がたてやすいことから、農業経営を安定化させるうえで重要である。実際に2000年から2005

年の５年間で、契約栽培に取り組む農家数は４割増加している＊３。

各地で行われる様々な多角化・高付加価値化の取組 事 例

（1）高齢農業者が農家民宿を営み修学旅行生を受け入れている取組

新潟県上
じょう

越
えつ

市
し

と十
とお

日
か

町
まち

市
し

にまたがる東
ひがし

頸
くび

城
き

地域は、1年の 3分の 1が雪に閉ざされる厳しい自然条件で、
65歳以上の者が4割と高齢化の進展が著しい地域である。以前はスキーと温泉を観光の中心としてきたが、
1998年に合併前の旧 6町村で「越

えち

後
ご

田舎体験推進協議会」を立ち上げ、農林漁業
や農村生活の宿泊体験プログラムを作成し、修学旅行等の受入れを行うことで観
光業の生き残りを図った。市町村合併を機に取組地域が拡大し、
現在は100以上の体験プログラムを用意して、都市部の小・中
学校や高等学校を中心に、2006年度は50団体、4,913人を受け
入れている。地域の高齢農業者は、子どもの笑顔やお礼の手紙
を励みに、インストラクターとして指導に工夫を凝らしている。

（2）ITを使い、青果物の栽培履歴を畑単位で管理する取組

東京都千代田区
ち よ だ く

に本社があるエンジニアリング会社は、総合商社の子会社との共同で青果物の栽培履歴が
畑単位でわかるトレーサビリティのシステムを開発した。栽培管理と出荷管理、履歴情報管理の3つのシス
テムで構成されており、栽培管理システムは、タッチ式の小型端末で農作物ごと
に農薬の適正な使用方法を確認でき、防除や施肥等、畑ごとの栽培履歴を簡単に
入力することができる。導入した生産地では、散布量や履歴が
簡単にわかることから、人件費の削減につながっている。加え
て、農協用の生産者や農作物等の出荷管理システムと、小売店
の店頭バーコード読み取りによる履歴情報管理システムに連携
させることで、近年高まっている消費者の食品の安全への意識
にこたえられるようにしている。

（3）いちご「あまおう」を香港、台湾等へ輸出

福岡県の特産であるいちご「あまおう」は、｢あかい｣、｢まるい｣、｢おおきい｣､｢うまい｣の 4文字の頭文
字をとって名付けられているが、香港・台湾を中心に「あまおうフェア」を開催するなど、販売促進と定番
化に取り組んでおり、高級果実としてアジアの富裕層をはじめ、幅広く人気を得ている。
2006年には、タイやシンガポールにも販路を拡大したほか、初めて米
国本土へも輸出し、好評を博している。このほか、県産農産物の輸出
用ブランドマークとして「まる福マーク」を考案して、香港、台湾、
韓国、シンガポールで商標登録を取得し、輸出に積極的な産地をモデ
ル産地に指定して海外バイヤーを招へいするなどの取組も行っている。
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群馬県 長野県 富山県 

上越市、 
十日町市 

高齢農業者による体験指導
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埼玉県 

東京都 千
 葉
 県
 

神奈川県 

山
 梨
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千代田区 

福岡県 

大分県 

宮崎県

熊本県 

佐賀県 

ほ場での入力作業

まる福マーク



（株式会社の農業参入が大幅に増加）

農業生産法人＊１は増加を続けており、2007年には9,466法人となっている＊２。このうち、

加工等の関連事業を実施している法人は3,586法人と４割を占めている。

また、農業生産法人以外の農業への参入法人は、2005年に農業生産法人以外の一般の株式

会社や特定非営利活動法人（NPO法人＊３）等への農地の貸付け等が全国展開されたことを

受け、2008年３月現在281法人と、2004年10月と比べて４倍に増加している＊４。参入法人の

組織形態としては、株式会社が最も多く、業種では建設業や食品会社が多くなっている。

（多角化に意欲的な法人経営）

法人経営においては、生産だけでなく消費者への直接販売、農産加工、観光農園と経営の

多角化に意欲的に取り組んでいる。こうした取組を稲作単一経営と果樹単一経営でみると、

経営を多角化するほど売上高が高くなる傾向がある（図Ⅰ－32）。

経営の多角化は、経営の発展を図るうえで必要不可欠となっており、農産物の生産から消

費者への直接販売・農産加工・観光農園へと事業展開を図ることにより、事業規模が拡大し、

農業に関心のある若者等の職場となることで、新規就農者＊５の確保につながることも期待

される。
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＊１、３ ［用語の解説］を参照
＊２、４ 農林水産省調べ
＊５　新規就農者についてはP118参照

図Ⅰ－32 販売金額規模別法人経営数の割合（2005年）

（稲作単一経営） 
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％ 

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：農家以外の農業事業体のうち、経営目的が販売で農事組合法人または会社形態をとる稲作単一経営355事業体、果樹単一経営 
　　279事業体について集計 

％ 
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（多角化・高付加価値化を総合的に行う六次産業化）

農作物の生産（一次産業）にとどまらず、加工（二次産業）や販売、観光（三次産業）等

を総合的に行う農業の六次産業化に取り組むことは、農業を地域経済を担い、若者にとって

魅力ある産業として持続的に発展させるとともに、農業に関連した雇用を創出し、地域経済

の活性化を図るうえで重要である。この場合、多様な経営主体と地域の食品製造業者や観光

業者等との連携を進めることも重要である。また、市町村や普及指導センター等関係機関が、

役割分担をし、技術的な支援や情報の共有と受発信を通じて連携していくことも必要である

（図Ⅰ－33）。

図Ⅰ－33 農業経営の多角化・高付加価値化イメージ

資料：農林水産省作成 
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生産・加工・販売の総合的取組で地域を活性化 事 例
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にある農業法人は、県内の農家有志とともに農産物の付加価値を高める観点から、農産物直
売所を開設したことがきっかけで2004年に設立され、2005年には農家レストランも開設した。
農産物直売所には、現在105戸の農家が出荷（2008年 2月現在）しており、米の消費拡大の観点から、米

粉パンの製造・販売が行われるとともに、アイガモ農法で栽培した米や旬にこだわった農産物を農業者自ら
対面販売し、2007年には 1日当たりの平均来店者数が220人と開業時の4倍程度に増加している。特に、新
規就農者を含む多くの若手農業者が、運営のアイディアを出したり、商品のアイテム数をふやすために新規
作物を栽培したりするなど、積極的に参加している。販売されている約40種類の米粉パ
ンはもっちりした食感が人気となっている。また、地元レストランの協力のもと、福井産
の豚肉を使ったハンバーガーを開発するなど地産地消にも取り組んでいる。一方、農家レ
ストランは、バイキング形式で地域の伝統的な家庭料理を提供しており、平日、週末を問
わず行列ができるほどの賑わいで、県外からのリピーター客を含め、来客数は月2,500人
を数えている。また、このレストランは、子育て世代への食生活改善メ
ニューの提案や伝承料理の提供を行っているほか、専門家を招いた食育
講座や食品表示勉強会を開催したり、隣接の庭を結婚式に開放したりす
るなど、地域住民の交流の場にもなっている。
これらの活動を通じ、地元農産物の消費拡大や所得の向上が図られ、

地域の活性化に貢献するだけでなく、消費者との安全・安心に対する思
いを共有することも可能になっている。今後は、地域食文化の情報発信
基地として循環型農業の推進や市民農園の開設を行うなど、総合的な取
組を目指している。
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（若者等の人材育成・確保は地域の活性化を図るうえで重要）
一方、多様な農業経営の発展を通じ、農村地域の活性化につなげていくためには、若者を
はじめとする人材の育成・確保を図る必要がある。
特に、例えば、岩手県一戸町

いちのへまち

の酪農家が、25歳で新規就農し、県の特産品コンクールにお
いて加工品のヨーグルトで知事賞等を受賞したほか、滋賀県湖

こ

北
ほく

町
ちょう

の女性農業者は、23歳
で知人の農場を継ぎ、水稲や小麦等116haを切り盛りするなど、若い新規就農者の取組が注
目される。
また、リーダーとなり得る農業者の育成・確保や農業関係機関の職員の育成が重要である。
2007年11月に策定された「農山漁村活性化のための戦略」のなかで、地域の活性化の推進役
となる人材育成への支援を行うこととされており、①地域を活性化させるリーダーの育成、
②住民が気づきにくい地域力を活かすための助言を行う外部アドバイザーの派遣、③さらに
は都会に住む人々がふるさとを活性化する人材を育成する「ふるさと応援隊」の組織へ直接
支援を行うこととされている。
これらの人材を核として、集落内、集落間、集落と都市のネットワークが構築されるよう、
関係省が連携しつつ、地方に専門相談員を配置することとされている。農業関係機関も、地
域農業のリーダーとなり得る農業者を育成することが重要である。

（異業種とのマッチングで新たな連携強化が期待）
また、農業が地域の食品製造業や観光業といった異業種と連携を図る場合に、宿泊業者と
近隣農家の接点が少ない事例や、建設業者や食品製造等の企業、NPO法人が農業へ新規参
入した際に販路の確保に苦労する事例がみられることから、農業と異業種との橋渡しを担う
マッチング機能を充実させる必要がある。
例えば、農林漁業金融公庫では、農林漁業と食品産業の双方に融資している特性を活かし、
交流会やインターネットを利用したマッチングサービス
を行っている。交流会では、情報収集や生産者とバイヤ
ーとの実際の商談、商品力を試す場を提供しており、ま
た、インターネットサービスでは、例えば地元産製茶の
使用を希望していたメーカーと販路拡大を希望していた
製茶業者が取引を始めるなどの動きが出ている。こうし
たマッチングの場を提供する活動が広がることで、新た
な連携が強化されることが期待される。

（銀行も農業者への融資体制を強化）
さらに、地方銀行を中心として、民間の銀行でも農業融資担当をおいて農業者への融資体
制を強化するとともに、従来の不動産担保融資だけでなく、牛等の農畜産物を担保にした融
資も拡大をみせている。地方銀行のなかには、審査期間が３日しかかからない農業者限定の
ローンを提供するほか、スーパーマーケット・外食業者のバイヤーとの商談会を開催するな
ど、農業者に利便性が高いサービスを用意している銀行もみられる。
このほか、2007年２月には、大手食品メーカーや商社等の参加のもと、経営感覚をもった
農業者を育成・支援するNPO法人「日本プロ農業総合支援機構（J

ジェイ

- PAO
パ オ

）」が設立された。
J-PAOでは、参加した会社がもつ経営ノウハウを提供するほか、金融機関等のネットワーク
を活かして、「事業化支援」、「農畜産物の販売支援」、「人材育成」といった事業を展開し、
国際的にも通用する経営感覚を持った、競争力のある農業者の育成を図っている。
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農林漁業金融公庫によるマッチングの取組である
国産農産物等の展示商談会「アグリフードEXPO」



（市町村をはじめとする農業関係機関の連携強化が重要）

人材の育成・確保に加えて、市町村や普及指導センター等関係機関の連携強化を図ること

が重要である。また、農業・農村に関する政策の導入や見直しに当たっては、関係機関が一

体となって施策の趣旨、目的、内容等を農業者まで浸透させ、具体的取組として展開される

よう推進体制を強化する必要がある。

特に、平成の大合併以降、市町村の農業担当職員や農業予算が大幅に減少する傾向にある

が、農業や農村の活性化に向けて、例えば、観光農園により都市農村交流を図る場合、①農

園が販路開拓を行い、②普及指導センターが農業技術指導や関係機関間のコーディネートを、

③農協や市町村が広報・宣伝活動をそれぞれ担当するなど、関係機関が役割分担を明確にし

ながら、連携して地域資源の活用、地域ブランド化を図っていくことが求められている。

（農業者自身の意識改革と団塊世代を活かすことも必要）

多様な農業経営の発展に向けた取組に際しては、農業者自身が「できた物を売る」、「コス

トを意識しない」経営から、自分の農業経営に適したビジネスモデルを「農業者自らが」考

え出す意識改革を行うことが求められている。

また、大学や企業との連携により、農業と医療・環境との連携を強化するなど、新たなビ

ジネスモデルを提案することが重要である。とりわけ団塊の世代＊１が大量に定年退職を迎

えているなか、元営業マンが農業生産法人の営業担当となったり、財務・税務に関する知識

を農業経営に活かしたりするなど、団塊の世代が有する技術や知見等を最大限活かし、優れ

た経営手法や新たな発想を農業の分野で発揮していくことが必要である。
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第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

市町村と連携した地域活性化の取組 事 例

（1）特産品である「梅」を活かし、町と連携した地域活性化

和歌山県みなべ町
ちょう

では、南高梅を利用したブランド化に戦後まもなく取り組み始め、梅が大きな産業の
柱となっている。特に、2004年の市町村合併で梅の収穫量が日本一となったことに加え、2006年に地域団
体商標を取得してブランド力をさらに高めたことにより、2007年の青梅の市場出荷量は前年より 2割増加
し、京浜地域市場では6割のシェアを占めている。町では全国唯一の「うめ課」を設置し、町立の研究セン
ターで試験研究を行うなど、梅の生産者を支援している。また、地域の梅加工業者を中心に自治体や生産者
が連携して、梅干の認定制度を創設し、商品の差別化と付加価値の向上に取り組んで
いる。さらに、道の駅「みなべうめ振興館」での情報発信や、県立
医科大学と連携した梅の医学的効能研究等による消費拡大の取組、
2010年までに梅の輸出を開始することを目標とした海外マーケテ
ィング調査等、さらなる需要拡大と地域活性化に取り組んでいる。

（2）地域ごとの特産品を活かし、町と連携した地域活性化

栃木県茂
もて

木
ぎ

町
まち

では、1980年代に山内
やまうち

地区ではじまった「ゆずの里かおり村」のむらおこし活動に触発さ
れ、町内9地区で棚田のオーナー制度やそば、梅、きのこ、じゃがいもといった地域資源を活かしたグリー
ン・ツーリズムによる、独自のコミュニティビジネスを振興している。
町では、地域住民と町職員が一体となって地域づくりに取り組む

一方、1996年に開設した道の駅「もてぎ」（もてぎプラザ）を特産
品開発と販売戦略の拠点としており、「有機物リサイクルセンター
美土里館」で生ごみや家畜ふん尿等から生産したたい肥を利用した
農産物を、「美土里シール」を貼って販売するなど、「茂木ブランド」
を創出するための支援策を推進している。

＊１　1947～49年生まれの世代で、人口は2005年９月30日現在、683万人

道の駅「みなべうめ振興館」

みなべ町 

和歌山県 

三重県 
大
 阪
 府
 
奈
 良
 県
 

地区での農業体験

茂木町 

栃木県 

埼玉県 
茨城県 

福島県 

群
 馬
 県
 



（１）地球温暖化対策の加速化

ア　地球温暖化による食料生産への影響
（温室効果ガスの大気中濃度増加により、地球温暖化現象が進行）

地球の気温は、日射により暖められた地面から放出される赤外線の一部を水蒸気、二酸化

炭素（CO2）、メタン（CH4）等の温室効果ガス＊１を含む大気が吸収・放射し、地表や下層

大気を加熱するという仕組みにより、生物の生存に適した水準が保たれている＊２（図Ⅰ－34）。

ところが近年、人間活動の拡大に伴い、二酸化炭素やメタン等の大気中濃度が増加し、吸

収・放射される赤外線が増加することで、地球規模で気温が上昇する地球温暖化現象が進行

している。

資料：気象庁資料を基に農林水産省作成

（二酸化炭素は最も地球温暖化に影響）

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書（2007年11月）によると、大

気中に長期間とどまる温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類

及び六ふっ化硫黄）のうち、地球温暖化への寄与度＊４が最も高いのは二酸化炭素であり、

これらのうち63％を占めている（図Ⅰ－35）。

＊１　［用語の解説］を参照
＊２ この仕組みにより平均気温は14℃に保たれているが、仮に温室効果ガスが全く存在しない場合、地球の平均気温
はマイナス19℃となると推定される（IPCC第４次評価報告書）。

＊３　世界気象機関（WMO）「WMO温室効果ガス年報」
＊４　1750年から2005年までの温室効果の増加量に占める温室効果ガス別の影響力の割合
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第２節　地球環境対策と農村資源の保全・活用

図Ⅰ－34 地球温暖化の仕組み

200年前の地球 
二酸化炭素濃度は約280ppm

現在の地球（2006年） 
二酸化炭素濃度は381ppm＊３ 
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図Ⅰ－35 大気中に長期間とどまる温室効果ガス別の地球温暖化に対する寄与度（2005年）
一酸化二窒素 

その他 
13

メタン 
18

二酸化炭素 
63

6

資料：IPCC「第4次評価報告書第1作業部会報告書」（2007年2月公表）を基に農林水産省で作成 
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（二酸化炭素の排出量・大気中濃度は過去最高水準）

温室効果ガスのうち、石油等化石燃料の燃焼により発生する二酸化炭素の排出量は、100

年前と比べ12.7倍に、特にこの40年間で３倍に増加している（図Ⅰ－36）。また、2006年に

は大気中の二酸化炭素の平均濃度は、産業革命以前よりも36％増加して過去最高水準に達し

ている＊１。
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第２節　地球環境対策と農村資源の保全・活用

図Ⅰ－36 化石燃料からの二酸化炭素排出量の推移

資料：米国オークリッジ研究所「Global, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions」 
　注：その他は、セメント製造とガスフレアリングによる排出量の合計 
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＊１　世界気象機関（WMO）「WMO温室効果ガス年報」

世界中に影響を及ぼす地球温暖化
私たち自身が排出した温室効果ガスによって、地球上の多くの人々が影響を受けるということは、容易に

想像できます。しかし、その影響は平等ではありません。
私たちは、私たち自身だけでなく、遠く離れた国や地域の人々、特に貧しい人々に、大きな影響を与える

立場にあるという事実を認識し、責任ある行動をとる必要があります。

（1）イヌイットの生活の変化
IPCCによると、北極圏は最近数十年間、地球全体平均の 2倍の速

さで気温が上昇しています。
実際、近年、カナダ北部の北極圏に住むイヌイットの生活が激変し

ています。薄くなった氷が割れ、命を落とす事故が増加し、イヌイッ
トの言葉にはない「イルカ」が北極海で目撃されるようになっており、
これらはすべて地球温暖化の影響であるという研究者らによる指摘も
あります。

（2）貧しい国で大きな被害
国連環境計画（UNEP）によると、温室効果ガスの大半を排出して

いる先進国よりも、貧しい国・地域において、より大きな被害が出る
ことが予測されています。例えば、アフリカは1人当たりの二酸化炭
素排出量は日本の10分の 1ですが、近年大規模な干ばつ等の異常気
象が発生し、食料不足が深刻化しています。IPCCによると、今後、
温暖化の影響で2020年までにアフリカの一部の地域で降雨依存型農
業（農業に用いる水を降雨のみに依存する農法）での農産物収穫量が
50％程度減少すると予測されています。

イヌイットと溶けていく氷山（カナダ）

干ばつ（マリ共和国）



（世界に深刻な影響を与えている地球温暖化）

IPCC第４次評価報告書によると、地球温暖化により、①この100年で世界の平均気温は

0.74℃上昇（図Ⅰ－37）、②最近12年（1995～2006年）のうち1996年を除く11年の世界の地

上気温は、1850年以降で最も温暖な12年の中に入る、③20世紀中に平均海面水位が17cm上

昇、④世界各地で異常気象が頻発（暴風、干ばつ等）といった影響が既に現れている。実際、

異常気象に伴う気象災害は長期的に増加傾向にある（図Ⅰ－38）。

（地球温暖化対策は今後20～30年の緩和努力と投資が鍵）

また、同報告書は、今後予想される影響として、化石エネルギー源を重視する「高成長社

会＊１」を仮定した場合、21世紀末までに平均気温が2.4～6.4℃上昇し、平均海面水位が26～

59cm上昇し、大雨、干ばつが増大すると予測している。

さらに、同報告書は、既存技術と今後数十年で実用化される技術により温室効果ガス濃度

の安定化は可能であり、今後20～30年の緩和努力と投資が鍵としている。英国財務省の試算

によると、温暖化対策に必要な費用は世界全体の毎年のGDPの１％であり、対策を行わな

かった場合に予測される被害額は毎年のGDPの20％以上とされている＊２。

＊１ ６種類の排出量シナリオのうち最も排出量が多いシナリオ。急激な経済成長と世界人口の増加が21世紀半ばまで
続き、2100年における温室効果ガス等が二酸化炭素換算で1,550ppmに達すると仮定

＊２　英国財務省「STERN REVIEW：The Economics of Climate Change」
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図Ⅰ－37 世界の平均気温の推移

資料：Met Office Hadley Centre 「HadCRUT3」を基に農林水産省で作成 
　注：平均気温は、陸上での地表付近気温及び海面水温の平均値である。平年値は、1961～90年の平均値 
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図Ⅰ－38 異常気象に伴う気象災害の発生件数と被害額の推移

資料：「EM-DAT : The OFDA/CRED International Disaster Database-www. em-dat. net-Université Catholique de Louvain-Brussels-Belgium」 
　　を基に農林水産省で作成 
　注：その他は、異常気温、森林火災、津波 
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（地球温暖化の進展は世界の食料生産に様々な影響）

一方、同報告書では、食料生産への影響についても予測しており、世界の潜在的食料生産

量は、地域の平均気温の上昇幅が１～３℃まででは増加する地域と減少する地域があり、全

体としては増加するとされているが、それを超えて上昇すれば減少に転じるとされている

（図Ⅰ－39）。

（多くの地域で地球温暖化の悪影響を予測）

温暖化による食料生産への影響は地域によって異なるが、特に気候の変化に対してぜい弱

な発展途上国において大きな被害が予測されている。例えば、アジアの発展途上国の一部で

は、穀物の生産量の減少に加え人口の増加により飢餓の危険性が予測されている（図Ⅰ－40）。
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図Ⅰ－39 地球温暖化による水と食料生産への影響

資料：IPCC「第4次評価報告書第2作業部会報告書」（2007年4月公表）を基に農林水産省で作成 

・「　　　」は関連する影響を示し、「　　　」は気温上昇に伴って影響が継続することを示す。 
・各記述の左端は、影響が出始めるおよその位置を示す。 
・すべての記述の信頼度は高い。 
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湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加 

数億人が水不足の深刻化に直面する 

小規模農家、自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響 

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加 

低緯度地域における穀物 
生産性の低下 

中高緯度地域における 
いくつかの穀物生産性の向上 

低緯度地域における 
すべての穀物生産性の低下 

いくつかの地域で 
穀物生産性の低下 

水 

食料 

図Ⅰ－40 地球温暖化が世界各地の食料生産に与える影響

資料：IPCC「第4次評価報告書第2作業部会報告書」（2007年4月公表）を基に農林水産省で作成 

＜欧州＞ 
・北欧では、気候変化により、暖房需要の減少、農産物生産量の増加、森林成長の増加がみら 
　れるが、気候変化が継続すると、冬期の洪水、生態系危機、土壌安定性減少による悪影響が 
　便益を上回る。 
・中央、東欧では、夏の降水量が減少し、水ストレスが高まる。 
・南欧の一部で、高温と干ばつが悪化し農作物生産が減少。熱波が頻発し、森林火災が増加。 

＜欧州＞ 
・北欧では、気候変化により、暖房需要の減少、農産物生産量の増加、森林成長の増加がみら 
　れるが、気候変化が継続すると、冬期の洪水、生態系危機、土壌安定性減少による悪影響が 
　便益を上回る。 
・中央、東欧では、夏の降水量が減少し、水ストレスが高まる。 
・南欧の一部で、高温と干ばつが悪化し農作物生産が減少。熱波が頻発し、森林火災が増加。 

＜アジア＞ 
・2050年代までに10億人以上の人々が水不足の悪影響。 
・南・東・東南アジアの人口の密集したデルタ地域では、洪水の増加。 
・21世紀末までに穀物生産量は、東・東南アジアで最大20％増加。中央 
　・南アジアでは最大30％減少。人口増加等もあり、いくつかの途上国 
　で飢餓リスクが継続。 

＜アフリカ＞ 
・2020年までに7,500万～2億５千 
　 万人に水ストレス。 
・2020年までに、いくつかの国では 
　 降雨依存型農業での収穫量が最大 
　 50％程度減少。 

＜アジア＞ 
・2050年代までに10億人以上の人々が水不足の悪影響。 
・南・東・東南アジアの人口の密集したデルタ地域では、洪水の増加。 
・21世紀末までに穀物生産量は、東・東南アジアで最大20％増加。中央 
　・南アジアでは最大30％減少。人口増加等もあり、いくつかの途上国 
　で飢餓リスクが継続。 

＜北米＞ 
・今世紀早期の数十年間は、  
　降雨依存型農業の生産量 
　が5～20％増加するが、  
　西部などでは利用可能 
　水量が減少。 

＜南米＞ 
・より乾燥した地域では、農地の塩類化 
　と砂漠化をもたらす予測。一部の重要 
　な作物の生産量と家畜の生産力が減少 
　し、食料安全保障に悪影響。 
・温帯地域では大豆の生産量が増加。 

＜南洋州＞ 
・豪州南部・東部の大部分、  
　ニュージーランド東部の 
　一部で、干ばつと火災の 
　増加のために増加のために2030年までに年までに 
　農業・林業の生産が減少。 

＜北米＞ 
・今世紀早期の数十年間は、  
　降雨依存型農業の生産量 
　が5～20％増加するが、  
　西部などでは利用可能 
　水量が減少。 

＜南米＞ 
・より乾燥した地域では、農地の塩類化 
　と砂漠化をもたらす予測。一部の重要 
　な作物の生産量と家畜の生産力が減少 
　し、食料安全保障に悪影響。 
・温帯地域では大豆の生産量が増加。 

＜南洋州＞ 
・豪州南部・東部の大部分、  
　ニュージーランド東部の 
　一部で、干ばつと火災の 
　増加のために2030年までに 
　農業・林業の生産が減少。 

＜アフリカ＞ 
・2020年までに7,500万～2億５千 
　 万人に水ストレス。 
・2020年までに、いくつかの国では 
　 降雨依存型農業での収穫量が最大 
　 50％程度減少。 



＊１ 気象庁「平成19（2007）年の世界と日本の年平均気温について」。2007年には、埼玉県熊
くま

谷
がや

市
し

と岐阜県多治見市
た じ み し

で
最高気温40.9℃を観測し、74年ぶりに国内最高気温が塗り替えられた。

＊２　IPCC第４次評価報告書で取り扱われた17研究機関23種類の全気候モデルによる温暖化実験に基づく整理結果
＊３　第２回環境省地球温暖化影響・適応研究委員会資料　
＊４ 気象庁「海面水位の長期変化傾向（日本近海）」によると、2006年までの100年間の九州・沖縄海域、日本海の中
部・南部、日本南方海域の海面水温上昇は0.7～1.6℃であり、世界全体の海面水温上昇0.5℃を上回る。

（我が国でも地球温暖化の影響とみられる現象を確認）
我が国では、この100年で年平均気温が1.1℃上昇＊１しており、特に1990年代以降高温とな

る年が頻出している。IPCC第４次評価報告書に基づく整理結果＊２によると、21世紀末まで
に我が国の平均気温は最大で4.7℃上昇し、大雨や猛暑日がふえると予測されている＊３。
このようななか、我が国の一部の農作物で高温障害等の発生が問題化しており、例えば、

水稲では白乳化したり粒が細くなる「白未熟粒」が多発し、特に九州地方で深刻化している
（表Ⅰ－９）。また、日本近海の海面水温も上昇しており＊４、主に東シナ海等で捕れる「サ
ワラ」が東北地方の太平洋側でも捕れるようになるなど、魚類の生息域の変化をうかがわせ
る事例もみられる。

（地球温暖化は我が国の農業にも大きく影響）
将来の地球温暖化が我が国の農業に与える影響については、これまでの研究結果から、一部地
域における水稲の潜在的な収量の減少、果樹の栽培適地の移動等が予測されている（図Ⅰ－41）。
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表Ⅰ－ 9 これまでに確認された高温障害等の被害発生状況

作目・品目 件数 主な影響（現象） 

水　稲 

野　菜 

 

果　樹 

 

花　き 

畜　産 

飼　料 

39府県＊注 

268 

40 

269 

64 

118 

56 

94

・白未熟粒の発生（7～8月：関東以西） 

・病害虫の多発（周年：全国） 

・着色不良（夏：東北以南） 

・果実の生理障害（7～翌1月：北海道を除く全国） 

・着色不良（7～11月：四国及び九州） 

・開花期の前進又は延遅（周年：全国） 

・暑熱による乳量低下や肥育での発育低下（夏：全国） 

・気温上昇に伴う牧草の夏枯れ発生（夏：全国） 

トマト 

 

かんきつ 

資料：農林水産省作成 
　注：高温障害対策レポート作成に当たって実施した調査「水稲の高温対策に関する都道府県の取組状況調査」の回答のうち、「全県的に問題化している」、 
　    「一部地域で問題化している」と回答した府県の合計 

図Ⅰ－41 地球温暖化が我が国の農業生産に与える影響

資料：農林水産省作成 
　注：1）複数のシナリオによる影響評価を、「2030年代に平均気温が1℃上昇、2060年代に3℃上昇（CO2濃度が250ppm上昇）する」と仮定したタイム 
　　　  テーブルに当てはめ取りまとめたもの 
　　　2）このタイムテーブルはIPCC報告書の「化石エネルギー源を重視する高成長社会シナリオ（気温が最も上昇）」における気温上昇を踏まえたもの 

水　稲 

りんご 

みかん 

2010年 2030
1℃ 

2050 2070
＋250ppm 
3℃ 

一
部
の
地
域
で
高
温
障
害
等
が
発
生
 

北海道が適地化 

主産地の一部が 
適地から外れる 

日本海沿岸が適地化 関東の平野部が適地化 

気温上昇により 
東北以南で8～15％減収 

気温上昇により 
北海道で13％増収 

主産地の一部が 
適地から外れる 

南東北沿岸部が適地化 

CO2増加により 
15％増収 

気温上昇により 
東北以南で0～10%減収 

移植日の最適化で 
5～20%増収 

CO2増加で不稔率増加 



（温暖化によって栽培適地が大きく移動する可能性）

水稲については、2060年代に全国平均で約３℃気温が上昇した場合、潜在的な収量が北海

道では13％増加、東北以南では８～15％減少することが予測されている。

また、りんごは、栽培適地が北上し、将来は新たな地域が栽培可能になる一方、現在の主

要な産地が気候的に不利になる可能性がある（図Ⅰ－42）
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図Ⅰ－42 地球温暖化が我が国の水稲とりんごの生産に与える影響

現　在 2060年代 

現　在 2060年代 

水稲：潜在的収量の変化 

りんご：栽培適地の移動 

資料：林・石郷岡・横沢・鳥谷・後藤（（独）農業環境技術研究所）「温暖化が日本の水稲栽培の潜在的特性に及ぼすインパクト」（2001年）、杉浦・ 
　　横沢（（独）農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所・（独）農業環境技術研究所）「年平均気温の変動から推定したリンゴ及びウンシュウミ 
　　カンの栽培環境に対する地球温暖化の影響」（2004年）を基に農林水産省で作成 
　注：1）上図の黒い部分は水稲栽培が行われていない地域 
　　　2）潜在的収量は、登熟期の気温と日照量に基づき算出したものであり、最適栽培期間を各地域において選択するなど理想的な条件で栽培を行 
　　　  った場合における理論上の収量 

800 
 
 
750 
 
 
700 
 
 
650 
 
 
600 
 

潜在的収量 
（kg/10 a） 
 

地球温暖化によるりんご栽培に適する年平均気温（7～13℃） 
の分布の移動。現在の値は1971～2000年の平均値。 

適地 
 
より高温の地域 
 
より低温の地域 
 



イ　京都議定書と削減目標達成に向けた取組
（京都議定書により基準年比６％の削減を約束）

世界の二酸化炭素排出量は約265億ｔ（2004年）であり、その６割を先進国が占めている。

米国の排出量が最も多く（全体の22.1％）、中国（同18.1％）、EU旧15か国（同12.8％）、ロシ

ア（同６％）、日本（同4.8％）、インド（同4.3％）と続いている＊１。

このようななか、京都議定書の第一約束期間（2008～12年）において、各国ごとに基準年

（原則1990年）に対する温室効果ガスの削減約束が定められており、先進国等で少なくとも

５％削減することが義務付けられている（図Ⅰ－43）。我が国は、同期間において、基準年

（原則1990年）に比べて６％の温室効果ガスの削減を約束している。

（基準年以降も二酸化炭素排出量が増加）

2006年の我が国の温室効果ガス排出量（速報値）は、基準年より6.4％増加して二酸化炭

素換算で13億４千万ｔ（CO2ｔ）であり、約束達成には12.4％の削減が必要となっている

（図Ⅰ－44）。

なお、温室効果ガス排出量の９割を占める二酸化炭素は、基準年より11.4％増加している

が、これは業務・家庭部門等で大きく増加（基準年比）していることが要因となっている。
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図Ⅰ－43 京都議定書による主な国・地域の温室効果ガス削減目標及び基準年比排出量

資料：国連気候変動枠組条約事務局「Greenhouse Gas Inventory Data」を基に農林水産省で作成 
　注：米国は京都議定書未批准 

先進国 EU スイス 米国 カナダ 豪州 日本 アイスランド ノルウェー 

削減目標 
－5

－2.7

－8

－1.5

－8 －7 －6 －6－10

0

10

20

30
％ 

1.7

16.3

25.3

1

8.8

25.6

10.5
6.4

基準年比排出量 
（2005年、日本は2006年（速報値）） 

8 10

図Ⅰ－44 我が国の温室効果ガス排出量の推移

百万CO2ｔ 
1,400

1,300
1,261

1,344 1,348 1,360 1,357 1,360
1,342

1171,200

1,100

0

資料：（独）国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2007年5月公表）、 
　　環境省「2006年度（平成18年度）の温室効果ガス排出量速報値について」を基に農林水産省で作成 
　注：その他は、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6） 
　　 

1990年 
基準年 

95 03 04 05 06 
（速報値） 

2000

116

その他 

CO2

91
74 69 66

67

1,144
1,228

1,257 1,286 1,288 1,293
1,275

＊１ （財）日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット「EDMC/エネルギー・経済統計要覧」（2007年）



（京都議定書の６％削減約束達成のため、対策・施策を強化）

京都議定書の６％削減約束の達成に向けて、京都議定書目標達成計画（2005年４月閣議決

定）で目標とされている森林吸収源対策3.8％、京都メカニズム（排出権取引等）1.6％の確

保のほか、7.0％の排出削減を行うことが必要となっている（図Ⅰ－45）。

2008年３月には、同計画の評価・見直しが行われ、京都議定書の６％削減約束を達成する

ための対策・施策が強化され、閣議決定された。

（農業分野から排出される温室効果ガスの一層の削減も必要）

農業分野から排出される温室効果ガスは、主として家畜排せつ物や水田からのメタン、施

肥等による土壌からの一酸化二窒素であるが、2005年度の排出量は2,741万CO2ｔで、農林業

から排出される二酸化炭素と合わせると、3,605万CO2ｔとなっている（図Ⅰ－46）。メタン

等その他のガスは基準年から14.9％減少しているものの、二酸化炭素については、基準年か

ら12.4％増加している。農業分野から排出される温室効果ガスは、基準年以降全体として減

少傾向にあるが、京都議定書の削減目標達成に向け、より一層の排出削減を図る必要がある。

また、新たな京都議定書目標達成計画では、農業分野では、施設園芸・農業機械における

二酸化炭素排出削減対策や農地から発生するメタン、一酸化二窒素の排出削減対策が追加対

策として位置付けられた。
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図Ⅰ－46 農業分野における温室効果ガス排出量の推移

資料：（独）国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2007年5月公表） 
　注：農林業からの二酸化炭素排出量には、運送によるものを含めない。 

1990年 
基準年 

92 95 98 2001 04 05

万CO2ｔ 
4,000

3,000

2,000

1,000

0

農用地の土壌（N2O） 

稲作（CH4） 

農林業（CO2） 

家畜排せつ物管理 
（CH4＋N2O） 

家畜消化管内発酵 
（CH4） 

農作物残さ、野焼き 
（CH4＋N2O） 

694

3,916 3,942 3,877 3,783 3,706 3,670 3,605

720

577

721

704

864

729

575

726

709

914

737

585

743

731

891

750

627

768

744
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794

713

801

758

792

844

710

854

779

734

21 21 19 19 17 17

868

700

866

764

23

図Ⅰ－45 我が国の温室効果ガス排出量と排出削減約束

資料：環境省「2006年度（平成18年度）の温室効果ガス排出量速報値について」を基に農林水産省で作成 

1990年 
基準年 

2006 
（速報値） 

京都議定書削減約束期間 
（2008～12） 

百万CO2ｔ 
1,400

1,300

1,200

0

12.4％の削減が必要 
うち 
排出削減　　　   7.0％ 
森林吸収源対策　3.8％ 
京都メカニズム　1.6％ 
（排出権取引等） 

京都議定書約束 
基準年比6％削減 

6.4％増加、うち二酸化炭素は95％を占める 
二酸化炭素排出量の内訳 
　産　業　部　門：36％　運　輸　部　門：20％ 
　業務・家庭部門：31％　そ　の　他　　：13％ 



ウ　農林水産分野における地球温暖化対策の総合的な推進
（農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定）

農林水産分野における地球温暖化対策の加速化を図る観点から、2007年６月に「農林水産

省地球温暖化対策総合戦略」が策定された（図Ⅰ－47）。同戦略では京都議定書の６％削減

約束の達成に貢献するため、森林吸収源対策等既に京都議定書目標達成計画で数値目標が設

定されている施策に加え、施設園芸や農業機械の温室効果ガス排出削減対策や、環境保全型

農業の推進による施肥量の適正化・低減、漁船の省エネルギー対策で新たな数値目標を設定

し、施策を推進するなど地球温暖化防止策を推進することとされている。また、今後避ける

ことができない地球温暖化に対応するため、暑さに強い品種の開発、農林水産業に与える影

響予測等、地球温暖化適応策を推進するとともに、我が国の技術を活用した国際協力を推進

することとされている。

（品目別に適応技術の普及・指導等を実施）

現在発生している農作物への被害状況や影響等を的確に把握・分析し、必要な技術や対応

方針の普及・指導を推進していくため、農林水産省では、これまでの全国調査の結果や研究

機関における技術開発の成果等を踏まえ、2007年６月に「品目別地球温暖化適応策レポー

ト・工程表」を取りまとめ、生産現場への普及指導を行っている（図Ⅰ－48）。
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図Ⅰ－47 農林水産省地球温暖化対策総合戦略のポイント

①削減目標値の達成に向け施策を加速化 
　○森林吸収源対策 
　○バイオマス資源の循環利用 
　○食品産業等の環境自主行動計画 
②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進 
　○施設園芸･農業機械の温室効果ガス排出削減対策 
　（2010年度までに年間約17万4千CO2 t削減） 
　○環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低減 
　（2010年度までに年間約18万1千CO2 t削減） 
　○漁船の省エネルギー対策 
　（2010年度までに年間約4万7千CO2 t削減） 
③その他の排出削減の取組を推進 
　（農業農村整備事業の対策、地産地消の推進、技術開発等） 

資料：農林水産省作成 

農林水産分野における地球温暖化対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現 

地球温暖化防止策 地球温暖化適応策 

農林水産分野の国際協力 

①地球温暖化適応策の推進 
　・既存技術の生産現場への普及・指導 
　・新たな技術の導入実証 
　・影響評価に基づく適応策の推進 
②技術開発等の推進 
　・生産安定技術の開発（高温耐性品種の育成等） 
　・農林水産業への影響に関する予測研究 
　・影響予測に基づく適応技術の開発 

①違法伐採対策等の持続可能な森林経営の推進 
②我が国の人材・技術を活用した協力 

図Ⅰ－48 「品目別地球温暖化適応策レポート・工程表」の概要

（2）工程表 

　レポートと同様の品目に 
対し、今後、技術開発が必 
要と考えられる研究課題、 
取り組む必要がある行政課 
題を短期・中期・長期に分 
けて、都道府県の意見も踏 
まえ、整理。 
※短期（今後3年以内） 
　中期（2030年ごろまで） 
　長期（2030年以降） 

項目 当面の適応策 今後の対応方針 

内容 

○構　　成 

生産現場に 
おける現象 

地球温暖化の影響 
と思われる高温障 
害等生産現場での 
現象を記載 

○浮皮の発生 
 
○日焼け果の増加 

○カルシウム剤の 
　施用 
○表層摘果の実施 

○発生機構の解明 
○被害軽減栽培管 
　理方法の開発 

生産現場に対し導 
入可能な既存技術 
に基づく当面の適 
応策を記載 

今後、実施すべき 
研究開発、行政に 
より取り組むべき 
課題を記載 

資料：農林水産省作成 

・水稲 
・麦類 
・大豆 
・りんご 
・なし 
・ぶどう 
・うんしゅうみかん 
・肉用牛、乳用牛 

・トマト 
・いちご 
・花き 
・茶 
・飼料作物 

13品目 

（1）適応策レポート 

○作成した品目 

具体例 

うんしゅ 
うみかん 



（暑さに強い品種の開発や栽培体系の見直し等の研究開発が必要）

さらに、既に発生している農作物被害や将来懸念される農作物被害等に対処するため、稲、

果樹等の作物別に暑さに強い品種の開発を行うとともに、栽培体系の見直し、品種転換の実

施に向けた検討を行うなどの取組が推進されている。例えば、（独）農業・食品産業技術総

合研究機構九州沖縄農業研究センターが開発した新品種「にこまる」は、九州の主力品種

「ヒノヒカリ」と同レベルの食味と、高温でも安定した玄米品質、多収性をもっており、既

に「にこまる」への品種転換を開始した地域もみられる（図Ⅰ－49）。

（農地も二酸化炭素吸収により地球温暖化防止に貢献）

土壌は、地球規模での炭素の循環・貯留の場として重要な役割を果たしており、土壌に保

存される２兆ｔの炭素の４割は農林業の影響下にあるといわれている（図Ⅰ－50）。また、

有機物の施用、不耕起栽培、多毛作、木炭等土壌改良資材の施用等の適切な土壌管理が炭素

の貯留に効果があると指摘されている。

今後、農地は適切な管理により、土壌中の炭素を増加させることで、温室効果ガス排出削

減または吸収源として貢献する可能性を有しており、地球温暖化の防止に貢献する農地の管

理手法を開発することが求められている。
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図Ⅰ－49 地球温暖化へ適応する品種の開発例（水稲：「にこまる」）

にこまる 

整粒 
74

白未熟粒 
9

整粒 
39

白未熟粒 
49

その他 
12

その他 
17

ヒノヒカリ 

資料：長崎県総合農林試験場 

図Ⅰ－50 世界の土壌、大気における炭素ストック量の推定

土壌有機炭素ストック 
2兆 t（表層1m） 

〔うち、4割が農林業の影響下〕 

世界の二酸化 
炭素排出量 
72.3億 t

植物体バイオマス 
5,000億 t土壌―大気間で 

600億 t /年の交換 

化石燃料の燃焼 
等に伴う排出 

大気中炭素ストック 
7,600億 t

資料：OECD「土壌有機炭素に関する専門家会合報告書」（2002年）、（財）日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット「EDMC/エネルギー・経済 
　　統計要覧」（2007年）を基に農林水産省で作成 
　注：図中の重量は炭素換算の値 



（食品産業からの温室効果ガス排出削減も重要）

食品製造業からは、我が国の温室効果ガス総排出量の1.1％に当たる1,458万CO2ｔ（2006年

度）の二酸化炭素＊１を排出している。この排出量の約半分を占める食品製造業16団体は団

体ごとに自主行動計画＊２を策定し、削減目標を定めており、農林水産省はその達成を確実

なものとするため、毎年度、フォローアップを実施している。

また、一層の排出削減を図るため目標値の引上げや策定業種の拡大等が推進されている。
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環境負荷の少ないライフスタイルの実践

私たちの食生活は、膨大なエネルギー消費のうえに成り立っています。言い換えれば、食事を通じて間接

的に多くの二酸化炭素の排出を行っています。では、実際にはどのくらいの量のエネルギーを使っているの

でしょうか。2つの指標を紹介します。

（1）フード・マイレージ
我が国は世界最大の農産物輸入国であり、食料輸送量に輸送距離を乗じた「フード・マイレージ」の概念

に基づく試算では、我が国のフード・マイレージは約9千億 t・kmと試算され、他国と比べて格段に多くな

っています。その結果、国内輸送による二酸化炭素排出量900万CO2 t の約1.9倍に相当する 1,700万CO2 tが

食料輸入により排出されると試算されています。

（2）ライフサイクルアセスメント
食品の生産（農林水産業）から消費・廃棄物処理に至る過程で必要となる燃料エネルギーの総量を、ライ

フサイクルアセスメント（LCA）手法により分析すると、お米は6,330kcal/kg、パン類は9,510kcal/kg、め

ん類は15,040kcal/kgとなります。

フード・マイレージや燃料エネルギー消費量を減らすことで、二酸化炭素排出量を削減することが可能で

す。低環境負荷のライフスタイルを実践するには、一人ひとりが食生活を見直すことも重要です。

各国のフード・マイレージ お米､パン類､めん類にかかる燃料エネルギー量 

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

資料：中田哲也「フード・マイレージ」（2007年9月、日本評論社）、久守藤男「飽食経済のエネルギー分析」（2000年3月、農山漁村文化協会）を 
　　基に農林水産省で作成 
　注：1）フード・マイレージについては、例えば、温室栽培で国内生産を行った方が海外からの輸送によって輸入を行うよりも二酸化炭素排出量 
　　  　が多くなる場合があるなど、輸送以外の要因も含めて環境負荷の判断を行うべきとの指摘（英国環境・食料・農村地域省）があることに留 
　　  　意する必要がある 
　　　2）LCAとは、製品の材料調達段階から廃棄に至る各段階におけるエネルギー（燃料）・資源の投入と排出を把握し、製品・サービスの環境 
　　  　への負荷を分析・評価し、負荷の少ない生産への移行を検討する手法 

日本 韓国 米国 英国 ドイツ お米 パン類 めん類 

農業 

1,7181,880

2,9583,172

9,002
16,000

14,000

12,000

10,000

kcal/kg億 t・km

8,000

6,000

4,000

2,000

0

加工 

流通 

家庭 

し尿処理 

＊１ 食品製造業から排出されている二酸化炭素は、大別するとエネルギー起源（燃料の燃焼で発生・排出されるもの）
と非エネルギー起源（廃棄物の焼却等）があるが、ここでいう二酸化炭素はこのうちエネルギー起源のもの

＊２　食品産業ではこのほか、食品流通業１団体、外食産業１団体が計画を策定



エ　バイオマス利活用の加速化
（バイオマスは再生可能な生物由来の有機性資源）

バイオマスは生物が合成した有機物であり、生命と太陽がある限り枯渇しない資源である。

また、バイオマスを燃焼する際に放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で大気から吸収

されるものであるため、大気中の二酸化炭素を増加させない「カーボンニュートラル＊１」

という特性を有している。バイオマスの利活用は、地球温暖化防止や循環型社会の形成に役

立つといわれ、農林水産業の新たな領域を開拓するとともに、エネルギー問題にも対応でき

るため、政府全体で積極的に推進することとされている（図Ⅰ－51）。

（世界各地でバイオ燃料の取組が進展）

近年、地球温暖化や原油価格の高騰を背景に世界各国でバイオ燃料の生産、利用が進めら

れている（表Ⅰ－10）。このうち、主にとうもろこしやさとうきびを原料に生産されるバイ

オエタノールの生産量は、5,132万kr（2006年）とこの５年間で1.6倍に増加しており、米国

（全生産量の39％）、ブラジル（同35％）の２か国で世界の生産量の７割（3,768万kr）を占め

ている＊２。また、主になたね油や大豆油から精製されるバイオディーゼル燃料は、欧州が

世界の生産量の76％（362万kr、2005年）を占めており、輸送用燃料として利用されている＊３。

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　F. O. Licht「World Ethanol & Biofuels Report」
＊３　BIOFUEL BAROMETER2006 55
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図Ⅰ－51 主なバイオマスの分類例

廃棄物系バイオマス 未利用バイオマス 

資源作物 

・糖質資源（さとうきび、てん菜等） 
・でんぷん資源（米、とうもろこし等） 
・油脂資源（なたね、大豆等） 

林地残材 
（間伐材、被害木等） 

農作物非食用部 
（稲わら）（麦わら） 

家畜排せつ物 食品廃棄物 

下水汚泥、黒液 製材工場残材、建設廃材 

資料：農林水産省作成 

表Ⅰ－10 世界のバイオエタノールへの取組

資料：F. O. Licht「World Ethanol & Biofuels Report」、エコ燃料利用推進会議資料を基に農林水産省で作成 
　注：ETBE（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）は、石油製造過程の副産物であるイソブテンとバイオエタノールから製造されるガソリン添加剤 

導入方法 直接混合 

1,783万kR

さとうきび 

20～25％で義務化 
＊100％も一部 
　で導入 

10％（ミネソタ、ハワイ、モンタナ、ミズー 
リ、ワシントンの5州で義務化） 
＊ミズーリ、ワシントン州は2008年より施行 

上限3％（揮発油 
等の品質の確保等 
に関する法律） 

2011年度に単年度 
で5万kR、2030年 
ごろまでに大幅な 
生産拡大を目指す 
（農林水産省試算 
では600万kR可能）。 

エタノール分で上限 
約3％ 

混合率20％を基 
本としてエタノ 
ールの供給状況 
に応じて、20～ 
25％の間で変更 
可能。 

2007年エネルギー法： 
バイオ燃料等の再生可能燃料の使用量を2022 
年までに360億ガロン（約1億４千万kR）に増 
加。このうち6割である210億ガロンについて 
セルロース系原料由来バイオ燃料等の次世代 
バイオ燃料を導入。 

EU自動車用バイオ燃料 
導入指令： 
輸送用燃料全体に占め 
るバイオ燃料の割合を 
2005年に2％、2010年 
に5.75％とする。 

ブラジル 

直接混合 

1,985万kR

とうもろこし 

米国 

ETBE

43万kR

ライ麦、小麦 

ドイツ 

直接混合、ETBE

30kR

さとうきび糖みつ、 
建設廃材等 

日本 

原材料 

混合率 

導入目標／義務 

バイオエタノール 
生産量（2006） 



（将来的に国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を目指す）

我が国では、国産バイオ燃料の本格導入に向けて、2007年２月に「国産バイオ燃料の大幅

な生産拡大に向けた工程表」が作成されており（図Ⅰ－52）、今後、技術開発や実証等を通

じバイオ燃料の利用率を向上させ、2011年度に単年度で国産バイオ燃料５万kr、長期的に

は2030年ごろまでに大幅な生産拡大を図ることを目指している（農林水産省試算では600万

kr可能）。

（技術開発や資源作物の開発が重要）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大には、食料供給と競合しない稲わら、間伐材等のセルロ

ース系原料からエタノールを効率的に生産する技術開発をはじめ（図Ⅰ－53）、原料の収集、

運搬コストの低減やエタノールを大量に生産できる作物の開発といった、様々な課題を克服

しつつ、取り組む必要がある。
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図Ⅰ－52 バイオ燃料生産拡大工程表のポイント

技術開発 

制　　度 

原料と生産可能量 

①収集・運搬コストの低減……山から木を安くおろす、稲わらを効率良く集める機械等を開発 
②資源作物の開発………………エタノールを大量に生産できる作物を開発 
③エタノール変換効率の向上…稲わらや間伐材等からエタノールを大量に製造する技術を開発 

・糖質・でんぷん質 
（規格外農産物・副産物） 

現在 
30kR

欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討 

資料：農林水産省作成 

2011年 
5万kR

2030年ごろ 
大幅な生産拡大 

＊農林水産省試算  600万kR

2007年から大規模実証を開始 

バイオ燃料の利用率の向上 

・セルロース系（稲わら、間伐材　等） 
・資源作物 

【米国】2022年に360億ガロン 
（1.3億kR、日本（600万kR）の22倍）を目標 

…
…
… 

…
…
… 

…
…
… 

資料：農林水産省作成 

破砕 

セルロース系 
（稲わら、間伐材等） 

糖化 

酸による 
加水分解 

発酵 

組成（稲わら） 

セルロース 
（6炭糖） 
45％ 

ヘミセルロース 
（5炭糖と6炭糖の結合体） 

30％ 

その他 
（リグニン等） 

25％ （セルロース等を単糖化） 

蒸留脱水 エタノール 

「でんぷん」であれば、酵素により糖化できるが、セルロース等は、 
加水分解が一般的なため、技術的な障壁が比較的高い。 

濃度99.5％以上の 
無水エタノール 

実用化に向けて 
技術開発が必要 

図Ⅰ－53 セルロース系原料からのエタノール生産工程



（全国８か所において国産バイオ燃料の実証事業を開始）

農林水産省では、2007年度より計全国８か所（バイオエタノールで３か所、バイオディー

ゼルで５か所）において、原料の調達から利用まで一貫した実用的規模での取組を開始して

いる（図Ⅰ－54）。また、バイオ燃料の普及については、実証事業に加え、バイオ燃料の原

料を生産する農林漁業者と燃料製造業者の連携等を図るため、税制措置をはじめとした支援

を行うこととされている。

（バイオマスタウン構築を一層加速化していく必要）

バイオマスタウン構想とは、関係者の連携のもと、地域内において食品残さや家畜排せつ

物をたい肥化したり、建設廃材や林地残材等から発電するなど、バイオマス資源の循環利用

の促進を図るものである。2010年までに300程度の市町村での構築が目標とされているが、

これまで、136の市町村（2008年３月末時点）が構想を公表している。

この目標が達成されれば、京都議定書の６％削減約束の0.1％に相当する約100万CO2ｔの

温室効果ガス排出削減が見込まれているため、達成に向けて一層の加速化が必要であり、都

市地域を含め全国レベルでの取組が重要である。

57

第２節　地球環境対策と農村資源の保全・活用

図Ⅰ－54 バイオ燃料地域利用モデル実証事業採択地域

資料：農林水産省作成 
　注：1）赤網掛けはバイオエタノール混合ガソリン事業を示す。 
　　　2）青塗りはバイオディーゼル燃料事業を示す。 

オエノンホール 
ディングス（株） 

設置場所：北海道苫小牧市 
施設能力：1.5万kR/年 
原　　料：米 

とま　こ　まい　し 

JA全農 

設置場所：新潟県新潟市 
施設能力：0.1万kR/年 
原　　料：米 

にいがた　し 

福井BDF（株） 

設置場所：福井県永平寺町 
施設能力：750kR/年 
原　　料：廃食用油 

えいへい　じ　ちょう 

（株）フチガミ 

設置場所：福岡県久留米市 
施設能力：600kR/年 
原　　料：廃食用油 

く　る　め　し 

西田商運（株） 

設置場所：福岡県新宮町 
施設能力：0.2万kR/年 
原　　料：廃食用油 

しんぐうまち 

エコデス（株） 

設置場所：東京都江戸川区 
施設能力：120kR/年 
原　　料：廃食用油 

え　ど　がわ　く 

サンケァフューエルス（株） 

設置場所：茨城県土浦市 
施設能力：300kR/年 
原　　料：ひまわり 

つちうら　し 

北海道バイオ 
エタノール（株） 

設置場所：北海道上川郡 
　　　　　清水町 
施設能力：1.5万kR/年 
原　　料：てん菜、小麦 

かみかわぐん 

し　みずちょう 

都市地域でのバイオマスタウンの取組 事 例

人口21万人の地方都市である新潟県上
じょう

越
えつ

市
し

は、2005年7月
にバイオマスタウン構想を公表した。地元企業の出資により
設立されたベンチャー企業である「アグリフューチャーじょ
うえつ」において、間伐材、古々米、籾殻を主原料とする新
たな樹脂の開発・商品化に取り組んでいる。
これまでに、間伐材を用いた樹脂製のトレーが上越市内の

給食用に導入されたほか、古々米を原料とする指定ごみ袋等、
製品としての利用が進んでいる。このほか、バイオガス化施
設、汚泥乾燥施設、バイオディーゼル燃料化施設、木質変換
施設等により農村部・都市部を有機的に結び付けることで、
エネルギー及び資源の「地産地消」を目指している。

上越市 
新潟県 

群馬県長野県 富山県 

間伐材・古々米を主
原料とするトレー 給食に導入されているトレー



（２）生物多様性の保全に向けた取組

ア　生物多様性に配慮した農業生産の推進
（1992年に生物多様性条約を採択）

熱帯雨林の急激な減少や種の絶滅の進行への危機感、さらには人類存続に不可欠な生物資

源消失への危機感を背景として、生物全般の保全に関する包括的な国際的枠組みを設けるた

め、1992年の地球サミット（国連環境開発会議）にあわせて、生物多様性条約が採択された。

同条約の目的は、「生物多様性の保全」と「その持続可能な利用」、「遺伝資源から得られる

利益の公正かつ衡平な配分」である。

同条約では、生物多様性をすべての生物の間に違いがあることと定義しており、また、生

態系、種、遺伝子という３つのレベルでの多様性があるとしている（図Ⅰ－55）。現在、地

球上には３千万種ともいわれる多様な生物が、それぞれ個性をもちつつ、互いに様々な関係

でつながって生息している。人類も生物の一員としてそのつながりのなかで生きており、生

物多様性の恵みがあってはじめて生存できる。しかし、近年、人類の活動は多くの生物を絶

滅させており、この数百年で、絶滅スピードが著しく加速しているといわれている。

（2007年に第三次生物多様性国家戦略を策定）

2002年に開かれた締約国会議では、「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少さ

せる」という2010年目標が採択された。同条約の締約国は、我が国を含む190か国（欧州共

同体を含む。2008年４月現在）となっており、また、2007年のG8ハイリゲンダム・サミッ

トの首脳宣言でも、生物多様性の決定的な重要性と2010年目標達成のための努力の強化が盛

り込まれるなど、生物多様性は、地球温暖化と並ぶ地球環境問題として、国際的な関心事項

となっている。

我が国においては、生物多様性条約は1993年に締結され、同条約に基づき「生物多様性国

家戦略」が1995年に初めて策定された。その後、二度にわたる同戦略の見直しが行われ、

2007年11月に「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定された。
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図Ⅰ－55 ３つのレベルの生物多様性

農地 草地 森林 海洋 

コウノトリ 

例えば、ゲンジボタルは、中部山岳地帯を境に発光周期が違い、 
西側では2秒、東側では4秒となっている。 

カエル スギ イサキ 

生態系の多様性 

種の多様性 

遺伝的多様性 

農業の生態系、森林の生態系、 
海洋の生態系等、様々な生態 
系が存在することをいう。 

様々な種類の動物、植物等が 
生息・生育していることをい 
う。 

同じ種のなかでも、個体ごと 
に遺伝子が様々であることを 
いう。 

生物は、すべて独自の遺伝子をもち、農作物の改良等に実用価値をもつ可能性がある 
ことから、遺伝資源とも呼ばれる。 

資料：農林水産省作成 



（生物多様性の保全にとって農林水産業の営みが重要な役割）
我が国の国土の大部分は、農地や人工林、草地等人の手が加えられて持続的に維持されて
いる環境である。つまり、農林水産業の営みが、人々にとって身近な自然環境を形成し、多
様な生物が生息・生育するうえで重要な役割を果たしてきた。したがって、我が国の生物多
様性の保全のためには、農林水産業の在り方とその果たす役割を考えることが非常に重要で
ある。同時に、安全で良質な農林水産物を供給する農林水産業や農山漁村の維持・発展のた
めにも生物多様性の保全は不可欠である。
このため、生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進するため、「農林水産省

生物多様性戦略」が2007年７月に策定された（図Ⅰ－56）。同戦略では、４つの基本方針に
基づき、森林、田園地域・里地里山、里海・海洋の保全、森・川・海の生態系全体を通じた
生物多様性の保全等農業、林業、水産業が一体となって国土の生物多様性の保全を推進する
こととされている。また、その内容は、「第三次生物多様性国家戦略」にも反映されている。

（生物多様性は食料の安定供給と農業・農村の活性化に貢献）
持続可能な農業と生物多様性は、生態系を介して、密接に関係しあっている。また、生物
多様性は、有用な遺伝資源の確保や地域固有の多様な伝統文化の源となることを通じて、安
全で良質な食料の安定供給や農業・農村の活性化に貢献している（図Ⅰ－57）。
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図Ⅰ－56 農林水産省生物多様性戦略のポイント

①生物多様性保全をより重視した農林水産施策の推進、②国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進、 
③多様な主体による地域の創意工夫を活かした取組の推進、④農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献 

基本方針 

これまで これから 

①農林水産業の活動が生物多様性に与える 
　負の影響 

○田園地域・里地里山の保全 

○森林の保全 

○里海・海洋の保全 

○森・川・海を通じた生物多様性保全の推進 

○遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進 

○農林水産分野における地球環境保全への貢献 

○農林水産業の生物多様性指標の開発 

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の 
　推進（冬期湛水による生物多様性保全）等 
・生物多様性に配慮した生産基盤整備（環境 
　との調和に配慮した水路）等 
・野生鳥獣被害対策（鳥獣の隠れ場所となる 
　農地に接する藪などを刈り払い）等 

・間伐等適切な森林の整備・保全 
・優れた自然環境を有する森林の保全・管理　等 

・藻場・干潟の保全 
・生物多様性に配慮した海洋生物資源の 
　保存・管理　等 

②担い手の減少による農林水産業の活動の 
　停滞（耕作放棄地の増加等）に伴う 
　生物多様性に与える負の影響 

○不適切な農薬・肥料の使用 
 
○経済性や効率性を優先した 
　農地・水路の整備 

○種の減少 
 
○鳥獣被害の深刻化 
 

資料：農林水産省作成 

○埋め立て等による藻場・干 
　潟の減少 

〔三面張りの水路〕 

〔沿岸の埋め立て〕 

農
林
水
産
省
生
物
多
様
性
戦
略
 

に
基
づ
く
施
策
の
推
進
 

〔田んぼに集う生き物〕 

＋自然の 
　物質循環 

健全な生態系（自然循環機能を利用 
して動植物をはぐくむ活動である農 
業の基盤）を維持 

生物の生息・生育 
環境の提供、特有 
の生態系の形成・ 
維持 

生物多様性 

持続可能な農業の 
維持・発展 

有用な遺伝資源 

地域固有の多様な伝統文化の源 

○安全で良質な食料の安定供給 
○農業・農村の活性化等 

資料：農林水産省作成 

図Ⅰ－57 生物多様性と食料・農業・農村の関係



（環境保全型農業の推進が必要）

田園地域や里地里山は、身近な自然環境であり、多様な野生生物が生息・生育する生物多

様性の豊かな空間であることから、適切な農業生産活動を通じてその保全を図っていくこと

が重要である。しかし、農薬や肥料の不適切な使用は、田園地域や里地里山の自然環境だけ

でなく、河川等を通じて水質を悪化させ、漁場環境へも悪影響を与えるなど、生物多様性へ

の広範な影響が懸念される。

このため、田園地域や里地里山の生物多様性をより重視した環境保全型農業を推進し、生

き物と共生する農業生産の推進を図る視点で取組を進める必要がある（図Ⅰ－58）。

（エコファーマーは着実に増加）

環境保全型農業の推進を図るためには、農薬や

肥料といった生産資材が適正に使用されることが

重要である。

このため、「農林水産省生物多様性戦略」にお

いては、農業者が最低限取り組むべき規範（農業

環境規範）の普及・定着を図るとともに、たい肥

等による土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使

用低減に一体的に取り組むエコファーマー＊１の

認定を促進することとされている。

エコファーマーは着実に増加しており、その認

定件数は、2007年９月現在で15万５千件となって

いる（図Ⅰ－59）。

＊１ 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料、化学
合成農薬の使用の低減に一体的に取り組む計画（持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画）を提出して、都
道府県知事より認定を受けた農業者の通称
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図Ⅰ－58 環境保全を重視した農業生産

資料：農林水産省作成 

多様な生物 資源の循環 

農　薬 

化学肥料 

効率的防除 

健全な水環境 豊かな生物 

健全な土 

食べ残し 食料 

人間 

食料 
ふん尿 

わら 

家畜 

飼料 

鳥 
虫 

緑肥 
作物残さ 

微生物 

土壌動物 
無機物 

河川、湖沼、地下水等の水環境 魚 

吸
　
収 

たい肥 

効率的 
な施肥 有機物 

●適正な施肥 
　　　　　等 

●適正な 
　防除の実施 

図Ⅰ－59 エコファーマーの
認定件数の推移と目標

資料：農林水産省調べ 
　注：1）目標は、「農林水産省生物多様性戦略」で掲げられている 
　　　  数値 
　　　2）2007年度は９月末現在の数値 

2002 
年度 

03 04 05

9.9

12.7

15.5

20

7.6

4.8
2.6

06 07 09 
（目標）

万件 
20

15

10

5

0



（環境負荷を大幅に低減する取組の推進）

また、地域でまとまって化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に減らすなどの先進的な営

農活動への支援や、化学肥料や農薬等を使用しないことを基本とする有機農業の推進により、

環境負荷を大幅に削減する取組の推進が図られている。

有機農業については、2006年に成立した「有機農業の推進に関する法律」に基づき、2007

年４月に「有機農業の推進に関する基本的な方針」が定められた。その内容は、2007年度以

降のおおむね５年間を対象として、有機農業の技術体系の確立や普及指導体制の整備、有機

農業に対する消費者の理解の増進等、農業者等が有機農業に積極的に取り組めるようになる

ための条件整備を進めることに重点がおかれている。この方針を受け、2007年度末には12道

県において都道府県段階の推進計画が定められている。

（格付けされた有機農産物等の生産量も増加）

有機農業を行う農家等が、生産した食品に有機JASマークを貼付し、「有機」、「オーガニ

ック」という名称を表示するためには、生産行程管理者＊１として有機JAS規格に適合した生

産を行うための基準を満たしていること等の認定を登録認定機関＊２から受ける必要がある。

2006年度に有機農産物として国内で格付けされた農産物の生産量は、前年度より0.9％増加

して４万8,596ｔとなった＊３。

（総合的病害虫・雑草管理（IPM）を推進する必要）

環境保全型農業の推進に当たっては、土づくりの励行や適切で効果的・効率的な施肥とと

もに、効果的・効率的な防除も重要である。この場合、病害虫や雑草の発生しにくい環境を

つくるとともに、病害虫の発生予察情報やほ場の観察により適切な防除のタイミングを判断

して、様々な防除技術を適切に組み合わせ、防除を実施することが重要である。このような

手法は、総合的病害虫・雑草管理（IPM）と呼ばれ、より生物多様性に配慮した農業生産の

方法であり、今後、その推進が図られる必要がある（図Ⅰ－60）。

＊１、２　［用語の解説］を参照
＊３　農林水産省調べ
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図Ⅰ－60 IPMの考え方と生産者・消費者のメリット

資料：農林水産省作成 

【判断】 

【防除】 

【
予
防
的
措
置
】
 

病害虫･雑草の発生しにくい環境の整備 
・耕種的対策の実施（作期移動、排水対策等） 
・輪作体系の導入 
・抵抗性品種の導入 
・種子消毒の実施 
・土着天敵の活用 
・伝染源植物の除去 
・化学合成農薬による予防 
　（育苗箱施用、移植時の植穴処理等） 
・フェロモン剤を活用した予防　ほか 

病害虫等の発生 
状況が経済的  
被害を生ずる  
と判断  

多様な手法による防除 
・生物的防除（天敵等） 
・物理的防除（粘着板等） 
・化学的防除（化学合成農薬）ほか 

経済的に受入れ可能なコ 
ストで、消費者に信頼さ 
れる農作物の生産ができ 
る 

人の健康に対するリスク 
と環境への負荷が軽減さ 
れる 

生産者のメリット 

防除の要否及びタイミングの判断 
・発生予察情報の活用 
・ほ場状況の観察　ほか 

消費者のメリット 



＊１　2004年３月の「田園環境整備マスタープラン」対象市町村3,148に対する2006年３月時点での数値

（水田や水路等の水と生態系のネットワークは、生物多様性の保全に貢献）

水田、水路、ため池等の農村地域の水辺環境は、水と生態系の有機的なネットワークを形

成しており、例えば、小河川で生活するフナ類は産卵期に水田や農業用水路に移動して浅瀬

の水草に産卵するなど、多様な生き物がその生活史に応じて様々な生息・生育環境を利用し

ている。生物多様性を保全する観点から、このような水と生態系のネットワークを農業用水

や環境用水等で途切れなく結ぶ「水の回廊」の整備を推進する必要がある。

また、水と生態系のネットワークは、農業者や地域住民による生産活動や維持管理活動に

よって保全され、生物多様性の保全に大きく貢献している。

（農業農村の整備に当たっても、環境に配慮）

農業農村整備事業は、持続的な農業の営みを可能とすることにより、生物の生息・生育環

境である身近な自然環境を保全・形成する役割を果たしている。一方、事業の実施が生物多

様性に負の影響を与える側面を有していることから、生物多様性をはじめとした農村環境に

配慮して実施する必要がある。例えば、ほ場整備や暗きょ排水、用排水路の整備によって生

産性は大幅に向上したが、川と水田を行き来する水生生物は、水路と水田の連続性が分断さ

れたため、移動ができなくなり、繁殖ができなくなるなど、生息数が減少してきた。

このようなことから、2001年に「土地改良法」が改正され、土地改良事業の施行に当たっ

て、環境との調和に配慮することとされた。また、農村地域の環境保全に関する基本計画で

ある「田園環境整備マスタープラン」が全国2,609の市町村で策定されており＊１、農業農村

整備事業を採択する際の要件の一つとなっている。

現在、農業者や地域住民が認識している生物種を「保全指標種」として示すことにより、

生物多様性の保全の視点を取り入れた基盤整備への関心を高め、農業者の理解や地域住民の

合意形成を得ながら事業を推進する取組が試験的に行われている。
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トキの野生復帰に向けた餌生物の生息環境の整備事 例

新潟県佐渡市
さ ど し

では、我が国において絶滅のおそれのある種の象徴ともなっているトキの野生復帰に向けた
取組が行われている。人工飼育されているトキの個体数は、繁殖技術の確立等により順調に増加しており、
2008年秋には試験放鳥が予定されている。
野生復帰後のトキが自然のなかで生息していくためには、地域住民の十分な理解を得ながら、河川、水田、
水路、営巣木等、トキやその餌となる生物（ドジョウ、ヤマアカガエル、サワガニ等）の生息環境を整える
必要がある。
特に、中山間地域の水田等はトキの餌場として重要であり、ほ場整備の際は、水路と水田の連続性を確保

するための水田魚道や、餌生物の生息場・繁殖場となる江（承水路）を設けるなどの配慮が行われている。
また、冬期湛水や環境保全型農業の取組等により、水田をトキの餌生物をはぐくむ空間（ビオトープ）とし
て管理するなどの取組も行われている。

佐渡市 
新潟県 

群馬県 長野県 富山県 

水田魚道
水路と水田の連続性を確保

江
餌生物の生息場・繁殖場を確保

冬期湛水
冬期間の餌生物の生息環境の整備



（経済的にも持続可能な取組とする必要）
生物多様性に配慮した農業を持続的に実践するためには、農業者をはじめ地域住民が一体
となって取り組むことが重要である。そのためには、行政等の強力なリーダーシップが必要
であり、特定非営利活動法人（NPO法人＊１）等の民間団体の参画を推進することや、普及
指導センターによる技術支援等も重要である。
また、農業者にとって、生物多様性に配慮した農業に取り組む場合、慣行農法に比べ収量
の減少やコスト高になり、経営が不安定となるおそれがある。このため、通常より高い価格
でも生産物を購入してもらえるよう、消費者に価値を認められるような工夫をするなどによ
り、経済的にも持続可能な取組とすることが求められている。

（生き物とのふれあいは生物多様性の保全の重要性を実感させる）
我が国が生物多様性条約を締結してから10年以上経過したが、生物多様性の認知度は依然
として低い＊３。その理由の一つに、人々が身近に生き物とふれあう機会が減少し、多様な
生物がつながりあって存在していることが実感しにくいという事情があると考えられる。
このため、農業生産や農業農村整備において生物多様性を重視し、田園地域や里地里山で
の生物多様性を保全するとともに、そのような場で人々が身近に生き物と接することができ
る空間をつくることが必要である。特に、子どもが水田や水路等で多種多様な生き物にふれ
あいながら遊んだり学んだりすることは、原体験として生物多様性の重要性を認識すること
につながる。各地で行われている「田んぼの生きもの調査」や、市民農園での農作業等は、
こういった観点からも意義深い取組である。
また、福井県越前

えちぜん

市
し

におけるアベサンショウウオの保全活動のように、地域の農業者と市
民が一体となって希少な野生生物の生息環境を保全する草の根レベルでの生物多様性保全の
取組も行われている。

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　兵庫県における「普及指導センター」の名称
＊３ 2004年の環境省による調査（20歳以上の男女２千人を対象として実施した個別面接調査（有効回答率74.2％））に
よると、「生物多様性」の意味を知っているのは１割、言葉を聞いたことがある人を含めても３割であった。

兵庫県豊岡
とよおか

市
し

は、かつて絶滅したコウノトリの野生復帰に取り組んでいることで知られている。その背景
にあるのは、コウノトリが住める豊かな自然環境と、それを受け入れる文化環境は、人間にとっても持続可
能で健康的に暮らせるものであるという考えである。
市ではこの取組の一環として、コウノトリと共生する水田づくりを支援している。これは、コウノトリの

絶滅の一因として、開発等によって湿田・湿地が減少し、また、農薬の使用によって餌となる生物が減少し
たことが考えられ、生物多様性に配慮した農業を実践すれば、コウノトリとの共生が可能となるとの考え方
に基づいている。一部の水田では、水田魚道を設置し、農業改良普及センター＊２の技術指導を得て、冬期
湛水等の水の管理や有機資材を活用した技術により農薬・化学肥料の削減を可能にした「コウノトリ育む農法」
に取り組んだ結果、水田には多様な生物が生育するようになった。
このような取組と並行して行われてきた40年にも及ぶ人工飼育の結果、ついに2005年、

人工繁殖されたコウノトリが放鳥された。それ以降、コウノトリが水田に降り立つ姿が当
たり前の風景となりつつある。
「コウノトリ育む農法」は慣行農法よりも収量が減るものの、市の認証制度によりブラ

ンド化された米は高値で販売されていることから、年
年その栽培面積は増加し、再生産が可能な仕組みがで
きている。また、コウノトリと城崎温泉等の観光資源
をセットにしたツアーが旅行代理店により企画された
り、コウノトリブランドの米から日本酒がつくられたりす
るなど、コウノトリの効果は他産業の活性化へも波及
している。農業者は自らの行う農業がコウノトリを育
てているという自信と誇りをもつようになっている。
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コウノトリの野生復帰への取組をきっかけとする生物多様性保全の取組 事 例

豊岡市 

兵庫県 

京都府 
鳥取県 

岡
 山
 県
 

腰をかがめる農業者とコウノトリ水田と排水路を結ぶ魚道



イ　遺伝資源の保全・持続可能な利用と今後の課題
（遺伝資源の持続可能な利用は食料・農業・環境問題等の解決に貢献）

バイオテクノロジー等の科学技術の進展に伴い、遺伝資源＊１を利用して、超多収作物等

画期的な新品種の育成や新産業の創出を推進することにより、食料、農業、環境といった問

題の解決に貢献することが期待されている。このため、貴重な遺伝資源を収集・保存し、次

世代に引き継ぐとともに、これを持続的に利用していく観点から、現在、国内外の農業生物、

林産生物、水産生物の遺伝資源を収集・保存して新品種の育成等の研究に提供するジーンバ

ンク事業が行われている（図Ⅰ－61）。

（生物多様性への安全性が確認された遺伝子組換え農作物は11品目100品種）

遺伝子組換え生物は、組み込まれた遺伝子が野生生物に広まることや、雑草化したり有害

物質を生産すること等により、生物多様性に悪影響を及ぼす可能性がある。これを防止する

ため、生物多様性条約に基づき2000年にカルタヘナ議定書＊２が採択された。我が国は2003

年にこれを締結し、同年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律」（カルタヘナ法）が成立した。

同法に基づき、野生動植物に与える影響について科学的な評価を行い、安全と認められる

遺伝子組換え農作物のみが国内での使用が認められている。2008年３月時点では、11品目

100品種について安全性が確認され、承認を受けている。

＊１、２　［用語の解説］を参照

64

第
１
部

第
Ⅰ
章

図Ⅰ－61 バイオテクノロジー等による遺伝資源の持続可能な利用

現状と課題 将来期待されるもの 現在の取組 

生物資源のもつ有用性の価値 

遺伝資源をめぐる状況 

貴重な遺伝資源の保存の必要性 

生物資源は食料・農業・環境 
問題等の解決に役立つ知的基盤 

資料：農林水産省作成 

多様な生物を農作物等の食料、 
医薬品、燃料等の資源として利 
用することによって、私たちの 
生活は成り立っている。 

遺伝資源の保存と提供 

バイオテクノロジー 
等による 

遺伝資源の利用 

ジーンバンク事業 
（独）農業生物資源研究所 
等が運営 

国内外の農業生物、林産生 
物、水産生物の遺伝資源を 
収集・保存し、新しい品種 
の育成等の研究に提供 

植物・動物・昆虫 
研究において、遺 
伝資源の機能を解 
明し、その利用技 
術を開発して、画 
期的新品種の育成 
や新産業の創出に 
貢献 

バイオテクノロジー 
による遺伝資源の利 
用で、食料・農業・ 
環境問題等の解決に 
貢献 

・超多収作物で生 
　産コストを低減 
・病害虫に強い作物 
　で農薬を不要に  

○ジーンバンク事業の流れ 

探索・ 
収集 

特性 
評価 

保存 増殖 

来歴情報 
特性情報 
在庫情報 

ユーザー 
育種研究室 
種苗会社 
大学研究者 

都道府県研究機関 
食品・農薬メーカー 

配
付
 

研
究
に
利
用
 

食料、農業 

環境 

エネルギー 

物質・医薬品 

・汚染土壌、空気 
　を作物で浄化 
・超高効率光合成 
　でCO2を吸収 

・巨大バイオマス 
　作物でエネルギー 
　を生産 

・高機能繊維や 
　医薬品を開発 

○生物多様性条約の発効→遺伝資 
　源保有国の主権的権利が認めら 
　れ、保有国以外による遺伝資源 
　の収集が困難に 
○環境悪化、熱帯林の急速な減少、 
　砂漠化の進行→貴重な遺伝資源 
　が減少、滅失の危険 

バイオテクノロジー等 
科学技術の進展 



（農業分野における国際協力は、世界の生物多様性の保全につながる）

開発途上国では、人口増加や貧困が問題となっているなかで、より多くの生産と収入を得

るため、過耕作や過放牧といった資源収奪的な生産を余儀なくされた結果、土地や水等の資

源の劣化、砂漠化等の環境問題が生じており、生物多様性の損失の進行が懸念されている。

これらの環境問題は、国境を越えて個々の人間の生存にかかわる脅威であり、国際社会が協

調して対応していく必要がある。

（生物多様性指標とその評価方法の開発が課題）

生物多様性の保全に関し、これまで行われてきた研究では、自然と共生する視点から、農

林水産業により形成された生態系を適切に管理する技術や基礎的なデータが得られ、里山林

の保全・利用活動や水と生態系のネットワークづくりといった生物多様性に配慮した施策に

活かされている。

しかし、環境保全型農業の推進をはじめとする農林水産関連施策の実施に当たっては、生

物多様性に配慮しつつ行っているものの、その効果を定量的に把握することができる指標は

現在のところ開発されておらず、これらの農林水産関連施策を効果的に実施するうえで、指

標を開発することが必要となっている。

そのため、水田にどのような生き物が生息・生育しているのかを調査したり、過去に得ら

れた基礎的なデータを活用するなどにより、農業の生物多様性への正負の影響を把握するた

めの科学的根拠に基づく指標や、関連施策を効果的に推進するための生物多様性指標の開発

を行う必要がある。これにより、農業が生物多様性に果たす役割を明らかにし、生物多様性

に配慮した農業生産活動について国民の理解を深めることが期待される。
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ごはんを通じて水田の生き物について知ってもらう取組 事 例

福岡県二
に

丈
じょう

町
まち

のNPO法人では、水田で生息する生物について人々に知ってもらうためのポスターを作成
した。これは、ごはんと生物を関連付けて表すものであり、1杯のごはんは3～ 4千粒の米粒、その量の米
粒は3株の稲株から作られ、その稲株が育っている水田の面積にはどれだけの生物がいるかということを表
している。これにより、ごはんの価値が身近な自然につながっていることを示し、人々に食べものと生物と
の関係についてイメージをもたせるとともに、ごはんを食べることで自然を守ろうという意識を高めること
を目的としている。
このポスターは好評を博し、現在、下敷きとして販売され、人気となっている。

作成された下敷き（一部を抜粋）



（３）農地等の農村資源の保全と農村環境の向上

ア　農業の多面的機能と農村資源
（農業は多面的機能を有する）
農業は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じた国土の保全、水源のかん
養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の継承等様々な役割を有しており、これらの
役割による効果は、地域住民をはじめ国民全体が享受し得るものである。
農業は、農山漁村地域のなかで林業や水産業と相互に密接なかかわりを有しており、特に、
農林水産業の重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密接にかかわりながら、水や大
気、物質の循環に貢献しつつ、様々な多面的機能を発揮している（図Ⅰ－62）。
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図Ⅰ－62 農業、森林、水産業の多面的機能

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成 

海域環境モニタリング機能 

伝統漁法等の伝統的文化を継承する機能 

交流等の場を提供する機能 

海域環境の保全機能 

漁獲によるチッソ・リン循環の補完機能 

植物プランクトン 

再資源化 

干潟 

藻場 

チッソ・リン 

災害救援機能 

国境監視機能 
海難救助機能 

気候緩和機能 

水質浄化機能 

物質生産機能 

文化機能 

水質浄化機能 
生態系保全機能 

文化の伝承機能 
水源かん養機能 

水源かん養機能 

生態系保全機能 
有機性廃棄物処理機能 

保健・レクリエーション機能 

生物多様性保全機能 

快適環境形成機能 

土壌侵食防止機能 

地球環境保全機能 

雨水の保水・貯留による洪水防止機能 

土砂災害防止機能/土壌保全機能 

良好な景観の形成機能 

生物多様性保全機能 

土砂崩壊防止機能 

表Ⅰ－11 農業の多面的機能の貨幣評価

項目（機能） 評価手法 評価額 

3兆4, 988億円/年 

1兆4, 633億円/年 

537億円/年 

3,318 億円/年 

4,782億円/年 

123億円/年 

87億円/年 

2兆3,758 億円/年 

代 替 法  

代 替 法  

直 接 法  

代 替 法  

直 接 法  

代 替 法  

直 接 法  

ト ラ ベ ル コ ス ト 法  

洪 水 防 止 機 能  

河 川 流 況 安 定 機 能  

地 下 水 か ん 養 機 能  

土 壌 侵 食 （ 流 出 ） 防 止 機 能  

土 砂 崩 壊 防 止 機 能  

有 機 性 廃 棄 物 処 理 機 能  

気 候 緩 和 機 能  

保 健 休 養 ・ や す ら ぎ 機 能  

資料：（株）三菱総合研究所「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（2001年11月公表） 
　注：1）農業の多面的機能のうち物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について、日本学術会議の特別委員会の討議内容を踏まえ、 
　　　（株）三菱総合研究所が貨幣評価を行ったもの 
　　　2）機能によって評価手法が異なっていること、また、評価されている機能が多面的機能全体のうち一部の機能にすぎないこと等から、合計 
　　　  額は記載していない。 
　　　3）洪水防止機能、河川流況安定機能、土壌侵食（流出）防止機能等の代替法による評価額についてはダム等を代替材として評価したもので 
　　　  あるが、農業の有する機能とダム等の機能とは性格が異なる面があり、同等の効果を有するものでないことに留意する必要がある。 
　　　4）保健休養・やすらぎ機能については、機能のごく一部を対象とした試算である。 
　　　5）いずれの評価手法も一定の仮定の範囲においての数字であり、試算の範疇を出るものではなく、その適用に当たっては細心の注意が必要 
　　　  である。 



（開発による水田の縮小で気温が上昇）

水田では、地面に

到達する太陽エネル

ギーの８割が水の蒸

発に使われるため、

周辺も含めて気温が

低くなる傾向にある。

埼玉県吉川
よしかわ

市
し

・三
み

郷
さと

市
し

周辺の開発による

水田面積の縮小に伴

う気温への影響を同

一条件（夏季晴天日）

で試算したところ、

地域の平均気温は

0.7℃上昇する結果

となった（図Ⅰ－

63）。

（農地、農業用水等は農業の基礎的資源）

農村は、農地、農業用水といった農業の基礎的資源が存在し、それらが適切に維持・管理

されることによって、生物多様性や地域環境の保全に寄与している（図Ⅰ－64）。

特に水田は、農業用水、水路を含め、上述の気候緩和機能のほか、国土の保全、水源のか

ん養、生態系の保全、良好な景観の形成、文化の継承といった農業の多面的機能の発揮の場

となっている。一方、水田が多い地域では農道や水路の密度も高く、それらの維持保全にか

かる作業量も多い。このため、地域が一体となって保全していく必要がある。
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水田 
畑 
森林 
荒れ地 
建物用地 
道路用地 
水面 

資料：（独）農業・食品産業技術研究機構中央農業総合研究センター「気候緩和評価モデル」 
　注：1）夏季晴天日として、2004年7月23日12時時点の気象条件で試算 
　　　2）土地利用図は250mメッシュで、最も面積の大きい地目を表示 

（1987年の土地利用での試算） 

（土地利用図） （土地利用図） 

（2007年の土地利用での試算） 

凡例 

℃ 
29.4 

29.1 

28.8 

28.5 

28.2 

27.9 

27.6 

27.3 

27.0 

26.7 

26.4

℃ 
29.7 

29.4 
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28.8 
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図Ⅰ－64 農村資源の概要

農

業
の 自 然循環

機

能

農村地域 

水田、畑等 
　水田の区画整備済 61％ 
　（30a以上） 
　畑の末端農道整備済 73％ 
〔役割〕 
食料の安定供給　国土保全 
有機物分解等物質循環 
美しい景観の形成 

〔役割〕 
集落共同作業の主体 
伝承文化の継承の主体 
 

生物を介した物質循環 
〔役割〕 
・水、大気、物質の循環利用の促進 
　農業生産に伴う環境負荷の軽減 

農業用水、用水路等 
　用水使用量：552億t 
　基幹的水路：約4万7千km 
　基幹的水利施設：約7千か所 
　ため池：約21万か所 
〔役割〕 
食料の安全供給 
健全な水循環系を形成 
集落内の防火用水、生活用水、 
生態系保全、親水、消流雪用水、 
景観形成等に寄与 
 

自然環境、生物多様性、 
美しい農村景観等 
〔役割〕 
生き物の生息空間の提供 
ゆとりややすらぎの提供 

資料：農林水産省作成 

農地 農業用水 

家畜排せつ物、集落排水汚泥、 
食品廃棄物等 
〔役割〕物質循環の一部を形成 

有機性資源 

農村の環境と景観 

農村コミュニティ 

図Ⅰ－63 埼玉県吉川市・三郷市周辺の土地利用と気温の変化



イ　多様な主体の参画による地域資源の管理・保全
（農家戸数の減少等により、集落の共同作業による地域資源の維持管理が困難）

農道や農業用用排水路の維持管理は、農業生産活動や集落活動等を通じて行われているが、

適切な管理・保全がなされずにその機能が失われると、復元に多大な時間と経費が必要とな

る。しかしながら、農家戸数の減少等の農業集落の構造変化により、集落を主体とする共同

作業による管理・保全が困難な状況になっている。

例えば、農業用用排水路については、農家戸数が少ない農業集落ほど、集落として管理す

る割合が低下し、土地改良区をはじめとする集落以外での組織等で管理と、全く管理してい

ない割合が増加する傾向にある＊１。

また、農業用用排水路や農道において、過去１年間に行われた共同作業１回当たり参加人

数は、５年前に比べ、特に中山間地域で参加人数が減った集落の割合が大きくなっている。

（消滅集落では跡地の資源管理の問題が深刻化）

過疎地域等においては、1999年以降、191集落が無人化し、通年での居住者が存在しない

「消滅集落」となっている＊２。また、423集落において今後10年以内に消滅が予想されるな

ど、今後も消滅集落の増加が懸念される。

1999年以降に消滅した集落の資源の管理状況をみると、農地は主に元住民に、集落内の道

路や用排水路は主に行政に管理されているが、３～４割は管理されずに放置されている（図

Ⅰ－65）。

資源の管理放棄は、国土保全をはじめとする農業の多面的機能の発揮に支障をきたすこと

から、今後、その管理のあり方について、周辺集落との連携や多様な主体の参画等、より広

範囲での資源管理の体制の整備を検討することが重要である。
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図Ⅰ－65 消滅した集落の跡地の資源管理状況

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 

　注：1999年以降に消滅した191集落のうち、各資源の存在する集落（農地・田畑123集落、集落道路・農道等130集落、用排水路114集落） 

　　の管理状況の割合 

用排水路 14.9

13.8

39.0 9.8 6.5 44.7

6.9 50.0 29.2

8.8 36.0 40.4

集落道路・農道等 

農地・田畑 

元住民が管理 他集落が管理 行政が管理 放置 

0 20 40 60 80 100
％ 

＊１　農林水産省「農林業センサス付帯調査　農村集落調査」（2005年）
＊２　国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年８月公表）



（都市住民の参画も活かしつつ、地域一体で地域資源の管理・保全を行うことが重要）

都市住民は、森林、農地等の保全・再生にかかわる活動について、その過半が参加意欲を

もっている（図Ⅰ－66）。

また、森林、農地、都市の土地利用の課題のなかで、最も関心のあるものとして「農地の

保全・再生」をあげる者は１割にとどまっているが、そのうちの４割が農林業体験や援農ボ

ランティア等、実際に農村に出向いて活動を行っている。

このような都市住民の意欲をうまく活用することが重要であり、そのため、意欲のある都

市住民が農地や農業用用排水路等の管理・保全活動に参加できる体制を構築することが必要

である。
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図Ⅰ－66 森林、農地等の保全・再生活動への参加意向と土地利用の問題への関心

全くやりたくない 
2.4％ 
 

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査報告書」（2007年3月公表） 
　注：1）インターネット調査会社に登録しているモニターを対象として実施したインターネット調査（回答総数3千） 
　　　2）調査対象は、20歳以上で農林漁業に従事（兼業を含む）していない都市住民（全国の30万人以上の都市及び東京23区居住者が基本 
　　　  （人口30万人以上の都市が存在しない県については県庁所在地、同一県内に30万人以上の都市が複数ある場合は一部対象外）） 

あまりやりたくない 
5.0％ 

 

是非やって 
みたい 
13.5％ 

特に関心はない 
3.8％ 

森林の保全・再生 
61.8％ 

都市内の 
低未利用地の 
有効活用 
20.4％ 

（森林、農地、都市の土地利用をめぐる問題への関心）（森林、農地等の保全・再生活動への今後の参加意向） 

農地の保全 
・再生 
13.9％ 

やってみたい 
41.5％ 

わからない 
37.6％ 

トラスト運動により地域の農地を保全 事 例

青森県横浜町
よこはままち

は、かつてはなたねの作付面積が全国一だったが、農家
の高齢化や後継者不足により耕作放棄地が増加し、なたねの作付面積が
減少した。町のシンボルである日本一の菜の花を次世代の子どもに残す
ため、2002年に町の有志が中心となって「菜の花トラストin横浜町」を
設立し、耕作放棄地になたねを作付けする活動を開始した。
トラストは全国から会員を募り、3～ 4 haの耕作放棄地に、所有者と

の採種契約によりなたねを作付けしている。会員や地元の小・中学生と
整地、耕起、は種、刈り取り、なたね打ち等の作業を実施し、収穫した
なたねは焙煎せずに搾油し、会員に配布するとともに、残りを販売して
いる。会員の3分の1が県外であり、県外の会員は青森県出身者や、な
たね油の購入がきっかけで会員となる人が多い。また、トラストのなた
ね油がこだわりの逸品として百貨店の贈答用商品として取り上げられる
など、活動が注目を集めている。

耕作放棄地を復旧した作付地

横浜町 

青森県 

岩手県 
秋田県 



ウ　農地・水・環境保全向上対策の取組
（農地・水・環境保全向上対策が本格実施）

国民共有の財産である農地・農業用水等の資源と、そのうえで営まれる営農活動を、一体

として、国民の理解を得つつ、その質を高めながら将来にわたり保全していくため、2007年

度から「農地・水・環境保全向上対策」が開始された。46道府県で17,144の活動組織が設立

され、取組面積は116万haと、農地面積の４分の１に及んでいる。農業用施設については、

農業用用排水路25万６千km、ため池27,400か所、農道６万３千kmが活動に取り組まれるこ

ととなっている。また、活動組織の採択申請の審査等を行う地域協議会が46道府県をカバー

して131設立されている（表Ⅰ－12）。

本対策は、①農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向上のための効果の高い共同活

動への支援を基本に、②農業が本来有する自然循環機能の維持・増進による地域環境保全に

向けた先進的な営農への支援（営農活動支援）、③地域においてより高度な取組の実施とい

ったステップアップへの支援で構成される。営農活動支援を実施する活動組織は全体の12％、

取組面積は４％を占める。また、321の活動組織が高度な取組を実施している。

2008年度から、申請書類を半減するなどの事務手続きの大幅な簡素化が図られており、本

対策への取組の拡大が期待されている。

（水田率の高い県ほど取組面積の割合が高い）

本対策の取組状況を道府県別にみると、

農地面積の５割以上で取り組んでいるの

は兵庫、滋賀、福井、佐賀、山形県の５

県であり、水田率の高い県ほど、農地面

積に占める取組面積の割合が高い傾向に

ある（図Ⅰ－67）。

地域としては、近畿、北陸、東北で取

組面積が農地面積の３割を超えている。

営農活動支援は、滋賀県が最も取組面

積が多く、同県の農地面積の16％で行わ

れており、本対策での取組面積全体の

26％を占めている。
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（活動組織の設立状況） （地域協議会の設立状況） 

項目 

活動組織数 

組織数、面積 道府県単位 県内ブロック単位 市町村単位 

38協議会 32協議会 
茨城県（4） 
愛知県（9） 
兵庫県（9） 
香川県（3） 
長崎県（7） 

新潟県（31） 
富山県（13） 
福井県（17） 

61協議会 
17,144 
（2,042） 

取組面積 116万3千ha 
（ 4万6千ha） 

資料：農林水産省調べ 
　注：活動組織の設立状況の（　）内は、営農活動支援を実施する活動組織数及び対象面積（内数） 

表Ⅰ－12 農地・水・環境保全向上対策の申請状況（2007年度）

図Ⅰ－67 道府県の水田率と取組面積率

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省調べ 
　注：水田率は、耕地面積に占める水田の割合 
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（各地区で多様な主体が活動に参画）

本対策における活動組織の構成員には、農業者だけでなく、非農業者も含まれる。農業者

は全国で延べ97万人、営農組合等は１万１千団体が活動組織の構成員となっている。非農業

者の団体としては、自治会が最も多く、９割の活動組織において構成員に含まれている（図

Ⅰ－68）。

（地域環境や生物多様性の保全への寄与が期待）

本対策では、実施地区の９割が景観形成・生活環境保全に、３割が生態系保全に、２割が

水質保全といった農村環境向上活動に取り組んでいる。

農地や農業用水等の資源は、食料の安定供給や農業の多面的機能を発揮させる基盤となる

ものである。本対策の推進を通じてこれら資源の適切な保全・管理が行われるだけでなく、

美しい景観や豊かな環境といった地域環境の保全、ひいては地球環境保全や生物多様性の保

全に貢献することが期待される。
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図Ⅰ－68 非農業者団体を構成員とする活動組織の割合

資料：農林水産省調べ 
　注：17,144活動組織のうち、当該団体が1団体以上構成員に含まれている活動組織の割合 
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環境に優しいまちづくりへの地域ぐるみでの取組 事 例

福井県池
いけ

田
だ

町
ちょう

では、農業者だけでなく、地元の自治会、NPO法人等の様々な主体が参
加し、450haの農地や農業用施設の保全に町全体で取り組むこととして、生ごみ等の地域
の有機物資源の堆肥化、田んぼの生き物調査や環境学習会の開催等、農村環境向上活動に
積極的に取り組んでいる。また、消費者や農業者、田んぼの生き物等の自然環境すべてに
配慮した「生命に優しい米づくり運動」等により化学肥料や農薬をできるだけ使わない農
産物の生産が推進されている。さらに、「農地・水・環境保全向上対策」の導入により、水稲の化学肥料・
化学合成農薬を5割以上低減する取組は、2006年度の約90haから、2007年度には1.8倍の約170haへと拡大
した。生産された農産物は、福井市内の町直営店舗において栽培区分に応じて3銘柄に分け、特別栽培コシ
ヒカリ「うららの米」ブランドをはじめ、慣行栽培の農産物より高値で販売されている。

池田町 
福井県 

岐阜県 
滋賀県 

石
 川
 県
 

地域ぐるみで農地・水・農村環境を
保全・向上する取組を実践

化学肥料や化学合成農薬をできる
だけ使用しない農業を実践

生き物調査 生ごみの堆肥化 育苗状況の確認 技術研修会の開催

資料：農林水産省作成



（付表）戦後農政の流れ
１．戦後の農政は､①終戦後から農業基本法制定まで（1945～61年）、②農業基本法のもとで

の農政展開（1961～80年）、③国際化の進展と食料・農業・農村基本法の制定（1980～99

年）、④食料・農業・農村基本法の理念に基づく施策の具体化（1999～2008年）の４つに

大別できる。

２．終戦後のめざましい経済成長のもと、農業と他産業との間の生産性と従事者の生活水準

の格差是正を目的として、農業基本法が1961年に制定された。同法のもと、需要が見込ま

れる畜産や果樹、野菜等の生産の拡大や、農業従事者が他産業従事者と均衡する所得を確

保できる規模拡大の推進等が展開された。

３．急速な経済成長と国際化の著しい進展等により我が国経済社会は大きな変化を遂げ、農

政をめぐる状況が大きく変化するなか、1999年に食料・農業・農村基本法が制定された。

同法のもと、食料・農業・農村基本計画が策定され、効率的かつ安定的な農業経営が農業

生産の相当部分を担う農業構造の確立を目指し、各般の施策が展開された。

４．その後、グローバル化が一層進展するなか、食料・農業・農村をめぐる情勢変化を受け、

2005年に新たな基本計画が策定された。2007年度からは新たな経営所得安定対策や米政策

改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策の農政改革三対策が開始された。
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○社会の民主化　　　　　○食糧の増産 

○高度経済成長のなかで農業・農村に様々なゆがみ  
○国民の所得増大に伴う食料消費の高度化→米消費の減少による需給ギャップ  
○都市化・工業化による地価高騰で農地の資産保有傾向の高まり等→規模拡大の停滞  
○農村の過疎化、都市の過密、公害の発生等 

○農村の民主化（農地改革） 
・政府による小作地の買収 
・売渡しによる広範な自作農の創設 

社会・経済のうごき 
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業 
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法
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で 
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食料・農業・農村の動向と主要な施策の流れ 年 

1942

60

61

80

42　「食糧管理法」制定 
　　（国による米の全量管理等） 45　終戦 

60　国民所得倍増計画 

64　東海道新幹線開業 
64　オリンピック東京大会開催 

71　ニクソンショック、変動 
　    相場制へ移行 

76　ロッキード事件 
80　日本、世界一の長寿国へ 

65 65　山村振興法制定 
67　米の完全自給を達成 
69　自主流通米制度の発足 
69　農地法改正、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）制定  
　　・借地による農地流動化の促進  
　　・農業地帯の保全と振興 

70　過疎地域対策緊急措置法制定 
71　米の生産調整を本格的に開始 
72　異常気象による世界食料危機 
73　米国産大豆輸出規制 
74　農振法改正  
　　　市町村が主体となり集団的に利用権を設定し、農用地の利用を増進する 
　　　事業の創設 
75　みかんの生産調整を開始 

64　出かせぎ農民100万人を超える 
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56　「もはや戦後ではない」 
　　（経済白書） 

52　農地法制定（農地改革の成果の維持） 

61　農業基本法の制定 

80　農政審議会「80年代の農政の基本方向」答申  
　　（「日本型食生活」、「食料安全保障」の提起） 

・農業生産の選択的拡大  
・自立経営の育成 

いざなぎ景気  
68　日本、GNP世界第2位 

80　農地三法  
　　（農用地利用増進事業を拡大した農用地利用増進法の制定等） 
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（付表）戦後農政の流れ

05　新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定  
　　・新たな食料自給率目標の設定  
　　・新たな経営所得安定対策の導入  
　　・環境・資源を重視した施策の推進 

○国際化の進展のなかで、国際規律への対応が課題  
○農業従事者の減少・高齢化が進行するなか、担い手育成が重要課題  
○中山間地域等では過疎化が進行 

○「くらしといのち」の根幹にかかわる食料と、それを支える農業・農村の価値が再認識され、国民生 
　活の安心と安全の礎としての役割への期待  
○現行基本法に基づく戦後農政を、国民全体の視点に立って抜本的に見直し、国民の理解と支持のもと 
　に、新たな政策体系の再構築 

農政改革三対策の一部見直し 
　○新たな経営所得安定対策 
小規模・高齢農家も含めた 
地域農業の担い手の確保と 
地域農業の維持・発展 

○米政策改革推進対策 
生産調整の確実な実施､麦､大  
豆、飼料作物、非主食用米の  
生産の拡大・定着を支援 

○農地・水・環境保全向上対策 
地域共同の取組として、農地・  
農業用水等の資源の保全や環境  
にやさしい農業の実践を支援 
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年 

85

99

08

2000

01　米国同時多発テロ発生 
01　WTOドーハ・ラウンド 
　　立ち上げ 

04　新潟県中越地震 
05　人口減少局面へ 

06　合計特殊出生率1.25、 
　    過去最低を記録 
07　新潟県中越沖地震 

00　中山間地域等直接支払制度導入 
00　農地法改正（農業生産法人の一形態として株式会社を位置付け） 
01　BSE感染牛の発生 

02　「米政策改革大綱」決定 
02　構造改革特別区域法制定（農業生産法人以外の法人のリース方式での 
　    農業参入が可能となる制度の導入） 
03　食品安全基本法に基づく新たな食品安全行政の開始（リスク管理部門 
　    と産業振興部門とを分離し、食品分野における消費者行政とリスク管 
　    理を一元的に担う「消費・安全局」を設置） 
04　鳥インフルエンザ79年ぶりに発生 

05　経営所得安定対策等大綱決定 
05　農業経営基盤強化促進法改正（リース方式による農業参入の全国展開） 
06　農政改革三法成立、経営所得安定対策等実施要綱決定 
06　食料自給率が40％を割り込む 
07　農政改革三対策の導入 

92　グリーン・ツーリズムの提唱 

93　戦後最悪の米の不作（作況指数74）  
93　農業経営基盤強化促進法制定 

85　プラザ合意 
 
89　消費税導入 
89　ベルリンの壁崩壊 
91　湾岸戦争、バブル経済 
　　崩壊 

92　地球環境サミット 

95　阪神・淡路大震災 95　食糧管理法廃止・食糧法制定（政府から民間主導へ） 

88　日米農産物交渉合意（牛肉・オレンジ自由化） 
89　食料自給率が50％を割り込む 

92　「新しい食料・農業・農村政策の方向」（新政策）公表  
　　・食料のもつ意味や農業・農村の役割の明確化、地球環境問題への配慮  
　　・効率的かつ安定的な経営体が生産の太宗を担う農業構造の実現  
　　・自主性と創意工夫を活かした地域づくり 

00　「食料・農業・農村基本計画」の策定 

93　ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意  
　　（米以外の輸入制限品目の関税化や米のミニマム・アクセス設定等） 

 02　「食」と「農」の再生プラン  
　　（消費者に軸足をおいた農政展開） 

99　「食料・農業・農村基本法」制定  
　　・国民的視点から、①食料の安定供給確保、②多面的機能の発揮、  
　　　③農業の持続的な発展、④農村地域の振興という新たな理念の提示  
　　・食料自給率目標の設定  
　　・効率的かつ安定的な農業経営が相当部分を担う農業構造の確立 

・経営支援策の体系化  
・認定農業者制度の創設 

食料・農業・農村の動向と主要な施策の流れ 



本章では、グローバル化の進展とともに大きく変化している我が国の食料・農業・農村を

めぐる情勢を踏まえ、「食料自給率の向上と食料の安定供給」、「農業の体質強化と高付加価

値化」、「共生・対流の促進を通じた農村地域の活性化」の３つに焦点を当て、その動向や主

要施策の取組状況等について記述する。

まず、世界の食料事情の大きな変化を踏まえ、食料自給率の向上に向けた戦略的取組、食

の安全確保と消費者の信頼確保の取組等の重要性を明らかにする。また、農業労働力の現状

のほか、農協改革の推進状況や、農林水産物・食品の輸出促進、知的財産の創造・保護・活

用の取組、研究・技術開発の推進についての重要性を明らかにする。さらに、農村や農業集

落の現状を踏まえ、食品産業等異業種との連携強化、グリーン・ツーリズムをはじめ、都市

と農村の共生・対流を一層促進する取組の重要性を明らかにする。

食料・農業・農村の主な動向食料・農業・農村の主な動向食料・農業・農村の主な動向

第Ⅱ章

第１節　食料自給率の向上と食料の安定供給
第２節　農業の体質強化と高付加価値化
第３節　共生・対流の促進を通じた農村地域の活性化



（１）世界の食料事情と農産物貿易交渉

ア　世界の農産物貿易と食料需給
（世界経済の拡大とともに、農産物貿易も拡大）

世界経済は、2007年前半は、中国、インド等での経済成長を受け、堅調な成長を遂げたが、

後半は金融市場の不安定な状況を受け、緩やかな成長となった＊１。こうしたことから、

2008年の成長率は、2007年の4.9％から3.7％に低下する見通しである＊２。

世界経済の拡大とともに世界の貿易額は増大しており、2007年は13兆9,400億ドルと10年

前の２倍となっている＊３。

世界の農産物貿易額も、2005年には過去最高の6,700億ドルを記録し＊４、また、世界の食

料輸入総額は、2007年には前年より21％増加して過去最高額になると予測されている＊５。

（農産物は貿易率が低く、輸出は特定の国や地域が占有）

農産物貿易は、今後、一層拡大することが見込まれているが、農産物は基本的に生産国内

の消費に仕向けられるものであることから、鉱工業品に比べ貿易率が低い傾向にある（図

Ⅱ－１）。また、主な農産物の輸出は、上位１～５位の国・地域で全体の７割以上を占めて

おり、特定の国・地域に集中している（図Ⅱ－２）。

このため、輸出国での不作や作付けの転換等が国際市場に大きな影響を及ぼす構造となっ

ている。
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第１節　食料自給率の向上と食料の安定供給

図Ⅱ－ 1 主要農産物等の貿易率（2006年） 図Ⅱ－ 2 主要農産物の輸出国別割合（2006年）

資料：米国農務省「Marketsand and Trade Data（April 2008）、米国 
　　エネルギー省調べ、（社）日本自動車工業会調べを基に農林水産省 
　　で作成 
　注：1）貿易率＝輸出量/生産量×100 
　　　2）石油は生産量、輸出量上位15か国の計。乗用車は2005年の 
　　　  数値。輸出量は主要国の輸出量（台数）の計 
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資料：米国農務省「Markets and Trade Data（April 2008）」を基に農林水産省 
　　で作成 
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＊１　国際通貨基金（IMF）「World Economic Outlook Update January 2008」
＊２　国際通貨基金（IMF）「World Economic Outlook April 2008」
＊３　世界貿易機関（WTO）「WORLD TRADE 2007, PROSPECTS FOR 2008（April 2008）」輸入額ベース
＊４　国連食糧農業機関（FAO）「FAOSTAT」
＊５　国連食糧農業機関（FAO）「Food Outlook（November 2007）」



（穀物の在庫水準は食料危機といわれた1970年代初めと同水準）

世界の穀物の需要量は、人口の増加、所得水準の向上に伴い増加しているが、期末在庫率

は、生産量が主要穀物の連年の不作によって減少したことにより、需要量を下回る年が続い

たことから、食料危機といわれた1970年代初めの水準まで低下している（図Ⅱ－３）。

（食料需要の一層の増大が見込まれる一方、生産面では多くの不安定要因が存在）

現在、66億人の世界の人口は＊１、2050年には92億人に、このうち開発途上国の人口は79

億人まで増加すると予測されており＊２、食料需要の一層の増大が見込まれる。特に、世界

の人口の４割を占める中国とインドは、今後、急速な経済成長が見込まれ、両国の食料需要

の変化が世界の食料需給に大きな影響を及ぼすと考えられる。また、所得向上による食生活

の変化に伴う畜産物・油脂類の需要増加は、飼料穀物や油糧原料の需要増加をもたらし、

2050年の世界の穀物需要は、1999～2001年の1.6倍（30億t）に増大すると予測されている＊３。

今後、増大する食料需要に対応するため、技術革新によるさらなる単収の増加を実現する

ことが課題である。また、世界の食料生産の４割は、世界の全耕地面積の２割のかんがい耕

地で生産されていることから（2002年）＊４、かんがい耕地を拡大させていくことも課題の一

つであるが、新しいかんがい耕地の確保には、国際河川や地下水からの取水の面で制約があ

る。また、人口増加や経済発展により水の工業利用や生活利用の割合が上昇し、農業利用の

割合が低下しており、水資源の確保に国際的な関心が高まっている＊５。さらに、我が国が

輸入農産物の多くを依存する米国や豪州をはじめとして、将来的に局地的な水不足が懸念さ

れる国・地域が存在している。

このほか、穀物の単収の伸び率の減少や、地球温暖化の進行に伴う異常気象が頻発するな

ど、生産面では多くの不安定要因が存在している。

＊１　米国中央情報局（CIA）「World Fact Book 2007」
＊２　国連「World Population Prospects：The 2006 Revision 」
＊３　国連食糧農業機関（FAO）「World agriculture:towards 2030/2050」
＊４　国際水管理研究所（IWMI）「Water for food, Water for life」
＊５ 「水問題」については、2008年７月の北海道洞爺湖サミットでも「人間の安全保障」の観点から取り上げられる
予定
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図Ⅱ－ 3 穀物の生産量、需要量、期末在庫率等の推移

 （生産量、需要量等（1970年＝100）） 
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資料：国連「World Population Prospects：The 2006 Revision」、米国農務省「Grain：World Markets and Trade（April 2008）」、「PS&D」を基に 
　　農林水産省で作成 
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（バイオ燃料の需要拡大が世界の食料需給に影響を及ぼす懸念）

これらに加えて、近年、原油価格の高騰や地球温暖化対策を背景として、世界的にバイオ

燃料の需要が高まっているが、特に、とうもろこしやさとうきびを原料とするバイオエタノ

ール生産は、米国やブラジルを中心に急速に拡大しており＊１、食料需要との競合が大きな

問題となっている。このため、バイオエタノールをはじめとするバイオ燃料の需要拡大が世

界の食料需給に影響を及ぼすことが懸念されている。

例えば、米国のとうもろこしの生産に占めるバイオエタノール用の割合は増加傾向にあり、

2007年には25％（32億ブッシェル（8,100万t））で（図Ⅱ－４）、また、2016年には生産量に

占める割合が３割になると見通されている＊２。米国のとうもろこしは、世界の輸出量の６

割を占めており＊３、世界全体の需給に多大な影響を及ぼす可能性がある。

（海外では遺伝子組換え作物の栽培面積が増加）

一方、食料需要の増大に対し、生産量を確保するため、遺伝子組換え作物の生産が増大し

ている。海外での遺伝子組換え作物の商業栽培面積は、1996年に170万haであったが、年々

増加の一途をたどり、大豆、とうもろこしを中心に、2006年には１億haを超えるまでにな

っており、穀物では世界の作付面積の15％を占めている＊４。米国やカナダをはじめ、我が

国の主な農産物の輸入先国において、高い割合で遺伝子組換え作物が栽培されている（図

Ⅱ－５）。

非遺伝子組換え作物に対する需要が高い我が国にとっては、今後、その安定的な確保が困

難となる可能性も考えられる。
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図Ⅱ－ 4 米国におけるとうもろこし
の生産量と使用状況の推移

図Ⅱ－ 5 主要国における遺伝子組換え
作物の栽培状況

資料：米国農務省「Feed Grains Database（March 2008）」を基に農林 
　　水産省で作成 
　注：数字は、生産量に占めるバイオエタノール用の割合 
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資料：米国農務省、国際アグリバイオ事業団、豪州農漁林業省、豪州農業 
　　資源経済局の資料を基に農林水産省で作成 
 

＊１ F. O. Licht調べ。世界のバイオエタノール生産量5,132万kr（2006年）のうち、米国が1,985万kr、ブラジルが
1,783万kr。

＊２　米国農務省（USDA）「Agricultural Projections to 2016」
＊３　米国農務省（USDA）「Grain：World Markets and Trade（April 2008）」における2006年の値
＊４　国際アグリバイオ事業団（ISAAA）調べ



イ　我が国の農産物貿易の動向
（我が国は、世界最大の農産物純輸入国）

我が国の農産物輸入額は、円高の進展や世界的な貿易自由化の流れのなか、食生活の多様

化等を背景として増加し、2007年には過去最高の５兆5,304億円＊１に達し、大幅な輸入超過

となっている。また、WTO交渉等を通じ、農産物貿易の自由化を進めてきた結果、世界最

大の農産物純輸入国となっている（図Ⅱ－６）。一方、農産物輸出は、世界的な日本食ブー

ムや東アジアの経済発展等を背景として増加傾向にあり、2007年には2,220億円＊２となって

いる。

（我が国の農産物輸入は特定国に依存）

我が国の農産物輸入は、米国（全輸入額の31.1％）、EU（同13.4％）、中国（同12.6％）、豪

州（同8.7％）、カナダ（同6.1％）の上位５位の国・地域で７割以上を占めており、とうもろ

こしでは米国が９割を超え、牛肉では豪州が８割を占めるなど、特定国に依存した構造とな

っている（図Ⅱ－７）。
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図Ⅱ－ 6 我が国と主な国の農産物貿易額（2005年）
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資料：FAO「FAOSTAT」、中国農業部「農産品進出口年度総値表」を基に農林水産省で作成 
　注：中国は、水産物を含む 

日本 
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ドイツ 

韓国 

中国 

米国 

インド 

豪州 

ブラジル 

図Ⅱ－ 7 主な輸入品目の国別割合（2007年、金額ベース）

中国 
3.7％ 

その他 
2.9％ 

カナダ 
   23.5％ 

カナダ 
8.8％ 

ブラジル 
8.3％ 

米国 
93.4％ 

米国 
78.0％ 

米国 
58.2％ 

米国 
9.1％ 

豪州 
81.4％ 

豪州 
17.9％ 

中国4.4％ その他 
0.5％ 

その他 
0.4％ 

その他 
2.9％ 

輸入額 
4,517億円 

輸入額 
1,955億円 

輸入額 
1,922億円 

輸入額 
2,413億円 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 

ニュージー 
ランド 
6.6％ 

（とうもろこし） （大豆） （小麦） （牛肉） 

＊１　財務省「貿易統計」（2007年）
＊２　財務省「貿易統計」（2007年）。アルコール飲料及びたばこを除く農産物の金額



（主な輸入農産物の生産に必要な作付面積は、我が国の耕地面積の2.7倍）

また、主な輸入農産物の生産に必要な農地面積は1,245万haと試算され、我が国の耕地面

積の2.7倍に相当する農地を海外に依存した形となっている（図Ⅱ－８）。

このため、不測の事態に備え、平素から農地や農業用水を確保しつつ、農業の担い手の育

成・確保、農業技術水準の向上等を図り、食料供給力を強化しておく必要がある。
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図Ⅱ－ 8 主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積
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資料：農林水産省「食料需給表」、｢耕地及び作付面積統計」、「日本飼養標準」、財務省「貿易統計」、FAO「FAOSTAT｣、 
　　米国農務省「Year book Feed Grains」、米国国家研究会議（NRC）「NRC飼養標準」を基に農林水産省で作成 
　注：1）単収は、FAO「FAOSTAT」の2003～05年の各年の我が国の輸入先上位3か国の加重平均を使用。ただし、畜産物 
　　　  の粗飼料の単収は、米国農務省「Year book Feed Grains」の2003～05年の平均 
　　　2）輸入量は、農林水産省「食料需給表」の2003～05年度の平均 
　　　3）単収、輸入量ともに、短期的な変動の影響を緩和するため3か年の平均を採用 
　　　4）（　）内は我が国の作付面積（2007年） 

海外に依存している 
作付面積（試算） 
（2003～05年平均） 

国内耕地面積 
（2007年） 

田 
253

小麦  
208 
（21） 

大豆  
176 
（14） 

とうも 
ろこし 
182 
（0） 

なたね、 
大麦等 
279 
（7） 

畜産物 
（飼料穀物換算） 

399 
（90） 

畑 
212

万ha 

バーチャルウォーター

農産物を輸入するということは、輸入農産物が海外で生産される際に使用されている水資源も一緒に輸入
しているともいえます。このように間接的な形で輸入している水資源を把握する方法として、仮想水（バー
チャルウォーター）という考え方があります。これは、ある国が輸入している品目を自国で生産すると仮定
した場合に必要な水資源量です。主な輸入農産物（穀物5品目、畜産物 4 品目）の生産を我が国で行った場
合に必要な仮想水は627億m3（2000年）と試算されており＊１、国内の農業用水使用量の552億m3（2004年）＊２

を上回っています。品目別には、牛肉1 kgに20.6ｔ、豚肉1 kgに5.9ｔ、大豆1 kgに2.5ｔの水が必要です。
一方、食事メニューごとにみると、例えば、牛丼（並）やカレーライスに必要な水の7割は輸入されてい

る計算になります。
我が国が輸入農産物の多くを依存する米国や中国等で水不足が懸念されており、世界の水資源の問題が私

たちの食生活に密接に結び付いていることにもっと目を向ける必要があります。

我が国への品目別仮想水の量（2000年） 食事メニューごとに必要な仮想水の量（1人分） 

とうもろこし 
23％ 

大豆 
19％ 

小麦 
15％ 

牛肉 
22％ 

米　4％ 

大麦・ 
裸麦　3％ 

牛乳及び乳製品　4％ 
鶏肉　4％ 

豚肉　6％ 

主な輸入 
農産物の 
仮想水量 
627億m3/年 

資料：東京大学生産技術研究所の沖大幹教授等のグループによる試算 
　注：1）仮想水の欄（　）内は、風呂（180R）に換算した場合の杯数 
　　　2）輸入仮想水の割合は、食材に占める輸入割合（自給率は2006年度）から算出 

1,887   
（10.5） 

68

1,095   
（6.1） 

69

168   
（0.9） 

89

396   
（2.2） 
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メニュー 仮想水 
（R） 

輸入仮想水 
（％） 

牛丼（並） 

カレーライス 

アイスクリーム 

オレンジジュース 
　（200mR） 

＊１ 東京大学生産技術研究所の沖大幹教授等のグループによる試算。このほか、沖大幹教授等のグループでは、輸出
物資を生産するために輸出国で実際に消費された水資源量を取水源別に推計した「ウォーターフットプリント」の
試算も行っている。

＊２　国土交通省「平成19年版 日本の水資源」



（国民全体で食料問題の認識を共有し、食料の未来を確かなものとしていくことが必要）

将来的に、世界の食料需要が増大すると見込まれる一方、生産面では多くの不安定要因が

存在しており、世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性がある。

我が国の食料供給は、その多くを海外に依存することで成り立っているため、ひとたび穀物需

給がひっ迫し、国際価格が高騰するような事態となれば、国内の食料品価格にも直接的な影響

が及ぶなど、輸入への過度の依存には一定のリスクを伴うことを改めて認識する必要がある。

その一方で、我が国では、男性の肥満や女性のやせにみられる食生活の乱れがあること、

世界の食料援助量の３倍に相当する年間1,900万ｔという膨大な量の食品が廃棄されている

こと等、現代人のライフスタイルにかかわる課題が存在する。さらに、世界では、我が国を

含む少数の先進国における「飽食」と、多数の開発途上国を中心とした約８億５千万人に上

る「飢餓」が併存しているという実態もある。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を基本として、これ

と輸入、備蓄とを適切に組み合わせていく方針のもと、国産の農産物を消費することが、食

料自給率の向上だけでなく、健康、ふるさと、環境の面からも望ましいことについて、広く

国民の理解と共感を得ていく必要がある。そのうえで、限られた国内農地を有効に活用して、

国内農産物の生産をふやすとともに、これを食品産業や消費者が積極的に利用するなど、食

料の生産・消費両面にわたる課題に、国や地方公共団体だけでなく、農業者、食品関連事業

者、消費者がそれぞれできることから長続きする形で一体的に取り組む必要がある。
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食料の不測時の対応
凶作や輸入の途絶等の不測の要因により

食料需給がひっ迫するような場合にも、最
低限度の食料供給を確保していく必要があ
るため、農林水産省では「不測時の食料安
全保障マニュアル」（2003年 3月）を策定
しています。このマニュアルにおいては、
事態の深刻度（レベル）に応じて、情報収
集・分析・提供、備蓄の活用、価格動向の
調査・監視、緊急の増産、熱量効率の高い
穀類やいも類への生産の転換、農地以外の
土地の利用等の対策を実施することとされ
ています。
我が国は、食料の6割を輸入に頼っていますが、仮に、輸入が完全に途絶する事態に陥ったとき、肉類や

野菜から、いも類等の熱量効率の高い作物に生産転換することで、国内生産のみで国民 1 人 1 日当たり
2,020kcalの熱量供給が可能であると試算されています＊１。この熱量で最低限必要な熱量は確保されますが、
食事内容は、現在とかけ離れたものになります。

2,020kcalの食事の例

レベル 
0

レベル 
1

レベル 
2

レベル1以降の事態に発展するおそれがある場合 
・情報収集・分析・提供　　　・備蓄の活用と輸入の確保 
・関係者の取組の促進　　　　・価格動向等の調査・監視 

特定の品目の供給が、平時の供給を2割以上下回ると予測される場合 
・緊急の増産　　　　　　　　・適正な流通の確保 
・標準価格の設定など価格の規制 

1人1日当たり供給熱量が2千kcalを下回ると予測される場合 
・生産の転換　　　　　　　　・農地以外の土地の利用 
・割当て・配給及び物価規制　・石油の供給の確保 

資料：農林水産省「不測時の食料安全保障マニュアル」 

資料：農林水産省「パンフレット「いざという時のために」～不測時の食料安全保障について～｣ 

茶碗1杯 

ぬか漬け1皿 

粉吹きいも1皿 

朝　食 

果物 
（りんご1/4個分相当） 

蒸かしいも1個 

昼　食 

茶碗1杯 

焼きいも1本 

夕　食 

加えて、加えて、うどうどんん22日日にに11杯、みそ杯、みそ汁汁22日日にに11杯、納杯、納豆豆33日日にに22パック、牛パック、牛乳乳66日にコッ日にコッププ11杯、たま杯、たまごご77日日にに11個、食個、食肉肉99日日にに11食食  加えて、うどん2日に1杯、みそ汁2日に1杯、納豆3日に2パック、牛乳6日にコップ1杯、たまご7日に1個、食肉9日に1食 

焼きいも2本 

焼き魚1切 

＊１ 2015年度における農地の見込み面積（450万ha）等を前提に、熱量効率を最大化した場合の試算（食料・農業・
農村基本計画（2005年３月策定））

事態の深刻度（レベル）に応じた対策の概要
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食料の未来を描く戦略会議
食料をめぐる世界情勢に変化のきざしがみられるなか、毎日の生活に欠くことのできない食料について、

世界の状況を正確に把握したうえで、国民に対する食料の安定供給の確保を図るための方向性について議論
し、食料問題に関する認識を国民全体で共有するため、食料についての生産・流通・消費の専門家のほか、
学識経験者を交えた「食料の未来を描く戦略会議」（食料・農業・農村政策推進本部長（内閣総理大臣）決
定により、農林水産大臣主催）が2007年7月から2008年5月まで開催されました。
合計5回の会合を通じて、世界の食料需給の現状と将来の見通し、食料の6割を輸入する我が国の食料供

給に及ぼす影響などが議論され、食料の未来を確かなものとするために関係者が取り組むべき事項が国民へ
のメッセージとして取りまとめられ、生源寺座長から、食料・農業・農村政策推進本部長である福田内閣総
理大臣に報告されました。
また、このメッセージを受けて、食料・農業・農村政策推進本部においては、2008年度の政策方針であ

る「21世紀新農政2008」が決定され、食料供給力の強化を含む食料の安定供給に向けて、関係府省庁が一
体となって取り組んでいくこととなりました。

世界の食料需給をめぐる状況が大きく変化 

世界 
市場 

他の輸入国 

日本 

国内生産 

国内消費 

輸出国 

国内生産 

国内消費 バイオ燃料 

輸出国が特定の国に 
限られるため、国際 
価格が大きく変動 

他の輸入国 
と食料を奪 
い合い 

食料確保のため 
高価格でも輸入 
せざるを得ない 

自給率 
39％ 

国内供給 
を最優先 

途上国を中心とする 
人口と所得の増加に 
より、食料需要が拡大 

基本的に 
は、余剰 
分を輸出 

資料：農林水産省作成 

食料の未来を描く戦略会議委員 
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食料の未来を確かなものにするために

【世界の食料事情は深刻化】
1 世界の食料にかつて経験したことのない変化が起きています。増え続ける世界人口と中
国・インドなどの人口大国の経済発展が食料需要を大きく押し上げる一方、砂漠化の進行
などによる農地の縮小や面積当たり作物収量の伸びの鈍化のもとで、食料の需給はひっ迫
し、農産物の国際価格は史上最高水準に高騰しています。
今後、食料供給力の大幅な拡大は期待しにくく、世界の食料需給はひっ迫の度合いを増

していくものと見込まれます。食用作物のバイオ燃料への転用という新たな需給ひっ迫の
要因も強まっています。さらに、異常気象の頻発や水資源の不足、家畜伝染病の発生など
によって、世界の食料供給は安定性を失いつつあります。

【わが国の食料供給力は弱い】
2 私たちは食料の6 割以上を海外から輸入しています。狭小な国土のもとで豊かな食生活
を送るためには、海外の食料にある程度依存することには止むを得ない面もありますが、
これ以上依存度を高めれば、食料供給の不安定感が高まります。
今日、わが国では、持続性に優れた生産基盤である水田をはじめとする国内の農業資源

は十分に活用されることなく、耕作放棄地や不作付地が拡大しています。また、輸入食料
を特定の少数の国に依存しているため、わが国の食料供給の構造が相手国の供給余力に左
右されやすいことを認識する必要があります。

【食生活の乱れが引き起こすさまざまな問題】
3 豊かな食生活も行き過ぎるとさまざまな問題を引き起こします。
1980年頃のわが国の食生活は、栄養バランスの点で理想的と評価されていました。その

後、減少してきた米の消費量はさらに減り、畜産物や油脂の消費量が増えた結果、今日の
食生活は肥満や生活習慣病につながりやすいものとなるとともに、食料自給率も39％に低
下してしまいました。朝食をとらない子供や若者がいるといった食生活の乱れも看過でき
ません。また、家庭で廃棄される食料も、1人当たり年間80キログラムを超える水準にあ
ります。

【広く理解と共感を得ること】
4 このような食料をめぐるさまざまな問題は、私たち自身の未来に関わる重要な問題です。
こうした認識のもと、米をはじめとする国産の農産物を消費することが、食料自給率の

向上のみならず、私たちの健康増進やふるさと・農村の活性化、地球環境の保全などの観
点からも望ましいことについて、広く理解と共感を得ていく必要があります。
特に、学校や家庭などあらゆる教育の場において、食料と農業と生命の大切さを子供と

若者に具体的なかたちで伝えることが重要です。

【国内の農業資源の有効活用】
5 食料の未来を確かなものにするためには、何よりも国内の農業資源を有効活用する必要
があります。
耕作放棄地を解消するなど国内の限りある農地を十分利用することが大切です。農業者

の声に耳を傾けるなどにより、そのための条件を明らかにする必要があります。
また、しっかりした技術と高い意欲を有する農業経営を育てるとともに、こうした農業

経営を中心に多彩な人々が農の営みに参画できる仕組みを構築することが求められていま
す。農業技術の開発・普及や農業経営の教育を通じて、人材を育てることも重要です。

平 成 20 年 5  月 7  日
食料の未来を描く戦略会議〕〔
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【消費者の国産ニーズに応える努力】
6 私たちの食生活は、日本の農業のあり方に結びついています。国内の農業資源に立脚し
た食生活の広がりは、農業に活力を呼び戻します。今日の食生活には加工食品や外食が欠
かせないことから、国産食料の利用拡大に向けて食品製造業や外食産業の理解と協力も必
要です。
一方、国産の食料に対する消費者や食品産業のニーズに対して、農業者は的確に応える

ことが求められています。重要な点は、必要な量を安定供給できる仕組みを構築すること
であり、高い安全性と優れた品質を確保することです。安全性と品質は日本農業の国際競
争力の源泉にもなるはずです。また、安全性と品質の確保と偽りのない情報の提供につい
て、農業と食品産業は緊張感を持って行動する必要があります。

【長期的・戦略的な取り組み】
7 食料の未来を確かなものにするためには、長期的かつ戦略的な観点に立った取り組みが
欠かせません。例えば、米粉製品の開発・普及や水田における飼料米の生産、食品廃棄物
の飼料化が、食料需給のひっ迫に対処する農業資源の活用方策として重要性を増していま
す。
食料需給のひっ迫傾向が強まるとき、発展途上国の貧困層を中心に十分な食料を保障で

きない状態がさらに悪化することも懸念されます。世界の食料事情の安定は国際社会の安
定につながる点で、先進諸国の食料安全保障の問題とも密接に関係するものであり、わが
国は食料と農業に関する効果的な国際協力を積極的に行うべきです。

【食料の安定供給は国の責務】
8 いかなる事態のもとでも必要な食料を保障することは国のもっとも重要な責務であり、
そのための備えがあるからこそ、社会は日頃から安定した意思決定を行い、落ち着いた行
動をとることができます。
世界の食料需給がひっ迫傾向を強める中で、国内農業資源の確保、輸入食料の安定確保、
主食用・飼料用穀物の備蓄の重要性が増しています。ひっ迫する食料需給の下で、国はこ
れらの食料安全保障の具体策を確立する必要があります。
また、刻々変化する世界の食料事情について、正確な情報を迅速に伝えることで、社会

の冷静な行動を促すことも重要です。

【食料の未来を確かなものにするために】
9 食料の未来を確かなものにするためには、以上のような認識が広く共有され、国民の皆
さんがそれぞれの立場において、できることから長続きするかたちで取り組むことが大切
です。
一方、国と地方公共団体は農業者、食品産業事業者、消費者の取り組みを効果的に促進

する手段を講じる必要があります。特に、国は食料安全保障の具体策の見直しや長期的か
つ国際的な食料・農業戦略の樹立に全力をあげなければなりません。
揺るぎない国家戦略のもとで農業と食料をめぐる自由闊達な経済活動と交流活動が持続

可能なかたちで展開され、国内農業資源の有効利用が回復されるとき、そこに新時代の食
料をめぐる安全と安心の礎が築かれることを確信します。

○長期的・戦略的な取組

課　題 長期的・戦力的な取組（例） 

米粉製品の開発・普及 

飼料用米の生産 

食品廃棄物の飼料化 

（米粉パン・麺など） 

（エコフィード） 

○　米の消費減に伴い、現在は水田面積の4割
で生産調整調整を行っていること 
○　25％と低い水準にある飼料自給率 



ウ　農産物貿易交渉の動向
（WTO交渉やEPA/FTA交渉が進行）

世界経済は、これまで、ガット（関税及び貿易に関する一般協定）や1995年にガットの成

果を発展的に継承した世界貿易機関（WTO＊１）の体制のもとで、持続的に発展してきてい

る。現在、21世紀の貿易ルールの構築に向け、151の加盟国・地域＊２が共通のルールを決め

るWTO交渉を行っているほか、これに加え、WTOの多角的な貿易体制を補完するものとし

て、特定の国・地域間で関税撤廃等を行うEPA（経済連携協定）/FTA（自由貿易協定）＊３

に関する交渉等が進められている（図Ⅱ－９）。

（WTO農業交渉は2000年から開始）

現在、WTOドーハ・ラウンド交渉が進められており、農業、NAMA（鉱工業品等の非農

産品）、サービス等多岐にわたる分野で交渉が進められている。特に、農業交渉については、

2001年11月のラウンド立ち上げに先行する形で2000年３月から開始され、2004年７月末には

交渉の大枠を決める枠組み合意が成立した。また、2005年12月の香港閣僚会議においては、

輸出補助金を2013年までに廃止することや、後発開発途上国（LDC）＊４に対する関税の原則

自由化等が決定された（図Ⅱ－10）。
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図Ⅱ－ 9 世界の農産物貿易ルールの概要

資料：農林水産省作成 

WTO体制 
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資料：農林水産省作成 
　注：1）枠組みとは、関税削減率等の数字や詳細な要件等が入った具体的なルールを決める前提となる大枠 
　　　2）モダリティとは、国内補助金、関税の具体的な削減率等、各国に共通に適用されるルール 
　　　  （例：重要品目数は●％、関税割当の拡大幅は国内消費量の▲％） 
　　　3）譲許表とは、各国ごとに、個別具体的に関税率等を決定し、関税率の上限（譲許税率）を列記した表。 
　　　  加盟国は、ラウンド交渉でこの譲許表について最終的に合意することを目指して交渉する。 
　　　  （例：品目Ａ、品目Ｂを重要品目に指定し、品目Ａの関税率を○％削減し、関税割当を△ｔ拡大） 
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図Ⅱ－10 WTO農業交渉の流れ

＊１、３、４　［用語の解説］を参照
＊２　2007年７月現在



＊１　WTO通報ベースの件数（2007年194件）から、既存のFTAへの新規加入等の重複分を除いた件数

（WTO農業交渉は正念場）
その後、関税削減等の具体的方法（モダリティ）の確立に向けた議論が続けられている。
2007年７月にはファルコナー農業交渉議長がモダリティ案を提示し、同年９月以降、この
案に基づき、事務レベルでの集中的な議論が断続的に行われてきた。
これらの議論の進展を踏まえ、同議長は、2008年２月にモダリティ案の改訂版を提示した。
今後、事務レベルで、農業分野でのさらなる議論に加え、NAMA分野等の他の分野も含め
た分野横断的な議論を行っていくことが予想される。早ければ５月中下旬以降にも閣僚級会
合が行われる可能性もあり、交渉は今後、モダリティの合意に向け、まさに正念場を迎える
ものと考えられている（図Ⅱ－11）。

（アジアを中心にEPA/FTAを推進）
近年、WTO加盟国が増加するなかで、各国間の意見の調整に時間を要するようになり、

貿易自由化の遅れが懸念されている。このようななか、各国が特定の国・地域間で関税撤廃
等を行うEPA/FTAを貿易促進の手段として活用する動きが広がっており、その件数は140件＊１

となっている。
我が国は、WTO交渉の多角的な貿易体制を補完するものとして、EPA/FTAを推進して

いる（図Ⅱ－12）。特に、アジア諸国とのEPAにおいては、関税撤廃をはじめとする市場ア
クセスの改善と農林水産業協力を組み合わせて交渉に取り組んでいる。
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図Ⅱ－11 WTO交渉の主な構図

資料：農林水産省作成 

守り 　米国 
→高いレベルの削減には市場 
　アクセスでの成果が必要 

　米国以外 
→米国にさらなる削減を 
　要求 

攻め 

守り 　EU、日本、インド 
→現実的な削減、十分な「柔軟性」が必要 

　開発途上国（特にブラジル、インド）
→十分な「柔軟性」が必要 

　先進国 
→高いレベルの削減 

　輸出国側（米国、ブラジル、豪州） 
→高い野心、少ない「柔軟性」のみ 
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農業 
市場アクセス 
（関税削減等 ） 

農業 
国内支持 

（農業補助金削減） 

非農産品市場 
アクセス 

（鉱工業品等関税削減） 

3つの論点での 
こう着状態を打開できず、 

2006年7月に交渉は一旦中断。 
再開後もこれらの論点を中心に 

交渉が展開。 

図Ⅱ－12 我が国のEPA/FTAをめぐる状況
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資料：農林水産省作成 
　注：1）韓国とは2004年11月以降交渉が中断 
　　　2）GCC（湾岸協力理事会）加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 
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（日ASEAN包括的経済連携協定交渉が妥結）
2007年においては、シンガポールとの間の協定を改正する議定書が発効し、また、チリと
タイとの間で協定が発効した。さらに、ブルネイとインドネシアとの間で協定が署名に至っ
た。2008年４月には我が国及びASEAN全体の間の協定について署名が完了したが、我が国
の重要品目である米、麦、肉類、乳製品等は除外等、関税撤廃・削減の対象外とする一方で、
ASEAN側の関心品目について関税削減等、可能な範囲で対応した。また、ぶどう、りんご
等我が国からの輸出関心品目について、ASEAN側の関税撤廃を実現することとなった。我
が国及びASEAN全体の間の協定は我が国初の複数国間のEPAであり、今後、域内全体の生
産ネットワークの強化が期待される。

（日豪EPA交渉が開始）
2006年12月に交渉入りに合意された日豪EPA交渉については、2007年4月に交渉が開始さ

れた。2008年２月までに４回の会合が開催され、農林水産分野においては、我が国農林水産
業をめぐる状況やその重要性について議論が行われている。交渉に当たっては、日豪両国の
農業構造には農地面積をはじめ大きな違いがあること、また、豪州から輸入されている農産
物の多くが我が国農業や地域経済にとって重要な品目であることを踏まえ、「守るべきもの」
はしっかり「守る」との方針のもと、政府一体となって取り組んでいる。

（WTO農業交渉、EPA/FTA交渉への戦略的取組）
WTO農業交渉やEPA/FTA交渉に戦略的に取り組むに当たっては、農業構造改革の努力

を損なわないように留意することが必要である。また同時に、農業の体質強化により国際競
争力の強化を図ることが重要である（図Ⅱ－13）。
WTO農業交渉については、我が国は、「多様な農業の共存」を基本理念とし、「攻めると

ころは攻める、守るところは守る」という姿勢で、農業の多面的機能、食料安全保障の確保
等が十分に配慮され、柔軟性があり、輸入国と輸出国のバランスのとれた貿易ルールの確立
と開発途上国への貢献を目指している。
また、EPA/FTA交渉に当たっては、WTOを中心とする多国間貿易体制を補完する貿易

促進の手段として推進し、農林水産分野においても、WTO交渉方針との整合性をとり、「守
るべきもの」はしっかり「守る」との方針のもと、相手国における知的財産権の保護や食の
安全確保等の幅広い分野を含む総合的なEPAの実現を目指している。
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図Ⅱ－13 WTO農業交渉、EPA交渉への戦略的取組

資料：農林水産省作成 
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（２）食料自給率の向上と安全な食料の安定供給

ア　食料自給率の向上と日本型食生活の実現に向けた取組
（食料自給率は国内の食料消費が国内生産でどの程度賄えているかを示す指標）

食料自給率とは、国内の食料消費が国内生産でどの程度賄えているかを示す指標であり、

食料の安定供給という観点から一般的に供給熱量ベースの食料自給率が用いられている。た

だし、野菜や果実は比較的低カロリーであり、また、畜産物は輸入飼料により生産された熱

量を国産供給熱量に算入しないこととされているため、供給熱量ベースでは自給率が低く算

出される。このようなことから、国内生産動向を適切に捉える指標として生産額ベースの自

給率も有用である。また、品目ごとに重量ベースで表す品目別自給率も算出されている（図

Ⅱ－14、Ⅱ－15）。

（2006年度は９年ぶりに自給率が低下）

我が国の食料自給率は、長期的に低下傾向で推移している。供給熱量ベースでは1965年度

の73％から33年後の1998年度には40％まで低下し、以後８年連続で横ばいで推移していた

（図Ⅱ－16）。しかし、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類・でんぷん、

みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、１ポイント減少し、

39％となった。
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図Ⅱ－14 食料自給率の計算方法 図Ⅱ－15 品目別自給率の例（2006年度）

総合食料自給率 

品目別自給率 

供給熱量ベース 
の食料自給率 ＝ ×100

国民1人1日当たり国産供給熱量（kcal） 
国民1人1日当たり供給熱量（kcal） 

生産額ベース 
の食料自給率 ＝ ×100

食料の国内生産額（円） 
食料の国内消費仕向額（円） 

品目別自給率 ＝ ×100
国内生産量（ｔ） 
国内消費仕向量（ｔ） 

資料：農林水産省作成 資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水産省で作成 
　注：概算値 

米 
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魚（食用） 
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（納豆、みそ、豆腐、 
ドレッシング等の原料） 

5％ 

野菜 
79％ 

果物 
39％ 

じゃがいも 
76％ 

小麦 
（パン、パスタ、う 
どん等の原料） 

13％ 

図Ⅱ－16 我が国の食料自給率の推移
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（我が国の食料自給率は主要先進国のなかで最低水準）

主要先進国のなかでみると、我が国の食料自給率（供給熱量ベース）＊１は最低の水準にあ

る（図Ⅱ－17）。穀物自給率（重量ベース）も、世界175の国・地域の125番目であり、人口

が１億人以上の国＊２のなかでは最下位となっている（2003年）。
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資料：農林水産省「食料需給表」、FAO「Food Balance Sheets」を基に農林水産省で作成 
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図Ⅱ－17 我が国及び諸外国の食料自給率（供給熱量ベース）の推移

英国の食料自給率の動向
英国では、我が国とは逆に、食料自給率（供給熱量ベース）が40年間で27ポイント向上しています。
この要因としては、生産面では、①平坦地が多いことから、効率的な農業生産が可能だったこと、②フラ

ンスやドイツといった他のEC諸国より競争力が高かったこと、③EC加盟により農産物価格支持と国境措置
による手厚い保護を受けることとなったこと、④我が国には冬期間や梅雨等の生育条件上の制約があるのに
対して英国ではそうした制約がなく、また、品種改良等により主要穀物である小麦の単収が大きく向上した
こと等があげられます。
消費面では、我が国と異なり、小麦、畜産物を中心とした食生活が大きく変化しなかったことがあげられ

ます。
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資料：FAO「FAOSTAT」、農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「作物統計」 

＊１ 食料自給率には、全国ベース以外にも都道府県別食料自給率（［用語の解説］を参照）も算出されている。

＊２ 中国、インド、米国、インドネシア、ブラジル、パキスタン、ロシア、バングラディシュ、日本、ナイジェリア、
メキシコの11か国である。



（食生活の変化が食料自給率の長期的な低下に影響）

食料自給率（供給熱量ベース）の長期的な低下は、国内で自給可能な米の消費量が減少す

る一方、国内生産では供給困難なとうもろこし等の飼料穀物の必要な畜産物や、油糧原料

（大豆、なたね）を使用する油脂類の消費が増加するなど、食生活が大きく変化したことが

主に影響している。

国民１人１日当たりの供給熱量を1965年度と41年後の2006年度で比較すると、供給熱量は

2,459kcalから2,548kcalとわずかに増加したなかで、米の割合が大きく低下する一方、畜産物

や、油脂類の割合が上昇している（図Ⅱ－18）。
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図Ⅱ－18 供給熱量の構成の変化と品目別の食料自給率（供給熱量ベース）
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資料：農林水産省「食料需給表」 
　注：［　］内は国産熱量の数値 
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魚介類　110％ 



（米の消費量は半減、畜産物や油脂類の消費量は大きく増加）

これを品目別の食料消費量の変化でみると、米の消費量は1962年度のピーク時から2006年

度には半減している。その一方で、畜産物と油脂類の消費量が大きく増加し、1960年度に比

べて、それぞれ4.3倍、3.4倍にまで増加している（図Ⅱ－19）。

また、食の外部化が進展するなかで、外食・中食＊１や食品加工業等の実需者における加

工・業務用需要の高まりに、国内生産が十分に対応できていなかったことも、食料自給率の

低下に影響していると考えられる（図Ⅱ－20）。

91

第1節　食料自給率の向上と食料の安定供給

図Ⅱ－20 食の外部化率の推移
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　　　  料 
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図Ⅱ－19 国民１人１年当たりの品目別
消費量の推移

過去30年の食料の消費形態と国民生活の変化
1975年以降の30年間の食料の消費形態の変化を、総
務省「家計調査」でみると、食料全体（調理食品や外
食を含む）の支出が伸び悩むなか、調理食品や外食へ
の支出が大幅に増大していることがわかります。この
うち、外食への支出は、近年、横ばいないし減少傾向
となっている一方、調理食品への支出は近年も緩やか
に増加しています。
また、同じ期間には、国民の 1日の時間配分も変化

してきました。仕事や家事に従事する時間が減少し、
レジャー・教養といった自由時間が増加しています。
また、共働き世帯や単身世帯の増加といった世帯構造
の変化もみられました。
今後、少子高齢化の進展に伴う国民生活の変化が予

想されますが、それが食料の消費形態にどのように影
響するのか、大いに注目されます。
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資料：総務省「家計調査」 
　注：調理食品には、弁当、おにぎり、調理パン、そう菜のほか、冷 
　　凍調理食品（冷凍コロッケ等）、レトルト食品等が含まれる。 

食料関係支出の推移（1975年＝100）

＊１　［用語の解説］を参照



（食の外部化の進展とともに食料品等の輸入が増加）

1985年ごろからの食の外部化の進展に伴い、安価で、品質が均一であり、年間をとおして

安定した供給がなされるものを確保したいという加工・業務用需要が高まった。また、我が

国の購買力が大きく向上したことに加え、円高の進行により輸入産品が国内産品に対して価

格面で有利になったことも影響し、1985年ごろから果実、肉類、牛乳・乳製品、野菜の輸入

率が上昇した（図Ⅱ－21）。例えば、野菜の生産・需要動向をみると、1985年ごろから国内

生産量と国内消費仕向量の間のかい離が拡大する状況がみられ、国内産地が加工・業務用需

要に十分に対応できていなかったことがうかがわれる（図Ⅱ－22）。

また、生鮮食料品以外にも多くの加工食品が我が国に輸入されており、これらを含めた食

料品等＊１の輸入額は2005年には５兆５千億円と、国内の農業・漁業生産額＊２の半分に相当

する額が輸入されるまでになっている（図Ⅱ－23）。

92

第
１
部

第
Ⅱ
章

図Ⅱ－21 主な食料の品目別輸入率の推移
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資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）輸入率＝輸入量/（国内生産量＋輸入量）×100 
　　　2）輸入量は、生鮮換算等された数値 

図Ⅱ－22 野菜の国内生産量と
国内消費仕向量

図Ⅱ－23 食料品等の輸入額と
うち加工食品類の割合

資料：農林水産省「食料需給表」 
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＊１ 食料品等には、肉類、魚介類、野菜・果実類、穀物、加工穀物、コーヒー、茶、香辛料、加工食品類、その他の
動植物生産品（生きている動物、乳製品、卵、はちみつ、非食用くず肉、各種かす類、飼料）が含まれる。

＊２ 農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」によると、2005年度の農・漁業分野の国内生産額は11兆5,745億円
である。



（海外現地法人からの輸入が増加）

一方、農産物輸入が増加した1985年ごろから食品産業、農林水産業での海外直接投資が増

加している（図Ⅱ－24）。海外現地法人は現地や第三国での販売に加え、我が国向けの輸出

も行っており、開発輸入品として我が国に輸出される食料品が増加している（図Ⅱ－25）。

（飼料自給率の低下が畜産物の自給率低下にも影響）

食生活の変化に伴う畜産物の需要拡大により、畜産物の国内生産も大幅に増加したが、餌

となる濃厚飼料の需要も大幅に増加した。しかし、国土条件の制約等からその多くを輸入に

依存したため、特に1965年からの10年間で飼料自給率は大きく低下しており（図Ⅱ－26）、

同時期の畜産物の自給率（供給熱量ベース）の低下にも影響している＊１。これは、輸入飼

料により生産された畜産物は自給しているといえないため、畜産物自体は国内産であっても

計算上、国産熱量には算入しないことになっているためである。

また、粗飼料についても、粗飼料の自給による経営コストの引下げよりも飼養規模拡大に

より粗収益の増大を図る方が経営上有利であったこと等から、利便性が高く労働力負担の軽

減にもつながる輸入粗飼料が利用される傾向にあったものと考えられる。
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図Ⅱ－24 我が国の海外直接投資の推移 図Ⅱ－25 海外現地法人の日本向け輸出の推移
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資料：（独）日本貿易振興機構が財務省「対外及び対内直接投資状況」、財 
　　務総合政策研究所「財政金融統計月報」、日本銀行「外国為替相場」 
　　から作成した資料を基に農林水産省で作成 
　注：食品産業は製造業のうち食料の数値、農林水産業は農・林業と漁・ 
　　水産業の合計値 
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　　有機質肥料製造業 

図Ⅱ－26 飼料自給率の推移
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資料：農林水産省「食料需給表」 
　注：1984年度までの輸入はすべて濃厚飼料とみなしているため、便宜上、粗飼料自給率を100％とした。 

＊１ 1965年からの10年間で肉類（鯨肉を除く）の自給率（重量ベース）は90％から77％に低下。なお、1985年からの
10年間では、主に畜産物の輸入増加の影響を受けて81％から57％に低下



（食料自給率は短期的には横ばい傾向）

我が国の食料自給率（供給熱量ベース）は、長期的に低下してきたなかで、1998年度から

2005年度までの８年間は横ばいで推移した。横ばいの要因としては、国産熱量の多くの部分

を占める米の供給熱量が減少傾向であったものの、その減少幅が縮小傾向にあったことや、

小麦、大豆をはじめとする品目の生産が増加したこと等により、米以外の品目からの供給熱

量が横ばいから増加傾向で推移したため、国産供給熱量の減少が緩やかであったことが考え

られる（図Ⅱ－27）。

（低い食料自給率に対し国民は不安感）

我が国の食料の供給についての世論調査によると、我が国の現在の食料自給率水準につい

ては７割が低いと認識している＊１。また、将来の食料供給に対しても８割が不安と認識し

ており、８割が現状より高い食料自給率が望ましいと回答している。
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図Ⅱ－27 国民１人１日当たり国産供給熱量と食料自給率の関係
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資料：農林水産省「食料需給表」 

食料自給率を意識した食事を実践
都市住民（40人）に、食料自給率（供給熱量ベース）の高い食事をとることを意識した食生活を 1週間

実践してもらいました＊２。
その結果、食料自給率は多くの参加者において、自分で予想した食料自給率に比べ低い値でした。例えば、
ある男性が 1日の食事（朝：パン、みかん、昼：ラーメン、夜：パスタ、ポトフ）の食料自給率を80％と
予想したところ、実際の自給率は15％でした。また、米や野菜を多く取り入れた食事や、自宅で調理した
食事をとる回数が多いほど、1日の食事全体の食料自給率が高い傾向がみられました。
管理栄養士からは、3食食べることの大切さや、揚げ物と炒め物

を同じ日に食べることで脂質摂取量が多くなっていること等が指摘
されました。
参加者からは、「自給率ということを初めて意識した」といった

感想や、「自給率の高い食事にはお金や（調理に）時間がかかる」
といった自給率を意識した食生活の難しさを指摘する声もありまし
た。一方で、「手づくりの方がおいしいし、健康にもいいし、自給
率も高い」、「産地の確認や表示にまで関心をもてるようになった」
といった自分の食生活等の変化を感じた参加者もみられました。

＊１　内閣府「食料の供給に関する特別世論調査」（2006年12月公表）
＊２ 農林水産省「食生活とライフスタイルの定性調査」（2007年12月調査）。首都圏に居住する15～79歳までの40人を、
男女別に10に分類し、各階層２人を対象として実施

食料自給率の高い（86％）食事
（ご飯、豚汁、鮭の味噌漬け、煮物、納豆、佃煮、漬物）



（2015年度の供給熱量ベース自給率の目標は45％）

食料自給率は国内の農業生産の状況だけでなく、食料消費のあり方にも左右される。この

ため、食料・農業・農村基本計画において、食料消費と農業生産の両面にわたる国民参加型

の指針として、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国産で賄うことを目指しつつ、

当面の実現性を考慮して、2015年の食料自給率目標として供給熱量ベースで45％、生産額ベ

ースで76％とする目標が設定され、関係者が一体となった取組が推進されている。

（生産・消費の両面から集中重点事項を着実に推進）

特に、2006年度の食料自給率（供給熱量ベース）は39％と９年ぶりに低下したことから、

今後、食料自給率の向上につながるよう、具体的内容を定めた行動計画を策定するとともに、

すべての関係者が一致団結し、成果を意識した戦略的な取組を強化することとされている。

具体的には、食料自給率の向上に向けて、食料自給率に大きく影響すると考えられる米、飼

料作物、油脂類、野菜の４つの重点品目に着目し、集中的に実施すべき追加的な取組として、

①米粉利用の推進を含む米の消費拡大、②飼料自給率の向上、③油脂類の過剰摂取の抑制等、

④加工・業務用需要に対応した野菜の生産拡大、⑤食育の一層の推進、⑥国民運動を展開す

るための戦略的広報の推進の６つを集中重点事項と位置付け、生産・消費の両面から国民運

動として取組を強化するとされている（図Ⅱ－28）。
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図Ⅱ－28 食料自給率向上に向けた戦略的取組の強化

資料：農林水産省作成 

米粉利用の推進を 
含む米の消費拡大 

○米粉パン、米粉麺等の米粉利用の推進、「朝ごはんビジネス」の支援等に
よる米の消費拡大（関連業界等と連携） 

飼料自給率の向上 

○緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地や水田裏作における飼料作物作付け
の普及・促進 

○リサイクル・ループの活用等によるエコフィードの増産 
○稲発酵粗飼料（稲WCS）の作付拡大、飼料用米の利用拡大 

油脂類の過剰摂取 
の抑制等 

加工・業務用需要 
に対応した野菜の 
生産拡大 

○加工・業務用のモデル産地形成を促進、新たな品目の追加等による対応の
強化 

○加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備等を強化 

食育の一層の推進 ○食事バランスガイドと教育ファームの展開による食育の一層の推進 

国民運動を展開 
するための 
戦略的広報の推進 

○国民の食料自給率向上への関心が高まるよう、メディアミックス（多様なメ
ディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を活用するなどの戦略的な広
報活動を実施 

○油脂類の使用を大きく節約できる業務用フライヤーの普及に向けた食品産
業界への働きかけの実施 



（米の消費拡大や油脂類の過剰摂取の抑制等につながる取組を実施）

1980年ごろの我が国は、米を中心に栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現してお

り、現在に比べ脂質の熱量比率が低く、炭水化物の比率が高くなっており食料自給率（供給

熱量ベース）は、52～54％と現在より高くなっていた（図Ⅱ－29）。

このようなことから、米の消費拡大、油脂類の過剰摂取の抑制等につなげるための取組と

して、朝食欠食率の高い若年層を主な

対象に、量販店、食品製造業者等と連

携し、テレビCMやWEB等を活用した

「めざましごはんキャンペーン」等の

広告活動が実施されている。また、米

飯学校給食の週３回の早期実現に向け

た働きかけの強化、米粉パン、米粉麺

等の米加工品の普及・啓発に向けた取

組、油脂類の使用を節約できる業務用

フライヤーの普及のほか、食育の一環

として「日本型食生活」の実践の促進

等の取組も行われている。

（国産飼料の生産拡大を促進）

飼料自給率の向上については、輸入飼料に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への

転換が重要である。特に、近年では、バイオ燃料需要の高まり等を背景とした穀物・大豆の

国際的な価格の上昇等から配合飼料価格が上昇しており、こうした点からも飼料自給率の向

上が重要である。このため、とうもろこし等高栄養な飼料作物の作付拡大や、耕畜連携によ

る稲発酵粗飼料の作付け拡大、多様な土地を利用した放牧の推進といった国産飼料の生産拡

大に向けた取組や、食品残さの飼料化（エコフィード）や飼料用米の活用の推進が行われている。

（モデル産地形成等により野菜の生産を拡大）

野菜の生産拡大については、加工・業務用需要に対応した新たなモデル産地の形成を促進

するとともに、加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備をはじめ、生

産拡大に取り組む産地への重点的支援が図られている。

また、食品産業と産地との連携強化を図ることが重要であり、そのため、例えば「加工・

業務用産地と実需者との交流会」を開催するなど、食品産業事業者と生産者とのマッチング

が図られている。さらに、実需者と生産者とをコーディネートしていく人材を育成するため

の研修も開催されている。

（食料自給率に関する戦略的広報を実施）

食料自給率に関する戦略的広報については、世界の食料事情や我が国の食料の６割を海外

に依存している状況等を国民に広く知らせるとともに、国民の食料自給率向上への関心が高

まるような情報を発信していくことが重要である。

このため、専門家のノウハウを活用しつつ、訴求対象等を明確化した上で多様なメディア

を効果的に組み合わせた広報（メディアミックス）の手法を活用するなど、戦略的な広報を

行うこととされている。
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資料：農林水産省「食料需給表」 
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図Ⅱ－29 供給熱量のPFC熱量比率（1980年度＝100）
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飼料自給率の向上に向けた取組 事 例

（1）農家によるTMRセンターの取組
北海道中

なか

標
しべ

津
つ

町
ちょう

のTMRセンターは、会員の牧草地を一括管理して農地
の有効利用を図るとともに、サイレージの一元化による良質粗飼料の確保、
良質飼料の給与による牛群成績の向上等を目的として、地域の2つの機械
利用組合が母体になり、2006年に設立された。
TMRセンターの設立により、個々の農家のほ場の管理作業や飼料の混

合作業が省力化され、労働時間の短縮や、1頭当たりの乳量の増加（平均
で年間500kg増加）とともに、肥料等の生産資材の共同購入による生産コ
ストの大幅な削減といった効果が得られている。
近年、輸入飼料価格が高騰しているなか、購入量を減らすために青刈り

とうもろこしの作付拡大にも取り組んでいるほか、サイレージの利用率向
上による余剰分をTMRとして、希望者に対する販売も行うなどの取組も
行っている。
TMR：total mixed ration（完全混合飼料。必要とされる飼料成分が均一に配合された混合飼料）

（2）稲発酵粗飼料の生産の取組
福井県福

ふく

井
い

市
し

の農業法人は、転作作物として生産した稲発酵粗飼料を市
内の畜産農家に供給している。
3 年前に市内の畜産農家と稲発酵粗飼料の生産について協議を始め、

2006年に 4 haで生産を開始したが、近年の飼料価格の高騰を背景に2007
年度は20haに拡大した。稲の栽培技術や機械をそのまま利用できるうえ、
助成金を含めると麦、大豆といった転作作物より収益性が高く、主食用米
と同程度の収益性を実現している。ユーザーである地元の畜産農家からも、
牛のし好性が良く乳量も増加したとの高い評価を得ており、飼料自給率の
向上に寄与している。
現在は主食用品種を活用し生産しているが、2008年度からは飼料用稲

品種を導入する予定であり、さらなる収益性の向上を図ることとしている。

北海道 

中標津町 

福井市 

福井県 

岐阜県 
滋賀県 

石
 川
 県
 

我が国に持ち込まれる「窒素」と食料自給率
我が国は多くの食料や飼料を海外から輸入しており、農産物貿易は大幅な輸入超過となっています。その

ため、輸入農産物により我が国に持ち込まれる窒素の量は増加しており、2003年には117万 t -Nと1975年の
1.8倍となっています。
一方、我が国では環境への意識の高まり等から化学肥

料の投入量は減少傾向にありますが、我が国の環境中に
供給される窒素のうち、輸入農産物によるものの占める
割合は増加しており、2003年には 5割を超えるまでに
なっています。
土壌や地下水・河川中の窒素が過剰になると、人や家

畜の健康に悪影響を与えるとともに、河川等の富栄養化
や温室効果ガスの発生により環境に悪影響を与えます。
このため、地下水や水道水について環境基準値、水質基
準値が設定され、水質の維持・改善が図られているほか、
温室効果ガスの発生抑制に向けた研究・取組が進められ
ています。
国内の農業生産の振興・拡大を通じて食料自給率の向

上を図ることは、海外からの窒素の持ち込みを減少させ
環境負荷の低減にもつながることから、このような面か
らも食料自給率の向上の取組が重要です。

特注のTMR配送トラック

収穫作業の様子

農業における窒素と環境のかかわり

資料：（独）農業環境技術研究所作成 
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イ　食育の推進
（朝食をとらない国民は１割）

我が国では、ライフスタイルの変化や、単身世帯の増加をはじめとする世帯構造の変化等

により、食の簡便化志向や外部化が進展し、食生活が多様化している。このようななか、食

事のかたよりや不規則な摂取時間、食の大切さに対する意識の薄れ等、健全な食生活が失われ

つつある。例えば、国民全体の朝食の欠食率は１割で、20歳代の単身世帯では５割となってい

る（図Ⅱ－30）。また、20～40歳代の６割が、現在の食習慣を改善したいと思っている＊１。

（保護者にふえる朝食の欠食）

他方、子どもの朝食の欠食は増加傾向に歯止めがみられるが、逆にその保護者の欠食は増

加傾向にある（図Ⅱ－31）。また、食生活の基本となる家庭において、家族とともに朝食を

とる児童生徒の割合は、小学生で４割、中学生で２割にすぎず（図Ⅱ－32）、１人で食事を

とる孤食がみられるなど、食を通じた家族とのコミュニケーションの不足が懸念される。

家庭においては、子どもの発達段階に応じた食に関する基本の理解、知識と選択力の習得

等が期待されるほか、保護者自らも食についての意識を高め、子どもとともに健全な食生活

の実践に努めることが重要である。
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図Ⅱ－30 年齢別及び単身世帯の朝食の欠食率（2005年）

総数 1～6歳 7～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上 

総数 女性 
男性 

単身世帯 
％ 
50
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10

0

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成 
　注：ここでいう｢欠食｣とは、①何も食べない、②菓子、果物、乳製品、し好飲料等の食品のみ、③錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル、 
　　栄養ドリンク剤のみのいずれかに該当した場合 

図Ⅱ－31 児童・生徒とその保護者
の朝食の欠食状況

図Ⅱ－32 平日の朝食を家族と一緒
に食べる小学生の割合

資料：（独）日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実 
　　態調査」（2007年3月公表） 
　注：1）児童・生徒12,648人、保護者12,618人を対象として 
　　　  実施（回収率は、それぞれ96.3％、94.2％） 
　　　2）ここでいう｢欠食｣とは、①必ず毎日食べる、②1週 
　　　  間に2～3日食べないことがある、③4～5日食べな 
　　　  いことがある、④ほとんど食べない、のうち④を選ん 
　　　  だ場合 

1995年 

小学生（5年生） 

中学生（2年生） 

中学生の保護者 

小学生の保護者 

2000 05

％ 
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4

（
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）
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資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状況 
　　調査」（2007年4月調査） 
　注：小学校第6学年、中学校第3学年の約225万人 
　　の児童生徒を対象として実施 
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＊１　厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）



（朝食は学力と生活習慣の向上にとって重要）

朝食の欠食は、１回の食事の摂取量の増加や過食につながる可能性もあり、生活習慣病の

発症を助長すること、午前中のエネルギー供給が不十分となり、体調が不十分となること等

の問題点が指摘されている。毎日朝食をとる子どもは、学力調査の正答率が高い傾向がみら

れ（図Ⅱ－33）、また、持久力が高いという調査結果もある＊１。朝食の欠食といった生活習

慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されている。朝食の摂取

は、生活習慣の向上に資するものでもあり、食に対する考え方を形成する途上にある子ども

のころから朝食をとる習慣付けをしていくことが必要である。

（食習慣の改善意識に高まり）

近年、食生活の乱れや運動不足等による生活習慣病が増加しており、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）＊２が問題視されている。男性は肥満者の割合が20年前（1985年）

と比べて増加しており、女性は20～30歳代の２割が低体重（やせ）となっている＊３。

食生活においては、脂肪からのエネルギー摂取割合が３割以上の者が２割を超えている一

方で、野菜や果物の摂取量はどの年齢層でも摂取目標量を下回り、特に若年層での不足が顕

著である（図Ⅱ－34）。

このようななか、食習慣を改善したいという国民は５割程度で、その半数が「食品を選ん

だり、食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術」を身に付けたいと考えている＊４。
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図Ⅱ－33 小学生の朝食の摂取と正答率

資料：文部科学省「平成19年度 全国学力・学習状況調査」 
　注：1）P98. 図Ⅱ－32の注釈参照 
　　　2）国語（算数）Ａは、身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり常に活用できる 
　　　  ようになっていることが望ましい知識・技能等（主として「知識」に関する問題）を中心として出題 
　　　3）国語（算数）Ｂは知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決の構想をたて実践し評価・改善する力等にかかわ 
　　　  る内容（主として「活用」に関する問題）を中心として出題 
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図Ⅱ－34 野菜類及び果物類の摂取量（2005年）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成 
　注：1）野菜の目標値は、厚生労働省が策定した「健康日本21」（2000年）において2010年度目途に設定された値 
　　　2）果物の目標値は、果物の食生活推進全国協議会が策定した「毎日くだもの200グラム運動指針」において、1人1日当たり「可食部で 
　　　   200g以上」とされている。 
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＊１　文部科学省「体力・運動能力調査」（2005年）
＊２　［用語の解説］を参照
＊３、４　厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）



＊１、２　［用語の解説］を参照

（食育の実践度は増加傾向）

食育は、国民一人ひとりが自らの「食」について考える習慣を身に付け、健全な食生活が

実現できるよう、国民運動として推進することが必要である。食育の実践度は増加傾向にあ

り、性別年齢別には、男性より女性の方が、また高い年齢層ほど実践する割合が高い傾向が

ある（図Ⅱ－35）。

（「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践を促進）

食育の推進に当たっては、「食生活指針」（2000年策定）をより具体的な行動に結び付ける

ものとして、１日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかをイラストで示した「食事バラン

スガイド＊１」の普及・啓発が進められている。例えば、テレビCMの放映や、都市部でのキ

ャンペーンの開催等、より多くの人の食生活で「食事バランスガイド」を活用した「日本型

食生活」が実践されるよう積極的な広告・宣伝が行われている。このようななか、「食事バ

ランスガイド」を認知している人、参考にしている人の割合は増加傾向にある（図Ⅱ－36）。

（食品関連事業者も普及活動を実施）

「食事バランスガイド」は認知されるだけでなく、広く実践されることが重要である。最

近では、食品関連事業者による商品開発や、顧客に向けた食育の情報発信のなかで、「食事

バランスガイド」を活用する例が増加している。具体的には、店頭でのポスターの掲示やリ

ーフレットの設置だけにとどまらず、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで販売す

る弁当・そう菜や、外食店のメニューに「食事バランスガイド」が表示・活用されている。

このような取組は、各企業において、CSR（企業の社会的責任）＊２活動や販売戦略の一環等、

様々な位置付けで行われている。
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図Ⅱ－35 食育の実践度

資料：内閣府「食育に関する意識調査」（2007年5月公表） 
　注：全国20歳以上の男女3千人を対象として実施（回収率61.0％） 
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図Ⅱ－36 食事バランスガイドの認知度及び参考度

資料：（財）食生活情報サービスセンター「平成17年度 食行動等実態調査」（2006年1月調査）、（社）農山漁村文化協会「平成18年度 
　　 ｢食事バランスガイド｣等の普及状況調査郵送モニター調査編」（2007年2月調査）を基に農林水産省で作成 
　注：1）2005年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,100人を対象として実施（回収率87.3％） 
　　　2）06年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,500人を対象として実施（回収率91.8％） 
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（栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践が重要）

「食事バランスガイド」を使った調査では、欠食がない人や、１日に米を食べる回数が多

い人の方が、バランスの良い食事をとっている人が多い傾向にあるという結果が出ている＊１。

このため、「食事バランスガイド」を効果的に活用し、米を中心として水産物、畜産物、野

菜等の多様な副食から構成される「日本型食生活」の実践を推進することが、健全な食生活

を実現するうえで重要である。一方、「日本型食生活」の実践の促進は、ひいては脂質の過

剰な摂取の抑制や米の消費の拡大をとおして、食料自給率の向上につながることが期待される。
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事 例食育推進に向けた取組 事 例

（1）「食事バランスガイド」を活用した弁当の開発
「食事バランスガイド」を認知から実践につなげ
る取組として、最近では、コンビニエンスストアや
中食、駅弁の店舗等で「食事バランスガイド」を活
用したバランスの良い弁当が開発されている。
例えば、駅弁では、「食事バランスガイド」のコ

マの形をした弁当箱に、コマのイラストと同じよう
に、上から順に十分な摂取が望まれる主食、副菜、
主菜等、5つの区分の料理を盛り付けた商品が販売
されている。通常あまり使用されない乳製品や果物
も入り、食事のバランスが視覚的にも意識しやすいものとなっている。バラ
ンスや健康に配慮した結果、この弁当は主菜が多くなりがちな駅弁のなかに
あって、ごはんが多めで、主菜・副菜等もバランス良く入っているのが特徴
となっている。さらに、「食事バランスガイド」を解説したお品書きも付いてお
り、購入した人が、食生活を見直すきっかけづくりにも一役買っている。この
弁当はメインターゲットのビジネスマンだけでなく、女性層等幅広い層に購入さ
れている。
また、健康志向の女性や中高年を対象とし、「見た目は可愛く、すべてを

おいしく食べきることができる」コンビニ弁当を大学と共同開発したり、食育に関心の薄いサラリーマンを
対象として、おつまみになるおかずを取り入れた弁当を開発したりするなどの取組が行われている。

（2）地元スーパーから伝える食育
北陸地方を中心に29のスーパーマーケットが加盟する協同組合では、「消費者に毎日の

食料品の販売だけでなく、より質の高い食生活の提案を行い、食について相談できるスー
パーとなり、消費者の信頼を得ることが重要である」との考えのもと、食育に関する取組
を始めた。
この背景には、大手スーパーの進出により、地元の小規模スーパー

での買い物客が減少したため、消費者とのつながりを深めることで地
元のスーパーの利用客を回復したいとのねらいがあった。
そこで、各スーパーの社員を対象に食育に関する資格の取得を奨励

し、認定を受けた社員を各スーパーに配置した。
毎月19日の「食育の日」には、「食育まつり」を加盟店の持ち回り

で開催し、セミナーや展示会、食事相談会、試食コーナー等、消費者
が参加しやすい取組を行っている。また、消費者の関心が高いメタボ
リックシンドローム、共働き家庭の献立といったテーマを取り上げる
ことで、食生活について考えてもらう絶好の機会となっている。
今後は、食育に関する資格を取得する社員の育成を強化し、毎月1つの加盟店で行っている「食育の日」

のイベントを、すべての加盟店で行えるようにすることや、農薬や化学肥料の使用量を削減した野菜を生産
者や関係機関と協力して販売することを目指している。

長
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福井県 福井県 

石
 川
 県
 

富山県 

富山市 

コンビニ弁当

店内の様子

＊１　農林水産省「『食事バランスガイド実践週間』結果概要」（2007年６月実施）

特製お品書き付きの弁当



（「教育ファーム」の取組が有効）

食育の推進に当たっては、農林水産業に関する様々な体験活動等を通じて、国民一人ひと

りが食の大切さを実感し、食に関する感謝の念と理解を深めることが重要である。こうした

観点から、農林漁業者とふれあいながら、できるだけ多くの生産プロセスの体験の機会を提

供する「教育ファーム＊１」の取組が推進されている。

（「教育ファーム」の取組の推進に当たっては関係者間の連携が重要）

「教育ファーム」の取組の効果を発揮し、地

域に根付かせ発展させていくためには、関係機

関、関係者で取組のねらいを共有化するととも

に、それぞれの役割を発揮しつつ、連携してい

くことが重要である。また、市町村、学校、農

林漁業者等をはじめとする地域の様々な関係者

の連携を進めていくなかで、そのネットワーク

化を図る組織が立ち上がり、地域における「教

育ファーム推進計画」の策定につながることが

期待される。

福島県喜多
き た

方
かた

市
し

では、2007年度から農業教育特区として小学校に「農業科」を設け、学校、

保護者、地域等の関係者間で、目標を明確にし、農作業の実体験活動を重視した取組を行っ

ている。

（さらなる「教育ファーム」の推進が必要）

「教育ファーム」の取組に関して、市区町村が自ら実施または支援を行っている割合は、

５割（2007年11月現在）である（表Ⅱ－１）。

「教育ファーム推進研究会」において、「教育ファーム」の認知がまだ低いこと、体験の

場の確保や経費のあり方等の課題が指摘されており＊２、今後、「教育ファーム」のより一層

の推進が必要である。
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農業体験の様子

表Ⅱ－１　市区町村における「教育ファーム」の取組状況（2007年）

資料：農林水産省「農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）実態調査」（組替集計） 
　注：1）全国1,823市区町村（2007年11月1日現在）を対象に調査を実施（回答率99.6％） 
　　　2）食育推進基本計画（2006年3月決定）では「市町村等の関係者によて計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされて 
　　　  いる市町村の割合を平成22年度までに60％以上とする」目標が掲げられている。 

市 区 町 村 数 市区町村が支援 
し て い る  

単位：市区町村 

実　　　数 

構　成　比（％） 

1,815 

100.0

892 

49.1

395 

21.8

791 

43.6

923 

50.9

市区町村が自ら 
実施または支援 
し て い る  

市区町村が自ら 
実施している  

実施も支援も 
していない  

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　「教育ファーム推進のための方策について」（最終報告書）（2007年11月公表）



ウ　地産地消の推進
（地産地消が拡大）

地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産と消費を結び付

け、「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組であり、各地域で草の根的に大きな広

がりをみせてきている。また、地産地消は、小規模農家や高齢農業者も取組が可能であり、

食や農に関する理解の向上、地域の伝統的食文化の継承、地域活性化、食料自給率の向上と

いった多様な効果が期待できる。

地産地消の取組は、関係者の一体となった取組が重要である。このため、市町村等を主体

として、地域の実情に応じた実践的な取組を進めるための「地産地消推進計画」の策定を推

進しており、2007年８月末現在で全国942地区で計画が策定されている。

（農産物直売所は地産地消の活動の拠点）

全国には、各地域の農産物を扱う農産物直売所が１万４千施設あり、年間延べ２億３千万

人が利用するなど＊１、地産地消の活動拠点となっている。農産物直売所の利用者の８割以

上は「地産地消」の意味を理解して利用しており、６割が実践を心がけているなど、地産地

消の理解度や実践度が高まっていることがうかがえる（図Ⅱ－37）。

また、農産物直売所における地元農産物の取扱量は、販売総額の７割を占めているが＊２、

利用者は、仕入れ品は置かないでほしい（21％）、仕入れ品は地元産と明確に区別してほし

い（33％）など、地元産に対する志向が強くなっている。

（農産物直売所の３割は年間売上１億円以上であり、地域社会に貢献）

農産物直売所の年間売上げは増加傾向で、調査対象の３割の店舗が１億円以上を売り上げ

ており、１店舗当たりの平均年間売上げは、１億円になる見込みである（2006年）＊３。ま

た、近年では、農産物直売所は、教育・交流・福祉等の分野へ活動が広がり、社会的・経済

的波及効果の創出等、地域社会への貢献についても高く評価されている。５割の農産物直売

所が給食食材を供給していることから、地元農産物の安定的で対応力のある供給源としての

期待は高まる傾向にある。

＊１　農林水産省「農林業センサス｣（2005年）
＊２　農林水産省「平成19年農産物地産地消等実態調査」（2008年３月公表）
＊３ （財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国
実態調査」（2007年３月公表）。P104. 図Ⅱ－38の注釈参照
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図Ⅱ－37 農産物直売所利用者の利用動向

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所のお客様に対する利用動向アンケート調査」（2007年3月公表） 
　注：全国3店舗（都市部、都市近郊及び農村部店）の農産物直所の利用者571人から回答 

（地産地消の認知度及び実践度） （地域外の仕入れ商品） 

よくわからない 3％ 

未回答 
8％ 仕入れ品は 

置かないで 
ほしい 
21％ 

日常的に必要 
な野菜は仕入 
れ品でも置い 
てほしい 
20％ 

仕入れ品は構わな 
いが地元産と明確 
に区別してほしい 

33％ 

どちらでも構わない 
5％ 

仕入れ品は生産 
者から直接入れ 
たものに限って 
ほしい 
10％ 

実践を 
心がけ 
ている 
61％ 

心がけ 
ていない 
20％ 

理解している 
81％ 

理解して 
いない 
10％ 

知らな 
かった 

6％ 
4％ 

聞いたこ 
とはある 

未回答 
9％ 



（地産地消は農業や関連産業を活性化）

地産地消は、地域の農業と関連産業の活性化を図る取組としても重要である。農産物直売

所には、レストランや加工施設、研修・実習施設、体験農園等が併設されている割合が高く

（図Ⅱ－38）、農産物直売所が地元農産物の販売だけでなく、地域の特性を活かした食育や食

品関連産業の拠点として機能していることがうかがえる。

（学校給食における取組も重要）

地産地消の推進には、農産物直売所と並び、学校給食における取組が重要である。学校給

食における地元農産物の使用割合（都道府県単位）は、食育推進基本計画において2010年度

までに30％以上とする目標が設定されており、使用割合増加に向けた取組が推進されている。

米飯給食については、日本文化としての稲作について理解を深める教育的意義等から、実

施回数の目標は週当たり3.0回程度とされているが、現在は2.9回＊１となっている。また、米飯給

食の週当たりの実施回数と１人当たりの米の消費量には、一定の相関がみられる（図Ⅱ－39）。

一方、地元産小麦を使用したパンやうどんが学校給食に提供されるなど、各地域の特徴を

活かした取組もみられる。学校給食に民営委託方式が導入されるなどの動きがみられるなか、

地元農産物の利用拡大の取組が円滑に進むよう、多くの利害関係者を調整するコーディネー

ター等の人材育成への支援が重要である。
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図Ⅱ－38 直売所と経営を同一にする付帯施設

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度 農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国実態調査」 
　   （2007年3月公表） 
　注：全国の農産物直売所4,645店を対象として実施（回収率30.0％） 

食堂・レストラン 

加工施設 

研修・実習施設 

簡易食堂 

体験農園 

温泉施設 

宿泊施設 

その他 

0 10 20 30 40 50
％ 

12.4

5.7

9.5

14.9

18.6

18.5

41.1

44.8

図Ⅱ－39 週当たり米飯給食の実施回数と米消費量

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2006年）、厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2003～05年平均） 
　　を基に農林水産省で作成 
　注：「関東Ⅰ」は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。「関東Ⅱ」は茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県。 
　　　「近畿Ⅰ」は京都府、大阪府、兵庫県。「近畿Ⅱ」は奈良県は和歌山県、滋賀県。「北九州」は福岡県、佐賀県、 
　　長崎県、大分県。「南九州」は熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（実施回数） 
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東海 
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北陸 

四国 中国 
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＊１　文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2006年）
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図Ⅱ－40 地産地消モデルタウン構想

きときと氷見地消地産推進協議会 

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会 

生産者 

消費者 

氷見市地消地産推進条例(仮称)の制定 拠点施設 

・加工施設（米飯給食、もち加工、伝承漬物） 
・交流体験施設（食育講座、体験、情報発信） 
・直売所 

・農林水産業の活性化と食料自給率の向上 
・地域特産物の生産拡大と中山間地域の定住促進 
・耕作放棄地の解消 
・食生活の改善と食育推進 

目標 

・農業産出額の増加 
・農産物の県内出荷額の増加 
・学校給食の地元産食材の利用拡大 
・交流人口の増加 

成果 

資料：きときと氷見地消地産推進協議会「食育等との連携による地消地産モデルタウン構想」を基に農林水産省で作成 

（地産地消モデルタウンを推進）

地産地消の活動を、地域一体で取り組む「地産地消モデルタウン」が推進されている。

2007年４月には、富山県氷見市
ひ み し

が地産地消モデルタウンとして採択されている（図Ⅱ－40）。

氷見市では、「地域の需要動向を把握しながら、それに見合った生産計画をたて、安定的

な生産体制を構築する」という意味で「地消地産」と言い換えて、これを推進している。今

後、氷見市では、地消地産推進条例（仮称）を制定し、食育の推進とともに、農林水産業の

活性化と食料自給率の向上、地域特産物の生産拡大と中山間地の定住促進等を目標とした取

組を強化することとしている。

強い農業づくりに向けた地産地消の取組 事 例

愛媛県今治
いまばり

市
し

のJAおちいまばりでは、地元農産物の生産・消費拡大、農家の農業所得
増大を図る観点から、「産消提携」を進めていくことを目的として、農産物直売所、体
験・実習農園、レストラン、加工施設及び研修施設からなる地域農業振興の拠点施設を
2007年 4月に整備した。
同施設は「農強」（強い農業を

目指す）をロゴマークとして、①
直売所の販売価格は生産者自ら設
定し、②生産者の携帯端末に売上
情報を15分おきに配信するなど
により、多くの農産物直売所の平
均売上げが約 1億円というなか、
13億円の売上げが見込まれてい
る（2007年）。また、体験・実習
農園では、退職者や一般市民に研
修目的で農地を貸し付けている。
直売所が午前中で品薄となる状況
の解消、退職者の農園利用率の拡
大が課題となっている。

今治市 

愛媛県 高知県 

ロゴマーク

売上情報が表示、メール
配信される



エ　食料産業の動向
（食料にかかわる問題には食料産業が一体で取り組む必要）

食料は、人間が生きていくためにはもちろん、安心で質の高い暮らしを実現するうえでも

必要不可欠なものであり、将来にわたって、安全な食料が合理的な価格で安定的に供給され

る必要がある。食料の供給を担ういわゆる食料産業は、農水産業をはじめとして、食品産業

（食品製造業、食品流通業、外食産業）、これらに関連する資材供給産業、流通業といった食

にかかわるすべての産業から構成されている。

食料産業は、生産から消費に至る連鎖体系を構築し、互いに密接に関連しており、また、

食料をめぐる需要、供給、技術といった様々な環境変化の影響を共通して受けるため、食料

にかかわる諸問題の解決には、食料産業を構成するすべての産業が一体となって取り組む必

要がある。

（食料産業の経済規模はGDPの１割）

食料産業の国内総生産（GDP）＊１は、前年度より2.6％減少して48兆円となっている（2005

年度）。これは全産業の9.6％を占め、我が国経済のなかで一大産業分野となるとともに、地

域経済においても重要な産業分野となっている。

食料産業における各業種の割合を1970年度と2004年度で比較すると、農漁業が３割から１

割に減少し、その分飲食店と商業（食品卸・小売業）の比率が上昇している（図Ⅱ－41）。

また、農水産物の国内生産が12兆円であるのに対し、飲食費としての最終消費額は80兆円の

規模まで膨らんでいる＊２。

これは、高度経済成長期以降、国民所得の伸び等を背景として、ライフスタイルの変化と

ともに、食生活の多様化や食料消費の量的拡大、食の外部化が進展するなか、国内生産では

供給困難な農水産物の輸入が増加していること等が影響していると考えられる。
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図Ⅱ－41 食料産業の国内総生産における業種別割合の推移

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」 
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＊１　［用語の解説］を参照
＊２　総務省他９府省庁「産業連関表」（2000年）を基に農林水産省で試算



（各種のコスト上昇により厳しい経営状況）

食品産業は、人口減少、少子・高齢化の進展に伴う国内市場の量的飽和・成熟化に直面し

ている。特に最近では、国際穀物相場や原油価格の高騰により原料調達コストや製造・輸送

コストが増加する一方、食品の安全性に対する消費者や取引先の信頼を得るためにも一定の

コストをかける必要が生じている。

このため、食品産業に属する多くの企業でコストが利益を圧迫するなどし、食品産業の意

識調査によると、１、２年前と比べた経営状況は厳しくなっている（図Ⅱ－42）。業種別に

その理由をみると、食品製造業では原料価格の上昇、卸売・小売業では業界内における価格

競争、中食・外食では人材確保が困難ななかでの人件費の上昇となっている＊１。

（大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上げを表明）

このような厳しい経営状況の一方で、生活意識に関するアンケート調査＊２では、１年前

と比べて現在の収入が減ったとする者が５割近くに達し、「１年後の支出を現在より減らす」

とする割合も高まってきており、消費者は収入が伸び悩むなか、支出を減らす傾向にある。

このようななか、食品製造業者は、工場の集約化等による生産性向上や物流拠点の統廃合

等によるコスト削減の努力を行っている。しかし、コスト上昇が企業努力で対応可能な限度

を超えているものもあり、昨年秋以降、大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上

げが表明され、一部で出荷段階の取引価格が上昇している（図Ⅱ－43）。

また、食品小売業においても、物流コストの徹底削減、プライベートブランドの品目拡充

等による小売価格抑制のための努力が行われているが、仕入価格の上昇等により、一部の商

品で値上げが行われている。このため、消費者物価指数をみると、生鮮食品を除く食料の価

格は徐々に上昇する動きがみられる（図Ⅱ－44）。

食品産業においては、厳しい経営の状況に加え、業界内の競争激化等から、資本提携や合

併、買収を行う動きがみられており、今後このような動きが一層進行する可能性がある。
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図Ⅱ－42 食品産業の１、２年前と比べた経営状況

資料：農林水産省「食品産業の意識調査」（2007年8月公表） 
　注：食料品の製造から流通・販売にかかる関係企業を対象として業界団体経由で実施したアンケート調査（回答総数914） 

かなり厳しくなっている 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
％ 

1
1

993644

おおむね 
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資料：日本銀行「企業物価指数」 
　注：1）企業物価指数とは、生産者出荷段階（一部は卸売出荷 
　　　  段階）の取引価格を指数化したもの 
　　　2）調製食品とは、加工食品のうち、加工原料食品（小麦 
　　　  粉、精製糖等）、飲料、氷、たばこ以外のもの 

資料：総務省「消費者物価指数」 
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図Ⅱ－43 国内企業物価指数の推移
（調製食品、2005年＝100）

図Ⅱ－44 消費者物価指数の推移（生鮮食品
を除く食料、2005年＝100）

＊１　農林水産省「食品産業の意識調査」（2007年８月公表）
＊２　日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」（第33回）（2008年４月公表）。３か月ごとに実施



（外食産業のなかには地域別価格を導入したものもある）

外食産業は、全国展開するフランチャイズチェーンが目立つ一方、店舗数では個人による

零細経営が圧倒的多数を占めている。従業者は、フランチャイズチェーンを中心に、非正規

雇用者の比率が高いという特徴がある。また、経営面をみると、飲食店の売上高に占める食

材仕入額の比率は３割程度であり＊１、販売価格の変更は容易ではないことから、食材価格

の安定は非常に重要である。

2007年には、人件費や食材価格の上昇を受け、大手外食チェーンの一部でメニューの値上

げが行われた。値上げをした企業のなかには、地域別価格を導入したものもある。これは、

都市部において人件費や家賃が上昇していることに加え、消費者の購買行動を考慮した結果

とみられている。

（卸売市場経由率は低下傾向）

生鮮食料品が卸売市場を経由して流通する数量（花きは金額）の比率（卸売市場経由率）

は、近年、卸売市場を経由することが少ない輸入品が増加していること等により低下し続け

ているが、依然として高い水準を保っている（図Ⅱ－45）。これは、卸売市場には、多数の

供給者と需要者の間で、供給量の変動が大きく品質の劣化が早い商品を大量・迅速に流通さ

せるとともに、豊富な品揃え、大量単品目から少量多品目への迅速な集分荷、公正な価格の

形成といった機能があるためである。しかし、卸売市場の取扱高の減少や買付販売の増加と

いった取引方法の変化は、卸売業者の経営

に影響を与えている。

一方、2007年４月には、「食品流通構造

改善促進法」に基づき、食品流通部門の構

造改善を図るための基本方針が見直され

た。これに基づき、インターネットを活用

した食品販売等多元的な流通経路を形成す

ることや、産地や調理方法等の食品情報を

消費者に提供する機能を強化すること等、

食品流通業者等による流通機構の合理化や

流通機能の高度化への取組に対し、国によ

る支援が行われている。
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我が国の外食の歴史

現在、我が国の一大産業分野となっている外食は、20世紀後半に急速に成長して現在の姿となったが、
その歴史は江戸時代にさかのぼるという説がある＊２。これによると、外食施設の始まりは、京、大坂、江
戸にできた旅

はた

籠
ご

や茶屋（茶店）である。19世紀初頭の江戸の市街には人口約170人に 1軒の飲食店があった
と推計され、当時の世界で飲食店が最も高密度に分布していた都市とされる。この背景として、男性独身者
の人口比率が非常に高く、日銭の現金収入がある職人の多かった都市であったことが指摘されている。また、
食べ歩きを楽しむ食通や地方から来た人に対するレストランガイド（相撲の番付に擬した形で店の格付をし
たものが多い）も公刊されていた。
多くの国で高級料理が王や貴族のための料理として発展してきた一方、我が国では町人がつくり上げた料

理が現代の高級日本料理の基礎となっているという特色がある。

資料：農林水産省「食料需給表」等を基に農林水産省で推計 
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図Ⅱ－45 卸売市場経由率の推移

＊１ （独）農畜産業振興機構「平成17年度　食肉消費構成実態調査報告書」（2005年９月公表）
＊２ 石毛直道「外食の文化史序説」（石毛直道監修「講座　食の文化　第五巻 『食の情報化』」（1993年４月、（財）味
の素食の文化センター）より）



（食品産業の再生利用等実施率は着実に向上）

食品リサイクル法＊１は、食品循環資源＊２の再生利用と食品廃棄物等の発生抑制・減量に

より循環型社会を構築することを目的として、2001年に施行された。その結果、2006年度の

食品廃棄物等の再生利用率＊３は、食品産業全体で59％まで上昇し、また、食品リサイクル

法で規定している肥料、飼料等への再生利用率は48％まで上昇しているが、食品廃棄物等の

発生量は約1,100万tと抑制が進んでいるとは言い難い状況にある（図Ⅱ－46）。また、食品

小売業や外食産業では、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、依然として

十分な再生利用等が行われていない。

（事業者ごとの再生利用等実施率目標を実施状況に応じて設定）

このため、2007年に食品リサイクル法が改正され、食品関連事業者に対する国の指導監督

を強化する観点から、毎年度、同法に基づく取組状況等について報告することが義務付けら

れた。さらに、個別の事業者の再生利用等実施率目標を、その実施状況に応じて設定するこ

とにより、食品循環資源の再生利用等の一層の促進を図っていくこととされた（表Ⅱ－２）。

なお、再生利用に当たっては、飼料自給率向上とともに、飼料価格高騰への対応等の観点か

らも飼料化を優先的に行う必要がある。
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図Ⅱ－46 食品廃棄物等の発生量と再生利用量の推移

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」 
　注：（　）内は食品廃棄物等の発生量に占める割合 

2002年度 03 04 05 06

万ｔ 

再生利用量のうち 
食品リサイクル法で規定している用途 

1,131.4 1,134.8 1,135.8 1,136.2 1,135.2

506.0 
（45%） 

554.9 
（49%） 

579.3 
（51%） 

666.4 
（59%） 

670.7 
（59%） 
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（35％） 
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資料：農林水産省作成 

毎年度の基準実施率 ＝ 前年度の基準実施率 ＋ 前年度基準実施率に応じた増加ポイント 

（ただし、2007年度の基準実施率は、2007年度再生利用等実施率（実績）とする） 

※2007年度再生利用等実施率が 
　20％未満の場合は、20％とし 
　て基準実施率を計算する。 

前年度の基準実施率区分 

20％以上50％未満の事業者 

50％以上80％未満の事業者 

80％以上の事業者 

増加ポイント 

2％ 

1％ 

維持向上 

 

表Ⅱ－２　事業者ごとの食品循環資源の再生利用等の実施率目標

＊１　正式名称は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
＊２ 食品循環資源とは、食品廃棄物（食品の製造過程で発生する残さ、外食過程で発生する食べ残し等）のうち、肥
料・飼料等への再生利用により資源として有効利用されるもの

＊３ 食品廃棄物等の発生量に占める再生利用量（食品循環資源として肥料・飼料等の製品の原材料に利用する量）の
割合



（リサイクル・ループの構築を促進）

また、今回の食品リサイクル法改正では、食品関連事業者の店舗等で発生した食品循環資

源を肥料や飼料として再生利用し、それを利用して生産された農畜水産物等を同じ食品関連

事業者が利用する「リサイクル・ループ」の構築が促進されることとされた（図Ⅱ－47）。

具体的には、食品関連事業者、リサイクル業者、農林漁業者等の三者が連携して、食品循環

資源について循環型の再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、食品

循環資源の収集運搬について、一般廃棄物にかかる廃棄物処理法上の許可が不要とされた。

さらに、従来、食品残さの飼料化（エコフィード）の取組は主に食品製造業者によって行

われてきたが、今回の食品リサイクル法改正を契機に、コンビニエンスストアのような食品

小売業者等にも取組が広がりつつある。飼料価格の高騰から、エコフィードには輸入飼料の

代替品としての期待が高まっており、安定的な供給や品質の安定性の確保、エコフィードを

利用した畜産物に対する消費者の理解の醸成が課題となっている。
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図Ⅱ－47 食品リサイクル法改正による再生利用事業計画の認定制度の見直し

A市 

改正前 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 

リサイクル 
業者E

B市 C市 D市 

食品関連事業者の店舗 

食
品
循
環
資
源
 

廃掃業者A 廃掃業者B 廃掃業者C 廃掃業者D

特定肥飼料等 
農業者F

F市 

資料：農林水産省作成 

A市 

改正後 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 

リサイクル 
業者E

B市 C市 D市 

食品関連事業者の店舗 

廃掃業者A

特定肥飼料等 

食品循環資源 

農業者F

F市 

農
畜
水
産
物
等 リサイクル・ 

ループの完結 

食品リサイクルを地産地消に結び付けている取組事 例

愛知県稲沢
いなざわ

市
し

に本社をおく小売業者は、東海地方を中心に総合スーパーマーケットのチェーン展開を行っ
ている。各店舗の食品売場では、食品の売れ残りのほか、加工・調理過程で大量の食品廃棄物が発生してい
たが、食品リサイクル法の施行後、その発生抑制と減量に取り組んできた。
また、食品循環資源の再生利用に当たっては、一般廃棄物処理業者や愛知県経済農業協同組合連合会

（JAあいち経済連）と協力している。具体的には、各店舗で発生する食品残さを一般廃棄物処理業者がたい
肥化し、JAあいち経済連がこれを購入して調製したのちに農家に販売し、そのたい肥を使って生産された
農産物の全量をこの小売業者が買い取って販売すると
いう取組を始めた。商品の仕入担当は、この農作物の
品質や収穫量が十分に把握できず、販売に消極的であ
った。しかし、売場に生産者の顔写真入りのプレート
を付け、食品リサイクルのパネルを掲示し差別化を図
ると、消費者の関心を呼び、顔の見える農産物として
人気が高まり、積極的に販売を行うことになった。今
後、同様の取組を行う店舗をふやしていく予定である。
この事例では、環境に配慮した小売店の取組が、環境
問題への貢献に加え、地産地消にもつながり、消費者
と生産者にも好影響を与えている。 差別化した売場

稲沢市 

静岡県 

岐阜県 
長野県 

愛知県 



（東アジア食品産業活性化戦略により我が国食品産業の国際競争力を強化）

我が国は人口減少や少子・高齢化に直面しており、食料品に対する需要は量的に飽和状態

にある。一方で、東アジアは経済発展が著しく、食料品需要も量的・質的に成長しつつある。

東アジアにおける食料品需要は、世界全体のなかでも大きい割合を占めるようになってお

り、食料調達力が増しつつある。

現在、我が国の食品産業は欧米に比べ海外展開が遅れているなか、これまでどおり国内需

要に依存したままの構造では、国際競争力が低下し、食料の安定供給機能にも支障が生じる

おそれがある。

このため、政府は2006年に「東アジア食品産業活性化戦略」を策定し、ASEAN各国、中

国、韓国を基本としてインドも視野に入れた我が国の食品産業の対外投資を促進している。

これは、東アジアとともに成長・発展するという視点に立ち、この地域の活力を活かして、

我が国食品産業の国際競争力の強化を図るものである。

（東アジアへの投資促進には情報収集が重要）

国内企業が外国へ投資を行うに当たっては、情報収集が非常に重要である。2007年度、政

府は、（財）食品産業センター内に食品産業海外事業活動支援センターを設置し、東アジア主

要都市と国内で情報を共有化するための組織の構築を進めている。同センターでは、東アジ

ア各国における外資導入に関する制度や投資環境を調査するとともに、主要都市に設置する

協議会を通じた情報収集により必要な情報の共有化・活用を行うこととされている（図Ⅱ－

48）。
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図Ⅱ－48 東アジア食品産業活性化戦略の推進体制

【食品産業海外事業活動支援センター】 
（（財）食品産業センター内） 

東アジア主要都市 
【食品産業海外連絡協議会】 

【概要】 

●投資環境情報の整理・分析 
●知財権保護にかかるセミナー等の開催 
●人材バンクへの専門家の登録と派遣 
●ホームページ等を通じた各種情報の提供 

・現地の食習慣、消費動向等の調査 
・食品に関する法制度、事故等トピックスの収集 
・日系食品企業との意見交換の実施　等 

●海外投資に関する相談対応 
●知財権侵害にかかるミッション団の派遣 
●人材育成のための研修会等の実施 

【業務内容】 

東アジア各国・各地域への投資や事業拡大に関心がある食品企業に対して、 
東アジア各国の各種投資環境等に関する情報提供や専門アドバイザーによる相談を無償にて実施 

情報の共有化 
連携支援体制 

国内地方主要都市 
【食品企業相談等】 

【業務内容】 

・地域の食品企業からの相談、問合せへの対応 
・セミナー等、関連イベントの紹介　等 

【業務内容】 

資料：農林水産省作成 

JETRO海外事務所 
（北京・上海・広州・バンコク・シンガポール） 

農林漁業金融公庫支店、 
JETRO貿易情報センター、地方農政局等 



（３）食の安全と消費者の信頼の確保

ア　食品の安全確保
（食の安全と消費者の信頼の確保が安心できる食生活の実現につながる）

安全な食料の安定供給や国民の健康保護には、有害化学物質・微生物等を含む食品による

健康被害を未然に防止するための「食品の安全」を確保する取組のほか、動植物検疫、栄養

や食事習慣に関する施策等までを含めた「食の安全」を確保する取組が重要である。これに

加えて、食品表示の適正化等消費者の信頼を確保するための取組を実施することにより、消

費者にとって安心できる食生活の実現につながっていくこととなる。

（生産から食卓までの安全確保が重要）

安全な食品を消費者に供給するためには、生産から食卓までを通じて安全確保の徹底を図

ることが必要である（図Ⅱ－49）。

（リスク分析を実施）

食品の安全確保に当たっては、問題・事故への事後対応ではなく、健康への悪影響を未然

に防ぐために、食品、飼料等に含まれる有害物質の毒性や分布の実態を把握して健康への悪

影響を最小にするリスク管理が重要であり、これは国際的な共通認識となっている。

我が国においても、このような認識に基づき、食品の安全確保についてリスク分析の取組

が行われている（図Ⅱ－50）。
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図Ⅱ－49 生産段階から加工・流通段階にわたる安全確保の徹底

資料：農林水産省作成 

生産段階 加工・流通段階 

生産者 食品 消費者 農畜水産物 

農林水産省 
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保） 

連携 
農林水産省 

（生産工程における規制等） 
厚生労働省 

（食品衛生規制等） 

食品安全委員会 
（人の健康に与える影響の科学的評価） 

図Ⅱ－50 リスク分析の枠組み

資料：農林水産省作成 

リスク分析 

何らかの問題が発生する可能性がある場合、問題発生を未然に防止したり悪影響の起きる可能性を低減したりすること 

■リスク管理 
　どの程度のリスクがあるのかを実態調査すること等により知ったうえで、リスクを低くするための措置を検 
　討し、必要に応じて適切な措置をとること 

■リスク評価 
　食品中に含まれる有害物質等を摂取することにより、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影響が起き 
　るかを科学的に評価すること 

■リスクコミュニケーション 
　リスク分析の全過程において、消費者等関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること 



（輸入品の安全確保のため各国との情報交換・連携を実施）

2007年５月以降、食品を含めた輸入品の安全性への不安感が世界的に高まっている。この

ようななか、輸入品が大きな比重を占める我が国においては、必要に応じて輸入品の安全対

策について輸出国政府や輸入業者とも連携しつつ、輸入品の安全対策を強化することにより

国民の安全・安心を確実にすることが求められている。

このため、同年７月に、輸入品を扱う民間団体と関係省庁＊１による「輸入品の安全確保

に関する緊急官民合同会議」が開催され、各国との情報交換・連携により輸入品の安全確保

を図ることとされている。

また、厚生労働省は、輸入食品の安全を確保するため、年度ごとに「輸入食品監視指導計

画」を策定し、重点的、効率的かつ効果的な輸入食品の監視指導の実施に取り組んでいる。

さらに、農林水産省と環境省において、米国でのペットフードによるペットの健康被害の

発生後、2007年８月に有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」が開催さ

れた。同研究会での議論の結果、同年11月に、国内で流通するペットフードの安全を確保す

るうえで法規制を導入すべきことが提言された。これを受け、ペットフードの基準・規格を

設定し、これに合わないものの製造を禁止すること等を内容とする「愛がん動物用飼料の安

全性の確保に関する法律案」が、2008年３月、第169回国会に提出された。

（工程管理手法の導入が重要）

農産物の安全確保については、最終産物の有害物質残留量の検査による品質管理よりも、

生産工程の各工程を記録・点検することにより品質管理を行う手法（工程管理）の方がより

効果的でかつ管理コストにも優れることから、世界的に主流となっている。我が国において

も、工程管理手法を積極的に導入・推進することにより、食品安全を確保することが重要で

ある。

食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重要管理点）

を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP
ハ サ ッ プ

（危害分析・重要管理点）手法を導入す

る企業が増加しているが、設備資金調達や人材面等の問題から導入を検討している企業の広

がりはみられない状況にある（図Ⅱ－51）。
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図Ⅱ－51 HACCP手法の導入状況

資料：農林水産省「平成18年度食品産業動向調査」（2006年11月公表） 
　注：日本標準産業分類による食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（製氷業、たばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く）を営む企業で、 
　　従業者のうち常用雇用者が5人以上の企業2,600社を対象に実施（回収率64.7％） 
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（2011年度までに主要産地でGAP
ギャップ

を導入）

一方、農業生産工程全体を適切に管理していく手法としてGAP（農業生産工程管理手法＊１）

が世界的に取り組まれており、EUにおいて導入されているGLOBALGAP
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

＊２をはじめとして

広く普及している。我が国においてもGAPの取組が進められており、都道府県において

GAPの推進体制の整備が進んでいるが、現状ではGAP手法に取り組んでいる産地や農業者

の数は限られている。

このため、まずは全国的に汎用性の高いGAP手法のモデルとして、基礎的な事項につい

て取りまとめられた「基礎GAP＊３」や「導入マニュアル」を活用して、すべての販売農家、

産地の関係者を対象にGAP手法自体の普及・啓発や実践支援を図り、2011年度までに野

菜・果樹や米麦等のおおむねすべての主要な産地（２千産地）においてGAPの導入を目指

すこととされている（図Ⅱ－52）。
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図Ⅱ－52 GAP手法導入・推進に向けた施策

資料：農林水産省作成 

情報交換 

普及・啓発 

実践支援 
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　方針を周知するとともに、 
　情報共有、意見交換を通 
　じて国全体としてGAP手 
　法の導入・推進を図る。 

○GAP手法推進パンフレットの配布 
○全国的に汎用性の高い基礎的な 
　GAP手法モデル（基礎GAP）の公表 

○「GAP手法導入マニュアル」の公表 
○普及指導員を対象とした研修 
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援 
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）は、2001年度に12戸の部会員全員がエコフ
ァーマーの認定を受けるなど、環境保全型農業に取り組んできた。2007年度からは、県の普及組織の協力
のもと、GAP手法を導入した。この取組は、愛知県が環境と安全に配慮
した農業への取組を促進するため、「環境」、「安全」、「安心・信頼」をキ
ーワードとした「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」を2006年３月
に策定したことがきっかけとなっている。このマニュアルは、生産者が配
慮すべき事項とともに、これらを守るためのチェックシートである「環
境・安全やろまいシート」（「やろまい」というのは「やりましょう」の方
言）のひな形を示したものである。
これを受けて、同生産部会は、部会版の「環境・安全やろまいシート」

を作成し、チェックシートによる確認を着実に実施するよう取り組んでい
る。取組が始まって間もないので、生産物の付加価値向上までにはつなが
っていないが、生産者が自分の仕事の内容を見つめ直すきっかけになると
いうメリットが現れている。また、消費者や流通業者から生産情報を聞か
れた場合には情報提供することも可能となっている。
GAPや環境に配慮した生産を行う取組を消費者にも知ってもらうとと

もに、QRコードを印刷した生産者カードを活用してホームページ上で生産
者情報を提供するなど、産地としての価値を認めてもらうよう取り組んでいる。
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イ　動植物検疫等の取組
（高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜の伝染性疾病対策を実施）

食品の安全確保を図るとともに、家畜や農作物の病気、害虫のまん延防止により食料の安

定供給を図ることも重要である。我が国で2007年１月に発生した高病原性鳥インフルエンザ

については同年３月にはすべての防疫措置が完了し、同年５月には我が国は国際獣疫事務局

（OIE）の規定により清浄国に復帰した。また、インドネシア、ベトナム等14か国（2008年

３月18日現在）で高病原性鳥インフルエンザの鳥から人への感染事例が確認されており、こ

れが人から人への感染力をもつ新型インフルエンザに変異し、世界的に大流行するのではな

いかと危惧されている。これを受けて、新型インフルエンザ対策の一環として、また、家き

ん段階における本病の早期撲滅を推進するため、我が国ではアジアを中心に家きんの防疫対

策への支援等、積極的な国際貢献が行われている。

海外では、高病原性鳥インフルエンザ以外にも、口蹄疫や豚コレラといった家畜の伝染性

疾病が広く発生しており、輸入品による侵入を防ぐため、海外での発生状況の情報収集、輸

入禁止や輸入検疫、空海港における靴底消毒等が行われている。また、国内の家畜の伝染性

疾病に対しては、従来から国や都道府県等が検査や発生時のまん延防止措置、自衛防疫の指

導等を実施しており、広く家畜の飼養衛生管理基準に基づき飼養管理を推進するとともに、

農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の推進により、衛生管理の充実・強化が

図られている。

（植物検疫制度の見直しを実施）

輸入農産物の量や種類の増加に伴い、我が国への病害虫侵入リスクが高まっており、

WTOでは、加盟国は「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」（SPS協定）により、科学的

な根拠や国際基準がある場合は、それに基づいた様々な措置をとることが認められている。

過去、世界では植物病害虫の侵入被害により農業生産に壊滅的な被害を被った例もあること

から、我が国の植物防疫制度についても科学的なリスク評価に基づき検疫対象病害虫を見直

すなど、より効率的・効果的な植物検疫を実施するため、病害虫の侵入リスクに応じた検疫

制度への見直しが行われている（図Ⅱ－53）。
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図Ⅱ－53 リスクに応じた検疫措置

資料：農林水産省作成 
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ウ　消費者の信頼の確保
（食品表示に対する関心の高まり）

2007年には、米をはじめとした生鮮食品や、菓子や調理食品といった加工食品における表

示偽装事件が相次いで発生した。食品表示は消費者の商品選択の際の基準となるものであり、

一連の事件は消費者の信頼を裏切り、また、食品表示に対する信頼を揺るがすものである。

このような事態を受け、賞味期限や原材料の表示といった食品表示に対して消費者の関心が

高まっている。

（生鮮食品の不適正表示は増加傾向）

「農林物資の規格化及び品質の適正化に関する法律」（JAS法）では、すべての飲食料品

が生鮮食品と加工食品に区分され、品質表示基準に基づき、名称、原産地、原材料等の表示

を義務付けられている。小売段階における生鮮食品の表示については、原産地、名称ともに

表示の欠落は減少しており、大多数の店舗では適正な表示が行われていることがうかがわれ

る。しかしながら、違反数自体は少ないものの、表示の欠落を除く不適正表示は増加傾向に

ある（図Ⅱ－54）。

（有機JAS規格の格付方法に関する検討を開始）

有機JAS規格については、1999年に国際的な基準が制定されたことを受け、2000年に有機

農産物やその加工食品に関するJAS規格、2005年に有機畜産物に関するJAS規格が制定され、

表示の適正化と生産物の規格化が図られてきた。

このようなことから、一般消費者の認知度は高まっているものの、不適正な格付事例がみ

られたことや、制度が発足して７年が経ったことから、2008年２月以降、有機JAS規格の認

定の仕組みについて検証するための検討会が開催されている。
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図Ⅱ－54 生鮮食品の不適正表示の推移

資料：農林水産省「生鮮食品の品質表示実施状況調査」 
　注：1）各年度とも小売店舗3万店舗以上を対象として、名称及び原産地の表示状況を調査 
　　　2）不適正表示率は、表示の欠落を除く不適正な表示の割合 

（生鮮食品の表示欠落率（店舗ベース）） （不適正表示率（商品ベース）） 
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（消費者と行政が一体となって食品表示を監視）

食品表示に対しては、行政による監視・指導と、消費者による監視が行われている。この

うち、行政による監視・指導は地方農政局や都道府県、警察等の関係機関の連携により行わ

れている（図Ⅱ－55）。また、広域、重大な案件に対して機動的な調査を行うため2008年度

から「食品表示特別Gメン」を新設して、不正表示の監視取締体制を強化することとされて

いる。

一方、消費者による監視は、食品表示ウォッチャー、食品表示110番として行われている。

食品表示ウォッチャーは、行政から委嘱を受けた消費者（2007年は５千人）が食品の品質表

示状況を日常的にモニタリングし、表示義務事項の欠落等不適正な食品表示の実態について

農林水産省関係機関に情報提供を行っている。また、食品表示110番は、広く国民から食品

の表示についての情報提供や質問を受け付けるホットラインであり、その件数は年々増加し、

2007年には約１万７千件の情報が寄せられている。

（業者間取引における食品表示のあり方を検討）

JAS法における食品への品質表示については、消費者の選択に役立てることを目的とした

制度であることから、最終製品の製造業者等のみに義務付けられていた。しかしながら、

2007年に、表示義務の対象とされていなかった業者間取引において不正が行われ、結果的に

最終商品の表示が不適正となった事案が発生したことから、消費者の食品表示に対する不信

感が高まった。

このような状況を踏まえ、消費者の食品表示に対する信頼を向上させるため、食品の業者

間取引について、表示のあり方を広く検討するための検討会が開催された。検討会における

検討の結果、品質表示基準を改正して業者間で取引される加工食品等にも表示を義務付け、

不適正表示に対する抑止力を高めることが適当であるとされた。これを受け、2008年４月か

ら、改正された品質表示基準が適用されている。

このように、種々の取組が進められているものの、正しい食品表示を徹底するためには何

よりも食品事業者の意識改革が重要であり、コンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持

等）の徹底が必要不可欠である。
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図Ⅱ－55 食品表示監視・指導体制

資料：農林水産省作成 
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（１）農業労働力の現状

ア　農業労働力の動向
（昭和一けた世代のリタイアにより農業労働力のぜい弱化の進行が懸念）
我が国は人口減少社会に入るなか、労働力人口＊１は1998年の6,793万人をピークに減少局

面を迎え、2007年には6,669万人となり、2030年（24年後）には6,180万人になるとの試算も
示されている＊２。農業分野では、現在、農業労働力の主力となる基幹的農業従事者が65歳
以上で６割となっており＊３、近い将来、昭和一けた世代をはじめ我が国農業を支えた高齢
者の多くが引退することが見込まれ、農業労働力のぜい弱化の進行が懸念されている。

（多様な人材が就農しやすい支援措置が重要）
新規就農者数（自営農業に就農した者で新規参入者の数を含む）は７万５千人で、60歳以
上が半数を占め、39歳以下の新規就農青年は１万１千人で、そのうち2,480人が新規学卒者
となっている＊４。農業高校等の専門高校が減少し､総合学科の設置等の動きがみられるなど、
農業高校、道府県農業大学校は厳しい状況におかれているが、新規学卒就農者の３割が農業
高校の卒業生で､４割が道府県農業大学校の卒業生であるなど、今後の農業の担い手の多く
を輩出しており、依然重要な役割を担っている。
今後、農業労働力を確保するためには、若者や中高年の活用を図ることも重要であり、フ
リーターや団塊の世代等に農業の魅力を伝え、農業に対する関心を高めることで、意欲と能
力のある多様な人材に農業を職業として選択してもらうことが重要である。しかし、新たに
農業経営を開始する場合、営農技術の習得をはじめ、農地や資金の確保といった課題がある
（図Ⅱ－56）。また、農家以外の新規就農者は、就農地域の選択に当たり行政等の受入・支援
対策が整備されている点を重視している（図Ⅱ－57）。
このため、これらの課題に対応した新規就農者への支援措置を実施することが重要である。
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第２節　農業の体質強化と高付加価値化

図Ⅱ－56 農業経営の開始に当たり
苦労した点（複数回答）

図Ⅱ－57 就農地域の選択の理由
（複数回答、2006年の上位５つ）

資料：農林水産省「新規就農者就業状態調査」（2007年8月公表） 

営農技術 
の習得 

農地の 
確保 

資金の 
確保 

就農地域 
の選択 

相談窓口 
探し 

住宅の 
確保 

84.5

自家農業を 
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新たに農業を 
開始した者 

60.6

17.7

2.6

8.4

56.3

37.6
55.2

25.2

16.7

1.0
15.5

0 20 40 60 80 100
％ 

資料：全国農業会議所「新規就農に関する実態調査」（2007年3月公表） 
　注：農家以外の新規就農者または農家出身でも土地等を独自調達して農 
　　業を開始した経営主1,298人を対象に実施したアンケート調査（回収率 
　　45.3％） 

0 10 20 30 40 50
％ 

行政等の受入 
・支援体制 
が整備 

就業先・研修 
先があった 

自然環境が 
良い 
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農地があった 

家族の実家に 
近い 

35.5
31.1

33.7 06
2001年 21.3

28.4

28.2

22.2
20.8

38.9

31.3

＊１　15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
＊２ 厚生労働省「雇用政策研究会報告」（2007年12月公表）。6,180万人は、各般の雇用対策を講じることで労働市場へ
の参加が進んだ場合の推計値で、そうでない場合には5,584万人になると推計されている。

＊３ 農林水産省「農林業センサス」。なお、65歳以上の高齢者は農作業死亡事故件数（農林水産省調べ）に占める割合
も高く、2005年は全体で395件のうち、75％に相当する298件を占めている。

＊４　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）



（農業法人等が若者を積極的に雇用）
農家の農業後継者が減少する一方､2005年の農業法人等の雇用者数（常雇）は10年前

（1995年）より８千人（17％）増加して５万６千人、家族経営の農家における雇用者数（常
雇）も10年前より１万８千人（43％）増加して６万１千人となるなど、積極的な雇用の動きがみら
れる＊１。2006年に農業法人等に新規に雇用された者は6,510人で、このうち39歳以下が６割
を占め＊２、農業法人等が若い新規就農者にとって重要な就職先となっている。これは、多
額の初期投資を必要とせず、働きながら技術習得が可能であることや、受皿となる農業法人
が増加していることが主な要因と考えられる。
また、これらの農業法人等における採用経路は､知人の紹介のほか新規就農相談センター＊３

やハローワーク、民間職業紹介事業所、インターネット、農業法人合同説明会等と多様化し
ており、様々なルートでの情報提供等が必要となっている。

（就農段階に応じた円滑な就農の実現を支援）
新規就農者に対しては、経験がなくても円滑に就農が図られるよう、就農前から就農後の
定着の各段階に対応した国による支援が行われている。
具体的には、①情報提供・相談段階では、全国、都道府県の新規就農相談センターでの就
農カウンセリング体制の整備等個別相談の充実、②体験・研修段階では、学生・社会人を対
象としたインターンシップ、フリーターといった若者向けの合宿研修の実施、都会で働きな
がら就農準備をする就農準備校の開設、③参入準備段階では、農地のあっせんや就農支援資
金の融資のほか､空き家バンクを通じた住宅の確保、個人の農業知識・技術レベルを客観的
に評価し､雇用者とのマッチングを図る日本農業技術検定の導入、④定着段階では、普及指
導員等の技術支援等が行われている。一方、地方自治体でも、各地域の実情に応じて、研修
制度の創設や借入資金利子助成の支援等の支援が行われている。
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新規就農における課題解決を支援する取組
（1）農地や農業機械を提供し、就農希望者の就農の定着に寄与する取組
埼玉県宮代町

みやしろまち

では、ルーキー農業塾を開設し、就農希望者を研修生として受け入れ、
2001年に町や農協等が出資して設立した第三セクターで、研修農場や農機、荷さばき
場等を提供している。研修農場は、最初 3～ 5 aから始まり、徐々に規模拡大をし、研
修終了時には、研修生自らが土地所有者から農地を借り受け、町内に定着するケースが
多い。町農業委員会では農家以外の新規就農者が農地を借り受けやすいように基準を緩
和している。また、地域指導農家等の技術指導をはじめ、研修中には第三セクターが運
営する直売所での出荷・販売を通じて経営感覚を磨く取組も行っている。さらに、研修
期間中の当面の課題となる所得を確保するため、第三セクターで実施する農作業受託等
のオペレーターとしてアルバイト雇用も行っている。
このような取組により５年間で９人が就農しており、地域農業の活性化に結び付いている。

（2）研究機関と連携し、世界最高水準の農業者を養成する農業者大学校の取組
（独）農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校は、2008年 4月に茨城県つくば
市
し

の筑波研究学園都市に移転・開校した。
具体的な内容としては、第一線の研究者や各界のトップリーダー、先進的な農業実

践者が最高水準の講義を行うとともに、研究機関の研究チームでの実習や先進農業経
営体での派遣実習を行い、世界的な視野で考え、地域で行動し、絶えざる経営革新に
取り組む農業者の育成を目指している。

農業塾での農業機械の研修

農業者大学校

＊１　農林水産省「農林業センサス」
＊２　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
＊３ 全国及び都道府県に設置されている新規就農者に関する相談窓口で、新規就農者への農地の確保に関する情報と
いった情報提供等の業務を行っている。

事 例

つくば市 
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茨
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イ　女性農業者の参画の推進状況
（認定農業者等に占める女性農業者の割合は低い水準）
女性農業者は、農業就業人口や基幹的農業従事者の半数（2006年）を占めており、農業経
営の一部や＊１、加工、販売等の起業活動を担うなど我が国の農業において重要な役割を果
たしている（表Ⅱ－３）。しかしながら、認定農業者、農業委員等に占める割合は依然低い
水準にあり、女性農業者の参画が十分に進んでいない状況にある。
また、認定農業者や農業委員に占める女性農業者の割合をふやすといった女性の参画目標

（数値目標）を設定している市町村は、全市町村の３割と前年度から増加している＊２。都道
府県別にみると、全市町村で設定済みの県がある一方、１割未満の市町村しか設定していな
い都道府県もあるなど、都道府県間に取組の差が見受けられる。

（農業経営において女性は「出荷・販売」等の中核となる仕事を希望）
農家の男性の６割、女性の４割が女性を経営者または共同経営者として、農業経営の全体
または特定の部門を任せるべきと考えている＊３。一方、実際には農作業に従事する女性の
うち、給与や報酬を受け取っている者は５割にとどまっている現状にある＊４。
また、農業経営のなかで女性に任せたい仕事（男性の意識）、女性が担いたい仕事（女性

の意向）では、男性が「簿記・記帳」といった経理部門を任せたい仕事として最も期待して
いる。これに対し、女性は「出荷・販売」といった農業経営の中核となる仕事を担いたいと
考えており、考え方に大きな差が見受けられる（図Ⅱ－58）。
家族農業経営の合理化や発展のためには、女性や後継者等の経営に携わる家族全員の能力
が十分に発揮できる環境づくりが重要である。このため､農業経営に携わる構成員の役割､就
業条件等を明確化した家族経営協定＊５を締結する農家が増加しており、2007年は前年より
9.3％増加して37,721戸となっている＊６。家族経営協定を締結する農家では、女性の８割が
農業経営の方針決定に関与している。

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、農林水産省調べ 
　注：1）認定農業者は2007年、農業委員、農協役員は2005年、指導農業士は2004年、それ以外は2006年の数値 
　　　2）女性の認定農業者数は、女性の単独申請数（5,326）のほか、夫婦による共同申請数（1,448）を含む 

農業就業人口（千人） 

農業委員（人） 

基幹的農業従事者（千人） 

農協役員（人） 

女性（千人） 
　　　1,718（53.6％） 

女性（人） 
　　　1,869（4.1％） 

女性（千人） 
　　　939（44.6％） 

女性（人） 
　　　438（1.9％） 

3,205 2,105

45,379 22,799

認定農業者（経営体） 

指導農業士（人） 

女性（経営体） 
　　　6,774（3.0％） 

女性（人） 
　　　1,258（12.0％） 

228,593

10,472

表Ⅱ－３　認定農業者等に占める女性農業者の割合

図Ⅱ－58 農業経営のなかで女性が担う仕事に関する女性の意向と男性の意識（複数回答）

資料：農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査」（2005年3月公表） 
　注：農畜産物の生産活動は、機械作業を除く。 

出荷・販売 簿記・記帳 農産物の加工 農畜産物の生産活動 市場情報の収集 
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66.1 男性の意識 

女性の意向 

＊１、４ 農林水産省「農業構造動態調査地域就業等構造動態調査－女性の就業構造・経営参画状況調査－」（2003年10
月公表）

＊２　2007年３月末現在（農林水産省調べ）
＊３　農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査」（2005年３月公表）
＊５　［用語の解説］を参照
＊６　農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」（2007年11月公表）
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（農村における女性の起業は増加傾向）

農村における女性の起業活動は､2006年に

は9,444件と年々増加しており、売上金額が

300万円未満が６割を占めるなど、小規模な

取組が多くみられる（図Ⅱ－59）。

また、最近では、従来から取組の多い食品

加工、直売所等での販売に加え､新たな部門

経営を担当することや､農家民宿､農家レスト

ラン等の起業活動が５年前（2001年）に比べ

２～３倍に増加している＊１。このような起

業活動が徐々に広がり､農産物加工品が地域

特産品となるなど地域の活性化に資する取組

がみられる。

（農村の活性化につながる女性の参画推進）

女性の役割を適正に評価するとともに、認

定農業者、農業委員等への女性の参画促進､

起業活動をしやすい環境を整えることで､小

規模農家を含め、農村の活性化に向けた取組

が一層推進されることが期待される。

資料：農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」 

1997年 2001 06

件 
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

起業活動数 

グループ 
経営 

個人 
経営 

4,040

7,327

9,444

％ 
70

59.3
64.863.6

売上金額が300万円 
未満の割合（右目盛） 

60

50

65

55

3,362

678

5,252

2,075

5,845

3,599

図Ⅱ－59 農村女性の起業活動数等の推移

子育てママが集まり、こだわり生産、産直、農家レストラン等を運営する取組
岩手県奥

おう

州
しゅう

市
し

の稲作兼業農家の女性は、農業改良普及センター主催の

欧州研修にともに参加した女性の行動力や､欧州でのグリーンツーリズム

の取組に強烈な刺激を受けたことがきっかけとなり、30歳代の女性 9人

で、子育てをしながらまち（地域）も育てていこうと、「わがママ倶楽部」

を1999年に設立した。会員は、非農家や農家であってもこれまで子育て

が中心であった女性がほとんどで、技術研修を受けながら花きの共同栽培

に取り組むことから始めた。そして、会員との話合いを通じて、みんなが

輝いて暮らすための5年計画を樹立した。

また、個人としては、加工技術やグリーンツーリズムの研修を受け、行

政をはじめ関係機関のバックアップを受けながら、2000年からは農家民

泊をはじめ、修学旅行生の受入れも行っている。その後、2001年には会

員と地域の専業農家の女性たちと産地直売所を開設した。さらに、2004

年には会員を中心に農事組合法人を設立して、地元の米や野菜を使った料

理を提供する農家レストランを開店し、2005年には菓子製造許可を取得

し、加工場を開設している。このように、5年計画を着実に実現している。

このような活動に加え、農業委員や地元のまちづくり審議会委員として、

若い農村女性の声を政策に反映させてきた。今後は、規格外農産物からバ

イオエタノールを生産する取組を行うとともに、農村女性のリーダーだけで

なく、地域農業のリーダーとして活動の幅を広げていきたいと考えている。

＊１　農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」（2007年11月公表）

事 例

奥州市 
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秋田県 

わがママ倶楽部のメンバー
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ウ　農業における外国人研修生・技能実習生の動向
（研修・技能実習制度は最長３年の研修・技能実習が可能）

我が国では、開発途上国の「人づくり」に一層協力するため､外国人研修・技能実習制度＊１

を創設し、毎年多くの研修生・技能実習生が母国で役立つ技術を学んでいる。この制度に基

づき来日した研修生は、企業や農協等の団体が受け入れ、最長で１年間の研修を受ける（図

Ⅱ－60）。所定の技能評価試験による研修成果の評価をはじめとする要件を満たした者は、

技能実習生として研修期間と合わせ最長３年間在留することができる。技能実習の対象は62

職種114作業に上っており、農業関係では耕種農業と畜産農業の２職種５業種＊２が対象とな

っている。

（農業・食品分野の研修生は約２万人と増加傾向）

研修を目的とした新規入国者や技能実習への移行者は、年々増加しており、2006年の入国

者は約９万３千人、技能実習移行者は４万１千人となっている。農業・食品産業分野の研修

生数も増加傾向にあり、2006年度では約２万人（約１万２千人が食品産業、約7,500人が農

業分野）と全職種の２割を超えている。また、技能実習移行申請者は約１万人（2006年度）

で、農業分野では施設園芸が過半を占めている（図Ⅱ－61）。

図Ⅱ－60 外国人研修・技能実習制度の仕組み

資料：厚生労働省「研修・技能実習制度研究会資料」（2006年10月）を基に農林水産省作成 
　注：1）入国時の在留資格は「研修」、変更後は「特定活動」 
　　　2）技能実習に進めるのは、所定の技能評価試験による研修成果の評価等の要件を満たした者 
　　　3）「研修」の在留資格では、入管法上、報酬を受ける活動が禁止されており、研修生は労働者とならない。 

座学研修 実務研修 雇用関係のもとでの実習 

技能実習 

最長3年 

在留資格の変更 帰国 入国 

研修 
1年以内 

図Ⅱ－61 農業・食品産業分野における研修生の推移等

資料：農林水産省、（財）国際研修協力機構調べ 
　注：研修生には、実務研修を行わない者を含む。 

2002年度 03 04 05 06

研修生 

人 
20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0

11,705 10,891

14,302

16,654

食品産業 

農業 

4,289
5,995

9,458

19,388

7,602

849

3,445

（研修生及び技能実習移行申請者の推移） （技能実習移行申請者の作業別割合） 

技能実習 
移行申請者 

施設 
園芸 
55.5％ 

農業計 
3,341人 

（2006年度） 畑作 
・野菜 
   23.6％ 

酪農 
10.1％ 

養豚 養鶏 

6.0％ 
4.8％ 

4,645

7,060

4,280

6,611

6,606 

10,048 

7,496 

11,892 

3,341

6,117

2,758

4,844

5,980

8,322

1,837

4,158

1,155

3,1342,5964,645

7,060

4,280

6,611

6,606 

10,048 

7,496 

11,892 

3,341

6,117

2,758

4,844

5,980

8,322

1,837

4,158

1,155

3,1342,596

＊１ 1989年に在留資格「研修」が設けられた後、1993年に技能実習制度が創設され、1997年にはその滞在期間が延長
されて、現行の研修・技能実習制度となった。

＊２ 耕種農業には、施設園芸と畑作・野菜の２作業が、畜産農業には、養豚、養鶏、酪農の３作業がある。このほか
に食品製造業では、缶詰巻締等11作業が対象となっている。



123

第2節　農業の体質強化と高付加価値化

（受入機関による適切な運営が必要）

外国人研修・技能実習制度は、制度創設後14年が経過し、研修生・技能実習生の受入人数

は増加する一方、法務省による受入機関の不正行為認定件数も増加しており、制度運営の適

正化が求められている（図Ⅱ－62）。

関係府省では制度適正化のための検討を開始しており、また、規制改革会議における「規

制改革推進のための第２次答申」（2007年12月）や、この答申を踏まえて改訂された「規制

改革推進のための３か年計画（改訂）」（2008年３月閣議決定）のなかで、実務研修中の研修

生に労働関係法令を適用することが示されるなど、制度の見直しが進められている。

農業分野において、今後も研修生・技能実習生の増加が見込まれるなか、研修生の所定時

間外作業や技能実習生に対する労働関係法規違反等の不適正事例も散見されている。こうし

た事例のなかには、制度の不十分な理解によるものも多く、受入機関における制度の正しい

理解と適切な運用が求められている。

（農業の実態に合った研修等を求める声）

農業分野には、農繁期や農閑期の存在といった農業特有の特性があることから、例えば、

年間を通じた継続的な研修の実施や通常の作業時間帯に合わせた研修期間の設定が困難な場

合があるなど、農業の実態に合った研修等の実施を求める声がある。

このため、研修生に対する処遇上の観点にも十分に配慮したうえで、こうした農業の特性

を踏まえつつ、効果的な技能修得がなされるよう、的確な運営を図っていく必要がある。

（制度の改善・充実に向けた取組の必要性）

農業分野では、研修・技能実習を通じて我が国農業技術が高いレベルで技能移転されるな

ど、研修生や技能実習生の母国から高く評価されている。しかしながら、安定した雇用労働

力の確保が課題となっている地域や経営体では、研修・技能実習制度の目的に反し、研修生

等が労働力として期待されている面もあり、前述のような不適正な行為が見受けられる。

このため、農業分野への受入れに当たっての仕組みづくりや、受入農家・関係団体の意識

の醸成を通じ、我が国の行う重要な国際貢献として制度運営の適正化・充実を図ることによ

り、研修生・技能実習生が我が国で修得した農業技術を母国で活用できるようにすることが

必要である。

このように、農業分野の研修・技能実習制度の適正化に向けて、管理体制の充実や、運用

の改善、制度の見直し等について、関係団体や関係府省と十分に連携して取り組むことが重

要となっている。

図Ⅱ－62 不正行為認定機関数の推移と類型別不正行為認定機関数（2006年）

2003年 04 05 06

件 
250

200

150

100

50

0

92

210

180

229

資料：法務省調べ 

①申請とは異なる機関での研修生等の受入れ（74機関） 

②研修生の「所定時間外作業」（69機関） 
　・研修生に対し、禁止されている時間や休日に 
　　作業を行わせた場合 

③研修・技能実習計画との齟齬（46機関） 

④虚偽の申請書類・監査報告書等の提出（43機関） 

⑤労働関係法規違反（37機関） 
　・最低賃金法、労働基準法等の違反 



（２）農協改革の推進

（農協は農村部を中心に総合的に事業を展開）

我が国の農業・農村は、水田を中心とした家族経営を主として、農村資源の共同利用等を

通じて各戸が地縁的に結び付いた農業集落を基礎に社会生活が営まれてきた。

このようななか、農協は、農業者の相互扶助を基本理念とした民間協同組織として、指導

事業を中心に経済、信用、共済といった各種事業を農村部を中心に総合的に展開している。

JAグループ（農協系統）は、総合農協を会員とする都道府県や全国段階の連合会、グル

ープの代表機能をもつ中央会等により構成されている（図Ⅱ－63）。

（JAグループは農村部を中心に医療・福祉サービスを提供）

JAグループは、農村地域での安全な暮らしの実現に向けた活動も行ってきた。例えば

「公的医療機関＊１の開設者」の指定を受けている全国厚生農業協同組合連合会（JA厚生連）

は、農村部を中心に医療・福祉サービスを提供しており、他の公的医療機関よりも人口の少

ない地域に多く設置されている（図Ⅱ－64）。

また、2007年12月にはJA厚生連による特別養護老人ホームの設置・運営を可能とする

「老人福祉法の一部を改正する法律」が成立し、農村部における高齢者福祉の充実の途が新

たに開かれた。
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図Ⅱ－63 JAグループの主な組織と事業

資料：全国農業協同組合中央会「JA合併推進状況」、農林水産省「農業協同組合等現在数統計」（2006年度）、「総合農協統計表」（2005事業年度） 
　　を基に農林水産省で作成 

組合員 
（万人） 
正組合員 
：500 
准組合員 
：419 

（2005年3月 
　31日現在） 

総合農協 
：810 

（2007年11月 
1日現在） 

市町村・ 
地域段階 

都道府県 
段階 

全国 
段階 

JA全中 

JA全農 

農林中金 

JA全共連 

JA全厚連 JA厚生連 
36

JA中央会 
47

JA経済連　9

JA信連　36

代表機能 
指導事業 

経済事業 

信用事業 

共済事業 

厚生事業 

農協・連合会の指導・ 
監査・教育の実施 

購買：生産資材等の供給 
販売：農産物の出荷・販売 

金融サービスの提供 

保険サービスの提供 

病院、診療施設の設置 

図Ⅱ－64 主な公的医療機関における人口規模別病院数（2006年度末）

資料：全国厚生農業協同組合連合会調べ 
　注：「日赤」は日本赤十字社、「済生会」は社会福祉法人恩賜財団済生会の運営する病院 

JA厚生連 

14大都市 
30万人以上 

30万～20万 

20万～10万 10万～5万 5万人未満 

日赤 

済生会 

病院数 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

＊１　医療法第31条で規定される公的性格を有する医療機関



（農協の事業総利益は依然減少傾向）

JAグループはこれまで、総合農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減とい

った改革により事業利益が近年若干改善しているが、事業取扱高の減少により、事業総利益

は依然として減少傾向にある（図Ⅱ－65）。

（総合農協における各事業別収支の推移）

また、農協の経営は、経済事業の赤字を信用事業、共済事業の収益に依存するという構造

からの脱却が進んでおらず、事業ごとの収支の確立が必要となっている＊１（図Ⅱ－66）。

経済事業の収支均衡に当たっては、流通コストの縮減や事業の見直し等により担い手をは

じめとする生産者の利用の拡大を図る必要がある。また、多岐にわたる事業を展開する生活

事業について、真に農協が行う必要のある事業に特化するなど、事業の選択と集中を行う必

要がある。
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図Ⅱ－65 農協の事業利益の推移

億円 

1989年 91 93 95 97 99 2001 03 05

4,500

3,500

4,000

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

億円 

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

20,000

0

資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成 
　注：事業利益とは、事業総利益（事業収益－事業費用）から事業管理費を控除したもの 

事業利益 

事業総利益（右目盛） 

図Ⅱ－66 総合農協における各事業別収支の推移

資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）各事業別収支は、各事業別担当職員数割で事業管理費を各事業別に配分し、各事業の総利益から差し引いて算出した。 
　　　2）利用とは、ライスセンター等組合員の共同利用施設の設置（医療・福祉等に関するものは除く）事業であり、その他は農業生産（受託 
　　　  農業経営等）、医療・福祉、生活文化に関する事業等を含む。 

億円 
8,0006,0004,0002,000－2,000－4,000－6,000－8,000 0

2000年 

01

02

03

04

05

信用 購買 指導 その他 
加工 販売 

共済 農業倉庫 利用 
宅地供給 

＊１　全国農業協同組合中央会「組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本方針」（2007年３月）



（JAグループ全体で抜本的な経済事業改革を実施中）

全国農業協同組合連合会（JA全農）は、農林水産省の業務改善命令（2005年10月）に基

づき策定された改善計画（2005年12月）＊１を「新生プラン」として位置付け、農薬、肥料

等の生産資材手数料や米の流通コストの削減等のほか、2007年から５年間で240億円の担い

手対策に取り組んでいる（図Ⅱ－67）。

また、JAグループにおいても、「経済事業改革の徹底と全農『新生プラン』の実践」

（2006年10月のJA全国大会での決議）に基づき、グループ全体で抜本的な改革に取り組んで

いる。

JA全農が改善計画に取り組んでから２年が経過しており、計画通り進捗している取組も

みられるが、担い手をはじめとする生産者に改革の成果を実感されるまでには至っていない。

このため、改革の取組や成果について、情報発信を強化し、担い手に実感されるよう、農

協の現場段階まで一体となった改革の加速化が課題である。
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図Ⅱ－67 全農改革の取組

全農の改善計画 これまでの取組 

２．流通コストの削減 

○組織のスリム化による合理化効果を「担い手」対策に投入 
　2007年度から5年間で累計240億円を担い手対策に投入 
　（うち、120億円～160億円は、価格対策（大口割引の拡大等）） 

○米の流通コストの削減 
　【従来】3千円程度／60kg 
　【2010年産までに】2千円以下／60kg

３．生産資材事業の改革 

○生産資材手数料の引下げ 
　【2004年度】290億円 
　→段階的に引下げ、20年度には36億円引下げ（2004年対比） 

４．組織のスリム化 

○子会社を含めたグループ全体で5千人の人員削減 
 【2005年度末】2万5千人→【5年後】2万人（▲20％） 

○【2005年10月】203社→【2009年】98～117社 

５．子会社の再編 

資料：農林水産省作成 

○担い手担当161人の配置 
　（2007年度末） 
○2007年度の担い手対策計画額28.7億円に 
　対し、15.5億円となる見通し 

○「生産資材コスト低減チャレンジプラン」 
　の策定（2005年12月） 
○　2007年度は25.2億円の生産資材手数料 
　の引下げを実施 

○全農グループ職員　累計3,100人削減 
　（2007年度末） 

○141社（2007年度末） 

○2006年産から販売対策費の廃止 
○2007年産の共同計算経費の上限目標は、 
　34県域中30県域で2千円以下/60kg 
○2006年産からコスト項目ごとの削減目標 
　を生産者へ明示 

１．担い手への対応強化 

＊１ 改善計画の進捗状況は、四半期ごとに農林水産省へ報告することとされており、農林水産省では、継続的に監視、
指導を行っている。



（求められる担い手への対応強化）

農家の米販売の５割で農協が利用されるなど、農家が農協に依存する部分は大きく、経済

事業改革の推進に当たっては、組合員、特に担い手が実感できる形で改革の成果を還元する

ことが重要である。また、女性や若者の組合員への加入促進といった取組は、今後の農協運

営を考えるうえで重要である。

全国農業協同組合中央会（JA全中）の調査によると、農業生産法人の農協の各種事業に

対する満足度には増加がみられるものの、指導・経済事業に関しては依然として３割程度と

低い水準になっている（図Ⅱ－68）。特に、売上高の高い法人ほど農協利用率＊１が低い水準

にある（図Ⅱ－69）。

担い手への対応強化を図っていくためには、農協自らが担い手のもとに出向いて個別にニ

ーズを把握し、各種事業を個別に提供することが重要である。これにより、担い手の農協利

用が拡大し、農協経済事業の収支改善に寄与するとともに、低価格資材の供給等を通じて担

い手の所得向上につながることも期待される。

（経済事業改革は食料供給コストの縮減に寄与）

経済事業改革により、農協が生産者に提供する生産資材の価格が低下すること等によって

農産物の生産コストの低減が図られることは、食料供給コストの縮減に一定程度寄与するも

のと期待される。

このように、経済事業改革は、組合員のみならず、国民全体にも関連するものであり、

JAグループとしても、そのことを十分に自覚し、改革の内容の透明性を確保しつつ、外部

からの声にも積極的に耳を傾けるなど、国民全体から理解と支持が得られるような改革を断

行していくことが求められる。
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資料：図Ⅱ－68、69ともに全国農業協同組合中央会「担い手アンケート調査（（社）日本農業法人協会 会員対象）とりまとめ結果」を基に農林水産省で作成 
　注：1）（社）日本農業法人協会会員を対象として2004年及び2007年に実施した調査（調査対象数及び回収率はそれぞれ、1,648会員、27.6％、 
　　　  1,696会員、25.6％） 
　　　2）生産資材とは、肥料、農薬、園芸資材 
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図Ⅱ－68 農業生産法人の農協の各種事業
に対する満足度

図Ⅱ－69 農業生産法人の農産物年間
売上規模別の農協利用率

＊１　農協利用率とは、農産物販売において農協の販売事業を通じて販売された金額の割合
＊２　農林水産省「総合農協統計表」、「農業・食料関連産業の経済計算」を基に農林水産省で作成



（3）食料供給コストの縮減

（５年で２割のコスト縮減を目指してアクションプランに基づく取組を推進中）

政府は、2006年４月の「21世紀新農政2006」のなかで、食料供給コストを５年で２割縮減

する目標を掲げた。この目標を受け、同年９月には加工用原料を含む生鮮食品の生産・流通

段階を対象とする「食料供給コスト縮減アクションプラン」が取りまとめられ、これに基づ

く取組が推進されている（表Ⅱ－４）。また、2007年４月には、新たに加工食品の製造・流

通、外食段階と水産物のコスト縮減の取組が追加されている。

今後、「計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、改善（Action）」というPDCAによる

管理手法を導入し、①アクションプランに盛り込まれた取組について効果の検証、②主要品

目別の生産・流通加工コストの検証等を総合的に行うこととされている。
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表Ⅱ－ 4 食料供給コスト縮減アクションプランの主な進捗状況

取組内容 目標 進捗状況 

○低価格生産資材の供給や効率的利用等 
　による生産コストの縮減 

○農協の経済事業改革の推進による流通 
　コストの縮減 

○卸売市場改革や物流効率化等による流通 
　コストの縮減 

輸入高度化成肥料（同産同一銘柄対比 
▲25％※1）やＢＢ肥料※2（同▲10～ 
15％※1）の普及割合の拡大 

2010年度までに、輸入高度化成 
肥料は一般高度化成肥料に占め 
る割合を43％、BB肥料は高度 
複合肥料に占める割合を50％ 

輸入高度化成肥料49％（2007年12月末） 
BB肥料55％（同上） 

45％（2007年12月末） 
また、JAグループ独自型式として、 
2007年3月のコンバインをはじめ 
として5機種を設定し、販売開始 

3年間でモデル地区における稲 
作3資材（肥料、農薬及び農業 
機械）にかかるコストを15％削 
減 

2008年産までに、米穀の現行 
60kg当たり3千円程度の流通 
コストを、2千円以内の可能 
な限り低い水準に削減 

2008年度までに、新たに共同集 
荷に参加する市場数115

電子タグを導入した市場におけ 
る物流作業コストを4分の1程 
度削減 

 2010年度：40品目 55品目達成（2007年12月末） 

全国7地区でモデル事業を実施（2007 
年度）し、うち6地区で作期分散技 
術等を実証 

現在89市場（2007年度末） 

実証実験（2005～07年度）におい 
て、検品等の作業時間が4分の1以 
上削減可能であることを実証 

全34府県本部のうち30府県本部が 
流通コスト2千円以内を達成見込 
（2007年産） 

2010年度の普及割合：54％ 
従来よりも１割程度低価格な「低コス 
ト支援農機」の担い手向け大型機の普 
及割合拡大※3

モデル地区を設定し、新技術導入等に 
より資材費を削減する取組を推進 

米穀の流通コストを削減※3

卸売市場の連携による最適な物流シス 
テムの確立に向けた実証試験等を実施 

電子タグ活用の作業体系を確立・普及 
し、これを導入した市場における物流 
作業コストを縮減 

包装経費の削減等による低価格な大型 
包装農薬の品目数拡大※3

資料：農林水産省作成 
　注：1）※1価格差は2007年7月現在 
　　　2）※2はバルク・ブレンド肥料。窒素、リン酸、カリの単肥等を単純に混合した肥料 
　　　3）※3は全農が2005年12月に策定した「改善計画」に基づく取組 



（生産段階のコスト縮減には、経営努力だけでは解決し難い問題が顕在化）

生産段階のコスト縮減に当たっては、農業の生産コスト全体の２～３割を占める肥料や農

薬、農機具といった生産資材費の縮減を図ることが重要である。

しかしながら、近年、原油価格の高騰や、穀物・大豆の国際的価格の上昇を背景として、

光熱動力費をはじめとして飼料や肥料の価格が上昇している。生産資材費については、経営

努力のみでは解決し難い問題が顕在化していることに留意しつつ（図Ⅱ－70）、関係者それ

ぞれがコスト縮減を継続的に行っていくことが重要である。

このようななか、島根県斐
ひ

川
かわ

町
ちょう

の農事組合法人のように、①地区内の農用地すべての集

積、②個人所有の農業機械を処分し大型農業機械の導入、③土地利用等の申合せによる農作

業の効率化によって、水稲栽培にかかる労働時間を県平均の18％に短縮するとともに、低コ

スト化も実現した取組もみられる。

（流通段階のコスト縮減には、食品流通の合理化が重要）

一方、流通段階のコスト縮減に当たっては、物流効率化や卸売市場改革等を図ることが重

要である。例えば、共同配送や、電子タグ（荷札）をはじめとするIT（情報技術）の活用

による商品の検品や在庫管理、取引先とのネットワークの構築等により、物流の一層の効率

化を図ることが必要である。
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図Ⅱ－70 農業生産資材価格指数（総合）の対前年騰落率と類別寄与度

資料：農林水産省「農業物価統計」 

畜産用動物 
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ITの活用により食品流通の効率化を実現 事 例

東京都大
おお

田区
た く

に本社のある大手加工食品卸売業者は、付加価値の高い効

率的な食品流通サービスを提供するため、①商品の受注から出荷までの物

流情報のみならず、②商品カテゴリー別の市場動向の分析、顧客の店舗戦

略にあわせた棚割り等の営業情報、③損益分岐点、キャッシュフロー等の

経営指標となる管理情報を統合した情報システムを導入することが不可欠

であると考え、大手IT企業に情報システムの構築を依頼した。

物流、営業、管理に関する情報が統合されたシステムの導入によって、

この卸売業者では、食品市場環境や顧客ニーズの変化に対応した経営の展

開が可能となったほか、現場のスタッフが必要な情報を自分で自由に活用

できるようになるなどの相乗効果が現れている。
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 県
 

神奈川県 

山
 梨
 県
 

大田区 
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（４）品目別の生産と政策

ア　飼料価格の高騰と畜産経営への影響
（鶏肉生産は増加する一方、牛肉と生乳の生産は減少）

近年の畜産物の国内生産量をみると、鶏肉は消費者の国産志向やタイ、中国等での高病原

性鳥インフルエンザ発生の影響により増加傾向にある（図Ⅱ－71）。牛肉は、肉専用種は増

加しているが、牛肉生産の６割を占める乳用種が減少

傾向で推移しているため、全体ではやや減少している

一方、豚肉はほぼ横ばいとなっている。また、生乳に

ついては、脱脂粉乳やバターの在庫が依然高水準にあ

ったことから、生産者団体は、12年ぶりに実施した

2006年度に引き続き、2007年度も減産型の計画生産

（前年度実績比1.5％減）を実施した結果、脱脂粉乳等

の在庫が減少した。2008年度は、北海道でのチーズの

新増設工場の稼動等を踏まえ、2007年度の目標数量対

比で北海道103％、都府県100％の計画生産を実施する

としている。

一方、畜産物の需要は、BSEの影響による牛肉の減

少を豚肉や鶏肉が補い、食肉全体では、生乳や鶏卵と

ともに、ほぼ横ばいで推移している＊１。

（畜産経営のコスト構造は飼料の比率が高い）

畜産経営は、コストに占める飼料費の割合が高い。現在の飼料価格高騰が始まった2006年

において、繁殖牛や肥育牛では、農機具や動物（肥育素牛）の費用負担が大きいこと等から

３割程度と比較的低いが、酪農では４割強、養豚や養鶏では６割以上となっている（表Ⅱ－

５）。2007年以降、この割合は上昇し、所得の減少要因となっているとみられる。
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　　「鶏卵流通統計」 
　注：各品目の生産量（牛肉及び豚肉は部分肉ベース、鶏肉 
　　は骨付きベース）を、2000年度を100とした指数で表し 
　　ている。 

指数 

2000年度 02 04 06

115
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生乳 

豚肉 

牛肉 

鶏肉 

鶏卵 

図Ⅱ－71 畜産物の国内生産量の
推移（2000年度＝100）

区分 金額 
（万円） 

比率 
（％） 

金額 
（万円） 

比率 
（％） 

金額 
（万円） 

比率 
（％） 

金額 
（万円） 
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（％） 

金額 
（万円） 
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金額 
（万円） 

比率 
（％） 

酪農 繁殖牛 肥育牛 養豚 採卵養鶏 ブロイラー養鶏 

収入（A） 

経営費（B） 

3,095 

2,744 
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122 

350

3,919 

3,437 

1,828 

1,110 

49 

482

4,240 

3,518 
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45 

88 

13 
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100.0 

15.2 

43.3 

4.4
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16.2 
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53.2 

32.3 

1.4
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5.3 

63.9 

5.0

38 10 90 743

3,183 

2,884 

338 

1,844 

84 

298

100.0 

11.7 

63.9 

2.9

11,761

7,742 

7,106 

1,167 

4,637 

281 

636

100.0 

16.4 

65.3 

3.9

167,813
飼養頭羽数 
（頭、羽） 

動物 

飼料 

光熱動力 

所得（A－B） 

資料：農林水産省「農業経営統計調査（個別経営の営農類型別経営統計）」 
　注：1）収入及び経営費は、各部門の数値 
　　　2）飼養頭羽数は、酪農は搾乳牛、繁殖牛は繁殖めす牛、肥育牛は肥育牛、養豚は肥育豚、採卵養鶏は採卵鶏の月平均飼養頭羽数、ブロイラー養鶏は 
　　　  ブロイラー販売羽数 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

表Ⅱ－ 5 畜産の営農類型別経営農家の経営収支の動向（2006年、全国、１戸当たり、部門別）

＊１　農林水産省「食料需給表」



＊１　［用語の解説］を参照

（飼料価格の高騰により畜産物の生産コストは上昇）

家畜の飼料となる配合飼料の価格は、穀物の国際価格や海上運賃の上昇により高騰してお

り、2007年には2006年前半に比べて２割上昇している（図Ⅱ－72）。これを反映させると畜

産物の生産コスト全体も５～15％上昇すると試算されている。配合飼料価格安定制度＊１で

は、2006年度第３四半期以降、連続して通常補てんが発動され、2006年度第４四半期以降は、

これに加えて異常補てんも発動されており、

畜産経営に及ぼす影響が緩和されているが、

畜産経営の負担は増嵩している。

このようななか、我が国の飼料自給率の向

上に向けて、とうもろこし等の高収量作物や

稲発酵粗飼料等の飼料作物の生産拡大、放牧

の利用促進、国産稲わらの利用推進を図るこ

とが求められる。さらに、食品残さの飼料化

（エコフィード）のほか、飼料用米の活用に

ついても進めていくことが重要である。

（畜産経営の悪化に対し、緊急対策を実施）

畜産経営の多くがコスト削減の努力を行っているが、飼料価格の高騰はその限度を超える

状況となっている。このため、政府による2008年度畜産物価格等の決定にあわせ、飼料価格

の高騰に対応するための緊急対策を実施することが決められた（図Ⅱ－73）。今後も配合飼

料価格が高水準で推移するとの指摘もあり、配合飼料価格安定制度の在り方の検討等が求め

られている状況にある。
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資料：農林水産省調べ 
　注：配合飼料価格は、工場渡しのバラ及び袋物の全畜種の加重平均 
　　価格（税込み価格） 

円/ｔ 
60,000

55,000

50,000

45,000

35,000

40,000

30,000

1992年 94 96 98 2000 04 06 0802

図Ⅱ－72 配合飼料価格の推移

図Ⅱ－73 2008年度畜産・酪農緊急対策のポイント

◆酪農家支援のための緊急対策◆
○　都府県の酪農家に「酪農経営強化計画（3か年計画）」に基づく自給飼料の生産拡大等の取組に対する
交付金を交付（単年度限り）。
○　飲用牛乳向け需要低迷時のセーフティネットとして、生産者団体の行う「とも補償」等への支援対策の創設。
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、加工原料乳生産者補給金単価を引上げ。
○　新たにバター・脱脂粉乳からの置き換えとなる生クリーム等向け生乳が供給拡大されることを踏まえ、
生乳需要構造改革事業の所要額を増額。

◆肉用牛農家支援のための緊急対策◆
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、肉用子牛の保証基準価格及び牛肉の安定価格を引上げ。
○　飼料価格の高騰等による肉用牛肥育経営の物財費割れの一部を緊急に補てん。
○　繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆養豚農家支援のための緊急対策◆
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、豚肉の安定価格を引上げ。
○　地域肉豚事業にかかる基金を活用した緊急経営支援対策の実施。
○　繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆畜産・酪農経営支援のための緊急融資対策◆
○　家畜飼料特別支援資金の融資限度枠の拡充。
○　畜産・酪農生産性向上のための個人向け補助付きリース事業の創設。

◆自給飼料基盤強化のための緊急対策◆
○　飼料作物以外が作付けされている畑地等における新たな青刈りとうもろこし等高収量作物の作付けを支援。
○　飼料用米やエコフィード等の飼料利用の拡大定着による自給可能な国産飼料の生産・利用拡大を支援。

資料：農林水産省作成



イ　麦、大豆、野菜、果実の動向
（小麦は、需要者ニーズに応じた品質向上が必要）

2007年産の国内産麦（４麦）の作付面積は、前年より３％減少して26万４千haとなった。

生産量は、天候に恵まれたことから前年産より９％増加して110万５千ｔとなった（図Ⅱ－

74）。小麦の生産量は過去10年で最高となり、基本計画の生産努力目標（86万ｔ）を超える

90万9,700ｔであったが、大麦・裸麦は目標（35万ｔ）の６割弱にとどまっている。

我が国の麦需要量＊１（2006年度）は、小麦が623万ｔ、大麦は230万ｔであり、このうち

小麦は８割以上が食料用で、国産小麦は主にうどん用に向けられている（図Ⅱ－75）。大麦

はほぼ半分が飼料用で、残りは加工用と主食用であり、国産大麦は主食用（押麦）が９割の

ほか、加工用（みそ、麦茶等）向けとなっている。

近年、外国産麦価格の上昇を受けて国内産麦の需要が高まっているものの、外国産麦と比

べて品質のばらつきが大きいなど依然として品質面では需要者ニーズを満たしておらず、そ

の改善が求められている。また、国内産麦の国際競争力強化のためには、生産性の向上が不

可欠となっている。

（「適地適作」の徹底が必要）

麦生産が安定的に行われるためには、生産コストの低減による安定的な所得確保が必要で

ある。このため、経営能力に優れた担い手の育成や新品種の導入等といった生産対策の推進

をはじめ、「適地適作」の考え方を徹底して、小麦の品質や収量の劣る地域においては小麦

から大麦・裸麦への麦種転換を誘導することも必要である。

産地においては、農協、生産者代表、市町村、普及指導センター等で構成する産地協議会

が設置され、地域の実情に即した目標設定と、品質向上や生産の安定といった課題解決のた

めの具体策の明確化を図る産地強化計画の策定が行われている。
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小麦の10ａ当たり 
全算入生産費 

小麦の10ａ当たり 
収量（右目盛） 

2015年度の小麦の10ａ当たり 
収量目標（右目盛） 

万円/10ａ 

万ｔ 
150

100

50

0
1989 
年産 

92 95 98 04 07 2015年度 
（目標） 

2001

5

6

7

小麦の 
収穫量 

大麦・ 
裸麦の 
収穫量 

500
kg/10ａ 

400

300

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査（農産物生産 
　　費統計）」 

1万ｔ（1％） 

41万ｔ（63％） 

国産小麦 

4万ｔ（3％） 

7万ｔ（7％） 

2万ｔ（12％） 

パン用 
158万ｔ 

18万ｔ 
（23％） 

うどん用 
65万ｔ 

菓子用 
77万ｔ 

その他小麦粉（家庭用等） 
97万ｔ 

その他めん用 
124万ｔ 

資料：農林水産省「食料需給表」を基に推計 
　注：（　）内は、それぞれの用途における国産小麦の割合 

みそ・しょうゆ用 16万ｔ 

図Ⅱ－74 麦の生産動向 図Ⅱ－75 食料用・加工用小麦の用途別
需要量（2005年度、推計）

＊１　農林水産省「食料需給表」の国内消費仕向量の数値



（大豆の生産は収量が不安定）

2007年産大豆の作付面積は、東北において水稲からの転換により増加したが、北海道にお

いて小豆やいんげんへの転換等があり減少したため、前年より2.7％減少して13万8,300haと

なった。一方、単収は、前年産を上回る10ａ当たり166kgとなり、生産量は前年産並の22万

9,400ｔとなった（図Ⅱ－76）。

大豆の需要量は、近年500万ｔ程度で推移していたが、2006年度には国際価格の高騰によ

り油糧用の需要が減少したため、435万ｔとなっている。このうち、油糧用以外の豆腐、み

そ・しょうゆ、納豆等に仕向けられる食品用は100万ｔ程度である。国産大豆は実需者から

味の良さや安心感等が評価され、ほぼ全量が食品用に供給されている。2005年度に国内で生

産された大豆（21万８千ｔ）は、６割が豆腐用、１割が煮豆・そう菜用となっている（図

Ⅱ－77）。

（安定生産、コスト削減、品質向上が必要）

国産大豆の流通は、生産者団体等をとおして問屋や加工メーカーとの間で入札、相対、契

約栽培取引により行われるほか、生産者が実需者に直接販売する場合もある。実需者は、用

途に応じた品質の向上、均質化、大ロット化とともに、生産量や価格の安定を求めている。

このため、新技術の開発や新品種の育成等の推進を通じて、安定生産、コスト削減、品質

向上を図るなど、実需者との安定的な取引関係の構築に向けた産地改革を着実に進めていく

ことが求められている（図Ⅱ－78）。
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図Ⅱ－76 大豆の生産動向 図Ⅱ－77 大豆の需要構造（2005年度、推計）

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査（農産物生産 
　　費統計）」 

万ｔ 
40
35

30

25

20

15

10

5
0
1989 
年産 

92 95 98 04 07 2015年度 
（目標） 

2001

10ａ当たり 
全算入生産費 

万円/10ａ 

6

7

8

9

2015年度の10ａ当たり 
収量目標（右目盛） 

200
kg/10ａ 

150 
 100

収穫量 

10ａ当たり 
収量（右目盛） 

0ｔ（0％） 

218千ｔ 
（21％） 

国産大豆 

油糧用 
4,296千ｔ 

豆腐 
496千ｔ 

納豆 
136千ｔ 

食品用 
1,052千ｔ 

資料：農林水産省作成 
　注：1）食品用大豆の内訳と国産大豆使用量は、推計値 
　　　2）（　）内は、それぞれの用途における国産大豆の割合 

29千ｔ（88%） 

15千ｔ 
（11％） 

12千ｔ（7％） 

28千ｔ（13％） 

134千ｔ 
（27％） 

みそ・しょうゆ 171千ｔ 

その他 215千ｔ 

煮豆・そう菜 
33千ｔ 

図Ⅱ－78 大豆の用途別に求められる品質

資料：農林水産省調べ 

豆腐用 

納豆用 

煮豆用 

みそ用 

大粒で糖分含量が高いこと 
外観品質が良いこと（1等、2等） 

たんぱく質含量が高いこと 

大中粒で糖分含量が高いこと 
汚損・着色粒を含まないこと 

極小粒で粒揃いが良いこと 
外観品質が良いこと（1等、2等） 



（野菜・果実の自給率は低下傾向）

野菜の生産量（2006年度）は、前年度より1.0％減少して1,236万ｔ、輸入量（2007年、加

工品を含む）は過去最高であった2005年より16.3％減少して211万ｔとなった。特に、中国

産への敬遠の動きが広がったこともあり､中国からの輸入量（生鮮・冷蔵）は前年より

26.8％減少した＊１。一方、野菜の需要量は1,560万t（2006年度）と、近年減少傾向で推移し

ているが、食の外部化の進展等により家庭消費用が減少し、加工・業務用需要がふえている

状況にある。近年、野菜の国内生産が減少傾向にある一方、年間を通じた安定生産、均質性、

低価格等の理由から輸入は増加傾向にあるため、野菜の自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－79）。

他方、果実の生産量（2006年度）は前年度より12.7％減少して323万ｔ、輸入量は同5.6％

減少して513万ｔとなった。果実の需要量は近年800～900万ｔで推移しているが、国内生産

の減少や果実加工品の輸入増加等により自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－80）。

（施設園芸の省エネルギー対策を支援）

近年の原油価格の高騰は、施設園芸農家の経営に影響を与えている。野菜や花きの温室栽

培で使われるＡ重油価格は2005年から高騰しており、2008年２月時点では2004年に比べ約41

円/r（82％）上昇している。施設園芸農家の農業経営費全体に占める光熱動力費の割合は２

～３割程度であり、Ａ重油価格の上昇は生産コストの増加に直結している。このようななか、

原油価格高騰対策として、省エネルギー対策の徹底を図ることを基本として、温室の暖房効

率や保温性を確保する施設整備に対して国の支援が行われている。また、こうした支援を通

じて原油価格高騰に耐え得る産地体制を確立することとされている。

（野菜は加工・業務用需要への対応、果実は労働力確保等が課題）

野菜や果実の生産は、気候や土地条件に制約されることから、歴史的に産地が形成されて

いる。産地の多くでは、行政や農協等の協力のもと、栽培技術の普及や生産物の集出荷が効

率的に行われ、大ロットでの販売や供給数量の調整のほか、ブランド形成等も行われている。

このように、野菜や果実の産地は、単に生産者が集まるだけでなく、売り手としての立場の

強化を図ってきたが、近年、高齢化や後継者不足により作付面積や生産量が減少し、生産基

盤のぜい弱化が進行している。また、野菜の国内生産は、特に加工・業務用需要への対応が

必要となっており、果実は労働力確保や需要に見合った生産が課題となっている。
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図Ⅱ－79 野菜の輸入量及び自給率の推移 図Ⅱ－80 果実の国内生産量、輸入量
及び自給率の推移

資料：財務省「貿易統計」、農林水産省「食料需給表」 
　注：1）自給率は重量ベースで、年度の数値 
　　　2）輸入量は、加工品を含む数値 

資料：農林水産省「食料需給表」、農林水産省調べ 
　注：1）自給率は重量ベースで、年度の数値 
　　　2）輸入量は、生鮮換算した数値 
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＊１　財務省「貿易統計」



（新たな野菜・果実対策へ移行）

このようななか、野菜については、2007年度から契約取引の推進や需給調整の的確な実施

により担い手の所得を安定的に確保するとともに、価格安定制度を通じて担い手の育成・確

保に取り組む産地への重点支援を行うなど、新たな野菜対策が講じられた。また、食料自給

率の向上を図るため、野菜の生産拡大が重点項目の一つとされ、加工・業務用向けの新たな

野菜産地の形成や、生産拡大に取り組む産地の状況に応じた実需者とのマッチング、人材育

成等の支援・指導を実施するなど、加工・業務用需要に対応できる生産供給体制の整備を行

うこととされている。

一方、果実については、これまでの果樹経営安定対策を廃止し、産地自らが策定した「果

樹産地構造改革計画」に基づき、消費者ニーズに対応した産地の競争力の強化に向けて、優

良品目・品種への転換等に取り組む産地や担い手を支援する果樹経営支援対策が導入されて

いる。

（野菜廃棄の「もったいない」をなくすためには消費者の取組も重要）

野菜については、供給過剰により産地廃棄が行われたことに対して、消費者から「もった

いない」との批判が寄せられたが、2007年に有識者による委員会で検討が行われ、その提言

に基づき、消費拡大に向けた広報、産地と有効利用先との結び付けといった様々な取組が行

われている（図Ⅱ－81）。

また、「健康日本21＊１」で示されている野菜の摂取目標量は、15歳以上で１人１日当たり

350ｇ（１日５皿分）であるが、実際の摂取量は、すべての年代でこの水準を下回っている

状況にある。供給過剰時に意識的に野菜を食べることは、産地廃棄の防止にも貢献できる。

（果実の消費拡大には販売面での工夫が必要）

果実についても、野菜と同様、摂取量が減少している。世界的にも我が国の果実摂取量は

少なく、主要国のなかで最も多いオランダの３割程度と、「毎日くだもの200グラム運動指針
＊２」による摂取目標量を下回っている。

果実の流通経路は、卸売市場を経由する割合が年々減少しており、全農や生協等市場を通

さない独自の取引、宅配等が増加し、多様化が進行している。また、小売段階での業態別販

売割合をみると、量販店の販売シェアが拡大しているため、食べ方や栄養素等の情報提供が

行われる対面販売が減少している。このようななかで果実の需要を維持・拡大していくため

には、量販店でも消費者への的確な情報提供を行うことに加え、生産者・流通業者ともに、

消費者ニーズを踏まえた積極的な販売戦略を策定することが必要である。
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図Ⅱ－81 野菜の過剰時に備えた対策の内容

消費拡大に向けた広報 加工向け販売 出荷の後送り 産地と有効利用先の結び付け 

農家、消費者、加工・ 
販売業者等が連携 

有効利用する取引先を探した 
り、過剰時に直ちに有効利用 
できるようにする 

漬物等 
加工用に利用 

計画的に出荷を 
遅らせる 

資料：農林水産省作成 

＊１ 健康寿命の延伸等を実現するため、2010年度を目途に具体的な目標等を提示した「21世紀における国民健康づく
り運動」のこと

＊２ 生産、流通、消費の関係団体並びに農学、医学、栄養学、料理等の関係者から構成された「果物のある食生活推
進全国協議会」が策定した指針であり、新しい科学的知見等に応じて随時見直すこととされている。



（５）農林水産物・食品の輸出促進の取組

（農林水産物・食品の輸出額は大幅に増加）

世界的な日本食ブームやアジア諸国の所得水準の向上を背景として、我が国農林水産物・

食品の輸出は近年大幅に増加している。2007年の輸出額は前年より16％増加して4,337億円

となり、３年前の2004年と比べて1.5倍と大きく増加した（図Ⅱ－82）。

「21世紀新農政2006」では、農林水産物・食品の輸出額を2004年からの５年間で倍増する

目標が掲げられ、「21世紀新農政2007」では、この取組をさらに加速させ、2013年までに輸

出額を１兆円規模とする目標が新たに示され、その実現に向けた取組が行われている。

（2007年の輸出先の第１位は香港）

農林水産物・食品の輸出増加には、水産物輸出の増加が大きく寄与しており、最近では農

産物の寄与も大きい（図Ⅱ－83）。輸出先は、アジアや米国が中心であるが、2007年は香港

が米国を抜いて１位になり（図Ⅱ－84）、また、経済発展に伴う高額所得者層の増加が著し

い中国向けの輸出額の伸びも顕著で、輸出額は2007年には564億円と５年前の1.9倍に増加し

ている。
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図Ⅱ－82 農林水産物・食品の輸出額の推移　

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
　注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物または水産物に 
　　分類 
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3,310

2004年より47％増 
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農産物 

図Ⅱ－83 農林水産物・食品の輸出額の
増加率と寄与度

図Ⅱ－84 農林水産物・食品の輸出先国の分布

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
　注：1）各品目の数字は寄与度であるため、品目ごとの増加率とは 
　　　  値が異なる。 
　　　2）図Ⅱ－82の注釈参照 
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 

シンガポール2％ シンガポール3％ 

（2002年） （2007年） 

タイ5％ 

タイ 
5％ 

EU（15か国）5％ 

 EU（27か国）5％ 

米国 
19％ 

米国 
16％ 

韓国 
13％ 

中国 
13％ 

台湾 
11％ 

輸出額 
4,337億円 

その他 
 16％ 

その他 
 15％ 

香港 
18％ 

香港 
17％ 

台湾 
11％ 

中国 
11％ 韓国 

13％ 

輸出額 
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（長いも、りんご、いちご、牛肉の輸出が拡大）

品目別にみると、近年、長いも、りんご、いちご、牛肉、鶏肉、緑茶のほか、チョコレー

ト菓子等の菓子の輸出の伸びが著しくなっている（表Ⅱ－６）。米については、台湾、香港、

米国等で人気となっているが、2007年６月、中国への輸出が４年ぶりに再開され、2008年３

月までに124ｔが輸出されている。
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表Ⅱ－ 6 輸出額が増加している農産物の例

品目 備考 輸出額 
（2007年） 

対前 
年比 

対2002 
年比 

品目 備考 輸出額 
（2007年） 

対前 
年比 

対2002 
年比 

   米 
（援助米 
  を除く） 

緑茶 

菓子 

5億円 

32億円 

115億円 

55億円 

124％ 244％ 

105％ 

115％ 

118％ 

234％ 

175％ 

232％ 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
 

長いも 

りんご 

いちご 

牛肉 

鶏肉 

19億円 

80億円 

1億円 

20億円 

9億円 

104％ 

140％ 

123％ 

314％ 

302％ 

92％ 

301％ 
 

1,838％ 

1,559％ 

268％ 

薬膳料理の食材とし 
て台湾、米国へ 
 

香港、台湾へ贈答用 
として好評 

米国、香港向け輸出 
が本格化 

台湾で、大玉のりん 
ごが高級贈答品とし 
て人気 

もみじ（鶏足）等の需 
要増加により、ベト 
ナム向け輸出が増加 

寿司等の日本食ブー 
ムを受けて、台湾、 
香港、米国等で人気 
2007年6月には中 
国への輸出を再開 

欧米等で緑茶ブーム 

チョコレートは、中 
国や台湾で、動脈硬 
化の予防に効果があ 
るとされるカカオを 
多く含む製品を中心 
に人気 

チョコ 
レート 
菓子 

各地で様々に取り組まれる米の輸出 事 例

米の輸出に関しては、各地で様々な取組が行われている。例えば福井県では、経済連と県が連携して積極
的に東アジア市場へ福井産米の販路開拓を行った結果、2005年からコシヒカリの輸出が始まり2007年には
香港へ5ｔ、台湾へ1ｔを輸出している。また、新潟県上

じょう

越
えつ

市
し

では、市の農業者グループがコシヒカリを台
湾へ毎月1ｔずつ安定して輸出しており、2007年からは香港や豪州への販路拡大にも取り組んでいる。
さらに、島根県のJA西いわみでは、減農薬・減化学肥料で生産した米を2003年から台湾へ輸出している。

品質管理を徹底し差別化を図ることで、小口でも単価が高く売れる市場を開拓しており、2006年の輸出量
は7ｔとなっている。当初、台湾の輸入業者から、高い日本米は売れないと指摘を受けたため、残りは買い
戻すという条件で販売したところ、2日で完売したことから、全量買取販売方式の安定した輸出へ変更を行
った。これにより、生産者の意欲が増して米の作付面積が拡大したほか、メロン等の農産物の輸出ルートの
確立にもつながっている。
中国では、近年、経済成長に伴う所得向上等からジャポニカ米に対する需要が高まり、米生産量に占める

ジャポニカ米の比率も30％（2004年）に及んでいる。一方、中国には総人口の1.5％（ 2千万人）といわれ
る月収10万元（約150万円）以上の「富裕層」に次ぎ、月収5万元
（約75万円、上海の一般的サラリーマンの月収は 4万 5千円）から
10万元を稼ぐ「有産階級層（ネクストリッチ）＊１」も急速に増加し
ている。この階層は、主要16都市の人口の1割近く、全国で5千万
人を超えると推定され、北京オリンピックを控
え、今後さらなる増加が見込まれている。特に、
若年の有産階級層の特徴として、自分の気に入
った物に対しては、高価でも対価を払う意欲が
あることが指摘されており、それらの層に対し
て米をはじめとする農産物の輸出に戦略的に取
り組むことが重要となっている。

島根県 

福井県 

上越市 新
潟
県
 

上越市による香港での販売促進

＊１ （株）野村総合研究所「ネクストリッチ（有産階級層）の構造とマーケット」。有産階級層は、都市部に出現し、自
動車や不動産等の高級品に購買意欲がある層とされている。



（総合的な輸出戦略の具体化を推進）

2013年までに輸出額を１兆円規模とする目標の実現に向けて、2007年５月に農林水産物等

輸出促進全国協議会において「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」が了承された。

同戦略では、関係府省、地方公共団体等が連携を図り、輸出環境の整備、品目別の戦略的な

輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外への情報発信を

行うこととされている。

（整備が進む輸出環境）

民間だけでは対処できない相手国の制度等の輸出阻害要因を解消するため、検疫協議の加

速化による検疫問題の解決とともに、加工施設等におけるHACCP
ハ サ ッ プ

手法の導入、生産段階に

おけるGAP
ギャップ

手法の導入等が推進されている＊１。また、検疫協議については、国内の要望や

相手国内の需要を踏まえ、比較的早めに課題が解決する見込みのある技術的協議を優先的に

進めるなど戦略的対応を図っている。GAP手法の導入においては、EU内の小売業への農産

物出荷で求められることがあるGLOBALGAP
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

の日本人審査員による審査体制が整備される

とともに、我が国のGAPの一つであるJGAP
ジェイギャップ

がGLOBALGAP同等性認証を取得するなど、輸

出環境の整備が進められている（図Ⅱ－85）。

（品目別の戦略的な輸出促進の取組が重要）

また、品目ごとに輸出促進を重点的に図るべき国は異なるため、品目別の戦略的な輸出促

進に取り組むことが重要である。このため、米・米加工品をはじめとする11の主要品目＊２

について、例えば、米・米加工品の場合、米は台湾、米国、香港、シンガポール、中国、加

工米飯は米国、カナダを重点国とするなど、重点個別品目と重点国が明確化され、輸出拡大

に向けた工程表が策定されている。また、和牛における統一マークの作成等、知的財産戦

略・ブランド戦略の推進、品目別の広報戦略の策定と広報媒体の整備、供給基盤の強化も一

体的に進められている。
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図Ⅱ－85 輸出環境の整備の例

資料：農林水産省作成 
　注：米国向け水産物は厚生労働省認定施設数と大日本水産会認定施設数の合計 

HACCP手法の導入 GAP手法の導入 

現
　
状
 

今

後

の

対

応

 

今
後
の
対
応
 

現
　
状
 

○水産物　EU向け：21施設、米国向け：225施設 
○牛肉　 米国向け： 4施設、香港向け：　4施設 
　・複雑なEU-HACCP規則が関係者に十分周知されて 
　　いない 

○認定基準の明確化 
　・既認定施設事例集の作成 

○認定基準の周知 
　・民間機関の活用（技術的助言） 
　・講習会開催 

○基準に合致した施設整備の支援、品質管理の実践 

EU内の小売業への出荷にはGLOBALGAP
取得が求められることがあり、海外から
の審査員招請コストが大きかったが 
○GLOBALGAPの日本人審査員が誕生 
　（2007年4月） 

○先進的な農業者にも対応し得るGAP手
法の導入について、普及指導員等によ
る生産現場での指導・助言を含めた支
援を実施 

＊１ HACCP、GAPについてはP113・114参照

＊２ 米・米加工品、野菜・野菜加工品、果実・果実加工品、花き、牛乳・乳製品、食肉・食肉加工品その他畜産品、
茶、水産物・水産加工品、特用林産物、加工食品、木材の11品目



（意欲ある農林漁業者等に対して支援）

他方、輸出の取組に意欲がある農林漁業者等に対しては、国内外バイヤーとの商談の場の

提供、海外高級百貨店等に開設する常設店舗への出店募集、海外における販売促進活動に対

する支援等が行われている。これらは、我が国の多様な農林水産物・食品を広く紹介すると

ともに、我が国の生産者と海外の輸入業者・消費者等との関係を深めることに貢献している。

このほか、地方農政局が中心となって、地域の輸出促進にかかる協議会を開催し、農林漁業

者等に対するきめ細かなニーズへの丁寧な対応を図っている。

（日本食・日本食材等の海外への情報発信が重要）

農林水産物・食品の輸出を一層促進するためには、日本食・日本食材等の海外発信が効果

的に行われることが重要である。このため、輸出促進ロゴマークの作成＊１（2006年）を行

ったほか、中国への米輸出再開時等に当たって重点的・戦略的にイベントが開催されている。

また、関係府省・団体等と連携し、外国人オピニオンリーダー等に対して、旬の高品質な日

本食材を用いた日本食等を提供する｢WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業が行われて

いる。

一方、日本食のショールームである海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及

を通じて、日本食材の輸出促進を図るため、2007年７月に民間有志により、特定非営利活動

法人（NPO法人＊２）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO）」が設立された。JROは、

台北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者のネッ

トワークを築いている。
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表Ⅱ－ 7 農産物の輸出取組事例

資料：農林水産省作成 

場所等 内容 

野菜等を香港、シン 
ガポールへ輸出 
 
　 【千葉県成田市】 

富有柿を香港へ輸出 
　　【岐阜県】 

統一マークによる和 
牛肉のブランド化の 
取組 

なり た   し 

和牛統一マーク 

　成田市にある生産者連合は、有機（JAS認定）や特別栽培による農作物の生産・加
工・販売を行っているが、香港で農薬に対する不安が出ていたことを知り、立地を活
かして、1994年から在留邦人向けに生鮮野菜の輸出を開始した。しかし、現地には日
本のような宅配システムがなく、配送途中の品質低下が問題となったため、配送を指
導するとともに、保冷パックを入れるなどの対応を行った。1998年にはシンガポール
への輸出を開始し、2003年には1千人の顧客をかかえるまでになった。現地のテレビ
の料理番組で日本の野菜を紹介するなどの広告・宣伝活動も行っている。 

　海外のレストランやスーパーマーケットで外国産牛肉が
「WAGYU」の表示で販売されている例がみられるため、
2007年12月から日本産の和牛であることを証明する和牛統
一マークを策定し、外国産牛肉との差別化を図っている。 
　マークは（社）中央畜産会が国内外で商標登録を申請して
おり、今後は日本産和牛肉の取扱業者等が輸出用パッケージ
に印刷し、また、販売時にシールを商品に貼るなどにより使
用し、和牛肉のブランド化を一層推進することとしている。 

　岐阜県では、香港で日本の富有柿が高級果実として販売できることに注目し、2004
年度に全農岐阜県本部や県食品産業協議会、県等関係団体で構成される「岐阜県農林
水産物輸出促進協議会」を設立し、現地の輸入商社との商談会や小売店での岐阜県産
農産物・食品フェアを開催している。フェア開催店では、富有柿の継続販売が実現し
ており、現在は富有柿が岐阜県発祥ということや、産地としての岐阜県のイメージ付
けを行い、ブランド確立に取り組み、2006年度の輸出量は22 tに増加している。 

＊１　P10参照
＊２　［用語の解説］を参照



（６）農業の体質強化と高付加価値化に向けた多様な取組

ア　知的財産の創造・保護・活用の取組
（知的財産の創造・保護・活用により、農林水産業が持続的に発展）

我が国の農林水産物・食品は、関係者の努力をはじめ、技術、伝統、文化といった貴重な

知的財産によって成り立っており、他国に類をみない特質・強さを有している。我が国の農

林水産業が国際競争力の強化や収益性の向上により持続的に発展し、ひいては地域の活性化

につながっていくためには、知的財産を適切に保護しながら、積極的・戦略的に活用してい

くことが重要である（図Ⅱ－86）。

（知的財産戦略に沿って各種施策を推進）

このため、2007年３月に「農林水産省知的財産戦略」＊１が策定された。同戦略に基づき、

研究開発を活用した新需要・新産業創出、生産者や現場の指導者のための「知的財産取扱指

針」の作成、権利侵害への対応強化、農林水産業者等への意識啓発・知識の普及をはじめと

する具体的施策が推進されている（図Ⅱ－87）。
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図Ⅱ－86 農林水産分野の知的財産

知的財産権の例 知的財産権以外の重要な知的財産 

●育成者権 
 （植物の新品種の保護）  
●特許権 
　（カボチャの空中栽培の方法、有用 
　機能が解明された遺伝子等）  
●実用新案権 
　（長いもを形良く育てるパイプ等）  
●商標権  
●意匠権 
　（使いやすいせん定ハサミ等） 

●古くからある農業技術 
 
●古くからある植物品種（コシヒカリ、ふじ等） 
 
●和牛等の動物の遺伝資源 
 
●ブランド（地域ブランド、企業ブランド等） 
 
●食文化・伝統文化 
 
●人々の手によってつくられた農山漁村景観 

資料：農林水産省作成 

図Ⅱ－87 農林水産省知的財産戦略における主な施策

資料：農林水産省作成 

1．創造・活用 

2．保護 

3．普及啓発・人材育成 

●研究開発を活用した新需要・新産業創出 
●遺伝子特許の取得と新品種創出や育種改良の促進 
●研究ニーズの発掘と研究成果の実用化促進 
 （１）農林水産知財ネットワークの構築 
 （２）新分野開拓に向けた連携強化 

●生産者や現場の指導者のための知財取扱指針作成 
●地域資源の発掘、再認識によるブランド化・事業化の促進 
 （１）身近な景観や食文化等地域資源の再発見・活用 
 （２）地域ブランド化への支援 

●日本ブランド対策 

●権利侵害への対応強化　　●海外での育成者権保護強化　　●海外での侵害に関する相談窓口の設置 

●農林水産業者・研究者・普及指導員等における意識啓発、知識の普及 

生産現場・農山漁村 研究・技術開発分野 

海外 

＊１　農林水産省知的財産戦略本部において策定



（知的財産を活用するための研究・技術開発、産地育成を推進）

近年、血圧上昇抑制作用の効果が期待されるGABA
ギ ヤ バ

を多く含む巨大胚芽米や、肝機能改善

作用の効果が期待されるアントシアニンを多く含んだ紫サツマイモ、生糸を活用したUVカ

ット繊維等、機能性成分を有した様々な新食品や新素材の開発が行われている。これらの市

場の規模を2010年度までに700億円程度とすることを目標として、新たな研究、技術開発、

実用化、産地育成が推進されている。

（生産現場での知的財産の活用等や地域ブランド化を戦略的に推進）

一方、生産現場でも知的財産の創造・保護・活用が図られている。「農業の現場における

知的財産取扱指針」（2007年８月策定）に基づき、技術・ノウハウ等の発掘・創造・保護が

推進されるとともに、「農山漁村の郷土料理百選」の選定が行われるなど、地域資源の発掘

にも力が注がれている。

また、地域が真に力のある「地域ブランド」を確立していくには、生産・品質管理、名称

管理、マーケティング力の向上等一貫した取組を行うことが重要である。このような地域の

取組を応援するため、取組主体や支援者が情報交換したり、成功事例の収集・発信を行った

りする場として、2007年11月に「食と農林水産業の地域ブランド協議会」が設立された。

今後、地域ブランド化の取組全体について一貫してアドバイスするプロデューサーや専門

家の招へい、調査や機器整備等の支援が行われる。

（知的財産の保護強化が必要）

知的財産の創造・保護・活用を推進するため、育成者権審査の迅速化、権利侵害対策支援

の充実強化等により、植物新品種や家畜の遺伝資源の保護を強化する必要がある。特に、育

成者権が知的財産権として定着し、価値が高まる一方、侵害事例も多数みられることから、

2007年５月に種苗法が改正され、罰則を強化するなど侵害対策が強化されている（図Ⅱ－88）。

また、東アジアでは品種保護制度の整備が遅れていることから、我が国が提唱した「東アジ

ア植物品種保護フォーラム」の設置について、2007年11月にASEAN10か国と中国、韓国が

賛同し、今後、新品種の審査・登録手続きの統一等を図っていくこととされている。
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図Ⅱ－88 育成者権者が受けた権利侵害事例の内容

資料：（社）農林水産先端技術産業振興センター「育成者権に関するアンケート調査」（2006年3月公表） 
　注：育成者権者2,055人を対象として実施（回収率26.1％） 

国内での種苗の無断増殖と販売 

その他 

海外での種苗や収穫物の販売 

海外で増殖した種苗や収穫物の 
我が国への輸入・販売 

海外で増殖した種苗や収穫物の 
第三国への輸入・販売 

国内での種苗の無断増殖と収穫 
物の販売 
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イ　研究・技術開発の推進状況
（農業・食品分野の研究・技術開発は様々な分野で期待）

農業や食品分野における研究・技術開発は、競争力の強化や付加価値の創出・向上をもた

らすだけでなく、農林水産分野に加えて医療・工業の分野も含めた新たな需要を創出するな

ど、社会的に貢献することが期待されている。このため、食料・農業・農村に関する様々な

政策課題に対応して、国、独立行政法人研究機関、公立試験研究機関等の研究勢力を結集し

ながら、様々な研究・技術開発が進められている。

（省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の実施）

効率的、安定的な農業経営の育成に資するため、省力・省エネ・コスト低減を図る生産シ

ステムの開発をテーマとし、生産性の大幅な向上に向けた研究・技術開発が行われている。

例えば、慣行の水稲栽培では、春先の短期間に代かき、移植等作業が集中するとともに、

作業工程ごとに機械が必要である。これに対し、耕起作業を省略し、乾田状態のままは種機

で種籾をまく不耕起乾田直播栽培を導入することで、代かき等が不要となり、労働時間が慣

行栽培より10ａ当たり６割減の６時間で済む事例も報告されている。この場合、水稲・麦・

大豆での汎用利用が可能なは種機を用いていることから、機械稼働面積の拡大による機械費

の低減効果も期待される（図Ⅱ－89）。

また、漏水が激しく、これを防ぐために代かきが欠かせない水田では、農閑期の冬期に代

かきを済ませ、春に乾田直播を行うことで、育苗が省略できる。加えて、移植に比べては種

の作業速度が高いことにより労働の集中が軽減され、10ａ当たりの労働時間を３割削減でき

る事例が報告されている。

さらに、施設園芸経営のコスト低減に向けては、施設の設置コストの削減、収穫作業の省

力化等が求められている。このようななか、近年、従来型の鉄骨ハウス並みの強度で設置費

が６割程度となる低コストハウスが実用化された。また、いちごの栽培では、画像解析によ

り一果実ごとに着色程度を認識し適期収穫を行ういちご収穫ロボットやパック詰めロボット

が開発されつつあり、10ａ当たり1,800時間と多大な労働の一部代替が期待されている。

142

第
１
部

第
Ⅱ
章

図Ⅱ－89 省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の事例

水稲・麦・大豆不耕起栽培技術 

労働時間/10a

水稲 小麦 大豆 

いちご収穫ロボット 

パック詰めロボット 

いちご収穫・調整ロボット 

16
12
8
4
0

慣　行 

不耕起 

労働時間の削減効果（茨城県での事例） 

・不耕起は種では、前作の藁を切断し 
　ながら、溝を切りは種。 

・水稲・麦・大豆のは種ができ、収量 
　はいずれも慣行とほぼ同じ。 

5 cm

種子 

溝切り部 
藁 

資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構資料、栃木県農業試験場資料を基に農林水産省で作成 

わら 

不耕起は種作業 



（食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する新品種を開発）

我が国主導の国際研究により、2004年にイネゲノム全塩基配列（約３億７千万塩基）の解

読が達成された。この成果を活用して、重要遺伝子の機能解明を進めるとともに、DNAマ

ーカー育種技術や遺伝子組換え技術等の革新的技術を利用して、2010年度までに50件程度の

新品種の創出を図るとともに、さらに飼料やバイオマスの原料として超多収イネや複合病虫

害抵抗性イネ等の開発が行われている（図Ⅱ－90）。また、乾燥等から植物を守るための指

令を発するDREB
ド レ ブ

（環境応答因子）遺伝子を活用した乾燥や塩害に強い小麦の開発や、カド

ミウム等土壌の汚染物質を効率的に吸収する作物の開発、エタノール転換効率を高めるため

のリグニン含有率の低いバイオマス作物の開発等が進められている。

（食の安全と消費者の信頼確保に向けたリスク管理技術や品種判別技術を開発）

食品に対する消費者の信頼確保や育成者権の保護という政策課題に対応して、農林水産物

の品種、産地等を判別するための様々な研究が実施されている。現在、DNA分析により米

や果実をはじめとする多くの生鮮品の品種判別が可能になっており、判別が難しい加工品の

技術開発が進められている（図Ⅱ－91）。

また、鳥インフルエンザやBSE等の人獣共通感染症については、人への潜在的感染リスク

を最低限に抑制するとともに、畜産農家の経済的損失の低減化を図る技術の開発が求められ

ている。このため、検査技術の迅速化や病原学的・疫学的知見を集積することにより、現在

実施されている防疫措置の高精度化、効率化を図り、感染リスクの低減と防疫措置にかかる

農家の経済的損失や行政コストの低減を図る取組が進められている。

143

第2節　農業の体質強化と高付加価値化

図Ⅱ－90 食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する作物開発の事例

資料：（独）国際農林水産業研究センター資料を基に農林水産省で作成 

○複数の病害虫に抵 
　抗性をもつ作物 
○劣悪な環境でも生 
　育可能な作物 

○汚染土壌を効率的 
　に浄化する作物 

○超多収やエタノール転 
　換効率を高めるための 
　リグニン含有率の低い 
　バイオマス作物 

乾燥条件下 

通常の 
小麦 

DREB強化 
の小麦 

カドミウム等の重金属 

食　料 環　境 エネルギー 

図Ⅱ－91 食の安全と消費者の信頼確保に向けた研究・技術開発の事例

品種判別技術 人獣共通感染症のリスク管理 

資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構資料を基に農林水産省で作成 

試　料 

米 

米加工品 

DNAの抽出 電気泳動で識別 鳥インフルエンザ等の診断・防疫措置 
の高精度化、効率化を図る技術の開発 

鳥インフルエンザウイルス 
の亜型判別の迅速化 

増幅されたDNA断片の長さ 
の違い（バンドの位置の違 
い）を検出 

長い 

短い 

典型的な鳥インフルエンザの 
病変（トサカの出血・壊死） 

 



（米の消費拡大や油脂類の過剰摂取の抑制等につながる取組を実施）

1980年ごろの我が国は、米を中心に栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現してお

り、現在に比べ脂質の熱量比率が低く、炭水化物の比率が高くなっており食料自給率（供給

熱量ベース）は、52～54％と現在より高くなっていた（図Ⅱ－29）。

このようなことから、米の消費拡大、油脂類の過剰摂取の抑制等につなげるための取組と

して、朝食欠食率の高い若年層を主な

対象に、量販店、食品製造業者等と連

携し、テレビCMやWEB等を活用した

「めざましごはんキャンペーン」等の

広告活動が実施されている。また、米

飯学校給食の週３回の早期実現に向け

た働きかけの強化、米粉パン、米粉麺

等の米加工品の普及・啓発に向けた取

組、油脂類の使用を節約できる業務用

フライヤーの普及のほか、食育の一環

として「日本型食生活」の実践の促進

等の取組も行われている。

（国産飼料の生産拡大を促進）

飼料自給率の向上については、輸入飼料に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への

転換が重要である。特に、近年では、バイオ燃料需要の高まり等を背景とした穀物・大豆の

国際的な価格の上昇等から配合飼料価格が上昇しており、こうした点からも飼料自給率の向

上が重要である。このため、とうもろこし等高栄養な飼料作物の作付拡大や、耕畜連携によ

る稲発酵粗飼料の作付け拡大、多様な土地を利用した放牧の推進といった国産飼料の生産拡

大に向けた取組や、食品残さの飼料化（エコフィード）や飼料用米の活用の推進が行われている。

（モデル産地形成等により野菜の生産を拡大）

野菜の生産拡大については、加工・業務用需要に対応した新たなモデル産地の形成を促進

するとともに、加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備をはじめ、生

産拡大に取り組む産地への重点的支援が図られている。

また、食品産業と産地との連携強化を図ることが重要であり、そのため、例えば「加工・

業務用産地と実需者との交流会」を開催するなど、食品産業事業者と生産者とのマッチング

が図られている。さらに、実需者と生産者とをコーディネートしていく人材を育成するため

の研修も開催されている。

（食料自給率に関する戦略的広報を実施）

食料自給率に関する戦略的広報については、世界の食料事情や我が国の食料の６割を海外

に依存している状況等を国民に広く知らせるとともに、国民の食料自給率向上への関心が高

まるような情報を発信していくことが重要である。

このため、専門家のノウハウを活用しつつ、訴求対象等を明確化した上で多様なメディア

を効果的に組み合わせた広報（メディアミックス）の手法を活用するなど、戦略的な広報を

行うこととされている。
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たんぱく質（P） 

脂質（F） 炭水化物（C） 

0

1965年度 

80

2006

資料：農林水産省「食料需給表」 
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図Ⅱ－29 供給熱量のPFC熱量比率（1980年度＝100）
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第1節　食料自給率の向上と食料の安定供給

飼料自給率の向上に向けた取組 事 例

（1）農家によるTMRセンターの取組
北海道中

なか

標
しべ

津
つ

町
ちょう

のTMRセンターは、会員の牧草地を一括管理して農地
の有効利用を図るとともに、サイレージの一元化による良質粗飼料の確保、
良質飼料の給与による牛群成績の向上等を目的として、地域の2つの機械
利用組合が母体になり、2006年に設立された。
TMRセンターの設立により、個々の農家のほ場の管理作業や飼料の混

合作業が省力化され、労働時間の短縮や、1頭当たりの乳量の増加（平均
で年間500kg増加）とともに、肥料等の生産資材の共同購入による生産コ
ストの大幅な削減といった効果が得られている。
近年、輸入飼料価格が高騰しているなか、購入量を減らすために青刈り

とうもろこしの作付拡大にも取り組んでいるほか、サイレージの利用率向
上による余剰分をTMRとして、希望者に対する販売も行うなどの取組も
行っている。
TMR：total mixed ration（完全混合飼料。必要とされる飼料成分が均一に配合された混合飼料）

（2）稲発酵粗飼料の生産の取組
福井県福

ふく

井
い

市
し

の農業法人は、転作作物として生産した稲発酵粗飼料を市
内の畜産農家に供給している。
3 年前に市内の畜産農家と稲発酵粗飼料の生産について協議を始め、

2006年に 4 haで生産を開始したが、近年の飼料価格の高騰を背景に2007
年度は20haに拡大した。稲の栽培技術や機械をそのまま利用できるうえ、
助成金を含めると麦、大豆といった転作作物より収益性が高く、主食用米
と同程度の収益性を実現している。ユーザーである地元の畜産農家からも、
牛のし好性が良く乳量も増加したとの高い評価を得ており、飼料自給率の
向上に寄与している。
現在は主食用品種を活用し生産しているが、2008年度からは飼料用稲

品種を導入する予定であり、さらなる収益性の向上を図ることとしている。

北海道 

中標津町 

福井市 

福井県 

岐阜県 
滋賀県 

石
 川
 県
 

我が国に持ち込まれる「窒素」と食料自給率
我が国は多くの食料や飼料を海外から輸入しており、農産物貿易は大幅な輸入超過となっています。その

ため、輸入農産物により我が国に持ち込まれる窒素の量は増加しており、2003年には117万 t -Nと1975年の
1.8倍となっています。
一方、我が国では環境への意識の高まり等から化学肥

料の投入量は減少傾向にありますが、我が国の環境中に
供給される窒素のうち、輸入農産物によるものの占める
割合は増加しており、2003年には 5割を超えるまでに
なっています。
土壌や地下水・河川中の窒素が過剰になると、人や家

畜の健康に悪影響を与えるとともに、河川等の富栄養化
や温室効果ガスの発生により環境に悪影響を与えます。
このため、地下水や水道水について環境基準値、水質基
準値が設定され、水質の維持・改善が図られているほか、
温室効果ガスの発生抑制に向けた研究・取組が進められ
ています。
国内の農業生産の振興・拡大を通じて食料自給率の向

上を図ることは、海外からの窒素の持ち込みを減少させ
環境負荷の低減にもつながることから、このような面か
らも食料自給率の向上の取組が重要です。

特注のTMR配送トラック

収穫作業の様子

農業における窒素と環境のかかわり

資料：（独）農業環境技術研究所作成 

溶脱 
硝化 

地下水 

飼料 

大気 

収穫 

作物 

有機態 
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残さ 
ふん尿 
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脱
窒
 

吸
収
 

工
業
的
固
定
 

生
物
的
固
定
 

N2

NO3－ NH4＋ 

農業をめぐる窒素サイクル 



イ　食育の推進
（朝食をとらない国民は１割）

我が国では、ライフスタイルの変化や、単身世帯の増加をはじめとする世帯構造の変化等

により、食の簡便化志向や外部化が進展し、食生活が多様化している。このようななか、食

事のかたよりや不規則な摂取時間、食の大切さに対する意識の薄れ等、健全な食生活が失われ

つつある。例えば、国民全体の朝食の欠食率は１割で、20歳代の単身世帯では５割となってい

る（図Ⅱ－30）。また、20～40歳代の６割が、現在の食習慣を改善したいと思っている＊１。

（保護者にふえる朝食の欠食）

他方、子どもの朝食の欠食は増加傾向に歯止めがみられるが、逆にその保護者の欠食は増

加傾向にある（図Ⅱ－31）。また、食生活の基本となる家庭において、家族とともに朝食を

とる児童生徒の割合は、小学生で４割、中学生で２割にすぎず（図Ⅱ－32）、１人で食事を

とる孤食がみられるなど、食を通じた家族とのコミュニケーションの不足が懸念される。

家庭においては、子どもの発達段階に応じた食に関する基本の理解、知識と選択力の習得

等が期待されるほか、保護者自らも食についての意識を高め、子どもとともに健全な食生活

の実践に努めることが重要である。
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図Ⅱ－30 年齢別及び単身世帯の朝食の欠食率（2005年）

総数 1～6歳 7～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上 

総数 女性 
男性 

単身世帯 
％ 
50

40

30

20

10

0

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成 
　注：ここでいう｢欠食｣とは、①何も食べない、②菓子、果物、乳製品、し好飲料等の食品のみ、③錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル、 
　　栄養ドリンク剤のみのいずれかに該当した場合 

図Ⅱ－31 児童・生徒とその保護者
の朝食の欠食状況

図Ⅱ－32 平日の朝食を家族と一緒
に食べる小学生の割合

資料：（独）日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実 
　　態調査」（2007年3月公表） 
　注：1）児童・生徒12,648人、保護者12,618人を対象として 
　　　  実施（回収率は、それぞれ96.3％、94.2％） 
　　　2）ここでいう｢欠食｣とは、①必ず毎日食べる、②1週 
　　　  間に2～3日食べないことがある、③4～5日食べな 
　　　  いことがある、④ほとんど食べない、のうち④を選ん 
　　　  だ場合 

1995年 

小学生（5年生） 

中学生（2年生） 

中学生の保護者 

小学生の保護者 
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％ 
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（
欠
食
率
）
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資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状況 
　　調査」（2007年4月調査） 
　注：小学校第6学年、中学校第3学年の約225万人 
　　の児童生徒を対象として実施 
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いない 
21.6%

全くして 
いない 
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＊１　厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）



（朝食は学力と生活習慣の向上にとって重要）

朝食の欠食は、１回の食事の摂取量の増加や過食につながる可能性もあり、生活習慣病の

発症を助長すること、午前中のエネルギー供給が不十分となり、体調が不十分となること等

の問題点が指摘されている。毎日朝食をとる子どもは、学力調査の正答率が高い傾向がみら

れ（図Ⅱ－33）、また、持久力が高いという調査結果もある＊１。朝食の欠食といった生活習

慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されている。朝食の摂取

は、生活習慣の向上に資するものでもあり、食に対する考え方を形成する途上にある子ども

のころから朝食をとる習慣付けをしていくことが必要である。

（食習慣の改善意識に高まり）

近年、食生活の乱れや運動不足等による生活習慣病が増加しており、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）＊２が問題視されている。男性は肥満者の割合が20年前（1985年）

と比べて増加しており、女性は20～30歳代の２割が低体重（やせ）となっている＊３。

食生活においては、脂肪からのエネルギー摂取割合が３割以上の者が２割を超えている一

方で、野菜や果物の摂取量はどの年齢層でも摂取目標量を下回り、特に若年層での不足が顕

著である（図Ⅱ－34）。

このようななか、食習慣を改善したいという国民は５割程度で、その半数が「食品を選ん

だり、食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術」を身に付けたいと考えている＊４。
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図Ⅱ－33 小学生の朝食の摂取と正答率

資料：文部科学省「平成19年度 全国学力・学習状況調査」 
　注：1）P98. 図Ⅱ－32の注釈参照 
　　　2）国語（算数）Ａは、身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり常に活用できる 
　　　  ようになっていることが望ましい知識・技能等（主として「知識」に関する問題）を中心として出題 
　　　3）国語（算数）Ｂは知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決の構想をたて実践し評価・改善する力等にかかわ 
　　　  る内容（主として「活用」に関する問題）を中心として出題 
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図Ⅱ－34 野菜類及び果物類の摂取量（2005年）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成 
　注：1）野菜の目標値は、厚生労働省が策定した「健康日本21」（2000年）において2010年度目途に設定された値 
　　　2）果物の目標値は、果物の食生活推進全国協議会が策定した「毎日くだもの200グラム運動指針」において、1人1日当たり「可食部で 
　　　   200g以上」とされている。 

総数 
（20歳以上） 
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g
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0
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89 7199 127

果物 

293 その他の 
野菜 

緑黄色 
野菜 

（野菜摂取目標＝350g） 

（果物摂取目標＝200g） 

＊１　文部科学省「体力・運動能力調査」（2005年）
＊２　［用語の解説］を参照
＊３、４　厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）



＊１、２　［用語の解説］を参照

（食育の実践度は増加傾向）

食育は、国民一人ひとりが自らの「食」について考える習慣を身に付け、健全な食生活が

実現できるよう、国民運動として推進することが必要である。食育の実践度は増加傾向にあ

り、性別年齢別には、男性より女性の方が、また高い年齢層ほど実践する割合が高い傾向が

ある（図Ⅱ－35）。

（「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践を促進）

食育の推進に当たっては、「食生活指針」（2000年策定）をより具体的な行動に結び付ける

ものとして、１日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかをイラストで示した「食事バラン

スガイド＊１」の普及・啓発が進められている。例えば、テレビCMの放映や、都市部でのキ

ャンペーンの開催等、より多くの人の食生活で「食事バランスガイド」を活用した「日本型

食生活」が実践されるよう積極的な広告・宣伝が行われている。このようななか、「食事バ

ランスガイド」を認知している人、参考にしている人の割合は増加傾向にある（図Ⅱ－36）。

（食品関連事業者も普及活動を実施）

「食事バランスガイド」は認知されるだけでなく、広く実践されることが重要である。最

近では、食品関連事業者による商品開発や、顧客に向けた食育の情報発信のなかで、「食事

バランスガイド」を活用する例が増加している。具体的には、店頭でのポスターの掲示やリ

ーフレットの設置だけにとどまらず、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで販売す

る弁当・そう菜や、外食店のメニューに「食事バランスガイド」が表示・活用されている。

このような取組は、各企業において、CSR（企業の社会的責任）＊２活動や販売戦略の一環等、

様々な位置付けで行われている。
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図Ⅱ－35 食育の実践度

資料：内閣府「食育に関する意識調査」（2007年5月公表） 
　注：全国20歳以上の男女3千人を対象として実施（回収率61.0％） 
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図Ⅱ－36 食事バランスガイドの認知度及び参考度

資料：（財）食生活情報サービスセンター「平成17年度 食行動等実態調査」（2006年1月調査）、（社）農山漁村文化協会「平成18年度 
　　 ｢食事バランスガイド｣等の普及状況調査郵送モニター調査編」（2007年2月調査）を基に農林水産省で作成 
　注：1）2005年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,100人を対象として実施（回収率87.3％） 
　　　2）06年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,500人を対象として実施（回収率91.8％） 
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名前程度なら聞いたことがある 

《参考にしている》 
《参考にしていない等》 
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食事バランスガイドを知らない　71.8

その他、無回答 



（栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践が重要）

「食事バランスガイド」を使った調査では、欠食がない人や、１日に米を食べる回数が多

い人の方が、バランスの良い食事をとっている人が多い傾向にあるという結果が出ている＊１。

このため、「食事バランスガイド」を効果的に活用し、米を中心として水産物、畜産物、野

菜等の多様な副食から構成される「日本型食生活」の実践を推進することが、健全な食生活

を実現するうえで重要である。一方、「日本型食生活」の実践の促進は、ひいては脂質の過

剰な摂取の抑制や米の消費の拡大をとおして、食料自給率の向上につながることが期待される。
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事 例食育推進に向けた取組 事 例

（1）「食事バランスガイド」を活用した弁当の開発
「食事バランスガイド」を認知から実践につなげ
る取組として、最近では、コンビニエンスストアや
中食、駅弁の店舗等で「食事バランスガイド」を活
用したバランスの良い弁当が開発されている。
例えば、駅弁では、「食事バランスガイド」のコ

マの形をした弁当箱に、コマのイラストと同じよう
に、上から順に十分な摂取が望まれる主食、副菜、
主菜等、5つの区分の料理を盛り付けた商品が販売
されている。通常あまり使用されない乳製品や果物
も入り、食事のバランスが視覚的にも意識しやすいものとなっている。バラ
ンスや健康に配慮した結果、この弁当は主菜が多くなりがちな駅弁のなかに
あって、ごはんが多めで、主菜・副菜等もバランス良く入っているのが特徴
となっている。さらに、「食事バランスガイド」を解説したお品書きも付いてお
り、購入した人が、食生活を見直すきっかけづくりにも一役買っている。この
弁当はメインターゲットのビジネスマンだけでなく、女性層等幅広い層に購入さ
れている。
また、健康志向の女性や中高年を対象とし、「見た目は可愛く、すべてを

おいしく食べきることができる」コンビニ弁当を大学と共同開発したり、食育に関心の薄いサラリーマンを
対象として、おつまみになるおかずを取り入れた弁当を開発したりするなどの取組が行われている。

（2）地元スーパーから伝える食育
北陸地方を中心に29のスーパーマーケットが加盟する協同組合では、「消費者に毎日の

食料品の販売だけでなく、より質の高い食生活の提案を行い、食について相談できるスー
パーとなり、消費者の信頼を得ることが重要である」との考えのもと、食育に関する取組
を始めた。
この背景には、大手スーパーの進出により、地元の小規模スーパー

での買い物客が減少したため、消費者とのつながりを深めることで地
元のスーパーの利用客を回復したいとのねらいがあった。
そこで、各スーパーの社員を対象に食育に関する資格の取得を奨励

し、認定を受けた社員を各スーパーに配置した。
毎月19日の「食育の日」には、「食育まつり」を加盟店の持ち回り

で開催し、セミナーや展示会、食事相談会、試食コーナー等、消費者
が参加しやすい取組を行っている。また、消費者の関心が高いメタボ
リックシンドローム、共働き家庭の献立といったテーマを取り上げる
ことで、食生活について考えてもらう絶好の機会となっている。
今後は、食育に関する資格を取得する社員の育成を強化し、毎月1つの加盟店で行っている「食育の日」

のイベントを、すべての加盟店で行えるようにすることや、農薬や化学肥料の使用量を削減した野菜を生産
者や関係機関と協力して販売することを目指している。

長
 野
 県
 岐阜県 

福井県 福井県 

石
 川
 県
 

富山県 

富山市 

コンビニ弁当

店内の様子

＊１　農林水産省「『食事バランスガイド実践週間』結果概要」（2007年６月実施）

特製お品書き付きの弁当



（「教育ファーム」の取組が有効）

食育の推進に当たっては、農林水産業に関する様々な体験活動等を通じて、国民一人ひと

りが食の大切さを実感し、食に関する感謝の念と理解を深めることが重要である。こうした

観点から、農林漁業者とふれあいながら、できるだけ多くの生産プロセスの体験の機会を提

供する「教育ファーム＊１」の取組が推進されている。

（「教育ファーム」の取組の推進に当たっては関係者間の連携が重要）

「教育ファーム」の取組の効果を発揮し、地

域に根付かせ発展させていくためには、関係機

関、関係者で取組のねらいを共有化するととも

に、それぞれの役割を発揮しつつ、連携してい

くことが重要である。また、市町村、学校、農

林漁業者等をはじめとする地域の様々な関係者

の連携を進めていくなかで、そのネットワーク

化を図る組織が立ち上がり、地域における「教

育ファーム推進計画」の策定につながることが

期待される。

福島県喜多
き た

方
かた

市
し

では、2007年度から農業教育特区として小学校に「農業科」を設け、学校、

保護者、地域等の関係者間で、目標を明確にし、農作業の実体験活動を重視した取組を行っ

ている。

（さらなる「教育ファーム」の推進が必要）

「教育ファーム」の取組に関して、市区町村が自ら実施または支援を行っている割合は、

５割（2007年11月現在）である（表Ⅱ－１）。

「教育ファーム推進研究会」において、「教育ファーム」の認知がまだ低いこと、体験の

場の確保や経費のあり方等の課題が指摘されており＊２、今後、「教育ファーム」のより一層

の推進が必要である。
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農業体験の様子

表Ⅱ－１　市区町村における「教育ファーム」の取組状況（2007年）

資料：農林水産省「農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）実態調査」（組替集計） 
　注：1）全国1,823市区町村（2007年11月1日現在）を対象に調査を実施（回答率99.6％） 
　　　2）食育推進基本計画（2006年3月決定）では「市町村等の関係者によて計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされて 
　　　  いる市町村の割合を平成22年度までに60％以上とする」目標が掲げられている。 

市 区 町 村 数 市区町村が支援 
し て い る  

単位：市区町村 

実　　　数 

構　成　比（％） 

1,815 

100.0

892 

49.1

395 

21.8

791 

43.6

923 

50.9

市区町村が自ら 
実施または支援 
し て い る  

市区町村が自ら 
実施している  

実施も支援も 
していない  

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　「教育ファーム推進のための方策について」（最終報告書）（2007年11月公表）



ウ　地産地消の推進
（地産地消が拡大）

地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産と消費を結び付

け、「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組であり、各地域で草の根的に大きな広

がりをみせてきている。また、地産地消は、小規模農家や高齢農業者も取組が可能であり、

食や農に関する理解の向上、地域の伝統的食文化の継承、地域活性化、食料自給率の向上と

いった多様な効果が期待できる。

地産地消の取組は、関係者の一体となった取組が重要である。このため、市町村等を主体

として、地域の実情に応じた実践的な取組を進めるための「地産地消推進計画」の策定を推

進しており、2007年８月末現在で全国942地区で計画が策定されている。

（農産物直売所は地産地消の活動の拠点）

全国には、各地域の農産物を扱う農産物直売所が１万４千施設あり、年間延べ２億３千万

人が利用するなど＊１、地産地消の活動拠点となっている。農産物直売所の利用者の８割以

上は「地産地消」の意味を理解して利用しており、６割が実践を心がけているなど、地産地

消の理解度や実践度が高まっていることがうかがえる（図Ⅱ－37）。

また、農産物直売所における地元農産物の取扱量は、販売総額の７割を占めているが＊２、

利用者は、仕入れ品は置かないでほしい（21％）、仕入れ品は地元産と明確に区別してほし

い（33％）など、地元産に対する志向が強くなっている。

（農産物直売所の３割は年間売上１億円以上であり、地域社会に貢献）

農産物直売所の年間売上げは増加傾向で、調査対象の３割の店舗が１億円以上を売り上げ

ており、１店舗当たりの平均年間売上げは、１億円になる見込みである（2006年）＊３。ま

た、近年では、農産物直売所は、教育・交流・福祉等の分野へ活動が広がり、社会的・経済

的波及効果の創出等、地域社会への貢献についても高く評価されている。５割の農産物直売

所が給食食材を供給していることから、地元農産物の安定的で対応力のある供給源としての

期待は高まる傾向にある。

＊１　農林水産省「農林業センサス｣（2005年）
＊２　農林水産省「平成19年農産物地産地消等実態調査」（2008年３月公表）
＊３ （財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国
実態調査」（2007年３月公表）。P104. 図Ⅱ－38の注釈参照
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図Ⅱ－37 農産物直売所利用者の利用動向

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所のお客様に対する利用動向アンケート調査」（2007年3月公表） 
　注：全国3店舗（都市部、都市近郊及び農村部店）の農産物直所の利用者571人から回答 

（地産地消の認知度及び実践度） （地域外の仕入れ商品） 

よくわからない 3％ 

未回答 
8％ 仕入れ品は 

置かないで 
ほしい 
21％ 

日常的に必要 
な野菜は仕入 
れ品でも置い 
てほしい 
20％ 

仕入れ品は構わな 
いが地元産と明確 
に区別してほしい 

33％ 

どちらでも構わない 
5％ 

仕入れ品は生産 
者から直接入れ 
たものに限って 
ほしい 
10％ 

実践を 
心がけ 
ている 
61％ 

心がけ 
ていない 
20％ 

理解している 
81％ 

理解して 
いない 
10％ 

知らな 
かった 

6％ 
4％ 

聞いたこ 
とはある 

未回答 
9％ 



（地産地消は農業や関連産業を活性化）

地産地消は、地域の農業と関連産業の活性化を図る取組としても重要である。農産物直売

所には、レストランや加工施設、研修・実習施設、体験農園等が併設されている割合が高く

（図Ⅱ－38）、農産物直売所が地元農産物の販売だけでなく、地域の特性を活かした食育や食

品関連産業の拠点として機能していることがうかがえる。

（学校給食における取組も重要）

地産地消の推進には、農産物直売所と並び、学校給食における取組が重要である。学校給

食における地元農産物の使用割合（都道府県単位）は、食育推進基本計画において2010年度

までに30％以上とする目標が設定されており、使用割合増加に向けた取組が推進されている。

米飯給食については、日本文化としての稲作について理解を深める教育的意義等から、実

施回数の目標は週当たり3.0回程度とされているが、現在は2.9回＊１となっている。また、米飯給

食の週当たりの実施回数と１人当たりの米の消費量には、一定の相関がみられる（図Ⅱ－39）。

一方、地元産小麦を使用したパンやうどんが学校給食に提供されるなど、各地域の特徴を

活かした取組もみられる。学校給食に民営委託方式が導入されるなどの動きがみられるなか、

地元農産物の利用拡大の取組が円滑に進むよう、多くの利害関係者を調整するコーディネー

ター等の人材育成への支援が重要である。
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図Ⅱ－38 直売所と経営を同一にする付帯施設

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度 農産物直売所（常設・有人・周年営業）の運営内容に関する全国実態調査」 
　   （2007年3月公表） 
　注：全国の農産物直売所4,645店を対象として実施（回収率30.0％） 

食堂・レストラン 

加工施設 

研修・実習施設 

簡易食堂 

体験農園 
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宿泊施設 

その他 
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41.1
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図Ⅱ－39 週当たり米飯給食の実施回数と米消費量

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2006年）、厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2003～05年平均） 
　　を基に農林水産省で作成 
　注：「関東Ⅰ」は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。「関東Ⅱ」は茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県。 
　　　「近畿Ⅰ」は京都府、大阪府、兵庫県。「近畿Ⅱ」は奈良県は和歌山県、滋賀県。「北九州」は福岡県、佐賀県、 
　　長崎県、大分県。「南九州」は熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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＊１　文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2006年）
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図Ⅱ－40 地産地消モデルタウン構想

きときと氷見地消地産推進協議会 

消費者部会 学校給食部会 病院・福祉部会 旅館・民宿・観光部会 

生産者 

消費者 

氷見市地消地産推進条例(仮称)の制定 拠点施設 

・加工施設（米飯給食、もち加工、伝承漬物） 
・交流体験施設（食育講座、体験、情報発信） 
・直売所 

・農林水産業の活性化と食料自給率の向上 
・地域特産物の生産拡大と中山間地域の定住促進 
・耕作放棄地の解消 
・食生活の改善と食育推進 

目標 

・農業産出額の増加 
・農産物の県内出荷額の増加 
・学校給食の地元産食材の利用拡大 
・交流人口の増加 

成果 

資料：きときと氷見地消地産推進協議会「食育等との連携による地消地産モデルタウン構想」を基に農林水産省で作成 

（地産地消モデルタウンを推進）

地産地消の活動を、地域一体で取り組む「地産地消モデルタウン」が推進されている。

2007年４月には、富山県氷見市
ひ み し

が地産地消モデルタウンとして採択されている（図Ⅱ－40）。

氷見市では、「地域の需要動向を把握しながら、それに見合った生産計画をたて、安定的

な生産体制を構築する」という意味で「地消地産」と言い換えて、これを推進している。今

後、氷見市では、地消地産推進条例（仮称）を制定し、食育の推進とともに、農林水産業の

活性化と食料自給率の向上、地域特産物の生産拡大と中山間地の定住促進等を目標とした取

組を強化することとしている。

強い農業づくりに向けた地産地消の取組 事 例

愛媛県今治
いまばり

市
し

のJAおちいまばりでは、地元農産物の生産・消費拡大、農家の農業所得
増大を図る観点から、「産消提携」を進めていくことを目的として、農産物直売所、体
験・実習農園、レストラン、加工施設及び研修施設からなる地域農業振興の拠点施設を
2007年 4月に整備した。
同施設は「農強」（強い農業を

目指す）をロゴマークとして、①
直売所の販売価格は生産者自ら設
定し、②生産者の携帯端末に売上
情報を15分おきに配信するなど
により、多くの農産物直売所の平
均売上げが約 1億円というなか、
13億円の売上げが見込まれてい
る（2007年）。また、体験・実習
農園では、退職者や一般市民に研
修目的で農地を貸し付けている。
直売所が午前中で品薄となる状況
の解消、退職者の農園利用率の拡
大が課題となっている。

今治市 

愛媛県 高知県 

ロゴマーク

売上情報が表示、メール
配信される



エ　食料産業の動向
（食料にかかわる問題には食料産業が一体で取り組む必要）

食料は、人間が生きていくためにはもちろん、安心で質の高い暮らしを実現するうえでも

必要不可欠なものであり、将来にわたって、安全な食料が合理的な価格で安定的に供給され

る必要がある。食料の供給を担ういわゆる食料産業は、農水産業をはじめとして、食品産業

（食品製造業、食品流通業、外食産業）、これらに関連する資材供給産業、流通業といった食

にかかわるすべての産業から構成されている。

食料産業は、生産から消費に至る連鎖体系を構築し、互いに密接に関連しており、また、

食料をめぐる需要、供給、技術といった様々な環境変化の影響を共通して受けるため、食料

にかかわる諸問題の解決には、食料産業を構成するすべての産業が一体となって取り組む必

要がある。

（食料産業の経済規模はGDPの１割）

食料産業の国内総生産（GDP）＊１は、前年度より2.6％減少して48兆円となっている（2005

年度）。これは全産業の9.6％を占め、我が国経済のなかで一大産業分野となるとともに、地

域経済においても重要な産業分野となっている。

食料産業における各業種の割合を1970年度と2004年度で比較すると、農漁業が３割から１

割に減少し、その分飲食店と商業（食品卸・小売業）の比率が上昇している（図Ⅱ－41）。

また、農水産物の国内生産が12兆円であるのに対し、飲食費としての最終消費額は80兆円の

規模まで膨らんでいる＊２。

これは、高度経済成長期以降、国民所得の伸び等を背景として、ライフスタイルの変化と

ともに、食生活の多様化や食料消費の量的拡大、食の外部化が進展するなか、国内生産では

供給困難な農水産物の輸入が増加していること等が影響していると考えられる。
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図Ⅱ－41 食料産業の国内総生産における業種別割合の推移

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」 
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＊１　［用語の解説］を参照
＊２　総務省他９府省庁「産業連関表」（2000年）を基に農林水産省で試算



（各種のコスト上昇により厳しい経営状況）

食品産業は、人口減少、少子・高齢化の進展に伴う国内市場の量的飽和・成熟化に直面し

ている。特に最近では、国際穀物相場や原油価格の高騰により原料調達コストや製造・輸送

コストが増加する一方、食品の安全性に対する消費者や取引先の信頼を得るためにも一定の

コストをかける必要が生じている。

このため、食品産業に属する多くの企業でコストが利益を圧迫するなどし、食品産業の意

識調査によると、１、２年前と比べた経営状況は厳しくなっている（図Ⅱ－42）。業種別に

その理由をみると、食品製造業では原料価格の上昇、卸売・小売業では業界内における価格

競争、中食・外食では人材確保が困難ななかでの人件費の上昇となっている＊１。

（大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上げを表明）

このような厳しい経営状況の一方で、生活意識に関するアンケート調査＊２では、１年前

と比べて現在の収入が減ったとする者が５割近くに達し、「１年後の支出を現在より減らす」

とする割合も高まってきており、消費者は収入が伸び悩むなか、支出を減らす傾向にある。

このようななか、食品製造業者は、工場の集約化等による生産性向上や物流拠点の統廃合

等によるコスト削減の努力を行っている。しかし、コスト上昇が企業努力で対応可能な限度

を超えているものもあり、昨年秋以降、大手食品製造業者を中心に相次いで製品価格の引上

げが表明され、一部で出荷段階の取引価格が上昇している（図Ⅱ－43）。

また、食品小売業においても、物流コストの徹底削減、プライベートブランドの品目拡充

等による小売価格抑制のための努力が行われているが、仕入価格の上昇等により、一部の商

品で値上げが行われている。このため、消費者物価指数をみると、生鮮食品を除く食料の価

格は徐々に上昇する動きがみられる（図Ⅱ－44）。

食品産業においては、厳しい経営の状況に加え、業界内の競争激化等から、資本提携や合

併、買収を行う動きがみられており、今後このような動きが一層進行する可能性がある。
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図Ⅱ－42 食品産業の１、２年前と比べた経営状況

資料：農林水産省「食品産業の意識調査」（2007年8月公表） 
　注：食料品の製造から流通・販売にかかる関係企業を対象として業界団体経由で実施したアンケート調査（回答総数914） 
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資料：日本銀行「企業物価指数」 
　注：1）企業物価指数とは、生産者出荷段階（一部は卸売出荷 
　　　  段階）の取引価格を指数化したもの 
　　　2）調製食品とは、加工食品のうち、加工原料食品（小麦 
　　　  粉、精製糖等）、飲料、氷、たばこ以外のもの 

資料：総務省「消費者物価指数」 
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図Ⅱ－43 国内企業物価指数の推移
（調製食品、2005年＝100）

図Ⅱ－44 消費者物価指数の推移（生鮮食品
を除く食料、2005年＝100）

＊１　農林水産省「食品産業の意識調査」（2007年８月公表）
＊２　日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」（第33回）（2008年４月公表）。３か月ごとに実施



（外食産業のなかには地域別価格を導入したものもある）

外食産業は、全国展開するフランチャイズチェーンが目立つ一方、店舗数では個人による

零細経営が圧倒的多数を占めている。従業者は、フランチャイズチェーンを中心に、非正規

雇用者の比率が高いという特徴がある。また、経営面をみると、飲食店の売上高に占める食

材仕入額の比率は３割程度であり＊１、販売価格の変更は容易ではないことから、食材価格

の安定は非常に重要である。

2007年には、人件費や食材価格の上昇を受け、大手外食チェーンの一部でメニューの値上

げが行われた。値上げをした企業のなかには、地域別価格を導入したものもある。これは、

都市部において人件費や家賃が上昇していることに加え、消費者の購買行動を考慮した結果

とみられている。

（卸売市場経由率は低下傾向）

生鮮食料品が卸売市場を経由して流通する数量（花きは金額）の比率（卸売市場経由率）

は、近年、卸売市場を経由することが少ない輸入品が増加していること等により低下し続け

ているが、依然として高い水準を保っている（図Ⅱ－45）。これは、卸売市場には、多数の

供給者と需要者の間で、供給量の変動が大きく品質の劣化が早い商品を大量・迅速に流通さ

せるとともに、豊富な品揃え、大量単品目から少量多品目への迅速な集分荷、公正な価格の

形成といった機能があるためである。しかし、卸売市場の取扱高の減少や買付販売の増加と

いった取引方法の変化は、卸売業者の経営

に影響を与えている。

一方、2007年４月には、「食品流通構造

改善促進法」に基づき、食品流通部門の構

造改善を図るための基本方針が見直され

た。これに基づき、インターネットを活用

した食品販売等多元的な流通経路を形成す

ることや、産地や調理方法等の食品情報を

消費者に提供する機能を強化すること等、

食品流通業者等による流通機構の合理化や

流通機能の高度化への取組に対し、国によ

る支援が行われている。
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我が国の外食の歴史

現在、我が国の一大産業分野となっている外食は、20世紀後半に急速に成長して現在の姿となったが、
その歴史は江戸時代にさかのぼるという説がある＊２。これによると、外食施設の始まりは、京、大坂、江
戸にできた旅

はた

籠
ご

や茶屋（茶店）である。19世紀初頭の江戸の市街には人口約170人に 1軒の飲食店があった
と推計され、当時の世界で飲食店が最も高密度に分布していた都市とされる。この背景として、男性独身者
の人口比率が非常に高く、日銭の現金収入がある職人の多かった都市であったことが指摘されている。また、
食べ歩きを楽しむ食通や地方から来た人に対するレストランガイド（相撲の番付に擬した形で店の格付をし
たものが多い）も公刊されていた。
多くの国で高級料理が王や貴族のための料理として発展してきた一方、我が国では町人がつくり上げた料

理が現代の高級日本料理の基礎となっているという特色がある。

資料：農林水産省「食料需給表」等を基に農林水産省で推計 

％ 
90

85

80

75

65

70

60

0

82.6

65.8

62.9

花き 

青果 

水産物 

1993 
年度 

95 97 99 03 042001

図Ⅱ－45 卸売市場経由率の推移

＊１ （独）農畜産業振興機構「平成17年度　食肉消費構成実態調査報告書」（2005年９月公表）
＊２ 石毛直道「外食の文化史序説」（石毛直道監修「講座　食の文化　第五巻 『食の情報化』」（1993年４月、（財）味
の素食の文化センター）より）



（食品産業の再生利用等実施率は着実に向上）

食品リサイクル法＊１は、食品循環資源＊２の再生利用と食品廃棄物等の発生抑制・減量に

より循環型社会を構築することを目的として、2001年に施行された。その結果、2006年度の

食品廃棄物等の再生利用率＊３は、食品産業全体で59％まで上昇し、また、食品リサイクル

法で規定している肥料、飼料等への再生利用率は48％まで上昇しているが、食品廃棄物等の

発生量は約1,100万tと抑制が進んでいるとは言い難い状況にある（図Ⅱ－46）。また、食品

小売業や外食産業では、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、依然として

十分な再生利用等が行われていない。

（事業者ごとの再生利用等実施率目標を実施状況に応じて設定）

このため、2007年に食品リサイクル法が改正され、食品関連事業者に対する国の指導監督

を強化する観点から、毎年度、同法に基づく取組状況等について報告することが義務付けら

れた。さらに、個別の事業者の再生利用等実施率目標を、その実施状況に応じて設定するこ

とにより、食品循環資源の再生利用等の一層の促進を図っていくこととされた（表Ⅱ－２）。

なお、再生利用に当たっては、飼料自給率向上とともに、飼料価格高騰への対応等の観点か

らも飼料化を優先的に行う必要がある。
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図Ⅱ－46 食品廃棄物等の発生量と再生利用量の推移

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」 
　注：（　）内は食品廃棄物等の発生量に占める割合 

2002年度 03 04 05 06

万ｔ 

再生利用量のうち 
食品リサイクル法で規定している用途 

1,131.4 1,134.8 1,135.8 1,136.2 1,135.2

506.0 
（45%） 

554.9 
（49%） 

579.3 
（51%） 

666.4 
（59%） 

670.7 
（59%） 

391.5 
（35％） 

426.9 
（38％） 

444.4 
（39％） 

530.0 
（47％） 

542.5 
（48％） 

1,200

1,000

800

600

400

200

0

再
生
利
用
量
 

食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
 

資料：農林水産省作成 

毎年度の基準実施率 ＝ 前年度の基準実施率 ＋ 前年度基準実施率に応じた増加ポイント 

（ただし、2007年度の基準実施率は、2007年度再生利用等実施率（実績）とする） 

※2007年度再生利用等実施率が 
　20％未満の場合は、20％とし 
　て基準実施率を計算する。 

前年度の基準実施率区分 

20％以上50％未満の事業者 

50％以上80％未満の事業者 

80％以上の事業者 

増加ポイント 

2％ 

1％ 

維持向上 

 

表Ⅱ－２　事業者ごとの食品循環資源の再生利用等の実施率目標

＊１　正式名称は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
＊２ 食品循環資源とは、食品廃棄物（食品の製造過程で発生する残さ、外食過程で発生する食べ残し等）のうち、肥
料・飼料等への再生利用により資源として有効利用されるもの

＊３ 食品廃棄物等の発生量に占める再生利用量（食品循環資源として肥料・飼料等の製品の原材料に利用する量）の
割合



（リサイクル・ループの構築を促進）

また、今回の食品リサイクル法改正では、食品関連事業者の店舗等で発生した食品循環資

源を肥料や飼料として再生利用し、それを利用して生産された農畜水産物等を同じ食品関連

事業者が利用する「リサイクル・ループ」の構築が促進されることとされた（図Ⅱ－47）。

具体的には、食品関連事業者、リサイクル業者、農林漁業者等の三者が連携して、食品循環

資源について循環型の再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、食品

循環資源の収集運搬について、一般廃棄物にかかる廃棄物処理法上の許可が不要とされた。

さらに、従来、食品残さの飼料化（エコフィード）の取組は主に食品製造業者によって行

われてきたが、今回の食品リサイクル法改正を契機に、コンビニエンスストアのような食品

小売業者等にも取組が広がりつつある。飼料価格の高騰から、エコフィードには輸入飼料の

代替品としての期待が高まっており、安定的な供給や品質の安定性の確保、エコフィードを

利用した畜産物に対する消費者の理解の醸成が課題となっている。
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図Ⅱ－47 食品リサイクル法改正による再生利用事業計画の認定制度の見直し

A市 

改正前 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 

リサイクル 
業者E

B市 C市 D市 

食品関連事業者の店舗 

食
品
循
環
資
源
 

廃掃業者A 廃掃業者B 廃掃業者C 廃掃業者D

特定肥飼料等 
農業者F

F市 

資料：農林水産省作成 

A市 

改正後 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 

リサイクル 
業者E

B市 C市 D市 

食品関連事業者の店舗 

廃掃業者A

特定肥飼料等 

食品循環資源 

農業者F

F市 

農
畜
水
産
物
等 リサイクル・ 

ループの完結 

食品リサイクルを地産地消に結び付けている取組事 例

愛知県稲沢
いなざわ

市
し

に本社をおく小売業者は、東海地方を中心に総合スーパーマーケットのチェーン展開を行っ
ている。各店舗の食品売場では、食品の売れ残りのほか、加工・調理過程で大量の食品廃棄物が発生してい
たが、食品リサイクル法の施行後、その発生抑制と減量に取り組んできた。
また、食品循環資源の再生利用に当たっては、一般廃棄物処理業者や愛知県経済農業協同組合連合会

（JAあいち経済連）と協力している。具体的には、各店舗で発生する食品残さを一般廃棄物処理業者がたい
肥化し、JAあいち経済連がこれを購入して調製したのちに農家に販売し、そのたい肥を使って生産された
農産物の全量をこの小売業者が買い取って販売すると
いう取組を始めた。商品の仕入担当は、この農作物の
品質や収穫量が十分に把握できず、販売に消極的であ
った。しかし、売場に生産者の顔写真入りのプレート
を付け、食品リサイクルのパネルを掲示し差別化を図
ると、消費者の関心を呼び、顔の見える農産物として
人気が高まり、積極的に販売を行うことになった。今
後、同様の取組を行う店舗をふやしていく予定である。
この事例では、環境に配慮した小売店の取組が、環境
問題への貢献に加え、地産地消にもつながり、消費者
と生産者にも好影響を与えている。 差別化した売場

稲沢市 

静岡県 

岐阜県 
長野県 

愛知県 



（東アジア食品産業活性化戦略により我が国食品産業の国際競争力を強化）

我が国は人口減少や少子・高齢化に直面しており、食料品に対する需要は量的に飽和状態

にある。一方で、東アジアは経済発展が著しく、食料品需要も量的・質的に成長しつつある。

東アジアにおける食料品需要は、世界全体のなかでも大きい割合を占めるようになってお

り、食料調達力が増しつつある。

現在、我が国の食品産業は欧米に比べ海外展開が遅れているなか、これまでどおり国内需

要に依存したままの構造では、国際競争力が低下し、食料の安定供給機能にも支障が生じる

おそれがある。

このため、政府は2006年に「東アジア食品産業活性化戦略」を策定し、ASEAN各国、中

国、韓国を基本としてインドも視野に入れた我が国の食品産業の対外投資を促進している。

これは、東アジアとともに成長・発展するという視点に立ち、この地域の活力を活かして、

我が国食品産業の国際競争力の強化を図るものである。

（東アジアへの投資促進には情報収集が重要）

国内企業が外国へ投資を行うに当たっては、情報収集が非常に重要である。2007年度、政

府は、（財）食品産業センター内に食品産業海外事業活動支援センターを設置し、東アジア主

要都市と国内で情報を共有化するための組織の構築を進めている。同センターでは、東アジ

ア各国における外資導入に関する制度や投資環境を調査するとともに、主要都市に設置する

協議会を通じた情報収集により必要な情報の共有化・活用を行うこととされている（図Ⅱ－

48）。
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図Ⅱ－48 東アジア食品産業活性化戦略の推進体制

【食品産業海外事業活動支援センター】 
（（財）食品産業センター内） 

東アジア主要都市 
【食品産業海外連絡協議会】 

【概要】 

●投資環境情報の整理・分析 
●知財権保護にかかるセミナー等の開催 
●人材バンクへの専門家の登録と派遣 
●ホームページ等を通じた各種情報の提供 

・現地の食習慣、消費動向等の調査 
・食品に関する法制度、事故等トピックスの収集 
・日系食品企業との意見交換の実施　等 

●海外投資に関する相談対応 
●知財権侵害にかかるミッション団の派遣 
●人材育成のための研修会等の実施 

【業務内容】 

東アジア各国・各地域への投資や事業拡大に関心がある食品企業に対して、 
東アジア各国の各種投資環境等に関する情報提供や専門アドバイザーによる相談を無償にて実施 

情報の共有化 
連携支援体制 

国内地方主要都市 
【食品企業相談等】 

【業務内容】 

・地域の食品企業からの相談、問合せへの対応 
・セミナー等、関連イベントの紹介　等 

【業務内容】 

資料：農林水産省作成 

JETRO海外事務所 
（北京・上海・広州・バンコク・シンガポール） 

農林漁業金融公庫支店、 
JETRO貿易情報センター、地方農政局等 



（３）食の安全と消費者の信頼の確保

ア　食品の安全確保
（食の安全と消費者の信頼の確保が安心できる食生活の実現につながる）

安全な食料の安定供給や国民の健康保護には、有害化学物質・微生物等を含む食品による

健康被害を未然に防止するための「食品の安全」を確保する取組のほか、動植物検疫、栄養

や食事習慣に関する施策等までを含めた「食の安全」を確保する取組が重要である。これに

加えて、食品表示の適正化等消費者の信頼を確保するための取組を実施することにより、消

費者にとって安心できる食生活の実現につながっていくこととなる。

（生産から食卓までの安全確保が重要）

安全な食品を消費者に供給するためには、生産から食卓までを通じて安全確保の徹底を図

ることが必要である（図Ⅱ－49）。

（リスク分析を実施）

食品の安全確保に当たっては、問題・事故への事後対応ではなく、健康への悪影響を未然

に防ぐために、食品、飼料等に含まれる有害物質の毒性や分布の実態を把握して健康への悪

影響を最小にするリスク管理が重要であり、これは国際的な共通認識となっている。

我が国においても、このような認識に基づき、食品の安全確保についてリスク分析の取組

が行われている（図Ⅱ－50）。

112

第
１
部

第
Ⅱ
章

図Ⅱ－49 生産段階から加工・流通段階にわたる安全確保の徹底

資料：農林水産省作成 

生産段階 加工・流通段階 

生産者 食品 消費者 農畜水産物 

農林水産省 
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保） 

連携 
農林水産省 

（生産工程における規制等） 
厚生労働省 

（食品衛生規制等） 

食品安全委員会 
（人の健康に与える影響の科学的評価） 

図Ⅱ－50 リスク分析の枠組み

資料：農林水産省作成 

リスク分析 

何らかの問題が発生する可能性がある場合、問題発生を未然に防止したり悪影響の起きる可能性を低減したりすること 

■リスク管理 
　どの程度のリスクがあるのかを実態調査すること等により知ったうえで、リスクを低くするための措置を検 
　討し、必要に応じて適切な措置をとること 

■リスク評価 
　食品中に含まれる有害物質等を摂取することにより、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影響が起き 
　るかを科学的に評価すること 

■リスクコミュニケーション 
　リスク分析の全過程において、消費者等関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること 



（輸入品の安全確保のため各国との情報交換・連携を実施）

2007年５月以降、食品を含めた輸入品の安全性への不安感が世界的に高まっている。この

ようななか、輸入品が大きな比重を占める我が国においては、必要に応じて輸入品の安全対

策について輸出国政府や輸入業者とも連携しつつ、輸入品の安全対策を強化することにより

国民の安全・安心を確実にすることが求められている。

このため、同年７月に、輸入品を扱う民間団体と関係省庁＊１による「輸入品の安全確保

に関する緊急官民合同会議」が開催され、各国との情報交換・連携により輸入品の安全確保

を図ることとされている。

また、厚生労働省は、輸入食品の安全を確保するため、年度ごとに「輸入食品監視指導計

画」を策定し、重点的、効率的かつ効果的な輸入食品の監視指導の実施に取り組んでいる。

さらに、農林水産省と環境省において、米国でのペットフードによるペットの健康被害の

発生後、2007年８月に有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」が開催さ

れた。同研究会での議論の結果、同年11月に、国内で流通するペットフードの安全を確保す

るうえで法規制を導入すべきことが提言された。これを受け、ペットフードの基準・規格を

設定し、これに合わないものの製造を禁止すること等を内容とする「愛がん動物用飼料の安

全性の確保に関する法律案」が、2008年３月、第169回国会に提出された。

（工程管理手法の導入が重要）

農産物の安全確保については、最終産物の有害物質残留量の検査による品質管理よりも、

生産工程の各工程を記録・点検することにより品質管理を行う手法（工程管理）の方がより

効果的でかつ管理コストにも優れることから、世界的に主流となっている。我が国において

も、工程管理手法を積極的に導入・推進することにより、食品安全を確保することが重要で

ある。

食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重要管理点）

を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP
ハ サ ッ プ

（危害分析・重要管理点）手法を導入す

る企業が増加しているが、設備資金調達や人材面等の問題から導入を検討している企業の広

がりはみられない状況にある（図Ⅱ－51）。
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図Ⅱ－51 HACCP手法の導入状況

資料：農林水産省「平成18年度食品産業動向調査」（2006年11月公表） 
　注：日本標準産業分類による食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業（製氷業、たばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く）を営む企業で、 
　　従業者のうち常用雇用者が5人以上の企業2,600社を対象に実施（回収率64.7％） 

0 20 40 60 80 100
％ 

手法の考え方を 
よく知らない 

予定はない 導入を検討 導入済み3.3

導入途中7.1

4.0

2000年 30.0 29.4 30.2

06 10.6 27.9 37.8 19.7

＊１　内閣官房、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省



（2011年度までに主要産地でGAP
ギャップ

を導入）

一方、農業生産工程全体を適切に管理していく手法としてGAP（農業生産工程管理手法＊１）

が世界的に取り組まれており、EUにおいて導入されているGLOBALGAP
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

＊２をはじめとして

広く普及している。我が国においてもGAPの取組が進められており、都道府県において

GAPの推進体制の整備が進んでいるが、現状ではGAP手法に取り組んでいる産地や農業者

の数は限られている。

このため、まずは全国的に汎用性の高いGAP手法のモデルとして、基礎的な事項につい

て取りまとめられた「基礎GAP＊３」や「導入マニュアル」を活用して、すべての販売農家、

産地の関係者を対象にGAP手法自体の普及・啓発や実践支援を図り、2011年度までに野

菜・果樹や米麦等のおおむねすべての主要な産地（２千産地）においてGAPの導入を目指

すこととされている（図Ⅱ－52）。
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図Ⅱ－52 GAP手法導入・推進に向けた施策

資料：農林水産省作成 

情報交換 

普及・啓発 

実践支援 

○農林水産省ホームページに専用コーナーを開設 ○「GAP手法導入・推進会 
　議」を開催し、国の取組 
　方針を周知するとともに、 
　情報共有、意見交換を通 
　じて国全体としてGAP手 
　法の導入・推進を図る。 

○GAP手法推進パンフレットの配布 
○全国的に汎用性の高い基礎的な 
　GAP手法モデル（基礎GAP）の公表 

○「GAP手法導入マニュアル」の公表 
○普及指導員を対象とした研修 
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援 

GAPを基本とした農業生産の取組事 例

JAあいち中央チンゲン菜生産部会（愛知県安
あん

城
じょう

市
し

と碧南
へきなん

市
し

）は、2001年度に12戸の部会員全員がエコフ
ァーマーの認定を受けるなど、環境保全型農業に取り組んできた。2007年度からは、県の普及組織の協力
のもと、GAP手法を導入した。この取組は、愛知県が環境と安全に配慮
した農業への取組を促進するため、「環境」、「安全」、「安心・信頼」をキ
ーワードとした「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」を2006年３月
に策定したことがきっかけとなっている。このマニュアルは、生産者が配
慮すべき事項とともに、これらを守るためのチェックシートである「環
境・安全やろまいシート」（「やろまい」というのは「やりましょう」の方
言）のひな形を示したものである。
これを受けて、同生産部会は、部会版の「環境・安全やろまいシート」

を作成し、チェックシートによる確認を着実に実施するよう取り組んでい
る。取組が始まって間もないので、生産物の付加価値向上までにはつなが
っていないが、生産者が自分の仕事の内容を見つめ直すきっかけになると
いうメリットが現れている。また、消費者や流通業者から生産情報を聞か
れた場合には情報提供することも可能となっている。
GAPや環境に配慮した生産を行う取組を消費者にも知ってもらうとと

もに、QRコードを印刷した生産者カードを活用してホームページ上で生産
者情報を提供するなど、産地としての価値を認めてもらうよう取り組んでいる。

たい肥散布による土づくり

＊１、２、３　［用語の解説］を参照

碧南市 

安城市 

愛知県 

岐阜県 長野県 

静岡県 



イ　動植物検疫等の取組
（高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜の伝染性疾病対策を実施）

食品の安全確保を図るとともに、家畜や農作物の病気、害虫のまん延防止により食料の安

定供給を図ることも重要である。我が国で2007年１月に発生した高病原性鳥インフルエンザ

については同年３月にはすべての防疫措置が完了し、同年５月には我が国は国際獣疫事務局

（OIE）の規定により清浄国に復帰した。また、インドネシア、ベトナム等14か国（2008年

３月18日現在）で高病原性鳥インフルエンザの鳥から人への感染事例が確認されており、こ

れが人から人への感染力をもつ新型インフルエンザに変異し、世界的に大流行するのではな

いかと危惧されている。これを受けて、新型インフルエンザ対策の一環として、また、家き

ん段階における本病の早期撲滅を推進するため、我が国ではアジアを中心に家きんの防疫対

策への支援等、積極的な国際貢献が行われている。

海外では、高病原性鳥インフルエンザ以外にも、口蹄疫や豚コレラといった家畜の伝染性

疾病が広く発生しており、輸入品による侵入を防ぐため、海外での発生状況の情報収集、輸

入禁止や輸入検疫、空海港における靴底消毒等が行われている。また、国内の家畜の伝染性

疾病に対しては、従来から国や都道府県等が検査や発生時のまん延防止措置、自衛防疫の指

導等を実施しており、広く家畜の飼養衛生管理基準に基づき飼養管理を推進するとともに、

農場段階におけるHACCP方式を活用した衛生管理の推進により、衛生管理の充実・強化が

図られている。

（植物検疫制度の見直しを実施）

輸入農産物の量や種類の増加に伴い、我が国への病害虫侵入リスクが高まっており、

WTOでは、加盟国は「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」（SPS協定）により、科学的

な根拠や国際基準がある場合は、それに基づいた様々な措置をとることが認められている。

過去、世界では植物病害虫の侵入被害により農業生産に壊滅的な被害を被った例もあること

から、我が国の植物防疫制度についても科学的なリスク評価に基づき検疫対象病害虫を見直

すなど、より効率的・効果的な植物検疫を実施するため、病害虫の侵入リスクに応じた検疫

制度への見直しが行われている（図Ⅱ－53）。
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図Ⅱ－53 リスクに応じた検疫措置

資料：農林水産省作成 
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ウ　消費者の信頼の確保
（食品表示に対する関心の高まり）

2007年には、米をはじめとした生鮮食品や、菓子や調理食品といった加工食品における表

示偽装事件が相次いで発生した。食品表示は消費者の商品選択の際の基準となるものであり、

一連の事件は消費者の信頼を裏切り、また、食品表示に対する信頼を揺るがすものである。

このような事態を受け、賞味期限や原材料の表示といった食品表示に対して消費者の関心が

高まっている。

（生鮮食品の不適正表示は増加傾向）

「農林物資の規格化及び品質の適正化に関する法律」（JAS法）では、すべての飲食料品

が生鮮食品と加工食品に区分され、品質表示基準に基づき、名称、原産地、原材料等の表示

を義務付けられている。小売段階における生鮮食品の表示については、原産地、名称ともに

表示の欠落は減少しており、大多数の店舗では適正な表示が行われていることがうかがわれ

る。しかしながら、違反数自体は少ないものの、表示の欠落を除く不適正表示は増加傾向に

ある（図Ⅱ－54）。

（有機JAS規格の格付方法に関する検討を開始）

有機JAS規格については、1999年に国際的な基準が制定されたことを受け、2000年に有機

農産物やその加工食品に関するJAS規格、2005年に有機畜産物に関するJAS規格が制定され、

表示の適正化と生産物の規格化が図られてきた。

このようなことから、一般消費者の認知度は高まっているものの、不適正な格付事例がみ

られたことや、制度が発足して７年が経ったことから、2008年２月以降、有機JAS規格の認

定の仕組みについて検証するための検討会が開催されている。
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図Ⅱ－54 生鮮食品の不適正表示の推移

資料：農林水産省「生鮮食品の品質表示実施状況調査」 
　注：1）各年度とも小売店舗3万店舗以上を対象として、名称及び原産地の表示状況を調査 
　　　2）不適正表示率は、表示の欠落を除く不適正な表示の割合 

（生鮮食品の表示欠落率（店舗ベース）） （不適正表示率（商品ベース）） 
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（消費者と行政が一体となって食品表示を監視）

食品表示に対しては、行政による監視・指導と、消費者による監視が行われている。この

うち、行政による監視・指導は地方農政局や都道府県、警察等の関係機関の連携により行わ

れている（図Ⅱ－55）。また、広域、重大な案件に対して機動的な調査を行うため2008年度

から「食品表示特別Gメン」を新設して、不正表示の監視取締体制を強化することとされて

いる。

一方、消費者による監視は、食品表示ウォッチャー、食品表示110番として行われている。

食品表示ウォッチャーは、行政から委嘱を受けた消費者（2007年は５千人）が食品の品質表

示状況を日常的にモニタリングし、表示義務事項の欠落等不適正な食品表示の実態について

農林水産省関係機関に情報提供を行っている。また、食品表示110番は、広く国民から食品

の表示についての情報提供や質問を受け付けるホットラインであり、その件数は年々増加し、

2007年には約１万７千件の情報が寄せられている。

（業者間取引における食品表示のあり方を検討）

JAS法における食品への品質表示については、消費者の選択に役立てることを目的とした

制度であることから、最終製品の製造業者等のみに義務付けられていた。しかしながら、

2007年に、表示義務の対象とされていなかった業者間取引において不正が行われ、結果的に

最終商品の表示が不適正となった事案が発生したことから、消費者の食品表示に対する不信

感が高まった。

このような状況を踏まえ、消費者の食品表示に対する信頼を向上させるため、食品の業者

間取引について、表示のあり方を広く検討するための検討会が開催された。検討会における

検討の結果、品質表示基準を改正して業者間で取引される加工食品等にも表示を義務付け、

不適正表示に対する抑止力を高めることが適当であるとされた。これを受け、2008年４月か

ら、改正された品質表示基準が適用されている。

このように、種々の取組が進められているものの、正しい食品表示を徹底するためには何

よりも食品事業者の意識改革が重要であり、コンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持

等）の徹底が必要不可欠である。
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図Ⅱ－55 食品表示監視・指導体制

資料：農林水産省作成 
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（１）農業労働力の現状

ア　農業労働力の動向
（昭和一けた世代のリタイアにより農業労働力のぜい弱化の進行が懸念）
我が国は人口減少社会に入るなか、労働力人口＊１は1998年の6,793万人をピークに減少局

面を迎え、2007年には6,669万人となり、2030年（24年後）には6,180万人になるとの試算も
示されている＊２。農業分野では、現在、農業労働力の主力となる基幹的農業従事者が65歳
以上で６割となっており＊３、近い将来、昭和一けた世代をはじめ我が国農業を支えた高齢
者の多くが引退することが見込まれ、農業労働力のぜい弱化の進行が懸念されている。

（多様な人材が就農しやすい支援措置が重要）
新規就農者数（自営農業に就農した者で新規参入者の数を含む）は７万５千人で、60歳以
上が半数を占め、39歳以下の新規就農青年は１万１千人で、そのうち2,480人が新規学卒者
となっている＊４。農業高校等の専門高校が減少し､総合学科の設置等の動きがみられるなど、
農業高校、道府県農業大学校は厳しい状況におかれているが、新規学卒就農者の３割が農業
高校の卒業生で､４割が道府県農業大学校の卒業生であるなど、今後の農業の担い手の多く
を輩出しており、依然重要な役割を担っている。
今後、農業労働力を確保するためには、若者や中高年の活用を図ることも重要であり、フ
リーターや団塊の世代等に農業の魅力を伝え、農業に対する関心を高めることで、意欲と能
力のある多様な人材に農業を職業として選択してもらうことが重要である。しかし、新たに
農業経営を開始する場合、営農技術の習得をはじめ、農地や資金の確保といった課題がある
（図Ⅱ－56）。また、農家以外の新規就農者は、就農地域の選択に当たり行政等の受入・支援
対策が整備されている点を重視している（図Ⅱ－57）。
このため、これらの課題に対応した新規就農者への支援措置を実施することが重要である。
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第２節　農業の体質強化と高付加価値化

図Ⅱ－56 農業経営の開始に当たり
苦労した点（複数回答）

図Ⅱ－57 就農地域の選択の理由
（複数回答、2006年の上位５つ）

資料：農林水産省「新規就農者就業状態調査」（2007年8月公表） 
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　注：農家以外の新規就農者または農家出身でも土地等を独自調達して農 
　　業を開始した経営主1,298人を対象に実施したアンケート調査（回収率 
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＊１　15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
＊２ 厚生労働省「雇用政策研究会報告」（2007年12月公表）。6,180万人は、各般の雇用対策を講じることで労働市場へ
の参加が進んだ場合の推計値で、そうでない場合には5,584万人になると推計されている。

＊３ 農林水産省「農林業センサス」。なお、65歳以上の高齢者は農作業死亡事故件数（農林水産省調べ）に占める割合
も高く、2005年は全体で395件のうち、75％に相当する298件を占めている。

＊４　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）



（農業法人等が若者を積極的に雇用）
農家の農業後継者が減少する一方､2005年の農業法人等の雇用者数（常雇）は10年前

（1995年）より８千人（17％）増加して５万６千人、家族経営の農家における雇用者数（常
雇）も10年前より１万８千人（43％）増加して６万１千人となるなど、積極的な雇用の動きがみら
れる＊１。2006年に農業法人等に新規に雇用された者は6,510人で、このうち39歳以下が６割
を占め＊２、農業法人等が若い新規就農者にとって重要な就職先となっている。これは、多
額の初期投資を必要とせず、働きながら技術習得が可能であることや、受皿となる農業法人
が増加していることが主な要因と考えられる。
また、これらの農業法人等における採用経路は､知人の紹介のほか新規就農相談センター＊３

やハローワーク、民間職業紹介事業所、インターネット、農業法人合同説明会等と多様化し
ており、様々なルートでの情報提供等が必要となっている。

（就農段階に応じた円滑な就農の実現を支援）
新規就農者に対しては、経験がなくても円滑に就農が図られるよう、就農前から就農後の
定着の各段階に対応した国による支援が行われている。
具体的には、①情報提供・相談段階では、全国、都道府県の新規就農相談センターでの就
農カウンセリング体制の整備等個別相談の充実、②体験・研修段階では、学生・社会人を対
象としたインターンシップ、フリーターといった若者向けの合宿研修の実施、都会で働きな
がら就農準備をする就農準備校の開設、③参入準備段階では、農地のあっせんや就農支援資
金の融資のほか､空き家バンクを通じた住宅の確保、個人の農業知識・技術レベルを客観的
に評価し､雇用者とのマッチングを図る日本農業技術検定の導入、④定着段階では、普及指
導員等の技術支援等が行われている。一方、地方自治体でも、各地域の実情に応じて、研修
制度の創設や借入資金利子助成の支援等の支援が行われている。
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新規就農における課題解決を支援する取組
（1）農地や農業機械を提供し、就農希望者の就農の定着に寄与する取組
埼玉県宮代町

みやしろまち

では、ルーキー農業塾を開設し、就農希望者を研修生として受け入れ、
2001年に町や農協等が出資して設立した第三セクターで、研修農場や農機、荷さばき
場等を提供している。研修農場は、最初 3～ 5 aから始まり、徐々に規模拡大をし、研
修終了時には、研修生自らが土地所有者から農地を借り受け、町内に定着するケースが
多い。町農業委員会では農家以外の新規就農者が農地を借り受けやすいように基準を緩
和している。また、地域指導農家等の技術指導をはじめ、研修中には第三セクターが運
営する直売所での出荷・販売を通じて経営感覚を磨く取組も行っている。さらに、研修
期間中の当面の課題となる所得を確保するため、第三セクターで実施する農作業受託等
のオペレーターとしてアルバイト雇用も行っている。
このような取組により５年間で９人が就農しており、地域農業の活性化に結び付いている。

（2）研究機関と連携し、世界最高水準の農業者を養成する農業者大学校の取組
（独）農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校は、2008年 4月に茨城県つくば
市
し

の筑波研究学園都市に移転・開校した。
具体的な内容としては、第一線の研究者や各界のトップリーダー、先進的な農業実

践者が最高水準の講義を行うとともに、研究機関の研究チームでの実習や先進農業経
営体での派遣実習を行い、世界的な視野で考え、地域で行動し、絶えざる経営革新に
取り組む農業者の育成を目指している。

農業塾での農業機械の研修

農業者大学校

＊１　農林水産省「農林業センサス」
＊２　農林水産省「新規就農者調査」（2007年12月公表）
＊３ 全国及び都道府県に設置されている新規就農者に関する相談窓口で、新規就農者への農地の確保に関する情報と
いった情報提供等の業務を行っている。

事 例
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イ　女性農業者の参画の推進状況
（認定農業者等に占める女性農業者の割合は低い水準）
女性農業者は、農業就業人口や基幹的農業従事者の半数（2006年）を占めており、農業経
営の一部や＊１、加工、販売等の起業活動を担うなど我が国の農業において重要な役割を果
たしている（表Ⅱ－３）。しかしながら、認定農業者、農業委員等に占める割合は依然低い
水準にあり、女性農業者の参画が十分に進んでいない状況にある。
また、認定農業者や農業委員に占める女性農業者の割合をふやすといった女性の参画目標

（数値目標）を設定している市町村は、全市町村の３割と前年度から増加している＊２。都道
府県別にみると、全市町村で設定済みの県がある一方、１割未満の市町村しか設定していな
い都道府県もあるなど、都道府県間に取組の差が見受けられる。

（農業経営において女性は「出荷・販売」等の中核となる仕事を希望）
農家の男性の６割、女性の４割が女性を経営者または共同経営者として、農業経営の全体
または特定の部門を任せるべきと考えている＊３。一方、実際には農作業に従事する女性の
うち、給与や報酬を受け取っている者は５割にとどまっている現状にある＊４。
また、農業経営のなかで女性に任せたい仕事（男性の意識）、女性が担いたい仕事（女性

の意向）では、男性が「簿記・記帳」といった経理部門を任せたい仕事として最も期待して
いる。これに対し、女性は「出荷・販売」といった農業経営の中核となる仕事を担いたいと
考えており、考え方に大きな差が見受けられる（図Ⅱ－58）。
家族農業経営の合理化や発展のためには、女性や後継者等の経営に携わる家族全員の能力
が十分に発揮できる環境づくりが重要である。このため､農業経営に携わる構成員の役割､就
業条件等を明確化した家族経営協定＊５を締結する農家が増加しており、2007年は前年より
9.3％増加して37,721戸となっている＊６。家族経営協定を締結する農家では、女性の８割が
農業経営の方針決定に関与している。

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、農林水産省調べ 
　注：1）認定農業者は2007年、農業委員、農協役員は2005年、指導農業士は2004年、それ以外は2006年の数値 
　　　2）女性の認定農業者数は、女性の単独申請数（5,326）のほか、夫婦による共同申請数（1,448）を含む 

農業就業人口（千人） 

農業委員（人） 

基幹的農業従事者（千人） 

農協役員（人） 

女性（千人） 
　　　1,718（53.6％） 

女性（人） 
　　　1,869（4.1％） 

女性（千人） 
　　　939（44.6％） 

女性（人） 
　　　438（1.9％） 

3,205 2,105

45,379 22,799

認定農業者（経営体） 

指導農業士（人） 

女性（経営体） 
　　　6,774（3.0％） 

女性（人） 
　　　1,258（12.0％） 

228,593

10,472

表Ⅱ－３　認定農業者等に占める女性農業者の割合

図Ⅱ－58 農業経営のなかで女性が担う仕事に関する女性の意向と男性の意識（複数回答）

資料：農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査」（2005年3月公表） 
　注：農畜産物の生産活動は、機械作業を除く。 

出荷・販売 簿記・記帳 農産物の加工 農畜産物の生産活動 市場情報の収集 

％ 
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0

44.8
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40.4

58.2

47.4

78.7

52.5

71.4
66.1 男性の意識 

女性の意向 

＊１、４ 農林水産省「農業構造動態調査地域就業等構造動態調査－女性の就業構造・経営参画状況調査－」（2003年10
月公表）

＊２　2007年３月末現在（農林水産省調べ）
＊３　農林水産省「農家における男女共同参画に関する意向調査」（2005年３月公表）
＊５　［用語の解説］を参照
＊６　農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」（2007年11月公表）
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（農村における女性の起業は増加傾向）

農村における女性の起業活動は､2006年に

は9,444件と年々増加しており、売上金額が

300万円未満が６割を占めるなど、小規模な

取組が多くみられる（図Ⅱ－59）。

また、最近では、従来から取組の多い食品

加工、直売所等での販売に加え､新たな部門

経営を担当することや､農家民宿､農家レスト

ラン等の起業活動が５年前（2001年）に比べ

２～３倍に増加している＊１。このような起

業活動が徐々に広がり､農産物加工品が地域

特産品となるなど地域の活性化に資する取組

がみられる。

（農村の活性化につながる女性の参画推進）

女性の役割を適正に評価するとともに、認

定農業者、農業委員等への女性の参画促進､

起業活動をしやすい環境を整えることで､小

規模農家を含め、農村の活性化に向けた取組

が一層推進されることが期待される。

資料：農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」 

1997年 2001 06

件 
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

起業活動数 

グループ 
経営 

個人 
経営 

4,040

7,327

9,444

％ 
70

59.3
64.863.6

売上金額が300万円 
未満の割合（右目盛） 

60

50

65

55

3,362

678

5,252

2,075

5,845

3,599

図Ⅱ－59 農村女性の起業活動数等の推移

子育てママが集まり、こだわり生産、産直、農家レストラン等を運営する取組
岩手県奥

おう

州
しゅう

市
し

の稲作兼業農家の女性は、農業改良普及センター主催の

欧州研修にともに参加した女性の行動力や､欧州でのグリーンツーリズム

の取組に強烈な刺激を受けたことがきっかけとなり、30歳代の女性 9人

で、子育てをしながらまち（地域）も育てていこうと、「わがママ倶楽部」

を1999年に設立した。会員は、非農家や農家であってもこれまで子育て

が中心であった女性がほとんどで、技術研修を受けながら花きの共同栽培

に取り組むことから始めた。そして、会員との話合いを通じて、みんなが

輝いて暮らすための5年計画を樹立した。

また、個人としては、加工技術やグリーンツーリズムの研修を受け、行

政をはじめ関係機関のバックアップを受けながら、2000年からは農家民

泊をはじめ、修学旅行生の受入れも行っている。その後、2001年には会

員と地域の専業農家の女性たちと産地直売所を開設した。さらに、2004

年には会員を中心に農事組合法人を設立して、地元の米や野菜を使った料

理を提供する農家レストランを開店し、2005年には菓子製造許可を取得

し、加工場を開設している。このように、5年計画を着実に実現している。

このような活動に加え、農業委員や地元のまちづくり審議会委員として、

若い農村女性の声を政策に反映させてきた。今後は、規格外農産物からバ

イオエタノールを生産する取組を行うとともに、農村女性のリーダーだけで

なく、地域農業のリーダーとして活動の幅を広げていきたいと考えている。

＊１　農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」（2007年11月公表）

事 例

奥州市 
岩手県 

宮城県 山形県 

秋田県 

わがママ倶楽部のメンバー
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ウ　農業における外国人研修生・技能実習生の動向
（研修・技能実習制度は最長３年の研修・技能実習が可能）

我が国では、開発途上国の「人づくり」に一層協力するため､外国人研修・技能実習制度＊１

を創設し、毎年多くの研修生・技能実習生が母国で役立つ技術を学んでいる。この制度に基

づき来日した研修生は、企業や農協等の団体が受け入れ、最長で１年間の研修を受ける（図

Ⅱ－60）。所定の技能評価試験による研修成果の評価をはじめとする要件を満たした者は、

技能実習生として研修期間と合わせ最長３年間在留することができる。技能実習の対象は62

職種114作業に上っており、農業関係では耕種農業と畜産農業の２職種５業種＊２が対象とな

っている。

（農業・食品分野の研修生は約２万人と増加傾向）

研修を目的とした新規入国者や技能実習への移行者は、年々増加しており、2006年の入国

者は約９万３千人、技能実習移行者は４万１千人となっている。農業・食品産業分野の研修

生数も増加傾向にあり、2006年度では約２万人（約１万２千人が食品産業、約7,500人が農

業分野）と全職種の２割を超えている。また、技能実習移行申請者は約１万人（2006年度）

で、農業分野では施設園芸が過半を占めている（図Ⅱ－61）。

図Ⅱ－60 外国人研修・技能実習制度の仕組み

資料：厚生労働省「研修・技能実習制度研究会資料」（2006年10月）を基に農林水産省作成 
　注：1）入国時の在留資格は「研修」、変更後は「特定活動」 
　　　2）技能実習に進めるのは、所定の技能評価試験による研修成果の評価等の要件を満たした者 
　　　3）「研修」の在留資格では、入管法上、報酬を受ける活動が禁止されており、研修生は労働者とならない。 

座学研修 実務研修 雇用関係のもとでの実習 

技能実習 

最長3年 

在留資格の変更 帰国 入国 

研修 
1年以内 

図Ⅱ－61 農業・食品産業分野における研修生の推移等

資料：農林水産省、（財）国際研修協力機構調べ 
　注：研修生には、実務研修を行わない者を含む。 

2002年度 03 04 05 06

研修生 

人 
20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0

11,705 10,891

14,302

16,654

食品産業 

農業 

4,289
5,995

9,458

19,388

7,602

849

3,445

（研修生及び技能実習移行申請者の推移） （技能実習移行申請者の作業別割合） 

技能実習 
移行申請者 

施設 
園芸 
55.5％ 

農業計 
3,341人 

（2006年度） 畑作 
・野菜 
   23.6％ 

酪農 
10.1％ 

養豚 養鶏 

6.0％ 
4.8％ 

4,645

7,060

4,280

6,611

6,606 

10,048 

7,496 

11,892 

3,341

6,117

2,758

4,844

5,980

8,322

1,837

4,158

1,155

3,1342,5964,645

7,060

4,280

6,611

6,606 

10,048 

7,496 

11,892 

3,341

6,117

2,758

4,844

5,980

8,322

1,837

4,158

1,155

3,1342,596

＊１ 1989年に在留資格「研修」が設けられた後、1993年に技能実習制度が創設され、1997年にはその滞在期間が延長
されて、現行の研修・技能実習制度となった。

＊２ 耕種農業には、施設園芸と畑作・野菜の２作業が、畜産農業には、養豚、養鶏、酪農の３作業がある。このほか
に食品製造業では、缶詰巻締等11作業が対象となっている。
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（受入機関による適切な運営が必要）

外国人研修・技能実習制度は、制度創設後14年が経過し、研修生・技能実習生の受入人数

は増加する一方、法務省による受入機関の不正行為認定件数も増加しており、制度運営の適

正化が求められている（図Ⅱ－62）。

関係府省では制度適正化のための検討を開始しており、また、規制改革会議における「規

制改革推進のための第２次答申」（2007年12月）や、この答申を踏まえて改訂された「規制

改革推進のための３か年計画（改訂）」（2008年３月閣議決定）のなかで、実務研修中の研修

生に労働関係法令を適用することが示されるなど、制度の見直しが進められている。

農業分野において、今後も研修生・技能実習生の増加が見込まれるなか、研修生の所定時

間外作業や技能実習生に対する労働関係法規違反等の不適正事例も散見されている。こうし

た事例のなかには、制度の不十分な理解によるものも多く、受入機関における制度の正しい

理解と適切な運用が求められている。

（農業の実態に合った研修等を求める声）

農業分野には、農繁期や農閑期の存在といった農業特有の特性があることから、例えば、

年間を通じた継続的な研修の実施や通常の作業時間帯に合わせた研修期間の設定が困難な場

合があるなど、農業の実態に合った研修等の実施を求める声がある。

このため、研修生に対する処遇上の観点にも十分に配慮したうえで、こうした農業の特性

を踏まえつつ、効果的な技能修得がなされるよう、的確な運営を図っていく必要がある。

（制度の改善・充実に向けた取組の必要性）

農業分野では、研修・技能実習を通じて我が国農業技術が高いレベルで技能移転されるな

ど、研修生や技能実習生の母国から高く評価されている。しかしながら、安定した雇用労働

力の確保が課題となっている地域や経営体では、研修・技能実習制度の目的に反し、研修生

等が労働力として期待されている面もあり、前述のような不適正な行為が見受けられる。

このため、農業分野への受入れに当たっての仕組みづくりや、受入農家・関係団体の意識

の醸成を通じ、我が国の行う重要な国際貢献として制度運営の適正化・充実を図ることによ

り、研修生・技能実習生が我が国で修得した農業技術を母国で活用できるようにすることが

必要である。

このように、農業分野の研修・技能実習制度の適正化に向けて、管理体制の充実や、運用

の改善、制度の見直し等について、関係団体や関係府省と十分に連携して取り組むことが重

要となっている。

図Ⅱ－62 不正行為認定機関数の推移と類型別不正行為認定機関数（2006年）
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資料：法務省調べ 

①申請とは異なる機関での研修生等の受入れ（74機関） 

②研修生の「所定時間外作業」（69機関） 
　・研修生に対し、禁止されている時間や休日に 
　　作業を行わせた場合 

③研修・技能実習計画との齟齬（46機関） 

④虚偽の申請書類・監査報告書等の提出（43機関） 

⑤労働関係法規違反（37機関） 
　・最低賃金法、労働基準法等の違反 



（２）農協改革の推進

（農協は農村部を中心に総合的に事業を展開）

我が国の農業・農村は、水田を中心とした家族経営を主として、農村資源の共同利用等を

通じて各戸が地縁的に結び付いた農業集落を基礎に社会生活が営まれてきた。

このようななか、農協は、農業者の相互扶助を基本理念とした民間協同組織として、指導

事業を中心に経済、信用、共済といった各種事業を農村部を中心に総合的に展開している。

JAグループ（農協系統）は、総合農協を会員とする都道府県や全国段階の連合会、グル

ープの代表機能をもつ中央会等により構成されている（図Ⅱ－63）。

（JAグループは農村部を中心に医療・福祉サービスを提供）

JAグループは、農村地域での安全な暮らしの実現に向けた活動も行ってきた。例えば

「公的医療機関＊１の開設者」の指定を受けている全国厚生農業協同組合連合会（JA厚生連）

は、農村部を中心に医療・福祉サービスを提供しており、他の公的医療機関よりも人口の少

ない地域に多く設置されている（図Ⅱ－64）。

また、2007年12月にはJA厚生連による特別養護老人ホームの設置・運営を可能とする

「老人福祉法の一部を改正する法律」が成立し、農村部における高齢者福祉の充実の途が新

たに開かれた。
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図Ⅱ－63 JAグループの主な組織と事業

資料：全国農業協同組合中央会「JA合併推進状況」、農林水産省「農業協同組合等現在数統計」（2006年度）、「総合農協統計表」（2005事業年度） 
　　を基に農林水産省で作成 

組合員 
（万人） 
正組合員 
：500 
准組合員 
：419 
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　31日現在） 

総合農協 
：810 

（2007年11月 
1日現在） 

市町村・ 
地域段階 

都道府県 
段階 

全国 
段階 

JA全中 

JA全農 

農林中金 

JA全共連 

JA全厚連 JA厚生連 
36

JA中央会 
47

JA経済連　9

JA信連　36

代表機能 
指導事業 

経済事業 

信用事業 

共済事業 

厚生事業 

農協・連合会の指導・ 
監査・教育の実施 

購買：生産資材等の供給 
販売：農産物の出荷・販売 

金融サービスの提供 

保険サービスの提供 

病院、診療施設の設置 

図Ⅱ－64 主な公的医療機関における人口規模別病院数（2006年度末）

資料：全国厚生農業協同組合連合会調べ 
　注：「日赤」は日本赤十字社、「済生会」は社会福祉法人恩賜財団済生会の運営する病院 
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＊１　医療法第31条で規定される公的性格を有する医療機関



（農協の事業総利益は依然減少傾向）

JAグループはこれまで、総合農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減とい

った改革により事業利益が近年若干改善しているが、事業取扱高の減少により、事業総利益

は依然として減少傾向にある（図Ⅱ－65）。

（総合農協における各事業別収支の推移）

また、農協の経営は、経済事業の赤字を信用事業、共済事業の収益に依存するという構造

からの脱却が進んでおらず、事業ごとの収支の確立が必要となっている＊１（図Ⅱ－66）。

経済事業の収支均衡に当たっては、流通コストの縮減や事業の見直し等により担い手をは

じめとする生産者の利用の拡大を図る必要がある。また、多岐にわたる事業を展開する生活

事業について、真に農協が行う必要のある事業に特化するなど、事業の選択と集中を行う必

要がある。
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図Ⅱ－65 農協の事業利益の推移
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資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成 
　注：事業利益とは、事業総利益（事業収益－事業費用）から事業管理費を控除したもの 

事業利益 

事業総利益（右目盛） 

図Ⅱ－66 総合農協における各事業別収支の推移

資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）各事業別収支は、各事業別担当職員数割で事業管理費を各事業別に配分し、各事業の総利益から差し引いて算出した。 
　　　2）利用とは、ライスセンター等組合員の共同利用施設の設置（医療・福祉等に関するものは除く）事業であり、その他は農業生産（受託 
　　　  農業経営等）、医療・福祉、生活文化に関する事業等を含む。 
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＊１　全国農業協同組合中央会「組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本方針」（2007年３月）



（JAグループ全体で抜本的な経済事業改革を実施中）

全国農業協同組合連合会（JA全農）は、農林水産省の業務改善命令（2005年10月）に基

づき策定された改善計画（2005年12月）＊１を「新生プラン」として位置付け、農薬、肥料

等の生産資材手数料や米の流通コストの削減等のほか、2007年から５年間で240億円の担い

手対策に取り組んでいる（図Ⅱ－67）。

また、JAグループにおいても、「経済事業改革の徹底と全農『新生プラン』の実践」

（2006年10月のJA全国大会での決議）に基づき、グループ全体で抜本的な改革に取り組んで

いる。

JA全農が改善計画に取り組んでから２年が経過しており、計画通り進捗している取組も

みられるが、担い手をはじめとする生産者に改革の成果を実感されるまでには至っていない。

このため、改革の取組や成果について、情報発信を強化し、担い手に実感されるよう、農

協の現場段階まで一体となった改革の加速化が課題である。
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図Ⅱ－67 全農改革の取組

全農の改善計画 これまでの取組 

２．流通コストの削減 

○組織のスリム化による合理化効果を「担い手」対策に投入 
　2007年度から5年間で累計240億円を担い手対策に投入 
　（うち、120億円～160億円は、価格対策（大口割引の拡大等）） 

○米の流通コストの削減 
　【従来】3千円程度／60kg 
　【2010年産までに】2千円以下／60kg

３．生産資材事業の改革 

○生産資材手数料の引下げ 
　【2004年度】290億円 
　→段階的に引下げ、20年度には36億円引下げ（2004年対比） 

４．組織のスリム化 

○子会社を含めたグループ全体で5千人の人員削減 
 【2005年度末】2万5千人→【5年後】2万人（▲20％） 

○【2005年10月】203社→【2009年】98～117社 

５．子会社の再編 

資料：農林水産省作成 

○担い手担当161人の配置 
　（2007年度末） 
○2007年度の担い手対策計画額28.7億円に 
　対し、15.5億円となる見通し 

○「生産資材コスト低減チャレンジプラン」 
　の策定（2005年12月） 
○　2007年度は25.2億円の生産資材手数料 
　の引下げを実施 

○全農グループ職員　累計3,100人削減 
　（2007年度末） 

○141社（2007年度末） 

○2006年産から販売対策費の廃止 
○2007年産の共同計算経費の上限目標は、 
　34県域中30県域で2千円以下/60kg 
○2006年産からコスト項目ごとの削減目標 
　を生産者へ明示 

１．担い手への対応強化 

＊１ 改善計画の進捗状況は、四半期ごとに農林水産省へ報告することとされており、農林水産省では、継続的に監視、
指導を行っている。



（求められる担い手への対応強化）

農家の米販売の５割で農協が利用されるなど、農家が農協に依存する部分は大きく、経済

事業改革の推進に当たっては、組合員、特に担い手が実感できる形で改革の成果を還元する

ことが重要である。また、女性や若者の組合員への加入促進といった取組は、今後の農協運

営を考えるうえで重要である。

全国農業協同組合中央会（JA全中）の調査によると、農業生産法人の農協の各種事業に

対する満足度には増加がみられるものの、指導・経済事業に関しては依然として３割程度と

低い水準になっている（図Ⅱ－68）。特に、売上高の高い法人ほど農協利用率＊１が低い水準

にある（図Ⅱ－69）。

担い手への対応強化を図っていくためには、農協自らが担い手のもとに出向いて個別にニ

ーズを把握し、各種事業を個別に提供することが重要である。これにより、担い手の農協利

用が拡大し、農協経済事業の収支改善に寄与するとともに、低価格資材の供給等を通じて担

い手の所得向上につながることも期待される。

（経済事業改革は食料供給コストの縮減に寄与）

経済事業改革により、農協が生産者に提供する生産資材の価格が低下すること等によって

農産物の生産コストの低減が図られることは、食料供給コストの縮減に一定程度寄与するも

のと期待される。

このように、経済事業改革は、組合員のみならず、国民全体にも関連するものであり、

JAグループとしても、そのことを十分に自覚し、改革の内容の透明性を確保しつつ、外部

からの声にも積極的に耳を傾けるなど、国民全体から理解と支持が得られるような改革を断

行していくことが求められる。
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資料：図Ⅱ－68、69ともに全国農業協同組合中央会「担い手アンケート調査（（社）日本農業法人協会 会員対象）とりまとめ結果」を基に農林水産省で作成 
　注：1）（社）日本農業法人協会会員を対象として2004年及び2007年に実施した調査（調査対象数及び回収率はそれぞれ、1,648会員、27.6％、 
　　　  1,696会員、25.6％） 
　　　2）生産資材とは、肥料、農薬、園芸資材 
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図Ⅱ－68 農業生産法人の農協の各種事業
に対する満足度

図Ⅱ－69 農業生産法人の農産物年間
売上規模別の農協利用率

＊１　農協利用率とは、農産物販売において農協の販売事業を通じて販売された金額の割合
＊２　農林水産省「総合農協統計表」、「農業・食料関連産業の経済計算」を基に農林水産省で作成



（3）食料供給コストの縮減

（５年で２割のコスト縮減を目指してアクションプランに基づく取組を推進中）

政府は、2006年４月の「21世紀新農政2006」のなかで、食料供給コストを５年で２割縮減

する目標を掲げた。この目標を受け、同年９月には加工用原料を含む生鮮食品の生産・流通

段階を対象とする「食料供給コスト縮減アクションプラン」が取りまとめられ、これに基づ

く取組が推進されている（表Ⅱ－４）。また、2007年４月には、新たに加工食品の製造・流

通、外食段階と水産物のコスト縮減の取組が追加されている。

今後、「計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、改善（Action）」というPDCAによる

管理手法を導入し、①アクションプランに盛り込まれた取組について効果の検証、②主要品

目別の生産・流通加工コストの検証等を総合的に行うこととされている。
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表Ⅱ－ 4 食料供給コスト縮減アクションプランの主な進捗状況

取組内容 目標 進捗状況 

○低価格生産資材の供給や効率的利用等 
　による生産コストの縮減 

○農協の経済事業改革の推進による流通 
　コストの縮減 

○卸売市場改革や物流効率化等による流通 
　コストの縮減 

輸入高度化成肥料（同産同一銘柄対比 
▲25％※1）やＢＢ肥料※2（同▲10～ 
15％※1）の普及割合の拡大 

2010年度までに、輸入高度化成 
肥料は一般高度化成肥料に占め 
る割合を43％、BB肥料は高度 
複合肥料に占める割合を50％ 

輸入高度化成肥料49％（2007年12月末） 
BB肥料55％（同上） 

45％（2007年12月末） 
また、JAグループ独自型式として、 
2007年3月のコンバインをはじめ 
として5機種を設定し、販売開始 

3年間でモデル地区における稲 
作3資材（肥料、農薬及び農業 
機械）にかかるコストを15％削 
減 

2008年産までに、米穀の現行 
60kg当たり3千円程度の流通 
コストを、2千円以内の可能 
な限り低い水準に削減 

2008年度までに、新たに共同集 
荷に参加する市場数115

電子タグを導入した市場におけ 
る物流作業コストを4分の1程 
度削減 

 2010年度：40品目 55品目達成（2007年12月末） 

全国7地区でモデル事業を実施（2007 
年度）し、うち6地区で作期分散技 
術等を実証 

現在89市場（2007年度末） 

実証実験（2005～07年度）におい 
て、検品等の作業時間が4分の1以 
上削減可能であることを実証 

全34府県本部のうち30府県本部が 
流通コスト2千円以内を達成見込 
（2007年産） 

2010年度の普及割合：54％ 
従来よりも１割程度低価格な「低コス 
ト支援農機」の担い手向け大型機の普 
及割合拡大※3

モデル地区を設定し、新技術導入等に 
より資材費を削減する取組を推進 

米穀の流通コストを削減※3

卸売市場の連携による最適な物流シス 
テムの確立に向けた実証試験等を実施 

電子タグ活用の作業体系を確立・普及 
し、これを導入した市場における物流 
作業コストを縮減 

包装経費の削減等による低価格な大型 
包装農薬の品目数拡大※3

資料：農林水産省作成 
　注：1）※1価格差は2007年7月現在 
　　　2）※2はバルク・ブレンド肥料。窒素、リン酸、カリの単肥等を単純に混合した肥料 
　　　3）※3は全農が2005年12月に策定した「改善計画」に基づく取組 



（生産段階のコスト縮減には、経営努力だけでは解決し難い問題が顕在化）

生産段階のコスト縮減に当たっては、農業の生産コスト全体の２～３割を占める肥料や農

薬、農機具といった生産資材費の縮減を図ることが重要である。

しかしながら、近年、原油価格の高騰や、穀物・大豆の国際的価格の上昇を背景として、

光熱動力費をはじめとして飼料や肥料の価格が上昇している。生産資材費については、経営

努力のみでは解決し難い問題が顕在化していることに留意しつつ（図Ⅱ－70）、関係者それ

ぞれがコスト縮減を継続的に行っていくことが重要である。

このようななか、島根県斐
ひ

川
かわ

町
ちょう

の農事組合法人のように、①地区内の農用地すべての集

積、②個人所有の農業機械を処分し大型農業機械の導入、③土地利用等の申合せによる農作

業の効率化によって、水稲栽培にかかる労働時間を県平均の18％に短縮するとともに、低コ

スト化も実現した取組もみられる。

（流通段階のコスト縮減には、食品流通の合理化が重要）

一方、流通段階のコスト縮減に当たっては、物流効率化や卸売市場改革等を図ることが重

要である。例えば、共同配送や、電子タグ（荷札）をはじめとするIT（情報技術）の活用

による商品の検品や在庫管理、取引先とのネットワークの構築等により、物流の一層の効率

化を図ることが必要である。
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図Ⅱ－70 農業生産資材価格指数（総合）の対前年騰落率と類別寄与度

資料：農林水産省「農業物価統計」 
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に本社のある大手加工食品卸売業者は、付加価値の高い効

率的な食品流通サービスを提供するため、①商品の受注から出荷までの物

流情報のみならず、②商品カテゴリー別の市場動向の分析、顧客の店舗戦

略にあわせた棚割り等の営業情報、③損益分岐点、キャッシュフロー等の

経営指標となる管理情報を統合した情報システムを導入することが不可欠

であると考え、大手IT企業に情報システムの構築を依頼した。

物流、営業、管理に関する情報が統合されたシステムの導入によって、

この卸売業者では、食品市場環境や顧客ニーズの変化に対応した経営の展

開が可能となったほか、現場のスタッフが必要な情報を自分で自由に活用

できるようになるなどの相乗効果が現れている。

茨城県 
埼玉県 

東京都 千
 葉
 県
 

神奈川県 

山
 梨
 県
 

大田区 

情報システムの活用



（４）品目別の生産と政策

ア　飼料価格の高騰と畜産経営への影響
（鶏肉生産は増加する一方、牛肉と生乳の生産は減少）

近年の畜産物の国内生産量をみると、鶏肉は消費者の国産志向やタイ、中国等での高病原

性鳥インフルエンザ発生の影響により増加傾向にある（図Ⅱ－71）。牛肉は、肉専用種は増

加しているが、牛肉生産の６割を占める乳用種が減少

傾向で推移しているため、全体ではやや減少している

一方、豚肉はほぼ横ばいとなっている。また、生乳に

ついては、脱脂粉乳やバターの在庫が依然高水準にあ

ったことから、生産者団体は、12年ぶりに実施した

2006年度に引き続き、2007年度も減産型の計画生産

（前年度実績比1.5％減）を実施した結果、脱脂粉乳等

の在庫が減少した。2008年度は、北海道でのチーズの

新増設工場の稼動等を踏まえ、2007年度の目標数量対

比で北海道103％、都府県100％の計画生産を実施する

としている。

一方、畜産物の需要は、BSEの影響による牛肉の減

少を豚肉や鶏肉が補い、食肉全体では、生乳や鶏卵と

ともに、ほぼ横ばいで推移している＊１。

（畜産経営のコスト構造は飼料の比率が高い）

畜産経営は、コストに占める飼料費の割合が高い。現在の飼料価格高騰が始まった2006年

において、繁殖牛や肥育牛では、農機具や動物（肥育素牛）の費用負担が大きいこと等から

３割程度と比較的低いが、酪農では４割強、養豚や養鶏では６割以上となっている（表Ⅱ－

５）。2007年以降、この割合は上昇し、所得の減少要因となっているとみられる。
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　注：各品目の生産量（牛肉及び豚肉は部分肉ベース、鶏肉 
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　　ている。 

指数 
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生乳 
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鶏肉 

鶏卵 

図Ⅱ－71 畜産物の国内生産量の
推移（2000年度＝100）

区分 金額 
（万円） 

比率 
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（万円） 
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比率 
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酪農 繁殖牛 肥育牛 養豚 採卵養鶏 ブロイラー養鶏 

収入（A） 

経営費（B） 

3,095 

2,744 

416 

1,188 
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350

3,919 

3,437 

1,828 

1,110 

49 

482

4,240 

3,518 

186 
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45 

88 

13 
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15.2 
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4.4
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32.3 

1.4
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5.3 

63.9 

5.0

38 10 90 743

3,183 

2,884 

338 

1,844 

84 

298

100.0 

11.7 

63.9 

2.9

11,761

7,742 

7,106 

1,167 

4,637 

281 

636

100.0 

16.4 

65.3 

3.9

167,813
飼養頭羽数 
（頭、羽） 

動物 

飼料 

光熱動力 

所得（A－B） 

資料：農林水産省「農業経営統計調査（個別経営の営農類型別経営統計）」 
　注：1）収入及び経営費は、各部門の数値 
　　　2）飼養頭羽数は、酪農は搾乳牛、繁殖牛は繁殖めす牛、肥育牛は肥育牛、養豚は肥育豚、採卵養鶏は採卵鶏の月平均飼養頭羽数、ブロイラー養鶏は 
　　　  ブロイラー販売羽数 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

表Ⅱ－ 5 畜産の営農類型別経営農家の経営収支の動向（2006年、全国、１戸当たり、部門別）

＊１　農林水産省「食料需給表」



＊１　［用語の解説］を参照

（飼料価格の高騰により畜産物の生産コストは上昇）

家畜の飼料となる配合飼料の価格は、穀物の国際価格や海上運賃の上昇により高騰してお

り、2007年には2006年前半に比べて２割上昇している（図Ⅱ－72）。これを反映させると畜

産物の生産コスト全体も５～15％上昇すると試算されている。配合飼料価格安定制度＊１で

は、2006年度第３四半期以降、連続して通常補てんが発動され、2006年度第４四半期以降は、

これに加えて異常補てんも発動されており、

畜産経営に及ぼす影響が緩和されているが、

畜産経営の負担は増嵩している。

このようななか、我が国の飼料自給率の向

上に向けて、とうもろこし等の高収量作物や

稲発酵粗飼料等の飼料作物の生産拡大、放牧

の利用促進、国産稲わらの利用推進を図るこ

とが求められる。さらに、食品残さの飼料化

（エコフィード）のほか、飼料用米の活用に

ついても進めていくことが重要である。

（畜産経営の悪化に対し、緊急対策を実施）

畜産経営の多くがコスト削減の努力を行っているが、飼料価格の高騰はその限度を超える

状況となっている。このため、政府による2008年度畜産物価格等の決定にあわせ、飼料価格

の高騰に対応するための緊急対策を実施することが決められた（図Ⅱ－73）。今後も配合飼

料価格が高水準で推移するとの指摘もあり、配合飼料価格安定制度の在り方の検討等が求め

られている状況にある。
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資料：農林水産省調べ 
　注：配合飼料価格は、工場渡しのバラ及び袋物の全畜種の加重平均 
　　価格（税込み価格） 

円/ｔ 
60,000

55,000

50,000

45,000

35,000

40,000

30,000

1992年 94 96 98 2000 04 06 0802

図Ⅱ－72 配合飼料価格の推移

図Ⅱ－73 2008年度畜産・酪農緊急対策のポイント

◆酪農家支援のための緊急対策◆
○　都府県の酪農家に「酪農経営強化計画（3か年計画）」に基づく自給飼料の生産拡大等の取組に対する
交付金を交付（単年度限り）。
○　飲用牛乳向け需要低迷時のセーフティネットとして、生産者団体の行う「とも補償」等への支援対策の創設。
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、加工原料乳生産者補給金単価を引上げ。
○　新たにバター・脱脂粉乳からの置き換えとなる生クリーム等向け生乳が供給拡大されることを踏まえ、
生乳需要構造改革事業の所要額を増額。

◆肉用牛農家支援のための緊急対策◆
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、肉用子牛の保証基準価格及び牛肉の安定価格を引上げ。
○　飼料価格の高騰等による肉用牛肥育経営の物財費割れの一部を緊急に補てん。
○　繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆養豚農家支援のための緊急対策◆
○　飼料価格の高騰等を踏まえ、豚肉の安定価格を引上げ。
○　地域肉豚事業にかかる基金を活用した緊急経営支援対策の実施。
○　繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆畜産・酪農経営支援のための緊急融資対策◆
○　家畜飼料特別支援資金の融資限度枠の拡充。
○　畜産・酪農生産性向上のための個人向け補助付きリース事業の創設。

◆自給飼料基盤強化のための緊急対策◆
○　飼料作物以外が作付けされている畑地等における新たな青刈りとうもろこし等高収量作物の作付けを支援。
○　飼料用米やエコフィード等の飼料利用の拡大定着による自給可能な国産飼料の生産・利用拡大を支援。

資料：農林水産省作成



イ　麦、大豆、野菜、果実の動向
（小麦は、需要者ニーズに応じた品質向上が必要）

2007年産の国内産麦（４麦）の作付面積は、前年より３％減少して26万４千haとなった。

生産量は、天候に恵まれたことから前年産より９％増加して110万５千ｔとなった（図Ⅱ－

74）。小麦の生産量は過去10年で最高となり、基本計画の生産努力目標（86万ｔ）を超える

90万9,700ｔであったが、大麦・裸麦は目標（35万ｔ）の６割弱にとどまっている。

我が国の麦需要量＊１（2006年度）は、小麦が623万ｔ、大麦は230万ｔであり、このうち

小麦は８割以上が食料用で、国産小麦は主にうどん用に向けられている（図Ⅱ－75）。大麦

はほぼ半分が飼料用で、残りは加工用と主食用であり、国産大麦は主食用（押麦）が９割の

ほか、加工用（みそ、麦茶等）向けとなっている。

近年、外国産麦価格の上昇を受けて国内産麦の需要が高まっているものの、外国産麦と比

べて品質のばらつきが大きいなど依然として品質面では需要者ニーズを満たしておらず、そ

の改善が求められている。また、国内産麦の国際競争力強化のためには、生産性の向上が不

可欠となっている。

（「適地適作」の徹底が必要）

麦生産が安定的に行われるためには、生産コストの低減による安定的な所得確保が必要で

ある。このため、経営能力に優れた担い手の育成や新品種の導入等といった生産対策の推進

をはじめ、「適地適作」の考え方を徹底して、小麦の品質や収量の劣る地域においては小麦

から大麦・裸麦への麦種転換を誘導することも必要である。

産地においては、農協、生産者代表、市町村、普及指導センター等で構成する産地協議会

が設置され、地域の実情に即した目標設定と、品質向上や生産の安定といった課題解決のた

めの具体策の明確化を図る産地強化計画の策定が行われている。
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小麦の10ａ当たり 
全算入生産費 

小麦の10ａ当たり 
収量（右目盛） 

2015年度の小麦の10ａ当たり 
収量目標（右目盛） 

万円/10ａ 

万ｔ 
150

100

50

0
1989 
年産 

92 95 98 04 07 2015年度 
（目標） 

2001

5

6

7

小麦の 
収穫量 

大麦・ 
裸麦の 
収穫量 

500
kg/10ａ 

400

300

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査（農産物生産 
　　費統計）」 

1万ｔ（1％） 

41万ｔ（63％） 

国産小麦 

4万ｔ（3％） 

7万ｔ（7％） 

2万ｔ（12％） 

パン用 
158万ｔ 

18万ｔ 
（23％） 

うどん用 
65万ｔ 

菓子用 
77万ｔ 

その他小麦粉（家庭用等） 
97万ｔ 

その他めん用 
124万ｔ 

資料：農林水産省「食料需給表」を基に推計 
　注：（　）内は、それぞれの用途における国産小麦の割合 

みそ・しょうゆ用 16万ｔ 

図Ⅱ－74 麦の生産動向 図Ⅱ－75 食料用・加工用小麦の用途別
需要量（2005年度、推計）

＊１　農林水産省「食料需給表」の国内消費仕向量の数値



（大豆の生産は収量が不安定）

2007年産大豆の作付面積は、東北において水稲からの転換により増加したが、北海道にお

いて小豆やいんげんへの転換等があり減少したため、前年より2.7％減少して13万8,300haと

なった。一方、単収は、前年産を上回る10ａ当たり166kgとなり、生産量は前年産並の22万

9,400ｔとなった（図Ⅱ－76）。

大豆の需要量は、近年500万ｔ程度で推移していたが、2006年度には国際価格の高騰によ

り油糧用の需要が減少したため、435万ｔとなっている。このうち、油糧用以外の豆腐、み

そ・しょうゆ、納豆等に仕向けられる食品用は100万ｔ程度である。国産大豆は実需者から

味の良さや安心感等が評価され、ほぼ全量が食品用に供給されている。2005年度に国内で生

産された大豆（21万８千ｔ）は、６割が豆腐用、１割が煮豆・そう菜用となっている（図

Ⅱ－77）。

（安定生産、コスト削減、品質向上が必要）

国産大豆の流通は、生産者団体等をとおして問屋や加工メーカーとの間で入札、相対、契

約栽培取引により行われるほか、生産者が実需者に直接販売する場合もある。実需者は、用

途に応じた品質の向上、均質化、大ロット化とともに、生産量や価格の安定を求めている。

このため、新技術の開発や新品種の育成等の推進を通じて、安定生産、コスト削減、品質

向上を図るなど、実需者との安定的な取引関係の構築に向けた産地改革を着実に進めていく

ことが求められている（図Ⅱ－78）。
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図Ⅱ－76 大豆の生産動向 図Ⅱ－77 大豆の需要構造（2005年度、推計）

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査（農産物生産 
　　費統計）」 
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収量目標（右目盛） 
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収穫量 

10ａ当たり 
収量（右目盛） 

0ｔ（0％） 

218千ｔ 
（21％） 

国産大豆 

油糧用 
4,296千ｔ 

豆腐 
496千ｔ 

納豆 
136千ｔ 

食品用 
1,052千ｔ 

資料：農林水産省作成 
　注：1）食品用大豆の内訳と国産大豆使用量は、推計値 
　　　2）（　）内は、それぞれの用途における国産大豆の割合 

29千ｔ（88%） 

15千ｔ 
（11％） 

12千ｔ（7％） 

28千ｔ（13％） 

134千ｔ 
（27％） 

みそ・しょうゆ 171千ｔ 

その他 215千ｔ 

煮豆・そう菜 
33千ｔ 

図Ⅱ－78 大豆の用途別に求められる品質

資料：農林水産省調べ 

豆腐用 

納豆用 

煮豆用 
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大粒で糖分含量が高いこと 
外観品質が良いこと（1等、2等） 

たんぱく質含量が高いこと 

大中粒で糖分含量が高いこと 
汚損・着色粒を含まないこと 

極小粒で粒揃いが良いこと 
外観品質が良いこと（1等、2等） 



（野菜・果実の自給率は低下傾向）

野菜の生産量（2006年度）は、前年度より1.0％減少して1,236万ｔ、輸入量（2007年、加

工品を含む）は過去最高であった2005年より16.3％減少して211万ｔとなった。特に、中国

産への敬遠の動きが広がったこともあり､中国からの輸入量（生鮮・冷蔵）は前年より

26.8％減少した＊１。一方、野菜の需要量は1,560万t（2006年度）と、近年減少傾向で推移し

ているが、食の外部化の進展等により家庭消費用が減少し、加工・業務用需要がふえている

状況にある。近年、野菜の国内生産が減少傾向にある一方、年間を通じた安定生産、均質性、

低価格等の理由から輸入は増加傾向にあるため、野菜の自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－79）。

他方、果実の生産量（2006年度）は前年度より12.7％減少して323万ｔ、輸入量は同5.6％

減少して513万ｔとなった。果実の需要量は近年800～900万ｔで推移しているが、国内生産

の減少や果実加工品の輸入増加等により自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－80）。

（施設園芸の省エネルギー対策を支援）

近年の原油価格の高騰は、施設園芸農家の経営に影響を与えている。野菜や花きの温室栽

培で使われるＡ重油価格は2005年から高騰しており、2008年２月時点では2004年に比べ約41

円/r（82％）上昇している。施設園芸農家の農業経営費全体に占める光熱動力費の割合は２

～３割程度であり、Ａ重油価格の上昇は生産コストの増加に直結している。このようななか、

原油価格高騰対策として、省エネルギー対策の徹底を図ることを基本として、温室の暖房効

率や保温性を確保する施設整備に対して国の支援が行われている。また、こうした支援を通

じて原油価格高騰に耐え得る産地体制を確立することとされている。

（野菜は加工・業務用需要への対応、果実は労働力確保等が課題）

野菜や果実の生産は、気候や土地条件に制約されることから、歴史的に産地が形成されて

いる。産地の多くでは、行政や農協等の協力のもと、栽培技術の普及や生産物の集出荷が効

率的に行われ、大ロットでの販売や供給数量の調整のほか、ブランド形成等も行われている。

このように、野菜や果実の産地は、単に生産者が集まるだけでなく、売り手としての立場の

強化を図ってきたが、近年、高齢化や後継者不足により作付面積や生産量が減少し、生産基

盤のぜい弱化が進行している。また、野菜の国内生産は、特に加工・業務用需要への対応が

必要となっており、果実は労働力確保や需要に見合った生産が課題となっている。
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図Ⅱ－79 野菜の輸入量及び自給率の推移 図Ⅱ－80 果実の国内生産量、輸入量
及び自給率の推移

資料：財務省「貿易統計」、農林水産省「食料需給表」 
　注：1）自給率は重量ベースで、年度の数値 
　　　2）輸入量は、加工品を含む数値 

資料：農林水産省「食料需給表」、農林水産省調べ 
　注：1）自給率は重量ベースで、年度の数値 
　　　2）輸入量は、生鮮換算した数値 
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＊１　財務省「貿易統計」



（新たな野菜・果実対策へ移行）

このようななか、野菜については、2007年度から契約取引の推進や需給調整の的確な実施

により担い手の所得を安定的に確保するとともに、価格安定制度を通じて担い手の育成・確

保に取り組む産地への重点支援を行うなど、新たな野菜対策が講じられた。また、食料自給

率の向上を図るため、野菜の生産拡大が重点項目の一つとされ、加工・業務用向けの新たな

野菜産地の形成や、生産拡大に取り組む産地の状況に応じた実需者とのマッチング、人材育

成等の支援・指導を実施するなど、加工・業務用需要に対応できる生産供給体制の整備を行

うこととされている。

一方、果実については、これまでの果樹経営安定対策を廃止し、産地自らが策定した「果

樹産地構造改革計画」に基づき、消費者ニーズに対応した産地の競争力の強化に向けて、優

良品目・品種への転換等に取り組む産地や担い手を支援する果樹経営支援対策が導入されて

いる。

（野菜廃棄の「もったいない」をなくすためには消費者の取組も重要）

野菜については、供給過剰により産地廃棄が行われたことに対して、消費者から「もった

いない」との批判が寄せられたが、2007年に有識者による委員会で検討が行われ、その提言

に基づき、消費拡大に向けた広報、産地と有効利用先との結び付けといった様々な取組が行

われている（図Ⅱ－81）。

また、「健康日本21＊１」で示されている野菜の摂取目標量は、15歳以上で１人１日当たり

350ｇ（１日５皿分）であるが、実際の摂取量は、すべての年代でこの水準を下回っている

状況にある。供給過剰時に意識的に野菜を食べることは、産地廃棄の防止にも貢献できる。

（果実の消費拡大には販売面での工夫が必要）

果実についても、野菜と同様、摂取量が減少している。世界的にも我が国の果実摂取量は

少なく、主要国のなかで最も多いオランダの３割程度と、「毎日くだもの200グラム運動指針
＊２」による摂取目標量を下回っている。

果実の流通経路は、卸売市場を経由する割合が年々減少しており、全農や生協等市場を通

さない独自の取引、宅配等が増加し、多様化が進行している。また、小売段階での業態別販

売割合をみると、量販店の販売シェアが拡大しているため、食べ方や栄養素等の情報提供が

行われる対面販売が減少している。このようななかで果実の需要を維持・拡大していくため

には、量販店でも消費者への的確な情報提供を行うことに加え、生産者・流通業者ともに、

消費者ニーズを踏まえた積極的な販売戦略を策定することが必要である。
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図Ⅱ－81 野菜の過剰時に備えた対策の内容

消費拡大に向けた広報 加工向け販売 出荷の後送り 産地と有効利用先の結び付け 

農家、消費者、加工・ 
販売業者等が連携 

有効利用する取引先を探した 
り、過剰時に直ちに有効利用 
できるようにする 

漬物等 
加工用に利用 

計画的に出荷を 
遅らせる 

資料：農林水産省作成 

＊１ 健康寿命の延伸等を実現するため、2010年度を目途に具体的な目標等を提示した「21世紀における国民健康づく
り運動」のこと

＊２ 生産、流通、消費の関係団体並びに農学、医学、栄養学、料理等の関係者から構成された「果物のある食生活推
進全国協議会」が策定した指針であり、新しい科学的知見等に応じて随時見直すこととされている。



（５）農林水産物・食品の輸出促進の取組

（農林水産物・食品の輸出額は大幅に増加）

世界的な日本食ブームやアジア諸国の所得水準の向上を背景として、我が国農林水産物・

食品の輸出は近年大幅に増加している。2007年の輸出額は前年より16％増加して4,337億円

となり、３年前の2004年と比べて1.5倍と大きく増加した（図Ⅱ－82）。

「21世紀新農政2006」では、農林水産物・食品の輸出額を2004年からの５年間で倍増する

目標が掲げられ、「21世紀新農政2007」では、この取組をさらに加速させ、2013年までに輸

出額を１兆円規模とする目標が新たに示され、その実現に向けた取組が行われている。

（2007年の輸出先の第１位は香港）

農林水産物・食品の輸出増加には、水産物輸出の増加が大きく寄与しており、最近では農

産物の寄与も大きい（図Ⅱ－83）。輸出先は、アジアや米国が中心であるが、2007年は香港

が米国を抜いて１位になり（図Ⅱ－84）、また、経済発展に伴う高額所得者層の増加が著し

い中国向けの輸出額の伸びも顕著で、輸出額は2007年には564億円と５年前の1.9倍に増加し

ている。

136

第
１
部

第
Ⅱ
章

図Ⅱ－82 農林水産物・食品の輸出額の推移　

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
　注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物または水産物に 
　　分類 
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図Ⅱ－83 農林水産物・食品の輸出額の
増加率と寄与度

図Ⅱ－84 農林水産物・食品の輸出先国の分布

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
　注：1）各品目の数字は寄与度であるため、品目ごとの増加率とは 
　　　  値が異なる。 
　　　2）図Ⅱ－82の注釈参照 
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 

シンガポール2％ シンガポール3％ 
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米国 
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米国 
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韓国 
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中国 
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輸出額 
4,337億円 
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（長いも、りんご、いちご、牛肉の輸出が拡大）

品目別にみると、近年、長いも、りんご、いちご、牛肉、鶏肉、緑茶のほか、チョコレー

ト菓子等の菓子の輸出の伸びが著しくなっている（表Ⅱ－６）。米については、台湾、香港、

米国等で人気となっているが、2007年６月、中国への輸出が４年ぶりに再開され、2008年３

月までに124ｔが輸出されている。
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表Ⅱ－ 6 輸出額が増加している農産物の例

品目 備考 輸出額 
（2007年） 

対前 
年比 

対2002 
年比 

品目 備考 輸出額 
（2007年） 

対前 
年比 

対2002 
年比 

   米 
（援助米 
  を除く） 

緑茶 

菓子 

5億円 

32億円 

115億円 

55億円 

124％ 244％ 

105％ 

115％ 

118％ 

234％ 

175％ 

232％ 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
 

長いも 

りんご 

いちご 

牛肉 

鶏肉 

19億円 

80億円 

1億円 

20億円 

9億円 

104％ 

140％ 

123％ 

314％ 

302％ 

92％ 

301％ 
 

1,838％ 

1,559％ 

268％ 

薬膳料理の食材とし 
て台湾、米国へ 
 

香港、台湾へ贈答用 
として好評 

米国、香港向け輸出 
が本格化 

台湾で、大玉のりん 
ごが高級贈答品とし 
て人気 

もみじ（鶏足）等の需 
要増加により、ベト 
ナム向け輸出が増加 

寿司等の日本食ブー 
ムを受けて、台湾、 
香港、米国等で人気 
2007年6月には中 
国への輸出を再開 

欧米等で緑茶ブーム 

チョコレートは、中 
国や台湾で、動脈硬 
化の予防に効果があ 
るとされるカカオを 
多く含む製品を中心 
に人気 

チョコ 
レート 
菓子 

各地で様々に取り組まれる米の輸出 事 例

米の輸出に関しては、各地で様々な取組が行われている。例えば福井県では、経済連と県が連携して積極
的に東アジア市場へ福井産米の販路開拓を行った結果、2005年からコシヒカリの輸出が始まり2007年には
香港へ5ｔ、台湾へ1ｔを輸出している。また、新潟県上

じょう

越
えつ

市
し

では、市の農業者グループがコシヒカリを台
湾へ毎月1ｔずつ安定して輸出しており、2007年からは香港や豪州への販路拡大にも取り組んでいる。
さらに、島根県のJA西いわみでは、減農薬・減化学肥料で生産した米を2003年から台湾へ輸出している。

品質管理を徹底し差別化を図ることで、小口でも単価が高く売れる市場を開拓しており、2006年の輸出量
は7ｔとなっている。当初、台湾の輸入業者から、高い日本米は売れないと指摘を受けたため、残りは買い
戻すという条件で販売したところ、2日で完売したことから、全量買取販売方式の安定した輸出へ変更を行
った。これにより、生産者の意欲が増して米の作付面積が拡大したほか、メロン等の農産物の輸出ルートの
確立にもつながっている。
中国では、近年、経済成長に伴う所得向上等からジャポニカ米に対する需要が高まり、米生産量に占める

ジャポニカ米の比率も30％（2004年）に及んでいる。一方、中国には総人口の1.5％（ 2千万人）といわれ
る月収10万元（約150万円）以上の「富裕層」に次ぎ、月収5万元
（約75万円、上海の一般的サラリーマンの月収は 4万 5千円）から
10万元を稼ぐ「有産階級層（ネクストリッチ）＊１」も急速に増加し
ている。この階層は、主要16都市の人口の1割近く、全国で5千万
人を超えると推定され、北京オリンピックを控
え、今後さらなる増加が見込まれている。特に、
若年の有産階級層の特徴として、自分の気に入
った物に対しては、高価でも対価を払う意欲が
あることが指摘されており、それらの層に対し
て米をはじめとする農産物の輸出に戦略的に取
り組むことが重要となっている。

島根県 

福井県 

上越市 新
潟
県
 

上越市による香港での販売促進

＊１ （株）野村総合研究所「ネクストリッチ（有産階級層）の構造とマーケット」。有産階級層は、都市部に出現し、自
動車や不動産等の高級品に購買意欲がある層とされている。



（総合的な輸出戦略の具体化を推進）

2013年までに輸出額を１兆円規模とする目標の実現に向けて、2007年５月に農林水産物等

輸出促進全国協議会において「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」が了承された。

同戦略では、関係府省、地方公共団体等が連携を図り、輸出環境の整備、品目別の戦略的な

輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外への情報発信を

行うこととされている。

（整備が進む輸出環境）

民間だけでは対処できない相手国の制度等の輸出阻害要因を解消するため、検疫協議の加

速化による検疫問題の解決とともに、加工施設等におけるHACCP
ハ サ ッ プ

手法の導入、生産段階に

おけるGAP
ギャップ

手法の導入等が推進されている＊１。また、検疫協議については、国内の要望や

相手国内の需要を踏まえ、比較的早めに課題が解決する見込みのある技術的協議を優先的に

進めるなど戦略的対応を図っている。GAP手法の導入においては、EU内の小売業への農産

物出荷で求められることがあるGLOBALGAP
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

の日本人審査員による審査体制が整備される

とともに、我が国のGAPの一つであるJGAP
ジェイギャップ

がGLOBALGAP同等性認証を取得するなど、輸

出環境の整備が進められている（図Ⅱ－85）。

（品目別の戦略的な輸出促進の取組が重要）

また、品目ごとに輸出促進を重点的に図るべき国は異なるため、品目別の戦略的な輸出促

進に取り組むことが重要である。このため、米・米加工品をはじめとする11の主要品目＊２

について、例えば、米・米加工品の場合、米は台湾、米国、香港、シンガポール、中国、加

工米飯は米国、カナダを重点国とするなど、重点個別品目と重点国が明確化され、輸出拡大

に向けた工程表が策定されている。また、和牛における統一マークの作成等、知的財産戦

略・ブランド戦略の推進、品目別の広報戦略の策定と広報媒体の整備、供給基盤の強化も一

体的に進められている。
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図Ⅱ－85 輸出環境の整備の例

資料：農林水産省作成 
　注：米国向け水産物は厚生労働省認定施設数と大日本水産会認定施設数の合計 

HACCP手法の導入 GAP手法の導入 

現
　
状
 

今

後

の

対

応

 

今
後
の
対
応
 

現
　
状
 

○水産物　EU向け：21施設、米国向け：225施設 
○牛肉　 米国向け： 4施設、香港向け：　4施設 
　・複雑なEU-HACCP規則が関係者に十分周知されて 
　　いない 

○認定基準の明確化 
　・既認定施設事例集の作成 

○認定基準の周知 
　・民間機関の活用（技術的助言） 
　・講習会開催 

○基準に合致した施設整備の支援、品質管理の実践 

EU内の小売業への出荷にはGLOBALGAP
取得が求められることがあり、海外から
の審査員招請コストが大きかったが 
○GLOBALGAPの日本人審査員が誕生 
　（2007年4月） 

○先進的な農業者にも対応し得るGAP手
法の導入について、普及指導員等によ
る生産現場での指導・助言を含めた支
援を実施 

＊１ HACCP、GAPについてはP113・114参照

＊２ 米・米加工品、野菜・野菜加工品、果実・果実加工品、花き、牛乳・乳製品、食肉・食肉加工品その他畜産品、
茶、水産物・水産加工品、特用林産物、加工食品、木材の11品目



（意欲ある農林漁業者等に対して支援）

他方、輸出の取組に意欲がある農林漁業者等に対しては、国内外バイヤーとの商談の場の

提供、海外高級百貨店等に開設する常設店舗への出店募集、海外における販売促進活動に対

する支援等が行われている。これらは、我が国の多様な農林水産物・食品を広く紹介すると

ともに、我が国の生産者と海外の輸入業者・消費者等との関係を深めることに貢献している。

このほか、地方農政局が中心となって、地域の輸出促進にかかる協議会を開催し、農林漁業

者等に対するきめ細かなニーズへの丁寧な対応を図っている。

（日本食・日本食材等の海外への情報発信が重要）

農林水産物・食品の輸出を一層促進するためには、日本食・日本食材等の海外発信が効果

的に行われることが重要である。このため、輸出促進ロゴマークの作成＊１（2006年）を行

ったほか、中国への米輸出再開時等に当たって重点的・戦略的にイベントが開催されている。

また、関係府省・団体等と連携し、外国人オピニオンリーダー等に対して、旬の高品質な日

本食材を用いた日本食等を提供する｢WASHOKU-Try Japan’s Good Food」事業が行われて

いる。

一方、日本食のショールームである海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及

を通じて、日本食材の輸出促進を図るため、2007年７月に民間有志により、特定非営利活動

法人（NPO法人＊２）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO）」が設立された。JROは、

台北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者のネッ

トワークを築いている。
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表Ⅱ－ 7 農産物の輸出取組事例

資料：農林水産省作成 

場所等 内容 

野菜等を香港、シン 
ガポールへ輸出 
 
　 【千葉県成田市】 

富有柿を香港へ輸出 
　　【岐阜県】 

統一マークによる和 
牛肉のブランド化の 
取組 

なり た   し 

和牛統一マーク 

　成田市にある生産者連合は、有機（JAS認定）や特別栽培による農作物の生産・加
工・販売を行っているが、香港で農薬に対する不安が出ていたことを知り、立地を活
かして、1994年から在留邦人向けに生鮮野菜の輸出を開始した。しかし、現地には日
本のような宅配システムがなく、配送途中の品質低下が問題となったため、配送を指
導するとともに、保冷パックを入れるなどの対応を行った。1998年にはシンガポール
への輸出を開始し、2003年には1千人の顧客をかかえるまでになった。現地のテレビ
の料理番組で日本の野菜を紹介するなどの広告・宣伝活動も行っている。 

　海外のレストランやスーパーマーケットで外国産牛肉が
「WAGYU」の表示で販売されている例がみられるため、
2007年12月から日本産の和牛であることを証明する和牛統
一マークを策定し、外国産牛肉との差別化を図っている。 
　マークは（社）中央畜産会が国内外で商標登録を申請して
おり、今後は日本産和牛肉の取扱業者等が輸出用パッケージ
に印刷し、また、販売時にシールを商品に貼るなどにより使
用し、和牛肉のブランド化を一層推進することとしている。 

　岐阜県では、香港で日本の富有柿が高級果実として販売できることに注目し、2004
年度に全農岐阜県本部や県食品産業協議会、県等関係団体で構成される「岐阜県農林
水産物輸出促進協議会」を設立し、現地の輸入商社との商談会や小売店での岐阜県産
農産物・食品フェアを開催している。フェア開催店では、富有柿の継続販売が実現し
ており、現在は富有柿が岐阜県発祥ということや、産地としての岐阜県のイメージ付
けを行い、ブランド確立に取り組み、2006年度の輸出量は22 tに増加している。 

＊１　P10参照
＊２　［用語の解説］を参照



（６）農業の体質強化と高付加価値化に向けた多様な取組

ア　知的財産の創造・保護・活用の取組
（知的財産の創造・保護・活用により、農林水産業が持続的に発展）

我が国の農林水産物・食品は、関係者の努力をはじめ、技術、伝統、文化といった貴重な

知的財産によって成り立っており、他国に類をみない特質・強さを有している。我が国の農

林水産業が国際競争力の強化や収益性の向上により持続的に発展し、ひいては地域の活性化

につながっていくためには、知的財産を適切に保護しながら、積極的・戦略的に活用してい

くことが重要である（図Ⅱ－86）。

（知的財産戦略に沿って各種施策を推進）

このため、2007年３月に「農林水産省知的財産戦略」＊１が策定された。同戦略に基づき、

研究開発を活用した新需要・新産業創出、生産者や現場の指導者のための「知的財産取扱指

針」の作成、権利侵害への対応強化、農林水産業者等への意識啓発・知識の普及をはじめと

する具体的施策が推進されている（図Ⅱ－87）。
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図Ⅱ－86 農林水産分野の知的財産

知的財産権の例 知的財産権以外の重要な知的財産 

●育成者権 
 （植物の新品種の保護）  
●特許権 
　（カボチャの空中栽培の方法、有用 
　機能が解明された遺伝子等）  
●実用新案権 
　（長いもを形良く育てるパイプ等）  
●商標権  
●意匠権 
　（使いやすいせん定ハサミ等） 

●古くからある農業技術 
 
●古くからある植物品種（コシヒカリ、ふじ等） 
 
●和牛等の動物の遺伝資源 
 
●ブランド（地域ブランド、企業ブランド等） 
 
●食文化・伝統文化 
 
●人々の手によってつくられた農山漁村景観 

資料：農林水産省作成 

図Ⅱ－87 農林水産省知的財産戦略における主な施策

資料：農林水産省作成 

1．創造・活用 

2．保護 

3．普及啓発・人材育成 

●研究開発を活用した新需要・新産業創出 
●遺伝子特許の取得と新品種創出や育種改良の促進 
●研究ニーズの発掘と研究成果の実用化促進 
 （１）農林水産知財ネットワークの構築 
 （２）新分野開拓に向けた連携強化 

●生産者や現場の指導者のための知財取扱指針作成 
●地域資源の発掘、再認識によるブランド化・事業化の促進 
 （１）身近な景観や食文化等地域資源の再発見・活用 
 （２）地域ブランド化への支援 

●日本ブランド対策 

●権利侵害への対応強化　　●海外での育成者権保護強化　　●海外での侵害に関する相談窓口の設置 

●農林水産業者・研究者・普及指導員等における意識啓発、知識の普及 

生産現場・農山漁村 研究・技術開発分野 

海外 

＊１　農林水産省知的財産戦略本部において策定



（知的財産を活用するための研究・技術開発、産地育成を推進）

近年、血圧上昇抑制作用の効果が期待されるGABA
ギ ヤ バ

を多く含む巨大胚芽米や、肝機能改善

作用の効果が期待されるアントシアニンを多く含んだ紫サツマイモ、生糸を活用したUVカ

ット繊維等、機能性成分を有した様々な新食品や新素材の開発が行われている。これらの市

場の規模を2010年度までに700億円程度とすることを目標として、新たな研究、技術開発、

実用化、産地育成が推進されている。

（生産現場での知的財産の活用等や地域ブランド化を戦略的に推進）

一方、生産現場でも知的財産の創造・保護・活用が図られている。「農業の現場における

知的財産取扱指針」（2007年８月策定）に基づき、技術・ノウハウ等の発掘・創造・保護が

推進されるとともに、「農山漁村の郷土料理百選」の選定が行われるなど、地域資源の発掘

にも力が注がれている。

また、地域が真に力のある「地域ブランド」を確立していくには、生産・品質管理、名称

管理、マーケティング力の向上等一貫した取組を行うことが重要である。このような地域の

取組を応援するため、取組主体や支援者が情報交換したり、成功事例の収集・発信を行った

りする場として、2007年11月に「食と農林水産業の地域ブランド協議会」が設立された。

今後、地域ブランド化の取組全体について一貫してアドバイスするプロデューサーや専門

家の招へい、調査や機器整備等の支援が行われる。

（知的財産の保護強化が必要）

知的財産の創造・保護・活用を推進するため、育成者権審査の迅速化、権利侵害対策支援

の充実強化等により、植物新品種や家畜の遺伝資源の保護を強化する必要がある。特に、育

成者権が知的財産権として定着し、価値が高まる一方、侵害事例も多数みられることから、

2007年５月に種苗法が改正され、罰則を強化するなど侵害対策が強化されている（図Ⅱ－88）。

また、東アジアでは品種保護制度の整備が遅れていることから、我が国が提唱した「東アジ

ア植物品種保護フォーラム」の設置について、2007年11月にASEAN10か国と中国、韓国が

賛同し、今後、新品種の審査・登録手続きの統一等を図っていくこととされている。
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図Ⅱ－88 育成者権者が受けた権利侵害事例の内容

資料：（社）農林水産先端技術産業振興センター「育成者権に関するアンケート調査」（2006年3月公表） 
　注：育成者権者2,055人を対象として実施（回収率26.1％） 

国内での種苗の無断増殖と販売 

その他 

海外での種苗や収穫物の販売 

海外で増殖した種苗や収穫物の 
我が国への輸入・販売 

海外で増殖した種苗や収穫物の 
第三国への輸入・販売 

国内での種苗の無断増殖と収穫 
物の販売 

87

84

21

15

4

25

0 20 40 60 80 100
件 



イ　研究・技術開発の推進状況
（農業・食品分野の研究・技術開発は様々な分野で期待）

農業や食品分野における研究・技術開発は、競争力の強化や付加価値の創出・向上をもた

らすだけでなく、農林水産分野に加えて医療・工業の分野も含めた新たな需要を創出するな

ど、社会的に貢献することが期待されている。このため、食料・農業・農村に関する様々な

政策課題に対応して、国、独立行政法人研究機関、公立試験研究機関等の研究勢力を結集し

ながら、様々な研究・技術開発が進められている。

（省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の実施）

効率的、安定的な農業経営の育成に資するため、省力・省エネ・コスト低減を図る生産シ

ステムの開発をテーマとし、生産性の大幅な向上に向けた研究・技術開発が行われている。

例えば、慣行の水稲栽培では、春先の短期間に代かき、移植等作業が集中するとともに、

作業工程ごとに機械が必要である。これに対し、耕起作業を省略し、乾田状態のままは種機

で種籾をまく不耕起乾田直播栽培を導入することで、代かき等が不要となり、労働時間が慣

行栽培より10ａ当たり６割減の６時間で済む事例も報告されている。この場合、水稲・麦・

大豆での汎用利用が可能なは種機を用いていることから、機械稼働面積の拡大による機械費

の低減効果も期待される（図Ⅱ－89）。

また、漏水が激しく、これを防ぐために代かきが欠かせない水田では、農閑期の冬期に代

かきを済ませ、春に乾田直播を行うことで、育苗が省略できる。加えて、移植に比べては種

の作業速度が高いことにより労働の集中が軽減され、10ａ当たりの労働時間を３割削減でき

る事例が報告されている。

さらに、施設園芸経営のコスト低減に向けては、施設の設置コストの削減、収穫作業の省

力化等が求められている。このようななか、近年、従来型の鉄骨ハウス並みの強度で設置費

が６割程度となる低コストハウスが実用化された。また、いちごの栽培では、画像解析によ

り一果実ごとに着色程度を認識し適期収穫を行ういちご収穫ロボットやパック詰めロボット

が開発されつつあり、10ａ当たり1,800時間と多大な労働の一部代替が期待されている。
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図Ⅱ－89 省力・省エネ・コスト低減に資する研究・技術開発の事例

水稲・麦・大豆不耕起栽培技術 

労働時間/10a

水稲 小麦 大豆 

いちご収穫ロボット 

パック詰めロボット 

いちご収穫・調整ロボット 

16
12
8
4
0

慣　行 

不耕起 

労働時間の削減効果（茨城県での事例） 

・不耕起は種では、前作の藁を切断し 
　ながら、溝を切りは種。 

・水稲・麦・大豆のは種ができ、収量 
　はいずれも慣行とほぼ同じ。 

5 cm

種子 

溝切り部 
藁 

資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構資料、栃木県農業試験場資料を基に農林水産省で作成 

わら 

不耕起は種作業 



（食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する新品種を開発）

我が国主導の国際研究により、2004年にイネゲノム全塩基配列（約３億７千万塩基）の解

読が達成された。この成果を活用して、重要遺伝子の機能解明を進めるとともに、DNAマ

ーカー育種技術や遺伝子組換え技術等の革新的技術を利用して、2010年度までに50件程度の

新品種の創出を図るとともに、さらに飼料やバイオマスの原料として超多収イネや複合病虫

害抵抗性イネ等の開発が行われている（図Ⅱ－90）。また、乾燥等から植物を守るための指

令を発するDREB
ド レ ブ

（環境応答因子）遺伝子を活用した乾燥や塩害に強い小麦の開発や、カド

ミウム等土壌の汚染物質を効率的に吸収する作物の開発、エタノール転換効率を高めるため

のリグニン含有率の低いバイオマス作物の開発等が進められている。

（食の安全と消費者の信頼確保に向けたリスク管理技術や品種判別技術を開発）

食品に対する消費者の信頼確保や育成者権の保護という政策課題に対応して、農林水産物

の品種、産地等を判別するための様々な研究が実施されている。現在、DNA分析により米

や果実をはじめとする多くの生鮮品の品種判別が可能になっており、判別が難しい加工品の

技術開発が進められている（図Ⅱ－91）。

また、鳥インフルエンザやBSE等の人獣共通感染症については、人への潜在的感染リスク

を最低限に抑制するとともに、畜産農家の経済的損失の低減化を図る技術の開発が求められ

ている。このため、検査技術の迅速化や病原学的・疫学的知見を集積することにより、現在

実施されている防疫措置の高精度化、効率化を図り、感染リスクの低減と防疫措置にかかる

農家の経済的損失や行政コストの低減を図る取組が進められている。
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図Ⅱ－90 食料・環境・エネルギー問題の解決に貢献する作物開発の事例

資料：（独）国際農林水産業研究センター資料を基に農林水産省で作成 

○複数の病害虫に抵 
　抗性をもつ作物 
○劣悪な環境でも生 
　育可能な作物 

○汚染土壌を効率的 
　に浄化する作物 

○超多収やエタノール転 
　換効率を高めるための 
　リグニン含有率の低い 
　バイオマス作物 

乾燥条件下 

通常の 
小麦 

DREB強化 
の小麦 

カドミウム等の重金属 

食　料 環　境 エネルギー 

図Ⅱ－91 食の安全と消費者の信頼確保に向けた研究・技術開発の事例

品種判別技術 人獣共通感染症のリスク管理 

資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構資料を基に農林水産省で作成 

試　料 

米 

米加工品 

DNAの抽出 電気泳動で識別 鳥インフルエンザ等の診断・防疫措置 
の高精度化、効率化を図る技術の開発 

鳥インフルエンザウイルス 
の亜型判別の迅速化 

増幅されたDNA断片の長さ 
の違い（バンドの位置の違 
い）を検出 

長い 

短い 

典型的な鳥インフルエンザの 
病変（トサカの出血・壊死） 

 



（１）農村と農業集落の現状

ア　人口の動向と社会生活基盤の整備状況
（地方圏で人口が大幅減少との推計）

我が国の人口は、2005年を境に減少局面に入っており、今後長期にわたって減少すると予

想されている。東京圏と名古屋圏は当面人口が増加する一方、大阪圏と地方圏は減少し続け

ると推計されている（図Ⅱ－92）。高齢化率は三大都市圏、地方圏とも上昇するが、高齢者

人口の増加は、今後とも人口が増加する東京圏と名古屋圏において著しくなっている。
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図Ⅱ－92 三大都市圏と地方圏の将来人口

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口推計」（2007年5月推計） 
　注：東京圏は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県、名古屋圏は岐阜県、愛知県、三重県の3県、大阪圏は京都府、大阪府、兵庫県、 
　　奈良県の2府2県、地方圏とはこれらを除く道県 
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出生子ども数の多い農村地域
我が国の合計特殊出生率＊１は減少を続け、人口置換水準＊２の2.08を大きく下回っていますが、そのなか

で農村的地域を示す非人口集中地区（非DID）では人口集中地区（DID）に比べ平均出生子ども数が多い傾
向にあります。一方、夫妻のどちらかの母親と同居する割合は、非人口集中地区においては4割と高く、夫
妻の母親が子育てを担いやすいことから、農村部の方が子育てしやすい環境にあると考えられます。

（夫妻どちらかの母親との同居） 

DID、非DIDと平均出生子ども数、夫妻の母親との同居 

50

26.1

全国 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第3回全国家庭動向 
　　調査」 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」　 
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＊１　１人の女子が生涯に生む子供の数を近似する指標で、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率の合計
＊２　人口が減少しないで維持される合計特殊出生率



（汚水処理施設の普及率は人口規模の小さい町村で低い）

農村における道路、上水道、汚水処理施設等の生活環境施設の整備は着実に進展している。

しかしながら、汚水処理施設の普及率は人口規模で大きく異なり、人口規模の小さい町村は

依然低い状況にある（図Ⅱ－93）。

（情報通信基盤の整備は地域によってばらつき）

情報通信基盤の整備は進んできているが、ブロードバンドの利用が可能な世帯の割合は三

大都市圏で高く、光ファイバ（FTTH＊１）になると、地域間の格差は依然大きい（図Ⅱ－94）。
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図Ⅱ－93 汚水処理施設普及率の推移（市町村人口規模別）
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資料：農林水産省、国土交通省、環境省調べ 

100万人以上 50～100万 30～50万 10～30万 5～10万 5万未満 

図Ⅱ－94 都道府県別ブロードバンド整備状況（2007年12月）
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（ブロードバンド利用可能世帯数の割合） （FTTH（光ファイバ）利用可能世帯数の割合） 

資料：総務省「次世代ブロードバンド戦略2010　関連資料」 

＊１ FTTH：Fiber To The Home 個人宅へ直接光ファイバケーブルを引き込む方式



イ　集落の状況
（農業集落は地域の様々な役割を担っている）

農村社会は、農業生産活動を中心として、家と家とが地縁的につながった農業集落を基礎

として維持・形成されている。農業集落は、農地や農業水利施設の維持管理といった農業生

産面の役割にとどまらず、生活環境施設の維持管理、住民の相互扶助、伝統文化の継承等、

地域の様々な役割を担ってきている。現在、全国に13万９千の農業集落が存在し、そのうち

生産活動に不可欠な地域資源の利用や維持管理を共同で行うなどの集落機能を有しているこ

とが確認されたのは、11万900集落となっている＊１。

（過疎化、高齢化により、集落機能の低下や機能維持も困難に）

過疎地域等においては、地域の自治組織の最小単位である集落が過疎化・高齢化すること

により、集落機能が低下し、機能維持が困難になることが懸念される。市町村への調査によ

ると、高齢者の割合が50％以上の集落のうち、４割が集落機能が低下、または維持が困難と

されている＊２。

また、集落内が実態として無人化し、通年での居住者が存在しない「消滅集落」となる可

能性については、今後10年以内に消滅の可能性がある集落は423集落で、中部圏、四国圏で

高い割合となっている（図Ⅱ－95）。
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資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 
　注：1999年度時点の過疎市町村及び2006年度時点の過疎市町村775を対象としたアンケート調査（回答率100％） 

（凡例） 

（上段）10年以内に消滅の可能性がある集落数（割合） 
（中段）いずれ消滅の可能性がある集落数（割合） 
（下段）65歳以上人口が50％以上の集落数（割合） 

北海道 
  23（0.6％） 
187（4.7％） 
319（8.0％） 

東北圏 
  65（0.1％） 
340（2.7％） 
736（5.8％） 

首都圏 
  13（  0.5％） 
123（  4.9％） 
302（12.0％） 

沖縄県 
  0（0.0％） 
  2（0.1％） 
13（0.4％） 

中部圏 
  59（  1.5％） 
213（  5.5％） 
613（15.7％） 

四国圏 
     90（  1.4％） 
   404（  6.1％） 
1,357（20.6％） 

九州圏 
     53（  0.3％） 
   319（  2.1％） 
1,635（10.7％） 

中国圏 
     73（  0.6％） 
   425（  3.4％） 
2,270（18.1％） 

近畿圏 
  26（  0.9％） 
155（  5.6％） 
417（15.2％） 

北陸圏 
  21（  1.3％） 
  52（  3.1％） 
216（12.9％） 

＊１　農林水産省「農林業センサス」（2005年）。全域が市街化区域である農業集落を除く。
＊２　国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年８月公表）



（消滅する可能性がある集落は世帯規模が小さく、山間地に存在）

また、10年以内に消滅する可能性がある集落及びいずれ消滅する可能性がある集落の特徴

としては、世帯規模が小さい、山間地であること等があげられる（図Ⅱ－96）。山間地につ

いては、１割の集落で消滅が危惧されている＊１。

（多くの集落で耕作放棄地が増大）

さらに、回答のあった775市町村の６割を超える市町村では耕作放棄地の増大が指摘され

ている（図Ⅱ－97）。
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図Ⅱ－96 集落の消滅の可能性と世帯規模、地域類型

10年以内に消滅 

10年以内に消滅 

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 
　注：P146. 図Ⅱ－95の注釈参照 
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図Ⅱ－97 多くの集落で発生している問題や現象（複数回答）

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 
　注：P146. 図Ⅱ－95の注釈参照 
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＊１　国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年８月公表）



（消滅する可能性がある集落に対し、住民生活に関する支援が必要）

一方、回答のあった775市町村の１割（70市町村）が、消滅する可能性がある集落や集落

機能の維持が困難となっている集落に対して何らかの行政施策を講じている。その内容は、

住宅や公共施設の整備といった生活基盤の維持や、地域づくり活動への補助といった住民生

活に関する支援にかかる施策が多いが、鳥獣駆除対策や担い手育成といった農業対策も実施

されている（図Ⅱ－98）。また、中山間地域等においては、一部、中山間地域等直接支払制

度の導入を契機とした話合い活動の活発化により、地域の活性化もみられること等から、地

域住民の生活を確保しつつ、基幹産業である農業の振興を図ることが必要である。

（市町村の農林水産関係職員数や農業関係予算は大幅に減少）

市町村は、平成の大合併により、1,788市町村に合併・統合されたが（2008年４月現在）、

その予算規模、職員定数が縮小傾向にあるなか、農林水産関係職員数や農業関係予算は大幅

に減少している（図Ⅱ－99）。
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図Ⅱ－98 消滅する可能性がある集落に対する行政対策（複数回答）

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 
　注：1）P146. 図Ⅱ－95の注釈参照 
　　　2）消滅危惧集落への対策として70市町村から回答のあった105の施策の割合 
　　　3）産業基盤の維持対策には鳥獣駆除対策事業、農地保全事業、担い手育成等の農業対策を含む。 
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図Ⅱ－99 市町村における職員定員数、普通会計決算額の推移

2000年度 
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資料：総務省「地方財政状況調査」を基に農林水産省で作成 
　注：1）農林水産関係職員数は、2001年4月1日時点を基準とした2006年4月1日現在の割合 
　　　2）決算額は2000年度を基準とした2005年度の割合であり、一部事務組合の経費を含む。 
　　　3）決算額の農業関係は農業費、畜産業費、農地費の合計で、福祉関係は民生費 
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（市町村合併が農業関係職員数や予算額に影響）

市町村合併による農林水産関係職員数や農業関係予算への影響をみると、例えば、2003、

2004年度に合併した市町村は、全体の予算が合理化される影響等から、それ以外の市町村と

比べて、合併前より農林水産関係職員数の減少が大きい。また、一般財源より支出される農

業関係費についても、合併市町村での減少は大きく、合併から年を経るごとに市町村の農業

関係費が減少することが指摘されている（図Ⅱ－100）。

さらに、市町村合併により、旧市町村間での農政への熱意や土地利用計画のばらつきに起

因する施策の円滑な推進への支障、地域の個性や特徴の埋没が懸念される一方、行政区域が

広域化されることにより、多様で豊かな地域資源の活用や出入作等の広域的な土地利用調整、

専門部署の設置や担当職員の専任化の面の効果が期待される。

このようななか、合併後速やかに、新たな行政区域での土地利用計画を見直すなど、地域

の一体化を図るとともに、農業関係機関が役割分担を明確にしつつ、連携して農政推進体制

を確立し、地域資源の活用・ブランド化をはじめとする市町村合併のメリットを活かした取

組を推進していくことが重要である。
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図Ⅱ－100 市町村合併時期と農林水産関係職員数、農業関係費

資料：総務省「地方財政状況調査」を基に農林水産省で作成 
　注：1）農林水産関係職員数は、2003年4月1日時点を基準とした2006年4月1日現在の割合 
　　　2）決算額は2002年度を基準とした2005年度の割合で、農業関係費は一般財源より支出される農業費、畜産業費、農地費の合計 
　　　3）市町村の合併は2005年度までの最新の合併を採用しており、「左記以外の市町村」は、2005年度に合併した市町村と1999年度以降 
　　　  合併をしていない市町村の合計 

左記以外の 
市町村 

左記以外の 
市町村 

％ 
120

82.4
96.6

82.1
93.7

87.6

105.3
100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

農林水産 
関係職員 

一般行政 
関係職員 農業関係費 普通会計 

％ 

79.1

96.4
82.9

94.7
86.6

107.1

（職員数） （決算額） 

2003年度合併 2004年度合併 2003年度合併 2004年度合併 

市町村合併により各地域の資源を活かしたまちづくりを展開 事 例

新潟県妙
みょう

高
こう

市
し

は、妙高山麓一帯の市町村が合併し「妙高」の名を冠したことをきっか
けに、気候、文化、農業といった地域資源を活かしたまちづくりを展開している。
「生命地域の創造」をまちづくりの理念とし、①ゆっくりとした妙高の自然のなかで心
の豊かさを感じられる「スロー・ツーリズム」、②自然や農業体験等を通じて妙高の自然
を満喫できる「グリーン・ツーリズム」、③ありのままの自然や温泉等で人間性の回復や
健康を楽しめる「メディカル・ツーリズム」、④地域の自然・文化・芸術に
触れる趣きを楽しめる「アート＆カルチャー・ツーリズム」という 4つの
魅力づくりにより、人と自然が共生し、すべての生命を安心してはぐくむ
ことができる地域を目指している。また、まちづくりの理念に共感・協力
する者からの寄付を募り、その財源により特定事業に取り組む「妙高山麓
ゆめ基金」の設置や、ブログによる情報発信や口コミにより妙高市の広
告・宣伝に協力する「妙高市民PR応援団」の開設等、新たな交流をまちづ
くりに活かした仕組みを構築している。

妙高市 
新潟県 

群馬県長野県 富山県 

妙高山麓での農業体験風景



ウ　鳥獣被害の現状と対策
（鳥獣被害は中山間地域を中心に深刻化・広域化）

近年、鳥獣による農林水産業への被害は、特定の鳥獣の生息分布域の拡大や、農山漁村の

過疎化・高齢化の進展による耕作放棄地の増加等の影響で、中山間地域を中心に全国的に深

刻化・広域化している（図Ⅱ－101）。また、農山漁村地域では、一部の鳥獣による人身への

被害も増加傾向にある。農作物被害金額は200億円前後で推移しているが、その７割が獣類、

３割が鳥類によるものであり、獣類ではイノシシとシカ、サルによる被害が８割を超えてい

る（図Ⅱ－102）。

（鳥獣被害は金額に現れない影響も及ぼす）

鳥獣被害は、農業者の営農意欲を低下させること等により、耕作放棄地の増加の一因とも

なっており、耕作放棄地の増加がさらなる鳥獣被害を招くという悪循環を生じさせ、被害額

として現れない影響を及ぼしている（図Ⅱ－103）。また、農林漁業者の高齢化や捕獲の担い

手である狩猟者の減少、高齢化等によって、被害防止対策に取り組むための体制が十分に整

っていない地域も増加している（図Ⅱ－104）。
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図Ⅱ－101 10年前と比較した鳥獣被害の状況 図Ⅱ－102 野生鳥獣による農作物
被害状況（2006年度）

約1～1.5

約1.5～ 2

約3倍以上 

資料：全国山村振興連盟「鳥獣被害に関する振興山村市町村へのアンケート調査」 
　   （2007年10月公表） 
　注：752市町村を対象として実施（回収率63.2％） 
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資料：農林水産省調べ 

その他鳥類 
15％ 
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イノシシ 
28％ 

獣
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％
 

69

鳥
類
　
％
 

31
被害金額 
196億円 

図Ⅱ－103 鳥獣被害による悪循環（イメージ） 図Ⅱ－104 狩猟免状交付者数と動向

資料：農林水産省作成 
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（地域主体の総合的取組が重要）
鳥獣被害対策としては、捕獲による個体数調整や防護柵の設置による被害の防除、鳥獣と
の共存に配慮した里地里山の整備による生息環境管理等を総合的に推進することが必要であ
る（図Ⅱ－105）。また、被害の態様が各地域において異なるため、効率的な被害対策を実施
していくためには、被害の実態を把握している市町村をはじめ地域主体の取組を進めること
が重要である。
このため、2007年12月には「鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措
置に関する法律」が成立し、市町村が主体的に被害対策に取り組むことが可能となった。同
法に基づき被害防止計画を作成した市町村においては、①必要な財政措置が講じられること、
②鳥獣の捕獲許可権限を都道府県から委譲することができること、③鳥獣被害対策実施隊を
設けることが可能となること等の措置が講じられることとされている。
今後は、同法に基づき、各市町村における被害防止計画の作成を推進するとともに、地域
の関係機関が一体となって、市町村計画に基づく取組を総合的・効果的に推進していくこと
が必要である。
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図Ⅱ－105 鳥獣被害対策の基本的考え方

資料：農林水産省作成 

個体数調整 

・都道府県計画に基づく個体数管理 
・有害捕獲及び狩猟による捕獲 
・分布域等の把握　等 

被害の防除 

・未収穫果実等の除去 
・防護柵等侵入防止　等 

生息環境管理 
総合的な取組 

鳥獣との共存に配慮した 
・里地里山の整備 
・広葉樹林の育成等による森林の整備・保全活動 
・鳥獣保護区の適切な管理　等 

イノシシを地域資源として活用する取組 事 例

（1）島根県美
み

郷
さと

町
ちょう

（旧邑
おお

智
ち

町
ちょう

）
同町では、合併前からイノシシの捕獲対策に力を入れてきたが、秋から冬の狩猟期に狩りを行う猟友会と、
作物の生育期に捕獲をしてもらいたい農業者との間で意識の違いがあり、必ずしも万全の捕獲体制をとれて
はいなかった。このため、2000年に捕獲体制の見直しを行い、猟友会の指揮系統を明確化するとともに、
農業者の狩猟資格の取得を推進し、捕獲した者に奨励金を支出する際の確認を、捕獲日時を明確にするため
しっぽ確認から現場確認へ変更するなど対策を強化した。また、鳥獣被害は
農業者のみの問題ではなく、町全体の問題であるとして、
「おおち山くじら生産組合」を2004年に結成し、町民と一体
となってイノシシ肉の地域資源化に取り組んでいる。また、
イノシシ肉を使用した特産品の開発とともに、一流ホテルと
の取引やこれまで廃棄していた部位のペットフードとしての
商品化等、収益確保に向けた取組も行っている。

（2）福井県立大学（福井県永平
えいへい

寺
じ

町
ちょう

）
鯖
さば

江
え

市
し

職員に駆除後のイノシシの処理について相談されたことを契機とし
て、2007年より農家や地域住民を対象とした鳥獣被害についてのオープン
カレッジを開催し、イノシシ肉のレシピ開発や試食等の取組
を行った。その結果、農家に、住民と一緒に鳥獣被害に向き
合おうという積極的な姿勢が生まれ、一部地域では集落外の
住人も参加し、地域ぐるみで電気柵の設置や管理を行うなど、
地域の拠点の役割を果たす大学をコーディネーターとして、
地域全体で鳥獣被害対策に取り組むようになった。

美郷町 

島根県 

広島県 

永平寺町 

福井県 

岐阜県 
滋賀県 

石
 川
 県
 

特産品のイノシシ肉

オープンカレッジの様子



（２）食品産業等の異業種との連携強化

（農業は、飼料、食料品等の製造業との結び付きが特に強い）

各産業が、原材料として農産物を調達し、農業生産に影響を及ぼす度合いを比較したとこ

ろ、農業は飼料・有機質肥料、食料品といった製造業との結び付きが特に強く、次いで飲食

店、旅館といったサービス業との関係も深い（図Ⅱ－106）。

（食料品・飲料製造業は、農業とともに地方経済の基盤産業）

食料品・飲料製造業（たばこ・飼料製造業を含む）について、製造業の出荷額に対する割

合を都道府県別にみると、上位10道府県は北海道、東北、九州、沖縄といった地方に集中し

ており、その割合は20～50％に達し、全国平均（10.9％）を大きく上回っている（図Ⅱ－

107）。

また、特に出荷額の多い食料品・飲料製造業は、鹿児島では肉製品、北海道では乳製品と

いったように、各地の農業の特徴を反映している。

このように、農業と結び付きの強い食料品・飲料製造業は、農業とともに地方経済の基盤

産業となっている。

152

第
１
部

第
Ⅱ
章

図Ⅱ－106 農業以外の産業から農業への生産波及効果（2000年、上位10業種)

資料：総務省他9府省庁「産業連関表」 
　注：1）農業は耕種農業と畜産の合計 
　　　2）波及効果とは、ある産業に対する最終需要が1単位（例えば1億円）増加した場合に、その産業が増産のために原材料 
　　　　となる農産物を調達するなどし、農業生産が何単位押し上げられるかという効果のこと 

飼料・有機質肥料 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.25 

0.27 

食料品 0.24 

飲食店 0.06 

たばこ 0.06 

飲料 0.05 

旅館・その他の宿泊所 0.03 

農業サービス 0.02 

繊維工業製品 0.02 

ゴム製品 0.02 

なめし革・毛皮・同製品 0.02 
結び付きが強い→ 

図Ⅱ－107 製造業出荷額に占める食料品・飲料製造業出荷額の割合(2005年、上位10道府県)

資料：経済産業省「工業統計調査」 
　注：たばこ・飼料を含む。全従業者規模のベース 
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岩手 20.2 
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京都 21.5 

鳥取 23.9 

宮崎 26.9 

青森 29.0 
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北海道 37.6 

鹿児島 49.5 

％ 

全国平均10.9％ 



（製造業以外では、宿泊業も地方経済での比重が高い）

一方、製造業以外では、宿泊業の従業者数が第三次産業に占める割合を地域別にみると、

長野、山梨といった首都圏周辺や東北地方で特に高く、また、鳥取や大分、沖縄でもその割

合が高く、上位10県は４～６％と全国平均の２～３倍になっている（図Ⅱ－108）。

（飲食店は都市での比重がやや高いが、どの地方にも広範に展開）

また、飲食店の従業者数が第三次産業に占める割合は宿泊業より総じて高く、全国平均は

7.4％である。地域別では、首都圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏が上位を占める。ただ

し、上位10府県と全国平均の差は食料品・飲料製造業や宿泊業に比べると小幅であり、その

他の地方にも広範に展開していることがうかがえる（図Ⅱ－109）。
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図Ⅱ－108 第三次産業従業者に占める宿泊業従業者の割合（2004年、上位10県）
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資料：総務省「事業所・企業統計調査」 

％ 

全国平均 2.0 

図Ⅱ－109 第三次産業従業者に占める飲食業従業者の割合（2004年、上位10府県）
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資料：総務省「事業所・企業統計調査」 
　注：飲食店は一般飲食店 
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（食品製造業や飲食店・宿泊業の景況感は低迷し、「都市と地方の格差」が顕在化）

我が国の景気回復は、このところ足踏み状態にある一方、企業の業況感もこのところ慎重

化している。なかでも食品製造業や飲食店・宿泊業の業況感は低迷しており、製造業の全体

や情報通信産業とは対照的である（図Ⅱ－110）。農業や、農業と関係の深い地方の基盤産業

の停滞等により、「都市と地方の格差」といわれる状況が顕在化し、その格差が拡大してい

るという実感をもつ人も多い。

（地方の農業や経済を活性化するには、農業と関連産業の連携の強化が必要）

このようななか、地方経済の基盤である農業と関連産業について、地域全体として振興を

図っていくことが必要となっている。

農林水産省と経済産業省では、密接かつ有機的に連携をとり、農商工連携の促進等による

地域経済活性化のための取組を推進していくこととしている（図Ⅱ－111）。
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図Ⅱ－110 企業の業況感（「良い」企業の割合－「悪い」企業の割合）
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資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 
　注：全規模合計 
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図Ⅱ－111 農商工連携促進等による地域経済活性化のための取組

資料：農林水産省、経済産業省作成資料を基に農林水産省作成 

Ⅰ 地域経済活性化のための「農 
     商工連携」促進等の取組 

　施策の相互活用の推進、施策の集中的 
実施等により、地域産品等に関する販売 
促進・新商品開発、地域産業におけるイ 
ノベーションの推進等を効果的に支援 

Ⅱ 「まるごと食べよう  ニッポンブランド！」 
　 「ニッポン・サイコー！キャンペーン」 
　 の共同実施 

　国産農林水産品の消費拡大を図るため、 
両省それぞれが所管する業界団体等に 
対し、働きかけ等を実施し、国民的な 
運動への展開を促進 

Ⅲ 「農商工連携」のためのPR等 

　両省が相互のネットワーク等を通じ、 
連携して「農商工連携」のためのPRを 
実施し、農業・工業・商業の事業者等 
への普及啓発を実施 

Ⅳ　法制度面等での検討 

・農林漁業者と中小企業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組を支援すること等 
　を内容とする、農商工等連携関係2法案を第169回国会に提出 

・農林漁業に由来するバイオマスをバイオ燃料の原材料として活用する取組を支援すること等を 
　内容とする、農林漁業バイオ燃料法案を第169回国会に提出 
 



（連携により様々な成果）

農業と関連産業の連携では、食品製造業はもとより、外食や観光も含めた多様な産業との

連携が不可欠である。地域のなかには、関連産業の農業への参入や、農業と関連産業との連

携により、農産物の高付加価値化、販路の確保、魅力的な加工品の開発といった成果をあげ

ている取組がみられる＊１。
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外食産業による農業への参入 事 例

東京都大
おお

田
た

区
く

に本社を構える大手外食企業は、2001年から農業に参入している。現

在では、同社傘下の農業生産法人が、北海道や群馬県、千葉県において合計約500haの

農場を運営している。各地の農場では有機農業に取り組んでおり、JASの有機野菜、有

機畜産物の認証も取得している。

同社の農業部門の販売額は、2007年 3 月までの 1年間で

22億円に上った。その大部分がグループ内の外食店に販売

されるため、実需に直結した安定的な農業生産が実現されて

いる。また、外食企業の労務管理手法が農業部門にも導入さ

れ、農作業の効率化につながっている。

収益面では、長年有機農法に取り組んでいる農場で黒字を

達成しているものの、新規農場については土づくりができて

おらず赤字となっている。

同社全体としては、外部の有機農家との連携も強化することで付加価値の高い有機農産物を安定的に調達

でき、しかも生産履歴を把握しやすいといった利点がある。外食産業の競争が激化し、食の安全・安心に対

する関心が広がるなかで、同社は自社生産の農産物をメニューに活用し、同業他社との差別化を図っている。

農業部門の収益性向上は今後の課題であるが、有機農業の普及拡大を目指し継続的な取組が行われている。

茨城県 
埼玉県 

東京都 千
 葉
 県
 

神奈川県 

山
 梨
 県
 

大田区 

自社生産の有機野菜を活用したメニュー

機械メーカーが農家と契約してキャベツを調達 事 例

広島県広島
ひろしま

市
し

でお好み焼き焼成機等を製造する中堅規模の食品機械メーカーは、実際

に自社で食品をつくらないと優良な食品機械は製作できないとの思いから、1990年に

食品事業部を設立し、冷蔵・冷凍用の広島風お好み焼きを製造・販売している。

広島風お好み焼きの味を左右するキャベツは、農協を通じて県内の農家を中心に契約

栽培で調達している。冷蔵・冷凍のお好み焼きは、工場での

焼成時と消費する際の2度加熱されるため、農家との契約に

際しては2度加熱しても食感が劣化しないキャベツ品種を指

定している。また、独自の栽培基準を設け、農薬の使用回数

等を定めている。

契約農家は、これまで単にキャベツを栽培して農協経由で

市場に出荷していたが、契約を結ぶことで実需者のニーズを

意識したキャベツづくりをするようになった。市場に出荷していたころは価格も乱高下したが、契約価格は

一定に定められるため、農業経営の安定につながっている。また、同社食品製造事業部との契約ではキャベ

ツの大きさや形状等の規格に縛りがなく、箱代がかからないこともメリットである。

一方、同社食品製造事業部としては、キャベツの契約価格は市場価格よりも若干高くなるものの、食感と

安心・安全にこだわったキャベツを確保できることが契約のメリットとなっている。

岡
 山
 県
 

広島市 
広島県 

島根県 

山
 口
 県

契約栽培のキャベツ
冷蔵（チルド）
お好み焼き

＊１ 農林水産省と経済産業省は、農林水産業者と商工業者等が連携して、それぞれの技術や特徴等を活用している先進的
な取組を「農商工連携88選」として選定している（http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/080404_1.html



（旅行者の食に対するニーズにこたえることが重要）

農業と観光関連産業の連携では、地元特産の食材を活用して特色のある料理や土産物で集

客に取り組むなど、旅行者の食に対するニーズにこたえることが重要である。実際に、宿泊

旅行の主な目的は、「食」であるとの調査結果がある（図Ⅱ－112）。

（農業と宿泊業の連携は地域ごとにばらつき）

観光関連産業との連携は、地域ごとにばらつきがある。宿泊業者に対する１千億円の支出

が発生した場合に、食材等の調達を通じて同一地域の農業生産に波及する効果を地域別に計

測すると、九州、東北、北海道では相対的に大きな波及効果が現れる。その一方で、近畿や

中部といった地域では、波及効果が相対的に小さい（図Ⅱ－113）。波及効果の小さい地域で

は、農業と宿泊業の連携が弱く、地元の農産物を使った料理が旅館やホテルであまり提供さ

れていないといったことが考えられる。
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図Ⅱ－112 宿泊旅行の目的（2006年度、複数回答、上位10件）

資料：じゃらんリサーチセンター「宿泊旅行調査」（2007年8月公表） 
　注：2006年度に国内宿泊旅行をした13,563人を対象として実施したアンケート調査（回収率75.8％） 
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図Ⅱ－113 宿泊業に対する１千億円の支出が同一地域における農業の生産に波及する効果（2000年）

資料：経済産業省「地域産業連関表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）農業は耕種農業と畜産の合計、宿泊業は旅館・その他の宿泊所 
　　　2）「関東」には山梨県、長野県、新潟県及び静岡県を、「近畿」には福井県を含み、「中部」は富山県、石川県、 
　　　　  岐阜県、愛知県及び三重県 
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（農業と宿泊業の連携強化により、農業生産の拡大が見込まれる）

各地の旅館やホテルが地元農産物の調達をふやし、同一地域における農業と宿泊業の連携

を強化した場合に、地域の農業生産が押し上げられる効果を試算したところ＊１、現状で連

携が弱い近畿や中部では、連携を強化した場合に農業生産額が２～４％ほど増加するとの結

果が得られた（図Ⅱ－114）。

今回の試算は、農業と宿泊業者との連携強化に着目したが、特産品を活用した土産物や、

農業・農村を体験する旅行商品の企画・開発等、連携の範囲を広げることで、農業生産や観

光集客の面でさらに大きな効果が上がることが期待される。
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図Ⅱ－114 農業と宿泊業が連携を強化した場合の農業生産額の増加率

資料：経済産業省「地域産業連関表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）業種の定義及び地域分類はP156. 図Ⅱー113に同じ。 
　　　2）試算の前提として、①各地の宿泊業に対する需要額は最近時点（2000年）で一定のものとし、②宿泊業から農業への生産波及効果が最も高い 
　　　  九州を一つの基準として（図Ⅱー113）、九州と同程度に他の地域でも農業と宿泊業の連携が強化されると仮定 
　　　3）増加率＝連携強化に伴う農業の生産増加額/2000年時点の農業生産額 
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宿泊業との連携で農家の経営が安定し、生産意欲も向上 事 例
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）の旅館では、「地元の食材を使った料理を食べたい」と
の宿泊客の言葉をきっかけに、湯布院にこだわった料理を出すようになった。取組の当
初は、地元の農産物を使いたくても仕入れが困難であり、露地2 haとハウス12棟を経営
する農家からは、旅館の細かい注文に応じることはできないと断られたが、料理長が毎
日畑に通って農家を説得し、取引が始まった。

この結果、料理長は農家と年間の作付計画を話し合い、新鮮かつ調理法に応
じた高品質な農産物を安定的に確保できるようになった。また、農家の側では
経営が安定し､米も通常価格が30kg当たり6,000～6,300円のところ､10,000～
15,000円で旅館に買い取ってもらうなど、収入の増加も実現している｡
現在では、料理人が農家に直接野菜の注文をしたり、地元の直売所をまわっ

て旬の野菜を仕入れたりするなど、少しずつ地元農産物を扱う旅館がふえてき
ている。また、料理人らによる研究会が地元野菜を使った料理を考案するなど、
湯布院全体のレベルアップに取り組んでいる。
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農協系統出荷に依存して、自分でつくった野菜をいくらで売っていいのかわ
からなかった農家が、この事業を通じて自分たちの野菜の価値に気付き、たと
え規格外であっても値段をつけられるということから生産意欲を高めている。
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湯布院料理研究会
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＊１　図Ⅱ－114の注２）参照



（３）都市と農村の共生・対流の促進

ア　都市農業の重要性
（都市的地域の農業は全国の２割程度を占める）

都市農業（都市とその周辺地域の農業を指す）は、全農家戸数の24％、全耕地面積の15％

を占めている（図Ⅱ－115）。また、販売金額も全販売農家の18％を占めている。

都市的地域では､付加価値の高い野菜や花きの生産が盛んなことから､単位面積当たりの販

売金額が相対的に高い。10ａ当たりの販売金額は、46都府県平均の19万９千円に対し、都市

的地域では22万２千円であり、うち東京都の都市的地域では36万６千円となっているなど＊１、

都市農業は我が国農業にとって重要な役割を担っている。

（都市農業は都市住民に新鮮な農産物を供給）

大きな消費市場をかかえる関東や近畿、中部地方では、域内で生産される野菜が同一地域

内に供給される割合が高く、これらの地域に多く含まれる都市農業は都市住民への農産物の

供給に重要な役割を果たしていることがうかがわれる（図Ⅱ－116）。
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図Ⅱ－115 我が国の農業における都市農業の位置付け（2005年）

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：1）農家戸数と経営耕地面積は総農家、農産物の販売金額は販売農家ベース 
　　　2）農業地域類型区分は、1950年時点の市区町村境界を用いて地域を区分し、それぞれの地域に2000年時点の地域類型を適用 
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図Ⅱ－116 域内で生産される野菜が同一地域内に供給される割合（2000年）

資料：経済産業省「地域産業連関表」 
　注：1）域内で生産される野菜が同一地域内に供給される割合＝1－野菜の移輸出額／野菜の域内生産額 
　　　2）地域分類はP156. 図Ⅱー113に同じであり、離島の沖縄を除いて図示 
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＊１　農林水産省「農林業センサス」（2005年）。販売農家を対象としたもの



（都市農業は農業生産以外にも様々な役割を発揮）

都市農業は､都市住民への新鮮な農産物の供給にとどまらず､緑地空間や景観の形成､市民

農園を利用した農業体験・交流活動の場の提供､都市部の気候緩和､災害時の避難場所といっ

た様々な役割を発揮している（図Ⅱ－117）。今後とも都市及び都市周辺の農地を残したいと

考える人が９割に上るとの調査結果もあり＊１､都市農業の維持・振興が重要となっている。
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図Ⅱ－117 都市及び都市周辺の農業・農地が果たしている役割（設問ごとに１つ回答）
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がいづくり、ふれあい等の場を提供 

緑地空間、景観の形成等うるおい 
・いやし・ゆとり等の場を提供　 

資料：関東農政局「第15回 食と農に関するアンケート」（2007年3月公表） 
　注：あぐりテーブル関東会員及び農林水産情報交流ネットワーク事業モニターを対象として実施した調査（回答数302人） 
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近隣住民の間で人気が高い世田谷区のぶどう園 事 例
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谷
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区
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で代々続く農家では、区画整理や相続で経営規模が55ａまで縮小した
ことに伴い、露地野菜の生産を縮小する代わりに、8年前からは安定的な経営の見込め
るぶどう園を開設した。
ぶどう園の開園は例年8月末であり、当初はぶどうがなくなるまで2～ 3週間ほど開

園していたが、ここ数年は近隣住民の間でぶどう園の人気が高まり、1週間ほどでぶど
うがなくなってしまう。入園料と味見は無料だが、入園者が収穫したぶど
うは1kg当たり1,400円から販売している。
また、併設しているいちご園も、5月を中心に1か月ほど開園する。20

株ごとに 1区画として、1区画当たり5,500円で貸し出し、利用者はそれ
ぞれの区画からいちごを摘みとる方式である。いちご園も、利用者を受け
付ける日には農家の玄関先に行列ができ、即日で募集を締め切るほど人気
が高く、ぶどう園とともに近隣住民のいやしやゆとりの場となっている。
ぶどう園といちご園からの収入は、農業収入の半分に相当する。残りの

半分は露地野菜の販売によるが、ここ1～ 2年は市場出荷よりも直売所と
庭先での販売が伸びている。その要因として、人口の都市回帰で近隣にも
住人がふえたこと、安心・安全・新鮮な野菜へのニーズが高まっているこ
とが考えられるという。その一方で、トラクターの騒音や農薬の散布等で
近隣住民とトラブルにならないよう、作業には十分な注意を払っている。

＊１ 関東農政局「第15回 食と農に関するアンケート」（2007年３月公表）。あぐりテーブル関東会員及び農林水産情報
交流ネットワーク事業モニターを対象として実施した調査（回答数302人）
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（市民農園の８割が都市的地域に集中）

市民農園は､都市住民が身近に農業を体験できるものであり､健康増進や生きがいづくり､

ふれあいの場として増加している。2006年度末には2001年度末（５年前）から２割増加して

3,246か所になった。開設主体別では７割が地方公共団体であるが、農業者の開設もふえて

いる（図Ⅱ－118）。また、８割が都市的地域に集中している＊１。都市的地域の市民農園は、

徒歩や自転車で通園できるところが多く＊２、応募倍率も高めになっている（図Ⅱ－119）。

（耕作放棄地の解消に役立つ市民農園）

市民農園開設前の土地利用状況は、畑に次いで耕作放棄地であった場合が多い。特に、開

設前が耕作放棄地だった割合は、山間農業地域において高く、市民農園の開設が耕作放棄地

の解消に役立っている面もある（図Ⅱ－120）。
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図Ⅱ－118 市民農園数の推移
（開設主体別）

資料：農林水産省調べ 
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図Ⅱ－119 市民農園の応募倍率（2006年度末、地域類型別）

資料：農林水産省調べ 
　注：応募倍率＝応募者数／募集区画数 
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図Ⅱ－120 市民農園開設前の主な土地利用状況（地域類型別、関東農政局管内）

資料：関東農政局「平成17年度 市民農園の運営・管理、廃園理由に関するアンケート調査結果」（2006年9月公表） 
　注：市民農園開設主体337を対象として実施（回収率87.2％） 

計 
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都市的地域 68.6 4.7 9.4 13.1 4.2

平地農業地域 72.7 9.1 4.5 6.8 6.8

中間農業地域 57.1 11.9 11.9 14.3 4.8

山間農業地域 35.7 14.3 7.1 35.7 7.1

水田 その他 
耕作放棄地 水田転作地 畑 

＊１　農林水産省調べ（2006年度末）
＊２　関東農政局｢平成17年度 市民農園の運営・管理、廃園理由に関するアンケート調査結果｣（2006年９月公表）



（市民農園に取り組むことで農業経営を安定化させる動き）

市町村営の市民農園は、住民サービス等の立場から利用料を低く設定しており、利用料収

入だけでは運営管理が困難なものもある。これに対し、農家が開設した市民農園は、収支が

プラスである割合が比較的高い（図Ⅱ－121）。農家のなかには、市民農園に取り組むことで

農業経営を安定化させている事例もある。
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図Ⅱ－121 市民農園の収支状況（開設主体別、関東農政局管内）

資料：関東農政局「平成17年度 市民農園の運営・管理、廃園理由に関するアンケート調査結果」（2006年9月公表） 
　注：図Ⅱー120の注釈参照　　　 
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魅力ある農業経営としての農業体験農園 事 例

東京都練
ねり

馬
ま

区
く

で江戸時代から続く野菜作の専業農家では、1996年から、利用者が料金

を支払って農家の指導のもと農作業を体験する、いわゆる農園利用方式の市民農園を開

設している。この農家は、農園を都市住民との共生・対流の場としてだけでなく、安定

的に農業収入をあげるための経営の柱として位置付けている。経営する105ａのなかか

ら、30m2を 1 区画として148区画を農園利用方式で開放し、

利用者からは１区画当たり 4万 3千円の利用料を得ているこ

とから、利用料収入の総額は600万円を超えている。農園か

らの所得は市場価格に左右されることなく得られ、農業経営

の安定に役立っている。

利用者には、プロの指導のもと、八百屋で販売されるよう

な野菜がつくれるということで人気が高い。

練馬区では、健康でゆとりある区民生活に資するとともに、

良好な都市環境の形成と農地の保全を図ることを目的として、

この農家のような農業体験農園12か所に助成を行っている。

茨城県 
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東京都 千
 葉
 県
 

神奈川県 
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 梨
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イ　農業・農村体験の場としての農村
（農村は保健休養、教育の機能の発揮の場）

農村は、農業生産と生活空間が一体となって地域社会が形成され、農業生産活動と関連の

大きい民俗芸能や伝統文化を発達させてきた。農業は、農業体験や農村での滞在を通じて、

都市生活で高まったストレスを心身ともにリフレッシュできるという保健・レクリエーショ

ン機能をもっている。また、農業や生き物とのふれあいによって食の大切さや命の尊さを学

べるといった効果もあり、農業・農村とのふれあいのなかでストレスの解消を求める動きが

広がっている。

一方、農村では、少子高齢化や過疎化の進行等により活力が低下している。地域が活力を

取り戻し、その役割を十分に発揮するためには、都市と農村に住む双方の人々が互いの生

活・文化の良いところを取り入れて充実したライフスタイルをつくり上げ、「人・もの・情

報」が絶えず行き来する社会の実現を目指す、都市と農村の共生・対流の促進が重要である。

（我が国のグリーン・ツーリズムは農業・農村体験が中心）

都市と農村の共生・対流は、一時的な農村での滞在から定住まで、多様な形態で展開され

ている。現在、我が国では、農村で自然、文化、人々との交流を楽しむ余暇活動であるグリ

ーン・ツーリズムが広がりをみせている。特に、農山漁村体験ツアー受入れの取組を行って

いる市町村ではツアーの６割が日帰りであるなど＊１、我が国の場合、日帰りや短期滞在に

より農作業や地域の食文化、民俗芸能等の体験を行うものが中心となっている。また、５万

人以上の都市で「農山村で農業体験や滞在を楽しむ旅」の経験者はわずか３％であり＊２、

今後グリーン・ツーリズムが国民に認知され、その取組を拡大する必要がある。

（ニューツーリズムやヘルスツーリズムとしてのグリーン・ツーリズムの展開）

2007年６月に策定された観光立国推進基本計画では、グリーン・ツーリズムが「ニューツ

ーリズム」という新たな観光の分野として位置付けられている。また、日本人の国内旅行に

おける１人当たり年間宿泊数を４泊（2006年2.77泊）、国内の観光旅行消費額を30兆円

（2005年24.4兆円）にすることを目指している。

さらに、同計画では、医学的な根拠に基づく健康の回復・維持・増進につながるヘルスツ

ーリズムも新たな観光分野として位置付けられている。農業の多面的機能である保健・レク

リエーション機能や、農村の自然、新鮮な食材等は健康に資する資源であり、これらを活用

し、ヘルスツーリズムの要素も取り入れたグリーン・ツーリズムの展開も期待される。

162

第
１
部

第
Ⅱ
章

イワナのつかみどり りんごの収穫体験 笹だんごづくり体験

＊１ （財）都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査」（2007年３月公表）
＊２ （財）社会経済生産性本部「レジャー白書2007」



（グリーン・ツーリズムの取組には地域にかたより）

農業経営体が行う観光農園や農家民宿といったグリーン・ツーリズムの取組状況をみる

と、観光農園は、東山、南関東、北関東、東北で多く、農家民宿は東山、北陸で多いなど、

地域にかたよりがみられる（図Ⅱ－122）。

また、市町村における滞在型グリーン・ツーリズムの取組をみると、体験ツアーの受入れ

は31％、体験型修学旅行等の受入れは17％の市町村で実施している（図Ⅱ－123）。
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図Ⅱ－122 農業経営体のグリーン・ツーリズムへの取組（2005年、農業地域別）

貸農園・ 
体験農園等 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
　注：北関東とは栃木県、群馬県、茨城県、南関東とは埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東山とは長野県、山梨県 
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図Ⅱ－123 市町村における滞在型グリーン・ツーリズム等の取組

現在取り組まれてい 
なく、今後も取り組 
まれる予定もない 

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査」（2007年3月公表） 
　注：全国の1,834市町村を対象に実施したアンケート調査（回答率58.3％） 
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（訪日外国人向けにグリーン・ツーリズムを展開することも重要）

グリーン・ツーリズムは、来日する外国人にも広がるきざしがみられる。外国人延べ宿泊

数が東京都、大阪府、千葉県の上位３都府県で５割を超えるなど、来日する外国人旅行者は

大都市に多く滞在している＊１。しかし、2007年６月の外国人延べ宿泊数を１年前と比較す

ると、福井県で1.7倍、鳥取県で1.4倍、秋田県で1.2倍に増加するなど、チャーター便の増加

等により、地方圏での外国人延べ宿泊数の伸びが著しい。また、外国人向けのスキーや観光

地周遊をはじめとするツアーの一環で、収穫体験プログラムを取り入れる例もみられる＊２。

外国人居住者に、我が国の地方の地域資源について出身国において知られているか質問し

たところ、「地方の伝統文化」、「森林・山」、「地方の大学等への留学・企業研修」は、「よく

知られている」と「関心のある人は知っている」を合わせて６～７割に上るのに対し、コン

サート、展覧会等の「地方の文化的イベント」と、田舎滞在等の「ルーラルツーリズム」は

「ほとんど知られていない」という回答が６割に上っている＊３。

一方、今後訪日の目的となる可能性については、６割以上が「広く可能性がある」または

「一部の人は関心をもつ可能性がある」と答えており、現在外国人に知られていないグリー

ン・ツーリズムについても、訪日動機となる可能性が高いと考えられる（図Ⅱ－124）。

観光立国推進基本計画では、2010年までに訪日外国人旅行者数を１千万人（2006年733万

人）にすることを目指しており、2007年から国土交通省と農林水産省で連携し、農山漁村の

地域資源を活用した国際グリーン・ツーリズムを推進することとされている。

国土交通省では、旅行会社関係者やメディア関係者、教育関係者の招請や海外への情報発

信を、農林水産省では、外国人旅行者が受入可能な地域情報の収集・整理や在日外国人等の

活用によるモデル地区の育成を行い、訪日外国人向けグリーン・ツーリズムの展開を図るこ

ととされている。
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図Ⅱ－124 地方圏の地域資源が訪日の目的となる可能性

資料：国土交通省「都市・地域レポート2007」 
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＊１　国土交通省「宿泊旅行統計調査」
＊２　P170. 事例「都市住民や企業との連携による地域の活性化」参照
＊３　国土交通省「都市・地域レポート2007」



ウ　子ども期の農作業体験の重要性
（子ども期の農作業体験が成人後の農林業へのかかわりに大きく影響）

子ども期の農作業体験は、成人後の農林業へのかかわりに大きく影響している。農林業へ

のかかわりとしては、農地トラスト＊１への参加、森林や農地の保全への募金・寄付の実施

等、現地には出向かずに資金を提供するものと、農林業体験の実施や市民農園、援農や森林

ボランティアへの参加等、現地に直接出向いて活動するものがある。なかでも、後者につい

ては、子ども期に農作業体験がある者の参加が格段に多くなっている（図Ⅱ－126）。子ども

期の農作業体験を拡大することにより、国民の農業への理解を浸透させることが重要である。

（農業体験学習で様々な教育的効果）

田植や稲刈りの体験学習の前後で

子どもの心理状況の変化を計測する

と、「怒り」や「不安」といった感

情が低下する傾向がみられる（図

Ⅱ－126）。

宿泊を伴う場合は、子どもの情緒

が安定し、明るさや活気が出る、待

つ心が育ち我慢強くなるなど、精神

的側面の効果が高い＊２。また、農

家の協力が得られることで、農業へ

の興味や関心、地域に対する理解等

が深まる傾向にある。さらに、環境

との接触により、自然や生き物、食

べ物への興味・関心が高まってい

る。
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図Ⅱ－125 子ども期の農作業体験別農林業へのかかわり

農林業体験や市民農園、援農・森林ボラン 
ティア、農地・森林のオーナー制度等に参 
加（農地や森林に直接出向いて活動） 

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査」（2007年3月公表） 
　注：1）インターネット調査会社に登録しているモニターを対象として実施したインターネット調査（回答総数3千） 
　　　2）調査対象は、20歳以上で農林漁業に従事（兼業を含む）していない都市住民（全国の30万人以上の都市及び東京23区居住者が基 
　　　  本（人口30万人以上の都市が存在しない県については県庁所在地、同一県内に30万人以上の都市が複数ある場合は一部対象外）） 
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資料：（独）農業・食品産業総合研究機構農村工学研究所「農村での休暇・体験活動  
　　がもたらす保健休養・教育的効果の生理・心理的評価手法の開発」 
　注：19件の農業体験について、体験前後に質問用紙により小・中学生の心理状態 
　　を計測した結果の平均 
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図Ⅱ－126 農業体験前後の心理変化の比較

＊１　農地保全を目的に、会費の支払いや農産物の購入等により、地域の農業生産を支援する取組
＊２ （独）農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所「農業体験学習の取り組み方と教育的効果の関連性に関す
る分析」（2006年６月公表）



（農業体験学習の実施場所の多くは、学校内や市町村内）

小・中学校の農業体験学習は、小学校の79％、中学校の32％で実施されている＊１。なか

でも、は種・植付から収穫までといった農作業のすべての体験を行っているのは、小学校の

65％、中学校の59％であるが、その実施場所の多くは学校内や市町村内となっている。

修学旅行等においては、小学校で５割、中学校で６割の学校で体験学習を取り入れている

が、このうち農山漁村体験を行う件数の割合は８％である＊２。また、宿泊形態として農山漁村

民泊を採用しているのは小・中学校、高等学校とも１％にすぎない。中学校では、利用したい

宿泊施設として民宿が６％、民家が１％と民宿や民泊へのニーズが低い状況にある＊３。最

近では、「民宿＋農業体験等」を新しい修学旅行の形として取り入れる学校もみられるが、その

効果を評価する一方、受入農家の対応の差異等に対し、厳しい意見もみられる（図Ⅱ－127）。

（農山漁村における体験型修学旅行等の受入可能者数は大幅拡大が見込まれる）

全国の市町村に対する調査によると、農山漁村における体験型修学旅行等の受入れは176

市町村が実施しており＊４、１市町村当たりの年間受入校は平均で８校、最大で100校、１校

当たりの受入人数は100人前後となっている。176市町村の受入人数は実績で65,420人に達し、

また、受入可能者数はその３倍近くであり、23市町村が2008年度までに新たに取り組む予定

であること等から、今後、受入人数の大幅な拡大が期待される。

体験型修学旅行等の滞在施設の利用形態は、民間宿泊施設が45％と最も高く、次いで集

落・地区等の個人宅の利用（民泊）が28％となっている。民泊は農林漁家の負担が大きくな

ることから、農林漁家が副業として取り組む農林漁業体験民宿の拡大や、民泊と公共・民間

宿泊施設との併用、宿泊と食事や風呂の分離等、地域における創意工夫が重要である。

また、修学旅行等における事前・事後学習の充実は、教育効果を高めるために重要であり、

学校側に対し、事前学習に役立つ情報の提供が必要である。
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図Ⅱ－127 中学校の修学旅行における農業体験学習に関する意見

＜評価＞
○ファームステイを取り入れているため、農家と家族的なつながりが強くなった。農業に対する理
解が高められた。

○農家に滞在し、寝食をともにすることにより、人の温かさを感じ、生徒も満足している。農業体
験によって仕事する苦労を知り、普段は見えない農家の作業を知り、食べ物を大切にする気持ち
がわいてきている。キャリア教育の一環として農業体験を取り入れた。

○ホームステイの農家に生徒の状況を細かく伝えられていなかったため、ステイ先に迷惑をかけた
が生徒は満足している。

＜不満＞
○スポーツ・農業体験を長い間受け入れてきた実績のある場所・業者が限られているので、行き先
が重なってしまう。

○40家庭にお願いして農業体験をしたが、各農家の対応に少し違い（差）があった。
○教育的意義が大きいと考えるファームステイを実施してきたが、受入農家の規範意識の希薄さか
ら子どもたちを裏切る結果になったことが非常に残念である。

資料：（財）全国修学旅行研究協会「平成18年度近畿地区公立中学校修学旅行実施状況報告書」（2007年3月公表）
注：1）近畿6府県公立中学校1,044校を対象として実施したアンケート調査（回答率92.3％）
2）体験学習に関する意見のうち、農業体験に関することが明白なもののみを抽出

＊１ （社）全国農村青少年教育振興会「農業体験学習に関するアンケート結果等」（2008年３月公表）
＊２ （財）日本修学旅行協会「教育旅行白書2008」
＊３ （財）全国修学旅行研究協会「地域の活性化と修学旅行の役割」（2007年７月公表）
＊４ （財）都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査」（2007年３月公表）



（各省連携し、小学生の長期農山漁村滞在を推進）

2008年度より、文部科学省と総務省、農林水産省が連携し、環境省の協力のもと、学ぶ意

欲や自立心、思いやりの心、規範意識等をはぐくみ、力強い子どもの成長を支える教育活動

として、農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」が

推進されている。全国の小学校で体験活動を展開することを目指し、今後農山漁村における

宿泊体験の受入体制の整備、地域の活力をサポートするための全国推進協議会の整備等を行

うこととされている。

このプロジェクトを推進するため、各地域においては、各小学校の児童１学年が受入可能

となるよう、宿泊施設や農家民宿等の整備・確保、地域で体験学習を指導する人材の育成が

必要である。また、学校側が地域の決定や事前・事後学習の実施に役立つ各種情報を入手で

きるよう、受入地域が情報を発信するとともに、受入地域と小学校をつなぐ中間組織の整備

等も重要である。

（地方公共団体は修学旅行の受入れに期待）

各地方公共団体の観光担当部局や観光協会等の多くは、修学旅行の誘致は重要と考えてお

り、修学旅行は「観光の発展」、「経済効果」をもたらす地域活性化の大きな柱と位置付けて

いる＊１。また、各地域においてアピールしたい価値・魅力は、「自然環境・景観」、「歴史・

文化」に続いて「農林漁業・生活体験」が高い割合となっている。

このため、地方公共団体における観光部局と農林漁業部局との連携を強化することが重要

である。
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廃校を宿泊施設に活用し、多様な農林漁業体験 事 例

宮城県南
みなみ

三陸
さんりく

町
ちょう

入
いり

谷
や

地区の旧林
はやし

際
ぎわ

小学校は、1999年 3月に廃校となり、取り壊しが
決定した。しかし、学区内の住民有志が町に、施設を取り壊さず、有効活用することを
強く要望したため、補助事業を導入して宿泊体験施設を整備し、2001年 4月、さんさん
館が開業した。管理運営は住民有志が結成した「旧林際小学校運営事業組合」によって
行われている。宿泊定員30人、年間宿泊者数は2千人程度で、その4
割は県外からの来訪である。木造校舎を活かした宿泊施設は、30歳
代後半以上の木造校舎で学んだ世代に人気が高い。
また、地域住民全体の協力により、農林漁業体験学習をはじめ、昔

遊び、工芸や民謡等の地元名人教室といった100種類以上の幅広い体
験メニューを備えているが、子ども会、学校、サークル等の団体利用
者を中心に、農業や漁業の体験希望が多い。小学校等の農林漁業体験
では、さんさん館を教職員の宿泊する「本部」とし、生徒はグループ
分けして近隣の農家・漁家に交代で宿泊するなど、山と海の両方を体
験できるよう工夫している。体験学習においては、地域で当たり前と
なっている作業等が体験者に高く評価され、講師となる地域の高齢者
のやる気を生み出している。
また、さんさん館での取組を参考として、全国で、廃校を利用した

同様の取組が広がっている。

南三陸町 

宮城県 

秋田県 

山形県 

岩手県 

さんさん館外観

学校のおもかげを残す廊下

＊１ （財）全国修学旅行研究協会「地域の活性化と修学旅行の役割」（2007年７月公表）



エ　共生・対流に向けた地域の取組
（50歳代後半の者が退職を契機として道府県へ転入する動き）

最近の大都市圏と地方圏の人口移動の動向は、大都市圏から地方圏への人口移動の割合が

減少する一方、地方圏から大都市圏への人口移動の割合が増加し、三大都市圏に人口の過半

が集中するなど、大都市圏に人口集中の傾向がある＊１。しかし、年齢別の純移動率＊２をみ

ると、60歳代前半では、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府のみ転出超過で、その他の道府

県では転入超過となっている＊３。これは50歳代後半からの退職者がUJIターンしていること

によるものと考えられる。

（二地域居住等の多様な人口を活用することが重要）

二地域居住はその地域に１か月以上の中長期、あるいは定期的、反復的に滞在するもので

あり、100万人の都市住民が農山漁村で実行していると推計されている（2005年）＊４。その目

的は「帰省」が最も多く、次いで「自然・文化とのふれあい、スポーツ、温泉」となってい

る。また、同居家族や同居していない家族等の住宅・別荘・仕事場の利用が80％以上を占め

ている。一方、将来、二地域居住を希望する者は、その目的として「自然・文化とのふれあ

い、スポーツ、温泉」をあげる者が最も多く、利用施設は、一般宿泊施設が最も多い。

居住地外から何らかの情報提供サービスを受けている情報交流人口は、2006年１月時点で

国内で約61万人となっており、情報を発信している取組件数の77％がその活動目的を「交流

促進」としている＊５。

我が国は人口減少局面に入ったなか、全般的に定住人口の拡大が見込めないことから、農

村においては、退職を契機としたUJIターン者や、二地域居住、交流、情報交流といった多

様な人口を活用して、地域活性化を図ることが重要である。

（農山漁村活性化法に基づく支援を開始）

「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」が成立し、2007

年度から同法に基づく活性化計画の作成とそれに基づく農山漁村活性化プロジェクト支援交

付金の交付が開始された。

事業の内容は、①定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤や施設の整

備、②定住等を促進するための集落における排水処理施設等生活環境施設の整備、③農林漁

業の体験のための施設をはじめ地域間交流の拠点となる施設の整備、④目標を達成するため

に地方が提案する事業等となっている。

2007年度は45都道府県の227地区で活性化計画が作成され、関係市町村数は292に及ぶ。計

画作成主体別にみると、都道府県計画が30地区、市町村計画が69地区、都道府県と市町村ま

たは複数市町村による共同計画が128地区となっている。
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＊１　総務省「国勢調査」
＊２　ある地域の転入超過数が地域人口に占める割合
＊３　国立社会保障・人口問題研究所調べ
＊４　国土交通省「「二地域居住」の意義とその戦略的支援策の構想」（2005年３月公表）
＊５　国土交通省「地方公共団体等に係わるインターネット住民等の「情報交流人口」の実態調査」（2006年３月調査）



（滞在型市民農園の取組は定住促進につながる）

都市住民が農園を借り、農山漁村で滞在しながら野菜づくりや加工技術等を学べ、地域住

民との交流を通じて余暇を楽しめる滞在型市民農園の取組は、現在58市町村で実施され、

2008年までにはさらに12市町村で実施される予定となっている＊１。実施市町村においては、

農園と簡易宿泊施設とをセットにして利用者に貸し出す方式が半数を占めている。

滞在型市民農園は、利用者の公平の観点から、契約年数の制限や契約内容の限定がある場

合が多いが、農園の利用や地域住民との交流により、利

用者が地域を知る機会となっている。

愛媛県今治
いまばり

市
し

（旧大
おお

三
み

島
しま

町
ちょう

）の滞在型市民農園「ラ

ントゥレーベン大三島」は、現在16組の都市住民が利用

しており、温暖な気候や、農園が集落の中心に位置し、

地域がもてなしの精神をもって利用者に接することか

ら、これまでの農園の利用者のうち、６組が地域に定住

している。このような取組が二地域居住から定住に発展

するきっかけとなることが期待される。

（農地の保全等への参加促進のため、農村から都市への情報発信が必要）

インターネットを利用する都市住民のうち、４割が森林・農地の保全への募金・寄付、直

売所やふるさと宅配便での農産物の購入等の農地や森林の保全に間接的に関与する取組への

参加経験がない。その理由として、活動について知らなかったとする回答が３割で最も多く、

活動への参加方法や申込窓口がわからないことも２割の者があげている（図Ⅱ－128）。

このため、都市住民が参加できる取組について、農村からの情報の発信を促進する必要が

ある。
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滞在型市民農園での農作業

図Ⅱ－128 間接的活動に参加しない理由（複数回答）

資料：国土交通省「国土の国民的経営の推進に係る基礎調査」（2007年3月公表） 
　注：1）P165. 図Ⅱ－125の注釈参照 
　　　2）「間接的活動」の例として、植林活動等森林保全への募金や寄付、安全な作物の栽培等農地保全への募金や寄付、国産材を利用した 
　　　　  製品等の購入、間伐材を利用した製品の購入、農作物の直販購入、ふるさと宅配便やオーナー制度による農作物等の購入、分収育林 
　　　　  制度、農地トラストを提示 
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その他 

森林・農地を保全する意義がわからない 

活動による成果がわからない 

今まで参加したことがないので不安 

どの団体の活動に参加していいのかわからない 

どのような活動をすればよいのかわからない 

活動への参加方法や申込窓口がわからない 

募金や寄付で投じた資金の使われ方がわからない 
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25.0 

30.9 

＊１ （財）都市農山漁村交流活性化機構「滞在型グリーン・ツーリズム等振興調査」（2007年３月公表）



（「道の駅」は地域の情報発信拠点として期待）

「道の駅」は、①道路利用者のための「休憩機能」、②道路情報や地域情報の「情報発信機

能」、③地域の交流を促進する「地域の連携機能」の３つの機能をあわせもつ休憩施設とし

て、1993年に登録が開始され、2008年４月現在で874か所が登録されている。そのうち、513

か所で観光案内所が、442か所で農林水産直売所が設置されており＊１、農産物の販売やイベ

ントにより地域の農家と都市住民が交流するなど、都市と農村の共生・対流に大きな役割を

果たしている。また、地域住民も利用できるにぎわいの場として活用されている例もみられ

る。さらに、各地域の「道の駅」が連携することにより、より広域的な情報を提供する取組

もみられ、「道の駅」というネットワークを活かした地域の情報発信が期待される。

（都市に集積した人材、知見、技術等を取り込むことが重要）

若者や団塊の世代の定住、二地域居住等も含め、都市と農村の間の人の往来は、経済的効

果のみならず、地域にとって新たな知見や地域活動の担い手を得る機会ともなる。人口が減

少局面に入った我が国においては、都市と農村の共生・対流の促進を通じ、都市に集積した

人材、知見、技術等を取り込んで、農村地域の活性化に結び付けていくことが重要である。
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全国初の都市型「道の駅」で、農産物の販路を拡大事 例

東京都八
はち

王
おう

子市
じ し

では、2007年4月、東京都で初めての「道の駅」がオープンした。都
市型「道の駅」として、農産物直売所やレストラン、交流スペースが整備されている。
農産物直売所は、消費者の生活パターンにあわせ営業時間を夜9時までとし、遅い時

間の来客にも対応できるようにしている。また、出荷者が売行状況を確認できるシステ
ムを導入し、出荷者がこまめに商品を補充できるようになっている。開設後9か月で直
売所の売上げは5億 6千万円となり、来場者が100万人を突破した。直売所の設
置に当たり、市内農家で出荷組合を設立し、約140人の農業者が出荷している。
豚肉ブランドのTOKYO

ト ウ キ ョ ウ

Ｘ
エックス

や地元酪農家によるアイスクリームの販売も好調で、
出荷組合の売上げは2億円を超えており、出荷者は大幅な収入増となっている。
バスツアーの休憩場所としての利用等、「道の駅」の登録による集客効果も大き
く、週末の来場者は市民と観光客の割合が半々となっている。
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農産物直売所

都市住民や企業との連携による地域の活性化事 例

長野県飯
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田市
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の農業法人は、平均年齢60歳代の兼業農家が構成員であり、若者が魅
力をもてる農業経営を目指し、都市住民との交流や農業体験の場の提供、パートナー制
度実施のほか、市場への出荷も行っている。
年間を通じて収穫できる作目体系を確立し、季節を問わず農業体験を受け入れている。
地元の観光会社を通じ、外国人旅行者の受入れも行っており、近隣の温泉や冬場のスキ
ーとあわせ、収穫体験プログラムがツアーに取り入れられている。
また、小・中学生の農業体験のための水稲作にも取り組んでおり、田植体験で

年間2,800人程度を受け入れている。小・中学生の手植えの方が育ちが良いと、
近隣農家からも水田を提供されている。
りんごの「パートナー制度」は、都市住民等の会員に収穫物を提供するもので、
会員に年間3日程度の収穫までの農作業を課している。中小企業の福利厚生事業
を受注する企業と連携して会員を募集し、130人の会員で運営している。会員の
広告代理店勤務経験者が同農業法人のリーフレットのデザイン、図柄等について
助言するなど、このような会員の知見を活用する取組の拡大も期待されている。

飯田市 

長野県 

山梨県 

岐阜県 

富山県 群
 馬
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農業体験（作業説明）

＊１　全国「道の駅」連絡会議調べ（2008年４月22日現在ホームページで公開している823か所中）
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本報告書では、食料・農業・農村をめぐる動向や、主要施策の取組状況について、様々な

観点から分析・検討を行った。その結果、明らかになった課題は以下のとおりである。

第一に、国際的な食料事情が大きく変化し、世界の食料需給が中長期的にひっ迫する可能

性があるなかで、食料の６割を海外に依存する我が国として、現在の大量輸入、大量廃棄等

の食生活を見つめ直し、安全な食料を将来にわたり安定的に供給するためのシステムを早急

に確立することである。このことは、単に食料・農業の観点にとどまらず、環境や国土の保

全、ひいては国民生活の在り方にもかかわる重要な国家的課題である。

そのためには、国内生産の増大を基本として、輸入と備蓄を組み合わせていくという方針

のもと、政府はもちろん国民、農業生産者・農業団体、食品関連事業者がそれぞれ、食料を

めぐる様々な問題を自らの問題として共有したうえで、限られた国内の農地を有効に活用し

て、国内農産物の生産をふやしていくことが重要である。また、食料自給率目標の達成に向

け、米粉利用の推進を含む米の消費拡大をはじめ、食育や地産地消に積極的に取り組むこと

により、消費者や食品産業が国産農産物を積極的に利用していくなど、生産・消費両面にわ

たる課題に関係者が一体となって取り組む必要がある。また、こうした取組を通じ、農地・

農業用水の確保、担い手の育成、農業技術の開発・普及を図り、食料供給力を強化していく

必要がある。

加えて、関係府省が情報の共有化をはじめ連携を一層強化することにより、食品の安全を

確保して消費者の信頼を回復し、安心できる生活環境の実現を目指すことが重要である。

第二に、意欲ある担い手の育成をはじめ、農業経営の体質強化を図り、力強い農業構造を

早急に構築することである。このため、2007年４月から導入された新たな経営所得安定対策

等の普及・定着を図る必要がある。これらの対策は、生産現場からの様々な要望、意見等を

踏まえて、制度の基本は維持しつつ地域の実態に即した見直しが行われたが、今後とも、生

産現場の声を踏まえつつ、適切に対応していくことが求められる。

特に、米の生産調整を確実に実行し、水田において自給率向上が必要な麦、大豆、飼料作

物等の生産を着実に進めることが重要である。また、米以外の作物の生産が困難な地域にお

いては、水田機能を維持していくという観点からも、飼料用やバイオ燃料用等主食用以外の

取組を推進していくことが重要である。

一方、農地政策については、「農地政策の展開方向について」（2007年11月）に沿って着実

に具体化していく必要がある。農業者への調査によると、農地の経営規模を拡大する理由と

して、農地を引き受けてほしいという依頼を受けたことや、拡大する農地が隣接しているこ

とをあげる回答が多くみられた。このため、貸したい人は貸しやすく、借りたい人は借りや

すい環境を整えるとともに、面的にまとまった形での農地利用集積を促進することが重要で

ある。なお、稲作単一農家の経営規模の縮小には、後継者がいないことや経営主の高齢化、

単位面積当たり米販売額が少ないことが関係していることが統計的手法からも改めて確認さ

れたことから、経営規模の拡大を目指す意欲ある農家に対し、経営の安定や人材確保といっ

た面での支援が重要である。



172

第
１
部

む
す
び

第三に、農業を地域経済を担うとともに、若者にとって魅力ある産業として育成し、その
活力を高めることにより、農村地域の再生を図ることである。近年、農産物直売所等で消費
者に直接販売を行う取組が盛んになっているが、この取組をさらに拡げ、加工、流通といっ
た経営の多角化や、有機農業や新食品・新素材の開発といった農業の高付加価値化に取り組
み、農業経営の安定化と競争力の強化を図ることが重要である。また、新たな生産システム
やロボットの開発による省力化・低コスト化に取り組む必要がある。さらに、知的財産を適
切に保護しながら、積極的・戦略的に活用していくとともに、関係機関が結集して、研究・
技術開発を推進していくことも重要である。
一方、農業経営の多角化、高付加価値化等に当たっては、農林水産物・食品は国内消費向
けという固定概念を打破し、海外に新たな市場を求めることが重要である。近年、世界的な
日本食ブーム等を背景として、農林水産物・食品の輸出は大幅に増加している。人口減少社
会が到来し、国内市場が成熟化するなか、農業の活力を高めるうえでも輸出の一層の促進は
重要であり、農業者をはじめ関係者一体となった取組が期待される。

第四に、地球温暖化や生物多様性の保全に対応するため、資源・環境対策を推進するとと
もに、循環型社会の形成を進めることである。特に、バイオマス利活用の加速化は、地球温
暖化防止や循環型社会の形成という視点に加え、従来の食料生産の枠を越え耕作放棄地の活
用を通じて食料安全保障にも資するなど、農林水産業の新たな領域を開拓する観点からも重
要である。
海外では、穀物を原料としたバイオ燃料の需要が高まっており、食料需要との競合が大き
な問題になっている。我が国としては、食料生産に影響を与えないよう、稲わら、間伐材等
のセルロース系原料から高効率にバイオ燃料の生産ができる技術開発をはじめ、未利用バイ
オマスを有効に活用した取組を推進する必要がある。
また、2013年以降の枠組み構築に向けて、農地を温室効果ガス排出削減または吸収源とす
る農地の管理方法の開発を進めていくことも重要である。

第五に、農村資源の活用・保全を図りつつ、農業の多面的機能を発揮させるとともに、都
市と農村の共生・対流を一層推進することにより、活力ある農村の実現を図ることである。
集落機能の低下や集落の消滅が懸念されるなか、市町村合併により農林水産関係職員数や農
業関係予算は大幅に減少しているが、合併を契機として各地域の資源を活かしたまちづくり
を行う取組もみられる。このため、農業と商工業、観光業との農商工等連携を強化し、若者
や団塊の世代をはじめ都市に集積した人材、知見、技術等を活かしつつ、地域特産品を開発
するなどの取組を推進することが重要である。また、都市と農村の共生・対流を進めていく
うえで、農村を農業・農村体験の場として位置付け、次世代を担う子どもたちを中心として、
グリーン・ツーリズムの取組を推進することが重要である。

最後に、WTO農業交渉やEPA/FTA交渉に戦略的に取り組むことである。その際、農業
構造改革の努力を損なわないように留意することが必要である。

食料・農業・農村施策は、国民の毎日の生活に深くかかわっていることから、生産現場の
取組や消費者の声を積極的に施策に反映させつつ、透明性の高い政策運営を進めることによ
り、国民の信頼と支持が得られることが重要である。
本報告書が、食料・農業・農村の現状や課題、主要施策の取組状況等について、国民の関
心と理解が高まることの一助となることを切に願うものである。
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［ 用 語 の 解 説 ］
１．基本統計用語
農家等分類関係（1990～2000年センサスの定義）

農業経営体分類関係（2005年センサスの定義）

用 語

農 家

販売農家

主業農家

準主業農家

副業的農家

第１種兼業農家

第２種兼業農家

自給的農家

農業サービス事業体

農家以外の農業事業
体

専業農家

定 義

定 義用 語

　経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間
15万円以上ある世帯

農業経営体

農業経営体のうち
家族経営

準単一複合経営経
営体

個人経営体

法人経営体

単一経営経営体

複合経営経営体

　農業経営体のうち個人経営体（農家）及び１戸１法人（農家であって農
業経営を法人化している者）

　農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、１年間に60日以上
自営農業に従事している65歳未満の者がいる農家

　農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、１年間に60日以上
自営農業に従事している65歳未満の者がいる農家

　１年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の者がいない農家
（主業農家及び準主業農家以外の農家）

　経営耕地面積が10ａ以上または農産物販売金額が年間15万円以上の農業
を営む世帯（農家）以外の事業体

　委託を受けて農作業を行う事業所（農業事業体を除き、専ら苗の生産及
び販売を行う事業所を含む）

　世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ農業所得の方が兼業所
得よりも多い農家

　世帯員のなかに兼業従事者が１人以上おり、かつ兼業所得の方が農業所
得よりも多い農家

　経営耕地面積30ａ以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家

　経営耕地面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満の農家

　世帯員のなかに兼業従事者が１人もいない農家

　農業経営体のうち世帯単位で事業を行う者であり、１戸１法人を除く

　農業経営体のうち法人化して事業を行う者であり、１戸１法人を含む

　農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が８割以上の経営体

　農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が６割以上８割未満の経営体

　農産物販売金額のうち主位部門の販売金額が６割未満の経営体

　農産物の生産を行うかまたは委託を受けて農作業を行い、①経営耕地面
積が30ａ以上、②農作物の作付面積または栽培面積、家畜の飼養頭羽数ま
たは出荷羽数等、一定の外形基準以上の規模（露地野菜15ａ、施設野菜
350m2、搾乳牛１頭等）、③農作業の受託を実施、のいずれかに該当する
者（1990～2000年センサスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農
業サービス事業体を合わせた者に相当する）



174

第
１
部

用
語
の
解
説

農家経済関係

農家世帯員の農業労働力関係

農業地域類型区分

用 語

仕事への従事状況 

総所得 農業所得＋農業生産関連事業所得＋農外所得＋年金等の収入

農業所得 農業粗収益（農業経営によって得られた総収益額）－農業経営費（農業経
営に要した一切の経費）

農外所得 

農業生産関連事業
所得 

用 語 定 義

解 説

農業地域類型区分 

区 分 基　準　指　標　（下記のいずれかに該当するもの） 
都市的地域 

平地農業地域 

中間農業地域 

山間農業地域 

自営農業
のみに
従　事 

その他の
仕事のみ
に 従 事

仕 事 に
従事しな
か っ た

自営農業とその他
の仕事両方に従事
自営農業
が 主

その他の
仕事が主

①

②

③

農業生産関連事業収入（農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、
農家レストラン、観光農園等の農業に関連する事業の収入）－農業生産関
連事業支出（同事業に要した雇用労賃、物財費等の支出）

農外収入（農業経営関与者の自営兼業収入、給料・俸給）－農外支出（農
業経営関与者の自営兼業支出、通勤定期代等）

ふ
だ
ん
の
主
な
状
態

主
に
仕
事

主
に
家
事
や
育
児

そ
の
他

世帯員
　原則として住居と生計を共にする者

①基幹的農業従事者
　自営農業に主として従事した世帯員
（農業就業人口）のうち、ふだんの主
な状態が「主に仕事（農業）」である者

②農業就業人口
　自営農業のみに従事した者または自
営農業以外の仕事に従事していても年
間労働日数でみて自営農業が多い者

③農業従事者
　15歳以上の世帯員で年間１日以上自
営農業に従事した者

農業専従者
　農業従事者のうち自営農業に従事し
た日数が150日以上の者

　地域農業の構造を規定する基盤的な条件（耕地や林野面積の割合、農地の
傾斜度等）に基づき市町村及び旧市区町村を区分したもの

○　可住地に占めるDID面積が５％以上で、人口密度500人以上またはDID
人口２万人以上の旧市区町村または市町村
○　可住地に占める宅地等率が60％以上で、人口密度500人以上の旧市区町
村または市町村     　　　　　　※ただし、林野率80％以上のものは除く

○　耕地率20％以上かつ林野率50％未満の旧市区町村または市町村
　　ただし、傾斜20分の１以上の田と傾斜８度以上の畑との合計面積の割
合が90％以上のものを除く
○　耕地率20％以上かつ林野率50％以上で、傾斜20分の１以上の田と傾斜
８度以上の畑の合計面積の割合が10％未満の旧市区町村または市町村

○　耕地率が20％未満で、「都市的地域」及び「山間農業地域」以外の旧市
区町村または市町村
○　耕地率が20％以上で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の旧市
区町村または市町村
○　林野率80％以上かつ耕地率10％未満の旧市区町村または市町村

注：１）決定順位：都市的地域→山間農業地域→平地農業地域・中間農業地域
２）DID（人口集中地区）とは、原則として人口密度が４千人/km2以上の国勢調査基本単位区が市
区町村内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が５千人以上を有する地区をいう。
３）傾斜は１筆ごとの耕作面の傾斜ではなく、団地としての地形上の主傾斜をいう。
４）農業地域類型区分の「中間農業地域」と「山間農業地域」を合わせた地域を「中山間地域」とい
う。
５）旧市区町村とは、1950年時点での市区町村をいう。
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２．五十音順
あ
遺伝資源 生物多様性条約の定義では、現実のまたは潜在的な価値を有する遺伝素材（遺

伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材）をいう。

NPO（法人） 営利を目的としない民間の組織や団体。会費、事業収入、民間の寄付、行政の
（Non Profit Organization） 補助金等を財源にして、ボランティアの労働力等で運営を行う。活動領域は福祉、

環境からまちづくりまで幅広く、行政とは独立して自主的に社会貢献活動を行う
など、市場でも政府でも十分に供給できないサービスを提供しており、新たな公
益活動の担い手として注目されている。
また、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得し、法人として、銀行で

口座を開設したり、事務所を借りるなどの行為を法人の名で行えるNPO法人
（特定非営利活動法人）と任意団体等を含む広義のNPOとを区別している。

温室効果ガス 温室効果ガスは、地面から放射された赤外線の一部を吸収・放射することによ
り地表を暖める働きがあるとされ、京都議定書では、二酸化炭素、メタン（水田
や廃棄物最終処分場等で発生）、一酸化二窒素（一部の化学製品原料製造の過程
や家畜排せつ物等から発生）、ハイドロフルオロカーボン類（空調機器の冷媒等
に使用）、パーフルオロカーボン類（半導体の製造工程等で使用）、六ふっ化硫黄
（半導体の製造工程等で使用）を温室効果ガスとして削減を義務付けている。

か
カーボンニュートラル バイオマスは、生物が光合成によって生成した有機物であり、バイオマスを燃

焼すること等により放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で光合成により大
気中から吸収した二酸化炭素であることから、バイオマスは、ライフサイクルの
なかでは大気中の二酸化炭素を増加させない。この特性を称して「カーボンニュ
ートラル」という。

家族経営協定 家族で営農を行っている農業経営において、家族間の話合いを基に経営計画
や､各世帯員の役割､就業条件等を文書にして取り決めたもの。
家族農業経営においても、効率的・安定的な経営を目指すためには、経営に携

わる構成員の役割、就業条件等の明確化を図っていくことが重要である。また、
女性や後継者等の農業に従事する世帯員の役割が明確化され、農業者年金制度等
の助成対象となるほか、認定農業者制度の共同申請の活用が可能となるなど、家
族経営協定は農業経営の近代化を促進していくうえで重要な取組となっている。

カルタヘナ議定書 生物の多様性に関する条約に基づき、2000年１月に国連で採択された「生物の
多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」のこと。遺
伝子組換え生物の使用により生物多様性やその持続的な利用に悪影響を及ぼすこ
とを防止する目的をもっている。

GAP
ギャップ

（農業生産工程管理手法） Good Agricultural Practiceの略。農産物の安全確保、環境の保全等様々な目
的を達成するため、農業者・産地自らが、作物や地域の状況等を踏まえ、①農作
業の計画をたて、点検項目を決定し、②点検項目に従い農作業を行い、記録し、
③記録を点検・評価し、改善点を見出し、④次回の作付けに活用するという一連
の「農業生産工程管理手法」をいう。
生産者や産地がGAPに取り組みやすくなるよう、必須項目（法令遵守、環境

保全）と重要項目（土壌の有害物質汚染防止、病原微生物防止等）の基礎的な事
項について取りまとめた「基礎GAP」が米、麦、大豆、施設野菜、露地野菜、
果樹、花き、茶について公表されている。

CO2増加 

地球温暖化進行・非循環型 地球温暖化防止・持続的循環型 

CO2

CO2

CO2

CO2 バイオマスエネルギー

バイオマス製品 

光合成 

CO2増加せず 

CO2吸収と
資源の再生
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海外では欧州を中心に取組が進んでおり、なかでも「GLOBALGAP
グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

」が広く
取り組まれている。欧州では一部の小売業がGLOBALGAPを仕入基準としてい

る。1997年の設立当初は「EUREPGAP
ユーレップギャップ

」と呼称していたが、2007年９月に改称。

教育ファーム 自然の恩恵や食にかかわる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的と
して、農林漁業者等が一連の農作業等の体験の機会を提供する取組をいう。なお、
一連の農作業等の体験とは、体験者が農林漁業者等の実際に業を営んでいる人に
よる指導を受けて、同一作物について２つ以上の作業を、年間２日以上の期間行
うことを指す。

京都メカニズム 京都議定書において定められた、温室効果ガス削減をより柔軟に行うための経
済的メカニズム。
京都議定書では、附属書Ⅰに掲げられた先進国による温室効果ガスの排出量削

減の数値目標が定められている。しかし、先進国では、既にエネルギー使用効率
がかなり高く、これらの数値目標を国内のみで達成することは困難といわれてお
り、また、効率改善の余地の多い国で取組を行った方が、経済的コストも低くな
ることから、他国内での削減実施に投資を行うことが認められている。
この制度が京都メカニズムであり、対象国・活動の種類により、それぞれ「クリー

ン開発メカニズム」（CDM）、「共同実施」（JI）、国際排出量取引に分けられてる。

経済連携協定（EPA） Economic Partnership Agreement/Free Trade Agreementの略。２以上の
/自由貿易協定（FTA） 国が関税の撤廃や制度の調整等による相互の貿易促進を目的として特定国・地域

との間で締結されるもので、物やサービスの貿易を自由にする協定をFTAとい
う。FTAの内容を含みつつ、市場制度や経済活動等、幅広く経済的な関係を強
化する協定をEPAという。これらは、貿易及び関税に関する一般協定（ガット）
等において、WTOの最恵国待遇の例外として、一定の要件（①「実質上のすべ
ての貿易」について「関税その他の制限的通商規則を廃止」すること、②廃止は、
妥当な期間内（原則10年以内）に行うこと、③域外国に対して関税その他の通商
障壁を高めないこと等）のもとに認められている（同協定（ガット）第24条他）。

耕作放棄地 農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１年以上作付けせず、
今後数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地をいう。なお、これに
対して、調査日以前１年以上作付けしなかったが、今後数年の間に再び耕作する
意思のある土地は不作付地といわれ、経営耕地に含まれる。

後発開発途上国（LDC） Least Developed Countriesの略。開発途上国のなかで特に開発の遅れた国をいう。
具体的には、１人当たり国民総所得が750ドル未満、人口７千５百万人以下等の基準
に基づき、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会の決議により認定される。
現在、世界で49か国がLDCに認定されている（アフリカ地域：33か国、アジ

ア地域：10か国、大洋州地域：5か国、中南米地域：１か国）。

国内総生産（GDP） Gross Domestic Productの略。国内において一定期間（通常１年間）に生産さ
れた財・サービスの付加価値額の総計。国内の経済活動の水準を表す指標となる。

さ
C
シー

S
エス

R
アール

Corporate Social Responsibilityの略。「企業の社会的責任」と訳される。企業
が活動するに当たって、社会的公正や環境等への配慮を組み込み、従業員、投資
家、地域社会の利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果
たしていくことが求められている。
CSRの具体的な内容は、国・地域の価値観、文化、経済、社会事情によって多

様で、企業の経営理念や業態によっても異なる。また、取組主体も米国では多様
な社会運動等の影響を受け民間中心である一方、欧州では政府が積極的に関与し
てその取組が進められているなど、国・地域で様々である。

集落営農 集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産を共同して行う
営農活動。
①転作田の団地化、②共同購入した機械の共同利用、③担い手が中心となって

取り組む生産から販売までの共同化等、地域の実情に応じてその形態や取組内容
は多様である。
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食事バランスガイド 心身ともに健康で豊かな食生活の実現に向けて、2000年に策定された「食生活
指針」を具体的な行動に結び付けるため、１日に「何を」「どれだけ」食べたら
よいかを示したもの。コマをイメージして描かれ、主食、副菜、主菜、牛乳・乳
製品、果物の料理区分ごとに１日にとる量の目安が料理で表されている。2005年
に厚生労働省と農林水産省で決定した。

新たな経営所得安定対策 我が国農業の構造改革を加速化することと、我が国農業政策体系を国際規律
（品目横断的経営安定対策） にも対応し得るようにすることを目的に、2007年産からスタートした水田農業を

はじめ土地利用型農業を対象とした対策。対策の見直しにより、品目横断的経営
安定対策から水田・畑作経営所得安定対策（北海道向け）、水田経営所得安定対
策（都府県向け）に名称変更した。
これまで品目ごとに講じてきたすべての農家を対象とする価格政策を見直し、

意欲と能力のある担い手に対象を絞り、経営全体に着目した政策に転換を行った
ものである。支援の内容は、①諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正す
るための補てん（対象品目：麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ）、②
収入の減少の影響を緩和するための補てん（対象品目：米・麦・大豆・てん菜・
でん粉原料用ばれいしょ）である。

生産行程管理者 農林物資（農林水産物、食料品等）の生産行程を管理または把握する生産業者
等をいう。

た
WTO World Trade Organization（世界貿易機関）の略。ウルグアイ・ラウンド合意

を受け、関税及び貿易に関する一般協定（ガット）の枠組みを発展させるものと
して、1995年１月に発足した国際機関。本部はスイスのジュネーブにあり、貿易
障壁の除去による自由貿易推進を目的とし、多角的貿易交渉の場を提供するとと
もに、国際貿易紛争を処理する。

（JAS法に基づく）登録認定 JAS法に基づき農林水産大臣により登録された法人をいい、農林物資（農林水
機関 産物、食料品等）の生産業者等の生産・品質管理体制を審査して、JAS規格に適

合する農林物資が製造できることを確認し、当該生産業者等を認定する。認定を
受けた生産業者等は、JAS規格に適合している農林物資にJASマークを貼り付け
ることができる。

特定農業団体 担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の３分の２以上に
ついて農作業を受託する相手方として、一定の地縁的まとまりをもつ地域の地権
者の合意を得た任意組織。農業生産法人となることが確実と見込まれ、地権者か
ら農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという
性格を有する。
（農業経営基盤強化促進法第23条第４項）

特定農業法人 担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半を集積する
相手方として、一定の地縁的まとまりをもつ地域の地権者の合意を得た法人。地
権者から農地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うと
いう性格を有する。
（農業経営基盤強化促進法第23条第４項）

都道府県別食料自給率 都道府県別の食料自給率は、各都道府県における食料自給率向上に向けた積極
的な取組を推進するうえでの一つの重要な指標と考えられ、積極的に活用される
ことが期待される。 （単位：％）

資料：農林水産省「食料需給表」、「作物統計」、「生産農業所得統計」を基に農林水産省で試算
　注：18年度（概算値）のカロリーベースである。

北海道 195
青　森 118
岩　手 105
宮　城 79
秋　田 174
山　形 132
福　島 83
茨　城 70

栃　木 72
群　馬 34
埼　玉 11
千　葉 28
東　京 1
神奈川 3
山　梨 20
長　野 53

静　岡 18
新　潟 99
富　山 76
石　川 49
福　井 65
岐　阜 25
愛　知 13
三　重 44

滋　賀 51
京　都 13
大　阪 2
兵　庫 16
奈　良 15
和歌山 29
鳥　取 60
島　根 63

岡　山 39
広　島 23
山　口 31
徳　島 45
香　川 36
愛　媛 37
高　知 45
福　岡 19

佐　賀 67
長　崎 38
熊　本 56
大　分 44
宮　崎 65
鹿児島 85
沖　縄 28
全　国 39
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な
中食（なかしょく） レストラン等へ出かけて食事をする外食と、家庭内で手づくり料理を食べる

「内食（ないしょく）」の中間にあって、市販の弁当やそう菜等、家庭外で調理・
加工された食品を家庭や職場・学校・屋外等へ持って帰り、そのまま調理加熱す
ることなく食事として食べられる状態に調理された日持ちのしない食品の総称。

認定農業者（制度） 農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的かつ安
定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農
業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。認定を受けた者（認定農業者）
に対しては、スーパーL・S資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を
支援するための基盤整備事業等の各種施策を重点的に実施しており、2007年産以
降の新たな経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の対象者となっている。

農業生産法人 農地等の権利を取得することができる法人で、①法人形態要件、②事業要件、
③構成員要件、④役員要件のすべてを満たす法人。なお、農業生産法人以外の法
人については、リース方式で農地の権利を取得することができる。

農業総産出額 農業生産活動による最終生産物の総産出額であり、農産物の品目別生産量から、
二重計上を避けるために、種子、飼料等の中間生産物を控除した数量に、当該品
目別農家庭先価格を乗じて得た額を合計したものである。

は
配合飼料価格安定制度 配合飼料価格の変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営の安定を図る

目的で、配合飼料価格の上昇時に基金から畜産経営者に補てん交付金を交付する
制度で、通常補てん制度と異常補てん制度からなる。通常補てん基金は、配合飼
料メーカーと畜産経営者が拠出しており、異常補てん基金は国と配合飼料メーカ
ーが積立金を拠出している。通常補てん制度では対処し得ない異常な価格高騰時
には、異常補てんが発動される。

ま
ミニマム・アクセス 最低輸入数量。ウルグアイ・ラウンド農業合意において、関税化の対象品目の

うち、輸入実績がほとんどないものについては、合意実施１年目に基準期間
（1986～88年）における国内消費量の３％以上を最低輸入数量として設定し、最
終年である2000年には５％まで拡大することとしたもの。なお、関税化の特例措
置を適用した場合は、合意実施１年目の最低輸入数量は、実施期間の１年目に基
準期間の国内消費量の４％、以降0.8％ずつ増加することとされた。

メタボリックシンドローム 内臓脂肪が蓄積することによって、血圧や血糖が高くなったり、血中の脂質
（内臓脂肪症候群） 異常を起こしたりして、食事や運動等の生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や

脳卒中等が起こりやすくなる状態のこと。
2005年４月に日本内科学会等８学会が日本人向け診断基準を設定した。これは、
内臓脂肪蓄積（ウエスト周囲径 男性85cm以上、女性90cm以上（内臓脂肪面積
100cm2以上に相当））に加え、血中脂質、血圧、血糖の基準のうち２項目以上に
該当する場合に、メタボリックシンドロームと診断される。

ら
（農業経営基盤強化促進法に 農業経営基盤強化促進法に定められている農業上の利用を目的とする賃借権、
基づく）利用権 使用貸借権等のこと。

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された利用権
は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般の賃貸借とは異なり、
契約期間の満了とともに所有者に農地が返還される（再設定も可能）。

六次産業化 農畜産物の生産（一次）だけでなく、食品加工（二次）、流通・販売等（三次）
にも農業者が主体的かつ総合的にかかわることで、第二次・三次産業事業者が得
ていた付加価値を農業者が得ようとする取組。
一次×二次×三次＝六次産業
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付　注

［ 付　注　］

1．図Ⅰ－ 8（経営規模の縮小と主な要因の関係（2000～05年、規模階層別））の分析の概要は
以下のとおり。

（1）分析対象の稲作単一経営農家を2000年時における経営規模により5段階に区分（①0.5ha未満層、②0.5

～1.0ha層、③1.0～3.0ha層、④3.0～5.0ha層、⑤5.0ha以上層）すると、規模階層iにおける農家が経営

規模を縮小する確率Piは、以下のように示すことができる。

Pi＝Φ（Yi），i＝1，2，3，4，5

ただし、Yi：経営規模縮小の「欲求・性向」を表す潜在変数、Φ（・）：累積正規分布関数、i：各経営規
模階層（①～⑤）である。

（2）プロビット分析による潜在変数Yiの推定結果は次のとおりである（括弧内は漸近的 t値）。

①0.5ha未満層： Y1＝－0.765＋0.109＊AG1＋0.0267＊SC1＋0.115＊SR1

（－137.88）（18.12） （4.56） （19.56）

②0.5～1.0ha層： Y2＝－0.478＋0.167＊AG2＋0.0723＊SC2＋0.179＊SR2

（－111.58）（36.57） （16.67） （40.51）

③1.0～3.0ha層： Y3＝－0.519＋0.236＊AG3＋0.0860＊SC3＋0.244＊SR3

（－115.74）（43.82） （17.73） （50.04）

④3.0～5.0ha層： Y4＝－0.595＋0.336＊AG4＋0.0462＊SC4＋0.242＊SR4

（－44.52）（16.33） （3.00） （15.76）

⑤5.0ha以上層： Y5＝－0.726＋0.464＊AG5＋0.0461＊SC5＋0.243＊SR5

（－33.41）（11.64） （1.85） （9.73）

ただし、AG1～AG5：各規模階層における経営主の高齢化（2000年時点で、経営主が65歳以上の場合を

1、65歳未満を 0とする指標変数）、SC1～SC5：各規模階層における後継者の不在（存在しない場合を

1、する場合を0とする指標変数）、SR1～SR5：2000年時における各規模階層の単位面積当たり米販売

額（各階層の平均値を下回る場合を1、それ以外の場合を0とする指標変数）である。

（3）図Ⅰ－8では、各説明変数が変化した時、農家の経営規模縮小確率にどの程度影響を与えるかを示すた
め、各説明変数の限界効果を計測して図示している。

2．表Ⅰ－7（農業経営の効率と各種要素の関係についての統計的手法による整理、2006年）の
推計式は以下のとおり。

ln（Y1）＝－0.254＊ln（X1）＋0.099＊X2＋0.224＊X3＋0.067＊ln（X4）＋4.470 ［Adj R2＝0.377］

（－17.66） （3.27） （5.19） （3.06） （63.45）

ln（Y2）＝－0.208＊ln（X1）＋0.079＊X2＋0.242＊X3＋0.059＊ln（X4）＋11.626 ［Adj R2＝0.316］

（－14.90） （2.69） （5.79） （2.79） （169.93）

ln（Y3）＝－0.185＊ln（X1）＋0.036＊X2＋0.053＊X3＊ln（X4）＋12.792 ［Adj R2＝0.452］

（－24.75） （1.96） （2.71） （315.64）

各変数は、Y1：10a当たり労働時間、Y2：10a当たり労働費及び燃料費、Y3：10a当たり全算入生産費、

X1：作付面積、X2：地域類型（中山間地域を 1、その他を 0とする指標変数）、X3：区画整理状況（調査

客体が経営する田のうち区画整理済みが50％未満を 1、50％以上を 0とする指標変数）、X4：田の団地数

である。なお、推計式の下の（ ）内は t値を、Adj R2は自由度修正済み決定係数を示す。
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概　説

1 施策の重点
「食料・農業・農村基本計画」の目標及び課

題等の実現に向けて、食料自給率向上に向けた

消費及び生産に関する施策、食料の安定供給の

確保に関する施策、農業の持続的な発展に関す

る施策及び農村の振興に関する施策を総合的に

展開した。特に、新たな経営安定対策等農政改

革の着実な実施、農産物の輸出促進やバイオマ

スの利活用等攻めの姿勢の施策展開を図るとと

もに、食の安全や消費者の信頼の確保、都市と

農村の共生・対流の促進等を一層推進した。

2 財政措置
「21世紀新農政2006」に基づく施策を重点的

に推進するため、必要な財政措置を講ずること

とし、19年度農業関係一般会計予算額は、総額

２兆431億円となった。これにより、①担い手

への施策の集中化・重点化等による経営構造の

改革等国内農業の体質強化、②農林水産物・食

品の輸出促進や東アジアを視野に入れた食品産

業の活性化、知的財産の創造・保護・活用のた

めの取組支援、③国産バイオ燃料の本格的導入

を目指したバイオマスの利用の加速化、④食の

安全と消費者の信頼の確保、食育の推進、⑤

「農地・水・環境保全向上対策」の本格的実施、

定住、二地域居住、都市・農村交流等を通じた

農山漁村の活性化等を図った。

また、19年度の農林水産省関係の財政投融資

計画額は2,048億円となった。このうち主要な

ものは、農林漁業金融公庫への財政投融資計画

額で1,700億円となった。

3 立法措置
第166回国会において、以下の法律等が成立

し、19年度において施行された。

・ 「独立行政法人に係る改革を推進するため

の独立行政法人農林水産消費技術センター法

及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を

改正する法律」

・ 「農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律」

・ 「食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律の一部を改正する法律」

・ 「種苗法の一部を改正する法律」

・ 「競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改

正する法律」

また、19年度において、以下の法律等が施行

された。

・ 「農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律」

・「砂糖の価格調整に関する法律及び独立行

政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する

等の法律」

・「主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律の一部を改正する法律」

4 税制上の措置
重点施策をはじめとする施策の総合的な推進

を図るため、以下をはじめとする税制措置を講

じた。

（１）農業経営・構造、農山村地域活性化対策

（ア）「水田・畑作経営所得安定対策（品目横

断的経営安定対策）」、「米政策改革推進対

策」、「農地・水・環境保全向上対策（うち

営農活動支援交付金）」の交付金等につい

ての特例措置（準備金及び圧縮記帳制度）

を創設した。（所得税・法人税）

（イ）18年度の水田農業構造改革交付金（産地

づくり対策）等についての特例措置を創設

した。（所得税・法人税）

（ウ）山村振興法に基づく認定法人が取得する

機械・建物等にかかる特別償却制度を延長

した。（法人税）

（２）バイオマスの利活用、食品産業の競争力

強化

（ア）食品リサイクル制度の見直しにかかる再

商品化設備等（食品循環資源再生利用設備）

の特別償却制度を拡充した。（所得税・法

人税）

（イ）特定農産加工業者が事業基盤強化設備を
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取得した場合の特別償却または税額控除制

度を延長した。（所得税・法人税）

5 金融措置
各種制度資金について、農政の抜本的改革に

当たり、担い手のニーズに即した金融上のメリ

ット措置を拡充した。また、政策金融改革の趣

旨を踏まえつつ、担い手の育成等の農政改革の

推進に資するため、やる気と能力のある農業者

がより強い経営体に発展するよう支援した。

ア　農林漁業金融公庫資金

農林漁業金融公庫資金については、①19～21

年度（集中改革期間）に借り受ける農業経営基

盤強化資金（スーパーL資金）の無利子化、②

経営体育成強化資金の貸付対象者に農業参入法

人の追加、③不慮の災害やBSE、鳥インフルエ

ンザによる被害、社会的・経済的環境の変化等、

民間金融機関による対応が困難な不測の事態に

機動的に対応する「農林漁業セーフティネット

資金」の創設等の措置を講じた。

また、円滑な業務に資するため、農林漁業金

融公庫に対し、一般会計から補給金を交付した。

イ　農業近代化資金

19～21年度に認定農業者が借り受ける資金を

無利子化するとともに、新規参入を支援するた

め、農業参入法人を貸付対象者に追加するなど

の措置を講じた。

ウ　農業改良資金

担い手による新たな技術や生産方式の導入等

の取組を支援するため、地方公共団体の補助事

業について補助残への貸付け等の措置を講じ

た。

エ　農業信用保証保険

（独）農林漁業信用基金に対して、農業者へ

の資金の円滑な供給が図られるよう、保険引受

に必要となる財務基盤の強化を図るなどの措置

を講じた。

6 政策評価
効果的かつ効率的な行政の推進、行政の説明

責任の徹底を図る観点から、「行政機関が行う

政策の評価に関する法律」に基づく実績評価、

事業評価等の政策評価を積極的に推進した。

Ⅰ 食料自給率向上に向けた消費及び生
産に関する施策

1 食料自給率向上に向けて重点的に取り組
むべき事項
食料自給率向上協議会において、「平成18年

度食料自給率向上に向けた行動計画」の取組実

績等を踏まえつつ、19年度の行動計画を策定し

た。また、18年度の食料自給率が低下したこと

を踏まえ、従来の食料消費及び農業生産に関す

る取組に加え、食料自給率への影響の大きい米、

飼料作物、油脂類、野菜の４つの品目に着目し、

集中的に実施すべき追加的な取組として、①食

料自給率に関する戦略的広報の実施、②米の消

費拡大、③飼料自給率の向上、④油脂類の過剰

摂取の抑制等、⑤野菜の生産拡大、⑥食育の推

進の６つを集中重点事項と位置付け、推進した。

（１）食料消費

ア　わかりやすく実践的な「食育」と「地産地

消」の全国展開

（ア）生産、流通、消費の各段階を通じた食育

の推進

「食育推進基本計画」に基づき、生産、流

通、消費の各段階において、「食事バランス

ガイド」の活用を通じ、米を中心とした「日

本型食生活」の普及・啓発等の取組を促進し

た。

ａ　生産、流通、消費の各段階における食育

実践活動の促進

（ａ）中食・外食産業や小売業等の店舗や企

業の社員食堂等において「食事バランス

ガイド」を活用した「日本型食生活」の

普及・啓発を推進した。

（ｂ）学校給食における「日本型食生活」の

実践を促進するため、米飯給食実施回数

が少ない県を対象にフォーラムの開催や

米飯給食メニューの開発等を実施した。

（ｃ）都市部の児童・生徒等を対象とした農

184
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業体験学習や収穫された農産物を利用し

た料理教室等の取組を推進した。

ｂ　多様な媒体等を活用した食育の推進

全国４か所の重点地域を中心としたポス

ター、リーフレット、雑誌等の活用及び19

年６月の「食育月間」を中心としたテレビ

コマーシャルの放映等を通じ「食事バラン

スガイド」を活用した「日本型食生活」の

理解の促進を図った。

ｃ　シンポジウムやイベントの開催

消費者、栄養士・医師等を対象とする各

種シンポジウム、食育優良事例コンクール

等を開催した。また、マスメディアと連携

し、「食事バランスガイド」や伝統的な食

文化等に関するイベントを全国各地で開催

した。

ｄ　地域における食育実践活動の推進

地域における「食事バランスガイド」の

普及・活用の取組や、「教育ファーム推進

計画」作成の取組を支援した。

（イ）地産地消の推進

消費者ニーズに対応した農産物の供給を促

進するとともに、消費者の食に対する信頼の

確保や生産者と消費者等の「顔が見え、話が

できる」関係づくりを進めるため、各地域に

おける地産地消の実践的な計画の策定を促す

とともに、これに基づく取組を促進した。

ａ　農業、給食、商工、観光業等が一丸とな

った地域全体での地産地消の取組を推進し

た。

ｂ　地産地消の取組の一環として、地場農産

物の直売や加工等の取組を支援した。

ｃ　地産地消に取り組む際に参考となる情

報・ノウハウの提供を行うとともに、農業

と給食、商工、観光業等の地産地消関係者

を結び付けるコーディネーターを育成し

た。

イ　国産農産物の消費拡大の促進

（ア）食育の取組の一環として、米、野菜、果

物、牛乳等の消費拡大を推進した。

（イ）米の消費拡大のため、食育の取組の一環

として、生産者団体、関係業界等と連携し、

米の消費が期待される「朝ごはんビジネス」

の支援、国民の消費動向に対応した消費拡

大対策を実施した。

（ウ）米の新規需要の開拓等を推進した。

ウ　国産農産物に対する消費者の信頼の確保

国産農産物が一層消費者から選択されるもの

となるよう、生産者・事業者による食品の安全

性向上に向けた取組を促進するとともに、消費

者に対して国産農産物に関する情報提供を充実

するため、以下の取組を推進した。

（ア）GAP
ギャップ

＊１手法の導入・推進

「21世紀新農政2007」において我が国にお

ける農産物の生産実態、気象条件等に対応し

たGAP手法を積極的に導入・推進するとと

もに、23年度までにおおむねすべての主要な

産地（2,000産地）においてGAP手法の導入

を目指すという目標が掲げられた。これを踏

まえ、全国的に汎用性の高い基礎的なGAP

手法のモデル（基礎GAP）の作成、活用等

によりGAP手法を普及した。また、生産者

団体、流通団体、消費者団体等から構成する

推進会議の開催等によるGAP手法の理解促

進、交付金による実証産地への支援等により、

GAP手法を推進した。

（イ）トレーサビリティの確立

食品事故発生時の原因究明や食品回収の迅

速化、消費者への情報提供の充実を図るため、

食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・

遡及できるトレーサビリティに関し、以下の

取組を推進した。

＊１ Good Agricultural Practiceの略。食品の安全確保、環境の保全等様々な目的を達成するため、農業者・産地自ら
が、①農作業の計画を立て、点検項目を決定し、②点検項目に従い農作業を行い、記録し、③記録を点検・評価し、
改善点を見出し、④次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理手法」をいう。
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ａ　国産牛肉

「牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法」に基づき、制度

が適正に実施されるよう農林水産省と警察

庁との連携を強化しつつ、監視活動を行う

とともに、牛個体識別台帳（データベース）

について、不適切な届出の検索機能を強化

したシステムの開発を行った。

ｂ　国産牛肉以外の品目

事業者による自発的な取組を支援するた

め、トレーサビリティ導入に当たっての品

目別ガイドライン（鶏肉、豚肉）、事例集

を作成し、セミナー等を行った。

（ウ）ユビキタス食の安全・安心システムの開

発

生産者と消費者の顔の見える関係づくりを

推進するため、生産履歴等にかかる情報提供

を行うシステムについて、ユビキタス・コン

ピューティング＊１技術を活用した、情報の

記録・伝達の簡便化による効率的なシステム

の開発に対する支援を行った（19年度は５団

体を支援）。

（エ）食品表示・日本農林規格（JAS規格）の

適正化の推進

ａ　食品表示の監視・指導体制の強化　

消費者の信頼を揺るがす事案の発生を受

け、「農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律」（JAS法）に基づく品

質表示基準に従った適正な食品表示がなさ

れるよう、監視・指導体制を強化するなど、

食品に対する消費者の信頼回復に努めた。

（ａ）「食品表示110番」対応マニュアルの見

直し

国民から食品の表示について情報を受け

付けるための「食品表示110番」について、

従来の対応マニュアルを統一するとともに

内容を見直し、提供された情報の処理手続

き等を明確化し、都道府県（保健所、JAS

担当部局）、地方農政事務所等との定期的

な情報交換会の開催による連携の強化等を

図った。

（ｂ）地方農政局等の監視体制の整備等

全国の地方農政局、地方農政事務所等の

職員が日常的に小売店舗等を巡回すること

に加え、「食品表示110番」への情報提供に

基づいて必要な調査等を行うことにより、

表示状況や表示根拠の確認、必要に応じて

納入業者への遡及調査を行うなど、徹底し

た監視・指導を実施した。さらに、行政の

監視活動への消費者の協力として、委嘱し

ている食品表示ウォッチャー制度等を活用

し情報収集に努めた。

（ｃ）食品表示の科学的な検証技術の確立及

び活用

（独）農林水産消費安全技術センターにお

いて、DNA分析技術等を活用した食品表

示の科学的検証技術に関する実証研究を行

った。また、DNA分析技術を活用した牛

肉加工品の原材料分析等、食品表示の科学

的検証を実施した。

（ｄ）関係行政機関との連携強化

都道府県のJAS担当部局やその他の食品

表示担当部局等と地方農政事務所との間

で、定期的な情報交換を行うための場を設

けるよう働きかけた。また、19年11月に農

林水産省と警察庁との間で食品偽装事案に

関する連携協定を締結し、警察が行う捜査

と農林水産省が行う調査がより効果的に進

むよう連携の強化を図った。

ｂ　業者間取引における食品表示のあり方の

検討

有識者からなる検討会を開催し、20年度

からすべての加工食品の業者間取引をJAS

法の品質表示義務の対象とすることとし

186

＊１ 至る所に存在するコンピュータ（パソコンや電子タグ等）がネットワークを形成し、利用者の周りの状況を把
握・判断することで、利用者自身が意識しなくても物事を解決してくれる技術（「いつでも、どこでも、誰でも簡単
にコンピュータを活用できる技術」）。
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た。

ｃ　わかりやすい食品表示の実現

消費者等に対し、ポスターやフォーラム

等を通じ食品表示制度を啓発した。特に、

賞味期限等食品の期限表示の意味について

消費者が正確に理解できるよう、パンフレ

ット、新聞広告を通じた情報提供活動を強

化した。また、消費者の立場に立ったわか

りやすい食品表示を実現するため、「食品

の表示に関する共同会議」において調査・

審議を行った。

ｄ　JAS規格の見直し

JAS法において５年ごとにすべてのJAS

規格を見直すこととされていることを踏ま

え、消費者の関心や国際的な規格の動向等

を勘案し、必要な見直しを行った。また、

規格ごとに規格項目や定義に関する分析の

妥当性確認等を行い、規格の信頼性を高め

た。

ｅ　特色あるJAS規格の検討・普及

消費者ニーズ等を的確に反映したJAS規

格制定のための調査・検討、消費者と製造

業者等の交流会の開催等によるJAS規格の

総合的な普及・啓発を実施した。

（オ）原料の原産地表示に関するガイドライン

の普及・啓発の推進

「外食における原産地表示に関するガイド

ライン」に基づき、外食事業者における原産

地表示への取組が適切に行われるよう、優良

事例を活用した外食事業者の業種・業態ごと

のパンフレットの作成等、ガイドラインのよ

り一層の普及・啓発を図った。また、「豆

腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイ

ドライン」に基づき、製造業者等における豆

腐・納豆の原料大豆の原産地表示の推進に向

けた普及・啓発を行った。

（カ）消費者への情報提供

ａ　健全な食生活を送れるよう、食品安全や

「食生活と健康」について、親しみやすい

ホームページを作成した。

ｂ　消費者相談の窓口である「消費者の部屋」

等において、消費者からの農林水産業や食

生活に関する相談に効率的に対応するとと

もに、消費者に対し、農林水産行政の情報

提供及び啓発を行った。特に子どもに対し

ては、農林水産本省における子ども相談電

話による対応を行うとともに、社会見学等

のグループ学習を積極的に受け入れた。

ｃ　全国に食料品消費モニターを設置し、消

費者の意見・要望等を常時把握した。

ｄ　食品の価格の安定に資するため、小売価

格の動向にあわせ、機動的な巡回調査を行

った。

（２）農業生産

ア　経営感覚に優れた担い手による需要に即し

た生産の促進

（ア）担い手の明確化

ａ　地域の実情に応じた担い手の育成・確保

地域の話合いと合意に基づき、将来にわ

たって地域農業を担う、意欲ある担い手の

育成・確保に向けた運動を強力に展開し

た。

具体的には、水田・畑作経営所得安定対

策（品目横断的経営安定対策）や、野菜、

果樹、畜産等の新たな対策の導入に伴い、

行政及び農業団体が一体となって、これら

の対策の対象者要件を満たす担い手の育

成・確保に一層取り組んだ。

ｂ　認定農業者制度の適切な運用

認定農業者の認定及び認定後の指導等の

促進を図るため、「認定農業者制度の運用

改善のためのガイドライン」、「今後の担い

手政策の推進について」を踏まえた市町村

等の取組状況の把握を行い、認定農業者制

度の適切な運用を図った。

（イ）担い手への支援の集中化・重点化

農政の抜本的改革に当たり、19年度から21

年度までの３年間を「集中改革期間」として、

従来の発想を超えた斬新な手法で、担い手の

ニーズに即した支援を集中的・重点的に実施

した。
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ａ　意欲ある担い手の育成・確保に向けた総

合的な支援

各地域の「担い手育成総合支援協議会」

に、担い手支援のためのワンストップ窓口

を設置し、経営相談・技術指導・法人化支

援・農地の利用調整・担い手の組織化支

援・再スタート支援等、あらゆる担い手向

けのサポート活動を一元的に実施した。

ｂ　担い手に対する金融上のメリット措置の

拡充

認定農業者が借り受けるスーパーL資金

等を無利子で融通し、担い手の育成・確保

を金融面から強力に支援した。また、担い

手が緊急に必要とする小口の資金につい

て、迅速に無担保・無保証人での融資の可

否を判断する仕組みを創設した。

ｃ　融資主体型補助の創設

関係者の合意形成を図り、地域一帯とし

て構造改革に取り組む地区を対象に、担い

手による、融資を主体とした農業用機械・

施設等の導入に際して、融資残の自己負担

部分への補助や追加的な信用供与等による

総合的な支援を実施した。

ｄ　経営者組織の横断的な連携と民間ノウハ

ウを活用した高度経営支援

意欲ある農業経営者の団体・組織がお互

いの強みを発揮する新たな横断的連携体制

の構築、民間ノウハウを活用した高度な経

営課題への対応等新たな経営発展に資する

支援を総合的に実施した。

ｅ　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断

的経営安定対策）加入者のさらなる経営発

展の促進

規模拡大等を図る担い手に対し、麦・大

豆等の作付拡大に必要な経費を助成したほ

か、大規模土地利用型農業にふさわしい革

新的技術の導入・普及のための現地実証を

実施した。また、先進的な小麦・てん菜の

主産地の担い手に対し、これら作物を安定

的に生産し得るよう支援した。

（ウ）経営構造対策等の推進

効率的かつ安定的な農業経営が地域農業の

相当部分を担う望ましい農業構造の確立を図

るため、認定農業者等の担い手の育成・確保

及び担い手への農地の利用集積等の地域農業

の構造改革の加速化に資する生産施設、加工

施設、流通販売施設及び農業生産基盤等の整

備を支援した。なお、本対策においては、地

域の自主性や裁量性の確保に取り組むととも

に、より高い目標を掲げて構造改革に取り組

む地区を支援した。

（エ）多様な経営発展の取組の推進

認定農業者等担い手の多様な経営発展を支

援するため、「担い手育成総合支援協議会」

が行う消費者ニーズの把握のための市場調

査、高付加価値作物の導入に向けた実践活動、

特産品加工技術の習得活動、販路開拓のため

の商談会の開催等の取組に対する支援を実施

した。また、新商品や農業経営の新技術等に

関する研究開発、経営アグリビジネススクー

ルの開催及び農産物直売所の販売戦略高度化

システムの開発等への支援を実施した。

イ　食品産業と農業の連携の強化

（ア）生産者と食品産業等の実需者が都道府県

域を越えて連携して農産物を安定供給・確

保する取組、複数の都道府県にわたる生産

者が連携して生産・加工・販売施設等を整

備する取組等の広域的なアグリビジネスの

取組について支援を行った。

（イ）食料産業クラスターの形成（食品産業・

農業・関連産業による連携構築）を促し、

地域食材を活用した新たな戦略食品の創

出、国産農産物の安定調達等の取組に対す

る支援を行った。また、加工・外食用需要

に対応するため、国産農産物を安定供給で

きる体制整備を推進し、食品産業と農業の

連携を促進した。

ウ　効率的な農地利用の推進

（ア）担い手への農地の利用集積の促進

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的

経営安定対策）の導入に伴い、その対象とな
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る担い手の育成・確保を一層加速させるとと

もに、それら担い手を効率的かつ安定的な農

業経営へと発展させるため、集落における合

意形成や農地保有合理化事業の利用等を通

じ、担い手にとっての真のコストダウンにつ

ながる面的なまとまりのある形での農地利用

集積を重点的に促進した。

ａ　集落の地権者等で組織する農用地利用改

善団体等が、団体内での調整のうえ定めた

面的集積促進プランに則して担い手への面

的集積を実現した場合、その実績に応じて

面的集積促進費を交付した。

ｂ　農地保有合理化法人が、担い手への農地

の利用集積の質的向上が図られるよう、農

地の面的集積を要件として農地の買入れや

小作料一括前払い等の事業を行う場合、当

該事業に必要な資金を無利子で貸し付けた。

ｃ　認定農業者の育成・確保及び担い手の経

営改善の促進に向けた農地の利用集積、農

地情報の整備、農地監視活動、農地利用調

整活動等を支援した。

ｄ　インターネットにより農地の売買・貸借

等の希望に関する情報を公開し、地域内外

から広範に農地の貸し手・受け手を募集で

きる仕組み（農地マーケット）を構築した。

（イ）耕作放棄地の発生防止・解消に資する施

策

ａ　農業経営基盤強化促進法に基づく、農業

委員会による指導等を活用する、地域の主

体的な取組による耕作放棄地の発生防止・

解消を促進した。

ｂ　効率的かつ安定的な経営体への農地の利

用集積、基盤整備事業の実施により農地の

効率的な利用を促進するとともに、中山間

地域等における農業の生産条件の不利を補

正するための中山間地域等直接支払制度の

実施等を推進した。

ｃ　耕作放棄地の活用を促進するため、地域

における耕作放棄地の実態等の調査や援農

ボランティアによる活動及び土地条件整備

への支援を実施した。

（ウ）農地の効率的利用のための新規参入の円

滑化

農業の担い手が不足し、耕作放棄地の増加

が懸念される地域において、農地の効率的利

用を促進するため、特定法人貸付事業による

農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進

した。また、農業参入円滑化のための広報・

相談活動、農地情報の提供、生産技術指導、

施設整備等の支援を総合的に実施した。

（エ）優良農地の確保のための計画的な土地利

用の推進等

優良農地の確保と有効利用を推進するた

め、都道府県による「農業振興地域整備基本

方針」及び市町村による「農業振興地域整備

計画」の改定を促進した。また、農業振興地

域制度や農地転用許可制度の適切な運用、効

率的かつ安定的な経営体への農地の集積、農

業生産基盤の整備等により、農地の保全・有

効利用を促進した。

（オ）農業の構造改革の加速化に資する基盤整

備の推進

ａ　面的なまとまりを重視した農地の利用集

積の加速化や、担い手の育成・確保の契機

となるほ場の大区画化等の基盤整備を推進

した。

ｂ　特色ある地域の営農ビジョンに即し、水

田の汎用化等を推進した。

ｃ　高生産性農業の促進及び農産物流通の効

率化を図るため、地域の実情に応じた弾力

的な計画・設計への取組を強化しつつ、農

道の整備を推進した。

ｄ　農業生産条件が不利な中山間地域におい

て、等高線区画を採用したほ場整備や地形

に応じた農道の整備等、地域の立地条件に

即した農業生産基盤の整備を実施した。

ｅ　飼料基盤に立脚した大家畜経営の安定的

発展のため、担い手への草地基盤の利用集

積や畜産主産地の再編整備等を通じた畜産

の担い手の育成、草地の整備改良、公共牧

場の条件整備、中山間地域における未利用

地等の畜産的利用を推進した。
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（３）集中重点事項の取組

ア　食料自給率に関する戦略的広報の実施

食料自給率の現状・意義等について正確な認

識を国民の間で共有していくための情報発信、

地方公共団体や生産者団体等に対する具体的な

行動の働きかけ、食料自給率の向上につながる

と考えられる国民の具体的行動等に関する意識

調査等を行った。

イ　米の消費拡大

（再掲　Ⅰ．１（１）イ（イ）（185頁）を参

照のこと）

ウ　飼料自給率の向上

耕作放棄地の牧草地化や緑肥の飼料利用に対

する啓発と取組の強化を行った。また、「食品

循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

（食品リサイクル法）の見直しに伴い、食品循

環資源の再生利用に当たっては飼料化を最優先

するよう措置するとともに、食品関連事業者と

畜産農家等とのマッチングによる飼料化の推進

を図った。

エ　油脂類の過剰摂取の抑制等

脂質の過剰摂取の抑制に重点を置いた普及・

啓発資料を作成し、企業、保健所、学校等を通

じて適切な脂質の摂取を促す働きかけを行っ

た。また、油脂類の使用を大きく節約できる業

務用フライヤーや、劣化しにくい食用油の開

発・普及に向け、フライヤーや食用油の製造業

者から聞き取り調査を行った。

オ　野菜の生産拡大

野菜の生産拡大のためには、加工・業務用の

実需者ニーズに対応した産地の安定供給体制の

確立が課題となっており、以下の取組を実施し

た。

（ア）国産野菜の供給が不安定な時期がある品

目について、モデル産地を設置し、これら

モデル産地をはじめ加工・業務用需要に取

り組む産地強化計画を策定している産地に

対し重点的に支援・指導を行った。

（イ）産地と食品産業が連携して、積極的に国

産野菜の利用を進める取組を表彰した。ま

た、実需者との交流会や契約取引に取り組

む産地の人材を育成する研修会を実施した。

（ウ）皮むき、カット等の一次処理加工を行う

ための処理加工施設、定時・定量供給体制

の構築に向けた集出荷貯蔵施設等の整備を

推進した。

カ　食育の推進

（再掲　Ⅰ．１（１）ア（ア）ａ（ａ）（184

頁）を参照のこと）

キ　その他の取組

（ア）農林水産物・食品の輸出拡大

ａ　2013年までに輸出額を１兆円規模にする

という農林水産物・食品の輸出目標を達成

するため、「我が国農林水産物・食品の総

合的な輸出戦略」を取りまとめた。

ｂ　輸出環境の整備を図るため、検疫協議の

早期妥結に向けて相手国政府に働きかけを

行うとともに、相手国が求める衛生基準等

への対応を行った。

ｃ　日本食・日本食材の海外への情報発信を

図るため、外国人オピニオンリーダー等に

対し旬の高品質な日本食・日本食材を提供

する「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業を実施するとともに、「日本食レスト

ラン推奨計画」の具体化に取り組んだ。

ｄ　品目別のきめ細かな輸出支援を図るた

め、民と官が一体となって品目ごとの輸出

実行プランを組み立てるとともに、品目ご

との戦略的な調査や広報活動を行った。

ｅ　意欲ある事業者に対する取組段階に応じ

たサポートを実施するため、国内における

輸出先駆者から情報提供を受けられる場や

国内外における商談の場を提供した。

ｆ　相手国の安全性等の基準に対応するた

め、技術的助言を行う専門家の派遣、衛生

管理向上のための施設整備への支援を行っ

た。

ｇ　輸出に向けた基盤の強化とブランド戦略

を推進するため、GAP手法の導入・普及、

果実や和牛におけるマークの策定・普及の

取組を推進した。

ｈ　各地方農政局等が事務局となり、管内の
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関係府省地方支分部局、地方公共団体、業

界団体等を構成員とする「地域輸出促進協

議会」を設置し、地域で支援する体制を整

備した。

ｉ　産地における、海外需要に応じた農畜産

物の高品質化・生産量確保に必要な施設等

の整備を支援した。

ｊ　輸出を戦略的に進めるため、競争的資金

を活用して、産学官連携による農林水産物

等の輸出促進に資する技術開発を推進し

た。

ｋ （独）日本貿易振興機構（JETRO）によ

る貿易相談業務、海外市場調査、海外展示

会への出展支援、地域における輸出への取

組に対する支援を通じ、農林水産物等の海

外販路開拓を支援した。

（イ）生産者団体、食品産業事業者等の取組の

促進

生産者団体、食品産業事業者等の取組にか

かる課題等を明確化しながら、食料自給率向

上に関する自主的な目標の設定等主体的な取

組を促進した。

2 生産努力目標の実現に向けた施策
（１）国産農畜産物の競争力強化に向けた生産

面での取組強化

先進的な技術の導入等、農業生産に革新（イ

ノベーション）をもたらす取組を推進した。ま

た、消費者・実需者等の多様なニ－ズに対応し、

一層の生産性向上に向けて、①施設園芸の脱石

油化技術の導入、地域畜産新生システムの構築

等全国的なモデルとなる革新的な取組、②需要

に応じた生産量の確保、生産性の向上、品質向

上等を目標とする取組、③農畜産物の輸出や地

産地消の取組等を支援し、産地における農畜産

物の力強い生産供給体制を推進した。

（２）品目ごとの取組

ア　米

米政策改革大綱に示された米づくりの本来あ

るべき姿の実現に向け、以下の取組を推進した。

（ア）担い手の育成・確保と消費者・実需者ニ

ーズに対応した稲作生産

ａ　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断

的経営安定対策）の対象経営者に対する稲

作の集積

ｂ　水稲直播栽培等の新技術の導入による担

い手の規模拡大と生産性向上

ｃ　巨大胚芽米等の新形質米を活用した米の

需要開拓

ｄ　カドミウムの吸収抑制対策や残留農薬の

検査

（イ）需給調整

ａ　農業者・農業者団体の主体的な需給調整

システムの定着

米づくりの本来あるべき姿の実現に向

け､水田・畑作経営所得安定対策（品目横

断的経営安定対策）や担い手育成・確保運

動と連携した全国キャラバン＊１を実施し､

農業者・農業者団体の主体的な需給調整シ

ステムの定着を図った。

ｂ　基本指針の策定

米の需給動向、需給見通し、国の方針等

を内容とする「米穀の需給及び価格の安定

に関する基本指針」を年３回策定・公表し、

情報提供を行った。

ｃ　集荷円滑化対策

米穀安定供給確保支援機構が所有する米

穀（現物弁済米）については、主食用米等

の需給に影響を及ぼさないよう適正な販売

を確保した。

ｄ　米緊急対策（19年10月29日決定）

19年産の米価が作況99でありながら大幅

に下落する異常事態となったことを受け、

稲作経営の安定を図るため、政府米の適正

備蓄水準（100万トン）までの積増し、全

国農業協同組合連合会が行う18年産米販売

残10万トン相当量につき、原則として、そ

の全量を非主食用処理することに対する助

＊１ 農林水産省幹部が生産現場まで出向き、農業者をはじめ関係者から直接意見等を聴取する取組。
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成、20年産米の生産調整の実効性確保等を

内容とする米緊急対策を決定した。

ｅ　当面の生産調整の進め方について（19年

12月21日決定）

20年産米について、全都道府県・全地域

で生産調整目標を達成するよう全力をあげ

ることとし、年内に関係機関に対し周知を

図ったほか、産地づくり交付金の配分も絡

め、国が間に入って行う生産数量目標の都

道府県間調整を行った。また、非主食用米

への取組について、手続きを簡素化し「新

規需要米｣制度を設けた。

（ウ）助成制度

ａ　地域の特色ある水田農業の展開を図るた

め、地域の実情に応じて、地域自らが作成

する「地域水田農業ビジョン」に基づく取

組を支援する産地づくり対策を実施した。

また、本対策のなかで当面の措置として、

米の価格下落等の影響を緩和するための地

域の取組を支援した。

ｂ　20年産米において生産調整を確実に達成

するための措置として｢地域水田農業活性

化緊急対策｣を講じ、主食用米の作付けか

ら麦・大豆・飼料作物や非主食用米への作

付転換により、新たに生産調整を拡大した

面積について、農業者に対する支援措置を

実施した。

（エ）流通制度

ａ　米穀安定供給確保支援機構

集荷円滑化事業、債務保証事業に加え、

生産者・消費者への情報提供事業等の実施

により、米穀の需給及び価格の安定を図っ

た。

ｂ　米穀価格形成センター

取引の透明性・公平性を確保しつつ、活

発な取引を通じて実勢に即した価格が形成

されるよう、取引当事者の創意工夫を活か

した取引の実施を促進した。

イ　麦

（ア）担い手を中心とした効率的な生産体制の

整備

ａ　生産者等から構成される産地協議会を組

織し、認定農業者に対する麦作の集積、集

落営農組織の育成・法人化を加速するとと

もに、生産性や品質の向上にかかる課題解

決に向けた各産地の取組を計画的に推進し

た。

ｂ　大規模乾燥調製施設等の産地における基

幹施設の整備を推進した。

（イ）実需者ニーズに合致した新品種の育成・

普及

品種の開発段階から実需者を交えた品質評

価等を行うとともに、普及に当たっては、試

験研究機関、生産者団体、実需者が一体とな

って、新品種の特性に応じた栽培技術の確立、

加工適性の評価を実施し、新品種の計画的な

作付拡大を推進した。

（ウ）需要に応じた高品質麦の生産

麦の品質評価基準の見直しに対応した産地

における品質管理の強化、小麦から需要の多

い大麦・はだか麦への麦種の転換等を推進し

た。

また、「主要食糧の需給及び価格の安定に

関する法律」（食糧法）の改正等による新た

な麦制度への移行を踏まえ、実需者のニーズ

に即した生産が進展するよう、民間流通連絡

協議会において民間流通の仕組みの検討を行

った。

ウ　かんしょ・ばれいしょ

（ア）かんしょ

ａ　低コスト化・省力化・高品質化を図るた

め、担い手への農地・作業の集積や受託組

織の育成及び高性能作業機械の導入による

機械化一貫体系の確立を推進した。

ｂ　でん粉原料用かんしょについては、他用

途の需要動向に応じた計画的生産を推進し

た。

（イ）ばれいしょ

ａ　低コスト化・省力化・高品質化を図るた
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め、収穫時にばれいしょに傷が付きにくい

収穫機の導入等、機械化栽培体系の確立を

推進した。

ｂ　でん粉原料用ばれいしょについては、で

ん粉に適した品種の作付けの推進、化工で

ん粉等新たな用途向けの国産でん粉の生産

等、適切な措置を講ずるとともに、（独）

種苗管理センターにおいて、健全無病な優

良種苗（原原種）の生産・配布を行った。

エ　大豆

（ア）大豆の産地改革の推進

ａ　実需者ニーズに即した生産、生産コスト

の削減、需要拡大等に向けた取組を進める

ため、産地協議会が策定する産地強化計画

等に基づく産地改革を推進した。

ｂ　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断

的経営安定対策）の対象経営者の経営発展

を促進するため、生産拡大や規模拡大等に

資する経営革新の取組を支援した。

（イ）気象条件・土壌条件に応じた安定生産技

術の普及

水田における大豆の生産について、天候不

順等による収量の年次変動を克服するため、

（独）農業・食品産業技術総合研究機構におい

て開発された気象条件や土壌条件に応じた湿

害軽減技術等の安定生産技術の普及を推進し

た。

（ウ）新たな流通体制のもとでの安定供給の確

保

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的

経営安定対策）の導入に伴い、廃止された大

豆交付金制度における調整販売計画に代わ

り、生産者団体等による自主的な集荷・販売

計画の策定とそれに基づく流通を推進した。

また、周年安定供給に配慮しつつ、生産者・

産地における品質改善に向けた取組の助長や

安定的な需給関係の構築の観点から、流通ル

ートの多様化を推進した。

（エ）大豆の需要拡大

ａ　大豆に含まれる栄養素に関する啓発を図

るとともに、国産大豆シンボルマークの普

及・啓発による国産使用表示の定着を進め

た。

ｂ　地産地消を中心とした需要拡大を推進す

るため、学校給食等への導入、農協等によ

る地場加工への取組を推進するとともに、

「総合的な学習の時間」の活動との連携・

協力のもと、栽培体験ほ場の設置、加工体

験教室の開催等を図った。

オ　野菜

（ア）担い手を中心とした産地の体質強化

ａ　契約取引の推進、需給調整の的確な実施、

認定農業者を基本とする担い手を育成・確

保する産地への重点支援を行う、新たな野

菜価格安定制度・需給安定対策を実施し

た。

ｂ　担い手の生産規模の拡大、機械化一貫体

系の導入等を通じて、担い手を中心とした

競争力の高い産地の育成を図った。

（イ）加工・業務用需要を中心とした生産・流

通対策の強化

（再掲　Ⅰ．１（３）オ（190頁）を参照の

こと）

カ　果樹

（ア）新たな果樹対策の推進

品質の高い国産果実の安定供給体制の確立

に向け、果樹産地構造改革計画に基づき、優

良品目・品種への転換等に取り組む担い手を

支援するとともに、一時的な出荷集中時にお

ける需給調整の強化を実施した。

（イ）産地の生産供給体制の整備

国産果実産地の競争力強化に向けて、生産

構造を改革し、特色ある産地を構築するため、

園地や共同利用施設等の整備に対する支援を

実施した。

（ウ）国産果実の輸出振興

国産果実の輸出を促進するため、日本産果

実マークを策定するとともに、輸出に必要な

情報の効率的な収集と共有化を図りつつ、生

産者団体等の積極的な輸出拡大の取組への支

援を実施した。
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キ　花き

（ア）花のあるライフスタイルの提案や生活向

上のモデル的取組の普及を図るとともに、

花きの生産・出荷者と小売業者等との連携

強化の促進等を行った。

（イ）花きの産地の生産・流通コストの低減、

ブランド花きの生産供給体制の構築を図る

ため、低コスト耐候性ハウス等の整備を支

援した。

ク　畜産物

（ア）肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、

牛肉等の関税収入等を財源とした肉用子牛

等対策を実施した。

ａ　肉用子牛生産者補給交付金等の交付、指

定食肉の価格安定を図るための買入れ・調

整保管の実施、畜産の振興に資するための

畜産業振興事業に対する補助等に充てるた

めの交付金を（独）農畜産業振興機構に対し

て交付した。

ｂ　肉用牛生産の合理化、食肉等の流通の合

理化その他食肉等にかかる畜産の振興に資

する施策を実施した。

（イ）国産畜産物の競争力強化を図るため、消

費者等のニーズに対応し、一層の低コスト

化、高付加価値化等に向けた、担い手を中

心とする「攻め」の取組を支援した。

ａ　地域の核となる協業法人経営体の育成、

新規就農のための研修施設、農協や公社等

による離農跡地及び後継者不在農家におけ

る施設等の整備を推進した。

ｂ　肉用牛の計画的な増産を推進するととも

に、担い手の育成・確保のための産地リー

ダー等の養成、専門家支援チームによる生

産・経営技術指導等を推進した。

ｃ　家畜改良増殖法等に基づく「家畜及び鶏

の改良増殖目標」に則して、能力検定の実

施による産肉・泌乳能力等の高い種畜の選

抜・利用及び繁殖性の改善指導等を推進し

た。

ｄ　DNA解析技術やクローン技術を活用し

た育種改良手法の開発、受精卵の性判別技

術の利用、牛の繁殖成績の改善に向けた調

査・検討、インターネットを通じた飼養管

理履歴等の情報提供等を推進した。

ｅ　牛乳・乳製品については、乳製品工場の

再編・合理化、集送乳の合理化を図るうえ

での拠点となる大型貯乳施設の整備等を推

進した。また、食肉・鶏卵については、高

度な衛生管理の導入を促進するため、産地

食肉センター及び中小規模の鶏卵生産者が

共同で衛生処理を行うGPセンター（鶏卵

格付包装施設）の整備を推進した。

（ウ）配合飼料価格の大幅な上昇による畜産経

営への影響を緩和し、畜産経営の安定を図

るため、配合飼料価格安定対策に基づく異

常補てん交付金を交付した。また、通常補

てん基金財源に不足が生じたため異常補て

ん基金から通常補てん基金への短期貸付を

行った。

（エ）学校給食用牛乳供給事業を推進するとと

もに、牛乳・乳製品の有用性についての消

費者に対する知識の普及等を支援した。

（オ）（独）家畜改良センターに対して、①受精

卵移植技術等新技術を活用した家畜等の改

良増殖、②飼料作物の種苗の生産・配布、

③畜産新技術の実用化、④畜産技術者の養

成と海外協力、⑤家畜改良増殖法に基づく

種畜検査、⑥家畜個体識別システムの運営

等を行うため、運営費交付金等を交付した。

ケ　甘味資源作物

（ア）てん菜

直播栽培技術の確立・普及や高性能農業機

械等の導入による省力・低コスト化を推進す

るとともに、高品質で安定的な生産体制を整

備するため、優良品種の育成・普及、土層改

良等排水性及び作業効率の改善に向けた土地

基盤整備等を実施した。

（イ）さとうきび

担い手農家への農地利用集積を図るととも

に、農作業受託組織の活用や機械化一貫体系

の確立の推進により、省力・低コスト生産体

制を整備した。また、高品質かつ安定的な生
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産を推進するため、早期高糖性品種等の優良

品種の開発や（独）種苗管理センターによる

原原種の生産・配布を行うほか、畑地かんが

い施設の整備等を実施した。

コ　茶

特色を活かした茶産地を育成するため、新品

種の導入を含む茶園の改植、基盤の整備、立地

条件に即した機械化体系の導入、高性能製茶機

械の導入等により、低コスト化・省力化・高品

質化を図るとともに、安定的な生産体制の整備

を推進した。

また、国内外の消費者等から評価され、かつ、

生産農家、加工・流通・小売業者らが容易に取

り組める日本茶（緑茶）の品質管理認証システ

ムの構築に着手した。

サ　飼料作物等

（ア）飼料作物等の生産拡大に向け、稲発酵粗

飼料等の作付拡大や飼料用国産稲わらの利

用拡大、放牧の推進、飼料生産の組織化・

外部化（コントラクターの活用、TMRセ

ンター＊１の整備等）等の取組を支援した。

また、飼料自給率向上戦略会議等において、

19年度の行動計画を策定し、関係者が一体

となって飼料自給率向上に向けた取組を推

進した。

（イ）耕種と畜産の連携を一層推進するため、

粗飼料の需給に関する地理的な不均衡を解

消するため、水田地帯で生産された飼料の

広域流通を推進した。

シ　その他地域特産物等

こんにゃくいも、そば、雑豆、いぐさ、畳表

等の地域特産物については、品質や加工度の向

上等による付加価値の創出、機能性に着目した

新規用途開拓により、産地の特色を活かした供

給体制の確立を図った。また、その支援に必要

な情報提供等を行う体制の整備、機械化・省力

作業体系の導入、契約栽培の推進等を行った。

さらに、効率的な生産体制を確立し、産地の構

造改革を推進するため、生産から流通・消費に

わたる各種取組を行った。

また、繭・生糸については、蚕糸・絹業の双

方の発展を図る観点から、川上の養蚕・蚕糸業

と川下の絹織物業者等が連携し、国産繭・生糸

の希少性を活かした高品質な純国産絹製品づく

りを推進する取組に対して緊急的に支援を行っ

た。

さらに、葉たばこについては、日本たばこ産

業（株）が、葉たばこ審議会の意見を尊重して

各耕作者との売買契約において定めた種類別・

品位別価格により買入れを行った。

Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策

1 食の安全及び消費者の信頼の確保
（１）リスク分析に基づいた食の安全確保

ア　食品安全に関するリスク評価の的確な実施

食品安全委員会においては、19年度中に、厚

生労働省及び農林水産省から248件の食品健康

影響評価（リスク評価）の要請を受けて審議を

行い、201件（19年度以前に評価要請を受けた

ものを含む。）の評価結果を関係各省に通知し

た。

このほか、委員会が自らの判断によりリスク

評価を行う案件について点検及び検討を行っ

た。

イ　農場から食卓までの安全確保の徹底

（ア）科学に基づいたリスク管理

リスク管理を一貫した考え方で行うための

標準手順書に基づき、情報の収集・分析、デ

ータ作成等の作業を行った。また、科学的原

則に基づいたリスク管理を進めるため、科学

的・統一的な枠組みのもとで有害化学物質・

有害微生物の実態調査や、生産資材の調査・

試験を行うとともに、競争的研究資金を活用

した調査・研究を行った。

＊１ TMR（Total Mixed Ration：粗飼料、濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、添加物等を混ぜ合わせることにより牛に
必要な栄養素をすべて含んだ混合飼料）を調製し、畜産経営に供給する施設。
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（イ）生産段階における取組

ａ　生産資材の品質・安全確保

（ａ）農薬及び除草剤の販売者に対する巡回

点検や検査・取締りの強化、農薬使用者

等に対する農薬危害防止運動等により、

適正な農薬の流通・使用・保管管理の徹

底を図った。

（ｂ）年間生産量が３万トン以下の農作物等

（いわゆるマイナー作物）の農薬登録に

必要なデータ作成を効率的に行うための

支援等を行った。

（ｃ）農薬の飛散及び散布量を低減する散布

技術や、飼料の分析技術の開発等を推進

した。

（ｄ）農薬の登録状況、使用方法等の情報を

データベース化し、広く情報提供を行っ

た。

（ｅ）肥料及び農薬について、（独）農林水産

消費安全技術センターによる的確な検査

等を通じて、その品質・安全の確保を図

った。

（ｆ）飼料、飼料添加物について、基準・規

格の設定・見直しを適切に行うととも

に、国・都道府県・（独）農林水産消費安

全技術センターによる飼料製造業者等へ

の立入検査や巡回調査等の適切な実施に

より、その品質・安全の確保を図った。

（ｇ）ポジティブリスト制度＊１の周知を図

るとともに、農薬使用基準の遵守、農薬

の飛散の影響を低減する対策、飼料添加

物・動物用医薬品の使用方法の確認等の

徹底を図った。また、飼料への農薬の残

留基準や、動物用医薬品の使用基準等の

設定・見直しを進めた。

（ｈ）動物用医薬品や抗菌性飼料添加物につ

いては、畜水産物への残留事故の防止及

び薬剤耐性菌の発現リスクの低減化のた

め、動物用医薬品販売業者や飼料製造業

者、農家等に対し、基準・規格の遵守や

適正な流通及び使用等を徹底した。

ｂ　産地における取組

（ａ）リスクの予測等の情報に基づいて調査

対象の優先度等を定める「サーベイラン

ス・モニタリング計画」に基づき、農産

物等に含まれる有害化学物質及び有害微

生物の実態調査を行い、調査結果等を踏

まえて的確なリスク管理措置の検討を行

った。

（ｂ）カドミウムやかび毒等の有害化学物質

による農畜水産物の汚染を低減・防止す

るための栽培管理技術の評価・導入、自

主検査体制の整備及び客土等の土壌汚染

防止対策を実施した。

（ｃ）都道府県等が実施する埋設農薬の無害

化処理の計画の策定や周辺環境への悪影

響の防止措置等の取組を支援した。

（ｄ）適期・的確な病害虫防除に資するよう、

病害虫の発生動向（発生予察情報）を農

業者に提供した。また、環境に配慮しつ

つ病害虫の発生を抑制する総合的病害

虫・雑草管理（IPM）の普及・定着を図

るため、IPMの技術に関する情報提供や

モデル地域の育成等を行った。

（ｅ）我が国未発生の病害虫の侵入を防止す

るため、病害虫の侵入警戒調査を実施し

た。また、我が国の一部の地域に発生し

ているアリモドキゾウムシ等の重要病害

虫について移動規制等のまん延防止措置

を講ずるとともに、根絶に向けた防除を

実施した。

（ｆ）地域単位での水産物の衛生管理対策の

一層の強化を図るため、水産物の品質保

持に資する施設の整備等、安全で衛生的

な水産物の供給体制を整備した。

（ｇ）（再掲　Ⅰ．１（１）ウ（ア）（185頁）

を参照のこと）
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＊１ 食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等（動物用医薬品及び飼料添加物を含む。）が一定の量を超
えて残留する食品の販売等を原則として禁止する制度。
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（ウ）製造段階における取組

ａ　国内に流通する食品の安全を確保し、食

中毒等の健康危害の発生を防止するため、

都道府県等を通じ、食品等事業者に対する

監視指導や事業者による自主的な衛生管理

の推進を図った。

ｂ　食品衛生に関する最新の科学的知見に対

応するため、食品衛生監視員の資質の向上

や検査体制の充実を進めた。

ｃ　長い食経験を考慮し使用が認められてい

る既存添加物については、毒性試験等を実

施し、安全性の検討を行った。また、国際

的に安全性が確認され、かつ、汎用されて

いる食品添加物については、国が主体的に

指定に向けた検討を行った。

ｄ　いわゆる健康食品に関しては、制度の普

及・啓発等に取り組むとともに、健康食品

等を取り扱う事業者による自主的な安全確

保の取組を推進した。

ｅ　食肉の安全を確保するため、特定危険部

位（SRM）の除去・焼却、BSE検査に努

めるとともに、ホームページ等を通じた情

報提供を行った。また、ピッシング＊１の

中止に必要な設備整備等を行い、食肉の安

全確保対策を推進した。

さらに、食肉の生産・処理工程での

HACCP
ハ サ ッ プ

システムの考え方を取り入れた高

度な衛生管理の導入を促進するため、産地

食肉センターにおける施設整備を推進し

た。

ｆ　水産加工場におけるHACCPシステムの

導入を促進するため、小規模事業者支援の

ための品目別危害分析・管理実施指針の策

定を行った。

ｇ　食品製造業におけるHACCPシステム等

の高度な衛生・品質管理手法の導入の促進

等により、食品の安全の確保を図った。

ｈ　「サーベイランス・モニタリング計画」

に基づき、加工段階で食品中に生成する有

害物質の実態調査や情報収集に努めるとと

もに、リスク低減に資する研究を推進した。

（エ）流通段階における取組

ａ　食の安全確保のため、卸売市場における

品質管理の高度化に向けた規範策定のため

のマニュアルの普及及び品質管理の高度化

に資する施設の整備を推進した。

ｂ　食品中に残留する農薬等に関するポジテ

ィブリスト制度については、本制度の周知

に努めるとともに、制度導入時に新たに残

留基準を設定した農薬等について、食品安

全委員会によるリスク評価の評価結果を踏

まえた残留基準の見直しを進めた。

（オ）輸入に関する取組

ａ　動物検疫について、家畜防疫官を適切に

配置するなど検査体制の整備・強化に努

め、家畜及び水産動物の伝染性疾病の侵入

防止を講じた。また、植物検疫については、

病害虫の危険度評価に基づいた検疫措置を

講ずることにより、我が国未発生の病害虫

の侵入及びまん延の防止を図った。

ｂ　輸入食品の安全を確保するため、「輸入

食品監視指導計画」に基づき、輸入時にお

ける重点的・効率的かつ効果的な監視指導

を実施した。また、輸入者の自主的な衛生

管理にかかる指導を実施するとともに、二

国間協議や現地調査等を通じ、輸出国にお

ける衛生対策の推進等を図った。さらに、

ポジティブリスト制度の着実な実施のた

め、輸入時の検査項目のさらなる拡充を図

るとともに、検疫所の食品衛生監視員の増

員や輸入食品・検疫検査センターの分析機

器等のさらなる整備を行うなど、監視・検

査体制の拡充・強化を図った。

ｃ　政府が輸入する外国産米・麦について、

安全確保に万全を期するため、ポジティブ

リスト制度に対応した残留農薬等の検査を

＊１ 牛のと畜の際、解体作業中に牛の足が痙攣的に跳ね上がることを防止するために、牛を失神させた後、前頭骨に
あけた穴にワイヤー（ピッシングロッド）を挿入し、脳・脊髄を破壊する解体前の食肉処理工程の一つ。
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行った。

（カ）家畜防疫体制の強化

ａ　生産者に対する飼養衛生管理基準や特定

家畜伝染病防疫指針の周知徹底等により、

飼養衛生管理の向上を図った。また、さら

に高度な飼養衛生管理を推進するため、

HACCPシステムの考え方に基づく農場で

の衛生管理に関する認証基準の策定を進め

た。

ｂ　人畜共通感染症等のリスク管理を適切に

進めるため、サーベイランス（監視）の実

施、新たな診断手法の実用化等の検討、海

外でのリスク管理に関する情報収集の強化

を行った。

ｃ　BSE対策の実施

（ａ）BSE検査キットの購入費等を支援し、

24か月齢以上の死亡牛全頭のBSE検査を

着実に実施した。

（ｂ）BSEの感染経路を遮断するため、輸入

検疫措置を徹底するとともに、検査・指

導の実施等により、肉骨粉等についての

飼料等利用にかかる規制を徹底した。

ｄ　高病原性鳥インフルエンザへの対応

高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）

の発生について、発生農場の飼養鶏の殺処

分及び汚染物品の焼却・埋却、発生農場周

辺の移動制限等による防疫措置を的確に進

め、19年５月に清浄国に復帰した。また、

専門家による感染経路の疫学的な評価・分

析を行い、調査報告を行った。さらに、飼

養衛生管理のチェックリストを配布し、全

国の養鶏場の飼養衛生管理の再確認と徹底

を図るとともに、防疫指針の変更を行った。

ｅ　コイヘルペスウイルス病等の魚病のまん

延防止を図るため、養殖衛生管理技術者の

育成・水産防疫技術の向上等を図った。

（キ）遺伝子組換え農作物に関する取組

ａ　遺伝子組換え農作物の食品や飼料として

の安全性、我が国の生物多様性に及ぼす影

響について、関係法令に基づき科学的な評

価を行った。また、安全性未確認の遺伝子

組換え農作物について、水際検査を実施す

るとともに、遺伝子組換え農作物の生産・

流通の実態を把握するための調査を実施し

た。

ｂ　バイオテクノロジー応用食品に関して

は、コーデックス・バイオテクノロジー応

用食品特別部会第７回会合を我が国におい

て開催し、遺伝子組換え食品の安全確保の

ための国際規格の作成等に貢献した。

（ク）国際基準策定への参画

食品の安全性等に関する国際基準の策定

に、我が国の主張を反映させる観点から積極

的に参画するとともに、国内関係者に対し、

情報提供や意見交換を実施した。

ウ　リスクコミュニケーションの推進

食品安全の確保に関する施策等の策定に国民

の意見を反映し、その過程の公正性・透明性を

確保するため、消費者、生産者、事業者等の関

係者にわかりやすい情報を積極的に提供し、意

見交換等を行うリスクコミュニケーションを推

進した。

（ア）食品安全委員会

リスク評価結果等について、関係者相互間

のリスクコミュニケーションを行った。この

ため、ホームページ、メールマガジン、季刊

誌等を通じて情報を提供するとともに、関係

行政機関とも連携を図りつつ、意見交換会等

を実施した。また、地域型リスクコミュニケ

ーションの推進を支援するため、地域の食品

関係者を対象とした講習会の開催やリスクコ

ミュニケーターの養成、教材の提供を行う事

業を実施した。さらに、食の安全ダイヤルや

食品安全モニターを通じて国民から情報・意

見を収集し、関係行政機関と共有するととも

に、リスク評価結果案等について、広く国民

から意見・情報の募集を行った。

（イ）厚生労働省

食品の安全等に関する施策について、消費

者等に対する説明・意見の聴取のための意見

交換会等を食品安全委員会、農林水産省及び

地方自治体と連携しつつ開催した。また、地

198
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方自治体、消費者団体等の企画する意見交換

会に参加し、リスクコミュニケーションの充

実を図った。さらに、食品の規格基準の設定

や監視指導計画の策定等に際し、その趣旨、

内容等を公表し、広く国民等の意見を求める

とともに、施策の実施状況等食品の安全に関

する情報をパンフレット、ホームページ等で

公表・情報発信し、食品安全施策への理解と

普及・啓発を図った。

（ウ）農林水産省

ａ　食品安全の確保に関する施策等の策定に

国民の意見を反映し、その過程の公正性・

透明性を確保するため、意見交換会等を行

った。また、地域に根ざした食品安全行政

を促進させるため、地方農政局等が各地域

で関係者との懇談会、意見交換会を行った。

ｂ　食品安全に関する情報をわかりやすく紹

介したホームページの運営やメールマガジ

ン「食品安全エクスプレス」の配信を行っ

た。

ｃ　リスクコミュニケーションや情報提供を

効率的に行うための調査を行った。

エ　危機管理体制の整備

（ア）食品の摂取により人の健康へ重大な被害

が生ずることを防止するため、関係行政機

関が連携して、緊急事態への対処や発生の

防止に関する体制を整備した。

ａ　食品安全委員会においては、「食品安全

関係府省緊急時対応基本要綱」をはじめと

する緊急時対応マニュアルに基づいて、食

品の摂取を通じて起こり得る緊急事態への

適切な対応に努めた。

ｂ　厚生労働省においては、「厚生労働省健

康危機管理基本指針」、「食中毒健康危機管

理実施要領」等に基づいて、食品危害の危

機管理に努めた。

ｃ　農林水産省においては、緊急時対応訓練

を実施し、訓練の結果を踏まえて、訓練マ

ニュアルの作成、食品安全の緊急時対応に

かかる指針等の改訂を行った。

（イ）19年12月から20年１月にかけ発生した食

品による薬物中毒事案が深刻な健康被害を

もたらし、国民の間に食品の安全に関する

不安が増大したことにかんがみ、今次事案

の原因の究明を待たずとも実施すべき再発

防止策を取りまとめ、政府一体となって、

同防止策についての取組を開始した。

ａ　現場の窓口機関から関係本府省等への報

告ルールの見直し

（ａ）食中毒事案にかかる既存の情報伝達シ

ステムの活用を徹底した。また、保健所

における24時間、365日の対応体制の確

保等を図るよう都道府県等に要請すると

ともに、食中毒にかかる報告の遵守を徹

底した。

（ｂ）食中毒患者発生等に関する事案の速報

対象を拡充するための食品衛生法施行規

則改正の手続きを開始した。

（ｃ）食品に由来する危害に関する情報につ

いて関係機関（保健所、農林水産省、厚

生労働省等）間の情報連絡をさらに徹底

するため、食品危害に関する情報の扱い

方について定め、地方農政局等に通知し

た。

（ｄ）地方公共団体に、食品にかかる危害情

報について消費生活センターから全国消

費生活情報ネットワーク・システム（パ

イオネット）へ即日登録することを要請

した。

ｂ　情報共有システムの改善

（ａ）関係府省において「食品危害情報総括

官」を指名し、これら食品危害情報総括

官による食品危害情報総括官会議を開催

した。

（ｂ）パイオネットに登録された食品危害情

報を、関係省で共有するための体制を整

備した。

（ｃ）食中毒情報等の共有及び情報交換の迅

速化を図るため、「食品保健総合情報処

理システム」の改善について対応した。

ｃ 「食品等事業者が実施すべき管理運営基

準に関するガイドライン」において、消費
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者からの食品危害情報等について、食品等

事業者が保健所等へ速やかに報告するルー

ルを追加するための手続きを開始した。

ｄ　緊急の対応が必要な食品危害事案の発生

の際に、担当大臣（国民生活）のもとに食

品危害情報総括官を招集し、情報の収集・

分析や緊急対応等を行う体制を構築した。

ｅ　輸入加工食品の安全確保策の強化

（ａ）食品安全担当官を在中国日本大使館に

駐在させた。

（ｂ）加工食品について残留農薬検査の対象

を拡大した。

（ｃ）内閣府・厚生労働省・農林水産省の３

府省により関係団体に有害物質の混入防

止対策の確認を要請した。また、輸入業

者への指導やその他事業者に対する自主

管理の推進を要請するためのガイドライ

ン案を作成した。

（ｄ）国立医薬品食品衛生研究所において、

加工食品の残留農薬等にかかる試験法に

ついての検討・開発を開始した。

（ｅ）社会福祉施設等に対して、輸入加工食

品が原因と疑われる健康被害事例の発生

にかかる注意喚起を行った。また、関連

病院団体等に対して、衛生管理の徹底等

を要請した。

（ｆ）学校給食用食品について、加工食品の

衛生管理や関係機関との連絡体制等の充

実について再点検を実施した。

オ　研究開発の推進

（ア）行政ニーズや社会ニーズに即して食品安

全、動物衛生及び植物防疫を向上させるた

め、競争的研究資金を活用して調査・研究

を実施した。

（イ）食品のリスク分析に関する研究、健康食

品等の安全性及び有効性の評価、食品を介

するBSEリスクの解明に関する研究、食品

中の添加物・汚染物質・その他の化学物

質・微生物の対策に必要な研究、輸入食品

の安全性等に関する研究等を推進した。

（ウ）食品中に存在する重金属等、汚染物質へ

の曝露状況を詳細に把握することで、今後

のリスク低減のための方策を検討した。

（２）消費者の信頼の確保

ア　トレーサビリティの確立

食品事故発生時の原因究明や食品回収の迅速

化、消費者への情報提供の充実を図るため、食

品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及

できるトレーサビリティに関し、以下の取組を

推進した。

（ア）国産牛肉

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法」に基づき、制度が適

正に実施されるよう農林水産省と警察庁との

連携を強化しつつ、監視活動を行うとともに、

牛個体識別台帳（データベース）について、

不適切な届出の検索機能を強化したシステム

の開発を行った。

（イ）国産牛肉以外の品目

事業者による自発的な取組を支援するた

め、トレーサビリティ導入に当たっての品目

別ガイドライン（鶏肉、豚肉）、事例集を作

成し、セミナー等を行った。

イ　ユビキタス食の安全・安心システムの開発

生産者と消費者の顔の見える関係づくりを推

進するため、生産履歴等にかかる情報提供を行

うシステムについて、ユビキタス・コンピュー

ティング技術を活用した、情報の記録・伝達の

簡便化による効率的なシステムの開発に対する

支援を行った（19年度は５団体を支援）。

ウ　食品表示・JAS規格の適正化の推進

（ア）食品表示の監視・指導体制の強化　

消費者の信頼を揺るがす事案の発生を受

け、JAS法に基づく品質表示基準に従った適

正な食品表示がなされるよう、監視・指導体

制を強化するなど、食品に対する消費者の信

頼回復に努めた。

ａ 「食品表示110番」対応マニュアルの見直

し

国民から食品の表示について情報を受け

付けるための「食品表示110番」について、

従来の対応マニュアルを統一するとともに
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内容を見直し、提供された情報の処理手続

き等を明確化し、都道府県（保健所、JAS

担当部局）、地方農政事務所等との定期的

な情報交換会の開催による連携の強化等を

図った。

ｂ　地方農政局等の監視体制の整備等

全国の地方農政局、地方農政事務所等の

職員が日常的に小売店舗等を巡回すること

に加え、「食品表示110番」への情報提供に

基づいて必要な調査等を行うことにより、

表示状況や表示根拠の確認、必要に応じて

納入業者への遡及調査を行うなど、徹底し

た監視・指導を実施した。さらに、行政の

監視活動への消費者の協力として、委嘱し

ている食品表示ウォッチャー制度等を活用

し情報収集に努めた。

ｃ　食品表示の科学的な検証技術の確立及び

活用

（独）農林水産消費安全技術センターにお

いて、DNA分析技術等を活用した食品表

示の科学的検証技術に関する実証研究を行

った。また、DNA分析技術を活用した牛

肉加工品の原材料分析等、食品表示の科学

的検証を実施した。

ｄ　関係行政機関との連携強化

都道府県のJAS担当部局やその他の食品

表示担当部局等と地方農政事務所との間

で、定期的な情報交換を行うための場を設

けるよう働きかけた。また、19年11月に農

林水産省と警察庁との間で食品偽装事案に

関する連携協定を締結し、警察が行う捜査

と農林水産省が行う調査がより効果的に進

むよう連携の強化を図った。

（イ）業者間取引における食品表示のあり方の

検討

有識者からなる検討会を開催し、20年度か

らすべての加工食品の業者間取引をJAS法の

品質表示義務の対象とすることとした。

（ウ）わかりやすい食品表示の実現

消費者等に対し、ポスターやフォーラム等

を通じ食品表示制度を啓発した。特に、賞味

期限等食品の期限表示の意味について消費者

が正確に理解できるよう、パンフレット、新

聞広告を通じた情報提供活動を強化した。ま

た、消費者の立場に立ったわかりやすい食品

表示を実現するため、「食品の表示に関する

共同会議」において調査・審議を行った。

（エ）JAS規格の見直し

JAS法において５年ごとにすべてのJAS規

格を見直すこととされていることを踏まえ、

消費者の関心や国際的な規格の動向等を勘案

し、必要な見直しを行った。また、規格ごと

に規格項目や定義に関する分析の妥当性確認

等を行い、規格の信頼性を高めた。

（オ）特色あるJAS規格の検討・普及

消費者ニーズ等を的確に反映したJAS規格

制定のための調査・検討、消費者と製造業者

等の交流会の開催等によるJAS規格の総合的

な普及・啓発を実施した。

エ　原料の原産地表示に関するガイドラインの

普及・啓発の推進

「外食における原産地表示に関するガイドラ

イン」に基づき、外食事業者における原産地表

示への取組が適切に行われるよう、優良事例を

活用した外食事業者の業種・業態ごとのパンフ

レットの作成等、ガイドラインのより一層の普

及・啓発を図った。また、「豆腐・納豆の原料

大豆原産地表示に関するガイドライン」に基づ

き、製造業者等における豆腐・納豆の原料大豆

の原産地表示の推進に向けた普及・啓発を行っ

た。

オ　消費者への情報提供

（ア）健全な食生活を送れるよう、食品安全や

「食生活と健康」について、親しみやすい

ホームページを作成した。

（イ）消費者相談の窓口である「消費者の部屋」

等において、消費者からの農林水産業や食

生活に関する相談に効率的に対応するとと

もに、消費者に対し、農林水産行政の情報

提供及び啓発を行った。特に子どもに対し

ては、農林水産本省における子ども相談電

話による対応を行うとともに、社会見学等
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のグループ学習を積極的に受け入れた。

（ウ）全国に食料品消費モニターを設置し、消

費者の意見・要望等を常時把握した。

（エ）食品の価格の安定に資するため、小売価

格の動向にあわせ、機動的な巡回調査を行

った。

カ　食品産業事業者のコンプライアンスの徹底

のための取組

食品産業事業者のコンプライアンス（法令の

遵守及び倫理の保持等）のさらなる徹底を図る

ため、食品の信頼確保・向上対策推進本部を設

置し、食品産業事業者の経営者等を対象にセミ

ナーを継続して開催したほか、関係団体に対し、

コンプライアンス体制の点検・検証の指示や主

催セミナーの開催を要請した。

2 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進
（１）国民運動としての食育の推進

食育基本法及び食育推進基本計画に基づき、

関係府省等が連携しつつ、家庭、学校、地域等

様々な分野において国民運動として食育を推進

した。特に、19年６月の「食育月間」では「第

２回食育推進全国大会」の開催等の取組を行っ

た。また、食育推進有識者懇談会を開催し、

「食育推進国民運動の重点事項」を取りまとめ

るとともに、食育に関する政策研究等を行った。

さらに、子どもの望ましい基本的な生活習慣

を育成し生活リズムを向上させる「早寝早起き

朝ごはん」国民運動を推進し、乳幼児を中心と

した実践的な調査・研究や指導資料の作成を行

った。

（２）生産、流通、消費の各段階を通じた食育

の推進

（再掲　Ⅰ．1（１）ア（ア）（184頁及び185

頁）を参照のこと）

（３）学校における食育の推進

各地域において、栄養教諭等が中心となって、

学校と生産者が連携した学校給食における地場

産物の活用や米飯給食を推進するとともに、学

校・家庭・地域が連携・協力した食育推進のた

めの各種取組を実施した。また、学校給食にお

ける平均栄養所要量等にかかる調査・研究や教

職員、保護者等を対象としたシンポジウムの開

催等により、学校における食育の充実を図った。

3 地産地消の推進
（再掲　Ⅰ．1（１）ア（イ）（185頁）を参照

のこと）

4 食品産業の競争力の強化に向けた取組
食農連携の推進による高付加価値食品の供

給、東アジア各国への投資促進等による我が国

食品産業の国際競争力の強化や生産資材・流通

経費の低減を含めた食料供給コストの縮減を図

るとともに、環境対策や食品流通の効率化等を

総合的に推進した。

（１）食品産業の事業基盤の強化

ア　製造段階における技術開発の支援

地域における技術開発のための基盤づくり等

に対する支援を行った。また、地域食品のブラ

ンド化に不可欠な機能性の評価手法の研修等の

技術支援を行った。

イ　特定農産加工業の経営改善に対する支援

特定農産加工業者の経営改善を図るため、金

融・税制上の支援措置を実施した。

ウ　中小企業支援等業種横断的施策の促進

（ア）食品の安定供給、農林水産関連企業の体

質強化等を図るため、農林漁業金融公庫等

政府系金融機関から、長期・低利の資金の

貸付けを実施した。

（イ）農林水産関連企業の事業・産業再編及び

農林水産関連中小企業の創業、経営革新、

異分野新連携等を支援するための金融・税

制上の措置を実施した。

エ　外食産業の振興

外食産業と農業の連携を促進し、国産食材の

利用推進、食品の安定供給の確保を図るため、

産地等における農業者、外食事業者等が参加し

た交流会や全国レベルでのシンポジウム等を開

催するとともに、国産食材の利用・調達に関す

るニーズの発信等を行った。
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（２）食品流通の構造改革の推進

ア　卸売市場の機能・連携強化等

（ア）卸売市場における品質管理の高度化及び

卸売市場の再編・合理化を促進するととも

に、そのために必要な施設整備等を推進し

た。

（イ）卸売市場の機能・体制の強化を図るため、

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法に

基づく、市場関係事業者の経営体質を強化

するための支援を実施した。

（ウ）地域の拠点となる地方卸売市場の開設者

が、他の卸売市場の開設者と連携または合

併して、これらの卸売市場の機能高度化を

図る取組について、税制上の支援を行った。

イ　食品小売業の活性化

（ア）食品小売業において、コスト縮減のビジ

ネスモデルの実証・普及を行うとともに、

農林水産物の産地の特徴、食育の知識等を

消費者に適確に伝達する取組を支援した。

（イ）食品小売業や商店街の活性化を図るため、

食品小売業者や商店街振興組合等が生産者

団体等と連携して、地域農水産物を活用し

た商品開発等付加価値向上を図る取組を支

援した。

（ウ）食品流通構造改善促進法に基づく構造改

善事業に対する農林漁業金融公庫等の金融

機関を通じた長期・低利の資金の融通を実

施した。

ウ　食品流通の効率化

（ア）効率的な食品流通体系の構築を図るため、

電子タグを卸売市場を中心とする生鮮食品

流通に導入した場合の最適な作業体系につ

いて実証実験を推進した。

（イ）卸売市場において、電子商取引システム

を活用したダイレクト物流（商物分離直接

流通）の仕組みを開発し、取引業務や物流

の簡素化によるコスト縮減の実証等を実施

した。

（ウ）青果物等の長距離輸送コストを低減させ

る仕組みづくりに向け、モーダルシフトの

推進等に向けた課題の抽出・整理を行っ

た。

（エ）地方または大都市近郊の卸売市場におけ

る物流コストの削減と集荷力の向上を図る

ため、複数の卸売市場の連携による最適な

物流システムの開発を支援した。

（オ）流通業務総合効率化事業の活用及び同事

業に伴う政府系金融機関を通じた長期・低

利の融資や（財）食品流通構造改善促進機

構による債務保証等の支援の活用を推進し

た。

（３）東アジア食品産業活性化戦略の推進

「東アジアとともに成長・発展する」という

視点に立ち、我が国食品産業の東アジア各国へ

の投資促進等により、我が国食品産業の経営体

質・国際競争力の強化等を図るとともに、現地

の食生活・消費レベルの向上や農林水産業の発

展に資する取組を実施した。

（ア）東アジア各国での投資促進に必要な情報

の共有化・活用を図った。

（イ）海外現地法人等の技術者・経営者等の人

材育成・確保を図るための活動を支援し

た。

（ウ）流通・加工等の技術に関する研究開発を

推進した。また、開発された技術シーズの

実用化モデルについて、現地での有効性の

実証・定着を図る取組を支援した。

（４）食品産業における環境負荷の低減及び資

源の有効利用

ア　食品リサイクルを通じた循環型経済社会シ

ステムの構築

（ア）食品リサイクル法に基づき、食品関連事

業者における食品循環資源の再生利用等の

状況についての報告を徴収するとともに、

再生利用事業者の登録を行った。

（イ）食品リサイクル法を改正するとともに、

関連する政省令の改正及び告示の策定を行

った。

（ウ）食品リサイクルの優良な取組に加え、リ

サイクル製品の評価・認証の仕組みやルー

ルづくりを検討するとともに、新たな食品

リサイクル制度についての普及・啓発を行
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った。

（エ）より効率的な食品リサイクルを目指す実

験的な地域の取組等を国が直接採択して経

済性を実証し、地域における新たな食品リ

サイクルのビジネスモデルを提示する検討

を行った。

イ　容器包装リサイクル促進対策

（ア）「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律」（容器包装リサイ

クル法）に基づき、ただ乗り事業者＊１に

対する義務履行の促進、法的措置等を実施

した。

（イ）容器包装リサイクル制度についての講習

会の開催、容器包装廃棄物の排出抑制のた

めの取組の促進や再商品化義務履行マーク

貼付のための取組等を実施した。

ウ　その他環境対策の総合的推進

食品関連事業者に対する公害防止に関する情

報提供、食品産業の温室効果ガスの排出抑制に

向けた調査・分析、環境自主行動計画のフォロ

ーアップ等を実施した。

5 食料の安定輸入の確保と不測時における
食料安全保障
（１）農産物の安定的な輸入の確保

（ア）穀物の国際需給が構造的な要因によりひ

っ迫し国際相場が高騰するなかで、麦の輸

入については、輸入先国との緊密な情報交

換等を行うことを通じて安定供給を図っ

た。

（イ）食料輸入の安定化・多元化に資するよう、

アジア諸国等との経済連携協定（EPA）

の締結を通じ、輸出国における生産の安定

を図るとともに、輸出規制、輸出税といっ

た貿易阻害要因の除去等に努めた。

（ウ）輸入の増加による農林水産業への影響を

監視するため、必要な情報を常時収集した。

（エ）食料等の安定的な輸入のために、基幹航

路やアジア地域における物流ネットワーク

の充実に資する国際海上コンテナターミナ

ルの整備、穀物等のばら積み貨物の安定的

かつ低廉な輸送のための多目的国際ターミ

ナルの整備等、国際港湾の機能強化を推進

した。

（２）不測時における食料安全保障

（ア）食料供給に影響を及ぼすおそれのある

様々な不測の事態に的確に対処するため、

不測時の食料安全保障マニュアルについ

て、国内外の需給動向を踏まえ、その実効

性を点検した。また、不測時における国内

農業生産による供給可能量の水準や食料供

給の確保のための対策等について、国民に

対して普及・啓発を行った。

（イ）食料安全保障上重要と考えられる品目等

について、主要輸入先国における生産・流

通状況、我が国における在庫・輸入状況及

び国内外の食料需給動向に関する情報の収

集・分析並びに国民に対するこれらの情報

の提供の充実・強化に努めた。

（３）適切な備蓄の実施

ア　米

政府備蓄については、備蓄の適正水準である

100万トン程度まで積み増すこととして34万ト

ンを買い入れ、不測の事態における消費者に対

する安定供給の確保のために必要な備蓄量を確

保した。

イ　麦

不測の事態に備え国全体で必要となる数量

を、外国産食糧用小麦需要量の2.3か月相当分

とし、民間が保有する在庫水準を勘案のうえ、

1.8か月相当分の政府備蓄を行った。

ウ　大豆

大豆の国際需給の変動等に対応し、その安定

的な供給を確保するため、（社）大豆供給安定協

会において食品用大豆の備蓄（19年度3.5万ト

ン）を実施した。
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＊１ 再商品化の義務がありながら、その義務を果たさない事業者。
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エ　飼料穀物

飼料穀物の備蓄について、不測の事態に対処

するため、とうもろこし・こうりゃんについて

60万トンの備蓄を実施した。

6 世界の食料事情の多角的分析と国民全体
での認識の共有
開発途上国を中心とする人口増加や経済発

展、バイオ燃料用の原料向け農産物の需要増加、

地球温暖化等気候変動による生産の不安定化

等、食料をめぐる最近の国際情勢に変化がみら

れる。これを踏まえ、19年３月から７月まで、

有識者の参画を得て、「国際食料問題研究会」

（農林水産省大臣官房長・総合食料局長主催）

を開催し、世界の食料需給の現状と背景、見通

し等について客観的な把握・分析を行った。

また、毎日の生活に欠くことのできない食料

について、世界の状況を正確に把握したうえで、

食料問題に関する認識を国民全体で共有するた

め、19年７月から「食料の未来を描く戦略会議」

（食料・農業・農村政策推進本部長（内閣総理

大臣）の決定により、農林水産大臣主催）を開

催し、国民に対する食料の安定供給の確保を図

るための方向性について議論を行った。

また、食料自給率及びその構成要素である食

料消費、農業生産等の動向を検証し、現状を国

民にわかりやすく情報提供するとともに、食料

自給率目標の達成に向けた関係者の取組を促進

するため、「食料自給率レポート」を作成・公

表した。

7 国際協力の推進
世界の食料需給の将来にわたる安定に資する

ため、開発途上地域における農業及び農村の振

興に関する技術協力、資金協力及び食料援助を

行うなど、国際協力の推進に努めた。

（１）食料・農業分野における技術・資金協力

（ア）国別援助計画の策定に当たり、食料・農

業・農村分野における援助需要の的確な反

映を図った。

（イ）開発途上国からの要請に応じ、（独）国

際協力機構（JICA）を通じて、技術協力

プロジェクト、個別専門家の派遣、開発調

査等を行った。

（ウ）開発途上国からの要請に応じ、国際協力

銀行（JBIC）を通じて円借款の供与を行

うとともに、一般無償資金協力、水産無償

資金協力、食糧援助、貧困農民支援（旧食

糧増産援助）等を行った。

（エ）開発途上国における食料安全保障の確保、

飢餓・貧困の削減、地球環境問題への対応

及び農業交渉等における我が国の主張への

理解や協力の促進に資するため、以下の事

業を行った。

①　食料・農業・農村に関する情報の収集

及び開発途上国に適した農業技術の開発

②　開発途上国の農民等の能力向上に向け

た研修員の受入れ及び専門家の派遣

③　国際連合食糧農業機関（FAO）、世界

食糧計画（WFP）等の国際機関が行う

国際協力活動等に対する資金の拠出及び

専門家の派遣

（オ）EPAの締結を通じ、アジア諸国の農林

水産業の発展による農村地域の貧困削減等

に向けた国際協力の適切な実施に努めた。

（カ）WTO交渉の円滑な推進に資するため、

主要課題となっているアジア・アフリカ地

域における後発開発途上国（LDC）の開

発に関して、農林水産分野における人材育

成等の支援を実施した。

（２）国際的な食料の安定供給の確保に向けた

支援策の強化

（ア）近年の不安定な国際穀物需給状況のもと

で、既存の援助枠組みでは対応できない大

規模な緊急食糧支援ニーズに円滑に対処す

るため、緊急食糧支援事業により、緊急食

糧支援の実施に伴う財政負担を平準化する

ための資金造成を行った。

（イ）ASEAN＋３農林大臣会合のもとに実施

されている東アジア地域における食料安全

保障の強化及び貧困緩和に資する「東アジ

ア緊急米備蓄パイロットプロジェクト」を
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支援するとともに、米の現物備蓄等の貢献

を行った。

（ウ）世界の穀物需給の安定化に貢献するため、

乾燥、塩害等の不良な環境に強い遺伝子を

導入した稲・小麦等を開発するための国際

共同研究を実施した。

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策

1 望ましい農業構造の確立に向けた担い手
の育成・確保
（１）担い手の明確化と支援の集中化・重点化

（再掲　Ⅰ．1（２）ア（ア）、（イ）及び（ウ）

（187頁及び188頁）を参照のこと）

（２）農作業受託組織の育成

（ア）飼料生産にかかる労働負担の軽減や大型

機械化体系での作業の効率化、低コスト化

を図るため、コントラクターの育成、既存

のヘルパー組織等の統合に必要な施設機械

の整備を推進した。

（イ）担い手の規模拡大等に伴う労働力不足を

補完する観点から、耕種部門と畜産部門の

多角的な農作業を行うコントラクターの育

成に必要な農業機械等の整備を推進した。

2 人材の育成・確保等
（１）農業における再チャレンジ

団塊世代、若者・女性等が経験がなくても農

業に就けるよう、情報提供・相談、体験・研修、

参入準備から、就農後の定着までの各段階に対

応してきめ細かな支援を講じた。

ア　情報提供・相談段階における支援

キャンペーンの実施やホームページの開設に

より「人生二毛作＊１」や「スローライフ＆ジ

ョブ＊２」を普及・啓発するとともに、職業と

しての農業への関心の高まりや多様化する就農

希望者のニーズに的確に対応した効率的な就農

相談・情報発信を展開した。

イ　体験・研修段階における支援

（ア）体験段階

子どもたちの農業・農村における「原体験」

を通して農業に対する理解を深め、将来の就

農につながるよう、各地で取り組まれている

農業・農村体験学習の受入れに関する情報提

供等を支援するとともに、農業法人における

学生向けのインターンシップ、社会人のため

の１か月の農業就業体験を実施した。

（イ）研修段階

農業法人等における実践研修等、就農経路

や技術の発展段階に応じた農業技術・経営研

修を体系的に実施した。

ウ　参入準備段階における支援

（ア）雇用就農の促進

団塊世代、若者・女性の円滑な雇用就農を

促進するため、無料職業紹介、紹介予定派遣

を実施したほか、農業知識等の能力評価制度

による試験を段階的に実施した。

（イ）新規就農者の就農に必要な資金の融通

新たに就農しようとする青年等または当該

青年等をその営む農業に就業させようとする

農業法人等に対して、①農業の技術等を実地

に習得するための研修やその他の就農の準備

に必要な資金、②農業経営を開始するための

機械・施設の購入等に必要な資金（農業法人

等に対する貸付けは除く。）の貸付けを行っ

た。

エ　定着段階における支援

新規就農者の就農定着に向け、技術・知識の

修得度に応じた、きめ細かな技術・営農指導に

かかる普及活動等を実施した。

オ　農業者へのアドバイザーとしての団塊世代

の知見の活用

団塊世代等がもつ他産業で培った経験・能力

を活用した農林漁業経営体の研修を実施するこ

とにより、団塊世代等のもつ能力を農林漁業の

経営発展に発揮できる環境を整備した。
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＊１　定年後の団塊世代が培った能力等を活かしながら、田舎で再び活躍すること。

＊２　田舎で新たな価値観と生活スタイルを確立して、農林水産業で再チャレンジすること。
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（２）高校生等の就農意欲の喚起

農業高校と農協等の地域の関係機関が連携

し、バイオテクノロジー等先端的な技術・技能

を取り入れた教育等を行っている学校を指定す

る「目指せスペシャリスト（スーパー専門高校）」

事業等を実施し、将来の地域社会を担う専門的

職業人の育成に向けた取組を支援した。

（３）高齢農業者の活動の促進

ア　高齢者能力活用の促進

高齢者がその知識及び技能を活かしつつ、地

域農業の活性化、担い手支援、集落営農への参

画等に取り組めるよう、高齢者に対する普及・

啓発や研修、高齢者層の取りまとめ役となる人

材の育成等を実施した。

イ　農村における高齢者福祉対策の充実

農村の高齢者対策等における農協等の役割を

適切に発揮するため、農協職員の研修、活動組

織のリーダー育成等を図った。

（４）農業者年金制度の着実な推進

（独）農業者年金基金において、農業者の老後

に必要な年金等を給付することにより、国民年

金の給付と相まって農業者の老後生活の安定及

び福祉の向上を図った。また、農業者の確保の

ため、認定農業者等の担い手に対して保険料の

軽減措置を行った。

3 女性の参画の促進
（１）政策・方針決定の場への女性の参画の

促進

地域農業や地域社会に関する方針決定の場へ

の女性の参画を促進するため、農協の女性役員

や女性農業委員、女性認定農業者等の具体的な

目標設定を推進するとともに、目標の達成に向

けた普及・啓発活動を実施した。また、女性の

能力向上に向けた研修や情報提供を実施し、地

域の女性リーダーの育成や男女共同参画に関す

る気運の醸成を図った。

（２）女性の経済的地位の向上と就業環境の

整備

女性の農業経営における能力向上や女性の認

定農業者の拡大に向けて、研修や普及・啓発、

情報提供等の支援を実施し、女性の農業経営へ

の参画の促進を図った。また、女性の起業活動

のさらなる発展に向けて、研修や情報提供、資

金の貸付け、施設整備等の総合的な支援を実施

した。さらに、女性や後継者が意欲と能力を発

揮できる就業環境を整備するとともに、その農

業経営の改善を図るため、家族経営協定の活用

事例等に関する情報提供等の普及・広報活動を

実施した。

（３）女性が住みやすく活動しやすい環境づく

り

女性の農業経営と育児等の両立を支援するた

め、農山漁村の子育て支援に関する情報提供等

を実施した。また、農山漁村女性の活動分野の

拡大を図るため、女性のネットワーク化を推進

するとともに、女性が操作しやすいように配慮

された農業機械のユニバーサルデザイン化技術

の開発等を行った。

4 農地の有効利用の促進
（再掲　Ⅰ．1（２）ウ（ア）、（イ）、（ウ）及

び（エ）（188頁及び189頁）を参照のこと）

5 経営安定対策の確立
（１）水田・畑作経営所得安定対策（品目横断

的経営安定対策）の導入

我が国の農業の構造改革を加速化するため、

土地利用型農業の米、麦、大豆、てん菜、でん

粉原料用ばれいしょを対象として、意欲と能力

のある担い手に対する「水田・畑作経営所得安

定対策（品目横断的経営安定対策）」を着実に

実施した。また、本対策を地域に定着させてい

くため、制度の基本を維持しつつ、市町村特認

制度の創設等、地域の実態に即した見直しを行

った。

（２）品目別政策の見直し・実施

ア　米

米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産を誘導

しつつ、担い手への集積を促進するため、当面

の措置として、産地づくり対策のなかで都道府

県の設計により、米の価格下落等の影響を緩和
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するための対策を行えるよう稲作構造改革促進

交付金を交付した（水田・畑作経営所得安定対

策（品目横断的経営安定対策）の加入者は対象

から除く。）。

イ　野菜

（再掲　Ⅰ．２（２）オ（ア）ａ（193頁）を

参照のこと）

ウ　果樹

（再掲　Ⅰ．２（２）カ（ア）（193頁）を参

照のこと）

エ　砂糖及びでん粉

「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」

に基づき、砂糖及びでん粉の価格調整制度の適

切な運用を行い、輸入糖と国内産糖及び輸入で

ん粉等と国内産いもでん粉のバランスを確保し

つつ、需要に応じた生産を推進した。その際、

さとうきび及びでん粉原料用かんしょ生産者に

対しては、諸外国との生産条件の格差から生ず

る不利を補正するための支援を実施した。一方、

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営

安定対策）の対象品目であるてん菜及びでん粉

原料用ばれいしょの生産者については、同対策

を通じた支援を実施した。また、国内産糖及び

国内産いもでん粉の製造事業者に対して、最大

限の合理化を前提とした支援を実施した。

オ　畜産

（ア）加工原料乳の生産者に生乳の再生産を確

保するための補給金を交付するとともに、

加工原料乳価格が低落した場合に補てん金

を交付する加工原料乳生産者補給金制度、

肉用子牛の価格が低落した場合に子牛生産

者に補給金を交付する肉用子牛生産者補給

金制度を実施した。

（イ）肉用牛肥育経営や養豚経営の安定を図る

ため、牛枝肉価格や豚枝肉価格が低落した

場合に、生産者に補てん金を交付する肉用

牛肥育経営安定対策事業及び地域肉豚生産

安定基金造成事業を認定農業者を基本とし

て実施した。

（ウ）指定食肉（牛肉・豚肉）については、

「畜産物の価格安定に関する法律」の適正

な運用を行うとともに、鶏卵について、卵

価安定基金の補てん準備金の造成を行っ

た。

（３）農業災害による損失の補てん

災害によって生じた経済的損失を補てんし、

被災農家の経営の安定を図ることにより、農業

の再生産が阻害されることを防止するととも

に、農業生産力の発展に資するため、農業災害

補償法に基づく農業災害補償制度の適切な運営

を推進し、一層の加入促進を図った。

（ア）19年の梅雨前線等の大雨や台風等による

農作物等の被害に対し、迅速かつ適切な損

害評価の実施及び共済金の早期支払い等に

ついて、農業共済団体等を指導した。また、

水稲にかかる共済金については、年内に支

払いを行った。

（イ）農業の実態を踏まえた共済目的の拡大

（そば等の追加）、畑作物（ばれいしょ及び

大豆）の補償割合の引上げ等の措置を講じ

た。

（ウ）農業共済の共済掛金及び農業共済団体の

事務費等に対する助成措置を講じた。

（エ）果樹、さとうきび等の運用改善の周知徹

底等により、一層の加入の促進を図った。

6 経営発展に向けた多様な取組の促進
（１）多様な経営発展の取組の推進

（再掲　Ⅰ．1（２）ア（エ）（188頁）を参照

のこと）

（２）食品産業と農業の連携の強化

（再掲　Ⅰ．1（２）イ（188頁）を参照のこ

と）

（３）輸出促進対策の強力な推進

（再掲　Ⅰ．1（３）キ（ア）（190頁及び191

頁）を参照のこと）

（４）食料供給コスト縮減に向けた取組の促進

「21世紀新農政2006」に掲げられた食料供給

コストを５年で２割縮減する目標に向けて、

｢食料供給コスト縮減アクションプラン｣を改定

するとともに、生産と流通の両面における取組

を推進した。
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7 経営発展の基礎となる条件の整備
（１）知的財産の創造・保護・活用

19年３月に策定した「農林水産省知的財産戦

略」（農林水産省知的財産戦略本部決定）に基

づき、以下の施策を実施した。

（ア）「農林水産研究知的財産戦略」（農林水産

省農林水産技術会議決定）に基づき20年度

の競争的研究資金の審査項目に知的財産の

観点を新設するなど各種の取組を実施し

た。このほか、研究成果の国内外における

権利化等を促進するとともに、独立行政法

人の保有する特許権等を企業等へ技術移転

し実用化を図る技術移転機関（TLO）の

活動を支援した。

（イ）和牛について、遺伝資源の保護・活用を

図るための取組を推進した。

（ウ）農業現場の技術が適正に評価され、知的

財産として認識、保護・活用されることを

促進するため、農林水産業者、都道府県の

普及指導員や農協の営農指導員等向けに、

農業現場で新たに開発された技術・ノウハ

ウの知的財産としての取扱いに関する「農

業の現場における知的財産取扱指針」を策

定した。

（エ）地域ブランド化の取組を推進するため、

先進的な取組事例における成功のためのポ

イントをわかりやすく整理した事例集を作

成するとともに、農林水産物・地域食品の

地域ブランド化に取り組む者とそれを支援

する者が情報交換、交流等を行う場として、

「食と農林水産業の地域ブランド協議会」

を設立した。

（オ）植物新品種保護国際同盟（UPOV）にお

ける品種登録の審査基準の国際統一の動き

に対応した我が国の審査基準の作成・見直

し、UPOV加盟国との審査協力の積極的推

進等により、審査期間の短縮、優良品種の

開発・普及の促進等を図った。

（カ）権利侵害に対する民事訴訟上の救済措置

を円滑化するための規定の整備、権利侵害

に対する罰則の引上げ、品種登録表示の適

正化等を内容とする種苗法の改正を行っ

た。

（キ）育成者権行使のための環境整備として、

DNA品種識別技術の開発、分析手法のマ

ニュアル化、民間企業等への技術移転を行

うほか、品種保護Gメンによる品種類似性

試験や育成者権侵害状況記録の作成を実施

した。また、育成者権保護官民合同ミッシ

ョンを派遣するとともに東アジアにおける

植物品種保護制度の共通の基盤づくりを目

指し、我が国のイニシアチブにより、地域

の協力の場として「東アジア植物品種保護

フォーラム」の設置を19年11月にASEAN

＋３農林大臣会合において提唱し各国から

賛同を得た。

（ク）食品産業向けに、海外での知的財産侵害

等に関する相談窓口（食品産業海外事業活

動支援センター）を整備した。

（ケ）地域における知的財産の創造、保護及び

活用をさらに促すため、農林水産省と経済

産業省が連携することとし、両省連絡会議

を設置した。あわせて、知的財産の保護・

活用の基盤づくり、諸外国における知的財

産の保護強化、知的財産制度をテーマとす

る各ワーキンググループを設置し、両省に

よる検討を開始した。

（コ）地方農政局において、農林水産分野の知

的財産にかかる相談窓口を整備した。

（２）生産現場のニーズに直結した新技術の開

発・普及

ア　国民生活の向上に資する研究開発

（ア）新産業分野の開拓に向けた研究開発

ａ　新産業分野の開拓に向け、ゲノム研究＊１

やナノテクノロジー等の最先端技術を活用

し、潜在的需要に合致した新たな食品や素

材の開発を推進した。

ｂ　農林水産・食品分野の研究開発の発展や

＊１　細胞のDNAとそれに書き込まれた遺伝情報を明らかにする研究のこと。
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新産業の創出を目指して、独立行政法人の

有する技術シーズをもとに産学官連携によ

る実用化・産業化研究を推進した。

（イ）食料産業に関する国民の安全・信頼確保

のための研究開発

ａ　BSEをはじめ主要な人獣共通感染症にお

ける家畜の診断・予防技術の開発に加え、

病原体の感染・増殖メカニズムの解明及び

簡易・迅速診断法の開発を実施した。

ｂ　抗菌性飼料添加物や動物用医薬品の使用

を低減する畜産物生産技術の開発を推進し

た。

ｃ　植物自身がもつ病害抵抗性や天敵誘因物

質を利用した病害防除技術等、作物本来の

機能や生物間の相互作用を活用した生産管

理技術の開発を推進した。

ｄ　食品・農林水産物の生産から加工におけ

る危害要因の検出、食品表示の高度偽装防

止、科学的根拠に基づく食品機能の新評価

手法等にかかる研究開発を実施した。

ｅ　カドミウム、ダイオキシン類、ドリン系

農薬等の有害化学物質について、農林水産

生態系における動態の把握、生態系への影

響評価、分解・無毒化技術の開発を推進し

た。

ｆ　遺伝子組換え作物等について、生物多様

性影響評価に必要な研究開発、一般作物と

の共存を図る技術開発、意識調査を実施し

た。

イ　グローバル化に対応した農林水産業・食品

産業を支える研究開発

（ア）国際競争力を高める新技術の開発

ａ　規模拡大に向けて重要な課題である労力

分散と大幅な生産性向上を実現するＩＴ等

を活用した低コスト栽培技術の開発を推進

した。

ｂ　良質な植物たんぱく源である大豆の生産

を安定させるため、ゲノム情報等を活用し、

耐湿性の改善等、安定多収を実現する品種

の開発を推進した。

ｃ　輸入農産物との競合が激しい加工・業務

用農産物について、画期的な特性を有する

農産物の開発を推進するとともに、これを

低コストで安定供給できる生産技術の開発

を推進した。

ｄ　自給飼料の生産性やTDN＊１を画期的に

向上させる品種、省力的な収穫・調製技術

の開発を推進するとともに、自給飼料多給

による畜産物生産技術の開発を推進した。

（イ）次世代を担う新技術等の研究

ａ　競争的資金を活用して、産学官連携によ

る農林水産物等の生産・加工・流通に至る

現場に密着した試験研究を推進した。

ｂ　作物の生産性向上に資する基盤技術とし

て、eDNA（土壌から直接抽出して得た

DNA）の解析手法を取り入れた土壌生物

性の評価手法の開発を推進した。

ｃ　水稲、麦類、大豆等の国が行うべき主要

な品種改良試験を公的試験研究機関等に委

託して実施した。

ｄ　育種や新たな農林水産物の開発等に資す

るゲノム情報等を効率的に提供できるよう、

農林水産生物のゲノム情報等を統合した効

率的な利活用システムの構築を推進した。

ｅ　生物機能を高度に活用した新技術・新分

野を創出するため、産学官からの提案公募

により基礎的・独創的な研究を推進した。

ｆ　バイオ産業の活性化を図るため、産学官

における研究開発能力を結集し、異分野の

研究者が共同して行う融合研究を通じた画

期的な技術開発を推進した。

（ウ）国際的取組

ａ　国内外の食料需給の安定や世界の水問題

の解決を目指し、地球規模の水循環変動が

食料生産に及ぼす影響の評価と予測を行

い、対策シナリオの策定を進めた。

ｂ　海外との共同研究の促進や研究に携わる

我が国若手研究者の育成を図った。また、
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アフリカ農業研究者の能力構築を支援し

た。

ウ　革新的な未来農業技術を核とした生産性の

向上

季節や天候の制約を受けず安定的な野菜生産

が可能な植物工場を低コストで設置・運営する

技術や、大幅な環境負荷の低減に資するITを

活用した精密農業技術等を核とした革新的技術

の実証・確立を図ることにより、未来農業の構

築を推進した。

エ　各種技術の産地への導入

生産現場のニーズに直結した以下の技術の導

入等を推進した。

（ア）麦の実需者等のニーズに応じた新品種の

育成・普及、成分規格に応じた仕分・出荷

等

（イ）主要農作物（稲、麦類及び大豆）につい

て、種子の品質の向上と安定的な生産供給

体制の確立を図るための種子乾燥調製施設

や品質向上施設等の整備

（ウ）飼料作物等について、優良品種種子の安

定的な供給と普及等を図るための採種体制

の整備及び関係機関が連携した奨励品種の

選定・普及等

（エ）ガス燃焼により発生する電気・熱・二酸

化炭素を利用するトリジェネレーションシ

ステム、農業用水を利用した小型水力発電

等に対応した施設野菜の生産・出荷体制の

導入及び穀物遠赤外線乾燥機等省エネルギ

ー効果の高い農業機械の普及・導入による

石油消費量の低減

（オ）カテキン類や各種アミノ酸等茶の機能性

成分を十分に活かせる分析・加工・製造技

術、緑茶飲料の原料等実需者ニーズに即し

た新たな茶葉の加工・製造技術の導入等

（カ）搾乳ロボット、自動給餌装置等を組み合

わせた省力型高度畜産経営管理システム

や、ほ乳ロボットを活用した早期離乳等の

導入、DNA解析を利用した家畜改良手法

の検討や受精卵移植技術の確立等による家

畜改良の効率化等

オ　効率的かつ効果的な普及事業の推進

担い手の育成、産地の育成、食の安全確保等

を図るため、農業改良助長法に基づき、地域の

特性に応じた技術の普及を推進した。また、産

学官連携による革新的技術の導入支援、知的財

産の保護・活用に関する普及・啓発体制の整備

等により、普及事業の高度化を推進した。

（３）技術と知的財産の力による新需要・新産

業の開拓

産学官の連携により、我が国の技術力を活か

して新食品や新素材を開発し、知的財産権の活

用により新しい需要を創造して新産業分野を開

拓するため、以下の施策を推進した。

（ア）新食品・新素材の画期的な利用方法に関

する情報を企業や産地に提供するととも

に、先進的な研究成果をもつ独立行政法人、

商品化の中心となる民間企業、新食品・新

素材の原料を生産・供給する産地の最適な

組合せによる新需要創造協議会を育成し

た。

（イ）原料に一定の機能性成分が含まれること

を保証するシステムや、新食品・新素材を

他の食品・素材と区別して消費者に届ける

システムを確立する取組を支援した。

（４）農業生産資材費の低減及び高性能農業機

械の開発

ア　農業生産資材費の低減対策等

（ア）農業生産資材費を低減させるため、農業

法人等担い手を対象としたモデル地区を設

定し、肥料、農薬の低投入化や農業機械の

稼働面積の拡大に資する新技術の導入、組

合せを核とした生産資材の合理的利用体系

の確立を図った。

（イ）肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材

費を一層低減させるため、関係団体及び都

道府県が策定した「農業生産資材費低減の

ための行動計画」に基づく取組を推進した。

イ　高性能農業機械の開発等

（ア）革新的技術による農業生産性の向上や農

業経営の改善を図るため、省力・低コスト

生産、農薬飛散の防止等の環境負荷の低減、
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汎用性のある飼料収穫技術による自給飼料

の増産に資する、生産現場のニーズに即し

た高性能農業機械の開発を推進した。

（イ）農作業事故を防止するため、型式検査合

格機や安全鑑定適合機の普及を推進すると

ともに、農業者に対する農作業の安全意識

の啓発等を行った。

8 農業生産の基盤の整備
（１）農業の構造改革の加速化に資する基盤整

備の推進

（再掲　Ⅰ．1（２）ウ（オ）（189頁）を参照

のこと）

（２）農業水利施設等の適切な更新・保全管理

ア　基幹水利施設等の既存ストック＊１の有効

活用の推進

（ア）既存の農業水利施設を有効活用し、施設

のライフサイクルコスト（建設・維持管理

等にかかるすべての費用）の低減を図るた

め、機能診断調査を行い、効率的な施設の

更新整備等を計画的に行った。

（イ）都市化・混住化や農家の減少・高齢化が

進行するなかで、米政策改革に対応した農

業水利施設の効率的な管理等を実現するた

めの条件を整備した。

（ウ）農業水利施設の更新とあわせた農業用水

の再編による都市用水の創出や農業集落の

防火・消流雪、生態系・水質保全等の地域

用水機能の維持・増進に資する施設の整備

を行うとともに、農業水利施設保全のため

の非農家も含む管理体制を構築した。

（エ）畑地帯における農業水利施設を整備する

とともに、担い手農家の経営の改善、安定

化を図るため、畑地かんがい施設、農道及

び区画整理等の整備を総合的に実施した。

イ　農地等にかかる総合的な防災対策

（ア）自然災害に起因したため池等の被災を防

止するため、緊急度等に応じた計画的なた

め池等の整備を実施した。

（イ）自然災害に起因した地すべりによる農地

等の被害の除去や軽減を図るため、地すべ

り対策を実施した。

（ウ）農地等の湛水被害の防止、土壌侵食の防

止、土壌汚染の除去、農業用用排水の汚濁

の除去等、農業生産基盤に関する災害を防

止するため、農地防災対策を実施した。

（エ）津波、高潮、波浪その他海水または地盤

の変動による被害から農地等を防護するた

め、海岸保全施設の整備等を実施した。

（オ）ハードとソフトの一体的な対策による農

地災害防止等の観点から、ため池等の土地

改良施設にかかる災害予測や防災情報を迅

速かつ確実に伝達するシステムの整備を推

進した。

（３）農村環境の保全・形成に配慮した基盤整

備の実施

（ア）豊かな田園自然環境を形成するため、市

町村が策定する農村地域の環境保全に関す

る基本計画である田園環境整備マスタープ

ランを踏まえ、農村環境の総合的な保全・

形成に配慮した基盤整備を実施した。

（イ）生態系の保全や良好な景観形成のための

新たな調査計画手法の開発を図った。

（ウ）田園地域における自然再生の視点に基づ

く環境創造型の整備等を実施した。

（４）効率的・効果的な事業の実施

（ア）事業評価の透明性・客観性を一層向上さ

せるため、新たな費用対効果分析手法や事

前評価における多段階評価方式の本格導入

を図った。

（イ）農林水産公共事業を効率的に進めるため、

総合コスト縮減率を19年度までに14年度比

で15％縮減させる「コスト構造改革プログ

ラム」を推進した。
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＊１　これまでに長い年月をかけて整備されてきた施設等を指す。
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9 地球温暖化対策等の資源・環境対策の推
進
（１）環境規範の実践と先進的取組への支援

ア　環境規範の普及・定着　

農業生産関連の各種補助事業等において、環

境保全のために農業者が最低限取り組むべき

「農業環境規範」の実践を求めるなど、「農業環

境規範」の普及・定着を推進した。

イ　先進的取組への支援

農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的

向上を図るため、化学肥料や化学合成農薬の使

用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環

境負荷を低減する先進的な営農活動等への支援

を実施した。

ウ　IT活用型営農の構築

精密農業技術の導入により、経営の効率化と

大幅な環境負荷の低減を実現するIT活用型営

農の構築を推進した。

（２）持続的な農業生産の推進

ア　持続性の高い農業生産方式の導入促進

（ア）「持続性の高い農業生産方式の導入の促

進に関する法律」に基づき、土づくりと化

学肥料、化学合成農薬の使用低減に一体的

に取り組む農業者（エコファーマー）に対

して金融上の支援措置を実施した。また、

環境と調和した持続的な農業生産を推進す

るために必要な共同利用機械・施設、土

壌・土層改良等の整備に関する支援を実施

した。

（イ）土づくりや減農薬・減化学肥料等の取組

を推進するため、地域における環境保全型

農業推進計画の目標の達成に向けて、基盤

整備や土づくり施設整備等を総合的に実施

した。

イ　有機農業の推進

「有機農業の推進に関する法律」に基づき、

有機農業の推進に関する基本的な方針を策定

し、有機農業者等の支援、技術開発等を実施し

た。

ウ　畜産環境対策の推進

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」に基づき、家畜排せつ物の適

正な管理を徹底し、バイオマス資源として、そ

の利活用を推進するため、家畜排せつ物の利活

用施設やたい肥の還元用草地及び周辺施設の総

合的な整備のほか、良質なたい肥生産技術の普

及や農業者団体等によるたい肥利用のモデル的

な取組への支援等を実施した。

エ　耕畜連携等による循環型畜産への転換

（ア）耕種と畜産の連携による稲発酵粗飼料等

の生産・給与や稲わらの収集・供給を支援

するとともに、収集調製機械施設の整備等

を推進した。

（イ）濃厚飼料の自給率向上を図るため、地域

で発生する食品残さ等の未利用資源の飼料

化にかかる技術情報等を普及するととも

に、飼料生産システムを構築し、安全性及

び品質の改善に配慮した未利用資源の飼料

利用を効率的に進める取組を推進した。

（３）バイオマス利活用の推進

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、

バイオ燃料等バイオマスの利用の加速化を図っ

た。

ア　国産バイオ燃料の利用促進

（ア）19年２月に関係府省から成る「バイオマ

ス・ニッポン総合戦略推進会議＊１」にお

いて作成した国産バイオ燃料の大幅な生産

拡大に向けた工程表に基づき、国産バイオ

燃料の生産拡大に向けた取組を推進した。

（イ）国産バイオ燃料の本格的な導入に向けて、

地域における原料の調達から燃料の製造・

供給・利用まで、地域の関係者一体となっ

た実用的規模での取組を支援することと

し、23年度に単年度で５万krの導入を目指

し、北海道や新潟県においてバイオエタノ

ールの本格的導入に向けた大規模実証事業

を開始した。

（ウ）バイオ燃料向け資源作物の育成と低コス

＊１ 内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の１府６省の局長レベルで構成。
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ト栽培技術の開発、木質バイオマスや稲わ

ら等の非食用資源や資源作物全体から高効

率にエタノールを生産する技術開発を進め

た。

（エ）二酸化炭素排出量の削減等のため、バイ

オガスプラントから産出されたガスをメタ

ンガスに精製し、トラクターや住宅等の燃

料として多角的に利用する実証実験等を行

った。

イ　地域での取組を円滑に推進するための条件

整備

（ア）地域に眠る未利用のバイオマスを発見し、

活用するために、地域における実地調査、

シンポジウム等による普及・啓発、地域の

取組の核となる人材の育成等を行った。

（イ）バイオマスタウンの実現に向け、バイオ

マス利用モデルの構築や地域に豊富に存在

するバイオマスを製品やエネルギーに変換

して利用するシステムの構築を支援すると

ともに、そのためのモデルプランを作成し

た。

（ウ）バイオマスプラスチック容器包装につい

て、販売から回収、再商品化までの実証試

験を行い、その結果を用いた環境負荷低減

効果の検討等を行った。

ウ　アジア等海外との連携に関する戦略の推進

アジア諸国と連携した技術支援や共同開発研

究等のプロジェクトの創出に寄与するため、バ

イオマスの利活用事例の調査分析やワークショ

ップの開催等を通じ、アジア諸国の関係者間に

おけるバイオマス利活用に対する認識や情報の

共有、人的ネットワークの構築を進めた。

（４）農業分野における地球環境対策の充実

ア　地球温暖化対策の推進

地球温暖化問題に対応するため、19年６月に

「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」を策定

し、この戦略に基づき、地球温暖化防止策及び

適応策、国際協力を推進した。

（ア）地球温暖化防止のため、バイオマスの利

活用や食品産業の自主行動計画の取組を推

進したほか、石油に頼らない新たな施設園

芸システムの実現に向けた取組や温室効果

ガス排出削減に資する農業機械・設備の利

用促進等の取組を推進した。

また、農地から発生する一酸化二窒素の

排出削減を図るため、環境保全型農業の推

進による施肥量の適正化・低減を推進し

た。

さらに、農林水産生態系における炭素循

環モデルの開発等の地球温暖化防止に向け

た研究を推進した。

（イ）農作物の被害状況等を踏まえ、19年６月

に「品目別地球温暖化適応策レポート」を

取りまとめ、地球温暖化適応策の生産現場

への普及・指導を実施した。

（ウ）地球温暖化問題の解決に向け、国際研究

機関及び諸外国の大学・研究機関との共同

研究を推進した。

イ　生物多様性保全施策の推進

（ア）「農林水産省生物多様性戦略」や「第三

次生物多様性国家戦略」の策定を踏まえ、

環境保全型農業の推進や農業農村整備事業

の実施に当たっての環境配慮の徹底等、農

林水産分野における生物多様性保全に資す

る総合的な施策を推進した。

（イ）「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

よる生物の多様性の確保に関する法律」に

基づき、遺伝子組換え農作物等の生物多様

性影響評価を実施した。また、その的確な

運用を通じて、我が国の生物の多様性を確

保する取組を推進した。

ウ　オゾン層破壊物質の削減

不可欠用途（農薬）として用いられている臭

化メチルの製造量及び使用量について、「臭化

メチルの不可欠用途全廃のための国家管理戦

略」に基づいた一層の削減を目指し、代替薬剤

及び代替技術の開発・普及を推進した。

エ　環境報告書の公表

環境報告書を作成し、農林水産省による環境

関連施策と環境配慮の取組に関する情報を発信

した。
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10 災害対策
19年度は、台風第４号及び梅雨前線による大

雨、平成19年（2007年）新潟県中越沖地震、台

風第５号、９月中旬の東北地方の大雨等により、

農作物、農林水産関係施設等に大きな被害が発

生した。これらの災害に対して、被害状況の早

期把握に努めるとともに、以下の措置を講じた。

ア　災害復旧事業の早期実施

19年度に発生した農林水産関係施設災害等の

被害に対して、農地・農業用施設、林地荒廃、

治山施設、林道、漁港等の災害復旧事業等によ

り早期復旧を図った。

イ　激甚災害指定

19年度に発生した災害のうち以下について

は、激甚災害に指定し、災害復旧事業費に対す

る地方公共団体や地元負担の軽減を図った。

① 「平成19年６月11日から７月17日までの間

の豪雨及び暴風雨による災害」（梅雨前線豪

雨、台風第４号）

② 「平成19年新潟県中越沖地震による災害」

③ 「平成19年８月２日から同月４日までの間

の暴風雨による災害」（台風第５号）

ウ　共済金の早期かつ円滑な支払い

迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の

早期支払い等について、農業共済団体等を指導

した。また、水稲にかかる共済金については、

年内に支払いを行った。

エ　被害農林漁業者等の資金需要への対応

被害を受けた農林漁業者等に対する資金の円

滑な融通及び既貸付金の償還猶予等について関

係機関に要請した。

オ　その他の施策

地方農政局等を通じ、台風等の暴風雨による

農作物等被害に対する技術指導を徹底した。

Ⅳ 農村の振興に関する施策

1 地域資源の保全管理政策の構築
（１）農地・農業用水等の資源の保全管理施策

の構築

「農地・水・環境保全向上対策」を導入し、

地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民

も含めた多様な主体の参画を得て、農地・農業

用水等の資源と農村環境の保全、その質的向上

を図るため、地域共同の効果の高い活動を支援

した。また、化学肥料や化学合成農薬の使用を

大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負

荷を低減する先進的な営農活動を一体的に支援

した。なお、19年度の報告時から、申請書類を

半減するなど申請・報告手続きを大幅に簡素化

し、活動組織が行う事務の負担軽減を図った。

（２）良好な農村景観の形成等

（ア）農山漁村活性化に向けた総合的な取組の

一環として良好な農村景観の形成を積極的

に推進した。

（イ）農村特有の良好な景観を保全、形成、再

生するための取組を支援するため、地域関

係者等の意識の向上や人材育成を促進する

取組等を推進した。

（ウ）棚田等を含む農村特有の良好な景観の形

成を促進するため、「景観農業振興地域整

備計画」に基づき、景観と調和した農業的

土地利用を誘導するなど計画的な土地利用

を推進した。

（エ）景観法の制定やゆとり・やすらぎを求め

る国民ニーズの変化を踏まえ、豊かな自然

環境や美しい農村景観に恵まれた活力ある

農村づくりに向けたモデル整備計画の策定

を行った。

（オ）良好な農村景観の再生・保全を図るため、

土地改良施設の改修等を推進するととも

に、これらに対する技術的な支援を行った。

（カ）良好な農村景観の形成及び豊かな自然環

境の保全・再生を推進するため、地域密着

で活動を行っているNPO等に対する支援

を実施するとともに、自然再生活動上の新

たな課題に対する技術的支援を行った。

（キ）生物の良好な生息・生育環境を有する自

然河川や、湿地・干潟等湿地帯の保全・再

生を行うため、河川の蛇行復元や、乾燥化

傾向にある湿地の冠水頻度の増加等の自然

再生事業を推進した。
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（ク）河川やその周辺部の水域において、魚類

等の生息環境の改善及び人と自然がふれあ

える地域整備の促進のため、河川、水路、

ため池等の水路結合部の段差解消による水

域の連続性の確保に努めるとともに、産卵

場、生育場及び索餌場等の生物の生息・生

育環境を整備・改善する魚のすみやすい川

づくりを推進した。

2 農村経済の活性化
（１）農山漁村活性化に向けた総合的な取組の

推進

（ア）農山漁村における定住・二地域居住及び

都市と農山漁村との地域間交流の促進によ

り農山漁村の活性化を図るための「農山漁

村の活性化のための定住等及び地域間交流

の促進に関する法律」が成立した。この法

律に基づく「農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金」によって、都市と農村の共

生・対流と多様な主体の参画の促進や良好

な農村景観の形成の観点も含め、農・林・

水の縦割りなく施設の整備等の各種取組を

総合的に支援した。

（イ）農山漁村の活性化のための方策を強力に

推進するため「農山漁村活性化推進本部」

を設置し、全国の農山漁村の現場における

関係者との意見交換の結果等を踏まえ、

「農山漁村活性化のための戦略」を取りま

とめた。

（ウ）農山漁村活性化に向け、関係府省の連携

や「オーライ！ニッポン会議」との連携を

図りつつ、総合的な取組を推進した。

（２）地域の特色を活かした多様な取組の推進

（ア）地域住民等の多様な主体の参加のもと、

個性ある地域づくりの実現を支援するた

め、複数市町村等を対象とした農村振興基

本計画の作成を関係府省が連携して推進し

た。

（イ）農林水産業を核とした、自律的で経営感

覚豊かな取組により地域を活性化させてい

る先駆的事例を有識者会議で選定し、「立

ち上がる農山漁村」として全国に発信・奨

励することを通じ、農山漁村において「地

域自ら考え行動する」意欲あふれた取組を

促進した。

（ウ）地元企業等による農村の地場資源等を活

かした新分野への事業拡大や異業種連携の

促進等、多様な主体による地域連携活動を

進めるため、NPOや団体等の民間主導に

よる地域づくりの取組に対して支援した。

（３）経済の活性化を支える基盤の整備

（ア）農村地域の基幹産業である農業の振興を

図るための基盤として、農道を整備し、農

業の生産性の向上及び農産物輸送の効率化

を促進した。

（イ）農村における多様な産業の振興や生活環

境の改善に寄与し地方部の経済・社会を支

える、日常生活の基盤としての市町村道か

ら国土構造の骨格を形成する高規格幹線道

路に至る道路ネットワークの整備を推進し

た。地方道については、限られた予算のな

かで必要な整備水準を確保するため、各地

域の事業等の計画と整合をとり計画的に整

備を推進した。

（ウ）農産物の輸送において大きな役割を担う

海上輸送の効率化を図るため、船舶の大型

化・高速化等に対応するとともに、陸上交

通機関と円滑かつ迅速に結ばれたシームレ

スな（継ぎ目のない）複合一貫輸送に対応

した内貿ターミナルの整備を推進した。

（４）中山間地域等の振興

ア　農業その他の産業の振興による就業機会の

増大・定住の促進

（ア）地域の特性を活かした新規作物等の導入

や高付加価値型農業を推進するとともに、

就業機会の確保を図るため、農村地域工業

等導入促進法に基づく工業等の導入、地域

の多様な資源を活用した産業の育成を促進

した。

（イ）過疎地域市町村が実施する地域活性化の

ためのソフト事業のうち、モデルとなり得

る取組を支援するとともに、地域資源を有
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効に活用し、人・文化・情報等の交流を支

援する「地域間交流施設整備事業」を実施

した。

（ウ）過疎化や高齢化がより進行している中山

間地域の実情に即して、農業生産基盤とあ

わせて農村生活環境の整備を総合的に行

い、農業の生産活動の持続と農業・農村の

活性化を図った。

イ　中山間地域等における多面的機能の確保

（ア）耕作放棄地の増加等により多面的機能の

低下が特に懸念されている中山間地域等に

おいて、多面的機能の維持・増進を一層図

るため、自律的かつ継続的な農業生産活動

等の体制整備に向けた取組が促進されるよ

う、中山間地域等直接支払制度を継続的に

実施した。

（イ）ふるさとではぐくまれてきた里地や棚田

等の保全を図るため、地域条件に即した簡

易な生産基盤整備等を実施した。

ウ　鳥獣害対策の推進

（ア）各地域で一体となって取り組む侵入防止

柵の設置等による自衛体制の整備につい

て、地域活性化に向けた対策と連携を図り

つつ推進した。また、県域をまたがる広域

地域において、総合的防除体系の確立に向

けた取組を推進した。

（イ）被害地域と被害の発生していない周辺地

域等との連携を通じた被害防止体制の構築

や市町村、農業関係団体等を核とした有害

獣捕獲のための体制整備、捕獲獣の地域資

源としての利用を推進した。また、鳥獣の

生息環境にも配慮した森林の整備・保全活

動等を推進した。

（ウ）技術指導者の育成を推進するため、普及

指導員等を対象とする研修を実施するとと

もに、鳥類等を対象とした被害防止マニュ

アルを作成した。

（エ）犬を活用したサルの追い払い技術等の開

発成果を取りまとめるとともに、アライグ

マ等外来生物の行動特性に基づく被害防止

技術等の開発を推進した。

（オ）各地域の鳥獣害対策の取組を支援するた

め、地域ブロック単位の連絡協議会の積極

的な運営を図るとともに、鳥獣害対策のア

ドバイザーとなる専門家を登録・紹介する

取組を推進した。

（カ）鳥獣被害の深刻化に対応し、「鳥獣によ

る農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律」が成立したことを

踏まえ、鳥獣被害防止施策を総合的かつ効

果的に実施するための基本指針を策定し

た。

3 都市と農村の共生・対流と多様な主体の
参画の促進
（１）都市と農村の交流の促進

（ア）「都市と農山漁村の共生・対流に関する

プロジェクトチーム」での検討を踏まえ、

関係府省が一体となって施策を推進すると

ともに、共生・対流を推進する民間主体の

組織である「オーライ！ニッポン会議」の

活動に対する支援、優良事例の表彰等を通

じて、都市と農山漁村の多様な主体と協

調・連携した国民的な運動を推進した。

（イ）グリーン・ツーリズム（農山漁村で楽し

む余暇活動）の提案・普及を図るため、都

市住民の農山漁村情報に接する機会の拡

大、都市と農山漁村の出会いの場の設定、

都市と農村の多様な主体が参加して行う共

生・対流への支援、都道府県の区域を越え

た広域的な連携の取組を実現するために必

要な施設の整備、地域資源を活用した交流

拠点の整備等を総合的に推進した。

（ウ）都市住民等の休養・娯楽活動の場として

のニーズの高まりにこたえ、市民農園の整

備等を推進した。

（エ）訪日外国人旅行者の受皿となる地域の魅

力増進のため、外客満足度向上等の取組へ

の支援、観光地域づくりを担う人材を地域

へ橋渡しする観光地域プロデューサーの育

成等観光ルネサンス事業を拡充し、地域の

民間と行政が一体となった観光振興の取組
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を総合的に支援した。

（オ）「都市地方連携推進事業」により先導的

な都市と地方の農山漁村の連携を推進し

た。

（カ）半島地域の海・山・里の多様な資源を活

かした暮らし・産業の創出に向け、地域住

民、NPO、民間事業者等の半島地域の各

主体による自主的な取組を促進した。

（キ）都市と農山漁村等異なる地域との多様な

交流にかかわる体験活動を実施する「地域

間交流推進校」の指定等、他校のモデルと

なる体験活動に取り組む学校を支援する

「豊かな体験活動推進事業」を実施した。

（ク）地域の関係機関・団体等の協働により、

農林水産業体験をはじめとする多様な体験

活動を推進した。また、都市と農山漁村等

の青少年が相互に行き交い農林水産業体験

等を通して交流する体験活動等を推進し

た。

（ケ）一般道路における休憩施設と市町村等の

地域振興施設等を有する「道の駅」の整備

により、地域情報の発信と連携・交流拠点

の形成を推進した。

（コ）新たな地域拠点を形成し、交流促進、地

域の活性化等を図るため、高速道路等のサ

ービスエリア（SA）・パーキングエリア

（PA）及びその周辺地域について一体的・

計画的な整備を推進した。

（サ）交流の促進・活性化を推進するため、地

形的な制約により相互の交流が遅れている

都道府県間、市町村間等を連絡する大規模

なトンネルや橋梁の整備を推進した。

（シ）観光資源等へつながる道路、拠点となる

地域振興施設、医療・福祉施設の整備等を

一体的・総合的に支援する地域連携総合支

援事業を推進した。

（ス）ダムを活かした水源地域の自立的、継続

的な活性化のために、水源地域の自治体・

住民等とダム事業者・管理者との共同によ

る「水源地域ビジョン」の策定を推進した。

（セ）河川における自然体験活動や交流活動を

活性化させるため、地域の市民団体等と連

携しつつ、「「子どもの水辺」再発見プロジ

ェクト」や「水辺の楽校プロジェクト」の

推進、「水辺プラザ」やカヌーポート等の

身近な水辺環境の整備に取り組んだ。

（ソ）地域整備と一体となった河川改修を行い、

市町村の個性を活かしたまちの顔を創出す

る「ふるさとの川整備事業」等により良好

な水辺空間の創出を推進した。

（タ）歴史的価値を有する砂防施設を広く国民

に理解してもらうとともに、地域の活性化

を支援するため、文化庁と国土交通省が連

携して、歴史的砂防施設の適切な保存・活

用等のためのガイドラインに基づき、周辺

整備等を推進した。

（２）都市及びその周辺の地域における農業の

振興

都市農業の有する新鮮で安全な農産物の供

給、都市住民が農業にふれる機会の提供等の役

割を踏まえ、地域住民、NPO、農家組織、地

方公共団体等の多様な主体の参画により、体験

農園の全国的な普及を行うとともに、都市農業

振興ビジョン等に基づく市民農園の整備、都市

農業の多面的機能を維持するための簡易な基盤

整備や防災施設等の整備を推進した。

（３）多様な主体の参画等による集落機能の維

持・再生

（ア）地域住民、NPO、企業、地方公共団体

等が一体となって身近な環境を見直し、自

ら改善していく地域の環境改善活動（グラ

ウンドワーク）を推進・支援した。

（イ）都市住民に定住に関する情報を総合的に

提供する体制の整備や定住後のサポート体

制の構築等、都市から農村への定住等の促

進に向けた地域の取組を支援した。

（ウ）複数集落による集落機能の相互補完等、

集落機能の再編により自立した新たなコミ

ュニティを創出する取組を支援し、コミュ

ニティの将来像のモデルづくりを行った。
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4 快適で安全な農村の暮らしの実現
（１）生活環境の整備

ア　農村における効率的・効果的な生活環境の

整備

（ア）地域再生等の取組を支援する観点から、

地方公共団体が策定する「地域再生計画」

に基づき、関係府省が連携して道路や汚水

処理施設の整備を効率的・効果的に推進し

た。

（イ）農業の持続的な発展を図るとともに、地

域の創造力を活かした個性的で魅力あるむ

らづくり等を推進するため、関係府省が連

携しつつ、「土地改良長期計画」に示され

た成果の実現に向け、農業生産基盤と農村

の生活環境の一体的な整備を「いのち」、

「循環」、「共生」の視点に立って推進した。

（ウ）農山漁村における定住や二地域居住を促

進する観点から、関係府省が連携しつつ、

計画的な生活環境の整備を推進した。

イ　交通

（ア）交通事故の防止を図り、あわせて道路交

通の円滑化を確保するため、道路標識・道

路標示、歩道、交差点改良、道路情報提供

装置、駐車場等の交通安全施設等の整備を

推進した。

（イ）地域の生活の利便性の向上、地域経済の

活性化等のために行われる地域交流に必要

な道路、日常生活の中心となる都市まで安

全かつ快適な移動を確保するための道路、

市町村の合併に伴う新市町村内の拠点等を

連絡する道路の整備を推進した。

（ウ）運行にかかる欠損補助や車両の購入費補

助等により地方バス運行の確保を図った。

（エ）高齢者、身体障害者等誰もが安全かつ円

滑に通行できる歩行空間を確保するため、

歩道の段差・勾配の改善等により、歩行空

間のバリアフリー化を推進した。

（オ）地域住民の日常生活に不可欠な交通サー

ビスの維持・活性化、輸送の安定性の確保

等による地域生活の利便性の向上等のた

め、島嶼部等における港湾整備を推進した。

ウ　衛生

（ア）下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等

について、市町村の意見を反映したうえで、

都道府県が策定する「都道府県構想」に基

づき、地域の特性に応じた計画的・効率的

な整備を推進した。

（イ）農村における汚水処理施設整備を効率的

に推進するため、地域の実情に応じて、農

業集落排水施設と下水道との連携や、農林

水産省と環境省、総務省が連携し、農業集

落排水施設と浄化槽との一体的な整備を行

った。

（ウ）効率的な汚水処理施設整備を図るため、

下水道や農業集落排水施設等、複数の汚水

処理施設が共同で利用できる施設を下水道

事業により整備する汚水処理施設共同整備

事業（MICS）を実施した。

（エ）下水道については、19年６月より「下水

道未普及解消クイックプロジェクト社会実

験」を実施し、従来の技術基準にとらわれ

ず地域の実情に応じた低コスト、早期かつ

機動的な整備が可能な整備手法の導入を推

進した。また、河川・湖沼等の水質を改善

し、快適な水環境を整備した。

（オ）循環型社会形成推進交付金制度に基づき、

浄化槽によりし尿及び生活雑排水を処理し

生活環境の保全を図る浄化槽市町村整備推

進事業等を推進し、農村における汚水処理

施設の整備を図った。

エ　情報通信

（ア）都市と農村の共生・対流や活力と個性あ

るむらづくり等に向け、農村地域において、

効率的な農業経営、農村の活性化及び市町

村合併後の新たなむらづくりを支援するた

め、関係府省が連携した情報通信基盤の整

備を行った。

（イ）地域の活性化や地域住民の利便性の向上

に資するため、民間主導原則のもと、高度

な情報通信基盤の整備を推進するととも

に、デジタル・ディバイド（情報格差）の

解消を図るため、情報通信ネットワークの
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基盤となる施設等や地域の特性に応じた情

報通信基盤を整備した。

（ウ）高度情報通信ネットワーク社会の実現に

向けて、河川、道路、港湾、下水道におい

て公共施設管理の高度化を図るため、光フ

ァイバ及びその収容空間を整備するととも

に、民間事業者等のネットワーク整備のさ

らなる円滑化を図るため、施設管理に支障

のない範囲で国の管理する河川・道路管理

用光ファイバやその収容空間を順次開放し

た。

オ　住宅・宅地

（ア）地域の住文化を活かした住宅、景観に配

慮した住宅等の供給のための計画に基づい

た、個性ある豊かな居住環境の整備を推進

した。

（イ）豊かでゆとりある居住を実現するため、

優良田園住宅による良質な住宅・宅地供給

を促進し、質の高い居住環境整備を推進し

た。

（ウ）地域における定住促進に資する地域優良

賃貸住宅の供給を促進した。

カ　文化

文化財保護法に基づき、農村等において用い

られる農具や衣服等のうち、特に重要なものを

重要有形民俗文化財に、風俗慣習・民俗芸能及

び民俗技術のうち特に重要なものを重要無形民

俗文化財に指定するとともに、その修理・防災

や伝承事業に対する補助を行った。また、上記

農具や衣服等のうち、重要有形民俗文化財以外

の民俗文化財で典型的なものを登録有形民俗文

化財に登録した。

さらに、農村に残されている棚田や里山等の

文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化

的景観として、歴史的な集落等の町並みのうち、

特に重要なものを重要伝統的建造物群保存地区

として選定するとともに、修理や防災等の保

存・活用に対する支援を行った。

キ　公園

都市計画区域の定めのない町村において、ス

ポーツ、文化、地域交流活動の拠点となり農山

漁村の生活環境の改善を図る公園の整備を推進

した。

（２）医療・福祉等のサービスの充実

ア　医療

都道府県ごとに策定した「第10次へき地保健

医療計画」（18～22年度）に基づき、農村を含

めたへき地における医療の確保を推進した。

イ　福祉

農村における高齢化の進展を踏まえ、介護・

福祉サービスについて身近な日常生活圏域で介

護予防から介護サービスの利用に至る必要なサ

ービス基盤を整備するため、地域介護・福祉空

間整備等交付金により地域密着型サービス拠点

等の整備及び市町村の創意工夫を活かした環境

整備を推進した。

（３）安全な生活の確保

（ア）近年の台風、集中豪雨等に伴い山地災害

等が多発する状況にかんがみ、山腹崩壊、

土石流等の山地災害等を未然に防止するた

め、復旧治山、予防治山、保安林整備、防

災林造成等の事業の実施を通じて地域住民

の生命・財産及び生活環境の安全の確保を

図った。

（イ）被災後の通常生活への復旧に多大な労力

を要する床上浸水被害が頻発している地域

において、おおむね５年間で被害の解消を

図るべく床上浸水対策を実施した。

（ウ）局地的な水需要への対応、渇水時の取水

の安定性確保、地域的な治水安全度向上の

ため、地域の小河川における治水・利水対

策を目的として生活貯水池の整備を推進し

た。

（エ）土砂災害から人命を守るため、避難地・

避難路、地域の防災拠点を保全する施設の

整備や、警戒避難体制の整備を実施し、ハ

ード・ソフト一体となった効率的な土砂災

害対策を推進した。

（オ）土砂災害により甚大な被害を受けた地域

を対象に、再度災害を防止するための対策

を強力に推進し、被災地域における土砂災

害の再発を防止するとともに、病院・老人
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ホーム等の災害時要援護者関連施設にかか

る土砂災害危険箇所等において、土砂災害

防止施設の整備を重点的に実施した。

（カ）将来起こり得る大規模地震等に起因する

土砂災害の被害を軽減するため、地震対策

の強化区域内等において土砂災害対策を重

点的に実施した。

（キ）土砂災害から人命を守るため、「土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律」（土砂災害防止法）に

基づく土地利用規制や、土砂災害警戒情報

の提供等のソフト対策を強化した。

（ク）農地災害等を防止するため、ハード整備

に加え、技術者のボランティアによる指導

体制強化等のソフト対策を実施し、地域住

民の安全な生活の確保を図った。

（ケ）災害を受けやすい特殊土壌地帯において

は、特殊土壌地帯対策事業計画に基づき、

治山、治水、農地改良等の関係事業を適切

に実施した。

（コ）水防法に基づく浸水想定区域図を活用し

た、避難経路や災害時の心得等を具体的に

示した洪水ハザードマップの作成・普及を

支援し、住民の防災意識の高揚と災害への

備えの充実を図った。

（サ）ハード・ソフト両面から水害等に対する

安全性を高めるため、水門等を遠隔操作す

るための施設や監視カメラ等の観測・監視

装置を整備し、情報の迅速な収集、提供体

制の構築を進めた。また、インターネット

や携帯電話、テレビを活用し、即時の雨量、

河川水位、河川の流況等の映像等の防災上

有用な情報を広く国民に提供した。

（シ）安全で信頼性の高い道路ネットワークを

確保するため、緊急輸送道路等における橋

梁の耐震対策、道路斜面や盛土等の防災対

策、災害のおそれのある区間を回避する道

路の整備を推進した。

（ス）雪国の生活を支える冬期道路ネットワー

クを確保するため、道路の除雪、防雪、凍

雪害防止を推進した。

Ⅴ 国際交渉への取組

1 WTO交渉における取組
2000年から開始されたWTO農業交渉におい

て、我が国は「多様な農業の共存」を基本理念

とし、農業のもつ多面的機能、食料安全保障の

確保等の非貿易的関心事項が十分に配慮され、

柔軟性があり、食料輸入国と輸出国に対する規

律の間でバランスのとれた貿易ルールの確立を

目指し、交渉に臨んできた。特に、①重要品目

の数を十分に確保すること、②その取扱いに柔

軟性が確保されること、③各国の生産条件の違

いを無視し、一部の国に過剰な負担を押し付け

る上限関税は受け入れられないこと等を主張し

てきた。

2006年７月以降、交渉は中断していたが、

2007年１月より再開することが確認された。

2007年７月には、ファルコナー農業交渉議長及

びステファンソン非農産品市場アクセス

（NAMA）交渉議長によって、モダリティ＊１の

案（議長テキスト）が提示された。農業議長テ

キストについては、問題点が指摘されつつも、

我が国をはじめ多くの国がこれを議論のたたき

台として議論していくことを支持した。一方、

NAMA議長テキストについては、一部の開発

途上国が不満を表明するなど反発する動きが見

られた。

2007年９月以降、事務レベルで議長テキスト

に基づいた集中的、専門的な議論が行われ、こ

れを踏まえ、11月、12月及び2008年１月には、

ファルコナー農業交渉議長が一部の論点につい

て、事実上の議長テキストの改訂版に相当する

作業文書を４回に分けて発出した。

2008年１月には、スイスのダボスにおいて非

＊１ WTO農業交渉においては、市場アクセス、国内支持、輸出競争の３分野等について、具体的な削減率等の各国に
共通に適用されるルールをいう。
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公式閣僚会合が開かれ、各国が交渉の2008年内

の妥結に向けて努力するとともに、議長による

改訂テキストが発出された後、まずは事務レベ

ルで議論を行ったうえで閣僚級会合を開く方針

が確認された。

2008年２月には、ファルコナー農業交渉議長

及びステファンソンNAMA交渉議長によって、

7月のモダリティ案の改訂版が提示された。

我が国としては、関係国等に働きかけながら、

食料輸入国としての我が国の主張がドーハ・ラ

ウンドの成果に最大限反映されるよう、戦略的

かつ前向きに対応していくこととしている。

2 EPA/FTAへの取組
経済連携協定（EPA）/自由貿易協定（FTA）

については、WTOを中心とした多角的な自由

貿易体制を補完するものとして、「日本経済の

進路と戦略」及び「経済財政改革の基本方針

2007」に則し、政府全体として推進してきたと

ころであり、農林水産分野においても、国内農

業への影響を十分踏まえ、「守るべきもの」は

「守る」との方針のもと、国内農業の構造改革

の進捗状況にも留意しつつ、戦略的に交渉を行

った。

アジア諸国とのEPA/FTAについては、我が

国食料輸入の安定化・多元化や食の安全・安心

の確保、ニッポン・ブランドの農林水産物・食

品の輸出促進、アジアの農山漁村地域の貧困解

消を図るなど、積極的に取り組んだ。

各国・地域別には、チリ、タイとの間で協定

が発効に至り、インドネシア、ブルネイとの間

では協定に署名、ASEAN全体とは交渉が妥結

した。ベトナム、インド等との間で、農林水産

分野の交渉に積極的に取り組むとともに、2007

年５月には、スイスとの交渉を開始した。また、

2007年４月に交渉が開始された豪州との間で

は、豪州から輸入されている農産物の多くが我

が国にとって重要な品目であることから、「守

るべきもの」はしっかりと「守る」との方針の

もと、政府一体となって粘り強く交渉に取り組

んだ。

Ⅵ 団体の再編整備に関する施策

（１）農業協同組合系統組織の再編整備に関す

る施策

食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に

向け、以下の改革等を推進した。

① 地域農業の振興や農業者の営農活動の支援

を的確に行える経済事業の構築

② 農林中央金庫の定める「系統信用事業の再

編と強化にかかる基本方針」（自主ルール）

に基づく農協金融システムの構築

③ 農業協同組合中央会による監査体制の充

実、農協の経営情報の一層の開示　

特に、農協系統の改革への取組については、

業務改善命令に基づき、全国農業協同組合連合

会が作成した「改善計画」の進捗状況について

の定期的な把握及び指導等を行うなど、経済事

業改革を中心とした農協系統の改革を促進し

た。

また、農協系統の適正な事業運営を確保する

ため、農協系統に対する検査を実施した。

（２）農業委員会系統組織の再編整備に関する

施策

「農業委員会等に関する法律」に基づき、農

業委員会の業務を効率的かつ効果的に実施し、

地域の農業者に対するサービスを向上させるた

め、市町村段階及び都道府県段階における農業

関係団体との連携強化を支援する事業を実施し

た。

（３）農業共済団体の再編整備に関する施策

農業共済事業の安定的な事業運営基盤の確保

を図るため、組合等の広域合併を着実に推進し

た。

（４）土地改良区の再編整備に関する施策

零細・小規模で財政基盤がぜい弱な土地改良

区が多数存在していることから、水利系統単位

または市町村合併を踏まえた市町村単位での土

地改良区の統合整備を推進し、事業運営基盤の

強化を図ることを目標に、広域的な統合整備構

想の策定及び合併等に対する助成措置を講じ

た。

222



223

平成19年度　食料・農業・農村施策

（５）団体間の連携の促進

支援を受ける担い手にとっての利便性向上と

支援機関の密接な連携や効率的運営を図る観点

から、全国、都道府県、地域の各段階において、

農業団体及び地方公共団体等により構成される

「担い手育成総合支援協議会」を設置し、担い

手向けの支援を一元的に実施するためのワンス

トップ窓口の開設や共同事務局化等を推進し

た。

Ⅶ 食料、農業及び農村に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するための
取組

1 政府一体となった施策の推進
内閣総理大臣を本部長とする食料・農業・農

村政策推進本部を中心として、食料自給率の向

上に向けた取組をはじめ、政府一体となって実

効性のある施策の推進を図った。

2 施策の工程管理と評価
（１）施策の工程管理

施策の推進に関する手順、実施の時期と手法、

達成目標等を明確にした工程表に沿って、それ

ぞれの施策の具体化を推進するとともに、その

進捗管理を適切に行った。

また、政策評価を積極的に活用して施策の効

果等を検証し、必要に応じ施策内容の見直しを

行い、翌年以降の施策の改善を図った。

（２）政策評価

「農林水産省政策評価基本計画」等に即して、

政策評価を積極的に推進した。

ア　実績評価

19年度は、18年度に実施した農林水産政策に

ついて16の政策分野と55の目標を設定したうえ

で、実績評価を実施した。この結果、達成ラン

ク＊１でみると65％（36目標）が「Ａ」、31％

（17目標）が「Ｂ」、２％（１目標）が「Ｃ」、

２％（１目標）が「その他」となった。また、

実績評価の達成ランクが「Ｃ」となった政策目

標に属する政策手段（予算額が上位２位までの

事業）を対象として、実績評価を補完する政策

手段別評価を実施した。

これらの評価結果を踏まえ、20年度予算概算

要求等に当たっては、効果の上がらない事業や

需要の乏しい事業等の見直しに積極的に活用す

るなど、施策の内容の見直しを行った。

イ　事業評価

公共事業については、事業の新規採択に当た

り費用対効果分析等の手法により総事業費10億

円以上の事業について事前評価を実施した。ま

た、事業採択後10年を経過した時点で未了の地

区等を対象に、社会経済情勢の変化等の評価項

目等について点検を行い、期中の評価を実施し、

事業計画を変更するなど必要な見直しを行っ

た。さらに、事業完了後おおむね５年を経過し

た地区を対象に、効果の発現状況等に着目して

完了後の評価を実施した。

研究開発については、総事業費10億円以上の

新たな研究開発課題等の決定に当たり事前評価

を実施した。また、５年以上の研究開発課題の

うち19年度に対象としたものについて期中の評

価を実施し、研究内容の変更を行うこととする

など必要な見直しを行った。さらに、19年度に

おいて研究を終了した研究開発課題について終

了時の評価を実施した。

ウ　規制の事前評価

法律や政令の制定またはかい廃による規制の

新設またはかい廃にかかる施策について、発生

する効果や負担を予測し、事前評価を実施した。

3 財政措置の効率的かつ重点的な運用
厳しい財政事情のもとで限られた予算を最大

限有効に活用する観点から、①既往の事務・事

＊１ 農林水産省の実績評価においては、目標に対する達成度合いに応じてランク付けを行うこととし、達成度90％以
上をＡ、50％以上90％未満をＢ、50％未満をＣとしている。なお、「その他」は、台風等外的要因の影響が大きいた
めランク付けを行わないものである。
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業についての再点検の実施、②論点となり得る

政策分野における国の政策介入の基準の作成、

③共通項をもつ複数の事業について政策目的の

もとに体系的に整理し、集中的に事業を実施す

ること等を通じ、財政措置を効率的に運用した。

また、国と地方の役割分担の見直し、新たな政

策手法の導入等の予算改革を実施した。

4 的確な情報提供を通じた透明性の確保
「食料・農業・農村基本計画」等に基づき、

施策の決定と実行過程の透明性を高める観点か

ら、インターネット等を通じ、国民のニーズに

即した情報公開、国民に政策情報をわかりやす

く伝え、関心・意見等を施策等に反映させる情

報の受発信を推進した。

また、幅広い国民の参画を得て施策を推進す

る観点から、施策に関する国民との意見交換を

密に行うとともに、審議会や研究会への国民の

参画を推進した。

5 効果的・効率的な施策の推進体制
（１）効果的・効率的な施策の推進

既存の施策の見直しや新たな施策の導入に際

しては、その考え方や具体的内容が生産現場に

速やかに浸透するよう、関係者に対する周知徹

底を図った。

また、地方公共団体・農業団体をはじめ地域

の関係者が一体となり、女性の積極的な参画も

得て、新たな施策が農業・農村の現場の最前線

まで浸透し、具体的取組として展開されるよう、

人材の育成や組織づくりを促進した。

さらに、行政ニーズの変化等に迅速かつ的確

に対応し、効果的・効率的に施策を推進するた

めの体制の見直しを行った。

（２）農林水産分野の情報化と電子行政の実現

「IT新改革戦略」や「食料・農業・農村基本

計画」等に基づき、農林水産分野におけるIT

利活用の促進を図るため、ユビキタス・コンピ

ューティング技術や地理情報システムの活用、

農山漁村地域における情報通信基盤の整備等を

一体的に推進した。

また、利用者本位の行政サービスの提供によ

る国民の利便性・サービスの向上、行政運営の

効率化等を図るため、行政手続きのオンライン

利用の促進に向けた環境整備、業務・システム

の最適化等を推進した。

（３）政策ニーズに対応した統計調査の実施と

利用の推進

農政改革の推進に対応し、基幹となる統計調

査の確実な実施及びアウトソーシングの推進に

よる統計調査の効率的な実施に加え、農林水産

統計の再構築として真に必要不可欠な調査への

重点化等に向けた検討を行った。

（ア）経営所得安定対策等に必要な生産コスト

等を把握する農業経営調査や、集落営農の

組織数等を把握する調査、米の集荷円滑化

対策の発動の判断等に必要な水稲の作況調

査等、基幹となる統計調査を確実に実施し

た。

（イ）統計調査のアウトソーシングを図るため、

民間統計調査員を確保し、あわせて調査能

力を向上させる対策や、経営管理ソフトを

活用した郵送調査化を促進する対策を実施

した。また、アウトソーシングした調査の

誤差を検証し、調査精度の低下を防止する

対策の検討を行った。

（ウ）「東アジア食品産業活性化戦略」の実現

に向けて、東アジア諸国における我が国食

品産業の進出状況、輸入も含めた食品の流

通構造等を把握した。また、次期「食料・

農業・農村基本計画」の見直しを見据えた

基礎的な数値を整備する調査を実施した。

（エ）国民にわかりやすい農林水産統計の公表

や、ITを活用したデータ提供の充実等、

広報の強化による利活用の向上を図った。
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平成20年度　食料・農業・農村施策

概　説

1 施策の背景
我が国の農業と農村は、食料の安定供給はも

とより、国土や自然環境の保全、良好な景観の

形成といった多面的機能の発揮を通じ、国民の

暮らしにおいて重要な役割を担っている。

しかしながら、農政をめぐっては、19年度か

ら実施に移した農政改革三対策＊１の円滑な実

施、WTO交渉への対応、食品の安全と消費者

の信頼の確保、農村地域の活性化等、内外にわ

たる政策課題が山積している。また、経済社会

のグローバル化が急速に進展するなかで、開発

途上国の経済発展やバイオ燃料生産の拡大等を

背景とした国際的な食料事情の変化への対応、

温暖化防止等地球規模での環境問題への対応等

が喫緊の課題となっている。

このような現状を踏まえ、食料・農業・農村

は、その有する諸機能を十分に発揮するととも

に、安心で質の高い暮らしに向け各課題に取り

組むことが必要である。

食料・農業・農村に関する施策は、現場に密

着した政策課題であると同時に、国民の毎日の

生活に深くかかわっている。このため、生産現

場の取組や消費者の声を積極的に政策に反映す

るとともに、透明性の高い政策運営により、国

民の信頼と支持が得られる施策を推進していく

必要がある。

本編は、以上の基本認識のもと、19年度にお

ける食料・農業・農村の動向を考慮して、20年

度において講じようとする施策を取りまとめた

ものである。

2 施策の重点
「食料・農業・農村基本計画」の目標及び課

題等の実現に向けて、食料自給率向上に向けた

消費及び生産に関する施策、食料の安定供給の

確保に関する施策、農業の持続的な発展に関す

る施策及び農村の振興に関する施策を総合的に

展開するとともに、特に以下の施策に重点的に

取り組むこととする。

（１）国内農業の体質強化

農政改革三対策については、その着実な実施

を図るため、対策の普及・定着に努める。その

際、高齢者や小規模な農家も安心して農業に取

り組むことができるよう、集落営農を組織化し

やすくするための支援を充実するなど、きめ細

かな対応に努める。

また、米の消費の減少や、輸入に多くを依存

している麦、大豆、飼料作物等の国際需給や価

格の動向等を踏まえ、米の生産調整を確実に実

行するとともに、自給率向上が必要な麦、大豆、

飼料作物、非主食用米等の水田における生産を

着実に定着させる取組を推進する。

農地については、その有効利用を図るために

取りまとめられた「農地政策の展開方向につい

て」の内容に沿って、改革を順次具体化する。

さらに、生産・流通の各段階での食料供給コ

ストの縮減の取組を強力に推進するとともに、

農協の経済事業改革を推進する。また、農業の

体質強化に向けて生産性の向上・低コスト化を

図る技術開発を推進するほか、知的財産の戦略

的な創造・保護・活用を進め、農業の潜在的な

力の発揮を図る。

（２）農村の活性化

「農山漁村活性化のための戦略」に基づき、

地域のリーダーとなる人材の育成、祭りや伝

統・文化等の保全・復活による農村集落の再

生、農業に関連した雇用の創出等を推進する。

また、農業と商業・工業等の産業間での連携を

強化するため、地域産品の販売促進、新商品開

発への支援等を実施し、地域全体の所得の向上

と雇用の確保を図る。

さらに、深刻化・広域化する野生鳥獣による

農業被害に対応し、地域の実態に即した対策の

抜本的強化を図るため、市町村等の計画に基づ

く取組を総合的に支援する。

＊１ 「水田・畑作経営所得安定対策」、「米政策改革推進対策」及び「農地・水・環境保全向上対策」を指す。
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（３）食と農に関する施策の戦略的な取組

食料問題については、食料に関する認識を国

民全体で共有できるよう、「食料の未来を描く

戦略会議」が取りまとめた国民向けメッセージ

を広く発信する。また、18年度に39％に低下し

た我が国の食料自給率については、27年度まで

に45％とする目標の達成に向けて、生産と消費

の両面から戦略的な取組を進める。

また、食品表示に対する消費者の信頼を揺る

がすような事件が相次いだことを重く受け止

め、「食品表示特別Gメン」の新設による監視

体制の強化や食品の業者間取引への「農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」

（JAS法）の品質表示の義務付け、食品関連事

業者の法令遵守の徹底を図るなど、消費者の信

頼確保に努める。また、国民から情報提供があ

った場合には、直ちに行動するとともに、関係

機関との連携を密にするなど、消費者の視点を

重視した対応を徹底し、「消費者から見てわか

りやすい行政」を推進する。

さらに、食品の製造過程における管理の高度

化を促進するなど、農場から食卓までを通じた

食品の安全確保の取組を進め、消費者の被害の

未然防止に努める。

我が国の農林水産物や食品の輸出促進につい

ては、2013年までに輸出額を１兆円規模にする

という目標の達成に向け、検疫協議の加速化等

の輸出環境の整備、「輸出ビジネスモデル戦略」

の検討・策定、意欲ある農林漁業者等に対する

支援、日本食・日本食材の海外への情報発信等

に重点的に取り組む。

（４）地球環境保全に対する貢献

世界的に喫緊の課題である地球温暖化問題に

対処するため、地球環境保全に積極的に貢献す

る農林水産業の実現を目指し、「農林水産省地

球温暖化対策総合戦略」に基づき、地球温暖化

防止策、適応策、国際協力を総合的に推進する。

また、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向

けて、農林漁業者とバイオ燃料製造業者の連携

による低コストのバイオ燃料の安定供給に向け

た取組を進めるとともに、バイオ燃料製造業者

に対する税の軽減措置等によりこれらの取組を

促進する。さらに、食料と競合しない稲わらや

間伐材等を活用した取組等を推進する。

さらに、「農林水産省生物多様性戦略」に基

づき、食料・農業・農村に関する施策に生物多

様性の保全をより重視した視点を取り入れ、生

物の生息・生育環境としての質を高める持続可

能な農業を推進する。

（５）国際交渉への取組

WTO農業交渉については、「多様な農業の共

存」を基本理念とする我が国の主張を反映し、

輸出国と輸入国のバランスのとれた貿易ルール

の確立に向けて戦略的に交渉に取り組む。

日豪をはじめとした経済連携協定（EPA）

交渉については、我が国全体としての経済上・

外交上の利益を考慮し、「守るべきもの」はし

っかりと「守る」との方針のもと、我が国農業

の重要性を十分認識し、国内農業の構造改革の

進捗状況にも留意しつつ、政府一体となって取

り組む。

3 財政措置
「21世紀新農政2007」に基づく施策を重点的

に推進するため、必要な財政措置を講ずること

とし、20年度農業関係一般会計予算額は、総額

２兆45億円を計上している。これにより、①水

田・畑作経営所得安定対策や米政策改革等農政

改革の推進や農地制度の改革に向けた取組、定

住、二地域居住、都市・農村交流等や鳥獣害防

止対策を通じた強い農業づくりと農山漁村の活

性化、②食料自給率向上やコスト縮減、食の安

全と消費者の信頼の確保、農林水産物・食品の

輸出拡大等、食と農の国家戦略的取組、③国産

バイオ燃料の大幅な生産拡大や地球温暖化対

策、生物多様性の保全を柱とした、地球的視野

に立った資源・環境対策を推進することとして

いる。

また、20年度の農林水産省関係の財政投融資

計画額は2,027億円を計上している。このうち

主要なものは、農林漁業金融公庫（20年10月以

降は（株）日本政策金融公庫）への1,770億円と



3

平成20年度　食料・農業・農村施策

なっている。

4 立法措置
重点施策をはじめとする施策の総合的な推進

を図るため、第169回国会に以下の法案等を提

出する。

・「生糸の輸入に係る調整等に関する法律を

廃止する法律案」

・「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材

料としての利用の促進に関する法律案」

・「食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法の一部を改正する法律案」

5 税制上の措置
重点施策をはじめとする施策の総合的な推進

を図るため、以下をはじめとする税制措置を講

ずる。

（１）国内農業の体質強化

（ア）贈与税納税猶予の適用農地等を認定農業

生産法人等に使用貸借した場合の納税猶予

の継続措置の延長（贈与税・不動産取得税）

（イ）農林漁業用輸入Ａ重油の免税措置及び同

国産Ａ重油の還付措置の延長（石油石炭税）

（２）資源・環境対策の推進、食品産業の競争

力強化

（ア）バイオエタノール混合ガソリンにかかる

ガソリン税の軽減措置（エタノール分）の

創設（揮発油税及び地方道路税）

（イ）バイオ燃料製造設備にかかる課税標準の

軽減措置の創設（固定資産税）

（ウ）食品リサイクル設備にかかる課税標準の

軽減措置の拡充（固定資産税）

（エ）農林水産業と商工業との連携等を促進す

るための所要の税制措置の創設（所得税・

法人税）

（オ）HACCP
ハ サ ッ プ

資金を借り入れて取得した共同

利用施設にかかる課税標準の特例措置の延

長（不動産取得税）

6 金融措置
各種制度資金について、農政の抜本的改革に

当たり、担い手のニーズに即した金融上のメリ

ット措置を拡充する。また、政策金融改革の趣

旨を踏まえつつ、担い手の育成等の農政改革の

推進に資するため、やる気と能力のある農業者

がより強い経営体に発展するよう支援する。

ア　農林漁業金融公庫資金

19～21年度（集中改革期間）に借り受ける農

業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の無利

子化措置を継続するとともに、農作業を請け負

う農業サービス事業体に対し、機械・施設の取

得等に必要な資金を融資する仕組みを創設す

る。

また、円滑な業務に資するため、農林漁業金

融公庫（20年10月以降は（株）日本政策金融公

庫）に対し、一般会計から補給金を交付する。

イ　農業近代化資金

19～21年度に認定農業者が借り受ける資金の

無利子化措置を継続するとともに、20～21年度

に集落営農組織が借り受ける資金について金利

負担を軽減するなど、金融支援措置を強化する。

ウ　農業改良資金

担い手による新たな作目や加工分野への進

出、新たな技術や生産方式の導入等の取組を支

援するため、所要の措置を講ずる。

エ　農業信用保証保険

建設業者や加工・流通業者等が農業に参入す

る場合であっても、保証の利用機会を逸するこ

とがないよう農業信用基金協会と信用保証協会

との連携の推進を図る。

また、（独）農林漁業信用基金に対して、農業

者への資金の円滑な供給が図られるよう、保険

引受に必要な財務基盤の強化を図るなどの措置

を講ずる。

7 政策評価
効果的かつ効率的な行政の推進、行政の説明

責任の徹底を図る観点から、「行政機関が行う

政策の評価に関する法律」に基づく実績評価、

事業評価等の政策評価を積極的に推進する。
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Ⅰ 食料自給率向上に向けた消費及び生
産に関する施策

1 食料自給率向上に向けて重点的に取り組
むべき事項
食料自給率向上協議会において、「平成19年

度食料自給率向上に向けた行動計画」の取組実

績等を踏まえつつ、20年度の行動計画を策定し、

食料自給率向上に向け、関係者が一体となった

計画的な取組を推進する。また、食料自給率へ

の影響の大きい米、飼料作物、油脂類、野菜の

４つの品目に着目し、19年度より取り組んでい

る①食料自給率に関する戦略的広報の実施、②

米の消費拡大、③飼料自給率の向上、④油脂類

の過剰摂取の抑制等、⑤野菜の生産拡大、⑥食

育の推進の集中重点事項の取組を着実に推進す

る。

（１）食料消費

ア　わかりやすく実践的な「食育」と「地産地

消」の全国展開

（ア）生産、流通、消費の各段階を通じた食育

の推進

「食育推進基本計画」に基づき、生産、流

通、消費の各段階において、「食事バランス

ガイド」の活用を通じ、米を中心とした「日

本型食生活」の普及・啓発等の取組を促進す

る。

また、「教育ファーム」の取組を推進し、

自然の恩恵のうえに食生活が成り立っている

ことへの理解を深める。

ａ　食育に熱心に取り組もうとしている地区

を全国から選定し、関係者の連携のもと、

外食・小売等の店舗、交通機関、公共施設

等の場を利用して、集中的・重点的に「食

事バランスガイド」を活用した活動を展開

し、「日本型食生活」を効率的・効果的に

普及・啓発する。

ｂ　望ましい食料消費の水準に達していない

米、野菜、果物、牛乳等の品目別の消費拡

大対策の取組として、「食事バランスガイ

ド」等を活用しながら、重要品目を中心に

消費量等の目標を設定し、外食産業、小売

業及び教育現場等における普及・啓発を通

じて朝ごはんの定着化、野菜嫌いの解消、

農産物への理解を進める出前授業等を推進

し消費改善を促進する。

ｃ 「食事バランスガイド」を活用した｢日本

型食生活」の効果を科学的に検証する。

ｄ　ポスター、パンフレットやマスメディア

等の多様な媒体を活用し、「食事バランス

ガイド」を活用した「日本型食生活」の理

解の促進を図る。

ｅ 「食育月間」（20年６月）を中心に、｢日

本型食生活」や｢教育ファーム」等をテー

マとしたシンポジウム、イベント、優良事

例の表彰等を行う。

ｆ 「教育ファーム」を全国で幅広く継続的

に展開するため、「教育ファーム」の効果

的な実施手法を検証するためのモデル事

業、実施主体に対する研修の実施やマニュ

アル作成を推進する。

ｇ　地域における「食事バランスガイド」の

普及・活用の取組や「教育ファーム」の取

組を支援する。

（イ）地産地消の推進

消費者ニーズに対応した農産物の供給を促

進するとともに、消費者の食に対する信頼の

確保や生産者と消費者等の「顔が見え、話が

できる」関係づくりを進めるため、各地域に

おける地産地消の実践的な計画の策定を促す

とともに、これに基づく取組を促進する。

ａ　農業、給食、商工、観光業等が一丸とな

った地域全体での地産地消の取組を推進す

る。

ｂ　直売所等を中心として高齢者・小規模農

家が活躍できるモデル的な生産・流通体制

づくりを支援する。

ｃ　地産地消の拠点となる直売所等の施設整

備を支援する。

ｄ　地産地消に取り組む際に参考となる情

報・ノウハウの提供を行うとともに、農業

と給食、商工、観光業等の地産地消関係者

4
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を結び付けるコーディネーターを育成する。

イ　国産農産物の消費拡大の促進

（ア）（再掲　Ⅰ．１（１）ア（ア）ｂ（４頁）

を参照のこと）

（イ）米の消費拡大のため、食育の取組の一環

として、生産者団体、関係業界等と連携し、

米の消費が期待される「朝ごはんビジネス」

の支援、国民の消費動向に対応した消費拡

大対策を実施するとともに、米消費拡大事

業の見直しを実施する。

（ウ）米の新規需要の開拓等を推進する。

ウ　国産農産物に対する消費者の信頼の確保

国産農産物が一層消費者から選択されるもの

となるよう、生産者・事業者による食品の安全

性向上に向けた取組を促進するとともに、消費

者に対して国産農産物に関する情報提供を充実

するため、以下の取組を推進する。

（ア）GAP
ギャップ

＊１手法の導入・推進

「21世紀新農政2007」で掲げられた23年度

までにおおむねすべての主要な産地（2,000

産地）でGAP手法の導入を目指すという目

標の達成に向けて、GAP手法の普及を推進

する。特にGAP手法の取組による農業経営

の改善等の効果を明らかにしつつ、GAP手

法の取組事例を紹介するとともに、生産から

加工または流通まで一貫した工程管理体制の

モデル産地的な取組の構築等を通じて、取組

の推進を図る。

（イ）トレーサビリティの確立

食品事故発生時の原因究明や食品回収の迅

速化、消費者への情報提供の充実を図るため、

食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・

遡及できるトレーサビリティに関し、以下の

取組を推進する。

ａ　国産牛肉

「牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法」に基づき、制度

が適正に実施されるよう監視活動を行う。

ｂ　国産牛肉以外の品目

取組が遅れている中小事業者等に重点を

置いて、入出荷やロット管理に関する情報

の記録・保管の方法等を調査分析し、中小

事業者においても容易に取り組める具体的

手法の普及に活用する。

（ウ）食品表示・日本農林規格（JAS規格）の

適正化の推進

ａ　食品表示の監視・指導体制の強化

JAS法に基づく品質表示基準に従った適

正な食品表示がなされるよう、監視・指導

体制を強化するなど、食品に対する消費者

の信頼回復に努める。

（ａ）監視体制の人員強化

食品表示に関して広域で重大な違反事案

が発生した際に、機動的に調査を実施する

専門チーム「食品表示特別Gメン」を新設

するなど、農林水産本省や地方農政事務所

における人員を強化する。

（ｂ）地方農政局等の監視体制の整備等

全国の地方農政局、地方農政事務所等の

職員が日常的に小売店舗等を巡回すること

に加え、「食品表示110番」への情報提供に

基づいて必要な調査等を行うことにより、

表示状況や表示根拠の確認、必要に応じて

納入業者への遡及調査を行うなど、徹底し

た監視・指導を実施する。さらに、行政の

監視活動への消費者の協力として、委嘱し

ている食品表示ウォッチャー制度を活用し

情報収集に努める。

（ｃ）食品表示の科学的な検証技術の確立及

び活用

（独）農林水産消費安全技術センターにお

いて、DNA分析技術を活用した食品表示

の科学的検証を実施する。また、DNＡ分

析技術等を活用した食品表示の科学的検証

＊１ Good Agricultural Practiceの略。食品の安全確保、環境の保全等様々な目的を達成するため、農業者・産地自ら
が、①農作業の計画を立て、点検項目を決定し、②点検項目に従い農作業を行い、記録し、③記録を点検・評価し、
改善点を見出し、④次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理手法」をいう。
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技術に関する実証研究を行う。

（ｄ）関係行政機関との連携の強化

都道府県のJAS担当部局やその他の食品

表示担当部局等と地方農政事務所との間で

定期的な情報交換を行うための場を設ける

よう働きかけるとともに、農林水産省、厚

生労働省、公正取引委員会、警察庁の間の

連携を一層強化する。

ｂ　すべての加工食品の業者間取引における

品質表示の義務化

消費者の表示に対する信頼の向上を図る

ため、すべての加工食品の業者間取引を品

質表示義務の対象とするよう品質表示基準

を改正、施行する。また、業者間取引を担

う事業者に対する食品表示制度の啓発を実

施する。

ｃ　わかりやすい食品表示の実現

消費者の立場に立ったわかりやすい食品

表示を実現するため、「食品の表示に関す

る共同会議」において調査・審議を行う。

また、消費者に対し、ポスターやフォーラ

ム等を通じ、食品表示制度を啓発する。

ｄ　JAS規格の見直し

JAS法において５年ごとにすべてのJAS

規格を見直すこととされていることを踏ま

え、消費者の関心や国際的な規格の動向等

を勘案し、必要な見直しを行う。また、規

格ごとに規格項目や定義に関する分析の妥

当性確認等を行い、規格の信頼性を高める。

ｅ　特色あるJAS規格の検討・普及

消費者ニーズ等を的確に反映したJAS規

格制定のための調査・検討、消費者と製造

業者等の交流会の開催等によるJAS規格の

総合的な普及・啓発を実施する。

（エ）食品産業事業者の意欲的な取組を適正に

評価・推奨するための環境整備

食品の安全や消費者の信頼確保に向けた意

欲的な事業者の取組を促すため、民間の多様

な主体がこれら事業者の取組を適正に評価・

奨励するための枠組みづくりを推進する。

（オ）原料の原産地表示に関するガイドライン

の普及・啓発の推進

「外食における原産地表示に関するガイド

ライン」に基づき、外食事業者における原産

地表示への取組が適切に行われるよう、優良

事例を活用した外食事業者の業種・業態ごと

のパンフレットの作成等、ガイドラインのよ

り一層の普及・啓発を図る。また、「豆腐・

納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドラ

イン」に基づき、製造業者等における豆腐・

納豆の原料大豆の原産地表示の推進に向けた

普及・啓発を行う。

（カ）消費者への情報提供

ａ　健全な食生活を送れるよう、食品安全や

「食生活と健康」について、親しみやすい

ホームページを作成する。

ｂ　消費者相談の窓口である「消費者の部屋」

等において、消費者からの農林水産業や食

生活に関する相談に効率的に対応するとと

もに、消費者に対し、農林水産行政の情報

提供及び啓発を行う。特に子どもに対して

は、農林水産本省における子ども相談電話

による対応を行うとともに、社会見学等の

グループ学習を積極的に受け入れる。

ｃ　食品の価格の安定に資するため、小売価

格の動向にあわせ、機動的な巡回調査を行

う。

（２）農業生産

ア　経営感覚に優れた担い手による需要に即し

た生産の促進

（ア）担い手の明確化

ａ　地域の実情に応じた担い手の育成・確保

地域の話合いと合意に基づき、将来にわ

たって地域農業を担う、意欲ある担い手の

育成・確保に向けた運動を強力に展開す

る。

具体的には、水田・畑作経営所得安定対

策や、野菜、果樹、畜産等の経営安定対策

に基づき、行政及び農業団体が一体となっ

て、これらの対策の対象者要件を満たす担

い手の育成・確保に一層取り組む。
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ｂ　認定農業者制度の適切な運用

認定農業者の認定及び認定後の指導等の

促進を図るため、「認定農業者制度の運用

改善のためのガイドライン」を踏まえた市

町村等の取組状況の把握を行い、認定農業

者制度の適切な運用を図る。

（イ）担い手への支援の集中化・重点化

農政の抜本的改革に当たり、19年度から21

年度までの３年間を「集中改革期間」として、

従来の発想を超えた斬新な手法で、担い手の

ニーズに即した支援を集中的・重点的に実施

する。

ａ　意欲ある担い手の育成・確保に向けた総

合的な支援

各地域の「担い手育成総合支援協議会」

に、担い手支援のためのワンストップ窓口

を設置し、経営相談・技術指導・法人化支

援・農地の利用調整・担い手の組織化支

援・再スタート支援等、あらゆる担い手向

けのサポート活動を一元的に実施する。

ｂ　担い手に対する金融上のメリット措置の

継続

認定農業者が借り受けるスーパーＬ資金

等の無利子化措置等を着実に実践し、担い

手の育成・確保を金融面から強力に支援す

る。

ｃ　融資主体型補助の拡充

関係者の合意形成を図り、地域一体とし

て構造改革に取り組む地区を対象に、担い

手による、融資を主体とした農業用機械・

施設等の導入に際して、融資残の自己負担

部分への補助や追加的な信用供与による総

合的な支援を実施する。また、新たな面的

集積の仕組みをモデル的に実施する地域へ

の支援を行う。

ｄ　経営者組織の横断的な連携と民間ノウハ

ウを活用した高度経営支援

意欲ある農業経営者の団体・組織がお互

いの強みを発揮する新たな横断的連携体制

の構築、民間ノウハウを活用した高度な経

営課題への対応等新たな経営発展に資する

支援を総合的に実施する。

ｅ　水田・畑作経営所得安定対策加入者のさ

らなる経営発展の促進

規模拡大等を図る担い手に対し、麦・大

豆等の作付拡大に必要な経費を助成するほ

か、大規模土地利用型農業にふさわしい革

新的技術の導入・普及のための現地実証を

実施する。また、先進的な小麦・てん菜の

主産地の担い手に対し、これら作物を安定

的に生産し得るよう支援する。

（ウ）集落営農への総合的な支援

ａ　集落営農への参加の促進　

小規模農家や高齢者等の不安や誤解を払

拭し、集落営農の組織化を推進するため、

「担い手育成総合支援協議会」や集落リー

ダー等で構成する集落営農組織の立ち上げ

推進チームによる農家の意向把握や組織化

経験者を招いた研修等、組織の立ち上げま

での活動を支援する。

ｂ　組織の運営や経営の改善

水田・畑作経営所得安定対策に加入した

集落営農組織の運営や経営の改善を図るた

め、経理、法人化等、組織の状況に応じた

課題の解決に必要な相談・助言活動や専門

家によるコンサルティング活動を支援す

る。

ｃ　多角化・複合化による経営の発展

①新規作物・新品種の導入、②野菜等の

農産物直売、③農産物の加工・販売等、農

業経営の多角化や複合化による収益向上に

チャレンジする集落営農組織に対して、試

験的な事業実施や集落リーダー等の活動を

支援する。

ｄ　農業用機械・施設等の整備への支援

集落営農組織の生産コストや初期投資の

負担を低減するため、農作業の共同化や省

力化等に必要な農業用機械・施設のリース

料を助成する。また、農協等が交付金で整

備した農業用機械・施設を集落営農組織に

リースする手法を導入する。
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ｅ　集落営農組織に対する金融支援措置の強

化

集落営農組織が借り受ける農業近代化資

金の金利負担を軽減する。

（エ）多様な経営発展の取組の推進

認定農業者等担い手の多様な経営発展を支

援するため、「担い手育成総合支援協議会」

が行う消費者ニーズの把握のための市場調

査、高付加価値作物の導入に向けた実践活動、

特産品加工技術の習得活動、販路開拓のため

の商談会の開催等の取組に対する支援を実施

する。また、新商品や農業経営の新技術等に

関する研究開発、経営アグリビジネススクー

ルの開催及び農業気象災害の発生の可能性を

予測するシステムの開発等への支援を実施す

る。

イ　食品産業と農業の連携の強化

（ア）食料産業クラスターの形成（食品産業・

農業・関連産業による連携構築）を促し、

国産農林水産物を活用した新商品の開発、

販路拡大等の取組に対する支援を行う。ま

た、加工・外食用需要に対応するため、国

産農産物を安定供給できる体制整備を推進

し、食品産業と農業の連携を促進する。

（イ）生産者と食品産業等の実需者が都道府県

域を越えて連携して農産物を安定供給・確

保する取組、複数の都道府県にわたる生産

者が連携して生産・加工・販売施設等を整

備する取組等の広域的なアグリビジネスの

取組について、全国的な視点から支援を行

い、競争力のある担い手を育成する。

ウ　効率的な農地利用の推進

（ア）農地情報のデータベース化の推進

ａ　農地に関する情報を関係機関が共有でき

るよう、農地に関する情報と地図情報を結

合した農地情報図を共通のデータベースと

して整備し、相互活用できるよう支援する。

ｂ　新規参入者等に必要な貸出農地の情報、

賃借料等の情報について、全国どこからで

もアクセスできる体制を整備する。

（イ）農地の面的集積の促進

担い手を効率的かつ安定的な農業経営へと

発展させるため、集落における合意形成等を

通じ、担い手の真のコストダウンにつながる

面的なまとまりのある形での農地利用集積を

促進する。同時に、「農地政策の展開方向に

ついて」（19年11月６日）に基づき、新たな

面的集積の仕組みを点検・検証するモデル的

な取組を実施する。

ａ　集落の地権者等で組織する農用地利用改

善団体等が、団体内での調整のうえ定めた

面的集積促進プランに則して担い手への面

的集積を実現した場合、その実績に応じて

面的集積促進費を交付する。

ｂ　認定農業者の育成・確保及び担い手の経

営改善の促進に向けた農地の利用集積、農

地監視活動、農地利用調整活動等を支援す

る。

ｃ　農地を面としてまとまった形で集積して

いくため、現場に働きかけ、委任・代理で

農地を集めて、再配分する仕組みについて

点検・検証すべく、モデル的な取組を支援

する。

（ウ）耕作放棄地の発生防止・解消に資する施

策

ａ　農業経営基盤強化促進法に基づく、農業

委員会による指導等を活用する、地域の主

体的な取組による耕作放棄地の発生防止・

解消を促進する。

ｂ　市町村・農業委員会がすべての耕作放棄

地を対象に現地調査を実施し、農業的利用

を図るべき土地・非農業的利用を図るべき

土地に振り分けることを支援する。また、

当該現地調査及び「耕作放棄地解消支援ガ

イドライン」を踏まえ、各地域の状況に応

じた解消策を支援する。具体的には、効率

的かつ安定的な経営体への農地の利用集積

や新規参入の促進、放牧利用等の耕畜連携、

「農地・水・環境保全向上対策」等を活用

した集落による保全管理等、農業的利用を

推進するとともに、長期間遊休化した農地

8
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については非農業利用へ誘導する。

（エ）農地の効率的利用のための新規参入の円

滑化

農業の担い手が不足し、耕作放棄地の増加

が懸念される地域において、農地の効率的利

用を促進するため、特定法人貸付事業による

農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進

する。また、農業参入円滑化のための広報・

相談活動、生産技術指導、施設整備等の支援

を総合的に実施する。

（オ）優良農地の確保のための計画的な土地利

用の推進等

優良農地の確保と有効利用を推進するた

め、都道府県による「農業振興地域整備基本

方針」及び市町村による「農業振興地域整備

計画」の改定を促進する。また、農業振興地

域制度や農地転用許可制度の適切な運用、効

率的かつ安定的な経営体への農地の集積、農

業生産基盤の整備等により、農地の保全・有

効利用を促進する。

（カ）農業の構造改革の加速化に資する基盤整

備の推進

ａ　担い手への農地の面的集積の加速化や、

担い手の育成・確保の契機となるほ場の大

区画化等の基盤整備を推進する。

ｂ　特色ある地域の営農ビジョンに即し、水

田の汎用化等を推進する。

ｃ　高生産性農業の促進及び農産物流通の効

率化を図るため、地域の実情に応じた弾力

的な計画・設計への取組を強化しつつ、農

道の整備を推進する。

ｄ　農業生産条件が不利な中山間地域におい

て、地域の立地条件に即した農業生産基盤

の整備を実施する。

ｅ　飼料基盤に立脚した大家畜経営の安定的

発展のため、担い手への草地基盤の利用集

積や畜産主産地の再編整備等を通じた畜産

の担い手の育成、草地の整備改良、公共牧

場の条件整備、中山間地域における未利用

地等の畜産的利用を推進する。

（３）集中重点事項の取組

ア　食料自給率に関する戦略的広報の実施

専門家の知見を活用した戦略的な広報体制の

構築を目指し、国民意識や消費トレンド等の分

析を行い、食料自給率向上のために最も効果的

な広報活動を実施する。

イ　米の消費拡大

（再掲　Ⅰ．１（１）イ（イ）（５頁）を参照

のこと）

ウ　飼料自給率の向上

飼料作物作付面積の拡大につながる取組を支

援するため、緑肥作物の飼料への転換や耕作放

棄地の草地としての有効活用の普及・促進、水

田の裏作としての飼料作物の生産・供給に対す

る新たな助成制度を創設する。また、配合飼料

メーカーと食品残さ飼料化業者が連携したエコ

フィード＊１の生産拡大の取組等に対する支援

を実施する。

エ　油脂類の過剰摂取の抑制等

企業、保健所、学校等を通じた適切な脂質の

摂取を促す働きかけを行う。また、油脂類の使

用を大きく節約できる業務用フライヤーや、劣

化しにくい食用油について、食品関連事業者に

対し開発・普及に向けた取組を行う。

オ　野菜の生産拡大

野菜の生産拡大のためには、加工・業務用の

実需者ニーズに対応した産地の安定供給体制の

確立が課題となっており、以下の取組を実施す

る。

（ア）国産野菜の供給が不安定な時期がある品

目に加え、皮むき等の一次加工が遅れてい

るため輸入品にシェアを奪われている品目

について、モデル産地を拡大し、これらモ

デル産地をはじめ加工・業務用需要に取り

組む産地強化計画を策定している産地に対

し重点的に支援・指導を行う。

＊１ 食品残さ（食品製造副産物、余剰食品、調理残さ等）を原料にして処理加工された飼料。環境、節約等を意味す
るエコ（eco）に、飼料を意味するフィード（feed）を合わせた造語。
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（イ）産地と食品産業が連携して、積極的に国

産野菜の利用を進める取組を表彰する。ま

た、実需者との交流会や契約取引に取り組

む産地の人材を育成する研修会を実施す

る。

（ウ）皮むき、カット等の一次処理加工を行う

ための処理加工施設、定時・定量供給体制

の構築に向けた集出荷貯蔵施設等の整備を

推進する。

カ　食育の推進

（ア）食育実践活動の促進

（再掲　Ⅰ．１（１）ア（ア）ａ（４頁）

を参照のこと）

（イ）消費拡大対策の取組

（再掲　Ⅰ．１（１）ア（ア）ｂ（４頁）

を参照のこと）

キ　その他の取組

（ア）農林水産物・食品の輸出拡大

ａ　農林水産物・食品の輸出目標（2013年ま

でに輸出額を１兆円規模とする。）を達成

するため、「我が国農林水産物・食品の総

合的な輸出戦略」に沿って取組を推進する。

ｂ　輸出環境の整備を図るため、検疫協議の

早期妥結に向けて相手国政府に働きかけを

行うとともに、相手国が求める衛生基準等

への対応を行う。

ｃ　日本食・日本食材の魅力を海外に発信す

るため、外国人オピニオンリーダー等に対

し旬の高品質な日本食・日本食材を提供す

る「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業、日本食PRイベントの開催、マスメ

ディアを活用した各種広報活動等を展開す

るとともに、「日本食レストラン推奨計画」

の具体化に取り組む。

ｄ　品目別のきめ細かな輸出支援を図るた

め、民と官が一体となって組み立てた品目

ごとの輸出実行プランを普及・充実すると

ともに、他の農林漁業者等にとって見本と

なる「輸出ビジネスモデル戦略」を策定す

る。また、個々の品目にかかる市場実態の

調査や海外貿易情報の収集を行う。

ｅ　意欲ある事業者に対する取組段階に応じ

たサポートを実施するため、国内における

輸出先駆者から情報提供を受けられる場や

国内外における商談の場を提供する。

ｆ　相手国の安全性等の基準に対応するた

め、技術的助言を行う専門家の派遣、衛生

管理向上のための施設整備への支援を行

う。

ｇ　輸出に向けた基盤の強化とブランド戦略

を推進するため、GAP手法の普及、果実

におけるマークの普及の取組等を推進す

る。

ｈ　各地方農政局等を事務局とした、管内の

関係府省地方支分部局、地方公共団体、業

界団体等を構成員とする「地域輸出促進協

議会」を通じて、地域における輸出促進の

取組を支援する。

ｉ　産地における、海外需要に応じた農畜産

物の高品質化・生産量確保に必要な施設等

の整備を支援する。

ｊ　輸出を戦略的に進めるため、競争的資金

を活用して、産学官連携による農林水産物

等の輸出促進に資する技術開発を推進す

る。

ｋ（独）日本貿易振興機構（JETRO）による

貿易相談業務、海外市場調査、海外展示会

への出展支援、地域における輸出への取組

に対する支援を通じ、農林水産物等の海外

販路開拓を支援する。

（イ）生産者団体、食品産業事業者等の取組の

促進

生産者団体、食品産業事業者等の取組にか

かる課題等を明確化しながら、食料自給率向

上に関する自主的な目標の設定等主体的な取

組を促進する。

2 生産努力目標の実現に向けた施策
（１）国産農畜産物の競争力強化に向けた生産

面での取組強化

生産性を一層向上させるとともに、消費者・

実需者等の多様なニ－ズに対応し、地域の特性

10
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を活かした高品質で高付加価値な農畜産物の生

産を確保するため、①生産コストの縮減や国産

飼料の生産・利用拡大、②生産から加工までの

一貫した生産工程の管理体制の確立、③有機農

業の促進や鳥獣害防止、④知的財産の適切な保

護と活用、⑤農業生産における温室効果ガスの

削減と地球温暖化適応技術の実証・普及等の取

組を推進し、産地における力強い農業を確立す

る。

（２）品目ごとの取組

ア　米

米政策改革大綱に示された米づくりの本来あ

るべき姿の実現に向け、以下の取組を推進する。

（ア）担い手の育成・確保と消費者・実需者ニ

ーズに対応した稲作生産

ａ　水田・畑作経営所得安定対策の対象経営

者に対する稲作の集積

ｂ　水稲直播栽培等の新技術導入による水田

農業の飛躍的な生産性向上を目指す営農モ

デル構築・普及

ｃ　巨大胚芽米等の新形質米を活用した米の

需要開拓

ｄ　カドミウムの吸収抑制対策や残留農薬の

検査

（イ）需給調整

ａ　生産調整の実効性の確保に向けた取組の

推進

生産調整については、行政も農協系統等

と適切に連携して､全都道府県・全地域で

生産調整目標を達成するため全力をあげる

こととし､特に､19年産の生産調整が目標未

達となった都道府県・市町村において重点

的に取り組む。そのため、麦､大豆､飼料作

物への作付転換を進めるとともに､飼料用

等の非主食用米の低コスト生産を定着させ

る。

ｂ　基本指針の策定

米の需給動向、需給見通し、国の方針等

を内容とする「米穀の需給及び価格の安定

に関する基本指針」を年３回策定・公表し、

情報提供を行う。

ｃ　集荷円滑化対策

米穀安定供給確保支援機構が所有する米

穀（現物弁済米）については、主食用米等

の需給に影響を及ぼさないよう的確に販売

する。

（ウ）助成制度

米の生産調整の確実な実行と地域の特色あ

る水田農業の展開を図るため、地域の実情に

応じて、地域自らが作成する「地域水田農業

ビジョン」に基づく取組を支援する産地づく

り対策を実施する。また、本対策のなかで当

面の措置として、米の価格下落等の影響を緩

和するための地域の取組を支援する。

（エ）流通制度

ａ　米穀安定供給確保支援機構

集荷円滑化事業、債務保証事業に加え、

生産者・消費者への情報提供事業等の実施

により、米穀の需給及び価格の安定を図る。

ｂ　米穀価格形成センター

取引の透明性・公平性を確保しつつ、活

発な取引を通じて実勢に即した価格が形成

されるよう、取引当事者の創意工夫を活か

した取引の実施を促進する。

イ　麦

（ア）担い手を中心とした効率的な生産体制の

整備

ａ　生産者等から構成される産地協議会が策

定する産地強化計画等に基づき、認定農業

者に対する麦作の集積、集落営農組織の育

成・法人化を加速するとともに、生産性や

品質の向上にかかる課題解決に向けた各産

地の取組を計画的に推進する。

ｂ　大規模乾燥調製施設等の産地における基

幹施設の整備を推進する。

（イ）実需者ニーズに合致した新品種の育成・

普及

品種の開発段階から実需者を交えた品質評

価等を行うとともに、普及に当たっては、試

験研究機関、生産者団体、実需者が一体とな

って、新品種の特性に応じた栽培技術の確立、

加工適性の評価を実施し、新品種の計画的な
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作付拡大を推進する。

（ウ）需要に応じた高品質麦の生産

麦の品質評価基準に対応した産地における

品質管理の強化、小麦から需要の多い大麦・

はだか麦への麦種の転換等を推進する。

また、実需者のニーズに即した生産の促進

と、安定取引の確保を図る観点から、生産者

側と需要者側で構成する協議会において流通

の仕組みの検討を進める。

ウ　かんしょ・ばれいしょ

（ア）かんしょ

ａ　低コスト化・省力化・高品質化を図るた

め、担い手への農地・作業の集積や受託組

織の育成及び高性能作業機械の導入による

機械化一貫体系の確立を推進する。

ｂ　でん粉原料用かんしょについては、他用

途の需要動向に応じた計画的生産を推進す

る。

（イ）ばれいしょ

ａ　低コスト化・省力化・高品質化を図るた

め、収穫時にばれいしょに傷が付きにくい

収穫機の導入等、機械化栽培体系の普及を

推進する。

ｂ　でん粉原料用ばれいしょについては、で

ん粉に適した品種の作付けの推進、化工で

ん粉等新たな用途向けの国産でん粉の生産

等、適切な措置を講ずるとともに、（独）

種苗管理センターにおいて、健全無病な優

良種苗（原原種）の生産・配布を行う。

エ　大豆

（ア）大豆の産地改革の推進

ａ　実需者ニーズに即した生産、生産コスト

の削減、GAPの導入、需要拡大等に向け

た取組を進めるため、産地協議会が策定す

る産地強化計画等に基づく産地改革を推進

する。

ｂ　水田・畑作経営所得安定対策の対象経営

者の経営発展を促進するため、生産拡大や

規模拡大等に資する経営革新の取組を支援

する。

（イ）気象条件・土壌条件に応じた安定生産技

術の普及

水田における大豆の生産について、天候不

順等による収量の年次変動を克服するため、

気象条件や土壌条件に応じた湿害軽減技術で

ある大豆300A技術等の安定生産技術の普及

を関係機関が一体となって推進する。

（ウ）国産大豆の安定供給の確保

生産者団体等による自主的な集荷・販売計

画の策定とこれに沿った安定的な流通を推進

する。また、周年安定供給に配慮しつつ、生

産者・産地における品質改善に向けた取組の

助長や安定的な需給関係の構築の観点から、

流通ルートの多様化を推進する。

（エ）大豆の需要拡大

ａ　大豆に含まれる栄養素に関する啓発を図

るとともに、国産大豆シンボルマークの普

及・啓発による国産使用表示の定着を進め

る。

ｂ　地産地消を中心とした需要拡大を推進す

るため、学校給食等への導入、農協等によ

る地場加工への取組を推進するとともに、

「総合的な学習の時間」の活動との連携・

協力のもと、栽培体験ほ場の設置、加工体

験教室の開催等を図る。

オ　野菜

（ア）担い手を中心とした産地の体質強化

ａ　19年度から見直した野菜価格安定制度・

需給安定対策に基づき、契約取引の推進、

需給調整の的確な実施、認定農業者を基本

とする担い手を育成・確保する産地への重

点支援を行う。

ｂ　担い手の生産規模の拡大、機械化一貫体

系の導入等を通じて、担い手を中心とした

競争力の高い産地の育成を図る。

（イ）加工・業務用需要を中心とした生産・流

通対策の強化

（再掲　Ⅰ．1（３）オ（９頁及び10頁）

を参照のこと）

12
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カ　果樹

（ア）果樹経営支援・需給安定対策の推進

品質の高い国産果実の安定供給体制の確立

に向け、果樹産地構造改革計画に基づき、優

良品目・品種への転換等に取り組む担い手を

支援するとともに、一時的な出荷集中時にお

ける需給調整の強化を図るため、19年度から

開始した果樹経営支援・需給安定対策を推進

する。

（イ）産地の生産供給体制の整備

国産果実産地の競争力強化に向けて、生産

構造を改革し、特色ある産地を構築するため、

園地や共同利用施設等の整備に対する支援を

実施する。

（ウ）国産果実の輸出振興

国産果実の輸出を促進するため、輸出に必

要な情報の効率的な収集と共有化を図るとと

もに、日本産果実マークの普及・使用による

生産者団体等の積極的な輸出拡大の取組への

支援を実施する。

キ　花き

（ア）花のあるライフスタイルの提案や生活向

上のモデル的取組の普及を図るとともに、

花きの生産・出荷者と小売業者等との連携

強化の促進等を行う。

（イ）花きの産地の生産・流通コストの低減を

図るため、短茎多収栽培技術の普及等に必

要な低コスト耐候性ハウス、選花施設の整

備等を支援する。

（ウ）輸入花きが追随不可能なブランド花きの

生産供給体制を構築するため、高級花き供

給体制の構築のための高度環境制御栽培施

設の整備等を支援する。

ク　畜産物

（ア）肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、

牛肉等の関税収入等を財源とした肉用子牛

等対策を実施する。

ａ　肉用子牛生産者補給交付金等の交付、指

定食肉の価格安定を図るための買入れ・調

整保管の実施、畜産の振興に資するための

畜産業振興事業に対する補助等に充てるた

めの交付金を（独）農畜産業振興機構に対

して交付する。

ｂ　肉用牛生産の合理化、食肉等の流通の合

理化その他食肉等にかかる畜産の振興に資

する施策を実施する。

（イ）国産畜産物の競争力強化を図るため、消

費者等のニーズに対応し、一層の低コスト

化、高付加価値化等に向けた、担い手を中

心とする「攻め」の取組を支援する。

ａ　地域の核となる協業法人経営体の育成、

新規就農のための研修施設、農協や公社等

による離農跡地及び後継者不在農家におけ

る施設等の整備を推進する。

ｂ　担い手の育成・確保のための産地リーダ

ーの養成、専門家支援チームによる生産・

経営技術指導等を推進する。

ｃ　家畜改良増殖法等に基づく「家畜及び鶏

の改良増殖目標」に則して、能力検定の実

施による産肉・泌乳能力等の高い種畜の選

抜・利用及び繁殖性の改善指導等を推進す

る。

ｄ　DNA解析技術やクローン技術を活用し

た育種改良手法の開発、受精卵の性判別技

術の利用、牛の繁殖成績の改善に向けた調

査・検討、インターネットを通じた飼養管

理履歴等の情報提供等を推進する。

ｅ　牛乳・乳製品について、飲用牛乳工場を

含めた乳業工場の再編・合理化や、集送乳

の合理化を図るうえでの拠点となる大型貯

乳施設の整備等を推進する。また、食肉・

鶏卵について、高度な衛生管理の導入を促

進するため、産地食肉センター及び中小規

模の鶏卵生産者が共同で衛生処理を行う

GPセンター（鶏卵格付包装施設）の整備

を推進する。

（ウ）配合飼料価格が大幅に上昇した場合に、

畜産経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営

の安定を図るため、配合飼料価格安定対策

に基づく異常補てん交付金を交付するとと

もに、通常補てん基金に財源不足が生じた

場合には、必要な基金財源の借入に対する
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利子相当額を特別交付金として交付する事

業を新たに実施する。

（エ）学校給食用牛乳供給事業を効率的に推進

するとともに、牛乳・乳製品の有用性につ

いての消費者に対する知識の普及等を支援

する。

（オ）（独）家畜改良センターに対して、①受精

卵移植技術等新技術を活用した家畜等の改

良増殖、②飼料作物の種苗の生産・配布、

③畜産新技術の実用化、④畜産技術者の養

成と海外協力、⑤家畜改良増殖法に基づく

種畜検査、⑥家畜個体識別システムの運営

等を行うため、運営費交付金等を交付する。

ケ　甘味資源作物

（ア）てん菜

直播栽培技術の確立・普及や高性能農業機

械等の導入による省力・低コスト化を推進す

るとともに、高品質で安定的な生産体制を整

備するため、優良品種の育成・普及、土層改

良等排水性及び作業効率の改善に向けた土地

基盤整備等を実施する。

（イ）さとうきび

担い手農家への農地利用集積を図るととも

に、農作業受託組織の活用や機械化一貫体系

の確立の推進により、省力・低コスト生産体

制を整備する。また、高品質かつ安定的な生

産を推進するため、早期高糖性品種等の優良

品種の開発、夏植型秋収穫栽培技術の確立や

（独）種苗管理センターによる原原種の生産・

配布を行うほか、畑地かんがい施設の整備等

を実施する。

コ　茶

特色を活かした茶産地を育成するため、新品

種の導入を含む茶園の改植、基盤の整備、立地

条件に即した機械化体系の導入、高性能製茶機

械の導入等により、低コスト化・省力化・高品

質化を図るとともに、安定的な生産体制を整備

する。

また、国内外の消費者等から評価され、かつ、

生産農家、加工・流通・小売業者らが容易に取

り組める日本茶（緑茶）の品質管理認証システ

ムを構築する。

サ　飼料作物等

飼料作物等の生産拡大に向け、稲発酵粗飼料

等の作付拡大や飼料用国産稲わらの利用拡大、

放牧の推進、飼料生産の組織化・外部化（コン

トラクターの活用、TMRセンター＊１の整備等）

等の取組を支援する。また、飼料自給率向上戦

略会議等において、20年度の行動計画を策定し、

関係者が一体となって飼料自給率向上に向けた

取組を推進する。

シ　その他地域特産物等

こんにゃくいも、そば、雑豆、いぐさ、畳表

等の地域特産物については、品質や加工度の向

上等による付加価値の創出、機能性に着目した

新規用途開拓により、産地の特色を活かした供

給体制の確立を図る。また、その支援に必要な

情報提供等を行う体制の整備、機械化・省力作

業体系の導入、契約栽培の推進等を行う。さら

に、効率的な生産体制を確立し、産地の構造改

革を推進するため、生産から流通・消費にわた

る各種取組を行う。

また、繭・生糸については、蚕糸・絹業の双

方の発展を図る観点から、川上の養蚕・蚕糸業

と川下の絹織物業者等が提携し、国産繭・生糸

の希少性を活かした高品質な純国産絹製品づく

りを推進する取組に対して支援を実施する。

さらに、葉たばこについては、日本たばこ産

業（株）が、葉たばこ審議会の意見を尊重して

各耕作者との売買契約において定めた種類別・

品位別価格により買入れを行う。

14

＊１ TMR（Total Mixed Ration：粗飼料、濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、添加物等を混ぜ合わせることにより牛に
必要な栄養素をすべて含んだ混合飼料）を調製し、畜産経営に供給する施設。
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Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策

1 食の安全及び消費者の信頼の確保
（１）リスク分析に基づいた食の安全確保

ア　食品安全に関するリスク評価の的確な実施

食品安全委員会においては、国民の健康の保

護が最も重要であるという基本的認識に基づ

き、厚生労働省、農林水産省等から要請を受け、

科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食

品健康影響評価（リスク評価）を行うとともに、

必要に応じ自らの判断によりリスク評価を行

う。

イ　農場から食卓までの安全確保の徹底

（ア）科学に基づいたリスク管理

リスク管理を一貫した考え方で行うための

標準手順書に基づき、情報の収集・分析、デ

ータ作成等の作業を行う。また、科学的原則

に基づいたリスク管理を進めるため、科学

的・統一的な枠組みのもとで有害化学物質・

有害微生物の実態調査や、生産資材の調査・

試験を行うとともに、競争的研究資金を活用

した調査・研究を行う。

（イ）生産段階における取組

ａ　生産資材の品質・安全確保

（ａ）農薬及び除草剤の販売者に対する巡回

点検や検査・取締りの強化、農薬使用者

等に対する農薬危害防止運動等により、

適正な農薬の流通・使用・保管管理の徹

底を図る。

（ｂ）年間生産量が３万トン以下の農作物等

（いわゆるマイナー作物）の農薬登録に

必要なデータ作成を効率的に行うための

支援等を行う。

（ｃ）農薬の飛散及び散布量を低減する散布

技術や、飼料の分析技術の開発等を推進

する。

（ｄ）農薬の登録状況、使用方法等の情報を

データベース化し、広く情報提供を行う。

（ｅ）含有している物質が植物に残留する性

質からみて、施用方法によっては人畜に

被害を生ずるおそれのある農産物が生産

される肥料を特定普通肥料として指定す

ることを検討する。

（ｆ）肥料及び農薬について、（独）農林水産

消費安全技術センターによる的確な検査

等を通じて、その品質・安全の確保を図

る。

（ｇ）飼料、飼料添加物について、基準・規

格の設定・見直しを適切に行うととも

に、国・都道府県・（独）農林水産消費

安全技術センターによる飼料製造業者等

への立入検査や巡回調査等の適切な実施

により、その品質・安全の確保を図る。

（ｈ）農薬の安全確保に向け、科学的な情報

に基づきリスクの程度を考慮するととも

に、海外の動向を十分に反映し、かつ、

関係者の意見の反映に努めて、農薬登録

制度の見直しに向けた検討を進める。

（ｉ）動物用医薬品や抗菌性飼料添加物につ

いては、畜水産物への残留事故の防止及

び薬剤耐性菌の発現リスクの低減化のた

め、食品安全委員会によるリスク評価の

結果等に基づく、承認、指定の見直し等

を行うとともに、動物用医薬品販売業者

や飼料製造業者、農家等に対し、基準・

規格の遵守や適正な流通及び使用等を徹

底する。

ｂ　産地における取組

（ａ）リスクの予測等の情報に基づいて調査

対象の優先度等を定める「サーベイラン

ス・モニタリング計画」に基づき、農産

物等に含まれる有害化学物質及び有害微

生物の実態調査を行い、調査結果等を踏

まえて的確なリスク管理措置の検討を行

う。

（ｂ）カドミウムやかび毒等の有害化学物質

による農畜水産物の汚染を低減・防止す

るための対策及び出荷前の自主検査を推

進する。

（ｃ）都道府県等が実施する埋設農薬の無害

化処理の計画の策定や周辺環境への悪影

響の防止措置等の取組を支援する。
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（ｄ）適期・的確な病害虫防除に資するよう、

病害虫の発生動向（発生予察情報）を農

業者に提供する。また、環境に配慮しつ

つ病害虫の発生を抑制する総合的病害

虫・雑草管理（IPM）の普及・定着を図

るため、IPMの技術に関する情報提供や

モデル地域の育成等を行う。

（e）我が国未発生の病害虫の侵入を防止す

るため、病害虫の侵入警戒調査を実施す

る。また、我が国の一部の地域に発生し

ているアリモドキゾウムシ等の重要病害

虫について移動規制等のまん延防止措置

を講ずるとともに、根絶に向けた防除を

実施する。

（ｆ）地域単位での水産物の衛生管理対策の

一層の強化を図るため、水産物の品質保

持に資する施設の整備等、安全で衛生的

な水産物の供給体制を整備する。

（ｇ）（再掲　Ⅰ．１（１）ウ（ア）（５頁）

を参照のこと）

（ウ）製造段階における取組

ａ　国内に流通する食品の安全を確保し、食

中毒等の健康危害の発生を防止するため、

都道府県等を通じ、食品等事業者に対する

監視指導や事業者による自主的な衛生管理

の推進を図る。

ｂ　食品衛生に関する最新の科学的知見に対

応するため、食品衛生監視員の資質の向上

や検査体制の充実を図る。

ｃ　長い食経験を考慮し使用が認められてい

る既存添加物については、毒性試験等を実

施し、安全性の検討を行う。また、国際的

に安全性が確認され、かつ、汎用されてい

る食品添加物については、国が主体的に指

定に向けた検討を行う。

ｄ　いわゆる健康食品に関しては、制度の普

及・啓発等に取り組むとともに、健康食品

等を取り扱う事業者による自主的な安全確

保の取組の推進を行う。

ｅ　食肉の安全を確保するため、特定危険部

位（SRM）の除去・焼却、BSE検査に努

めるとともに、ホームページ等を通じた情

報提供を行う。また、ピッシング＊１の中

止に必要な設備整備等を行い、食肉の安全

確保対策を推進する。

さらに、食肉の生産・処理工程での

HACCPシステムの考え方を取り入れた高

度な衛生管理の導入を促進するため、産地

食肉センターにおける施設整備を推進す

る。

ｆ　水産加工場におけるHACCPシステムの

導入を促進するため、小規模事業者支援の

ための品目別危害分析・管理実施指針の策

定を行う。

ｇ　食品製造業におけるHACCP等の品質・

衛生管理手法の導入の促進等により、食品

の安全の確保を図る。

ｈ　「サーベイランス・モニタリング計画」

に基づき、加工段階で食品中に生成する有

害物質の実態調査や情報収集に努めるとと

もに、リスク低減に資する研究を推進する。

（エ）流通段階における取組

ａ　食の安全確保のため、卸売市場における

品質管理の高度化に向けた規範策定のため

のマニュアルの普及及び品質管理の高度化

に資する施設の整備を推進する。

ｂ　食品中に残留する農薬等については、ポ

ジティブリスト制度＊２の周知に努めると

ともに、食品安全委員会によるリスク評価

の評価結果を踏まえ、本制度導入時に残留

基準を設定した農薬等の残留基準の見直

し、新たに登録等の申請があった農薬等に

ついての残留基準の設定を進める。

16

＊１ 牛のと畜の際、解体作業中に牛の足が痙攣的に跳ね上がることを防止するために、牛を失神させた後、前頭骨に
あけた穴にワイヤー（ピッシングロッド）を挿入し、脳・脊髄を破壊する解体前の食肉処理工程の一つ。

＊２ 食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等（動物用医薬品及び飼料添加物を含む。）が一定の量を超
えて残留する食品の販売等を原則として禁止する制度。
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（オ）輸入に関する取組

ａ　動物検疫について、家畜防疫官を適切に

配置するなど検査体制の整備・強化に努

め、家畜及び水産動物の伝染性疾病の侵入

防止に万全を期す。また、植物検疫につい

ては、病害虫の危険度評価に基づいた検疫

措置を講ずるとともに、植物検疫処理に関

する国際会議の開催を通じて、我が国未発

生の病害虫の侵入及びまん延の防止に万全

を期す。

ｂ　輸入食品の安全を確保するため、「輸入

食品監視指導計画」に基づき、輸入時にお

ける重点的・効率的かつ効果的な監視指導

を実施する。また、輸入者の自主的な衛生

管理にかかる指導を実施するとともに、二

国間協議や現地調査等を通じ、輸出国にお

ける衛生対策の推進等を図る。さらに、ポ

ジティブリスト制度の着実な実施のため、

輸入時の検査項目のさらなる拡充を図ると

ともに、検疫所の食品衛生監視員の増員や

輸入食品・検疫検査センターの分析機器等

のさらなる整備を行うなど、監視・検査体

制の拡充・強化を図る。

ｃ　政府が輸入する外国産米・麦について、

安全確保に万全を期するため、ポジティブ

リスト制度に対応した残留農薬等の検査を

行う。

（カ）家畜防疫体制の強化

ａ　生産者に対する飼養衛生管理基準や特定

家畜伝染病防疫指針の周知徹底等により、

飼養衛生管理の向上を図る。また、さらに

高度な飼養衛生管理を推進するため、

HACCPシステムの考え方に基づく農場で

の衛生管理に関する認証基準を策定すると

ともに、認証取得を促進する農場指導員を

養成する。

ｂ　人畜共通感染症等のリスク管理を適切に

進めるため、サーベイランス（監視）の実

施、新たな診断手法の実用化等の検討を行

う。

ｃ　BSE対策の実施

（ａ）BSE検査キットの購入費等に対する支

援により、24か月齢以上の死亡牛全頭の

BSE検査を着実に実施する。

（ｂ）BSEの感染経路を遮断するため、輸入

検疫措置を徹底するとともに、検査・指

導の実施等により、肉骨粉等についての

飼料等利用にかかる規制を徹底する。

ｄ　高病原性鳥インフルエンザへの対応

高病原性鳥インフルエンザについては、

徹底した監視を行うとともに、万一発生し

た際には、家畜伝染病予防法及び特定家畜

伝染病防疫指針に基づき、発生農場の飼養

鶏の殺処分及び汚染物品の焼却・埋却、発

生農場周辺の移動制限等による防疫措置を

的確に進める。また、本病が国境を越え拡

散している現状を踏まえ、家きん段階で早

期に撲滅し、新型インフルエンザの発生防

止にも資するよう、国際機関を通じたアジ

ア各国との連携のもと、防疫対策を推進す

る。

ｅ　家畜の伝染性疾病に対する危機管理体制

を強化するため、国家防疫上重要な疾病の

診断薬を製造・備蓄するなど診断体制の整

備に努めるとともに、発生時における患畜

等の迅速かつ円滑な処理のための防疫資材

の開発・配備等を行う。

ｆ　コイヘルペスウイルス病等の魚病のまん

延防止を図るため、養殖衛生管理技術者の

育成・水産防疫技術の向上等を図る。

（キ）産業動物診療獣医師の育成・確保

産業動物診療獣医師の育成・確保を図るた

め、産業動物診療への就業誘導、地域の関係

者で組織する協議会の設置や｢獣医師バンク」

の設立等により、獣医療提供体制の構築等を

推進する。

（ク）遺伝子組換え農作物に関する取組

遺伝子組換え農作物の食品や飼料としての

安全性、我が国の生物多様性に及ぼす影響に

ついて、関係法令に基づき科学的な評価を行

う。また、安全性未確認の遺伝子組換え農作
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物について、水際検査を実施するとともに、

遺伝子組換え農作物の生産・流通の実態を把

握するための調査を実施する。

（ケ）国際基準策定への参画

食品の安全性等に関する国際基準の策定

に、我が国の実情を的確に反映させる観点か

ら積極的に参画するとともに、国内関係者に

対し、情報提供や意見交換を実施する。

ウ　リスクコミュニケーションの推進

食品安全の確保に関する施策等の策定に国民

の意見を反映し、その過程の公正性・透明性を

確保するため、消費者、生産者、事業者等の関

係者にわかりやすい情報を積極的に提供し、意

見交換等を行うリスクコミュニケーションを推

進する。

（ア）食品安全委員会

リスク評価結果等について、関係者相互間

のリスクコミュニケーションを行う。このた

め、ホームページ、メールマガジン、季刊誌

等を通じて情報を提供するとともに、関係行

政機関とも連携を図りつつ、意見交換会等を

実施する。また、地域型リスクコミュニケー

ションの推進を支援するため、地域の食品関

係者を対象とした講習会の開催やリスクコミ

ュニケーターの養成、教材の提供を行う事業

を実施する。さらに、食の安全ダイヤルや食

品安全モニターを通じて国民から情報・意見

を収集し、関係行政機関と共有するとともに、

リスク評価結果案等について、広く国民から

意見・情報の募集を行う。

（イ）厚生労働省

食品の安全等に関する施策について、消費

者等に対する説明・意見の聴取のための意見

交換会等を食品安全委員会、農林水産省及び

地方自治体と連携しつつ開催する。また、地

方自治体、消費者団体等の企画する意見交換

会に参加し、リスクコミュニケーションの充

実を図る。さらに、食品の規格基準の設定や

監視指導計画の策定等に際し、その趣旨、内

容等を公表し、広く国民等の意見を求めると

ともに、施策の実施状況等食品の安全に関す

る情報をパンフレット、ホームページ等で公

表・情報発信し、食品安全施策への理解と普

及・啓発を図る。

（ウ）農林水産省

ａ　食品安全の確保に関する施策等の策定に

国民の意見を反映し、その過程の公正性・

透明性を確保するため、意見交換会等を行

う。また、地域に根ざした食品安全行政を

促進させるため、地方農政局等が各地域で

関係者との懇談会、意見交換会を行う。

ｂ　食品安全に関する情報をわかりやすく紹

介したホームページの運営やメールマガジ

ン「食品安全エクスプレス」の配信を行う。

ｃ　リスクコミュニケーションや情報提供を

効率的に行うための調査を行う。

エ　危機管理体制の整備

（ア）食品の摂取により人の健康へ重大な被害

が生ずることを防止するため、関係行政機

関が連携して、緊急事態への対処や発生の

防止に関する体制を整備する。

ａ　食品安全委員会においては、「食品安全

関係府省緊急時対応基本要綱」をはじめと

する緊急時対応マニュアルに基づいて、食

品の摂取を通じて起こり得る緊急事態への

適切な対応に努める。

ｂ　厚生労働省においては、「厚生労働省健

康危機管理基本指針」、「食中毒健康危機管

理実施要領」等に基づいて、食品危害の危

機管理に努める。

ｃ　農林水産省においては、緊急時対応訓練

を実施し、訓練の結果を踏まえて、訓練マ

ニュアルの作成、食品安全の緊急時対応に

かかる指針等の改訂を行う。

（イ）19年12月から20年１月にかけ発生した食

品による薬物中毒事案が深刻な健康被害を

もたらし、国民の間に食品の安全に関する

不安が増大したことにかんがみ、今次事案

の原因の究明を待たずとも実施すべき再発

防止策を政府一体となって実施する。

18
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ａ　現場の窓口機関から関係本府省等への報

告ルールの見直し

食品衛生法施行規則を改正し、食中毒患

者発生等に関する事案の速報対象を拡充す

る。

ｂ　情報共有システムの改善

（ａ）関係府省の食品危害情報総括官による

連絡会議を定期的に開催する。

（ｂ）各府省が有するネットワーク間の食品

安全に関する情報の集約化を検討する。

ｃ 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準

に関するガイドライン」において、消費者

からの食品危害情報等について、食品等事

業者が保健所等へ速やかに報告するルール

を追加する。

ｄ　輸入加工食品の安全確保策の強化

（ａ）原因究明の結果を踏まえ、必要に応じ、

輸出国政府・事業者に対し、輸入食品の

安全性の管理の強化及び管理状況の確認

を要請する。

（ｂ）加工食品について、技術的観点から可

能となったものから順次残留農薬検査の

対象を拡大する。

（ｃ）輸入業者への指導やその他事業者に対

する自主管理の推進を要請するためのガ

イドラインを策定する。

（ｄ）国立医薬品食品衛生研究所において、

加工食品の残留農薬にかかる試験法につ

いて、検討・開発する。

（ｅ）学校給食用食品について、加工食品の

衛生管理や関係機関との連絡体制等を充

実させるため、「学校給食衛生管理の基

準」の改正について検討を行う。

オ　研究開発の推進

（ア）行政ニーズや社会ニーズに即して食品安

全、動物衛生及び植物防疫を向上させるた

め、競争的研究資金を活用して調査・研究

を実施する。

（イ）食品のリスク分析に関する研究、健康食

品等の安全性及び有効性の評価、食品を介

するBSEリスクの解明に関する研究、食品

中の添加物・汚染物質・その他の化学物

質・微生物の対策に必要な研究、輸入食品

の安全性等に関する研究等を推進する。

（ウ）食品中に存在する重金属等、汚染物質へ

の曝露状況を詳細に把握することで、今後

のリスク低減のための方策を検討する。

（２）消費者の信頼の確保

ア　トレーサビリティの確立

食品事故発生時の原因究明や食品回収の迅速

化、消費者への情報提供の充実を図るため、食

品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及

できるトレーサビリティに関し、以下の取組を

推進する。

（ア）国産牛肉

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法」に基づき、制度が適

正に実施されるよう監視活動を行う。

（イ）国産牛肉以外の品目

取組が遅れている中小事業者等に重点を置

いて、入出荷やロット管理に関する情報の記

録・保管の方法等を調査分析し、中小事業者

においても容易に取り組める具体的手法の普

及に活用する。

イ　食品表示・JAS規格の適正化の推進

（ア）食品表示の監視・指導体制の強化

JAS法に基づく品質表示基準に従った適正

な食品表示がなされるよう、監視・指導体制

を強化するなど、食品に対する消費者の信頼

回復に努める。

ａ　監視体制の人員強化

食品表示に関して広域で重大な違反事案

が発生した際に、機動的に調査を実施する

専門チーム「食品表示特別Gメン」を新設

するなど、農林水産本省や地方農政事務所

における人員を強化する。

ｂ　地方農政局等の監視体制の整備等

全国の地方農政局、地方農政事務所等の

職員が日常的に小売店舗等を巡回すること

に加え、「食品表示110番」への情報提供に

基づいて必要な調査等を行うことにより、

表示状況や表示根拠の確認、必要に応じて
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納入業者への遡及調査を行うなど、徹底し

た監視・指導を実施する。さらに、行政の

監視活動への消費者の協力として、委嘱し

ている食品表示ウォッチャー制度を活用し

情報収集に努める。

ｃ　食品表示の科学的な検証技術の確立及び

活用

（独）農林水産消費安全技術センターにお

いて、DNA分析技術を活用した食品表示

の科学的検証を実施する。また、DNA分

析技術等を活用した食品表示の科学的検証

技術に関する実証研究を行う。

ｄ　関係行政機関との連携の強化

都道府県のJAS担当部局やその他の食品

表示担当部局等と地方農政事務所との間で

定期的な情報交換を行うための場を設ける

よう働きかけるとともに、農林水産省、厚

生労働省、公正取引委員会、警察庁の間の

連携を一層強化する。

（イ）すべての加工食品の業者間取引における

品質表示の義務化

消費者の表示に対する信頼の向上を図るた

め、すべての加工食品の業者間取引を品質表

示義務の対象とするよう品質表示基準を改

正、施行する。また、業者間取引を担う事業

者に対する食品表示制度の啓発を実施する。

（ウ）わかりやすい食品表示の実現

消費者の立場に立ったわかりやすい食品表

示を実現するため、「食品の表示に関する共

同会議」において調査・審議を行う。また、

消費者に対し、ポスターやフォーラム等を通

じ、食品表示制度を啓発する。

（エ）JAS規格の見直し

JAS法において５年ごとにすべてのJAS規

格を見直すこととされていることを踏まえ、

消費者の関心や国際的な規格の動向等を勘案

し、必要な見直しを行う。また、規格ごとに

規格項目や定義に関する分析の妥当性確認等

を行い、規格の信頼性を高める。

（オ）特色あるJAS規格の検討・普及

消費者ニーズ等を的確に反映したJAS規格

制定のための調査・検討、消費者と製造業者

等の交流会の開催等によるJAS規格の総合的

な普及・啓発を実施する。

ウ　食品産業事業者の意欲的な取組を適正に評

価・推奨するための環境整備

食品の安全や消費者の信頼確保に向けた意欲

的な事業者の取組を促すため、民間の多様な主

体がこれら事業者の取組を適正に評価・奨励す

るための枠組みづくりを推進する。

エ　原料の原産地表示に関するガイドラインの

普及・啓発の推進

「外食における原産地表示に関するガイドラ

イン」に基づき、外食事業者における原産地表

示への取組が適切に行われるよう、優良事例を

活用した外食事業者の業種・業態ごとのパンフ

レットの作成等、ガイドラインのより一層の普

及・啓発を図る。また、「豆腐・納豆の原料大

豆原産地表示に関するガイドライン」に基づき、

製造業者等における豆腐・納豆の原料大豆の原

産地表示の推進に向けた普及・啓発を行う。

オ　消費者への情報提供

（ア）健全な食生活を送れるよう、食品安全や

「食生活と健康」について、親しみやすい

ホームページを作成する。

（イ）消費者相談の窓口である「消費者の部屋」

等において、消費者からの農林水産業や食

生活に関する相談に効率的に対応するとと

もに、消費者に対し、農林水産行政の情報

提供及び啓発を行う。特に子どもに対して

は、農林水産本省における子ども相談電話

による対応を行うとともに、社会見学等の

グループ学習を積極的に受け入れる。

（ウ）食品の価格の安定に資するため、小売価

格の動向にあわせ、機動的な巡回調査を行

う。

カ　食品産業事業者のコンプライアンスの徹底

のための取組

食品産業事業者のコンプライアンス（法令の

遵守及び倫理の保持等）のさらなる徹底を図る

ため、食品産業事業者の自主的な企業行動規範

等の策定を促すなど食品産業界の各種取組を促

20
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進する。

2 望ましい食生活の実現に向けた食育の推
進
（１）国民運動としての食育の推進

食育基本法及び食育推進基本計画に基づき、

関係府省等が連携しつつ、家庭、学校、地域等

様々な分野において国民運動として食育を推進

する。特に、20年６月の「食育月間」では「第

３回食育推進全国大会」の開催等の取組を行う。

また、食育推進評価専門委員会及び企業分野等

食育活動検討会議を開催するとともに、食育に

関する政策研究等を行う。

さらに、子どもの望ましい基本的な生活習慣

を育成し生活リズムを向上させる「早寝早起き

朝ごはん」国民運動の全国各地域における一層

の取組が図られるよう、普及・啓発や先進的な

実践活動等の効果について調査・研究を行う。

（２）生産、流通、消費の各段階を通じた食育

の推進

（再掲　Ⅰ．1（１）ア（ア）（４頁）を参照

のこと）

（３）学校における食育の推進

各地域において、栄養教諭等が中心となって、

学校の内外において家庭や地域との連携を図り

ながら食育を推進するための各種取組を実施す

る。また、学校給食における地場産物の活用が

促進されるよう、その供給体制を整備するとと

もに、年間を通して安定的に供給できるように

するための方策等について調査・研究等を行う。

3 地産地消の推進
（再掲　Ⅰ．1（１）ア（イ）（４頁及び５頁）

を参照のこと）

4 食品産業の競争力の強化に向けた取組
食農連携の推進による高付加価値食品の供

給、東アジア各国への投資促進等による我が国

食品産業の国際競争力の強化や生産資材・流通

経費の低減を含めた食料供給コストの縮減を図

るとともに、環境対策や食品流通の効率化等を

総合的に推進する。

（１）食品産業の事業基盤の強化

ア　食品産業と農業の連携の強化

（再掲　Ⅰ．１（２）イ（ア）（８頁）を参照

のこと）

イ　製造段階における技術開発の支援

地域における技術開発のための基盤づくり等

に対する支援、並びに地域食品のブランド化に

不可欠な機能性の評価手法の研修等による技術

支援を行う。

ウ　特定農産加工業の経営改善に対する支援

特定農産加工業者の経営改善を図るため、金

融・税制上の支援措置を実施する。

エ　中小企業支援等業種横断的施策の促進

（ア）食品の安定供給、農林水産関連企業の体

質強化等を図るため、農林漁業金融公庫等

政府系金融機関（20年10月以降は（株）日

本政策金融公庫）から、長期・低利の資金

の貸付けを実施する。

（イ）農林水産関連企業の事業・産業再編及び

農林水産関連中小企業の創業、経営革新、

地域資源活用等を支援するための金融・税

制上の措置を実施する。

オ　外食産業の振興

外食産業と農業の連携を促進し、国産食材の

利用推進、食品の安定供給の確保を図るため、

産地等における農業者、外食事業者等が参加し

た交流会や全国レベルでのシンポジウム等を開

催するとともに、国産食材の利用・調達に関す

るニーズの発信等を行う。

（２）食品流通の構造改革の推進

ア　卸売市場の機能・連携強化等

（ア）卸売市場における品質管理の高度化及び

卸売市場の再編・合理化を促進するととも

に、そのために必要な施設整備等を推進す

る。

（イ）卸売市場の機能・体制の強化を図るため、

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法に

基づく、市場関係事業者の経営体質を強化

するための支援を実施する。

（ウ）地域の拠点となる地方卸売市場の開設者
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が、他の卸売市場の開設者と連携または合

併して、これらの卸売市場の機能高度化を

図る取組について、税制上の支援を行う。

イ　食品小売業の活性化

（ア）食品小売業において、コスト縮減のビジ

ネスモデルの実証・普及を行うとともに、

農林水産物の産地の特徴、食育の知識等を

消費者に適確に伝達する取組を支援する。

（イ）食品小売業や商店街の活性化を図るため、

食品小売業者や商店街振興組合等が生産者

団体等と連携して、地域農水産物を活用し

た商品開発等付加価値向上を図るための取

組を支援する。

（ウ）食品流通構造改善促進法に基づく構造改

善事業に対する農林漁業金融公庫等の金融

機関（20年10月以降は（株）日本政策金融

公庫）を通じた長期・低利の資金の融通を

実施する。

ウ　食品流通の効率化

（ア）食品流通における電子タグ等の新技術や

通い容器の普及に向け、新技術を活用する

ビジネスモデルや通い容器の新たな流通管

理システムを構築する。

（イ）Ｕターン転送のような非効率な食品流通

を解消するため、流通業者のノウハウ・知

見を活用しつつ、新たな地域流通モデルを

構築する。

（ウ）卸売市場において、電子商取引システム

を活用したダイレクト物流（商物分離直接

流通）の仕組みを開発し、取引業務や物流

の簡素化によるコスト縮減の実証等を実施

する。

（エ）地方または大都市近郊の卸売市場におけ

る物流コストの削減と集荷力の向上を図る

ため、複数の卸売市場の連携による最適な

物流システムの開発を支援する。

（オ）流通業務総合効率化事業の活用及び同事

業に伴う政府系金融機関を通じた長期・低

利の融資や（財）食品流通構造改善促進機

構による債務保証等の支援を行う。

（３）東アジア食品産業活性化戦略の推進

「東アジアとともに成長・発展する」という

視点に立ち、「東アジア食品産業活性化戦略」

の実行計画に基づく、我が国食品産業の東アジ

ア各国への投資促進等により、我が国食品産業

の経営体質・国際競争力の強化等を図る。

（ア）食品産業海外事業活動支援センターによ

る東アジア各国での投資促進に必要な情報

提供や投資相談等の取組を支援する。

（イ）現地において企業への情報提供等を行う

連絡協議会の設置都市の拡大を図るととも

に、現地の規制、雇用、物流事情等を内容

とする食品産業海外展開支援マニュアルの

策定等を実施する。

（ウ）流通・加工等の技術に関する研究開発を

推進する。また、開発された技術シーズの

実用化モデルについて、現地での有効性の

実証・定着を図る取組を支援する。

（４）食品産業における環境負荷の低減及び資

源の有効利用

ア　食品リサイクルを通じた循環型経済社会シ

ステムの構築

（ア）「食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律」（食品リサイクル法）に基づく

措置を実施する。

（イ）食品リサイクルの取組によって得られた

製品の評価・認証の仕組みやルールづくり

を検討するとともに、改正された食品リサ

イクル制度の普及・啓発を行う。

（ウ）より効率的な食品リサイクルを目指す実

験的な地域の取組等を国が直接採択して経

済性を実証し、地域における新たな食品リ

サイクルのビジネスモデルを提示する。

イ　容器包装リサイクル促進対策

（ア）「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律」（容器包装リサイ

クル法）に基づき、ただ乗り事業者＊１に

対する義務履行の促進、法的措置等を実施

22

＊１ 再商品化の義務がありながら、その義務を果たさない事業者。
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する。

（イ）容器包装リサイクル制度についての講習

会の開催、容器包装廃棄物の排出抑制のた

めの取組等を促進する。

ウ　その他環境対策の総合的推進

食品関連事業者に対する公害防止に関する情

報提供、食品産業の温室効果ガスの排出削減に

向けた調査・分析、シンポジウム・セミナーの

開催、業種特性に応じた排出抑制手法の提示、

優良事例の表彰及び自主行動計画のフォローア

ップ等を実施する。

また、外食産業等で排出される「割り箸」を

バイオマス資源として再利用するためのシステ

ム構築に向けた実験を実施する。

5 食料の安定輸入の確保と不測時における
食料安全保障
（１）農産物の安定的な輸入の確保

（ア）穀物の国際需給が構造的な要因によりひ

っ迫し国際相場が高騰するなかで、麦の輸

入については、輸入先国との緊密な情報交

換等を行うことを通じて安定供給を図る。

（イ）食料輸入の安定化・多元化に資するよう、

アジア諸国等とのEPAの締結を通じ、輸

出国における生産の安定を図るとともに、

輸出規制、輸出税といった貿易阻害要因の

除去等に努める。

（ウ）輸入の増加による農林水産業への影響を

監視するため、必要な情報を常時収集し、

輸入の増加によって国内生産に重大な損害

を与え、またはそのおそれがある場合にお

いて緊急に必要があるときは、セーフガー

ドの発動その他必要な施策を実施する。

（エ）食料等の安定的な輸入のために、基幹航

路やアジア地域における物流ネットワーク

の充実に資する国際海上コンテナターミナ

ルの整備、穀物等のばら積み貨物の安定的

かつ低廉な輸送のための多目的国際ターミ

ナルの整備等、国際港湾の機能強化を推進

する。

（２）不測時における食料安全保障

食料供給に影響を及ぼすおそれのある様々な

不測の事態に的確に対処するため、不測時の食

料安全保障マニュアルについて、国内外の需給

動向を踏まえ、その実効性を点検し必要に応じ

て見直しを行うとともに、不測時における国内

農業生産による供給可能量の水準や食料供給の

確保のための対策等について、国民に対して普

及・啓発を行う。

（３）適切な備蓄の実施

ア　米

政府備蓄については、100万トン程度を適正

備蓄水準として、入札を基本とする買入れ・売

渡しを通じ、円滑な備蓄運営を行う。

イ　麦

不測の事態に備え国全体で必要となる数量

を、外国産食糧用小麦需要量の2.3か月相当分

とし、民間が保有する在庫水準を勘案のうえ、

1.8か月相当分の政府備蓄を行う。

ウ　大豆

大豆の国際需給の変動等に対応し、その安定

的な供給を確保するため、（社）大豆供給安定協

会において食品用大豆の備蓄（20年度3.1万ト

ン）を実施する。

エ　飼料穀物

飼料穀物の備蓄について、不測の事態に対処

するため、とうもろこし・こうりゃんについて

60万トンの備蓄を実施する。

6 世界の食料事情の多角的分析と国民全体
での認識の共有
（１）食料情報の一元的な集約・分析とこれを

活用した食料需給見通しの策定

開発途上国を中心とする人口増加や経済発

展、バイオ燃料用の原料向け農産物の需要増加、

地球温暖化等気候変動による生産の不安定化

等、食料をめぐる最近の国際情勢に変化がみら

れる。これを踏まえ、国際的な食料需給に関す

る情報を一元的に集約するなど情報収集・分析

機能を強化するとともに、食料の６割を海外に

依存する世界最大の食料純輸入国である我が国
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として独自に短期的な需給変動要因の分析や、

中長期の需給見通しの策定を行い、これらを国

民にわかりやすく発信する。

（２）食料に関する現状認識の国民全体による

共有の促進

食料をめぐる最近の国際情勢の変化と我が国

への影響等、食料に関する現状認識を国民全体

で共有するため、国際的な食料需給の動向等不

測時の食料安全保障の確保に関する情報、我が

国の食料自給率に関する情報、「食料の未来を

描く戦略会議」（食料・農業・農村政策推進本

部長（内閣総理大臣）の決定により農林水産大

臣主催）が取りまとめた国民向けメッセージを

広く発信する。

7 国際協力の推進
世界の食料需給の将来にわたる安定に資する

ため、開発途上地域における農業及び農村の振

興に関する技術協力、資金協力及び食料援助を

行うなど、国際協力の推進に努める。

（１）食料・農業分野における技術・資金協力

（ア）国別援助計画の策定に当たり、食料・農

業・農村分野における援助需要の的確な反

映を図る。

（イ）開発途上国からの要請に応じ、（独）国際

協力機構（JICA）を通じて、技術協力プ

ロジェクト、個別専門家の派遣、開発調査

等を行う。

（ウ）開発途上国からの要請に応じ、国際協力

銀行（JBIC）を通じて円借款の供与を行

うとともに、一般無償資金協力、水産無償

資金協力、食糧援助、貧困農民支援（旧食

糧増産援助）等を行う。なお、20年10月か

らは、JICAを通じて円借款の供与及び無

償資金協力の一部を行う。

（エ）開発途上国における食料安全保障の確保、

飢餓・貧困の削減、地球環境問題への対応

及び農業交渉等における我が国の主張への

理解や協力の促進に資するため、以下の事

業を行う。

① 食料・農業・農村に関する情報の収集

及び開発途上国に適した農業技術の開発

② 開発途上国の農民等の能力向上に向け

た研修員の受入れ及び専門家の派遣

③ 国際連合食糧農業機関（FAO）、世界

食糧計画（WFP）等の国際機関が行う

国際協力活動等に対する資金の拠出及び

専門家の派遣

（オ）EPAの締結を通じ、アジア諸国の農林

水産業の発展による農村地域の貧困削減等

に向けた国際協力の適切な実施に努める。

（カ）WTO交渉の円滑な推進に資するため、

主要課題となっているアジア・アフリカ地

域における後発開発途上国（LDC）の開

発に関して、農林水産分野における人材育

成等の支援を実施する。

（２）国際的な食料の安定供給の確保に向けた

支援策の強化

（ア）近年の不安定な国際穀物需給状況のもと

で、既存の援助枠組みでは対応できない大

規模な緊急食糧支援ニーズに円滑に対処す

るため、緊急食糧支援事業により、緊急食

糧支援の実施に伴う財政負担を平準化する

ための資金造成を行う。

（イ）ASEAN＋３農林大臣会合のもとに実施

されている東アジア地域における食料安全

保障の強化及び貧困緩和に資する「東アジ

ア緊急米備蓄パイロットプロジェクト」を

支援するとともに、米の現物備蓄等の貢献

を行う。

（ウ）世界の穀物需給の安定化に貢献するため、

乾燥、塩害等の不良な環境に強い遺伝子を

導入した稲・小麦等を開発するための国際

共同研究を推進する。

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策

1 望ましい農業構造の確立に向けた担い手
の育成・確保
（１）担い手の明確化と支援の集中化・重点化

（再掲　Ⅰ．1（２）ア（ア）、（イ）及び（ウ）

（６頁、７頁及び８頁）を参照のこと）
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（２）農作業受託組織の育成

（ア）飼料生産にかかる労働負担の軽減や大型

機械化体系での作業の効率化、低コスト化

を図るため、コントラクターの育成、既存

のヘルパー組織等の統合に必要な施設機械

の整備を推進する。

（イ）担い手の規模拡大等に伴う労働力不足を

補完する観点から、耕種部門と畜産部門の

多角的な農作業を行うコントラクターの育

成に必要な農業機械等の整備を推進する。

2 人材の育成・確保等
（１）農業における再チャレンジ

団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就

けるよう、情報提供・相談、体験・研修、参入

準備から、就農後の定着までの各段階に対応し

てきめ細かな支援を講ずる。

ア　情報提供・相談段階における支援

キャンペーンの実施やホームページでの情報

発信により「人生二毛作＊１」や「スローライ

フ＆ジョブ＊２」を普及・啓発するとともに、

職業としての農業への関心の高まりや多様化す

る就農希望者のニーズに的確に対応した効率的

な就農相談・情報提供を展開する。

イ　体験・研修段階における支援

（ア）体験段階

子どもたちの農業・農村における「原体験」

を通して農業に対する理解を深め、将来の就

農につながるよう、各地で取り組まれている

農業・農村体験学習の受入れに関する情報提

供等を支援するとともに、農業法人における

社会人等のための農業就業体験を実施する。

（イ）研修段階

農業法人等における実践研修等、就農経路

や技術の発展段階に応じた農業技術・経営研

修を体系的に実施する。

ウ　参入準備段階における支援

（ア）雇用就農の促進

団塊世代、若者・女性の円滑な雇用就農を

促進するため、無料職業紹介、紹介予定派遣

を実施するほか、農業知識等の能力評価制度

の充実を図り、その活用方策等について検討

する。

（イ）経営承継の促進

後継者不在農家の有する経営資産・営農技

術等を新規就農希望者へ円滑に承継させるた

めの支援を行う。

（ウ）新規就農者の就農に必要な資金の融通

新たに就農しようとする青年等または当該

青年等をその営む農業に就業させようとする

農業法人等に対して、①農業の技術等を実地

に習得するための研修やその他の就農の準備

に必要な資金、②農業経営を開始するための

機械・施設の購入等に必要な資金（農業法人

等に対する貸付けは除く。）の貸付けを行う。

なお、既に農業法人等に就業している者であ

っても一定の条件を満たす場合については、

資金の貸付けを行う。

エ　定着段階における支援

新規就農者の就農定着に向け、技術・知識の

修得度に応じた、きめ細かな技術・営農指導に

かかる普及活動等を実施するほか、再チャレン

ジ就農者の新たな発想・アイデアに基づく新分

野進出への支援を行う。

オ　農業者へのアドバイザーとしての団塊世代

の知見の活用

団塊世代等がもつ他産業で培った経験・能力

を活用した農林漁業経営体の研修を実施するこ

とにより、団塊世代等のもつ能力を農林漁業の

経営発展に発揮できる環境を整備する。

（２）高校生等の就農意欲の喚起

将来の地域社会を担う専門的職業人の育成に

向けた取組を支援するため、農業高校と農協等

の地域の関係機関が連携し、バイオテクノロジ

＊１　定年後の団塊世代が培った能力等を活かしながら、田舎で再び活躍すること。
＊２　田舎で新たな価値観と生活スタイルを確立して、農林水産業で再チャレンジすること。
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ー等先端的な技術・技能を取り入れた教育等を

行っている学校を指定する「目指せスペシャリ

スト（スーパー専門高校）」事業を実施する。

また、農業分野おける担い手を育成するため、

農林水産省と文部科学省が連携し、農業高校と

地域の農業者や農業関係団体等が協同で取り組

む現場実習の実践等を支援する。

（３）高齢農業者の活動の促進

ア　高齢者能力活用の促進

高齢者がその知識及び技能を活かしつつ、地

域農業の活性化、担い手支援、集落営農への参

画等に取り組めるよう、高齢者に対する普及・

啓発や研修、高齢者層の取りまとめ役となる人

材の育成等を実施する。

イ　農村における高齢者福祉対策の充実

農村の高齢者対策等における農協等の役割を

適切に発揮するため、農協職員の研修、活動組

織のリーダー育成等を図る。

（４）農業者年金制度の着実な推進

（独）農業者年金基金において、農業者の老後

に必要な年金等を給付することにより、国民年

金の給付と相まって農業者の老後生活の安定及

び福祉の向上を図る。また、農業者の確保のた

め、認定農業者等の担い手に対して保険料の軽

減措置を行う。

（５）農業分野における外国人研修・技能実習

制度の適正な運営

農業分野における外国人研修生・技能実習生

の受入れに関し、その運営の適正化を図るため、

地域の受入体制づくりの支援等を行う。

3 女性の参画の促進
（１）政策・方針決定の場への女性の参画の

促進

地域社会や農業経営への女性の参画を促進す

るため、市町村等各地域レベルにおいて農協の

女性役員や女性農業委員、女性認定農業者等の

具体的な目標設定を推進するとともに、目標の

達成に向けた普及を実施する。また、経営管理

能力等向上に向けた研修や情報提供を実施し、

地域の女性リーダーの育成を図る。

（２）女性の経済的地位の向上と就業環境の

整備

女性の認定農業者の拡大に向けて、研修や普

及・啓発等を実施するとともに、女性が農業経

営と育児を両立し、経営参画するために必要な

助言を行う相談員の養成をすることにより、女

性の農業経営への参画の促進を図る。また、女

性の起業活動のさらなる発展に向けて、研修等

を実施する。

（３）女性が住みやすく活動しやすい環境づく

り

農山漁村の子育て支援に関する普及・啓発を

支援するとともに、女性が地域活動等を行うた

めの施設を整備する。また、女性農業者グルー

プ間の連携を通した女性の活動等の発展を情報

提供や交流会の開催により支援する。

4 農地の有効利用の促進
（再掲　Ⅰ．1（２）ウ（ア）、（イ）、（ウ）、

（エ）及び（オ）（８頁及び９頁）を参照のこと）

5 経営安定対策の確立
（１）水田・畑作経営所得安定対策の実施

我が国の農業の構造改革を加速化するため、

土地利用型農業の米、麦、大豆、てん菜、でん

粉原料用ばれいしょを対象として、意欲と能力

のある担い手に対する「水田・畑作経営所得安

定対策」を着実に実施する。

（２）品目別政策の実施

ア　米

米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産を誘導

しつつ、担い手への集積を促進するため、当面

の措置として、産地づくり対策のなかで都道府

県の設計により、米の価格下落等の影響を緩和

するための対策を行えるよう稲作構造改革促進

交付金を交付する（水田・畑作経営所得安定対

策の加入者は対象から除く。）。

イ　野菜

（再掲　Ⅰ．２（２）オ（ア）ａ（12頁）を

参照のこと）
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ウ　果樹

（再掲　Ⅰ．２（２）カ（ア）（13頁）を参照

のこと）

エ　砂糖及びでん粉

「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」

に基づき、砂糖及びでん粉の価格調整制度の適

切な運用を行い、輸入糖と国内産糖及び輸入で

ん粉等と国内産いもでん粉のバランスを確保し

つつ、需要に応じた生産を推進する。その際、

さとうきび及びでん粉原料用かんしょ生産者に

対しては、諸外国との生産条件の格差から生ず

る不利を補正するための支援を実施する。一方、

水田・畑作経営所得安定対策の対象品目である

てん菜及びでん粉原料用ばれいしょの生産者に

ついては、同対策を通じた支援を実施する。ま

た、国内産糖及び国内産いもでん粉の製造事業

者に対して、最大限の合理化を前提とした支援

を実施する。

オ　畜産

（ア）加工原料乳の生産者に生乳の再生産を確

保するための補給金を交付するとともに、

加工原料乳価格が低落した場合に補てん金

を交付する加工原料乳生産者補給金制度、

肉用子牛の価格が低落した場合に子牛生産

者に補給金を交付する肉用子牛生産者補給

金制度を実施する。

（イ）肉用牛肥育経営の安定を図るため、肥育

牛の所得が家族労働費を下回った場合に、

生産者に補てん金を交付する肉用牛肥育経

営安定対策事業を実施する。

（ウ）指定食肉（牛肉・豚肉）については、

「畜産物の価格安定に関する法律」の適正

な運用を行うとともに、鶏卵について、卵

価安定基金の補てん準備金の造成を行う。

（エ）畜産・酪農緊急対策

配合飼料の高騰にもかかわらず、価格転嫁

が不十分な現状等にかんがみ、畜産・酪農農

家の当面の経営の安定を確保するため、緊急

支援対策を措置する。

ａ　酪農家支援のための緊急対策

（ａ）都府県の酪農家に「酪農経営強化計画

（３か年計画）」に基づく自給飼料の生産

拡大等の取組に対する交付金を交付する

（20年度限り）。

（ｂ）飲用牛乳向け需要低迷時のセーフティ

ネットとして、生産者団体が乳価の低下

を緩和するために行う「とも補償＊１」

を支援する。

（ｃ）飲用牛乳向けの生乳供給が中心の都府

県における需給改善を図るため、脱脂乳

の需要開発に奨励金を交付する。

（ｄ）飼料価格の高騰等を踏まえ、加工原料

乳生産者補給金単価を引き上げる。

（ｅ）新たにバター・脱脂粉乳からの置き換

えとなる生クリーム等向け生乳が供給拡

大されることを踏まえ、生乳需要構造改

革事業の所要額を増額する。

（ｆ）優良種畜の活用や飼養管理技術の改善

等、乳用牛の生産性の向上を推進する。

（ｇ）飼料自給率の向上を図るため、完全混

合飼料を給与するなどの取組を行う酪農

経営へ奨励金を交付する。

ｂ　肉用牛農家支援のための緊急対策

（ａ）飼料価格の高騰等を踏まえ、肉用子牛

の保証基準価格及び牛肉の安定価格を引

き上げる。

（ｂ）肉用牛肥育経営安定対策事業の補完の

ため、飼料価格の高騰等により肉用牛肥

育経営の収益性が低下し、所得が物財費

を下回った場合、その一部を国が補てん

する。

（ｃ）各地域における繁殖性の向上や事故率

低減等を通じた、肉用牛の生産性の向上

を推進する取組を支援する。

ｃ　養豚農家支援のための緊急対策

（ａ）飼料価格の高騰等を踏まえ、豚肉の安

＊１ 生産者全体による拠出により資金を造成し、この資金から経済的不利益を受けた一部の生産者に対して補償を行
う仕組み。
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定価格を引き上げる。

（ｂ）各県の肉豚価格差補てん事業の機動

的・効果的な運用が可能となるよう、地

域肉豚事業にかかる基金を活用した緊急

経営支援対策を実施する。

（ｃ）各地域における繁殖性の向上や事故率

の低減等を通じた、豚の生産性の向上を

推進する取組を支援する。

ｄ　畜産・酪農経営支援のための緊急融資対

策

（ａ）配合飼料価格の高騰に対応し、家畜飼

料特別支援基金の融資限度額を拡充す

る。

（ｂ）畜産・酪農生産性向上のための個人向

け補助付きリース事業を創設し、貸付対

象機械等の購入費用の一部を補助する。

ｅ　自給飼料基盤強化のための緊急対策

（ａ）飼料作物以外が作付けされている畑地

等における新たな青刈とうもろこし等高

収量作物の作付けを支援する。

（ｂ）飼料用米やエコフィード等の飼料利用

の拡大定着による自給可能な国産飼料の

生産・利用拡大を支援する。

（３）農業災害による損失の補てん

災害によって生じた経済的損失を補てんし、

被災農家の経営の安定を図ることにより、農業

の再生産が阻害されることを防止するととも

に、農業生産力の発展に資するため、農業災害

補償法に基づく農業災害補償制度の適切な運営

を推進し、一層の加入の促進を図る。

（ア）災害発生時における遺漏なき被害申告、

迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金

の早期支払体制の確立等の措置を講ずる。

（イ）被害の発生状況を反映させた農作物共済

の共済掛金率の見直しを図る。

（ウ）農業共済の共済掛金及び農業共済団体の

事務費等に対する助成措置を講ずる。

6 経営発展に向けた多様な取組の促進
（１）多様な経営発展の取組の推進

（再掲　Ⅰ．1（２）ア（エ）（８頁）を参照

のこと）

（２）食品産業と農業の連携の強化

（再掲　Ⅰ．1（２）イ（８頁）を参照のこと）

（３）輸出促進対策の強力な推進

（再掲　Ⅰ．1（３）キ（ア）（10頁）を参照

のこと）

（４）食料供給コスト縮減に向けた取組の促進

「21世紀新農政2006」に掲げられた食料供給

コストを５年で２割縮減する目標に向けて、

｢食料供給コスト縮減アクションプラン｣（19年

４月改定）に基づき、生産と流通の両面におけ

る取組を着実に推進する。

7 経営発展の基礎となる条件の整備
（１）知的財産の創造・保護・活用

農林水産業の競争力強化と農山漁村地域の活

性化のために、先端的な技術や植物新品種、農

林水産業の現場の技術・ノウハウ、地域ブラン

ド、食文化等の「知的財産」を継続的に生み出

し、または埋もれているものを再発見し（創

造・発掘）、適切に保護したうえで、それを経

済的価値につなげていく（活用）経営体や各地

域の取組を支援するため、以下の施策を推進す

る。

（ア）技術開発の成果等を一層効果的に実用化

するため、農林水産知的財産ネットワーク

を構築する。また、農業現場の技術・ノウ

ハウ等の文書化、権利化、許諾、流通とい

う一連の流れを創り出す手法を検討する。

（イ）試験研究独立行政法人の保有する特許権

等を技術移転機関（TLO）を通じて企業

等へ技術移転し、実用化・商品化を促進す

る。また、我が国の農林水産・食品分野の

試験研究機関が有する知的財産についても

活用を促進するため、研究者の知的財産に

関する意識の向上を図るためのセミナー等

を行い、研究者、知的財産関係者の組織を

越えた連携を図る。

（ウ）和牛について、遺伝資源の保護・活用を

図るための取組を推進する。

（エ）地域において真に力のある地域ブランド

28
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が確立されるよう、「食と農林水産業の地

域ブランド協議会」（19年11月設立）の活

用を促進するとともに、地域ブランドに取

り組む地域へのプロデューサーの招へい等

への支援等を行う。

（オ）我が国の植物新品種を海外においても適

切に保護するため、植物品種保護制度の整

備が遅れている東アジア地域において、制

度の共通の基盤づくりを目指す。このため

「東アジア植物品種保護フォーラム」を設

置し、国際的に調和のとれた制度整備・充

実を進めることとし、技術協力、人材の育

成等を推進する。

（カ）審査の質の向上や栽培試験業務の効率化

を図るため、登録品種等の画像データベー

スの構築を図るとともに、海外との審査デ

ータの相互受入れを推進する。また、植物

新品種保護国際同盟（UPOV）における品

種登録の審査基準の国際統一の動きに対応

した我が国の審査基準の作成・見直し等に

より、審査期間の短縮、優良品種の開発・

普及の促進等を図る。

（キ）登録品種の権利を確定するため、登録品

種の標本・DNAを保存するとともに権利

侵害に対抗するためDNA品種識別技術の

妥当性の検証を実施する。また、日本ブラ

ンドの輸出を支える我が国オリジナル品種

の権利保護のための環境整備に向け、

DNA分析による品種識別技術の開発を支

援する。

（ク）知的財産に関する農林水産現場の指導的

人材を育成し、農林水産業者に対して知的

財産への意識を普及させるため、普及指導

員及び地方公共団体職員や農協の営農指導

員等の指導的立場にある者等に対し研修を

行う。

（２）生産現場のニーズに直結した新技術の開

発・普及

ア　農業の新たな展開に向けた技術開発

（ア）ゲノム研究＊１の推進

ａ　食料・環境・エネルギーをめぐる課題に

対応した農業の新たな展開を図るため、国

民への情報提供、国民からの意見の集約等

を図りつつ、これまで蓄積したイネゲノム

研究の成果を活用して、遺伝子組換え技術

やDNAマーカー技術等を利用した画期的

な作物の開発等を実施する。

ｂ　家畜やカイコのゲノム研究等の革新的技

術を活用し、国民生活の向上やグローバル

化に対応した農林水産業等の発展に直結す

る研究開発を実施する。

（イ）農林水産業の競争力強化に向けた技術開

発

ａ　民間・大学・都道府県・独立行政法人等

の研究機関、生産現場から課題を募り、農

林水産業・食品産業の発展に貢献する革新

的基礎・基盤技術の開発や現場の課題に対

応した実用技術の開発を促進する。

ｂ　規模拡大に向けて重要な課題である労力

分散と大幅な生産性向上を実現するIT等

を活用した低コスト栽培技術を開発する。

ｃ　輸入農産物との競合が激しい加工・業務

用農産物について、画期的な特性を有する

農産物を開発するとともに、これを低コス

トで安定供給できる生産技術を開発する。

ｄ　飼料自給率の向上に資する自給飼料作物

のTDN＊２収量を画期的に向上させる品種

や栽培・収穫・調製の効率化・省力化技

術、家畜飼養技術の開発のほか、耕作放棄

地の活用に資する小規模移動放牧技術や飼

料米の多収生産・利用の低コスト化技術の

開発を行う。

ｅ　ナノテクノロジー技術を活用し、新たな

食品素材を開発するため、加工・評価技術

＊１　細胞のDNAとそれに書き込まれた遺伝情報を明らかにする研究のこと。
＊２　Total Digestible Nutrientsの略。家畜が消化できる養分の総量を数値化した可消化養分総量のこと。
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を開発する。

ｆ　作物の生産性向上に資する基盤技術とし

て、eDNA（土壌から直接抽出して得た

DNA）の解析手法を取り入れた土壌生物

性の評価手法を開発する。

ｇ　水稲、麦類、大豆等の国が行うべき主要

な品種改良試験を公的試験研究機関等に委

託して実施する。

（ウ）研究成果の実用化の促進

実用化に向け解決すべき課題を有する既存

の研究成果について、地域農業の育成に資す

る技術として実践的に活用されるようにさら

に改善を加えるための研究を推進する。

（エ）国際的取組

海外との共同研究の促進や研究に携わる我

が国若手研究者の育成を図る。また、アフリ

カ農業研究者の能力構築を支援する。

イ　食の安全と信頼を支える技術開発

（ア）鳥インフルエンザやBSE等について、現

在、実施されている防疫措置等を高精度化、

効率化するための技術を開発する。

（イ）農畜水産物の生産から流通・加工工程に

おいて危害要因として重要度が高いと考え

られるヒ素や残留性有機汚染物質、病原微

生物等について体系的にリスク低減技術を

開発する。

（ウ）科学的根拠に基づいた信頼性の高い食品

の品種・産地等の判別技術と機能性解析技

術の開発を行う。

（エ）植物自身がもつ病害抵抗性や天敵誘因物

質を利用した病害防除技術等、作物本来の

機能や生物間の相互作用を活用した生産管

理技術の開発を推進する。

ウ　革新的な未来農業技術を核とした生産性の

向上

季節や天候の制約を受けず安定的な野菜生産

が可能な植物工場を低コストで設置・運営する

技術や、大幅な環境負荷の低減に資するITを

活用した精密農業技術等を核とした革新的技術

の実証・確立を図ることにより、未来農業の構

築を推進する。

エ　各種技術の産地への導入

生産現場のニーズに直結した以下の技術の導

入等を推進する。

（ア）麦の実需者等のニーズに応じた新品種の

育成・普及、成分規格に応じた仕分・出荷

等

（イ）主要農作物（稲、麦類及び大豆）につい

て、種子の品質の向上と安定的な生産供給

体制の確立を図るための種子乾燥調製施設

や品質向上施設等の整備

（ウ）飼料作物等について、優良品種種子の安

定的な供給と普及等を図るための採種体制

の整備及び関係機関が連携した奨励品種の

選定・普及等

（エ）ガス燃焼により発生する電気・熱・二酸

化炭素を利用するトリジェネレーションシ

ステム、農業用水を利用した小型水力発電

等に対応した施設野菜の生産・出荷体制の

導入による石油消費量の低減

（オ）土壌水分等環境データに基づくかん水施

肥制御等による高品質果実の省力安定生産

技術の導入

（カ）茶の機能性成分を十分に活かせる分析・

加工・製造技術、緑茶飲料の原料等実需者

ニーズに即した新たな茶葉の加工・製造技

術の導入等による茶の高品質化

（キ）搾乳ロボット、自動給餌装置等を組み合

わせた省力型高度畜産経営管理システム

や、ほ乳ロボットを活用した早期離乳等の

導入、低コスト化・省力化に努めつつ、地

域内の肉用牛の繁殖・ほ育管理を一元的に

行う肉用牛肥育ステーション（CBS）の整

備、家畜の生産から加工まで一貫した先進

的総合生産工程管理体制の確立

（ク）DNA解析を利用した家畜改良手法の検

討や受精卵移植技術の確立等による家畜改

良の効率化等

オ　効率的かつ効果的な普及事業の推進

担い手の育成、産地の育成、食の安全確保等

を図るため、農業改良助長法に基づき、地域の

特性に応じた技術の普及を推進する。また、篤

30
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農家等がもつ技術（匠の技）の確立・活用によ

る地域活性化を推進するとともに、情報ネット

ワークの充実、普及指導員に対する革新的な技

術の研修等による、普及事業の高度化を図る。

（３）技術と知的財産の力による新需要・新産

業の開拓

産学官の連携により、我が国の技術力を活か

して新食品や新素材を開発し、知的財産権の活

用により新しい需要を創造して新産業分野を開

拓するため、独立行政法人研究機関に加え、国

公立大学や公立試験研究機関の研究成果も活用

して、以下の施策を推進する。

（ア）新食品・新素材の画期的な利用方法に関

する情報を企業や産地に提供するととも

に、先進的な研究成果をもつ公的研究機関、

商品化の中心となる民間企業、新食品・新

素材の原料を生産・供給する産地の最適な

組合せによる新需要創造協議会を育成す

る。

（イ）原料に一定の機能性成分が含まれること

等を保証するシステムや、新食品・新素材

を他の食品・素材と区別して消費者に届け

るシステムを確立する取組を支援する。

（４）農業生産資材費の低減及び高性能農業機

械の開発

ア　農業生産資材費の低減対策等

（ア）農業生産資材費を低減させるため、農業

法人等担い手を対象としたモデル地区を設

定し、肥料、農薬の低投入化や農業機械の

稼働面積の拡大に資する新技術の導入、組

合せを核とした生産資材の合理的利用体系

の確立を図る。

（イ）肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材

費を一層低減させるため、関係団体及び都

道府県が策定した「農業生産資材費低減の

ための行動計画」に基づく取組を推進する。

イ　高性能農業機械の開発等

（ア）革新的技術による農業生産性の向上等を

通じた農業経営の改善や社会的なニーズに

対応した農業の実現を図るため、農業生産

のさらなる省力・低コスト化の推進、食品

の安全と消費者の信頼確保、温室効果ガス

の排出削減を含む環境負荷の低減に資す

る、高性能農業機械の開発を推進する。

（イ）農作業事故を防止するため、型式検査合

格機や安全鑑定適合機の普及を推進すると

ともに、農業者に対する農作業の安全意識

の啓発等を行う。特に、増加傾向にある高

齢者事故を確実に防止するための、高齢者

事故の発生実態の詳細な調査及びその結果

に基づく効果的な啓発教材の開発を行う。

8 農業生産の基盤の整備
（１）農業の構造改革の加速化に資する基盤整

備の推進

（再掲　Ⅰ．1（２）ウ（カ）（９頁）を参照

のこと）

（２）農業水利施設等の適切な更新・保全管理

ア　基幹水利施設等の既存ストック＊１の有効

活用の推進

（ア）既存の農業水利施設を有効活用し、施設

のライフサイクルコスト（建設・維持管理

等にかかるすべての費用）の低減を図るた

め、機能診断調査を行い、効率的な施設の

更新整備等を計画的に行うとともに、スト

ックマネジメント技術＊２の高度化を図る。

（イ）都市化・混住化や農家の減少・高齢化が

進行するなかで、米政策改革に対応した農

業水利施設の効率的な管理等を実現するた

めの条件を整備する。

（ウ）農業水利施設の更新とあわせた農業用水

の再編による都市用水の創出や農業集落の

防火・消流雪、生態系・水質保全等の地域

＊１　これまでに長い年月をかけて整備されてきた施設等を指す。
＊２ 施設の効率的な機能保全のため、定期的な機能診断に基づき、性能低下の要因と状況、機能の発揮状況等に応じ
た対策を比較検討し、適時的確に対応を実施するとともに、施設情報の蓄積を図り、継続的に施設保全対策に活か
す取組。
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用水機能の維持・増進に資する施設の整備

を行うとともに、農業水利施設保全のため

の非農家も含む管理体制を構築する。

（エ）畑地帯における農業水利施設を整備する

とともに、担い手農家の経営の改善、安定

化を図るため、畑地かんがい施設、農道及

び区画整理等の整備を総合的に実施する。

（オ）既存の農道ストックを有効活用し、施設

のライフサイクルコストの低減を図るた

め、施設の点検診断、効率的かつ計画的な

更新整備を促進する。

イ　農地等にかかる総合的な防災対策

（ア）自然災害に起因したため池等の被災を防

止するため、緊急度等に応じた計画的なた

め池等の整備を実施する。

（イ）自然災害に起因した地すべりによる農地

等の被害の除去や軽減を図るため、地すべ

り対策を実施する。

（ウ）農地等の湛水被害の防止、土壌侵食の防

止、土壌汚染の除去、農業用用排水の汚濁

の除去等、農業生産基盤に関する災害を防

止するため、農地防災対策を実施する。

（エ）津波、高潮、波浪その他海水または地盤

の変動による被害から農地等を防護するた

め、海岸保全施設の整備等を実施する。

（オ）ハード整備とソフト対策が一体となった

防災・減災対策を行うことにより、農村地

域の安全度の向上と災害による被害の軽減

を図る。

（３）農村環境の保全・形成に配慮した基盤整

備の実施

（ア）豊かな田園自然環境を形成するため、市

町村が策定する農村地域の環境保全に関す

る基本計画である田園環境整備マスタープ

ランを踏まえ、農村環境の総合的な保全・

形成に配慮した基盤整備を実施する。

（イ）生態系の保全や良好な景観形成のための

新たな調査計画手法の開発を図る。

（ウ）田園地域における自然再生の視点に基づ

く環境創造型の整備等を実施する。

（４）効率的・効果的な事業の実施

（ア）事業評価の透明性・客観性を一層向上さ

せるため、費用対効果分析手法や事前評価

における多段階評価方式により、適正かつ

厳格な評価を実施する。

（イ）新たな農業農村整備事業等コスト構造改

善プログラムを策定し、コスト縮減を推進

する。

9 地球温暖化対策等の資源・環境対策の推
進
（１）環境と調和のとれた農業生産の推進

ア　環境規範の普及・定着　

農業生産関連の各種補助事業等において、環

境保全のために農業者が最低限取り組むべき

「農業環境規範」の実践を求めるなど、「農業環

境規範」の普及・定着を推進する。

イ　環境負荷を低減する先進的な取組の面的拡

大

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に

関する法律」に基づき、土づくりと化学肥料、

化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農

業者（エコファーマー）の認定を推進し、持続

性の高い農業生産方式の導入を促進する。

また、農地・農業用水等の資源や環境の保全

と質的向上を図るため、化学肥料や化学合成農

薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとま

って環境負荷を低減する先進的な営農活動等へ

の支援を実施する。

ウ　有機農業の推進

「有機農業の推進に関する基本的な方針」に

即し、技術の研究開発、成果の普及や消費者に

対する普及・啓発、有機農業の推進体制の整備

等を進める。

エ　環境生産技術の普及・定着

（ア）環境と調和した持続的な農業生産を推進

するために必要な共同利用機械・施設等の

整備に関する支援を実施するとともに、

IT活用型営農の構築を推進する。

（イ）土づくりや減農薬・減化学肥料等の取組

を推進するため、地域における環境保全型
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農業推進計画の目標の達成に向けて、基盤

整備や土づくり施設整備等を総合的に実施

する。

（ウ）温室効果ガスであるメタンの水田からの

発生抑制のため、稲わらすき込みからたい

肥施用への転換の促進等を図る。

オ　土壌のもつ公益的機能の維持・増進

作物生産機能、炭素貯留機能等土壌のもつ公

益的機能の維持・増進のため、農地土壌炭素等

の調査を実施するとともに、有機物の施用、適

正な施肥等、適切な土壌管理を推進する。

カ　畜産環境対策の推進

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」に基づき、家畜排せつ物の適

正な管理を徹底し、バイオマス資源として、そ

の利活用を推進するため、家畜排せつ物の利活

用施設やたい肥の還元用草地及び周辺施設の総

合的な整備のほか、良質なたい肥生産技術の普

及や農業者団体等によるたい肥利用のモデル的

な取組への支援等を実施する。

キ　耕畜連携等による循環型畜産への転換

（ア）耕種と畜産の連携による稲発酵粗飼料等

の生産・給与や稲わらの収集・供給を支援

するとともに、収集調製機械施設の整備等

を推進する。

（イ）濃厚飼料の自給率向上を図るため、地域

で発生する食品残さ等の未利用資源の飼料

化にかかる技術情報等を普及するととも

に、飼料生産システムを構築し、安全性及

び品質の改善に配慮した未利用資源の飼料

利用を効率的に進める取組を推進する。

（２）バイオマス利活用の推進

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、

バイオ燃料等バイオマスの利用の加速化を図

る。

ア　国産バイオ燃料の利用促進

（ア）19年２月に関係府省から成る「バイオマ

ス・ニッポン総合戦略推進会議＊１」にお

いて作成した国産バイオ燃料の大幅な生産

拡大に向けた工程表に基づき、国産バイオ

燃料の生産拡大に向けた取組を推進する。

（イ）バイオ燃料の原材料生産者と燃料製造業

者が連携した取組に関する計画及び研究開

発に関する計画にかかる制度を創設し、こ

れら計画の実施に対する支援措置を講ずる

ことを内容とする「農林漁業有機物資源の

バイオ燃料の原材料としての利用の促進に

関する法律案」を第169回国会に提出する。

（ウ）バイオ燃料製造設備にかかる固定資産税

の軽減等税制上の措置により、国産バイオ

燃料の生産・利用拡大を図る。

（エ）食料供給と競合しない稲わらや間伐材等

の未利用バイオマスを有効に活用して、国

産バイオ燃料の生産拡大を図るための研究

開発、技術実証、意識改革等の取組を推進

する。

イ　地域での取組を円滑に推進するための条件

整備

（ア）バイオマスタウンの実現に向け、バイオ

マス利用モデルの構築や地域に豊富に存在

するバイオマスを製品やエネルギーに変換

して利用するシステムの構築を支援する。

また、広域的なバイオマスタウン等の新た

なモデルを構築するための調査・分析等を

実施する。

（イ）下水汚泥に含まれる有機物を最大限利用

するとともに、下水処理場のエネルギー自

立、地球温暖化対策等に貢献するため、下

水処理場を核としたバイオマスの利活用

や、下水道施設を活用した未利用エネルギ

ーの循環等を推進する。

ウ　アジア等海外との連携に関する戦略の推進

東アジアにおけるバイオマスタウン構築を推

進するため、バイオマスタウン構想の作成に向

けた基礎調査や人材育成等の支援を実施する。

（３）農業分野における地球環境対策の充実

ア　地球温暖化対策の推進

地球温暖化問題に対応するため、19年６月に

＊１ 内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の１府６省の局長レベルで構成。
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策定した「農林水産省地球温暖化対策総合戦略」

に基づき、地球温暖化防止策及び適応策、国際

協力を推進する。

（ア）地球温暖化防止のため、バイオマスの利

活用や食品産業の自主行動計画の取組を推

進する。また、新たに、施設園芸における

木質バイオマス利用加温設備等のモデル導

入、地域で生産されたバイオディーゼル燃

料を農業機械に利用する技術の実証等の取

組を推進する。

さらに、農地から発生する一酸化二窒素

の排出削減を図るため、環境保全型農業の

推進による施肥量の適正化・低減を推進す

るとともに、新たに、稲作（水田）から発

生するメタンの排出削減を図るため、有機

物管理方法の改善に向けた取組や排出抑制

に資する水管理方法の確立・実証・普及を

行う取組を推進する。

加えて、農林水産生態系における炭素循

環モデルの開発等の地球温暖化防止に向け

た研究を推進する。

（イ）19年６月に取りまとめた「品目別地球温

暖化適応策レポート」に基づき、地球温暖

化適応策の生産現場への普及・指導や新た

な技術の導入実証を実施するとともに、地

球温暖化が将来の農林水産業に与える影響

に関する予測研究、地球温暖化適応策に関

する技術開発を推進する。

（ウ）地球温暖化問題の解決に向け、国際研究

機関及び諸外国の大学・研究機関との共同

研究を推進する。

イ　生物多様性保全施策の推進

「農林水産省生物多様性戦略」、「第三次生物

多様性国家戦略」に基づき、田園地域・里地里

山、森林、里海・海洋を保全し、生物多様性を

重視する農林水産業を推進する。特に、地域住

民等が生物多様性保全に資する活動に参画する

ための支援等を行う。

（ア）田園地域・里地里山における保全

ａ　有機農業への参入促進・普及・啓発に取

り組むとともに、有機農業の振興の核とな

るモデルタウンを育成する。

ｂ　地域の生物多様性、水質、景観、生活環

境等を保全し、地域住民と農業者が一体と

なって農業水利施設を維持・管理する取組

を促進するため、環境用水等新たな用水の

取得とその利活用に必要な施設整備等を支

援する。

ｃ　農家や地域住民の理解を得ながら、生物

多様性保全の視点を取り入れた基盤整備を

実施する。

（イ）遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

アジア地域諸国における植物にかかる生物

多様性の保全、植物遺伝資源の持続的利用の

ための技術の確立に向けて支援を行う。

（ウ）農林水産業の生物多様性指標の開発

環境保全型農業をはじめとする農林水産関

連施策を効果的に推進するための生物多様性

指標とその評価手法を開発する。

ウ　オゾン層破壊物質の削減

現在、不可欠用途（農薬）として用いられて

いる臭化メチルの製造量及び使用量について、

「臭化メチルの不可欠用途全廃のための国家管

理戦略」に基づいた一層の削減を目指し、代替

薬剤及び代替技術の開発・普及を推進する。

エ　環境報告書の公表

環境報告書を作成し、農林水産省による環境

関連施策と環境配慮の取組に関する情報を発信

する。

Ⅳ 農村の振興に関する施策

1 地域資源の保全管理政策の推進
（１）農地・水・環境保全向上対策の推進

地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住

民も含めた多様な主体の参画を得て、農地・農

業用水等の資源と農村環境の保全、その質的向

上を図るため、地域共同の効果の高い活動を支

援する。また、化学肥料や化学合成農薬の使用

を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境

負荷を低減する先進的な営農活動を一体的に支

援する。
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（２）良好な農村景観の形成等

（ア）農山漁村活性化に向けた総合的な取組の

一環として良好な農村景観の形成を積極的

に推進する。

（イ）農村特有の良好な景観を保全、形成、再

生するための取組を支援するため、地域関

係者等の意識の向上や人材育成を促進する

取組等を推進する。

（ウ）棚田等を含む農村特有の良好な景観の形

成を促進するため、「景観農業振興地域整

備計画」に基づき、景観と調和した農業的

土地利用を誘導するなど計画的な土地利用

を推進する。

（エ）良好な農村景観の再生・保全を図るため、

土地改良施設の改修等を推進するととも

に、これらに対する技術的な支援を行う。

（オ）良好な農村景観の形成及び豊かな自然環

境の保全・再生を推進するため、地域密着

で活動を行っているNPO等に対する支援

を実施するとともに、自然再生活動上の新

たな課題に対する技術的支援を行う。

（カ）生物の良好な生息・生育環境を有する自

然河川や、湿地・干潟等湿地帯の保全・再

生を行うため、河川の蛇行復元や、乾燥化

傾向にある湿地の冠水頻度の増加等の自然

再生事業を推進する。

（キ）河川やその周辺部の水域において、魚類

等の生息環境の改善及び人と自然がふれあ

える地域整備の促進のため、河川、水路、

ため池等の水路結合部の段差解消による水

域の連続性の確保に努めるとともに、産卵

場、生育場及び索餌場等の生物の生息・生

育環境を整備・改善する魚のすみやすい川

づくりを推進する。

2 農村経済の活性化
（１）農山漁村活性化に向けた総合的な取組の

推進

（ア）農山漁村における定住・二地域居住及び

都市と農山漁村との地域間交流の促進によ

り農山漁村の活性化を図るため、「農山漁

村の活性化のための定住等及び地域間交流

の促進に関する法律」に基づく「農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金」により地

域の創意工夫を活かした取組を支援する。

（イ）人材への直接支援による「新たなむらの

再生」をはじめとして、「農山漁村活性化

のための戦略」に盛り込まれた施策を推進

する。

（２）地域の特色を活かした多様な取組の推進

（ア）地域住民等の多様な主体の参加のもと、

個性ある地域づくりの実現を支援するた

め、複数市町村等を対象とした農村振興基

本計画の作成を関係府省が連携して推進す

る。

（イ）農林水産業を核とした、自律的で経営感

覚豊かな取組により地域を活性化させてい

る先駆的事例を有識者会議で選定し、「立

ち上がる農山漁村」として全国に発信・奨

励することを通じ、農山漁村において「地

域自ら考え行動する」意欲あふれた取組を

促進する。

（ウ）地元企業等による農村の地場資源等を活

かした新分野への事業拡大や異業種連携の

促進等、多様な主体による地域連携活動を

進めるため、NPOや団体等の民間主導に

よる地域づくりの取組に対して支援する。

（エ）地域住民、都市住民、NPO、企業等の

多様な主体を地域づくりの新たな担い手と

して捉え、これらの協働により、農山漁村

の伝統文化等の有形無形の資源からなる

「農山漁村生活空間」を保全・活用するモ

デル的な取組に対して直接支援する。

（３）経済の活性化を支える基盤の整備

（ア）農村地域の基幹産業である農業の振興を

図るための基盤として、農道を整備し、農

業の生産性の向上及び農産物輸送の効率化

を促進する。

（イ）農村における多様な産業の振興や生活環

境の改善に寄与し地方部の経済・社会を支

える、日常生活の基盤としての市町村道か

ら国土構造の骨格を形成する高規格幹線道
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路に至る道路ネットワークの整備を推進す

る。地方道については、限られた予算のな

かで必要な整備水準を確保するため、各地

域の事業等の計画と整合をとり計画的に整

備を推進する。

（ウ）農産物の輸送において大きな役割を担う

海上輸送の効率化を図るため、船舶の大型

化・高速化等に対応するとともに、陸上交

通機関と円滑かつ迅速に結ばれたシームレ

スな（継ぎ目のない）複合一貫輸送に対応

した内貿ターミナルの整備を推進する。

（４）中山間地域等の振興

ア　農業その他の産業の振興による就業機会の

増大・定住の促進

（ア）地域の特性を活かした新規作物等の導入

や高付加価値型農業を推進するとともに、

就業機会の確保を図るため、農村地域工業

等導入促進法に基づく工業等の導入、地域

の多様な資源を活用した産業の育成を促進

する。

（イ）過疎地域市町村が実施する集落の活性化

対策やコミュニティビジネスの育成等、過

疎地域の緊急の課題に対応するための「過

疎地域等自立活性化推進事業」及び地域資

源を有効に活用し、人・文化・情報等の交

流を支援する「地域間交流施設整備事業」

を実施する。

（ウ）過疎化や高齢化がより進行している中山

間地域の実情に即して、農業生産基盤とあ

わせて農村生活環境の整備を総合的に行

い、農業・農村の活性化を図る。

イ　中山間地域等における多面的機能の確保

（ア）耕作放棄地の増加等により多面的機能の

低下が特に懸念されている中山間地域等に

おいて、農業生産活動の維持を通じて多面

的機能を確保するため、中山間地域等直接

支払制度を継続的に実施する。

（イ）中山間地域が有する多面的機能を一層確

保するため、中山間地域等直接支払制度の

対象事業に取り組んでいる集落等が、集落

間の連携により、小規模・高齢化集落等に

出向いて水路、農道等の保全管理活動を行

う取組を実施する。

（ウ）ふるさとではぐくまれてきた里地や棚田

等の保全を図るため、地域条件に即した簡

易な生産基盤整備等を実施する。

ウ　鳥獣害対策の推進

（ア）「鳥獣による農林水産業等に係る被害の

防止のための特別措置に関する法律」に基

づき、被害防止施策を総合的かつ効果的に

実施するため、農林水産大臣が定めた基本

指針に即して、市町村における被害防止計

画の作成を推進する。

（イ）市町村が作成する被害防止計画に基づく、

鳥獣の捕獲体制の整備、箱ワナの導入、広

域的な防護柵の設置、犬を活用した追い払

い等被害防除技術の導入、緩衝帯の設置、

捕獲獣の地域資源としての利用等の取組を

推進する。また、鳥獣の生息環境にも配慮

した森林の整備・保全活動等を推進する。

（ウ）地域における技術指導者の育成を図るた

め、普及指導員、市町村職員、農林漁業団

体職員等を対象とする研修を実施するとと

もに、被害対策マニュアルを作成する。

（エ）アライグマ等外来生物による被害防止技

術等の開発成果を取りまとめるとともに、

野生鳥獣を誘引しない営農管理技術、イノ

シシの効率的な捕獲技術等の開発を推進す

る。

（オ）地域における効果的な被害防止対策の取

組を支援するため、地域ブロック単位の連

絡協議会の積極的な運営を図るとともに、

鳥獣害対策のアドバイザーを登録・紹介す

る取組を推進する。

3 都市と農村の共生・対流と多様な主体の
参画の促進
（１）都市と農村の交流の促進

（ア）「都市と農山漁村の共生・対流に関する

プロジェクトチーム」での検討を踏まえ、

関係府省連携施策の具体化を図るととも

に、共生・対流を推進する民間主体の組織
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である「オーライ！ニッポン会議」の活動

に対する支援、優良事例の表彰等を通じて、

都市と農山漁村の多様な主体と協調・連携

した国民的な運動を推進する。

（イ）学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範

意識等をはぐくみ、力強い子どもの成長を

支える教育活動として、全国の小学生を対

象に農山漁村での長期宿泊体験活動を推進

するため、「子ども農山漁村交流プロジェ

クト」を農林水産省、文部科学省、総務省

が連携して進めることとし、モデル地域に

おける受入体制の整備、地域の活力をサポ

ートするための全国推進協議会の整備等を

支援する。

また、他校のモデルとなる体験活動に取

り組む学校を支援する「豊かな体験活動推

進事業」において、農山漁村における長期

宿泊体験活動を推進する「農山漁村におけ

るふるさと生活体験推進校」の指定を行う。

（ウ）グリーン・ツーリズム（農山漁村で楽し

む余暇活動）の提案・普及を図るため、都

市住民の農山漁村情報に接する機会の拡

大、都市と農山漁村の出会いの場の設定、

都市と農村の多様な主体が参加して行う共

生・対流への支援、都道府県の区域を越え

た広域的な連携の取組を実現するために必

要な施設の整備、地域資源を活用した交流

拠点の整備等を総合的に推進する。

（エ）都市住民等の休養・娯楽活動の場として

のニーズの高まりにこたえ、市民農園の整

備等を推進する。

（オ）二地域居住等を推進するため、総合的な

情報提供体制の整備や普及・啓発活動を実

施する。

（カ）住替え・二地域居住の推進に資する空き

住宅の再生・活用等の超長期住宅を推進す

る環境の整備を担うNPO等を支援する。

（キ）内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の

拡大を目指し、二泊三日以上の滞在型観光

を促進する観光圏の形成のための取組を総

合的に支援する。

（ク）条件不利地域（過疎、山村、離島、半島、

豪雪地域）において、交流の促進等を図る

ために、市町村・NPO等が行う地域内の

既存ストックを再生・活用する施設整備等

を支援する。

（ケ）半島地域の海・山・里の多様な資源を活

かした暮らし・産業の創出に向け、地域住

民、NPO、民間事業者等の半島地域の各

主体による自主的な取組を促進する。

（コ）地域の関係機関・団体等の協働により、

農林水産業体験をはじめとする多様な体験

活動を推進する。また、都市と農山漁村等

の青少年が相互に行き交い農林水産業体験

等を通して交流する体験活動等を推進す

る。

（サ）一般道路における休憩施設と市町村等の

地域振興施設等を有する「道の駅」の整備

により、地域情報の発信と連携・交流拠点

の形成を推進する。

（シ）新たな地域拠点を形成し、交流促進、地

域の活性化等を図るため、高速道路等のサ

ービスエリア（SA）・パーキングエリア

（PA）及びその周辺地域について一体的・

計画的な整備を推進する。

（ス）交流の促進・活性化を推進するため、地

形的な制約により相互の交流が遅れている

都道府県間、市町村間等を連絡する大規模

なトンネルや橋梁の整備を推進する。

（セ）観光資源等へつながる道路、拠点となる

地域振興施設、医療・福祉施設の整備等を

一体的・総合的に支援する地域連携総合支

援事業を推進する。

（ソ）ダムを活かした水源地域の自立的、継続

的な活性化のために、水源地域の自治体・

住民等とダム事業者・管理者との共同によ

る「水源地域ビジョン」の策定を推進する。

（タ）河川における自然体験活動や交流活動を

活性化させるため、地域の市民団体等と連

携しつつ、「「子どもの水辺」再発見プロジ

ェクト」や「水辺の楽校プロジェクト」の

推進、「水辺プラザ」やカヌーポート等の
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身近な水辺環境の整備に取り組む。

（チ）地域整備と一体となった河川改修を行い、

市町村の個性を活かしたまちの顔を創出す

る「ふるさとの川整備事業」等により良好

な水辺空間を創出する。

（ツ）歴史的価値を有する砂防施設を広く国民

に理解してもらうとともに、地域の活性化

を支援するため、文化庁と国土交通省が連

携して、歴史的砂防施設の適切な保存・活

用等のためのガイドラインに基づいた適正

な維持・管理及び周辺整備等を推進する。

（テ）地域と連携し、歴史的砂防施設及びその

周辺環境一帯を地域の観光資源の核に位置

付けるなど、新たな交流の場を形成する。

（２）都市及びその周辺の地域における農業の

振興

都市農業の有する新鮮で安全な農産物の供

給、都市住民が農業にふれる機会の提供等の役

割を踏まえ、地域住民、NPO、農家組織、地

方公共団体等の多様な主体の参画により、体験

農園の全国的な普及や都市農業者の農作業を支

援する援農ボランティアの活用等を通じた都市

農地の保全に資するモデル的な取組への支援を

行う。また、都市農業振興ビジョン等に基づく

市民農園や農産物直売所等の整備を推進する。

（３）多様な主体の参画等による集落機能の維

持・再生

（ア）地域住民、NPO、企業、地方公共団体

等が一体となって身近な環境を見直し、自

ら改善していく地域の環境改善活動（グラ

ウンドワーク）を推進・支援する。

（イ）都市住民に定住に関する情報を総合的に

提供する体制の整備や定住後のサポート体

制の構築等、都市から農村への定住等の促

進に向けた地域の取組を支援する。

（ウ）複数集落による集落機能の相互補完等、

集落機能の再編により自立した新たなコミ

ュニティを創出する取組を支援し、コミュ

ニティの将来像のモデルづくりを行う。

4 快適で安全な農村の暮らしの実現
（１）生活環境の整備

ア　農村における効率的・効果的な生活環境の

整備

（ア）地域再生等の取組を支援する観点から、

地方公共団体が策定する「地域再生計画」

に基づき、関係府省が連携して道路や汚水

処理施設の整備を効率的・効果的に推進す

る。

（イ）農業の持続的な発展を図るとともに、地

域の創造力を活かした個性的で魅力あるむ

らづくり等を推進するため、関係府省が連

携しつつ、農業生産基盤と農村の生活環境

の一体的な整備を推進する。

（ウ）農山漁村における定住や二地域居住を促

進する観点から、関係府省が連携しつつ、

計画的な生活環境の整備を推進する。

イ　交通

（ア）交通事故の防止を図り、あわせて道路交

通の円滑化を確保するため、道路標識・道

路標示、歩道、交差点改良、道路情報提供

装置等の交通安全施設等の整備を推進す

る。

（イ）地域の生活の利便性の向上、地域経済の

活性化等のために行われる地域交流に必要

な道路、日常生活の中心となる都市まで安

全かつ快適な移動を確保するための道路、

市町村の合併に伴う新市町村内の拠点等を

連絡する道路の整備を推進する。

（ウ）運行にかかる欠損補助や車両の購入費補

助等による地方バス運行の確保を図る。

（エ）高齢者、身体障害者等誰もが安全かつ円

滑に通行できる歩行空間を確保するため、

歩道の段差・勾配の改善等により、歩行空

間のバリアフリー化を推進する。

（オ）地域住民の日常生活に不可欠な交通サー

ビスの維持・活性化、輸送の安定性の確保

等による地域生活の利便性の向上等のた

め、島嶼部等における港湾整備を推進する。

ウ　衛生

（ア）下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等
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について、市町村の意見を反映したうえで、

近年の人口減少傾向等も踏まえ都道府県が

策定する「都道府県構想」を見直すととも

に、これに基づき、地域の特性に応じた計

画的・効率的な整備を推進する。

（イ）農村における汚水処理施設整備を効率的

に推進するため、地域の実情に応じて、農

業集落排水施設と下水道との連携や、農林

水産省と環境省、総務省が連携し、農業集

落排水施設と浄化槽との一体的な整備を行

う。

（ウ）効率的な汚水処理施設整備を図るため、

下水道や農業集落排水施設等、複数の汚水

処理施設が共同で利用できる施設を下水道

事業により整備する汚水処理施設共同整備

事業（MICS）を推進する。

（エ）下水道については、人口減少社会や厳し

い財政事情を踏まえ、従来の技術基準にと

らわれず地域の実情に応じた低コスト、早

期かつ機動的な整備が可能な新たな整備手

法の導入を図る「下水道未普及解消クイッ

クプロジェクト社会実験」を推進する。ま

た、河川・湖沼等の水質を改善し、快適な

水環境を整備する。

（オ）循環型社会形成推進交付金制度に基づき、

浄化槽によりし尿及び生活雑排水を処理し

生活環境の保全を図る浄化槽市町村整備推

進事業等を推進し、農村における汚水処理

施設の整備を図る。

エ　情報通信

（ア）都市と農村の共生・対流や活力と個性あ

るむらづくり等に向け、農村地域において、

効率的な農業経営、農村の活性化及び市町

村合併後の新たなむらづくりを支援するた

め、関係府省が連携した情報通信基盤の整

備を行う。

（イ）地域の活性化や地域住民の利便性の向上

に資するため、民間主導原則のもと、高度

な情報通信基盤の整備を推進するととも

に、デジタル・ディバイド（情報格差）の

解消を図るため、情報通信ネットワークの

基盤となる施設等や地域の特性に応じた情

報通信基盤を整備する。

（ウ）高度情報通信ネットワーク社会の実現に

向けて、河川、道路、港湾、下水道におい

て公共施設管理の高度化を図るため、光フ

ァイバ及びその収容空間を整備するととも

に、民間事業者等のネットワーク整備のさ

らなる円滑化を図るため、施設管理に支障

のない範囲で国の管理する河川・道路管理

用光ファイバやその収容空間を順次開放す

る。

オ　住宅・宅地

（ア）豊かでゆとりある居住を実現するため、

優良田園住宅による良質な住宅・宅地供給

を促進し、質の高い居住環境整備を推進す

る。

（イ）地方定住促進に資する地域優良賃貸住宅

の供給を促進する。

カ　文化

文化財保護法に基づき、農村等において用い

られる農具や衣服等のうち、特に重要なものを

重要有形民俗文化財に、風俗慣習・民俗芸能及

び民俗技術のうち特に重要なものを重要無形民

俗文化財に指定するとともに、その修理・防災

や伝承事業に対する補助を行う。また、上記農

具や衣服等のうち、重要有形民俗文化財以外の

民俗文化財で典型的なものを登録有形民俗文化

財に登録する。

さらに、農村に残されている棚田や里山等の

文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化

的景観として、歴史的な集落等の町並みのうち、

特に重要なものを重要伝統的建造物群保存地区

として選定するとともに、修理や防災等の保

存・活用に対する支援を行う。

キ　公園

都市計画区域の定めのない町村において、ス

ポーツ、文化、地域交流活動の拠点となり農山

漁村の生活環境の改善を図る公園の整備を推進

する。
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（２）医療・福祉等のサービスの充実

ア　医療

都道府県ごとに策定した「第10次へき地保健

医療計画」（18～22年度）に基づき、農村を含

めたへき地における医療の確保を推進する。

イ　福祉

農村における高齢化の進展を踏まえ、介護・

福祉サービスについて身近な日常生活圏域で介

護予防から介護サービスの利用に至る必要なサ

ービス基盤を整備するため、地域介護・福祉空

間整備等交付金により地域密着型サービス拠点

等の整備及び市町村の創意工夫を活かした環境

整備を推進する。

（３）安全な生活の確保

（ア）近年の台風、集中豪雨等に伴い山地災害

等が多発する状況にかんがみ、山腹崩壊、

土石流等の山地災害等を未然に防止するた

め、復旧治山、予防治山、保安林整備、防

災林造成等の事業の実施を通じて地域住民

の生命・財産及び生活環境の安全の確保を

図る。

（イ）山地災害危険地区における治山事業につ

いて、危険地区にかかる情報の提供等を通

じた地域における避難体制の整備等との連

携により、減災に向けた効果的な事業の実

施を図る。

（ウ）自力避難の困難な障害者等災害時要援護

者関連施設に隣接した山地災害危険地区等

において治山事業を計画的に実施する。

（エ）被災後の通常生活への復旧に多大な労力

を要する床上浸水被害が頻発している地域

において、おおむね５年間で被害の解消を

図るべく床上浸水対策を実施する。

（オ）局地的な水需要への対応、渇水時の取水

の安定性確保、地域的な治水安全度向上の

ため、地域の小河川における治水・利水対

策を目的として生活貯水池の整備を推進す

る。

（カ）土砂災害危険箇所及び周辺地域を含めた

集中的施策の実施により、近年死者を出す

など甚大な土砂災害が発生した地域の再度

災害防止対策を重点的に推進する。

（キ）人命の保護を図るため、首都直下地震、

東南海・南海地震等将来起こり得る大規模

地震等に起因するがけ崩れ等により、地域

に甚大な被害を起こすおそれのある箇所に

おいて施設整備を推進する。

（ク）土砂災害の犠牲となりやすい自力避難が

困難な災害時要援護者の対策を推進するた

め、病院、老人ホーム等の災害時要援護者

関連施設を保全対象に含む危険箇所にかか

る砂防事業を重点的に実施する。

（ケ）砂防事業等による避難地・避難路、地域

の防災拠点を保全する施設の整備や、「土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律」（土砂災害防止法）

に基づく警戒避難体制の整備を実施し、ハ

ード・ソフト一体となった効率的な土砂災

害対策を実施する。

（コ）土砂災害防止法に基づく土地利用規制や、

土砂災害警戒情報の提供等を実施し、ソフ

ト対策の強化を推進する。

（サ）農地災害等を防止するため、ハード整備

に加え、防災情報を行政機関や施設管理者

等が共有するシステムの構築や技術者のボ

ランティアによる指導体制強化等のソフト

対策を実施し、地域住民の安全な生活の確

保を図る。また、甚大な被害を受けた農村

地域のコミュニティの回復を支援するため

の対策を推進する。

（シ）災害を受けやすい特殊土壌地帯において

は、特殊土壌地帯対策事業計画に基づき、

治山、治水、農地改良等の関係事業を適切

に実施する。

（ス）水防法に基づく浸水想定区域図を活用し

た、避難経路や災害時の心得等を具体的に

示した洪水ハザードマップの作成・普及を

支援し、住民の防災意識の高揚と災害への

備えの充実を図る。

（セ）ハード・ソフト両面から水害等に対する

安全性を高めるため、水門等を遠隔操作す

るための施設や監視カメラ等の観測・監視
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装置を整備し、情報の迅速な収集、提供体

制の構築を進める。また、インターネット

や携帯電話、テレビを活用し、即時の雨量、

河川水位、河川の流況等の映像等の防災上

有用な情報を広く国民に提供する。

（ソ）安全で信頼性の高い道路ネットワークを

確保するため、緊急輸送道路等における橋

梁の耐震対策、道路斜面や盛土等の防災対

策、災害のおそれのある区間を回避する道

路の整備を推進する。

（タ）雪国の生活を支える冬期道路ネットワー

クを確保するため、道路の除雪、防雪、凍

雪害防止を推進する。

Ⅴ 国際交渉への取組

1 WTO交渉における取組
2000年から開始されたWTO農業交渉におい

て、我が国は「多様な農業の共存」を基本理念

とし、農業のもつ多面的機能、食料安全保障の

確保等の非貿易的関心事項が十分に配慮され、

柔軟性があり、食料輸入国と輸出国に対する規

律の間でバランスのとれた貿易ルールの確立を

目指しているところである。

2007年７月にはファルコナー農業交渉議長及

びステファンソン非農産品市場アクセス

（NAMA）交渉議長によって、モダリティ＊１の

案（議長テキスト）が提示された。2007年９月

以降、事務レベルで議長テキストに基づいた集

中的、専門的な議論が行われ、事実上の議長テ

キストの改訂版に相当する作業文書が４回に分

けて発出された。

2008年１月にはスイスのダボスにおいて非公

式閣僚会合が開かれ、各国が交渉の2008年内の

妥結に向けて努力するとともに、議長による改

訂テキストが発出された後、まずは事務レベル

で議論を行ったうえで閣僚級会合を開く方針が

確認された。

2008年２月には、ファルコナー農業交渉議長

及びステファンソンNAMA交渉議長によって、

７月のモダリティ案の改訂版が提示された。

我が国としては、関係国等に働きかけながら、

食料輸入国としての我が国の主張がドーハ・ラ

ウンドの成果に最大限反映されるよう、戦略的

かつ前向きに対応していく。

2 EPA/FTAへの取組
経済連携協定（EPA）/自由貿易協定（FTA）

については、WTOを中心とした多角的な自由

貿易体制を補完し、我が国の対外経済関係の発

展や経済的利益の確保に寄与するものとして推

進してきたところであり、今後とも、各国・地

域との交渉に当たっては、我が国農業の重要性

を十分認識し、国内農業の構造改革の進捗状況

にも留意しつつ、戦略的に交渉に臨む。

我が国及びASEAN全体の間の協定について

は、2008年４月の署名完了後、できるだけ早期

の発効を目指す。交渉中のベトナム、インド及

びスイス等の各国との間では、農林水産分野の

交渉に戦略的に取り組むとともに、2004年11月

以降交渉が中断している韓国との間では、交渉

再開に向け検討していく。また、2007年４月に

交渉が開始された豪州との間では、両国の農業

構造には農地面積等大きな違いがあることや豪

州からの輸入農産物の多くが我が国農業や地域

経済にとって重要な品目であることを踏まえ、

「守るべきもの」はしっかり「守る」との方針

のもと、政府一体となって交渉に取り組む。

Ⅵ 団体の再編整備に関する施策

（１）農業協同組合系統組織の再編整備に関す

る施策

食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に

向け、以下の改革等を推進する。

① 地域農業の振興や農業者の営農活動の支援

＊１ WTO農業交渉においては、市場アクセス、国内支持、輸出競争の３分野等について、具体的な削減率等の各国に
共通に適用されるルールをいう。
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を的確に行える経済事業の構築

② 農林中央金庫の定める「系統信用事業の再

編と強化にかかる基本方針」（自主ルール）

に基づく農協金融システムの構築

③ 農業協同組合中央会による監査体制の充

実、農協の経営情報の一層の開示　

特に、農協系統の改革への取組については、

業務改善命令に基づき、全国農業協同組合連合

会が作成した「改善計画」の進捗状況について

の定期的な把握及び指導等を行うなど、経済事

業改革を中心とした農協系統の改革を促進す

る。

また、農協系統の適正な事業運営を確保する

ため、農協系統に対する検査を実施する。

（２）農業委員会系統組織の再編整備に関する

施策

「農業委員会等に関する法律」に基づき、農

業委員会の業務を効率的かつ効果的に実施し、

地域の農業者に対するサービスを向上させるた

め、市町村段階及び都道府県段階における農業

関係団体との連携強化を支援する事業を実施す

る。

（３）農業共済団体の再編整備に関する施策

農業共済事業の安定的な事業運営基盤の確保

を図るため、組合等の広域合併を着実に推進す

る。

（４）土地改良区の再編整備に関する施策

零細・小規模で財政基盤がぜい弱な土地改良

区が多数存在していることから、水利系統単位

または市町村合併を踏まえた市町村単位での土

地改良区の統合整備を推進し、事業運営基盤の

強化を図ることを目標に、広域的な統合整備構

想の策定及び合併等に対する助成措置を実施す

る。

（５）団体間の連携の促進

支援を受ける担い手にとっての利便性向上と

支援機関の密接な連携や効率的運営を図る観点

から、全国、都道府県、地域の各段階において、

農業団体及び地方公共団体等により構成される

「担い手育成総合支援協議会」を設置し、担い

手向けの支援を一元的に実施するためのワンス

トップ窓口の開設や共同事務局化等を推進す

る。

Ⅶ 食料、農業及び農村に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するための
取組

1 政府一体となった施策の推進
内閣総理大臣を本部長とする食料・農業・農

村政策推進本部を中心として、食料自給率の向

上に向けた取組をはじめ、政府一体となって実

効性のある施策の推進を図る。

2 施策の工程管理と評価
（１）施策の工程管理

施策の推進に関する手順、実施の時期と手法、

達成目標等を明確にした工程表に沿って、それ

ぞれの施策の具体化を推進するとともに、その

進捗管理を適切に行う。

また、政策評価を積極的に活用して施策の効

果等を検証し、必要に応じ施策内容の見直しを

行い、翌年以降の施策の改善を図る。

（２）政策評価

「農林水産省政策評価基本計画」等に即して、

政策評価を積極的に推進する。

ア　実績評価

19年度に実施した農林水産政策について、実

績評価を実施するとともに、これを補完するた

め政策手段別評価を実施する。

イ　総合評価

基幹的な計画・制度や分野を越える横断的な

課題について、総合評価を実施する。

ウ　事業評価

公共事業及び研究開発について、事業評価を

実施する。

エ　規制の事前評価

法律や制令の制定またはかい廃による規制の

新設またはかい廃にかかる政策について、発生

する効果や負担を予測し、事前評価を実施する。
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3 財政措置の効率的かつ重点的な運用
厳しい財政事情のもとで限られた予算を最大

限有効に活用する観点から、既存の予算を見直

したうえで大胆に予算の重点化を行い、財政措

置を効率的に運用する。

4 的確な情報提供を通じた透明性の確保
「食料・農業・農村基本計画」等に基づき、

施策の決定と実行過程の透明性を高める観点か

ら、インターネット等を通じ、国民のニーズに

即した情報公開、国民に政策情報をわかりやす

く伝え、関心・意見等を施策等に反映させる情

報の受発信を推進する。

また、幅広い国民の参画を得て施策を推進す

る観点から、施策に関する国民との意見交換を

密に行うとともに、審議会や研究会への国民の

参画を推進する。

5 効果的・効率的な施策の推進体制
（１）効果的・効率的な施策の推進

既存の施策の見直しや新たな施策の導入に際

しては、その考え方や具体的内容が生産現場に

速やかに浸透するよう、関係者に対する周知徹

底を図る。

また、地方公共団体・農業団体をはじめ地域

の関係者が一体となり、女性の積極的な参画も

得て、新たな施策が農業・農村の現場の最前線

まで浸透し、具体的取組として展開されるよう、

人材の育成や組織づくりを促進する。

さらに、行政ニーズの変化等に迅速かつ的確

に対応し、効果的・効率的に施策を推進するた

めの体制の見直しを行う。

（２）農林水産分野の情報化と電子行政の実現

「IT新改革戦略」や「食料・農業・農村基本

計画」等に基づき、農林水産分野におけるIT

利活用の促進を図るため、ユビキタス・コンピ

ューティング＊１技術や地理情報システムの活

用、農山漁村地域における情報通信基盤の整備

等を一体的に推進する。

また、利用者本位の行政サービスの提供によ

る国民の利便性・サービスの向上、行政運営の

効率化等を図るため、行政手続きのオンライン

利用の促進や、業務・システムの最適化等を推

進する。

（３）政策ニーズに対応した統計調査の実施と

利用の推進

強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村

の活性化に資する施策のための統計調査を、農

林水産統計の再構築の検討結果に基づき、重点

化・効率化を図りつつ着実に実施する。

（ア）米政策改革推進対策に関連して、米の需

給計画の策定・検証、生産調整の確実な実

施に必要な米の作況調査等各種生産統計調

査を確実に実施する。また、水田・畑作経

営所得安定対策に関連して、農業経営統計

調査を着実に実施するとともに、集落営農

関係の統計について、生産コスト等を把握

できるようにするなど拡充して実施する。

（イ）農山漁村活性化施策に資するため、農業

集落の実態や地域の景況感等を把握する調

査を実施するとともに、使いやすく、わか

りやすい統計データを整備する。

（ウ）食と農に関する国家戦略的取組に対応す

るため、東アジア諸国における我が国食品

産業の進出状況を把握する調査を実施す

る。また、食料供給コスト縮減にかかる取

組の推進に資するため、食料供給コストを

把握する調査を実施する。

（エ）統計調査業務の効率化の一環として民間

調査機関へ包括委託を行う市場化テストを

導入する。また、あわせて、農林水産統計

の登録調査員確保・育成事業を拡大すると

ともに、ITの活用により調査対象農家の

記帳負担を軽減するなど対策を講じ、民間

統計調査員調査化・郵送調査化等を推進す

る。

＊１ 至る所に存在するコンピュータ（パソコンや電子タグ等）がネットワークを形成し、利用者の周りの状況を把
握・判断することで、利用者自身が意識しなくても物事を解決してくれる技術（「いつでも、どこでも、誰でも簡単
にコンピュータを活用できる技術」）。




